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昭和 60年 第 3回定例会日程

9月 12日 (木曜 日) 会期の決定

9月 13日 (金曜日〉 行政報告、諸般の報告
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請願上程
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9月 18日 (木曜日 〉 一般質問

9月 20日 (金曜日 ) 一般質問

9月 24日 (火曜 日〉 一般質問

9月 25日 (水曜日〉 一般質問

9月 26日 (木曜日 ) 一般質問

9月 27日 (金曜日 ) 一般質問

9月 30日 (月曜日 〉 一般質問

1 0月 1日 (火曜日〉 一般質問

1 0月 2日 (水曜日) 一般質問、請願上程

1 0月 9日 (水曜日〉 審査報告、議案上程、請願上程
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午後 4時 50介開会

0議長(高橋通夫君)

本日の会議を開きます。

これより 昭和 60年第 3回日野市議会定例会を開会し、直ちに

ただいまの出席議員 28名であります。

次に日程第 1、会議録署名議員の指名の件については、会議規則第 81条の規定により、 議

長において

2 2番竹ノ上武 俊 君

2 3番米沢 照男君

を指名いたします。

次に日程第 2. 会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

(議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(中 山基昭君) 本日 12日よりの第 3回の定例会の運営につきま

しては、先日 9日に議会運営委員会を開催し、議案の取り扱い、通告質問者の確認と発言の順

位、会期と日程の配置、請願の取り扱いについて、協議を行ってまいりました。その御報告を

行い、御確認、と御協力をいただいてまいりたいというふうに思います。

お手元に配付をされております日程予定表、あるいは通告質問の一覧表等を参照していただ

きたいと思います。日程表等につきましては、若干の変更を最後に申し上げてまいりたいと思

います。市長の方からの提案されます議案は、既に送付をされておりますところの 25議案に

なりますが、議案 65号の廃棄物処分地管理組合の会計決算の認定につきましては、既に組合

議会におき事業や経過が確認をされてきておりますので、即決といたしたいと思います。その

ほかの全議案につ きましては、これからの設置が予定をされておりますそれぞれの特別委員会

と関係の各常任委員会に付託をし、審議を進めることにいたしたいというふうに思います。会

期、日程等につきましては、決算特別委員会 4日、一般通告質問 5日というふうな日程配置で

ございますけれども、特に一般質問の通告者は、一覧表のように 21名から 50件が予定をさ

れております。したがいまして、 1日最小限 4名の消化をひとつ目標、予定にしてまいりたい

というふうに思います。なお、この会期は、本日の 12日から10月 8日の 27日間を設定を

してまいりたいと思いますけれども、本日の議事の消化の関係上、これからの行政報告、ある
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いは諸般の報告等につきましては、明日の 13日に繰り下げをしてまいりたいと思います。以

下別表の 13日以降の日程をそれぞれ1日ずつ繰り下げを行いまして、 1 0月 3日の予備日こ

れ等につきましては、大変決算特別委員会等でのこの審議等の状況もございますけれども、こ

の中に設定をしてまいりたいと思います。 したがし可まして、最終は当初の予定のように 10月

8日まで、こういうふうな日程配置に変更してまいりたいというふうに思います。

以上大変雑駁でございますが、よろしく御審議と御確認を願いまして報告にかえさせていた

だきます。

以上です口( r議長」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君) 招集は午前 10になっておりました。ところが、今、 5時

1 0分前本会議が開かれたわけでございますけれども、その 6時間余りの時間、これをひとつ

どのような形で本会議が開かれなかったか、それをひとつ御説明をしていただきたいと思いま

す。

0議長(高橋通夫君) 議会運営委員長。

0議会運営委員長(中山基昭君) 藤林議員にお聞きしたいと思いますけれども、議会

会運営委員長にお尋ねされるのか、あるいは議長さんにお尋ねなのか、その辺をひとつ明確にし

してください。( r議長Jと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 議長お答えします。

この件については代表者の方から各会派に発表があったことと存じますので、御了承願いた

し、と思いますの

藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君) 各会派に代表者が出ておりますけれども、そのたびに報告

がなされております。ただし、その報告は非常にあいまいなように私の方で……( r議事進行、

議長、 5時を経過するので、まず今の委員長報告を締めてからやってくださしづと呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり会期を決定するに御

異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会期は、本日から 10月 8
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日まで、期日 27日間と決定いたしました。 (r終わり」と呼ぶ者あり)

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 街]異議な いものと 認めます。よって会議時間を延長をする こと

に決しました。

藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 私は怠慢という言葉はL、けなかったか もわかりませんけれ

ども、議長はもう少しこの議会中は日程まで決まっております。そういう関係でもう少し精力

的に各議員さんなり、代表者なりを説得をして、そして 1時間も早く本会議に臨む、これが議

長の役目じゃなかろうか、こういうふうに私は考えて質問しているわけですから、だから、こ

の6時間何分間というんですか、これを非常に私は不満です。もう少しこれから先、 議長なり

それから、もう一つは事務局、やっぱり議会は日程も決まって 1週間前に各議員 さんの手元に

配付されておりますから、そのつもりで各議員が出席しているわけです、早くから。そういう

意味からいって私は質問しているわけです。これをこのようなことをこれから続けていくとい

うふうになりますと、私は議長の責任、また事務局の責任にかかってくると思います。だから

今後このようにならないようにぜひともスムースに議会が運ばれるようにお願いいたしたいと

思います。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎議員の旨を体して、今後につきましては、議会運営

については、副議長あるいは事務局とよく緊密な連絡をとりまして、御趣旨に沿うように努力

します。

古賀俊昭君口

01 8番(古賀俊昭君) きょうから第 3回の日野市議会の定例会が始まったわけで

すが、今その初日に当たって藤林議員の方から議長の方に御質問がありました。この定例会の

招集に当たりまして、私ちょっと前々から思っておりましたんですが、議長にちょっとお聞き

したいことがありますので、この機会に関連をしてお尋ねをしたいと思います。

9月 5日付で、私のところに議長から昭和 60年第 3回日野市議会定例会の開催について、

ということで連絡がございました。文書をいただきました。この招集についての文章の中に、
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当日は時間厳守の上、議事堂に御参集願いたいという文言がございます口私、要綱及び条例等

ひっくり返してよく見てみました。議事堂という言葉はどこにも出てこないんです。また、こ

の庁舎が完成をしましたときに、森田市長及び名古屋議長だったと思いますが、庁舎のパンフ

レットが作成されております。その中にも庁舎案内の中に図面等はありますが、議事堂という

のはどこにも存在しない。存在しない場所に集まれというのは、私、文言についてやはり見直

しを行った方がいいのではなし、かと思っておりますが、高橋議長はいかがお考えでございまし

ょうか。

0議長(高橋通夫君 ) その件につきましては、いつも議会事務局からそうした通知の

方はお任せしてありますので出たことと思いますが、今後そのことについては、事務局長とよ

く相談しまして間違いのないようにしたいと思います。

古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) それでは市長にお尋ねをしますが、今定例会の開催に当たり、

市長から告示がなされております口その告示の文章の中にも参集場所として、議事堂という記

載が同じようにあるわけです。議事堂とは一体どこに存在するのか、市長がお出しになった文

書でございますが、市長はどのようにお芳えになっているか。また、やはり見直しが必要であ

るのではないかな、というふうに私は思うんですが、お考えをお聞きしたいと思います。私は、

多分これは国会の文例等を参考にされて議事堂 というのを引き写しで最初におっくりになった

経緯もあるのではな~，かと推論するんですが、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 議会文書に私の方から特に触れることはないと思っておりま

すが、古くからこういう表現によって文書が運用されてきております。そのことは共通のつま

り議事を行う場所という意味で議事堂という表現は当たっておるわけでありますから、特に異

論はない、このように思っております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 議長さんは、よく検討して今後見直してみたいという旨の御

発言があったと思うんですが、市長は別に構わないとおっしゃっているんですね。市の庁舎の

案内パンフレットにも議事堂というのはどこにも出てこないんです。しかも、参考文例の中に
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は確かに出ているようですが、実際例規集等の中にもどこにもございません。堂というのは、

やはり独立した建物を指して議会棟等があればそういう表現も当たらずといえども遠からずで

別段見直しの必要はないということも納得できないことはないんですが、存在しなし場所をど

こにも出てこない場所に集まりなさい、という告示をなさるということは、ちょっと~，かがか

なと思うんですが、率直に御検討なさってはし可かがでしょうか。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 従来の慣例ということで行われております。それから、固有

名詞というものを使う制1妥当であるのかどうなのか、要するにこの場所が議事堂であることは

間違いないわけでありますから、検討はいたしますが、特に私は疑問を持つてない、こういう

ことでお答えをしたわけであります。

0議長(高橋通夫君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会するこ

とに決しました。

本日の未了日程は明日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。
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午後 5時 7分延会
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君

君

君

君

君

君

君

君

君

午後 4時 55分開議

0議長(高橋通夫君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 27名であります。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉

決しました。

御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程に入る前に、一言、議長から発言いたします。

午後 4時 56介休憩

午後 8勝 22分再開

以前、革新クラブ会派所属でありましたが、昭和 58年 12月 16日をもっ て革新クラブを

脱会された橋本文子議員花、通告いたします。

控室の割り振りについては、無会派の控室は第 6、第 7議員控室が割り当てられています。

議会運営のノレーノレに基づいて、再三再四控室の移動を通告いたしましたが、かたくなに拒否し、

本日まで移動されておりません。このため、 2日聞にわたって議会が空転してしまったことは、

極めて遺憾であります。直ちに無会派控室に移動するよう、本会議場で改めて通告いたします。

今後とも、橋本文子議員が良識ある議員として、議会ノレーノレ、秩序を厳重に守られるよう強

く要望しておきます。( I議長」と呼ぶ者あり〉橋本文子君。

01番 (橋本文子君〉 ただいまの通告に対して、一言申し上げたいと思います。

9月 6日の代表者会議録によりますと、その他、という 4番目 の項 目の中の 5点自に、議員

控室の件で、 9月 11日までに橋本議員が革新クラブから出られるよ う議長において処置をす

ること 、という取り決めがなされておりますけれども、この件に関して、どのような処置をお
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取りになったんでしょうか。お伺いいたします。

O議長(高橋通夫君〉 議長といたしましては、代表者会議に諮って、いろいろこのこ

とについて協議いたしました。橋本文子君。

0議長(高橋通夫君〉

01番(橋本文子君 〉

どこに記録されているんです。橋本文子君。

代表者会議録、昭和 60年第 3回定例会。午後 3時 38分から

うことなのだ、 議長にお伺いをしたい、という質問さえあったぐらいです。つまり 、話されて

いれば、そういう質問が本会議場で、昨日の 5時近くになって出 るはずはありません。

ですから、私はお伺いをしているんです。議長は 11日までに処置をするこ とということに

対して、例えば、私iζ、こういう話が出ていると話すことも、その方法の中の一つにあるでし

ょう。それは末端のことではあるでしょうけれども、私に何らかの、この内容を伝える義務も

おありになるんじゃないでしょうか。

具体的に、どんな処置をなさったのか。これは、代表者会議から議長にあずけられたもので

す。ですから、議長及び副議長の責任で、これは何らかの処置をなさるべきものだと、私は考

えます。

ですから、どういう処置をなさ ったのか、それをお伺いをしているわけです。

0議長(高橋通夫君〉 協議をしたけれど、適切な処置は見つからなかったわけです。

「議事進行」と呼ぶ者あり〉一ノ瀬 隆君。

01 1番(一ノ瀬 隆君〉 ただいまの橋本議員のお話をお伺いいたしまして、議事進

行という形で、発言させていただきたいと思います。

代表者会議のメモが云々ということでございましたけれども、代表者会議で、いつの幾日ま

でに議長が何をしろということは、一般議員に対しでではなく、代表者に対しての約束であり

ます し、その点については、 12白に聞かれた代表者会議において、議長から十分説明がなさ

れております。それで、そのときに約束した代表者は、全員了解しているはずです。

ただ、その問題については、解決をしておりませんので、それからいろいろと折衝があった、

いろいろな論議があったところであ ります。

さて、こ の件について、昨年の 3月定例会で、橋本議員は、それ以前、私ども革新クラブか

ら脱会いたしまして、その時点では、応接室などに荷物を置いていたというときがございまし

01番(橋本文子君 〉 何か勘違いをしておられるんじゃありませんか。

9月 11日までに議長において処置をする こと、と。その、どういう処置をなさったか。代

表者会議から議長に託されたものなんです、この文章は。代表者会議から議長花、 9月 11日

までに処置することと、託されております。その件を、議長はどのように処置をなさったのか、

お伺いをしているわけであります。

0議長(高橋通夫君〉 議長においては、独断でやるわけにはし 1かないので、協議をし

て、今まできたわけです。(r議長」と呼ぶ者あり)橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 具体的な内容が、全く話されておりません。私は、具体的なこ

とをお伺いしているわけですから。 9月 11日までに処置をすること、議長において処置をす

ること、と記録されておりますね。

だから、それを具体的にどんな処置をなさったのか、それをお伺いしているのであります。

午後 4時 15分までに行われた。場所は、議長の応接室であります。

そして、そこに出席された議員は、当然、代表者の方でありまして、央住議員、 黒川議員、

竹ノ上議員、飯山議員、一ノ瀬議員、さらに高橋議長、米沢副議長と、あと事務局の方々が出

席をされているわけであります。

ここにしっかりと、議長において処置をすること、と明記されているんです。それは、議長

はお受けになったはずです。ですから、議長が 11日までにどのような処置をなさったのか、

それをお伺いしなければ、今の通告を、私は、そのままお受けするわけに~¥かないではありま

せんか。お伺いいたします。

fこ。

0議長(高橋通夫君〉 1 1日までの代表者会議のことについては、代表者から会に帰

石坂前議長より、( rうそが言えるJと呼ぶ者あり〉傍聴などが来るんで、そういう状態で

はちょっとまずいんで、 1目、 2日で何とか部屋の件は解決するから、ぜひ革新クラブに置い

てくれないか、というような話がありました。

私ども革新クラブは、現実iζ大きな( r本当にそうだったんですか」と呼ぶ者あり)荷物は

まだ私どもの部屋にあるんで、 1 日、 2 日だったらいいんではな~¥かということで、革新クラ

って発表があったと思いますが。橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 昨日の議会におきまして、ある新政会の議員からの発言がござ

いました。その内容によりますと、 5時近くまで紛糾して議会が開かれなかった理由はどうい

必
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ブ全員これを了承して、石坂議長に伝えました。そして、その後、 1日、 2日というのが、い

つになっても事態は解決しないということで、その状況のまま続いておりました。

私は、代表者会議など、事あるごとに、控室の問題はどうなっているのかということを、議

長ないし議会事務局に聞いて、ただしておりますD これに対して、議長並びに議会事務局は、

大変努力はされたようですけれども、現時点、どうにもならないというような事態が続いてお

りました。

そして、ことしの 4月の市長選挙、そして 7月の都議選挙ですか、滝瀬議員、並びに小山議

員が辞職し、控室の余裕ができたわけであります。 こういう状況におきまして、それから初め

ての定例会が、ここで始まるわけでありますけれども、その時点で、私が従来からお願いして

きたことは、解決できるんじゃないか、そういうことで、 6日の代表者会議、 1 2日の代表者

会議などで論議をいた しまして、 さっき議長が発言されましたように、代表者会議の同意を得

て、議長がこの取り決めを行い、橋本議員に通告したところだと思います。

議長の取り計らいである、無会派の議員は第 6、第 7議員控室iζ入っ てほしい、入れ、とい

う指示は、極めて妥当であると思います。その妥当な指示に従わず、革新クラブに与えられた

部屋に居座るということは、議会運営を無視した、極めて非協力的な暴挙であると言わざるを

得ないのであります。これは、革新クラブの一致した意見でもあります。

申すまでもなく、議会の運営は法律により大幅に議長にその権限が認められています。しか

し、民主的に、そして議会運営をスムースにするために、代表者iζ集まっていただき、代表者

会議を開いて、議会運営をスムースにやっていくのだと思います。

この件についても、代表者会議での報告によりますと、議長、副議長、そして事務局の皆さ

んは大変苦労され、いろいろと橋本議員の意見も十分に聞いたと聞いております。

革新クラブは、控室で会議も自由に開くことのできないような、不自由な状況が、長い問、

続きました。この打開を一刻も早くしていただくように、切に願っているところでございます。

議長の発言を強く支持し、今後、橋本議員が速やかに議長の指示に従うよう、強く要望して、

議事進行での発言としておきたいと思います。( I関連、議事進行」と呼ぶ者あり〉

0議長 (高橋通夫君 〉 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 議長lζ、一言、確認をさせていただきたいと思います。

ただいま、革新クラブの代表者から発言があったとおり、経過は、私もそのとおり共産党市

議団の代表者として、そのとおり確認できるものでございます。

1 1日前後、議長がこの問題について各会派と折衝し、その不十分な点はございましたけれ

ども、それが 12日へと流れてきたというものでございまして、今の革新クラブの代表者がお

っしゃったとおりではな~¥かと思います。

そこで， 1 2日の時点ではないかと思いますが、橋本議員への控室の問題などが、連絡がい

ったのではな~¥かという ふうに存じます。

それで、代表者会議の決定なり、議会のノレーノレというものに、日野の市会議員が従 うのは、

これは当然でございます。議席の配分についても、その慣例とノレーノレに従って、私どもここに

座っております。ですから、これは守らなければいけません。

それで、私が確認した~¥点が、一つございます。それは、議長、御存じだと思いますけれど

も、私が読み上げますので、そのとおりであれば、そのとおりである、ということを証明して

いただければいいと思います。

私ども、昭和 59年 3月に、議員提要という冊子を、 議会事務局よりちょうだいいたしてお

ります。これに、庁舎の使用についてという規定が、明文化されております。 314ぺージで

ございます。昭和 52年 11月 29日、会派代表者会議決定、こういうふうになっております。

その後、こ の決定に基づいて、庁舎の使用は行われてまいっております。

そこで、今の件に関しての、決定の項を読み上げますので、それが正しければ、御確認いた

だきたいと思います。

(1)といたしまして、議員控室の使用について、となっております。その第 1項は 「会派控室

は、会派構成の大幅な変動がない限り、議員の任期中は変更しないものとする」とこうなって

おります。したがいまして、革新クラブが 1人減っても、革新クラブは今の部屋にいてもいい、

とこういうことが、第 1項で規定をされております。と、解するわけでございます。

それから、第 2項といたしまして、[議員控室は各会派所属議員及び議員の待機、会議、諸会

合の場として使用し、その責任者は会派の代表者とする」というふうになっておりますO した

がって、他の会派の議員がそこに居座るというようなことは、代表者の権限で認めないとする

ことができるということが、規定されているものと思います。こういう文章になっております。

それから、(5)といたしまして、 「その他必要な事項は、議長が会派代表者、議会事務局長と

協議して決める」とこういうふうに結論がなっております。したがいまして、日程の流れはご

ro 
τaA 
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ざいますけれども、この 5項に沿って決定したことには、各会派の議員さんは従わなければい

けないものと、解釈することができると思います。

以上、私、 3項目について読み上げたわけでございますけれども、相違なければ、議長ない

し事務局長において、そのことを証明していただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 そのとおり、間違いないと思います。(r思いますじゃ、困る」

と呼ぶ者あり)そのとおりです。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ( r議事進行」と呼ぶ者あり〉延会いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会するこ

とに決しました。( r議長の横暴だ。議事進行Jと呼ぶ者あり)

本日の未了日程は、 17日の日程といたします。

本日は これにて延会いたします。

午後 8時 39分延会
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0議長(高橋通夫君)

午前 10時 11分開議

おはようございますの本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 25名であります。

これより日程第 1、行政報告を行います。市長から行政報告を求めますの

〔市長登壇 〕

0市長(森田喜美男君 )

り3点の報告をいたします。

6月議会以降、今定例会の間の主要な行政事項について私よ

その 1は職務代理者を設置したこと及び消滅をしたことについてでありますn

私は、 8月 8日出発、日ソ親善協会が組織した第 4回「日 ソ不戦の誓いJ訪ソ代表団約 150

名、 7グループの編成、三多摩はヤルタグループ、こ の「日ソ不戦の誓い」訪ソ代表団に私費

参加 して、ノ¥ノてロフスク、キエフ、オデッサ、キ シニョフ、ヤノレ夕、レニングラード、モ スク

ワの各都市を歴訪 し、 不戦の誓い行動に参加して、旅行目的を果たし、 23日夜、帰任いたし

ましたの

この問、市長の職務代理者に、地方自治法第 15 2条の規定に基づき日野市助役を指定し、

職務の管理及び執行に支障なきことを期した次第でありますじ このことについては、 23日、

帰任に伴い、 2 4日付で職務代理を解き、私が職務に復帰いたしましたのこの問、助役はすべ

ての任務を遂行し、支障のなかった ことを本議会に報告をする次第でありますの

行政報告第2は各種行政諮問委員会の設置について申し上げますの

市の行政展開に当たって、特に重要な事項を集中審議し、その政策の遂行を期する目的をも

って各種行政諮問委員会を要綱によって設けております。本年度の予算に計上し、すでに発足

した諮問委員会について、この際、報告をいたしますの

第 1は日野市行財政調査会についてでありますz

日野市の効率的市政運営を期するために別紙名簿の委員を委嘱して、本市の取り組むべき行

政改革について、目下調査を進めておりますの名簿は別紙に差 し上げておるとおりでありますの

第 2は日野市情報公開懇談会についてでありますの

本市が情報公開条例を制定するに当たって、広い視野からその基本的理念とまた住民のプラ

イパシ一保護のことについて最善を期するために、同じく別紙名簿の専門委員を委嘱し審議を

目下進めておりますの去る 8月 7日、 情報公開制度の基本自知念、また、情報公開制度に関する
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主要課題、その他制度化に伴う主要事項について諮問を行っております。 12月中にはその提

言をま とめていただくことになっております。

第 3は市内パス交通対策検討委員会の発足であります。

市内のパス運行による市民の足の利便について検討を尽くすために設けた ものであります。

去る 8月 27日、 市内パス交通の実現方策についてという課題を諮問 し、現在、 審議が進めら

れておりますが、 1 0月末には答申が得られる予定でありますの

第 4として、このたび第5次日野市地域保健協議会、 これは 52年度要綱制定であります。

この保健協議会に対して、先日、住民の健康保持に資する健康手帳の活用方法と老人医療の無

料化に資する方策についての二つの課題を諮問し審議をお願いしたところであり ますの以上を

御報告申し上げます。

行政報告第 3は、東京都の予算編成に対しま して市長会の要望についてであり ます。

このことにつきましては、東京都市長会で各市の要望をまとめ、 9月初め、都の予算編成期

に先立って毎年行っておるところでありますが、それを本年も行っておると ころでございますの

本年は去る 9月3日、都の各局に市長会が手分けをいたしまして要請活動を行ってまいってお

ります。その内容につきましては、お手元に配付しております資料をもって報告にかえさせて

いただきますの

以上、主要な行政事項 3項について御報告をさせていただきま した。ありがとうございまし

億 6，7 6 6万 4，460円で、 平米単価としま しては5万 4，000円に当たるわけでございますの

去る 8月 2日、この譲渡代金の受領と同時に正式に東京都財務局当局と高校用地の引き渡しの

事務一切を完了いたしております。

高校誘致の背景に、議会の理解と御支援をいただいた次第でございまして、譲渡の完了を報

告申し上げる とと もに、厚く感謝申し上げる次第でございます。

以上をもちまして、南平高校用地の造成地の都移譲という工事の完了を報告する次第でござ

います。どうもありがとうございましたの

0議長(高橋通夫君)

します。

これより行政報告全般について質疑に入ります。夏井明男君。

収入役以下については報告書のとおりですので報告を省略いた

01 6番(夏井明男君) それでは 3点ほどお尋ねいた します。

0議長 (高橋通夫君〉

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君)

次に助役から報告を求めます。

一つは、前の、前回の定例会の行政報告だと思いますが、 レッドランズ市への非核について

の呼びかけということで行政報告があったわけですけれども、その後、このレッドランズ市の

対応はどうであったか、どういうふうな反応であったか。非常に私も行政報告のときにお聞き

して以来ずっと 気がかりでしたので、その辺の状況を御説明願いたいと思います。

それから第 2点目としましては、市内の小学校、中学校、高校の非行問題でございますけれ

ども、 夏休み中、新聞の報道でも三多摩の方で集団での窃盗事件等も報道されましたけれども、

日野市内においてはどういうふうな状況であったか、把握をされていれば教えていただきたい

と思います口

最後に南平の、今、高校の譲渡の件について助役から御報告がありましたけれども、この辺

について、また詳しくお聞きしたいと思いますけれども、とりあえずこの 2点についてお知ら

せ願いたいと思います。

た。

高校用地の都移譲につきまして助役より行政報告を申し上げる

次第でございます口

本市が誘致しました都立南平高校の用地造成工事につきましては、昨年 5月、工事に着手 し

相当な困難を処理しながら、すべての工事を終えて施工業者よりこの 7月 15日、市の竣工検

査を経て受け取った次第でございます。

この用地の東京都への譲渡については、本年 3月 18日、東京都財務局と日野市土地開発公

社との問で土地売買契約を締結しております。契約内容は、南平八丁目 2番の 3ほか 1筆でご

ざいますけれども、山林 4万 5，69 7.4 9平米、 実測面積でございます。代金としまして 24 

。議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 御質問の第 1点、レ y ドランズ市に非核宣言の呼びかけを行

った回答はいかん、と こういう質問と伺いました円

レッドランズ市から特に公式に呼びかけに応ずるとか、そういう具体的な回答はまだいただ

いておりませんn この夏、レッドランズ市を訪れられた日野市・レッドランズ友好協会、この

代表の方が向こうの情報を御承知の範囲でお伝えをいただいております。市民の問で、 レッド
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ランズ市の市民にどのように伝えられたかまだつまびらかではございませんが、アメリカの市

民としていろいろな見解があるの日本の自治体のそのような草の根的非核平和運動に対しまし

て、かなりの論議があり、また評価もあるo そういう範囲でいろいろな市民から意見を開いた、

こういうことが伝えられております口つまり、かなり関心をいただいておる円ただし公式に向

こうに は議会という形も日本の自治体のような形ではないようでありまして、どのような反応

があるか、これからの推移に大きく期待をし、これからも日野市民が行かれる際にそのような

意向を伝えて、そうして一つの世論形成が l広まることを期待をしたい、このように考えておる

ところでございます。

0議長(高橋通夫君〉 教育長円

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

夏休み中の事故並びに問題行動、 日野市の状況はどうであったかということでございますけ

れど、全体といたしましては各学校とも夏休み中におけるところの生活指導あるし、はクラブ活

動、 水泳指導、これらの問題に力を入れま して全市的には問題行動という のは極めて少なく

て平穏な夏休みを送る ことができましたの

ただ全くなL可かといいますと中学校におきましては 1校 2件ほど平均にいた しますとござい

まして、内容といたしましては万引きだとか、あるいはノてイク等、それからシンナーの吸引、

無断外泊、 こんなようなケースが 1校平均 2件ほど各学校にそれぞれ出て、学校としての指導

に当たっております。

小学校関係につきましては、そういう問題行動というのはないわけでございますけれど、交

通関係の事故、いわゆる車との接触等による左手の骨折事故だとか擦過傷、そんなようなケ ー

スが小学校の低学年に 2件ほど夏休み期間中に起きております。

逆に新学期が始まってからの方が、この長い夏休みの経過を踏まえて各学校でも対応してい

るわけでございますけれど、女子の生徒によるところの暴力行為、これに伴う傷害事件等が中

学校で起きておりまして、この問題につきましては、学校、家庭協力して個別指導に当たって

いる、そのような現状でごぎいます。以上です。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

0 16番(夏井明男君) それでは、市長の方の御答弁いただいたレ y ドランズ市への

対応はどうであったかということについて今お聞きしたわけですけれども、あれから大分自に
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ちがたっております口それで、どういう、 要するにこちらの言わんとしている善意がどの辺の

程度まで届いたかということはやはり市長も一番気にされているところだと思うわけですれ

今の御答弁ですと正直言ってこれからどうであるか、影響ですね、見守りたいというふうな

趣旨のお話なんですけれども、やはりレッドランズ市の関係の方がこちらに見えた関係もあり

ますから補足的な説明と t)かないまでも、こちらの趣旨の文書以外における趣旨をやはり折に

触れてお話をされる機会が当然あったろうと思うんですが、先ほどのお話ですと、そういうお

話、多少あったというお話ですけれども、一番その辺を心配しているわけで、全く好意的に今

こういう ふうな形で我々の市も取り組んでおります、というような話が当然呼びかけられた側

からも話があっ て、 自然ではな L可かというふうに思うわけですねのですから、その辺十分配慮

していただきながら誤解されないような形でぜひ取り組んでいただきたいと思います。

私は、こ の話は地方自治体が国のレベルを超えて、ほかの外国との都市との交流を深めると

いうのは、もう時代の趨勢ですから、当然だろうと思いますけれども、内容が内容ですので、

ーたん誤解を生みますと、どうしてもそれがしこりとなって、長期的にはお互いに損なことに

なる、という こと も十分考えられますので、再度お聞きしているわけであります円

一つの提案でございますけれども、例えば、日野市とレッドランズ市における市の状況が、

お互いによく理解をこれから深めようということでありますのですから、その土台になるよう

なことが、さま ざま考えられると思うわけでありますの例えば、日野市に日野の昆虫とか日野

の動物とか植物という本が出版されておりますけれども、大分好評な本というふうに伺ってお

ります円そういう本等も日野市の文化活動等を紹介するということでレッドランズの市の方へ

図書館等、また各関係のところへも贈呈する運動もされてもいいんではないか。こういうふう

な日野市を理解していただく文献等の交流とか、また日野市を代表される方に交流を深めてい

ただくとか、幾重にも考えられますので、そういう点も含めて交流の道を進めていただきたい

と思うわけであります口

次に第 3点目の話に入りたいんでありますが、南平の高校用地の問題であります円

これは 60年第 1回の 3月議会でも緊急質問ということで小山良悟議員が質問をされており

ます。さらに前回の議会でも古賀俊昭議員、さらに一般質問で名古屋史郎議員が質問をされて

おります。私も何回かこの質問等を拝聴してまして、非常にしっくり L、かないということですの

内容的にはその理由づけとしてはさまざまあったけれども、工期を間に合わすために、万難を
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排して進んでいるんだ、というふうな御答弁に帰着を して いるかと思 うわけであります口

それで、どういう点で、すっきり L、かないか、助役の方から担当でございますので、こ の際、

明快に御答弁をいただきたいと思うわけであります。

市の公社を通じての追加支出ということで、 1億 6，0 0 0万円、いわゆる 1億 3，000万で

すか、という金額が出されたわけでありますの これを財政規模から見ますと、 300分の 1と

いうことですけれども、 国のレベノレで考えてみますと、国の予算を 54兆としますと、1，800

億の金が動いたような形であります。ですから市の財政から見ても、 300億の中の1億3，000

万が動いたということは、非常に重要な大きな問題であろうと思います。それで、この点につ

いてお尋ねをしたいわけでありますの

すでに 3回の質疑の中で、かなり助役さんの方も顧問弁護士を通じて法律問題等かなり細か

く詰められて、その上で対応されているということは、今までも従来の答弁の中で十分うかが

い知ることができるわけであります。そういう点を踏まえまして、満足のいく御回答をいただ

きたいと思います口

まず第 1点は、非常に疑問な点は、これは古賀議員への質問回答なんですけれども、鹿島建

設との間で、 1億 6，500万の工費のところを 1億 3，000万円で、やってもらう、というふう

に契約を結んだとありますけれども、その内容はどういうことなのか、お尋ねをしたいと思い

ます。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 都立高校用地の造成に伴いまして相当困難な幾つかの処理す

べき問題があったわけでありまして、結果におきましては、日野市民待望の高校を誘致するこ

とに成功した、ということで成果はあったわけでありますが、その過程においての問題点の質

問でごぎいます。

助役は開発公社の理事長ということで、直接の責任を持つ立場であります。私は、市の行政

対応といたしまして、総括的な指導を行う役目もございますので、この問題の処理について、

苦心をし一定の結論をつく った、こう いう処理を行っております。工事の造成過程、擁壁のひ

ずみが生じた口これは設計ミスなのか施工ミスなのか、あるいは中間の監督ミスなのか、こう

いうことが明確になるとよろしいわけでございますが、それらの関係が市の技術指導といいま

すか、そう いう面からも例えば垂直に カット すべきものを傾斜をつけたとか、あ るいは裏ごめ
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の材料に本来やわらかい砂を使うべきところを現地の発生剤を使ったとか、いろんなことで少

々何といいますか、ひずみの原因をつくった、こういうこともあるようであります。

そこで大変大胆な決着ということでございますが、施工した鹿島建設には、そのミスに伴っ

て必要であった追加工事、こ明日分の2分のlを負担してもらう。 したがって 2分の 1がまだ手元

に残ります。そこで設計業者に総工事、総事業料といいますか、仕事をした総額の 3分の lを

これまた負担をしてもらう。開発公社が負担をすべきものが 5，00 0万少々ということになる

わけでありますが、これは今後の運用努力によって、運用益を生ませて、そうして帳じ りを合

わせる、こういう内容でございますのこれを法廷の場に持ち出して、 責任の所在を明らかにす

ることも一つの方法でございますけれど、いろいろな事例にかんがみまして、なかなか将来に

悔いを残さない処理は難しい。

そこで、私がそれぞれの会社の責任者に面接を、面談をいたしまして、そのような了解を得、

決着を一応図っ た、こ のようにいたしておりますので、何とぞ御理解をいただき、今後、日野

の行政に汚点を残さない、という形で進めたいと思っておりますので、よろしくお願いをした

いわけでございます。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君 ) 市長が冒頭に述べられた、要するに困難な事業を進めた、と

いう大枠の評価はしていただきたい、ということは私もそれは評価をしたいと思うわけであり

ます。なぜかといいますと、あそこの不法の山砂をとった跡の、大きな巨大な池ができました

けれども、あれをいつまでも放置しておけば、下の方で相当な災害が起きるというふうな状況

がありましたし、それをうまく譲渡を受けて、さらには防災工事をし、さ らには高校というこ

とが建つということで大変な街]努力があったろうというふうに思います。その目的は、私も十

分理解しておりますけれども、 しかし、目的は手段を正当化しないということ も事実でありま

すからその手段のその過程ですけれども、非常にこれは、 私は起きてもおかし~¥な、寝てもお

かしいなという感じを持っているわけですから、その辺、市民の方も同じような状況があれば、

ぜひそういうふうになるだろうと思うんです。

今、最終的な決着の話かな、というふうに思うんですが、いわゆる、ひずみの原因がまず第

1点としてはどなたにあるのか。今の市長のお話ですと、設計事務所にもあるし、工事の施工

業者にもあるし、さらには市の方にもあるというふうなお話だったと思うんです。その責任の
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配分を考えるときに、工事業者に対しては、工事総体の 2分の 1を負担していただしそして

設計事務所には工事総体の 3分の l。そして日野市には 5，0 0 0万一一公社の方には 5，0 0 0 

万相当というお話ですけれども、これは今までの助役が小山議員に対して、またさらには古賀

議員に対しての質疑に対しても、御答弁とちょっと違う。さらには名古屋議員の一般質問にお

いて、契約の内容、 要するに業者に対する責任の追及の根拠は何なのか、というお尋ねがあっ

たときに、契約の何条ですか、 3条ですか、 5条ですか、出されて暇庇責任、暇庇担保責任と

いうことで対応できるんです、というお話がありました。名古屋議員もそれを聞かれて、安心

しましたというお話なんですね。まさか不可抗力ということではないでしょうね、ということ

を何遍も言われてます。

今までの質疑を通じてきて、今の市長のお話とかなり、かなりというか全然違うわけですよ。

今まで議会で答弁されていた内容の推移から考えたのと違う、ということが明らかなんですね。

これ、どのように説明されるのか。

私は、今まで 3回の質問の中で、助役が答弁されたことを丹念にずっと拾ってきましたけれ

ども、それをもとにして今お聞きをしようとしたわけですけれども、市長のお話ですと、それ

とちょっと違うわけですね。その点、どういうふうに説明されるのか、ちょっと納得いくよう

に御説明願いたいと思うんですが…-。

の側にもあるわけでありまして、そういうことでよく世上に言われます三方一両損という方法

が一番適当である、こう考えて大まかに責任は施工業者に2分の 1を持たせる。 設計業者にー

これは施工業者にはつまり余分に工事を した部分の 2分の 1ということです。それから設計業

者には、これは財政力のこともありますし、一貫して約七、八千万円の工事件一技術料であ

ります。そういう意味でその中の 3分の1を負担をしてもらう。市も、という か開発公社も応

分の被害を負担をしなきゃなりませんので、そのような措置をとった。今後の努力によって挽

回をする、こういうつもりでございます。

0議長 (高橋通夫君) 夏井明男君。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君) ごもっともだと思います。私も、前回の議会の当時までは、

法的手段によってでもその責任の所在を明確にし、余計な経費がかかっておるわけであります

から、なるべく市は負担をしない形で責任を業者側に持たせるべきである、このように考えて

おりました。しかし、状況判断をしてまいりますと、やはり市の技術指導の側にも、悪意では

もちろんないわけでありますけど、正確な設計等でなかった部分もありますし、また施工業者

も無理をした面がある口 三者三様にそれぞれの責任があるということを判断をせざるを得ない

状況に達しましたので、一つの政治解決というような手段であるのかもしれませんけど. 三者

がそれぞれ責任を分かち合う。非常に無理な面もあろうかと思いますが、技術面で、つまり技

術問題で法的判断を求めますと、これは非常に抵抗がある。つまり自分たちはその社の名誉の

こともあるかもしれませんけど、現場は現場として、非常に強い責任に置かれておるわけであ

ります。ああいう状況の中でもありましたし、発注をした開発公社側、そのまた技術人には市

01 6番(夏井明男君) 今の御答弁ですとますますわからなくなってくるというのが

実情であります口と申しますのは、当然こういうふうな予算の支出になりますと、どなたがど

ういう、勘令根拠に基づいて支出をするのか、その場合の後の法的責任はどういうふうになるの

かということが当然出てくるわけですね。

それで前の御答弁にもやはり名古屋議員の質疑もあったんですが、私も質問しましたけれど

も、いわゆる、こういうふうな工事をお願いをしてそれにトラブルしたときに、どういうふう

な対応になるのか。類似例ということで、町田ですか、助役が出されましたけど、 2市ぐらい

出されました。 実情は日野市とちょっと違うんではな t'かというお話も指摘もあったんですけ

ど、私はそのときに助役に、いわゆるこういうふうないわゆる土木に関する業界の不可抗力に

近いような場合の扱いについては今までの昔からの沿革上の処理といいますか、そういうもの

がある。いわば商慣習的なものがあるんではなL、かというお話をしたわけですね。ところが、

そういうことではないんだというお話がありましたし、この間の御答弁の中にも、市の方には

責任はありません、ということを言われており ます。明確に言われております口 再三言われ

ているわけです。最終的には、いわゆる鹿島建設との間での話し合いはついたけれど

も、後は設計事務所との交渉の中で、 1億の負担をしていただくということで交渉をし

ているんだ。その交渉の根拠については大丈夫か、というお話が再三あったわけですが、それ

については十分である口具体的には 東京都の指導にも反したし古賀議員からの資料要求にも応

じたということで、私は後は向こうの対応の仕方というふうに思っていたわけです。これはも

う長い話になってます。これ、 3月、ことしの3月から以前から問題になっているわけですか

ら、それをずっとこういうふうに審議をして答弁をしてきて、今、公社の方で 5，00 0万負担
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します、とt'う話をぽっと言われでも、よくわからなt'0こんな奇妙きてれつな話ないですよね。

さらに、これは一番奇妙きてれつな話の一つですけれど、 もう一つおかしいのは、その追加

工事の 1億 6，50 0万の中の 2分の 1を鹿島の方 に負担していただくんだ、という話がありま

したけれども、数字的にも合わないんじゃな t'かなというふうに思いますし、 3介の 1とか 2

分の 1というと具体的に金額的にどうなのか、ということもあるわけですね口

ですから前に、設計事務所の方にも言い分はないのか、と私は再三 お聞きしましたし、ほか

の議員からも指摘があったわけです口いわゆる市の方の、共同作業的な段階で市の方の側にも

後の責任というか、あるいは仕事の受注関係に及ぼす影響とか、いろんな深刻な問題があるよ

うでございます。これはこの2社に限らず、どこ の会社も同じようでございます。そういうふ

うなことから交渉がこじれる、あるいは解決のめどが立たないというふうな事例がいろいろあ

るようでございます。近い、要するにこの南多摩の市の中に おきましても、 責任という ことだ

けを重点に置きまして、 要するに交渉し、議会が百条調査を発動して、さらにそれに加わって

やったところが、 とどのつまり、 一切の責任を業者の方に責任をとらせるというか、責任の

所在が不明確になりまして、それでとどのつまり、一銭の負担も業者からは取り得なかった、

というふうな事例等もいろいろ聞いておるわけでございます。

そういうふうな事例もございますので、現実的な最大の負担を求める、という交渉に切り変

えてきたわけでございます円これについて、奇妙きてれつというふう なお話があるわけでござ

いますけれども、さっき申し上げました、 私が報告してまいりました、 要するに御報告申し上

げましたことについては、おっし ゃるとおりでございます。そういう姿勢でいろいろ交渉した

結果、いろいろと反応がございました円その反応や、今申し上げましたほかの市の例等も参酌

しまして、方向を変えたわけでございますn もちろんその聞には、交渉の中で市の方の技術畑

一半の責任はあったんではないですか、というお話をしま したけれど も、ないという御答弁だ

ったと思います口そういう中で、今度はあるんだというお話になっているんですね口

これは、今まで議会に対して正直に御報告なさってはいなかったんではないか、というふう

に思うんですよ。( rそうだ」と呼ぶ者あり)設計事務所がやはり全面的に責任があればこん

なに謬着することはないなというふうに私は思っていたわけですけど、今まで議会で御答弁さ

れていたことに対してどういう (rとんで もないことだよJと呼ぶ者あり)つじつまが合うの

かですね。どうですか、その辺、率直に-

O議長 (高橋通夫君) 助役円

0助役(赤松行雄君) 私の方から御答弁申し上げたいと思います。

今までの経過の中で、いろいろと鹿島にも折衝を持ち、日本技術開発の方とも、いろいろと

答弁 してまいりました基本的な姿勢と いうことで、交渉を進めてきておるわけでございます口

鹿島の方と私が交渉した段階では、 1億 6，80 0万円 の大体現場対応としてぎりぎり 出血でき

るのが 2割というようなことで、さっき数字が議員さ んの中にも出てまいりましたけれども、

1億 6，800万円の2割引きというようなことで、 1億 3，50 0万円の数字が出てきておった

わけでございます円これは私の段階での、要するに交渉でございます。

それから日本技術開発ともやったわけでございますけれども、日本技術開発との交渉の中で

は、全然責任を認めない。要するに瑠庇を認めないというふうな状況の中で、誠意を示せとい

うふうなことにつきましでも、 300万程度の要するに、これが誠意だというふうな交渉の結

果になってきて おるわけでございます円

その中で、責任の所在というこ とで、ぎりぎりの交渉をして まいりますと、 鹿島にしまして

も日本技術開発にしましても、市長の答弁の中にもございますように、その会社の社会的な今

の方からのこういうアドバイスもあった、あるいは、こうしろという指導もあった、というふ

うな新しい事実等も出てまいったわけでございますので、それらが市長の報告になっておりま

すので、その点については、前々の助役の報告と大分違うという仰せでございます口そのとお

りかもしれませんが、 現実的な対応あるいは現実的に最大の業者の努力あるいは出血を求めた、

という点を御評価いただきたいと思 うわけでご ざいます。

今までの経過を踏まえて、 要するに方向が変わっ てきた わけでございますので、何とぞその

点の御理解をお願いしたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 夏井明男君口

01 6番(夏井明男君 ) 今のお話は一応お開きしておきますけど、納得はできません。

そう言っても進みませんので、それは決算委員会もありますし、そこで詳しくもう少し突っ込

んだ話を聞きたいと思います。

今、市長のお話を前提にしますと、もう少しその辺の説明をしておいていただきたいんです

が、まず鹿島さんとの追加の中で 1億 6，5 0 0万の、今、 800万というお話がありましたが、

1億 6，8 0 0万の工費の中で、 鹿島はそれな ら1億 3，000万円でやりましょう、 ということ
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ですね。それで、そうしますと、あとの 1億 3，000万を、あとの3，50 0万ですか、これは

日野市が飲むのかなというふうに考えたわけです。あとの 1億は、助役が再三答弁されている

ように、設計事務所の方に請求をするというふうな契約になったんだ口ですから鹿島との問で

は、鹿島は責任の一半を認めて、追加工事¢喫約を結ぶときに鹿島の方でも 3，50 0万ですか、

額的にはどのぐらい の金額になるのか口それから鹿島建設との追加契約の中で、その契約がま

たさらに変更することを鹿島の方としても飲んでいただいたのかどうか。それからさらに市長

のおっしゃった内容で、設計事務所の方も大枠として決定を見た、というふうな御報告なのか

どうか、という点をお尋ねしたいと思います。どうでしょうかの

についての責任は負いましょう、というふうな決着を見たというふうに、この間の古賀議員の

質問に対しての答弁で、そういうふうに理解 したわけです。あとの1億については、設計事務

所の方に負担をさせるというお話になったかと思います。

それから名古屋議員からの質疑に対しての暇抗責任ということですが、責任ということであ

れば、これは無瑠庇責任ですね円無過失になるわけですよね口無過失責任だと思うんですね。

ですから不可抗力よりも、ちょっと責任が軽くなるぐらいで、過失責任じゃありませんから、

そうしますと鹿島が責任を認めて、 3，50 0万については飲みましょう、というふうな形をと

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) この決着は、これはたまたま助役の病気の検査中という約 2

週間の期間でもございましたし、む しろ私の責任において処理をやった、こういうふうに御理

解いただきたいと思います口

ですから、私はそのときお聞きしようと思ったのは、今お開きしようと思ったのは、そうい

それで、御不審の解けないのは、これはまたごもっともだというふうに思いますから、あら

ゆる資料においての御検討はいただいて結構でございますが、高校は用地をとり移譲 して来年

は開校される。その高校用地の造成で、日野市の土地でもない場所に残る精算上の問題を、い

つまでも法廷の場等でそれぞれが主張するの私は大きい得策ではない、このような個人判断か

もしれませんけど、考えました。高校用地に汚点を残さないということが、 一つには日野市の

行政のために大切だと思いますし、それから今言いました要するに、設計ミスか施工ミスか、

あるいは中間の指導ミスか、こんなことをそれぞれ言い分はあるわけでありますけど、それぞ

れのまた該当者としてはあろうかと思っておりますけど、これを総括、総合いたしまして、や

はり多少不審は解くのに時間がかかるかもしれませんが、 責任を持って業界業者に言い含める口

鹿島さんは終始大きな事業を手がけて、そしてなお高校建築まで担当しているわけですから、

本来ならば、そっくり持ってもらってもし、いけど、それじゃ担当者の立場がなくなるでしょう。

そういうことを考えますと、大きく言ってつまり積算金額、つまり勉強して 3，0 0 0万円引い

たというんじゃなくて、積算金額の半分を、 これをお持ちください円そうすると約 8千数百万

円になるわけでありますから、そういう額をひとつ背負っていただく円それから設計業者の方

には、これは日本技術開発という日本でも一流のコンサル卜もできるし、その工事の指導もで

きる。このように期待をしていたわけでありますけど、例えば、造成の発生土壌、あ の土はこ

れは水を含み、あるいは砕いて空気を含みますと大変な量になる土だということは、本来専門

家であれば当然わかるはずでありますけど、それらの計算にもミスがあった。言うなれば、我

々の信頼を裏切ったということにもなるわけでありまして、小さな、これは設計会社というの

は、資本的には小さいところですから、おのずから限度もあるかもしれません。しかし、最大

れば、一つの工事に向けて、設計事務所と建設会社が、一つの工事原因に対して同じような原

因として働いたということですから、競合してますから、連帯責任みたいな形が法的には出て

くるだろう、というふうに私はそのときに読んだわけですけれど、この間の御答弁ですと、 も

しもそういう形になれば、設計事務所は何で鹿島さんの方に 3，500万で、我々に 1億なのか、

というふうなことが当然、出てくると思うんですね。こちら側の工事をお願いした方で、どちら

の方に責任を追及するかということについては、連帯責任的なことが強ければ連帯債務ですか

ね、連帯債務に近いような形であればどちらの財力の、資金力のあおりの方に追及しても可能

なわけですね円

うふうな法的なところを、恐らく顧問弁護士の方と詰められた上で決着をされているのに、ど

うしてこういうふうな決着を したのかな、ということが非常に私は最大の疑問だったんですけ

ど、もしも、そうであるとすれば、設計事務所が納得しないのは、これ当然なんですね口です

から、当然その延長線では、裁判にもなり得るんではないか、というふうに読んだわけですけ

れど、そのときの論法の土台は、いわゆる公社側といいますか、市の側の工事にかかわるとき

の責任段階で、全く責任はなかったというふうなことを土台にして、私は進めてましたから、

今のお話ですと、責任はあるということなんですね。それが非常によくわからないんですね。

それで今市長がおっしゃった 2分の 1、設計事務所に 3分の lということですけれども、金
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限のやっぱり一番大きい部分の責任は設計にあるのたまたま、その造成工事の作業中に現場の

斜面の切り方を設計どおりしなかったとか、あるいは裏ごめの山砂を現場のものを使った円そ

れから施工業者の鹿島にしてみれば、工事を急いだということはあるかもしれませんけど、そ

の擁壁の裏側にブノレを入れて、そうして地ならしをした。よしそれぞれ一流の専門家が素人

でも無理があると思えるようなことをやってしまったものだ‘ と私はこのように言わざるを得

ないわけであります。

そういうことを総合して判断をいたしまして、追加工事分の積算額 1億 6千数百万でありま

す、これの半分を鹿島で責任をとってください、設計業者とは市の方で別個にやりますから。

そういうふうに伝えました。そうして設計業者には日本一流ということで信頼をし切っていた

その業者が、専門家がなぜこのような誤りを犯したんですか。擁壁が薄し可。これは一方には面

積をなるべく広くとりたし可。こういうことも確かに我々の側にあったわけでありますc そうい

うことを重ねて、工事の設計も、あ るいは造成結果の擁壁も監督をされる都の行政当局には、

これで許可あるいはでき上がりを認めていただいた。こういう結果にもなっておるわけであり

ますから、後処理としては、ひとつ何とか世間に通用するといってはまだ無理かもしれません

が、こういう処理をすることが、日野市のためにも、あるいは業者のためにもまずまずという

ところではなかろうか。

日野市側の全く責任のないと言っていた部分につきましても、これは個々の責任云々という

よりも、やっぱり雨が降ったとか、いろいろな事情もあったわけでございますので、何とか御

了承をいただきたいものだ、このように考えておる次第でございます。

数字上のことにつきましては、後で資料をもって御説明させていただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君 ) 夏井明男君。

0 16番(夏井明男君 ) 時間も大分たちましたので、最後にもう一言お聞きしたいん

ですけれども、聞きたいというか、お聞きしたいわけですけど、今、裁判で云々というのはど

うか、というふうにおっしゃいましたけど、私もそう思います。裁判の法廷の場で出るほど一

番拙劣な話はないんで、その前の段階で穏やかにお互いに誠意を込めて話し合えれば法廷の場

で出さなくても解決する例は多いわけですから、その辺はそういうふうに努力をするというの

は私も賛成ですけども、そうだとしましても、あともう一つ助役の方からそれの別の表現で今

政治的解決方法ということも言われましたけども、そういう意味だろうとも思うわけですが、

-38-

それにしましても、 これ第 1点だけ不審に思うのは、私、先ほどちゃらんぽらんと言いました

けどv 言葉の表現としてはお許し願いたいんですが、明快なのはつい 6月の議会のときに、こ

の契約上の責任の追及というのは暇庇担保責任でいくんだ。不可抗力的なものはよ もやないで

しょうね。ありませんと。で今 9月の議会ですよ。ですからそれでころっと変わっているわけ

ですねコですから議会に対して、いわゆる市民の方に公開の説明する場で、 6月と 9月でこん

なに正反対な話ですよ。 これが公の場でこの話をされるというその神経が、私にはわからないっ

契約の延長線上にあれば、そういう含みを持たせて答弁されて当然だろうと思うんですよ今ま

して行政報告のところで、 東京都への高校用地の都移譲ということで、助役が行政報告されて

いるわけですよ。

私はいつも思うんですが、行政報告のときにはいい話といいますか、差しさわりのない話が

大体行政報告に出てくるんですけど、行政報告の中でも、真実で大きな問題ということは、行

政報告の中で報告されてもいいんだろう、と思うんですよね。そういう、こういうふうな重要

な問題は、全然別な情報からもらって、こういうふうに話をするわけですよ。そうじゃなくっ

て、行政報告のときに、この高校用地の、 3月のときに、こういうことが実際ありました、と

いう話を先にされれば、一番いゃな話といいますか、心配事の話ということはされるべきだろ

う、と思うんですよ。それをされないでしょう。

今回の助役の行政報告の中でも、このことが、こんな大事な話が行政報告のときに話がない

わけですよ。こちらから質問しなければ、このままいっちゃうわけでしょう。その前提がこち

らが不審を持つわけですよね。

それにもかかわらず、これは非常に、皮肉で言っているんじゃなくて、先ほど市長は情報公

開云々というお話がありました。それについての問題点なんか審議してして審議委員を委嘱、

という話もありましたけど、情報公開というのは、あれは政治の世界でも行政の世界でもそう

でしょう。できるだけオープンに正直に皆さんに情報を御提供するという、そういう精神から

きているわけですね。今のお話だと、行政報告の中でこういう話がない口情報公開の以前だと

思うんですよ。片っ方で情報公開進めますと言っても、こんなに重要な問題について一言もな

い。私どもから追及しなければ、追及という言葉、いやですけれども、話をしなければお答え

いただけないという、こういうのが、私は問題だろうと思うんですょっ

そちらの方のことについて、私は、市長御了解いただきたいというんですが、こういうふう
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な運び方というのは、御了解いただけないですね。内容について裁判になるかどうか、市の方

との競合的な部分があって、というふうな話があれば、率直に話をしていただければ、またそ

れだけの決断をされるんですから、ほかの事故の類似例等も研究されて、円満な解決方法の模

索をされて手を打たれてきたんだろう、ということ は思 うわけですけど、しかし、その前提が

そういうふうな進み方でやってこられると、やはりこちらでも何かあるんじゃないかになるわ

けですよ。余りにもひどいι思いますよ。 6月のときに答弁されたのと、今市長の答弁と全然

違うんですから。ましであれでしょう、 1億から 5，00 0万という お金ですよね。 これ、 国家

予算の規模に合わせれば大問題ですよ。

こういうことは、やはりぜひ時間はかかるでしょうけれども、改めていただきたい。正直に、

そういう過程があればそういう含みを持たせた答弁で結構だと思うんですよね。そういうふう

におっしゃっていただきたい。そうでなければ今まで議員に対して、何だ、おまえ、自分の答

弁に対してどういうことを言ってきたのかいうふうに忠われるの当然だと思いますよ。だから

名古屋議員がその前の段階で安心をしましたということを盛んに言われていましたけど、あれ

は安心じゃないと思うんですよ。しっかりそういうふうな道でやってほしいよ、という願いが

込められての意味なんですよ。こういう事態が予測されることがあるんで言われているんだろ

うと思うんですね。

先ほどの、ちょっとあれですけど、要するにもう少し詳しい契約上の根拠とか法的な根拠と

か、そういうことについては、決算委員会の方でまた詳しくお開きしたいと思います。 ιL上で

す。( r関連」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) ちょっと関連で、今、夏井明男議員の質疑と市長のやりとり

の中で、 1点私も不審に思う点がありますので、これを市長にただしておきたいと思います。

まず 1点は、市長がそれとなく非常にうまい答弁だなと思ったんですが、私の耳にとまった

んで、これは一体どういうことなのかをお聞きします。

夏井明男議員が質問の中ですぐに再質問するかなと思ったんですが、聞かなかったものです

から、私はその点を聞きたいと思うんですが、擁壁が薄かったかもしれなし可。しかし、これは

設計ミスになるかもしれないんだ。しかし、我々にも面積を広くとりたい気持ちがあった。こ

のやりとりなんですが、これは市長もう 1点この点について私お聞きしたいんですが、擁壁が
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薄かったかもしれなl~。これは設計ミスかもしれない。これはどちらかというと、日本技術開

発の方の設計に属するものだと思うんですが、もう 1良の我々も面積を広くとりたい気持ちが

あった。できるだけ面積を広くとりたいということのやりとりの中の言葉は、設計、日本技術

開発が全国津々浦々いろんなところをやっていて、こういうミスはまずないんじゃないか。と

いうことは、こちらは 1回日本技術開発が示された設計と日野市が指示した設計のやりとりの

中で、設計変更とか、あるいは、そういったことがあったんじゃなかろうかな、と今の市長の

答弁から受け取れるんでございますが、市長、その辺はどうなんでしょうか。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 擁壁はその強力度におきまして、状況の受ける力に数倍する

支持力といいますか、支える力、これは当然だと私は思うわけであります。ですから、中の鉄

筋あるいは基礎の組み方、それから厚み、皆支える力にかかわってくるものだと思います。そ

れをまた一方経済的に見ますと、支える一つの許容限度というものがあるだろうと思いますが、

そういうことは、つまり専門的に東京都の都市計画当局の出先機関の指導を経て、いずれもパ

スしているといいますか、あるいは指導に合致している、こういうことは当然あったわけであ

ります。その際iζ我々としては素人考えで相当専門家が、あるいは施工側も、薄ければ、つま

り強度に欠ける計算が出るならば、その設計側にももちろん反論するでありましょうし、防災

あるいは防災工事のような場合は、そういうことが技術者の一番力を注ぐといいますか、そう

いうものだというふうに思うわけであ ります。

一方iζ、でき上がり面積、これも用途があるわけでありますから、その用途に支障がない、

あるいは面積を著しくふやさない、こんなことも当然だと思うわけであります。

そういう意味のこ とを素人なりに申し上げたわけでございまして、これはだれそれがという

ようなことではなくて、当然ああいう丘陵地を造成する際花、だれでも頭にする問題だろう、

とこう思っております。

そして、その際、 我々も高校用地として譲渡する造成でございますから、堅牢であることは

もちろんであります。堅牢、安全はもちろんでありますし、しかも設計上、立派に面積を保っ

て用途にかなう、これが設計業者に、つまり能力に期待するところであります。そういう意味

のことを申し上げたわけであります。

。議長 (高橋通夫君 〉 市川資信君。
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01 9番(市川資信君) そうすると、先ほど夏井明男議員が質疑の中で、全く私もあ ざし 1ます。

その中で日本技術開発が我 に々言うには、非常に結果的に、我々が擁壁がはらんだ、目違い

が起きた、こういうこと について、 擁壁が余りにも薄かったんじゃないかというふうな事後指

摘をしたことについては、そ ういう技術的な蓄積のあるマニュ アノレを参考にしてやったんだ、

ということと同時花、 やはり設計業者だから経済的な仕上がり、要するに工費を幾ら使っても

いいんだ、あ るい は幾 ら使 っても丈夫なためには、幾らでも擁壁を厚くするというふうな考

え方じゃ なくって、 やはり設計といえども要するに これだけの厚さにしましたのは、経済性も

のやりとりはよく聞いておりましたし、なおかつ小山議員一一 今もういらっしゃいませんが、

古賀議員等がいろんな角度で追及する中で、当初は市に責任はない、ということは私の記憶に

もはっきりしておりますが、きょうは市にも責任があった、責任があったということを図らず

も市長が先ほ ど言われたわけですね。三方一両損という大岡越前の守の裁きをして決着をした。

そうすると、市の三方一両損という責任の一端、先ほど市長は学校用地、神聖なる学校用地

であるので、余り裁判とか何かをした くない、というようなことを言っておりましたけれども、

いわゆる三方一両損の一つの中花、当初日本技術開発がつくった設計、示された設計を変更し

た。面積を広く する ために一部変更したということがあったことは事実だったんでしょうか。

考え、これでもっという確信でやったんだ。こういう ことを言っておるわけでございまして、

日技の方から、 我々が薄かったんじゃな l¥かと事後指摘したことについては、そういう答弁が

出てきておるわけで ございます。薄かった部分ということについては、事故が起きてから、は

らみが起きてからの要する に日本技術開発と市とのやりとりでございます。

それから、 面積もたくさんとりたいということについては、任意の技術開発からの要するに

こういう設計をしたという背景としての説明でございます。

0議長 (高橋通夫君 〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 私は変更というふうな言い方はしてないつもりであります。

つまり 、そういうことが設計をする際の、あるいは施工する側の意見も、 また監督をする直接

責任を持つ市の立場において も、安全で堅牢で、しかも必要な面積を保つ、あるいは必要な校

舎ができ る、 グラウ ン ドもできる。こういうことがだれしも考える当然の常識だ、とこ んな意

味で申し上げたつもり でございます。

0議長 (高橋通夫君 〉 市川|資信君。

0議長 (高橋通夫君 〉

01 9番 (市川|資信君〉

市川資信君。

どうも歯車がかみ合わないようですので、ちょっと言いっ放

0 1 9番 (市川資信君〉 設計変更までとは言わなく とも、そうい うやりとりがあった

しになりますけれども、 6月議会のやりとり、また今、夏井議員のやりとり等踏まえた中で、

6月議会では全く 市に責任は当初なかった。今日は市も責任がある。先ほど言ったような理由

かどうかはわかりませんまれども 図らずも、今助役の答弁と市長の先ほど言った、いわゆる

擁壁が薄かったかも しれない。 これは設計ミスに入るかもしれなl¥。しかし、我々も面積を広

くとりたい気持があったため花、我々にも責任があったんだ、というようなことをやりとりす

ると、 今の助役の答弁、必ずしも一致、合致、市長の答弁と合致しないわけですね。

当然そこにミスがはっきりここに出て、食い違いが出ているわけですね。都の指導lζ合致す

る中でやっているんだ。いわゆる擁壁が設計側にも市側にもその責任がきょうはある程度ある

んだ、というような言い回しですから、私はおかしいなと思って質問したわけです。

ちょっと最後に 1点、その工事関係とは関係ないんですが、先ほど都の契約 24億 6千何が

しですか、日野市が当初 17億何がしで買って、この間の金利それから造成工事費、今日まで

かかった補修工事費も入れて総額幾らになったでしょうか。

ということは事実なんでございますか。

0議長 (高橋通夫君 〉

O助役 (赤松行雄君 〉

助役。

日本技術開発、いろいろと経験 して ございます。 日本住宅公団

がやは り全国的にいろいろと技術的なマニュアノレを持っている。建設省のやはり技術指導という

マニュアノレ、こういうふうなものの上に立って設計 しておるわけでございますけれども、市の

方で彼らの設計したものについて、 市の技術障が検修し、その検修にパスしておるわけでござ

いますけれども、市の技術障が日本開発の要するに設計したものについて、とやかくは言って

おりません。こちらの方でいろいろ再計算などは しておりますけれど も、 それについて擁壁を

薄くしろとか、そういうふうなことは、全然注文はつけておりません。ただ、日本技術開発は、

日本住宅公団だとか、あるいは建設省だとか、そうい う技術的な蓄積の多いところの要するに

マニュアノレというものを基礎にしまして、それで日野市の設計にかかった、こ ういうことでご 。議長 (高橋通夫君) 助役。
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0助役(赤松行雄君〉 南平高校の敷地を 4万 5，000平米でございますけれども、造 ておいていただきたいと思います。

それから 6月議会のやりとりの中で、名古屋議員の一般質問で明らかになっ たことでありま

すが、今回の造成工事、これは、 日本技術開発と土地開発公社の間で契約を結んで行われた工

事であります。造成工事、実施設計のほかに、工事管理の委託また土壌の汚染調査もあった、

ということでございますが、問題は造成の実施設計が正 しく行われていたかどうか。その責任

を市は追及をするということで、助役の御答弁もあったわけです。その中花、日本技術開発側

には、保証人として株式会社千代田コ ンサノレタント という同系列の会社がある、とい うお話が

ございました。今回のこうした事態が発生した場合花、この保証人として名を連ねております、

いわゆる契約の中に登場してまい ります保証人については、何ら負担はしていないのかどうか、

お尋ねをいたします。

それから市の顧問弁護士等に相該をし、市の負担というものは結果的にはないように努力を

する、 という お話でございました。その中で、契約の中iζ うたわれております蔵庇担保のこと

が、 一般質問の中で出たわけです。第 5条と第 12条の説明がございました。これら の条項を

適用いたしますと、もし市側にミスがないということであれば、そう難しい話ではないのでは

ないかというふうに私は思いますが、顧問弁護士等の意見がそうであったのかど うかわかりま

せんが、結果的には、この契約書に基づいた保証というのは日本技術開発側からは得られなか

ったわけです。顧問弁護士、日野市が抱えておられます法律の専門家の意見が最終的にそうで

あったのか。市長が最終的にはこういうふうに決断をしたのか、その点、二つ目お聞きをいた

します。

また日野市が 5，000万円一一 開発公社が 5，0 0 0万円負担するということでありますが、

こうした工事ミスによる損害を 5，0 0 0万円負うということは、日野市側、つまり土地開発公

社にも ミスがあったということを認めたことになるわけです。平たく言えは¥担当した職員に

業務上の職務を遂行する上で、職員の方に責任があったとは私は思いませんが、結果的には職

員iζ対して何か責任を暗に認めるような、職員に責任があったということを認めたことにもな

ると思うんです。具体的に日野市の責任というのは何を指すのか、もう一度お答えをいただき

たいと思います。

それから先ほど東京都と、いわゆる譲渡の契約がなされたという報告がございました。面積

についてちょっとこれを確認をしておきたいんですが、去年の 10月 5日の全員協議会で、私

成するについての総額というのが、 36億かかっ ておるわけでございます。その うち道路関係、

4路線ございますo これが 12月議会で議決していただきました大里 l号と、それから 9月議

会の、この議会でお願いしてございます南平 32号、 33号線、こういうふうなもの、藤三郎

とございます。これを含めますと、これがこの中に含まれているわけですけれども、 約 3億

4，000万円でございます。それから 2万 3，000平米の土地が残っておるわけでございます。

これが 7億 4，000万円でございます。ですから金利を入れまして、高校にかかったお金は大

体東京都からいただく 2億 5，0 0 0万という程度で落ち着くわけでございます。 ir 2 5億」

と呼ぶ者あり)2 4億、 25億ですか。そうい うことでございます。

0議長(高橋通夫君〉 市川資信君。

01 9番(市川|資信君〉 今雑駁な助役の答弁で、当初助役が言われた金額 36億に今

の金額が達しませんので、これは後ほどで結構ですから、ひとつ資料で提出をしていただきた

い。要望 して終わります。( r関連Jと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君 〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 関連を して質問をいたします。

今の南平都立高校用地の造成工事の ミスについては、きょうはたまたまお二人の監査委員の

方がこの市議会会場にいらっしゃるわけですが、監査委員の方の耳目を集中するに十分価値の

ある内容だと思います。よろしくお願いをしたいと思います。

私が 6月議会で、この土どめの擁壁がせり 出して目違いが起きているということについてお

聞き しましたと きに 1億 3，000万円の工事代金については、私は多分日野市が待つような結

果になるのではないか、という危倶を申し上げました。助役は問題のないような打開策を講じ

るということをお約束なさったんですが、結果的には今回のような結末を迎えてしまったわけ

で、私の危慎が当たってしま ったわけです。

今のやりとりをいろいろ聞いておりまして、具体的にそれぞれの会社が負担を した金額、こ

れがはっきり しませんので、日野市開発公社の方で、土地開発公社で負担を した 5，000万円

ということはわかりました。鹿島建設は、それでは追加工事の 2分の lを負担をすると いうこ

とであれば、具体的には幾らなのか。設計業者であります日本技術開発株式会社、こち らの負

担については、総事業費の 3分の lというお話でございますが、金額は具体的には幾らか教え
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どもに土地使用貸借契約書というものが示されました。 これは東京都教育委員会と日野市土地

開発公社の間で結ばれた土地の使用貸借契約書であります。 この契約書の中で、地積といた し

まして実測面積が書かれております。面積は 2万 5，9 5 2. 7 9平米となっております。 ところ

が、先ほど助役が御報告なさいました都に譲り渡 しました面製は 2万 4，569でしたが、少し

ここの数字iζ開きがあります。この数字の開きはどういうことなのか説明をお願いをいたしま

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

助役。

私の方からお答え申し上げたいと思います。

なかなか解決しがたいというふうな事例等も調査してもらい、こちらでも報告した結果、現実

的な対応ということが示唆されて、こういうことになっておるわけでございます。

日野市の責任はイ可を指すかということ花つきましては先ほどから市長が御説明申し上げてお

るわけでございます。地山を直に切るというふうなことKついて、 35度で切るというふうな

現場指導をしたとか、これらについては、当初大きな砂利穴があったときの地層というものが、

土炭というものが表面に大きく出ていたわけですけれども、切り進むにしたがって、土炭より

も砂層の方が地層の構造として、砂層の方が非常に多くなっ てきたという ふうな面から、市の

方で、やはり 35度に要するに切らないと、要するに労働基準法上の事故が発生するというふ

うなことで、直に切った場合ιはどうしても土どめ工事をしなきゃならんわけなんですね。土

どめ工事をすると、やはり 1億なり 2億なりの新たな金がかかる ということで、市の技術障の

方で要するに斜めにどうしても切らざるを得なかった。要するに土どめ工事の砂どめ工事の費

用を回避するためには、どうしても 35度に切らざるを得なかった。こういうふうな不可避的

な問題もあるわけでございます。これについては、市の責任といいますか、現実に掘り進んだ

ところが、土炭の層よりも砂層が多くなっちゃっ て崩れやすい状況になった、ということでや

むを得ないような状況もあるわけですけれども、日本技術開発の方とのやり とりの中では、日

本技術開発は我々の方としては市の要するに技術陣の、要するにその場その場での指導があっ

たからやったんだ、というふうなやりとり等があるわけでございます。

裁判になれば当然その点のお互いのなすりつこというふうな状況が出てきそうな状況のことで

ございます。その状況を市の責任というわけじゃございませんけれども、そういう状況であっ

す。

それから、この三者間で、つまり鹿島、設計業者それから土地開発公社の間で造成工事のミ

スにかかわる追加工事、それぞれ負担をする ことを決めたということでありますが、何か協定

書か確認書のようなものを取り交わしておられるかどうか。それがもしあれば、資料としてち

ょうだし 1をしたいと思います。

以上、御回答をお願いいたします。

まず鹿島の負担でございます。市の方の設計金額が 1億 6，876万円でございますので、こ

れの半分ということで 8，438万でございます。当初、私が鹿島と交渉しましたのは 3，0 0 0 

万程度の土木分、内での努力ということで 3，000万程度の鹿島の協力というか責任というか、

得られなかったわけでございますけれども、さらに市長の強力な交渉をいただきまして8，438

万、こういうことでございます。日本技術開発は総体の 3分の lということで 2，771万4，000

円、こういう数字でございます。これを合計しますと 1億 1，209万 4，000円、こういう数字

が現実の解決、ぎりぎりの最大の努力ということで求めてきたわけでございます。

それで千代田のコンサルタントというのが保証というふうなことになっておるわけでございます。

もちろん日本技術開発の方では年間の、要するに収益と いうことが非常に説明を聞きます と微

々たるものでございます。経営上の大きな問題のようでございますので、これらの提携会社と

十分に交渉して、相談している、こう思っておるわけでございます。

それから弁護士の方でございますけれども、弁護士といろいろと現実的な日本技術開発と、

あるいは鹿島との交渉の結果等を報告しております。それから夏井議員さんのところで御答弁

申し上げた近隣市の中で議会の百条調査というふうな発動までして建設会社、設計会社から、

議会、執行部両方協力してやったけれども、やはり責任の追及というふうなことになりますと、

た、こういうことでございます。

それから面積を、正式な面積が 4万 5，69 7. 4 9平米と御報告申し上 げておるわけでござい

ます。御指摘がございましたように前の報告と多少違うかと思います。前のは、今御報告申し

上げて、行政報告申し上げた数字は実測の数字でございます。それで前の数字は、私、実測で

申し上げておりましたけれども、全体の中からスケーノレアッ プした数字だそうでございます。

前に私が報告しましたのは、実視Ijと報告しておるようでございますけれども、用地課長に聞い

たところが、あの 6月議会で報告した、私がした報告というのは、全体の実測図の中から、4

万 5，0 0 0という のはまだ日野市の方に土地が残るわけでございますので、それは東京都iζ譲

るものだけを実測してませんでしたので、スケーノレアップでやった数字で多少の違いが出てく
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0議長 (高橋通夫君 〉 古賀俊昭君。

自然だと思いますが、少なくとも契約ということであれば、時期も明示されている と思います

ので、その時期についてもう一度確認をいたします。

それから、 この5，0 0 0万円については、日野市が負担 します額は 日野市の一般会計からの

持ち出しということになるのか。つまり土地を持っておりますのは、工事を行いましたのは土

地開発公社であ ります。土地開発公社という のは、自分のお金とい うのは持つ てないわけです

ね。土地を購入する場合には、銀行からの借り入れで行っているというこ とから します と、こ

の5，0 0 0万円は一体どこから出ていく のか、ということをも う一度お聞きをしておきます。

それか ら、 私はこういう場合には、裁判を恐らく顧問弁護士の方はやっ ても勝てるという見

通 しを多分お持ち だっ たのではな ~ ¥かと思うんです。 つまり、今、市の責任について助役がい

ろいろおっしゃいました。いわゆる傾斜を して切らないと、労働基準法上のいろいろ問題も出

てく る。 安全対策ということで土どめをする必要が出てくる と余計にまたお金がかかってしま

う、というよう なことをおっ しゃ いました。しかし、こ の設計を請け負った日本技術開発の設

計図を見てみます と、 ちゃんと斜めに最初からなっているわけです。垂直のものを斜めにした

方がいいと いうこ とを、もし市の職員の方が現場でおっしゃっ て現地で変更がなされたとすれ

ば確かにその職員の方の発言という ものが、設計変更をもたら したということで市が責任を負

うということも出てく ると思 うんですが、もとも と設計図は斜めになっているんですよね。 6

分の傾斜で設計図は上がってきている。

今助役がおっ しゃったことと、その垂直に山を切るというこ とを市の職員が斜めに変えたの

であればiもちろん責任ということは出てくると思いますが、最初から斜めにもうでき上がっ

て設計図という のは上がってきていますから、今おっしゃった理由というのは、ちょっと私理

解できな いんですが、その点をも う一度お尋ねをいたします。

それから裁判云々というこ とを今ちょっと言いましたが、この契約書がきちんと日本技術開

発株式会社との聞に土地開発公社が取り交わして、先ほどちょっと触れましたが、第 5条では、

工事が完成をして検査をするときに、工事 ミス等があれば、その時点で費用を相手方iζ求めて、

市はその工事のやり直しを命ずるこ とができる、というような条項になっています。 12条は、

それから以降 6カ月以内に発見された同じような目的物が、要するに暇庇があった場合、工事

ミス等があった場合には日野市が指定する期限までに補修しな くちゃならない、ということに

なってますから、市の方に何ら後ろめたいものがなければ、当然この条項をもって裁判をやれ

るんだ、こういうことだそうでございます。

これは本当の話でございますので、そのように御理解願いたい と思います。その点は訂正さ

せていただきたいと思います。 (i大分違 うの」と呼ぶ者あり〉いや、そんなに違わないです

よ。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 私がお聞き したことで三者の施工業者、 それから設計業者、

土地開発公社と の間で今回の費用分担を決めたということについては確認書のようなものが存

在するかどう かということをお聞きしましたが、その御回答がございませんので、お願いいた

します。

O議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 鹿島とは契約の中で 8，438万というふう な契約で、 1億6，800

万円ですか、あの工事の実際の数字の契約は今申し上げましたような数字で契約 しておる わけ

でございます。

日本技術開発ともき ちんとした、おっ しゃる ような契約でやっ ていき たいと思います。要す

るに契約の取り交わ しを行う、こういうことでございます。よろしいで しょうか。

0議長 (高橋通夫君 〉

01 8番 (古賀俊昭君 〉

古賀俊昭君。

契約の取 り交わ しをこれから設計業者と行 うということで、

まだ交渉の段階にある ということですか。ど うなんでしょ うか。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君 〉 代表権を持つ副社長と言われる 方が、私との面談で、了承い

たしました と いうふ う に答え られてお り ます。あ と事務的な処理は、今進めつつある と思 ~ ¥ま

す。

01 8番(古賀俊昭君 〉 ちょっ と幾っか再質問いたします。

今のお話、最初の夏井議員とのやりとりから市川議員と含めまして、これはまだ設計会社と

は最終的な金銭の授受というのはまだ行われていない、ということであります。いつごろ最終

的な合意に基づく一一市長が当事者で交渉されるというのは随分おかしな話だと思うんですね。

地主さんは土地開発会社でありますのに、市長が話を詰めておられるということもちょっと不
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ばそう難しい長期にわたる裁判というようなことは考えられないのではなt¥かと思うんですが、

私、ちょっとその点おかしいと思いますので、弁護士の方の判断はどうだったのかですね、先

ほどちょっとお聞きしたんですけれど、御回答がございませんでした。お願いをしたいと思い

ます。

それから市長が三方一両損ということをおっしゃったんで、す。これは損害を受けている当事

者が考えることじゃないんです。つまり裁判等に訴えて和解の勧告なり話し合いを同時に進め

る場合も多々あるわけですから、その中でお互いにこの程度の負担をしなさいということで、

第三者が三方一両損ということでアドバイスをするならば、これは納得できます。しかし、こ

ちらが何ら負担をするいわれはないと言っていたものを、当事者がまずみずから三方一両損で

話をまとめました、というのは随分おかしな話だと思うんですが、市長はそうお考えにならな

いかどうかですね、お聞きをいたします。

それから 5，000万はどこからというのは、市の方からお願いするつもりはございません。

開発公社ができましてから、いろいろと毎年多少の蓄えもございます。これからの要するに運

用益等で埋めてまいりたい、こう考えておるわけでございます。

それから弁護士さん、さっき言いましたように、いろいろと私たち相談してまいりました。

相談してまいりましたけれども、やはり、さっき 申し上げましたと おり 、町田も近くでも例が

ございました。これからすぐ近くの市の中学校用地の造成でも例がございます。稲城砂層とい

うふうなところで、やはり多少こういう例があるようでございます。不可抗力とい うふう なこ

とは申し上げませんけれども、こういう事故が起きやすいような状況でございますけれども、

それらの建設会社、設計会社との要するに負担のあり方というもの等を見てみますと、そっく

り事業主の方が負担したものもございますし、それから、議会がいろいろと御心配t¥ただいて

百条を発動して議会と理事者とが一緒になって追及したけれども、結果、責任を追及し切れず

に、結局表立った争いになりますと、 l銭も取れなかったというような例もございまして、い

ろいろと検討していただきました。そういう例から、やはり現実的な対応を負担をぎりぎりか

ら求めた方がいいだろう、というふうな視野でこういうふうな今日やっておるわけでございま

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 日野市土地開発公社は、形といたしましては日野市の公共用

地を先行取得するために特に許されて設けておる法人格の団体であります。しかしながら、そ

れを含めて総括的な行政責任あるいは内部指導するのも、これも市長の大きな責任である、と

いうふうに私は自覚をいたしております。したがいまして、当事者ではありませんが、当事者

という 1歩離れて見ますと三方が成り立つ、このように思っております。

0議長 (高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 前後しますけれども、設計図のことでございますけれども、確

かに設計図、斜めの設計図もあるわけでございます。当初からということじゃございませんで

東京都の西部建築指導事務所から許可をいただいているのは直切りでございます。直切りでや

るんだ、ということでしたけれども、さっき言いましたように穴があいた直前の地層というの

は土炭の層が多かったわけでございます。切り進んでまいりまして、砂層が多くなったという

ようなことで、許可いただいた時点と大分砂の構造が変わってまいりましたので、市の職員の

方も直切りだと砂どめの工事を 1億なり 1億 5，000万かかると言ってました。工事をやらな

いと、要するに事故が起きちゃう。その費用を安くするために 6分にする指導をしたわけでご

ざいます。ですから当初は直切りで許可を受けております。こういうことでございます。これ

は間違いございません。

すo

そういうふうなことで、市の方の責任というか現実対応の中で、やはり設計会社との責任の

問題ではなすり合い等も出てくるわけでございますので、現実的な対応として、ぎりぎりの、

できるだけの負担を求めた、こういうふうなことでの解決でございますので御理解をいただき

たい、こう思うわけでございます。

。議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 ちょっと市の方の責任とt¥うことについては、私は大変職員の方

にも重大にかかわってくる問題ですので、はっきりさせておいた方がいいと思うんです。つま

り市側が 5，000万円を負担をするということは市にもミスがあったと、土地開発公社側にも

何らかの後ろめたさがあるということを認めてしまったわけですので、担当しておられた職員

の方の気持ちを私考えますと、いろいろ複雑な思いがあろうかと思うんです。正しく 、熱心に

職務をきちんと果たしておられたにもかかわらず、市長や土地開発公社理事長等の何とか早く

決着つけた方がいいや、というようなお気持ちがあって、認めてしまえ、 5，000万ぐらいと

いうことであれば、担当の職員の方は大変なとんだとは、っちりを受けたことになるわけです。
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つまり市がそれだけの損害を負ったということは、その方にすれば、負わせたということに

なるわけですので、非常に後味が悪かろう と思う んです。市の認めたその責任と今助役がおっ

しゃったことについては、現場の職員の方も これを認めておられるのかどう か、納得 しておら

れるかどうかですね、その点をもう一度お尋ねをいたします。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 責任の追及の仕方ということも大切なことでございます。し

かし、状況判断をいたしまして、私は、処理を しょ くするためにそのような譲歩を した、とい

うふうに御理解をいただきたい、こう思っておりますロそれなるがゆえ花、相手もかなり何と

いいますか、言いたいところはあったようでありますけど、大局的に処理に応じたということ

でございますので、ひとつこの点の決着という ことを御了承いただきたい、こう思っておりま

設計を し、 それを商品 として日野市に、市じゃない、公社に売ったわけですねo 公社はその商

品である設計図を買ったわけですから、その設計図iζは、きちんと最初から斜めにな っている

わけですから、垂直云々という話がここで出てくるというのは、ちょっとわからないんですね。

あわせてもう一度説明をお願いいたします。以上です。

O議長(高橋通夫君〉 理事者答弁、助役。

0助役 (赤松行雄君〉 設計図のことでございますけれども、さっき申し上げたとおり

でございます。斜めの設計図は市の方の職員からアドバイスがあって作成されたものと思いま

す。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

それから、当初まずいろいろ設計に入る前に東京都の西部建築指導事務所へこれは日本技術

開発が、市の職員は 1人も行っておりませんけれども、日本技術開発が行きまして、あそこの

土地の造成についての基本的な話をし、その中で許可を得たのが直切りでございます。これは

間違いないんだ、これ、一番最初ですから。おっしゃる斜めというのは、後でかかれたものだ

ろうと思います、当然。とにかく建築指導事務所との一番最初の建築確認の許可というのは、

直切りで出ているわけですから、これはもう間違いもない、これは一番先にあるべきことです

から、こういうことでございます。ただ、切り進んでいった段階で、要するに砂層の状態が変

わってきた。直切りでいったんでは、直切りを守るためには、土どめの補強工事、矢板を打っ

たり大変な工費がかかるということで市の職員の方は 6分iζ指導せざるを得なかったわけです

ね。 こういうことでございます。 これはもういろいろ御不審をいただかれても事の順序はそう

なんだから、これはいたし方なし'0

す。

0 1 8番(古賀俊昭君〉 私、まだ続けてお聞きしよう と思ったんですけど、市長の方

から今挙手をされて発言されましたので、続けますが、私、先ほどお聞きした中で設計業者、

つまり日本技術開発との間で、これから金銭のいわゆる造成工事のミスについて、それにかか

る工事代金のやりとりがあるわけですね。まだそれは履行されていないということですが、い

つごろそれが行われますかということについては、御回答がございませんでした。回答をお願

いいたします。

それから、先ほど助役が御答弁なさったんですが、面積についてですね、若干違うんです。

普通、契約書をつくる場合には、きちんとその当該物件の具体的な内容というのは書かれるわ

けですね。使用貸借について地積の実測面積として 2万 5，9 5 2. 7 9平米というのが出ている

んです。これがどうして、いざこれに基づいて譲り渡すということが、この土地使用貸借契約

書では決められているにもかかわらず、いざ譲渡されるときになると、面積が減少したのかと

いうことをお聞きしたので、もう少しわかりやすく説明をしていただきたいと思います。

結末については、非常に私、不満ですし、それから職員の方について考えますと、やはり自

分たちとしては、私、何も聞いてはおりませんが、少なくとも市側のミスを認めるということ

については、不本意じゃなかろうかと思います。特に設計図を見てみますと、ちゃんと斜めに

なっているわけですね。都の指導云々ということがありますが、都の指導を受けて設計会社が

それから平米でございます。平米の方もこれは契約を結んだんじゃないんですね、最初のは。

契約を結びましたのは、今さっき申し上げました 4万 5，69 7.49平米で、きょう行政報告し

た数字で東京都の財務局の用地部と契約しているわけです。また、これ契約する過程の中で、

大体さっき言いましたように 4万 5，9 5 2. 7 9平米という数字は大体、大体といっちゃ悪いで

すけれども、スケーノレアップした数字できたんだそうでございます。だからスケールアップで

ございますので実測と多少の違いが出てきた、 300一一 2百幾ら平米ですか、出てきたわけ

でございます。

いろいろ御不審が、御不審があろうかと思いますけれども、そのとおりでございますので、

ひとつ( r資料か何か」と呼ぶ者あり)後で資料を差し上げます。用地課長の方からとりまし
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て、はい・・・。 日野市が受け取った、買い取った実施設計書は斜めだったんじゃないんですか。

直切りであったものを斜めに担当職員の指導で設計図がいつか変わったんですか。どうなん0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 私が再三お聞きしているんですが、日本技術開発株式会社と

の間で確認書のようなものを取り交わされて、その費用を負担してもらうのはいつごろになる

んですか、ということについては全く御回答が、 3回目ですけど、これをお聞きしているのが、

ありませんのでお願いしますo

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 用地課長の方で事務折衝を今しておるわけでございます。今、

即答できませんけれども、早急に用地課長の方からその聞のいきさつを聞きまして御報告申し

上げたいと思いますので、きょうのところはお暇いただきたい、こう思います。(笑声)聞を

置いていただきたいと思います。

ですか。

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 先ほどからお答えしているようなことで、改めてまた追加して

お答えすることはないわけでございますD 一番、東京都の立川にございます西部建築指導事務

所へ日本技術開発が持ち込んだ話と許可を受けたのは要するに直切りで、要するに許可を受け

ている、こういうことですね。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 日野市が負担をする 5，000万円については、大変私、重要

だと思います。要するに、市が責任を認める ということですから、その設計図がどうであった

かとか、東京都の指導云々ということも、ここで私はっきりさせておきたいと思うんです。

私がいただきましたその設計図には、斜めにかかれているんですねo 設計会社がこれは発注

した工事じゃないんですね。日野市土地開発公社が発注した仕事なんですね。設計会社は何を

したかといえば、市から頼まれて図面をかいてもらいたいということで、図面をかき設計図を

仕上げて、それを商品価値のあるものにして、土地開発公社に売ったわけですから、その設計

図がもし直切りであったものを、斜めにやったというのであれば、市の指導で、直切りであっ

たものを斜めにしたということであれば、当然責任が発生してくると思います。しかし、私が、

6月議会で日本技術開発株式会社が市に提出をした設計図を、この工事ミスの当該箇所につい

て資料をお願いしていただいたのは、 最初から斜めになっているんです。だから直切りであっ

たとおっしゃるのは、それは都の指導の段階では、直切りにするとこういうことが派生的に工

事がまた出てきますよ。いろいろそうい うお話があったと思います。直切りにした場合の、い

ろんなもろもろの施さなければならない工事と付帯工事等が出てくるというのは、それはある

ですから、造成工事の許可が直切りで受けているわけですから、当然直切りで進めなきゃな

らんわけだけれども、直切りでやっていくと、その後で切り進んでいったところが、一番最初

は結局土炭、土炭という要するに粘土層の土が多かったわけで、切り進んでいきますと砂層が

多くなった、砂層が。それで市の方で要するにそういう設計変更をある L、はさせた、こういう

段取りだと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 西部多摩建築指導事務所の、多分これ開発行為で山地の造成

斜めにすればこうですよO いろんなケースを想定して指導があったと思いますが、結果的に

とか、そういう許可をする担当課だと思うんですね。そ こが許可をした内容は、いわゆる垂直

切りであったということでしょ。それで許可をしたものを、設計会社はその許可を受け、設計

会社はそれを打ち合わせをしているにもかかわらず、設計図として日野市に一一土地開発公社

に提出をしたものは斜めだったと、 ( r斜めじゃないよ、直切り」と呼ぶ者あり)斜めだった

ということであれば、日野市は全く 5，00 0万円を負ういわれはないわけですよ。( rそうじ

ゃな ~\J と呼ぶ者あり〉

あれだけの大規模な、ダム工事現場を思わせるような大規模工事について( r言われたとお

りやらなかったんだ」と呼ぶ者あり〉設計図を変更すをような、設計を変更するような技術指

導が日野市の職員の方で自信を持っておできになるという方が、私、いらっしゃったんだと思

うんですね。

設計図は最初は斜めなんですよ、私がいただいているものは。(rそれは後」と呼ぶ者あり〉

ですから直切りであったものを斜めに市の職員のアドバイスでやった。その結果、ゆがみが出

てせり出したということであれば、日野市にも責任があると いうこと はわかりますよ。そのよ

でしょう。
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うに助役がおっし ゃったんですね、市の責任の考え方については。しかし、設計図は斜めなん

です。斜めに工事が行われている。

日野市に負うべき責任はイ可もないんじゃないんですか。日野市が負わなければならない責任

設計されている設計図が、この市役所の中iζ、またどこかに存在するんですか。 どうなんでし

ょうか。

というのは。

0議長 (高橋通夫君 )

O助役(赤松行雄君〉

助役。

垂直の設計図とい うものはあるかどうかは私も確認しておりま

ことしの 6月いただt)た設計図ということで、それが違うとか

せんけれども、当初、建築確認の要するに許可というのは、直切りで受けているわけでござい

ます。後で、 そういう担当の職員から御説明をさせたいと思います、その点の経過については。

ですから、お手元の設計図というのは後々の設計図だろうと思います。この造成工事での設

計とい うのは、 一番最初は、 一番最初は高校の、高校の造成工事ということでスタ ー 卜したん

じゃなくて、一番最初は、あそこの要するに防災工事という形で一番最初はスタ ー トしている

わけですから、多少そういう形態の違いはあるわけでございますので、一番最初からその設計

図があるわけじゃございません。一番最初には、監督官庁との相談が一番先にあるわけですか

ら、その点についての説明は担当者からまたいたさせますので、その点については御理解いた

だきたいと思います。

この図面は、私が 6月議会でこ の件を質問しましたときに要求を して、この擁壁工事につい

て問題点が指摘されたのでそのときに私が要求を して、いただいたものなんですねo 6月にい

ただきました。これは違っていますか。

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

助役。

ということじゃございません。設計の基礎的な部分としまして、やはり監督官庁の許可を受け

るべき、要するにところでございます。そういう許可等が基本になって設計が行われるわけで

ございますので、当初の許可の条件というのは、もちろん日本技術開発の方から経済的な方法

あるいは土炭層が多いというふうな安定地層というふうな考え方だったんでしょう。直切りと

いう話で持っていったよう でございます。その直切りで許可になってきておるわけでございま 0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

す。これは何よりもかによりも一番先に必要なことですね。許可を考えずに、勝手に設計図を

引いても許可になるだろうかということになるわけですので、許可なり許可をする監督官庁と

の協議というのが、一番大事でございます。一番最初に来る問題でございます。そういうふう

0 1 8番(古賀俊昭君〉 どうも納得ができないんですね。改めて担当をいただいてい

る職員の方から説明をさせるという助役のお話でございますので、これは質問を留保しておき

たいと思います。

お手元にございます、要するに設計というのは、その後、現場対応として、市の方でやはり

6分の傾斜にしないと大変だ、というふうな指導のもとにかかれたもの、こう考えるわけでご

ざいますo 以上でございます。

それで、もう一度重ねて私の考え方を言っておきますが、私は日本技術開発が市に一一土地

開発公社に提出をした設計図を 6月議会でお願いしていただきましたが、これがそのものだと、

私、それだと思っ てますよ。しかし、助役は今そうじゃないんじゃないか、というようなこと

をおっしゃるわけですね。開発公社の理事長がおっしゃるんですから、またそれも正しいので

はなL、かと思いますが、東京都が垂直にあの工事箇所については、土どめを、工事をやるに際

して、防災工事をやるに際して、垂直に山肌を切りなさいと指導した。その指導にもし従わず

に設計がなされて日本技術開発が東京都の許可と相反する設計をして、土地開発公社に図面を

出したとすれば、日野市には別に責任がないんじゃないんですか。

私は 5，00 0万をやはり負担をするというからには、日野市には何か不手際があったという

ことを認めたからだと思うんです。いろいろ理由づけはされますが、 5，0 0 0万のお金がとに

かく出てL可くわけです、出さなくてもいいお金が。損害を日野市は被るわけです。で、すから、

iζ御理解いただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 私は、 6月議会の資料要求の中で要求してまいりました内容

は、日本技術開発株式会社が日野市土地開発公社に委託をされて、その結果として、公社に提

出をした設計図の当該箇所について要求をしたんです。はい、出しますよというこ とでいただ

いたわけです。ですから、今助役のお話が正しいとすれば、別にうそをおっしゃっているとは

思いませんが、正しいとすれば、これは垂直に設計図はなっていなきゃいけないわけですよ。

ところが、これは斜めiとなっているんですよ。説明がつかないと思うんです。だから、垂直に
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日野市が何か不手際があったということを認めたということは、具体的に何かということを今

お聞きしてし 1く過程でちょっとこんがらがったんで、すね。わからなくなりました。

担当職員の方が現地を見て、斜めになっているものを垂直とか、垂直になっているものを斜

めとか、それはそのお考えを工事関係者におっしゃるこ とは、私はそれは職務上、当然だち思

います。しかし、実際にじゃあその担当職員の方の指示で設計図がじゃあ変わったんですか、

最終的に。どうなんですか。

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

助役。

実際の工事は 6分で進められてきておりますので、都の指導か

今お話聞いてますと、非常に数字的に、小学校の生徒でもわかることがわかんなくなってき

ちゃった。今ね、東京都へ 4万 5，6 0 0平米譲ります、残地が 2万 3，000平米です。これは、

エンタ ープライズだか何かから買ったときの実測の面積です。そのままです。それはそれでい

い。しかし、それじゃあ谷野さんの家だとか平 歳治さんだとか平 駒吉さんだとか、あの周

辺の地主さんから買ってグラウンド用地につけた、その土地の面積はどこへいっちゃったんで、

すか。数千平方メートル買いましたぜ。 200や 300の違いじゃないんだよ、これ。足し算

なんです。何でもないこと。

最初、鈴木独歩さんがエン タープライズに売って、 プライ ズが何かして市が買 った実測面積

は6万 8千何百平米だったでしょう。そうでしょう。それだったら、それで谷野さんたちから

買った土地が約 3，000平方メートノレよりちょっと多いかもしれな l)0 そういう足し算しただ

けだって、君、 7万何千平方メートルですよ。 7万平方メートノレ。どっかへ飛んじゃったのか

なと思うんですが、飛ぶにしても 2，000平方メーノレ以上の土地が飛ぶ ということは余りいい

ことじゃなく、大変なことです。これが第 1点。は っきりしても らいたし)0 これも足し算なん

だ。聞いててわかんなくなる。

らは変わったわけでございます。東京都の指導を無視したということじゃなくて、その聞には

日野市の方も日本技術開発の方も、東京都の西部建築指導事務所には現状の説明をして、御理

解、指導の方向を変えていただいたとい うか、御理解を要するに了解をとってる、あるいは指

導を変えていただいた、こういうことでございます。

0議長(高橋通夫君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

東京都が指導を変えたということは、当時の、当初のこの工

事の最初、垂直に山肌を切りなさい。工事に際してはそういう許可条件を示したわけですね。

その後、東京都が指示を変えたということは、斜めでもいいということを設計会社に言ったん

ですか、日野市及び開発公社及び設計会社に対して。東京都がそのように許可条件の変更を行

助役。

現場の対応ということで、要するに建築指導事務所の了解をと

第 2点は、毎年毎年 2億数千万円もの市民の税金を土地開発公社の方へ繰り出している。こ

れは事務費だとか測量費だとか、いろいろあるでしょう。金利、特に金利。

本来この公社は市が使う土地を先行取得するのが原員Ijなんです。こういう場合は異例ですが、

今 5，6 6 6万 4，0 0 0円というお金を公社が出すんです。こうい うお話です。それは後でもっ

て穴埋めをうまくやります。穴埋めに使われる金は一般会計からの繰り出しなんですo 余って

いる金があったら、一般会計から繰り出しちゃいけないんです。また余る方がおかしいんです。

公社という のは l坪 10万円で買えば 3年後に市に売る場合には 10万円プラス金利ですと

いうのが原則ですが、金利は今のところ日野市は一般会計で負担してますから 10万円は 10 

万円で売っ ています。そうでしょう。これみんな税金なんです、これ。今余っている金が幾ら

かあるかっていうと繰出金を下げなさいよ、税金の繰り出しですから。

そういうふうなどんぶり勘定、公社に出た金は幾らどんぶり勘定でも構わないんだ、という

ふうな感覚が三方一両損の中iζ流れているo いつでもそうだ。市長が根本的にどんぶりだから。

監査委員も しっかりやっていただきたいんです。

それで、その点でこの計算をしてみると、 36億円です。ところが、これはもっとたくさん

った、ということに解してよろしいんで、すか。

0議長 (高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

った、こういうことでございますO

0議長(高橋通夫君 〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 それでは、最初iζ 日野市土地開発公社が日本技術開発株式会

社から受け取った図面を私もう一度、私はこれがそれだと思っていたんですけど、そうでもな

いようですので、それをいただいた上で、もう一度この質問をさせていただきます。議長、そ

れをお認めください。お願いいたします。

0議長(高橋通夫君 〉

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

時間がありませんので、簡単明瞭にお聞きいたします。
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たl¥0 

せんが、防災工事の防壁の変更許可をいっとったのか。第 1回はいっと り、第 2回はいつ講じ

たのか。こんなことは当たり前のことですo そういうふうに明快に助役さんが言ってくれれば

だれも疑問が起きない。

だから第 1点とすれば、市民の税金を 5，6 0 0万のこの赤字補てんにも充てるだろうし、ま

た東京都と日野市の開発公社のかかった費用の差額 2億円、 2億数千万円、これも繰出金で補

うという のは当然であります。僕は補っち ゃいけないと言っているんじゃないんです。今回は

もうできてしまったこと、まあまあできてしまったことだから仕方がない。仕方がないんじゃ

いけないんですけれども、まあ仕方がないけども、今後のことを考えると空恐ろしいような気

がするんで、今申し上げているんです。

今、その面積の問題、それからつい許可を、用途会計の中の、金が余っているって、どうし

て余っ たのか。そんな ことあり得ないこ とです。市長も言ったんですよo この 5，6 0 0万円の

市の払う金は穴埋め、公社の会計の中で穴埋めしますって言ったでしょ、市長は。だから、そ

ういうどんぶり勘定的な感覚が一番目野市の会計を毒しているわけで、すD 遺跡調査会だってそ

うなんです。すべての問題が、刑事訴訟中に鈴木独歩さんと買収交渉を始める。こんないろん

な問題がみんなこれらの不明朗な独善主義といいますか、 これがその辺の不動産屋さんがやっ

ているんならわかるけど、わかんない。もう少しはっきりしてもらいたい。

一応、その三つだけ答えをお聞きしておきます。あと、このくらいにしておきます。(r議

事進行」と呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君〉 助役。(r議事進行」と呼ぶ者あり〉秦正一君。

かか っているんですo

南平用水、排水路だってそうです。この学校をつくんなきゃそんなにあわててつくんなくっ

たっていいんです。今、君は苦労してんだろう。川崎街道から、あれから上の方へ西の方へ延

ばす水路をつくんなき ゃしょうがなl¥0 あの買収が手がつかな l¥。そうじゃ ないんですか、助

役さん。そうい う費用 も1銭も入ってない。関連道路だけはちょっと入れたということなんで

す。残地は全く、 これ、緑地と して使える、まあ林として使えるか もしれないけど、ほかの用

地には使えない断崖絶壁、断崖絶壁の土地ですから、これは、これもやっぱり平均して 7億

4，000万で評価したと、こう言っているんですが、それでもなおかつ税金の損害は、東京都

が 24億 6，000万で買ったとしても、この土地自体にかかっている純粋なる費用というのは、

だれがどう考えても 27億円かかっている、以上かかっております。その資料を出してもらい

そうすると 2億数千万円は税金の持ち出 しであります。 もちろん税金が日野市は豊かで余っ

ておりますか ら、そんな金は幾らでも構いません、高等学校ができたからいいじゃありません

かと、 こういうことは説明するかもしれません。しかし、 26市の中で、 あるいは、まあいい、

2 6市の中でです、市の税金を使って都立高校を誘致したようなところはどこにもなl¥0 これ

だけは明記してもらいたい。

日野市lζおいてもそうですO 日野高等学校の誘致においても 1円も使っておりません し、か

えって日野市は提防周辺の整備を して もらいました、東京都に。日野台高等学校でもそうです。

市民の税金を使って都立高校を誘致したところは戦後ないのであります口戦前はありました。

今後の課題になるのは、私どもは東京都の施設あるいは国の施設を誘致する場合に、幾ら税

金をむだにつかってもいいんだ、市民の。という生易しい考え方は避けるべきだろうと思いま

す。この点について、市長の考え方を教えてもらいたl¥0 第 1点は道路がどっかへいっちゃっ

02 6番(秦正一君〉 大分時間たっているんですけど、古谷議員の質問のさなかで

すけど、ここで休憩をとって、さらに正確な答弁と、また資料を提出してもらいたい、休憩中

準備してo そのために休憩をお願いしたし ¥0 ( r賛成」と呼ぶ者あり〉

fこ。 0議長(高橋通夫君〉 お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

第 3点聞きますが、東京都の建築指導事務所のいわゆる防災指導です、これは防災工事の指

導です。これは垂直で許可をしております。これは私も聞きました。いつの聞にか斜めiζなっ

て、いつ許可をとったか。変更許可をとる必要があります。個人の家でもそうです。建築確認

をとる。その建築を変更した場合に、する場合には、建築確認の変更の許可をとらなきゃなら

ない。 2回目の許可をいつ入れたか。あるいは、なあなあで、どういうふうにやったか しれま

いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 0時 29分休憩

午後 l時 43分再開
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0議長(高橋通夫君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは古谷太郎君の質問に対し理事者の回答を求めます。市長。

O市長(森田喜美男君〉 休憩前の古谷議員の質問の中の第 1点目、公社の資金、公社

の活動する資金はという件について、私の見解をお答えさせていただきます。

日野市土地開発公社は、御承知のとおり日野市の行政が求める必要な用地を先行取得の手段

によって行政の進展をやりよくする、 こういう機関でございます。そして、その原資になる、

原資を担保する財源は、すべて公金に由来する、借りも貸しも公金が源であるということは、

全 くそのとおりだというふうに私も存じております。

数、相当数の土地を、ある場合lζ確保し、ある場合iζ市iζ提供をする、こういう役目をここ

1 0年に及んで務めてまいりま して、一定の成果、そうして行政のこの人口急増の非常事態の

折に大きい役目を果たしまいりました。建前上、一個の別の法人格もまた性格も持っておりま

すので、独立した予算並びに決算、 これらを経ながら所有をいたしております土地物件の管理

もいたしておるところでございます。

今回の南平高校を誘致のために果たした役割は、前段におきましては、日野市内に非常に替

理の荒廃した状態で、 市民の迷惑の源にもなり得る、そういう場所でもありま した。 したがい

まして、災害を今後なから しめるための防災工事も必要だ、とかねがね考えていたわけであり

ますし、あわせて 日野市内に高等学校を誘致するその場所を求めるならば、私はまずあの場所

の活用こそこ者、 二つの目的を遂行することのできる、そういう場所だというふ うにこれまで

取り組んでまいりました。

たまたま造成段階、つまり高校用地としての誘致を一段階成功し、そして、その用地の提供

のために東京都の当局の依頼に基づいて造成を進めてまいったわけでありますが、その経過の

中iζ、ごく技術的な、当初計画をしなか った部分の追加工事を生むことになったわけでありま

す。

その追加工事の部分に責任の所在、つまり公社自身あるいは工事の設計管理をいたしており

ます日本技術開発、それから施工業者としての鹿島建設、これらのそれぞれの責任のあり方、

このことについて苦慮 したわけでございますが、私の判断におきまして、後々に憂いや課題を

残さない、この際、東京都iζ渡す土地の中に問題を整理しでなくしておくこと こそ、日野の行

政のとるべき態度だというふうに考えまして、午前中に御回答をすることになりました三者の
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処理をしょくするための協議ができ上がり、それによっ て、今、事態の決着を進めつつある、

このように御報告をすることになりました。

土地開発公社の事業の原資につきましては、公金だということももちろんでございますし、

また市の負担分、つまり公社の負担分もこれも運用の中で、帳簿の上で処理する ことは可態で

ありますし、運用益で処理をするというふうに考えておりますが、余る金も市の金、不足する

場合も市の金という ことに本来あるべき資金でございますので、そういう意味で、公金とは無

縁だという ふうな ことは絶対に申し上げられないわけでありますo ただ処理上、技術的に公社

の運用益とする こと も可能でございますので、そのようなことを御理解いただきながら、本件

の処理を進めてまいっておるわけでございますので、今後もそういう御理解のもとに、もちろ

ん大変すぐれた方式ということではな~¥かもしれませんけれど、やむなき政治的な判断に基づ

く一つの処理方法として御理解を願いたい、このように感じておるところでございます。t1._上

でございます。

0議長(高橋通夫君 〉 助役。

0助役(赤松行雄君) 3点の御質問でございました。あとの 2点につきまして、私の

方からお答えを申し上げたいと思いますo

まず最初に、土地の面積でございます。その他の新日本エンタープライズ以外の地主さんか

ら買い求めました土地は、 7，436平米ございます。地主さんの数にしまして、道路分等も大

星 1号あるいは田中 32、 33、藤三郎等が入りますので、 25名の地主さんに上るわけでご

ざいますけれども、さっき申し上げましたとおり、 7，4 3 6.2 2平米、こういう大きな面積に

なるわけでございます。エンタ ープライズから買い求めましたもの と合 わせますと、 7万

2，9 6 4.9 5平米、こうな るわけでございます。

この土地でございますけれども、先刻御報告申し上げましたとおり、 都立高校には 4万

5，6 9 7.4 9という実測の面積が譲渡、東京都へ有償譲渡ということでございます。そのほか

道路関係では 3，89 8.6 2平米、これが道路関係iζ活用されるわけでございます。それで、残

りました土地が南平高校の東側に位置する土地でございますけれども、 2万 3，328.84

平米というものが残っておるわけでございます。これを全部合わせますとさっき申し上げまし

たように 7万 2，96 4.9 5平米、こうし 1うことになるわけでございます。内訳としては与比で

ございます。
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それから直切りの変更の許可ということでございます。

詳細に申し上げますと、昨年の 5月、工事に着手したわけでございますけれども、その時点

では、市の方は直切り、あるいは直切りで許可を受けたんだ、という経過は存じ上げておらな

かったわけでございます。ことしの 2月になりまして、 擁壁にトラブノレが起きました。その時

点で、そのトラブノレの調査過程の中で、日本技術開発が多摩の建築指導事務所の方で当初は直

切りで指導を受けたんだということが、そこで初めて判明したわけでございます。それで、そ

の前に、市はその時点で初めて承知したわけですけれども、その前にいただいている図面は、

設計の図面は古賀さんの御指摘のように、 6分の斜めの図面というものが当初からいただいて

いる わけでございます。先ほどから答弁申し上げているように、我々は 2月の末の時点で承知

したわけですけれども、もとの順序は、一番最初は直切りで許可があ ったんだということが 6

月の末に判明したわけでございます。

そういう ふうな経過でございま して、 多摩の建築指導事務所と、 それから設計会社の日本技

術開発と の要する に間での直切り の許可、 あるいは変更というふうな手続がやられたわけでご

ざいます。そ ういう ふうな経過でございますので、そのように御承知賜りたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 〉 よく わか らないんだけれども、面積の問題はこれはまたいろい

ろ後々古賀先生が御質問されていく ようです。夏井先生 もされているようですが、今の、東京

都は防災工事 と、これは開発事業ですから、当然許可をとらなきゃできないわけです。ですか

ら東京都知事の許可が必要ですから、こ の防災工事については、 直切りでやりますと いう申請

書を出して、 許可をとってる わけですね。だから、私はその許可をいっとったのか、年月日が

わかるはずだから。その直切り にする という許可を今度、直切りじゃなく て工事変更 したわけ

ですね。そうすると、認可の申請を変更届を出 して、その許可を得なければならないわけです。

だから、今の工事はいつ許可をとったのか。これ、非常に大事な ことは東京都知事に も責任が

発生する、大きな責任があるわけです、許可をおろ してあれば。設計事務所は東京都知事の許

可な しには工事には、設計事務所としては工事を起こせないわけですから、当然日野市も起こ

せないわけですo

私は、先ほど高幡の老人ホームを建築許可をとらないでつくって、取り壊 しを命ぜられた、

ああいう事例と似ているような気が して しょうがない。 それがわかれば非常にありがたし、

市長さんに もう一回聞き ますがね、政治的解決という のは実に私はよ くわかるんです。先ほ

ど申し上げましたように道路用地を先行取得 しておいた。坪 20万で買 っといた。それを日野

市に公社が 50万で売れば、 30万円差額が出るんです。 200坪やれば 6，000万円出ます

から、 5，6 0 0万円ぐら いの穴埋めはすぐできる。 しかし、これはや ってはt¥けないんです。

そこで、今す ぐやる こと は、政治的解決、いわゆる暗黒なる解決ではなくて。

公社は 5，6 0 0万円、公社じゃ ありません。日野市は 5，660万円を負担するんだ、損害金

として負担するという んで、一般会計か らお出しにな ったらどうですか。後でま た我々 のわか

らない世界で、 あれは政治的に解決しま したとい うようなこ とがないようにしてほしいんです。

むしろここで思い切っ て一般会社から 5，6 6 0万円を損害金で出しちゃ って、鹿島へ払っちゃ

った方がよほ どきれいなんです。鹿島建設にも う5，4 0 0万払つであるんなら公社の方へ日野

市の一般会計から損失補てん金で 5，600万円入れちゃえばいいんです。金は余ってるんですか、

あるんですか、税金が、今。

だか ら、 僕は政治的に我々の議会がわかんなく 、忘れたころになって、 幾らでもでき ますよ。

公社の方へ払うお金を、少 し高く買 ってゃりゃあいいんですよ、市が。土地公社の土地を。そ

うすれば 5，00 0万、 6，0 0 0万すぐ出ますけれども、やはり 、これもやっぱり税金ですから、

それな らもっと きれいにさっとこの際、 解決しておく ことを希望しておきたいと思う んですo

余り長く 私が一人でかかわっているとし 1けないんですが、行政は余り政治的解決という のはや

ってはいけなt¥0 政治的とい うか、我々のわからない範囲でやるわけですから、公社の公社会

計でやるわけですから。だから、ひとつ公社会計じゃなくて、日野市の損失は 5，660万円で

す。 これは設計の ミスによっ て生じたものです。それから設計事務所は恐らくこう言 うでしょ

う。東京都の知事からもらいなさ い、 知事が認可したんですから。我々の方は責任があるとし

ても知事と一一 東京都と同じぐらいでしょうと言うに違いないんですよo だか ら、これはなか

なか解決が難しいと思う。 難 しいというより解決しないと思う。恐らく 300万円という のが

いいと ころだと思うんですよ、設計事務所が出すお金は。 言ったんでしょ、 300万円ってo

そんなものだと思う。 2，7 0 0万は出ません。

それなら、この際、思い切って政治的解決として 8，000万円を損失金で落としちゃうんで

す、一般会計で。そうすれば後にこ の しこりが残らない。市長はもうしこり残したく ないと言

ってるんで‘す。大きな過ちを犯しちゃったんだからしょう がないんですよ、 8，000万。 市民
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には、どうも悪かったですo しかし、高等学校ができましたよと、こう言う以外に方法がない

でしょう。そのほかにまだ 2億ばかり損があるんです、土地代金の損失が。だから、これもこ

の際、思い切って穴埋めしちゃって、高等学校のことについては、もう一般会計から全部穴埋

めしてありますから御安心くださいというふうに、都知事iζ も言えるようになさったら~¥かが

と思うんですが、これは希望として申し上げておきます。

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君〉 変更の許可の件でございます。 59年の 6月の 7日に確認とし 1

うことで、確認の通知書 ということで許可をいただいておるわけでございます。(rそれは垂

直で しょう」と呼ぶ者あり〉 はい。 これはそういうことでございます。その後につきましては、

日本技術開発と建築指示といいますか、東京都の西部建築指導事務所との中でのやりとりでご

ざいますので、きょう、連絡したんですけれども、責任者がおりませんので、明確な返事をい

ただけなかったわけでございますけれども、許可を、直切りの許可をいただいた後で、 6分の

切り下げになったわけでございますので、その聞の関係につきましては、やりとりにつきまし

ては、後刻調査の上で御回答申し上げたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

C議長(高橋通夫君 〉 古谷太郎君。

期も半年しかないんですから。その聞に今のような政治的解決はできっ こないんですから、も

つ。

06番(古谷太郎君〉 ですから今もお金の問題も申し上げたんですが、 3億円以内で

だから、ひとつ思い切って損金で落とされるようにして、この際、市民には、 しょうがない

ですね、申しわけなかったと言うより。それだけ申し上げておきます。以上でいいです。

0議長(高橋通夫君) 石坂勝雄君。

02 8番(石坂勝雄君) 2点お聞きしたいと思うんですが、 1点は市長の行政報告に

もありましたように各行政財政なりパスの問題、地域医療の問題、こういう委員が委嘱された

んですが、特に行財政の委員の委嘱に伴って、日野はラスパイレスにしてもまだ自治省なり、

そういうところから見れば平均が高L、。いわゆる国家公務員から比ベると高いという中で、い

わゆる委員会がメンバー見ても私、知らない人が多いんですが、一応何ていう んですか、自治

省とこういう行財政の改革ということは、何ていうか、指導の何か指導通達だと思うんですが、

なされているんではなかろうかという中で、市の独自な考えで恐らく市長がこういうことを設け

られたと私は理解しているんですが、どのような方向の中で、いつの時期花、こういう一つの

答申、市長iζ対する答申が出てくるお考えでいるのかどうかが 1点。

それから、今の都立南平高校の問題、 l点私聞きたいのは、垂直か、いわゆる 6分かという

問題なんですが、こうLづ問題を決める前iζ、恐らく防災なり開発行為の点でやる場合には実質の、

あれだけの工事ですから実質の調査を調査をしたのか、しないのかが1点と、しないとするなら、あ

そこはもう独歩というか、土をとっていて、かなり深く、地層というのはわかっていたんではなかろ

うか。こういう中で都も、いわゆる都と裁判、都が独歩に対して勧告してやってたくらいですから、

いろんな地質というのは後で何かさっきのことの助役の説明だと地層が違っていたんだ、こう

いうようなことで垂直のものが 6分で入れた。その中には、いろんな費用の点、面積の点いろ

んなことがあるので、いろんな問題が出てきたんだということは私もそれなりの理解をしてい

るんです。ただ、私、今の時代iζ、日本航空があれだけの大きな事故をやっても、いわゆる天

災でない、人災だというようなことが指摘の中で、陸上で、しかも日本の土木技術、いわゆる

建築技術の、非常に伺ていうか高度の技術を持っている、それはもう設計者なり、しかも天下

の鹿島建設がやっていて、私は何か全く初歩的なミスではなかろうか。そういう点では、いわ

ゆるいろんなことの要素があるから市長も政治的な解決だというようなことを言われているん

だと思うんですが、そのことに私はいいとも言わないし、ここで指摘するあれはないんですが、

済むんです、損失金は。だからねo この際、思いきって税金でもって市民にだからおわびする

よりしょうがないでしれこれo 穴埋めしちゃ って南平高校、都立高校の問題については、お

金の面ではきれいになりました、公社iζ も損害かけてませんという形をとりゃいいんです。

今度の建築確認、いわゆる建築確認と同じなんですよ、防災確認ですから。この変更の認可

がいつおりたかということがわかんないくらい、これ、い ~ ¥かげんなんです。高幡のあれと同

じなんだ、福祉センターと。福祉センターもだから取り壊 しを命ぜられた。今度の防災工事も

あるいは認可がおりてないのかもしれない、あるいはですよ、東京都との聞に。変更届を して

ないんじゃなかろうかと思う。そうなると防災工事の取り壊しを命ぜられるかもしれないんで、

命ぜられなくってよかったと思うんですよ、これ。

だから、そういう意味ではもうあきらめるんですね。難しいですよ、これ。まず夏井先生の

ように法律専門家がお考えになれば、また別の考え浮かぶと思うけど、もう政治的解決は早く

しなけりゃだめですよ。先に延ばせば延ばすほど暗黒、わけがわかんなくなる。もう我々の任
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ただ、現実に設計なり指導を監督する都の当局なり、それから鹿島建設が、あそこの地質やそ からの指導を受けてそういうことをやるということではなくて、市民iζ向かつて市民に責任の

持てる日野市の行政をっくり上げていくんだ、こういう決意の中から自主的また主体的に この

問題に強く取り組んでし 1く、こういう状況下にあるということでございます。

当面の委員の方にお願いをしております答申は、第 1には、中問答申として来年の予算に反

映できる、つまり 12月年内あた りを目途に中問答申をいただ くことo それから年度の末あた

りには全般答申をいただく こと、こ のようにお願いをいたしております。何か自治体の経営を

窒息するような状態に置く考えは毛頭ありませんが、これからはいろいろと土木面では下水道

一一公共下水道の普及でありますとか、また区画整理による都市整備でありますとか、あるい

は固有地の、市内にある国有地の確保でありますとか挙げるといとまないほど大きな事業も、

つまりお金の要る事業もたくさんあるかけでありますので、これに対応するためには、やはり

スクラップ・アンド・ピノレドという言い方をしておりますけど、常に局面が市民ニーズにぴっ

たりと真正面に向いた、そうして財政運営に一定の余裕と見通しのある、こういう行政展開を

することが、今日日野市に置かれておる我々の責任である、こ のように思っておりますので、

そうい う態度、観点花よりまして、行政改革、日野市独自の、大綱という名前にするかどうか

はまだ未定でございますけど、そのような基本、マスタ」 プランをつくりたい、こ のように考

えておると ころでございます。またそれを目指して取り組んでおるという状況であります。

それから、今、南平高校用地のことにかかわりまして、その造成の仕上げ段階で擁壁のひず

みという、ほんとのわずかなひずみという事故を起こしたわけでありますが、おっしゃるとお

り私どもの方から考えましても、つまり一番能力のあると思った業者が、なぜこ のような初歩

的なミスを犯したんだろうか全く府に落ちない、そういう気持ちがいたしますし、そのよ うな

ことを、つまり施工業者は、仮に設計に対して不信があるとすれば、つまり自信が持てないと

し1うことであるならばはっきりと物を言うべきではないですか。何か立場上の設計管理業者に

指図されたなんてことじゃ、天下の大企業は何のための名誉でありますか、いうふうなことを

問うて、全くそのとおりだ、汗顔の至りである。したがって市のおっしゃるとおり責任をとり、

このことの処理については市長の申し出をきっかけに反省したいと、こ のような態度でありま

ういうこと がわからなか ったというか、そういうことに対して非常に私何ていうか何としても

解せない という問題があるんですよね。

そういう点で、日野の担当に当たる土木の人というんですか、そういう担当者がどういう形

の中で日本技術開発なり、そういうノレートいわゆる連携をとっていたか。我々素人じゃわから

んにしても、私、素人でも実を言うと、何かここ らの稲城砂層、 これはちょっとこの問題 とは

外れますが、稲城砂層というのは、イ可か水道の亜鉛管というんですか、あれが非常に何か腐り

やすいんだということで、今度あの亜鉛管を使う場合には、周りに違う土を入れるんだという

ようなことで、私事で申しわけないが、私の幼稚園なんか普通なら 15年やそこらで腐らない

ものが、すでに腐っているとい うのは、稲城砂層の、それに非常に鉄分も含んでて腐るんだ。

そういう点では今のビニーノレ管なら腐らないんだ というようなことが出ています。 それから何

かボックスかイ可かで、入れてやればどうだというこ とが出ていますけど、結果論なんですね。

そういう中で、ただ私、南平の高校用地の問題も、余りいろんな、急いだとかいろんなアク

シデントはあ ったかもしらんけど、見方によると何か日本の土木技術、そういう何か水準から

いった場合、余りにも直角だとか 6分の傾斜だとかということの中で、初歩的な問題じゃない

か。そういう 中で、そういう調査が行われてやったのか、やらないか、その辺のところを。

あとはもう私も、古谷議員が今いろんなことの名案を出されて、どうだというようなことが

出たんで、あえてお聞きしませんが、実に初歩的な問題ではないのかな、ということで残念に

思うんです。その辺をいま 1回、その辺のことだけをお答え願いたいと思うんです。

0議長(高橋通夫君 〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 きょうの私の行政報告の第 2項に、日野市が今進めておりま

す将来の行政改革の展望の方策を求めるために、日野市行財政調査会という専門家の、また諮

問の形の検討をやっていただいております。これは、たまたま国も言うところの臨調行政改革

という性格は、はっきりあるものと見なければなりませんが、自治省を通じ、また都庁を通じ

て行政改革大綱t¥わゆる行革大綱をつ くれ、あるいは行革大綱のために行政改革審議会をつく

れ、そうしてもう一つはそれを実施するための市長を長とする行政政革推進本部を設けよ、こ

のような、いわゆる行政指導は各自治体にそれぞれ通達という形で求められておる、こ の事情

もあります。しかし、私どものこれが基本的な行政姿勢といたしま しては、固に向かつて、国

した。

設計業者の方は、その能力、財政能力の点に、何ていいますか、その大きな金額をしようだ

けの能力がこれはゼネコンとは違うと思います。したがいまして、果たせる範閤の能力、つま
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り総工事量の 3介の 1ぐらいは、 主として人件費で成り立つ、能力のある人たちがやれば紙の

上でやれる作業でございますから、それぐら いの責任を持つのは私は当然ではなかろうか。 こ

うい うことで、責任を持つ方にその意図を伝えま して、回答を得た、 こういうことでございま

0議長 (高橋通夫君 〉

05番 (谷長一君 〉

谷長一君。

先ほどですね、市長が 8月8日出発しましたモスクワへの、ソ

ことでございます。

連ですね、不戦の誓いということで行ったそうですけれども、ソ連iζ行きまして、どのような

こと を行っ てきたか、 という ことをお伺いするわけです。

それはどう して聞くかということになりますと、前にレッドランズに文書を送った。これは

姉妹都市であるレッ ドランズです。それでこれを見ますと、 確かに これは人類共通の願いだと

いうことは、平和等がなけれは‘教育も福祉も破壊されてしまうということ は、よくわかっ てい

るわけですo そ こ で、軍縮を求める運動ですね、これは人類共通の願いじゃ な~¥かと思うんで

す。市長が出された日野市の核兵器の廃絶・平和宣言都市ということは、確かに議会でも議決

したわけです。それで、世界の恒久平和に向けて核兵器が地上から姿を消す日まで、その廃絶

を叫び、平和が市民生活の基本である理念に賛同されるよう文書を送達 したわけでありますけ

れども、このレッドランズにおきまして、その趣旨に賛同されて広く市民にアピーノレをして、

それでまたレッドランズがこれに連帯して平和都市の宣言をなされるようにお願いしたという

ふうに私は考えているわけです。

そこで、その後のレッドランズ市のこの親書を出した対応というのは、先ほど夏井議員が質

問なさったけれども、対応はなかったと言いますけれども、そこいらの、そのあたりをもっと

深く、そのような市長がレッドランズ市長に送っているわけですから、どのようになっている

かというようなことは、今は電話もあることだし、そのくらいの情報は収拾しているのではな

いかと思いますけれども、その点につきまして、市長のお考え、または事務局におきまして、

そのようなことを行ったという事実があったら教えていただきたいと思いますo

最初にその 2点をお伺いいたします。

0議長 (高橋通夫君 〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 きょうの私の行政報告の、つまり一時市長の職務から離れて、

私費ではございますけど、海外出張をするという期間がございました、その聞の職務代理者を

設置した。そうして帰任いたしましたのでその職が解消L可たしました。こういうことを当然の

義務として御報告をした次第でございます口

その日ソ親善協会の訪ソ代表団の募集ということは各支部があって、その支部から印刷物等

が日野市にも情報として参ったということがきっかけでございました。たまたま前の議会のと

す。

確かに日野市の明確でない、そういう責任のとり 方はけしからんということ も当然おありの

ことはもちろんでございますが、しかし、 これを長く法廷の場で争う というこ とをいた しまし

でも、結論はむしろ後に残さない。高校の設置を祝福するという ことで、市民iζ御了解をお願

いできる、その容認の範囲ではなかろうか、という ことで決断をさせていただいた、 こういう

0議長(高橋通夫君〉 石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君〉 ただ、さっき両方の行財政の問題と、今の南平の学校の不始

末の問題で、私、別に意見ということではないんだが、感ずるのは、今回行政報告の中にもあ

る議会iζ百条委員会をつくってやった遺跡調査の問題に しても、相手方が亡くなって相続云々

の問題、それからその後の何ていうか兄弟の云々の、あとの例えば 3カ月、 11月になる。こ

ういうようなことで、見方によると、私何か非常に結果から見れば実に何かむだなことをして

いるというようなことがあるけど、我々議員 というのは、やっぱり一つの執行者のチェック機

関の機能がなくなったときは意味がないという、こういう議論の場でチェックしていくことが、

私、使命だと思うんですo

ただ問題は、その場合、行政の方はわかりやすくやってもらわないと一番困るんじゃなし 1か

と思う。そういう面でいけば、ある時期が来れば、きちんとした、やっぱり答えをいわゆる遺

践調査の問題にしても、いわゆる南平のその高校の問題にしても、ここの、きょうの何か私都

立高校の都lζ移譲する問題という助役のその報告があるんだから、少なくとも今までの 1年有

余にわたってもこの問題はかなり議論がされてきているんですから、資料で経緯の中でこうな

るんだと、それから特に 6月の議会で言われたこと、確かに名古屋議員も一般質問で指摘され

たことを見ると、きょうの何か変革が、はなはだしく変わってきているということが大きない

わゆる時間を費やしているというか、また当然費やさなきゃならんということになると思うん

ですが、その点、いま少しわかりやすい、もう最後になれば答えをきちんと出してもらう、こ

ういうことを強く私ども要望しておきます。以上です。
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きに、友好都市であります、姉妹都市提携をやっておりますアメリカのレッドランズ市に核兵

器廃絶・平和都市宣言を行っております自治体として、日本の l個の自治体としてお呼びかけ

をするということは私は信頼をより高める手段だ、こう思ってそのよ うなことを行いました。

ところが、いろんな見方があるわけでありまして、 一番扱いにくい問題を問l"¥かけて、そう

して友好関係に水を差すというようなことがあってはならない、ということもつくづく感じま

した。またアメリカのみにそういうことを求める、その 2大核保有国であ るソ連にも求めるべ

きではないか、そのような働きかけをすべ、きではないか、という質問の中の提起もございまし

た。そういうことで、この機会にということでソ連の代表団の応募に応じたわけでございますD

幾つかの市を歴訪したわけでございまして、こちらで用意をいたしました呼びかけの文書を

それぞれの責任の持てる立場にある方に伝えて要請を行ったわけであります。

不戦の誓いの代表団の行動と申しますのは、ソ連側の各都市には対外文化協会連絡会という

ような意味だと思いますけど、つまり向こうのあいさつをかりるならば、それぞれ各界におい

てその都市で指導的立場にある方々がその文化協会をつくられて、それが対外の友好関係に自

治体レベノレで、自治体レベノレといいましょうか、段階段階で応じておる、こういうことのよう

であります。行っ て驚きましたのは、不戦の誓い行動、これは何千名の向こうの市民が参集い

たしまして、そうして無名戦士の墓という場所だと思いますが、巨大な記念碑あるいは記念広

場、これらがつくられておりまして、そこで花輪を贈り、特にソ連は第 2次大戦では 2，000

万の国民を失ったということでございます。レニングラ ードでも 50万人の命が犠牲になった

というふうなことも伺いました。したがいまして、ちょうど日本側の行動と意義相通ずる関係

があったと思っております。

そうい う活動を経て、ごく短期間また広い土地の中の点にしか値しない、そのような活動の

コースではございますけど、気持ちとしては、目的を達し得た、目的の一端は達し得た、この

ように意義を感じておるところでございます。

肝心のレッドランズの方からは、まだ、いわゆる回答としての公式なものはございません。

私の聞きましたのは、この夏、日野市・レッドランズ友好協会の婦人のあちらで昨年もスティ

をされた、ホームステ ィをされた。日野市とまた両市の関係を非常にうまく連携をさしていた

だいております方の、ことしの夏のレッドランズ訪問中のいろいろな感触あるいは市民との交

流という中で、いろいろな考え方は確かにアメリカ側にもあるわけだが、いわゆる草の根運動
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というような形で自治体レベルがこのように取り組んでおる とい うことは、なかなか意味のあ

ることだという、そういう話があったというふうに伺っておりますO

今後、どのような方法が適切かとい うこと は十分考えまして、でき得ればそういう こと の理

解のできる市民関係の交流ないしは意思の疎通を図れば幸いである。これこそ真の世界lζ共通

する人類としての課題ではなかろうか、と私は考えておるところでございます。

今後、なすべきことは多々あろう かと思っておりますけど、自治体の微力の中で、何をする

かということをこれからも追究をしてまいりたい、こ のよ うに願 っております。以上です。

0議長 (高橋通夫君 〉

05番(谷長一君〉

谷長一君。

これは確かに、反戦反核ということは大切なことであるという

こと は私 も十分承知しているところでありますけれども、しか し、東洋精神とヨ ーロッ パ精神

というのを考えてみますると、非常に大きな差があるのではなし可かと思うんです。まして、こ

の地方公共団体、都市観というのを見ます と、教育の問題iζ しましても日本とアメリカとの差

というのは非常に大きいんですね。

どうしてかと申しますと、ア メリカへ行きますと、まず私がびっくりしたのはレスピアンを

やる方を全部集めてある学校が公立で成立しているんです。できているんですね。そうかと思

うと、同性愛を行う人がその同性愛同士が一つの学校に行っているんです。そういうふうに、

日本とアメリカとは違うんですね。まず、そのあたりを、これ極端なことを申し上げますけれ

ども、相違があるわけなんです。

そのような都市に対して、このような確かに宣言をしたという、反戦反核、こ の核兵器廃絶

・平和都市宣言ということ は、もうこれは人類共通の目的であるということはわかっているん

ですね。 しか し、 私は形式的に流れるとい うことではなくて、やはり実質をとるということが

大切ではなし、かという ことを市長に言いたいわけです。これはやはり思想の違うソ連でも同じ

ではなし 1かと思うんです。

その点をこれから、あたりも市長はよ くお考えになって、こ のような行動をしていただきた

い、ということ を申し上げま して、 要望しまして終わります。

0議長 (高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

020香 (藤林理一郎君) 3点ばかり質問させていただきます。

消防委員会のことでございますけれども、こと しの 3月い っぱいで、水剰という問題を l年
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間取り組んでまいりました、消防委員会で。それを市長側の方に提出をしております。この日

野は用水、または多摩川、浅)11 iζ囲まれまして、非常に水のことについては恵まれた土地柄で

ございますけれども、その中に火災が発生したそのときに、まだ水iζ、消火lζ当たるその地域

が水が足りない、こういうような地域が何カ所かございまして、それをテーマとして消防委員

会で取り上げ、水利問題というような形で実は防災課を通じまして、市長の手元に提案を申し

上げてございます。そのことについて、市長さんの方で、今現在、我々が 1年間この問題に取

り組んできた問題について、どのように考え、どのように対応しているのか、それを 1点お聞

きしたいということでございます。

その次でございますけれども、 6月の議会Iζ私、一般質問させていただいた中で、公害問題

に取り組ましていただきました。この公害の問題について、非常に日野市全体の ことについて、

私は質問させていただきましたけれども、この一つの日野台二丁目、四丁目、一丁目、この地

域についての公害問題についての質問に、この 3カ月間の間に行政側はどのようιこの公害問

題に取り組んできたのか。そ して、どのよ うに東京都また企業側と話し合いを持たれてきたの

か。これが 1点ですね。

あとの 1点は、過日 10日、今月の 10日でしたか、敬老会、 70歳以上の方を新しくでき

た市民会館、この場所iζ招きまして敬老大会を催しなされましたけれども、会館の中で実は飲

み物それから食べ物一切禁止されているとい うことは、これは私どもが認め、また結構なこと

じゃないか、こ のよ うには考えておりますけれども、何せこの 2時間ないし 3時間、あの会館

の中でいろいろな行事がございま して、 そして 70歳以上の方たちがあの中で何一つ口にせず、

この催しに対して我慢しておった。

私、考えますと、会館の中で飲み物、食べ物、 これはやってはいけないということで議会側

の方でも、また理事者側の方でも決めたことですからよろしいと思いますけども、ロビーとい

うものがありまして、そして外にあの広い休憩の場所も設けてございますから、その所にお茶

の1杯でも差し上げるようなことをなぜ今回はやらなかったか。今までは体育館の、南平体育

館ですか、その所でいろいろな飲み物それから食ベ物、また記念品を差し上げておりましたけ

れども、今回iζ限って、イ可のことも考えずしてそのままの状態でお招きした方たちをそのまま

帰したということで、口癖のように私は大勢の方から聞いております。

そこで予算の関係もあろうかと思います。 そ してまた立派な市民会館の中で飲み物、食べ物

出した場合に、下のじ ゅうたんなりが汚されるとい うよう なことで、一切そうい うものが禁止

されたとは思いますけども、普通の行事でおやりになるというのは、それで結構だと思います

けども、 70歳以上の方の人たちをお招きをした方たちに対しては、お茶の 1杯ぐらいロビー

または外の今何というんですか、休憩場所設けてございますよね、その辺の所にテントでも張

って、そして自由にお茶でもお飲みください、というような温かい気持ちを行政側の方で考え

られなかったのか、その考えられなかった理由と、そして、これからずっと続けてまいること

ですから、来年度は何かこのことιついて考えがあるようでしたら、それをお聞きかせいただ

きたいと，思います。

この 3点について質問させていただきますo

0議長(高橋通夫君〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 1、 2点についてお答えをいたします。

まず第 1点の消防委員会の答申の件でございますが、過去 3年聞を見ただけでも消防委員会

は非難場所それから非難経路についての答申、さらに消防団の詰所の整備計画について、 そし

て先ほど御質問がございました 59年度におき ましては消防水利の問題、 毎年テーマを決めま

して御熱心な協議の結果、それを市長iζ答申をしております。 59年度につきましても、本年

3月 31日付で藤林委員長名で森田市長あてに答申書が提出されております。

この中身にっさましては、消防水利平常時と震災時に大別いたしまして、消防水利が果たし

て十分かどうか、こういう内容でございます。市内全域を 250メー ターのメッシ ュに区切ま

して、 そのメッシ ュの中に十分な水利が保てるかどうか、こういう御調査をいただき、さらに

不足数についての提言をいただいております。

私ども公害防災課内部的には、来年度lζ向けてこれだけ整備したい、という数を持っており

ますが、今後、市長並びに財政部局とも十分協議をいたしまして、 61年度予算に向けてこ の

答申の具現化に努力をいたします。

第 2点目の日野自動車の臭気の問題でございます。

6月議会に藤林議員さんから御質問いただきまして、その折に私から、日 野自動車は留保工

場の指定を受けている。今後、東京都と協議をいたしまして連携を保ちながら必ず調査をいた

します、というお答えをしたと思います。お答えの翌日に、日野自動車に文書を発送いたしま

して、夏場に付近の民家の窓を開けているような状態のときを選んで臭気の測定をいたしたい、
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御協力願いたい、という内容の文書を送りまして、そして測定は 7月の 24日に実施をしてご

ざ~¥ます。 環境管理センタ ーという法人に委託をいたしまして、 7月の 24日、 2地点日野自

動車の境界線上の 2地点を選びまして、午後 2時 55分と 3時 14分の 2固に わたりま して、

測定をいたしてございます。

その測定の結果、測定値が、 2時 55分の方は 13と出ておりますo それから 3時 14分の

方は同じ く測定値が 11と出ておりまして、 結果的に 申し上げますと、こ の測定値は大変問題

のない測定値でございまして、非常に低い数値でございますo においの質といたしまして、わ

ずかな樹脂系の焦げるiとおいがする、 こうい うような意見がついて、こ の測定記録の証明書が

私どもの手元に来ております。 この点につきましては、さらに工場側とも協議を重ね、今後に

わたりまして公害の出ないように工場独自の努力もお願いを申し上げ、さらに私どももチェッ

ク体制を強めてまいりたいと思います。以上です。

02 0番(藤林理一郎君 〉 今 3点について答弁いただきましたけれども、本当にまじ

めに答弁いただきまして、ありがとうございました。

できるだけ、こ のように公害の問題、それから消防関係、そして敬老大会については、ぜひ

今答弁していただきましたように、努力していただきたいというふうに考えて、以上で終わり

ます。ありがとうございました。

0議長 (高橋通夫君〉

07番(馬場繁夫君〉

馬場繁夫君。

1点のみちょ っとお伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 第 3点の御質問についてお答えをいたします。

過日 9月 10日の日花、市民会館で敬老大会を催しました。午前中に800名午後に約 1，200

名参加いただきまして、福祉関係者皆さんの御協力によりまして、大過なく無事に終了いたし

ました。

しかし、その中で何点かの反省を私どもしております。その中には御指摘のありましたよう

に、初めての会場使用でございましたけれども、湯茶の接待がないとか、あるいは昨年に実施

しましたときにはお土産を差し上げたわけですけれども、それについても実施しなかった。 こ

ういう点について、いろいろ御要望等も聞いております。使用禁止ということでの、建物の取

り決めの中での私どもの配慮といたしましては、そういう物をお配りしたり、あるいは置いた

りすることによって、組相のないようにという配慮もございましたけれども、実際iζ実施して

おりますときには、会場かなりのども渇きます し、時間も長い関係もございますので、特iζ湯

茶の接待につきましては来年度十分に反省を加えていきたい、改善をするように努力をしてい

きたし可。御指摘のありましたように会場の一隅にでも何とか設置するような努力をしていきた

い、こういうぐあいにまた考えておるところでございます。その他につきましてもまた改善を

していきたいというぐあいに考えております。

昭和 58年に東京都の公害の研究所の方から、 清掃工場にボタンの乾電池を一つ投入します

と、通常の約 30倍の水銀が煙にな って出てく るというような指摘があったわけですけど、そ

のような経過の中で、日の出町の最終処分地におきまして、地元の自治会と公害に対する協定

を結びまして、そういう関係上、日野市におきましても公害を発する廃乾電池、水銀等の介別

収拾を行ったわけですけど、それから約 1年が経過した状況の中で、ことしの 7月におきまし

て、厚生省におきま して廃乾電池は一般ごみと一緒に廃棄しても危険はない、というような安

全宣言が出されたわけでございます。非常に我々も遺憾に思っておるわけでございますけど、

また町田市におきましても、昭島市iζおきましでも、そのような厚生省のそ ういう話があっ て

からも、今後廃乾電池等につきましては、継続的に分別収拾して行ってt¥く、というような宣

言もされておりますけど、当日野市におきましても、今後そのような乾電池についてはどうい

うような対応してt¥く必要がある のか、また厚生省のそのような安全宣言についてどう今後お

考えになっているか、についてお聞きしたいと思いますo

C議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(藤浪竜徳君〉 お答えいたしますo

厚生省の諮問機関でございます適正処理専門委員会の答申ιつきましては、我々担当者とい

たしましでも、積極的に取り組んできた関係で釈然としないものがございます。こ の問題につ

きましては、内部討議を行っております。

それで水銀につきましては、本来有害物質に指定されてございますo 有害物質Iζ指定されて

おります水銀を他のごみと一緒に合わせて処理するということは法の趣旨にも反するというふ

うに考えておりますo また厚生省から出されました、いわゆる安全宣言という ものにつきまし

ても、環境汚染につながらないという保証はないと考えております。
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したがいまして廃乾電池等の有害ごみは、今までどおり今後とも分別収拾を当面続けてt¥く、

という考えでございます。なお、 したがっ て引き続き市民の方の協力をこれからもお願い して

いきたい、とこのように考えております。 以上です。

0議長(高橋通夫君〉

01番(橋本文子君)

橋本文子君D

冒頭の市長報告のところで、行財政調査会が結成されたことと、

れて初めて、その出てくるものが平等になってくるんじゃないかというふうに思います。

幅広い意見を集める意味で、今回このような結果を見て、大変残念に思っているんですが、

幅広い意見を集約する意味ではもっと精力的に人を集めて、各方面にわたって調べて、ぜひともこう

いう審議会なり懇談会なりに欠落することがないように、女性がいないというふうなことがな

いようにお願いをしておきたいと思います。

じゃあ要望も一緒になってしまいましたが、そのようなところで今後ぜひそのあた りを精力

的にお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 私は先ほど南平都立高校用地の造成工事ミスのことで関連質

問し、この質問花ついても、質問事項を留保しておりましたので、まずそれから始めてまいりま

す。

それから情報公開制度審議会ですか、これらのメンバーを見ますと、女性が 1人もいないでは

ないか、とやや疑問を感じておりますので、そのあたりはどのよ うな経過でそういう結果にな

ったのか、お伺いをしたいと思います。その 1点でございます。

0議長 (高橋通夫君〉 関係部長答弁、企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君 〉 お答えをいたします。

ただいま行財政調査会並びに情報公開懇談会の委員の中に、女性が入っ ていないではないか

ということでございますが、 こういった委員会を設定する場合には、今までも議会の中から青

年層あるいは女性を入れたらどうか、という強い要望があるわけでございます。その辺のこと

につきま しては、十分考慮したわけでございますけれども、結果としては、女性が入らなかっ

たわけでございます。

情報公開の懇談会にいたしましでもかなりふさわしい女性の弁護士がいたわけでございます

けれども、ちょっと身体的なことがございまして、除外をしたという経過もございます。それ

から行財政の調査会につきましては、かなり広く検討はしたわけでございますけれども、適任

0議長(高橋通夫君〉

01番(橋本文子君〉

橋本文子君。

どの範囲をどのように御調査されて、選んでこられたのか、先

先ほど、これは簡単にやります。その後ですね、担当の方にちょっと私なりにいろいろ聞い

てみたんですが、非常に わかりにくいんですね。つまり市の責任、いわゆる 5，0 0 0万余の負

担については、具体的に市は何をもって 5，000万を充てるのかという、その点が非常にわか

りづらいわけです。

いわゆる擁壁の工事というのは、工作物として、工作物をつくる場合には当然建築確認が要

る。しかし、その周りで行う開発行為については、これはまた別建ての東京都との交渉があっ

たというようなことであるようなんです。私が先ほど市の責任の具体的な内容についてお聞き

しましたときに、助役は、その垂直と斜め、例の問題lζ理由を求められたんですが、もともと

設計図は斜めでできてきているということで、私が先ほどお示しした日本技術開発の設計図、

これ唯一存在するのみで、ほかにはないようです。

この設計図を上げた日本技術開発については、当初自分たちには責任はないということで市

が弁護士等を通じて、その補修費について、日本技術開発iζ補修費の負担を求めた際に、責任

はないということで突っぱねているわけですね。しかし、その段階では、ですから日野市に、

市当局には土地開発公社には責任がない、という毅然とした態度を貫いておられたわけです。

ですから私どもは市の方には何ら過失はなt¥0 ゆめゆめ 5，000万円以上の負担をする、とい

うようなことはないだろうと思っていました。と ころが、結果的には今回御報告があったよう

に、それぞれ三者で負担をするという結論のようであります。

者がいなかったということでございます。

ほど女性の弁護士、‘お体のぐあいが悪い方は、たまたまあったけれども、そういうことでやめ

たんだ。女性の弁護士もこの広い社会の中にたった 1人ということはないだろうと思いますし、

本気で女性を、やはりこの世の中、男女半々に暮らしているわけですから、できるだけ幅広い

角度から意見を求めるということになれば、やはり女性がいないというのは片肺飛行ではない

か、というふうに私は感じています。

かつて一般質問の中でもそのような質問もさせていただいておりますし、たしか板垣議員の

方からも出てたような気も、鈴木さんもそうでしょうか。やはり男女両方からの意見が集約さ
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助役がおっしゃった市の職員、いわゆる市が関与して、何か変更になった部分については、

具体的にもう少しわかりやすく、私がわかるように説明をしてもらいたいんですo つまり市の

担当者が垂直だ、 6分切りだといういろんな議論がある際に、設計会社の意向や東京都の意向

とは逆の結論を、結論と申しますか、内容のことを工事現場等、また設計段階で主張されて、

それが今回のミスに結びついたということであれば、市にも責任があるということでわかるん

ですが、設計図は当初 6分切りになっていたということで、これを承知で鹿島も工事をやって

し1るわけですね。ですから、もし設計をやった日本技術開発が、自分iとは設計ミスはないとい

うことであれば、それでは工事をやった側に責任があるのかということになってくるわけです。

それぞれ皆責任が少しずつある ということであれば、日野市の責任というのは、 一体何なの

か、もう一度御答弁をお願いを したいと思います。

それから負担の問題なんですが、金額ですが、この補修に際して必要な経費は l億 3，000

万だ、ということが 6月議会で御答弁がありました。 1億 3，000万円で補修工事の契約を行

ったということでございました。 先ほ どの分担、負担割合を見てみますと、 トー タノレをします

と1億 1，000万余になるのではな l¥かと思l¥ますが、日野市の負担については 5，000万円

ちょうどなのか、 5，0 0 0万を上回る金額なのか、この点を確認をしておきます。

それから面積の確認ですが、東京都に有償譲渡 したのは実測で4万 5，69 7.4 9平米という

数字を今助役はおっしゃったんですが、これと高校のいわゆる有効面積 2万 4，000ですね、

2万 4，569平米というのは、どうい う関係になるのか。 2万 5，00 0 -2万 4，5 6 9平米

を東京都に有償でお渡しになったと私は思ってましたが、今の報告では、いわゆる造成区域の、

開発区域面積のかなりの部分 4万 5，6 9 7. 4 9という数字をおっ しゃったんですが、東京都に

は一体何平米を土地開発公社からお売りになったのか、もう一度確認をしてその後の質問に入

っていきます。

も恐らくけりがつかない。こういう性質の事件だという判断のもとに、日野市も 1歩譲って、

そうして処理をやりよくした、ということでありまして、その分がどういう責任が日野市にあ

ったか、ということは私は強くは、むしろ必要なl¥0 つまり処理を完結するための前提条件と

して、相手の人たちとも何とか飲める状況を提示 した。本来ならはi現場技術陣は断じて受け

付けないという態度もあるわけですけど、私は、次元を変えて会社の責任、中枢部の方と交渉

してそういう大変独断専行と言われる性質の内容ではございますけど、とにかく早 くこういう

問題は処理をすることこそ賢明である、という判断のも とに行ったということでございまして、

日野市の持つべき責任の度合いは、何十何婦であった というふうな こと は考えておりませんo そ

のように解決の政治的決着 と言わざるを得な い理由を説明をさせていただいておるところでご

ざし1ます。

それから第 2段の、こ れは極めて簡単なことでございまして、まず南平の穴のある荒廃用地

があ った。これを市で確保して防災工事を施すとともに、あわせて都立高校を誘致を目指した。

そういうこと の結果、用地の買い足 した部分もあります。その買い足した部分ももちろん合わ

せて東京都に今回は移譲しておりますから、それらのプラスマイナスの計算をすれば極めて数

字は簡単に出る、こういうふうに思っております。

ただ進入路としての道路あるいは、地主交渉の中で言われたその土地の、余計というより、

余計の部分もあるかもしれません。そういうことがございますので、進入路のこと、あるいは

排水関係のこと、あるいはその緑化工事などのことにつきましては、私はl¥ずれ市が行政責任

において行うべき事柄だ、ということで分離をして、これは市が直接工事として行うのが筋だ、

とこういう ふうな取り組みでやっ てまいったところでございますし、また今後もそういうこと

で、公共事業はお互いの責任のある行政機関同士の信頼と理解のもとにやっていくべきものだ、

このように考えております。( r市の負担金額は幾らですか」と呼ぶ者あり〉

0議長 (高椿通夫君 〉 助役。

0助役 (赤松行雄君〉 大体鹿島が負担する、日本技術開発が 2，700万ですか、負担

しますと残りは 5，6 0 0万。それから日本技術開発に責任がないということは、市の方からア

卜cパイスを受けてやったことなんだから日本技術開発には自分のところには責任がないんだ、

というふうに繰り返してきてますけれども、市がやったことなんだから。それで 6分に切ると

いうことは、 6分lと切ることによって土量が多くなり、埋め戻しの土量が多 くなり、傾斜です

0議長 (高椿通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君 〉 第 1問の、つまり本来ならば必要のなかった若干の擁壁のひ

ずみを、これを補強強化する、その工事がどうしても必要なので 1億、積算すれば 1億 6000 

伺がしの工事を行ったわけですね。それを、じゃあどのように事後処理をするか、ということ

のその解決方法、これを私は処理がしいいようにさせていただいた。責任の度合いに応じてと

いうことは、一応は言いたいところでありますけど、それを追及して いると、なかなか法廷で
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から土圧が余計かかるんだ。直で許可を受けたということは、土量が少なくて直に要するに土

圧がかかって、容器にかかる土圧が非常に少ないんだ、というところに問題点があるわけなん

ですね。

そういうわけで技術開発は、言いわけですけれども、技術開発そのものはやはりはっきりし

た委託を受けて責任を持って工事をやるわけなんで、市iζ対してそう軽々に責任を転嫁するも

んじゃない、というのが我々の考え方でございますけれども、やりとりの中では市の要するに

指導、そういうものを受けたんだからということを繰り返して、おっしゃるようなことを繰り

返しているわけですね。そういうことでございます。

それから都への平米でございますけれども、 4万 5，6 9 7. 4 9でございますね。この中には

グラウン ドの部介、校舎の部分それから駐輪場ですか、駐車場、 ( r自転車置き場」と呼ぶ者

あり〉そういうふうなものが約 2万 5，000ですね。そのほかはコンクリのブロックで固めで

ある所と全然手をつけない自然のままの緑地帯で動物園と隣り合った所までいくわけですね。

その合計がさっき申し上げました 4万 5，6 9 7. 4 9でございます。(r 2万 4，569というの

は」 と呼ぶ者あり)それは校舎と駐輪場でございます。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

はコンクリでブロックで擁壁面を固めてございますね、斜めに。それから、その上が自然緑地

がございますね、動物園に開かれた。その部分です。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 わかりました。じゃあ学校用地、いわゆる有効、何というん

ですか、校地として、学校用地として有効に使用し得る面積として 2万 4，5 6 9平米が数字と

してある。残りは先ほどおっしゃったように自転車をとめる駐車場とか、がけ っ縁とかいろい

ろ防災工事ゃったいろんな所含まれるわけですね。その 4万 5，69 7.4 9平米の譲渡価格が、

先ほどおっしゃった 24億 6，7 0 0万ということでございますか。( rはt¥Jと呼ぶ者あり〉

はい、わかりました。非常にわかりづらかったので確認をしました。あとは別の方にお譲りを

いたします。

。議長 (高橋通夫君〉 次に高橋徳次君。( ft ¥や、まだ、これで終わったというか、

01 8番(古賀俊昭君〉

します。

面積について、今東京都に譲渡をした面積の トー タルが、 4万 5，6 9 7ということですね。

それで、東京都と以前貸借契約を結んでたときがございますね。造成工事をやるときに。その

じゃあ、この補修費の負担については、一応これで終わりに

あとこれから質問に入ります」と呼ぶ者あり〉古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 幾つか簡単にお聞きをいたします。

まずーっは、今少しお話がありましたが、いわゆる市長が熱心にやって進めておられます平

和都市実現のための、もろもろの運動についてであります。

ことし 8月 1日のひの広報に、市長室からという l面のまず官頭花、市長はこのようにお書

きになっております。ことしは太平洋戦争の終戦 40周年、その終戦の一つの動機となった地

球上初めての核戦争、広島・長崎の原爆惨禍の 40周忌にも当たる年です。ということをお書

きにな っております。

私は、これを読みましたときに、新聞記事で読みま したが、ことしの8月の5日、 レーガン

大統領が、ホワイトハウスで新聞記者に問われまして、 40年前の原爆投下について答えてる

んです。その内容と内容が同じなわけです。つまり、この原爆投下によって、歴史上最大の戦

争を終結させる努力として行われたものである、レーガン大統領はこう言っているわけですね。

つまり、この原爆が投下されたから戦争が終わったんだ。原爆投下を正当化をいたしておりま

す。くしくも市長のおっしゃっているこの内容、市長室からの記事を見てみますと、同じこと

が書いてあるんです。今読みましたとおりです。終戦の金つの動機となった。原爆が落ちたか

ら戦争が終わったんだということをおっしゃっております。

私は、こ れは原爆で犠牲になられた方を含めて、また悲惨な体験をなさった方がとても容認

ときには、校舎面積部分についてだけ約 2万 5，000平米を貸借なさったということなんです

が、じゃあ、先ほどおっしゃった 2万 4，5 6 9平米というのは、当然 4万 5，69 7.4 9の中に

含まれると思いますが、どういう意味でこの 2万 4，569平米というのはおっ しゃっ たんです

か。この数字は校舎部分のみの面積ということですか。( rそういうことです」と呼ぶ者

あり)

そのほかはグラウンドや駐輪場だということですね。これを引けば残りの面積がそれらに充

てられる、また植栽等行うという面積ですか。

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君) 4万 5，000からただいまの数字を引きまして、残りましたの

ワ
hoo 
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できる内容ではないと思うんです。市長は、この広報にお書きになったとおり、原爆投下があ

ったから戦争が終わった。つまり原爆投下を正当化するアメリカ大統領のお考えと私は同じよ

うに思うんですが、間違いございませんか。それを一つお尋ねをいたします。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 文章は意を伝えるためにあるものですが、まれに、その意の

また伝わらない、あるいは誤解をされるということもしばしばあるわけであります。

私の意図は原爆は許せない。 いかに戦を終結させたという役割があ ったにせよ、その原爆投

下が戦争の手段に使われたということは人類として許されるべきものでないということを強調

したつもりで書いております。

ですからレーガンが何とおっしゃろうとそれはそれでアメリカの立場でございましょうし、

我々日本人はだれがっくり、だれが指揮し、だれが落とした、そういう一連の経過はあるであ

りましょうけど、原爆を戦争の手段に使ったということは、つまり戦争というものの本来のあ

り方を一変させて、人類の全放すら可能にならしめたということで到底許されるべき戦争の手

段ではないということを強調したい、とこう思っております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

次iζ同じように、 もし反論があれは‘後でなさっていただいて結構でございます。大販上中学

校で行われました署名運動のことについてお尋ねをいたします。

これも核兵器とかかわってくるわけですが、私は大販上中学校だけの問題ではないと思って

おりますが、たまたま大阪上中学校に通学をなさっている御父兄の方からお話がありましたの

で、ここで教育委員会また市長のお考えをただすわけであります。

大阪上中学校でことしの夏休み前に核兵器全面禁止、廃絶のために広島・長崎からのアピー

ノレということで国際署名 という文書が、取り扱い団体は東京都教職員組合ということで各生徒

に配られております。内容は、 核兵器全面禁止、廃絶のために広島 ・長崎からのアピーノレを支

持し私の名を書き記しますということで、 1 0名の署名がなされるようにな っておりますo

私は核兵器の廃絶を求める市民の声というのは、どなたにお聞きをしても同じであろうし賛

成は得られる、また異論を唱えられる方はないと思いますが、核戦争をなくすためのいろいろ

方法論となりますと、その具体的取り組みについては、 180度全く意見を異にするさまざま

な立場の方がいらっしゃるわけであります。

ところが、この署名がなぜ問題かと私が言いますと、これは日 本共産党が行っている署名活

動であります。ことしの 6月の赤旗の号外を私は今ここに持ってきておりますが、ここにこの

署名運動のことが記されております。ちょっと簡単な文章ですから見てみます。日本共産党は

今皆さんの周りの核戦争を防ぎ、核兵器をなくそう と呼びかけた広島 ・長崎からのアピーノレ署

名運動に取り組んでいます。つまり日本共産党が取り組んでいる署名活動を学校の教育現場に

おいて生徒たちに配付をするという行為は果たして許されるであろうかと思うわけであります。

この件について、教育委員会はこの事実を把握しておられるかどうか。また教育現場でのこ

うした行為というものについて、どのようにお考えになるか、その所見を承りたいと思いますo

一つずつやってくださ t'0 

018番(古賀俊昭君) 市長は今言いわけがましく自分の真意とは違うとおっしゃっ

たんですが、自 分で市長室という広報に原稿としてお書きになっているわけです。別に秘書課

の長谷川課長が代筆してお書きになったものじゃないと思うんです。市長は事細かに御自身で

お書きになるそうですから、これは市長の私は本心だろうと思うんです。ここにちゃんと書い

てあるんですね。一つの終戦の一つの動機となった。

いわゆる広島・長崎に対する原爆投下というのは、無防備都市に対する爆弾の投下ですから、

国際法からも許されない、大変戦争犯罪行為として非難さ れなければならない行為です。当時

のトノレーマン大統領も同じようなことを、レーガンと同じようなことを言っております。と こ

ろが、日野市長が、平和都市宣言をなさっている日野市長・森田市長さんがそれと同じような

内容の記事を広報にお書きになるというのは私は合点がいきませんでした。しかし、市長の本

心といいますか、そういう見方をなさっているのかなとも思いましたので、お聞きをしたよう

な次第です。あえてそうでないとおっしゃればそれでも結構でございますが、私はそのように

感じましたので、お聞きをいたしました。

0議長(高橋通夫君〉 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

今、古賀議員さんの方から御質問のありました問題につきまして、教育委員会では 7月の19

日の日にそういうその行為があったということをキャッチしております。

大阪上中学につきましては、特lζ現在の 2年生、来年 3年生になる子供たちが修学旅行に京

都、広島方面の計画を立てている、それとの関連の中で広島の原爆関係の問題については、非
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常に大きな面で事前指導等もいろいろ行われている、こういうように聞かされているわけです。

この平和問題のとらえ方というものにつきましては、確かに今古賀議員さんが御指摘にあり

ましたように、いろんなとらえ方があるという関係から、教育現場の中で、ある面では平和教

育という面で先生方が非常に神経を使っている、あるいは場合によっては萎縮している、そう

いう面もなくはないということも確かに教育現場の中にはございます。今回のこの問題につき

まして、 先ほど申し上げましたように、職員団体名の署名用紙、これを学校で配付する。平和

教育の問題、この問題は平和という観点の中で、確かに重要な問題であり教育していかなくて

はならないわけでございますけれど、教育活動というもの と組合活動、このけじめはきちっ と

っけながら対応してl¥かなくてはいけな l¥。こういうことで、今職員団体名の入った署名用紙

を、非常に何と申しますか、不注意に子供たちに配るというような行為、これは学校現場では

あってはならない行為ではなかろうか、こういうことで学校当局の方にも十分指導しておりま

す。

またさまざまな社会的なグループの人たちが、それぞれおのおのの場所で、好核政府だという

ことを言うのは、それは言論の自由、思想信条の自由がありますから構わないと思います。公

正で、そして中立を保たなければならないそうした義務教育の学校現場で、政府を好核政府と

いうレッテルを張って、そして、さも、この時代主義といいますか、つまり、今のあなたは政

府を支持しますと原爆で死花ますよ、ということをビラ、つまり教育資料として配っているわ

けです。こうしたことが現に日野市内の学校では行われている。

先ほどの署名もそうです。校長先生方も大変御苦労なさっていると思うんです。しかし、校

長先生や教頭先生が御存じない所で、堂々とこういうことが白昼行われるとしづ、大変問題だ

と思いますo その後、担当教師に注意をなさ ったと思うんですが、こうしたことが、二度と繰

り返されないとは言えないわけです。ほかの学校でのいろいろなこともお聞き及んでおります。

少なくとも、こうした教師に対しては、具体的に注意とか、それから呼んでいろいろなお話

をなさるというようなことも必要かと思いますが、具体的にやはり教師として常軌を逸した行

為については、教育委員会としては私はある程度厳しく厳正に対応されることが必要ではない

かと思います。

さらに教育長にお答えを求めたいと思いますが、教師のこうした問題教師に対するお考えに

それからなお、学校を通して配付する文書、これらにつきましては、当然父母全体iζ行き渡

るわけですから、父母からの不審を招くような形での文書、こういうものにつきましては、事

前に校長あるいは教頭の許可の上に取り扱うように、とこういう形で大阪上中学の方には指示

してございます。以上です。

O議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 1 8番(古賀俊昭君〉 事が起こっても速やかに対応していただければそれでいいと

思いますが、やはり長年こうした慣行が、いわゆる組合の活動に大変熱心な先生たちは、別に

校長や教頭の許可も得なくても構わないんだという、そのような意識も多分あったのではない

かと思います。 n

また私が大変問題だと思うのは、その平和教育の名をかりてその生徒たちに配られ

たいろいろな資料があります。この中に、あなたは核戦争阻止、 核兵器廃絶で平和

の未平を選びますか。それとも好核政府一一核が好きな政府で原爆死を選びますか。

そして大きな核という字が真ん中に大きく書いてあります。この好核政府というのは、私は赤

旗を大体ほとんど全部目を通して読んでおりますが、日本共産党の中央機関紙ですね。これに

ずっと今連載をされて使われている言葉が好核政府という言葉です。義務教育の学校の現場で、

正当な選挙を通じて組織をされている政府、これに対して、任意の義務教育を終えた人たち、

ついてお聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 教育長。

0教育長(長沢三郎君〉 お答え申し上げますo

御承知のように、現在の教師の任命権者につきましては、これは都道府県の教育委員会、そ

れから服務監督権者というのはこれは各市町村の教育委員会、こういうように任命と服務監督

が区分けされている。当然、ですから日野市内の小中 28校、これの服務監督というものにつ

きましては教育委員会が対応し、適切な指導、助言、こういうものを実施してし 1く。なお最終

的なその先生方の処分関係に伴う問題、こういう問題につきましては、これは都道府県の任命

権者の教育委員会の処理範囲という形になっておりますので、少なくとも、そういう形で東京

都の教育委員会まで問題が持ち上がらないような指導、これは当然、市の教育委員会として今後

も手立て、また指導していきた l\~こう考えておりますo

0議長 (高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 少なくとも、小中学校という義務教育の場所では一党一派に
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偏った教育また教育材料、つまり教材の配付等は行ってはいけないわけです。これは当然のこ

となんです。ですから処分というようなことは、大仰かもわかりませんが、たび重なるような こう

したことが行われるようであれば、教育委員会としても毅然な私は処置を行っていただきたい、

対応していただきたいと思います。

ことしは長崎や、それから広島に旅費を補助を して市民を、市民にそうした行事に対する参

加も市で応援をするということで、予算措置もなさいました。そういう方が広島や長崎に行っ

て、赤旗を一生懸命読んで、その内容を声高らかにおっしゃるのは私は構わないと思いますo

しかし、私たちの子弟を預かっ ている日野市の学校で、こうした一つの政党に偏るどころか、

一つの政党そのものが教育を管理するよ うなことが堂々と行われてはいけないと思いますので、

市長、教育長に も、その点十分留意をしていただくようにお願いをしておきます。

全体主義、共産主義国家というのは、西側諸国の平和運動、反核運動というものを利用して、

自己の政治的目的を達成するためにこ うした運動を利用する という面もあるんですね。それは、

私が別に指摘をするわけではなく て、西側また東側の国々から出されておりますいろんな資料

でも指摘をされております。収容所列島等お読みになればよくわかると思うんですが、その点、

くれぐれも間違いのないようにお願いを しておき たいと思います。

また、ソ連訪問については、私は後で一般質問で市長にお聞きをいたしますので、そのとき

に御回答をお願いいたしますo

次iζ、福祉祭りとい うのがございました。ことし 6月 9日、日野市、日野の中央公園で行わ

れたわけであります。第 6回目ということでございました。日野市もこの催し物に後援をいた

しまして、当日は天候が悪かった と思いますが、大変多くの市民の方が参加されたと思ってお

ります。寄付も大変たくさん集ま ったよ うでござ いますが、私、 この福祉祭りに参加をされた

ある方から、ちょっとこういう点はどうだろうか、ということで御指摘があったことがござい

ますので、その点をこ こでお聞きを して、 もし、改めるべきであればそのようにお願いを した

いと思います。

と申しますのは、この福祉祭りにさまざまな収益金、広告科とかバッジ代とかいろんなもの

が何か入ったようでありますが、その収入はそれはいいといたしまして、支出の面でこの行事

に参加をした、いわゆる芸能人と申しますか、歌手というんですかね、歌を何か歌われたよう

でありますが、その方に対して出演料というものが大変多額な額が支払われているということ
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を聞き ました。何か 70万円以上だったということなんです。 80万円近かったような こと も

聞きますが、私は福祉祭り という こうした行事に芸能人の方をお呼びする場合には、福祉やこ

うした催し物に対する理解のある方であれば、そう したギャラの面でもある程度安 く協力をし

ていただける方もあるでしょうし、 ーたん受け取った後に、また日野市{ζ対してある いは社会

福祉協議会に対して寄付という形でお返ししたりすることもあるんじゃないかと思います。

果たして、 この 80万円近い出演料というものは適切かどうかですね、 もし普通のギタ ーを

弾いたり何か伴奏を自分でおできになる方が、イ可か舞台でにぎやかにやるのであれば、協力し

でもいいよという方が私はいらっしゃ るんじゃないかと思うんです。イ可もその 100万円近い

ギャラを払ってまで、呼んで果たしてやることが必要なのかどうか。も し御承知であればその

点、お考えをお聞かせいただきたいと思いますが、日野市も後援をいたしておりますので、こ

の点の所見を承りたいと思います。

なお社会福祉協議会に対しては、 2，000万円以上の市の補助金も出ております。市のこう

した行事については、市長の方でもやはり関心を示していかなければならないわけであります

ので、この出演料、正確な額は私は知りませんが、果たして、 80万円前後だと，思いますが、

こうした額を払って行うことが必要なのかどうか、その点についてお尋ねをいたします。 L、か

がで しょうか。

0議長 (高橋通夫君〉 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君〉 ただいまの御質問にお答えいたします。

福祉祭りにつきましては日野市社会福祉協議会が主催してやっております。日野市後援とい

うこともございますけれども、 実質的には社協が中心になってことしから青年フェスティパル

と分離いたしまして福祉祭りだけを独立して実施する。もう、こういう形で実施しておる事業

でございます。これについて当日、歌手が数十万円の出演料を払っ て出演をしたか、というこ

とについての御質問でございますが、こ の点については、私は存じておりません。これに関連

して、会場整備に、会場設営についての一定の委託料が支払われている、こういうことについ

ては承知しておりますが、歌手に数十万円が払われている、こういうことについては、承知し

ておりませんので、そのようなことがありましたならば、調査いたしまして、またお知らせし

たいと思っております。

0議長 (高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。
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01 8番(古賀俊昭君〉 私は当日福祉祭りの会場Kいました。壇上で紹介を受けられ が仲介の労をおとりになるということをお決めになって、スター卜をもうしてしまったのかど

た方は、馬場弘融議員と高橋徳次議員だったと思いますが、私もいましたけど、特に、ああす

ばら しい歌手が来ているな、というような有名な歌手じゃなかったと思うんですね。その方に

対して、多分支払われたんだと思うんですが、高いか、安L可かは議論が分かれるかもわかりま

せんが、どういう方に幾ら出演料というのが払われたか、後で御調査をいただいてお知らせい

ただきたいと思います。お願いをしておきます。

それから、もうこれで最後の方になります。 7月の 1日の広報にですね、住まいの改良相談

開設ということで、市の方で大工さんたちを紹介をするということで記事がかなり大きく模式

図も入れて出ております。私はここでちょっと不思議に思いましたのは、この住宅相談という

ことは、これは市でやることには一向に差し支えありませんし、大いにやっていただいて結構

だと思いますが、やはり大工さんなどを紹介する ということは、紹介される市民の方からすれ

ば、どこに頼んだらいいだろうかと迷っておられるときは大変ありがたいわけですね。しかし、

この紹介をする側の日野市が、ある特定の方だけを紹介したのでは他の業種の方iζ大変、他の

登録をされていない方と均衡を欠く、 つまり不平等な扱いを市がするという結果になりかねな

いわけです。

私、この記事を見まして、市の方の担当窓口の方iζ行きま したら、住宅相談の窓口と いうパ

ンフレッ トが置いてございましたD そして工事を実施する組合として、東京土建日野支部住宅

相談センタ ーと いうのが出ております。この東京土建日野支部住宅相談センタ ーという のは、

御承知のようにある政党に非常に近い組合組織ですね。組合であり、またそうした業者の方の

お集まりである。その横には、このパンフレッ トの横には日野市建設総合センタ ーということ

で、よりよい住まいづくりのお手伝いということで同じようにパンフレッ卜が出ております。

内容は新築、増築、修理ということで家を建てるというようなことから、雨漏りや雨どいの修

理等まで全部行うということで、どちらも同じなんですね。こちらは、総合センターの方には

業者の方の名前がずら っと並んでます。もう一方の、市が仲介をするというこの住宅相談の方

には、別に業者の方の名前はないんですが、市内にはいろいろな商工会とか団体にお入りにな

って、いわゆるそうした業界の全体的な発展と、みずからの企業の繁盛のために、いろいろ工

夫をしておられると思うんですが、事前の準備として、商工会等とも打ち合わせをされたよう

な話は聞いておりますが、どうして、こうしたごく限られたグループの方についてのみ日野市

うか。その点。

また、今後このままの形で行くのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

O議長(高橋通夫君〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 お答えL、たします。

御質問の中にございました東京土建日野支部の住宅相該センター、そのパンフレッ卜は、母

体となる団体は東京土建の一般労働組合日野支部が母体になる相談セン ターでございます。ま

た、もう一方のパンフレットは恐らく日野市建設総合センタ ーと いうので、商工会の中にござ

います建設協和会が母体となっているパンフレッ卜であろうかと思います。

7月 1日から発足をいたしまして約二月を経ておりますが、その間花 8月末現在で、 5 5件

の相談の申し込みがございました。 7月から始めまして、 8月いっぱいで 55件でございます

ので 1日1件強の相談の件数があったわけでございます。余り大きい相談はなくて、とよが壊

れた とかペンキのはげた部分を塗ってもらいたいとか、そういう小さな相談でございます。

市内にはこういった建設の団体が数団体ございます。その中から東京土建の一般労働組合日

野支部だけをなぜ取り上げたかと申しますと、法人組織を持たない資金的にも比較的小さな貧

弱な、通称一人親方と呼ばれる大工職、タイノレ職、それから塗装職、そういった一人親方の団

体を対象にして、とりあえず発足をいたしたわけでございます。その後、同じ東京土建の産業

労働組合日野支部というところからこの登録に私の方も入れてくれという相談が持ちかけられ

ました。商工会の中にある建設協和会からもこういう申し出がございました。

これは御質問の中にもございましたように、同じように一人親方でやっている、そういう方

たちの就労の機会拡大、こういった目 的のために、同じような方でしたら、公平性を欠かない

ような配慮をしなければならないと思っております。この件に関しては、産業経済課が起案を

いたしまして現在市長決栽中でございますのなお市長決栽の前にはそれらの団体の代表の方を

市長相談の自においでいただきまして、市長からじかに団体の内容、構成員メンバーの問題な

どを聴取いたしまして、誤りのない判断をいたしたい、このように考えております。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 今の部長の御答弁でさらに市内でいわゆる一人親方のような、

何ていいますか、小規模な業者の方にお仕事をやっていただく機会を確保するために、新たに
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追加の措置を、今市長決栽をまつばかりだということで用意しておられるようであります。

しかし、それはそれで結構だと思いますが、日野市がやはりこうした制度をスター卜させる

以上は、これもまた先ほどの話とまた関連をしてくるんですが、やはり市内にはさまざまな業

者の方がいらっしゃるわけです。特定のこうした団体やグループの方だけをまず取り上げて措

置をするということ、 しかも市の広報で市がパックアップをそれにすると いうこと は、やはり

ちょっとやり方としてまずいんではなかろうかと思うんです。ほかの団体に対する呼びかけも、

私はあったんではなL可かと思うんですが、やはりうまく取りまとめを市の方でして、全体を包

括した中で多くの業者の方に、 大半の方iζ加盟をいただいて、 そして制度 として私はスタ ー卜

させるのが一番いいのではなし 1かと思います。

すでに幾つか照会があって、日野市の方iζ市民の方からお問い合わせがあって、業者の紹介

もしておられるようですが、この現在登録をされている業者というのは、どのくらいの数いら

っしゃるわけですか。何業者。

また小さな、今工事 ということ が多いとおっしゃったんですが、例えば工事iζ先ほどのよう

な造成工事 とまではいきませんが、工事にはたまたまミスがあった というよう なこともあるわ

けです。そうした補償等の問題が起きた場合には、日野市はど うしたかかわりをなさるのか。

この制度の内容を少し説明していただくと同時に、どういう業者の方がいらっ しゃ るか。また、

その リス トは私ども こんな業者の方がい らっしゃいます、ということで見せていただけるかど

うかですねD お尋ねをいたします。

0議長 (高橋通夫君〉 生活環境部長。

0生活環境部長 (坂本金雄君〉 お答え申し上げます。

業種は ~ ，わゆる大工さん、 ペンキ屋さ ん、 畳屋さん、 それから屋根屋さんーー かわら屋さん

ですね、そうい った家の建築にかかわる職人さんで構成をされておりまして、 はっきりした人

数は把握 しておりませんが、後ほどこの人数については御報告をさせていただき ます。

市を経由をいた しまして、 その相談事を受けます と、 受けた産業経済課がこの団体にお知ら

せをいたしまして、適当な業者を派遣する ような方法をとっておりますけれども、 その際iζ生

じた施工上のミスあるいは責任問題、その他の トラブノレにつきま しては、東京土建日野支部住

宅相談センターに全面的に とって もらうようになっております。 以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君〉 一言申し上げておきたいと思います。

よく地元商工業の育成ということが言われるわけであります。私どもも何とか地元の弱小業

者といいますか業種、 これらを育成をしたいと考えております。それで中小企業 という総括的

な呼び方があるわけでありますが、その際には 300人おる のも中流企業である、 100人い

ても小企業である。つまり法人格を持って人を使って利潤追求をしている、こうい うの も大切

な階層でありますが、一番個人で地道に腕を磨いて何とか生計を立てていこうと いう人たち も

大切な方々であります。したがいまして、 一般に産業経済行政 という のは、都圏レベルの行政

にゆだねたいわけでありますけど、なお地元としても力の弱いところを何とか支えてし可く D こ

れは市民iζ対する一種の福祉事業でも同様であります。弱い層をなるべく支えていくとい う考

え方であります。

そこで今考えておりますのは、小規模事業者、あと何 といいますか、振興条例といいますか、

何かそ ういう弱小の業者を支える手段、紹介も一つだと思います。 これは一方iζは需要がある

わけでありますか ら、市民が自分のとこ ろを何とか直 したい、そのよ うな際にその需要にこた

える供給ということも、これは供給の紹介、これも行政にあっ ていいように思 っております。

そういうことから要請もあ って、一段階そういう とこ ろに入っ ておるわけでありますけど、

考えは別段仕分けをするつもりは ございませんが、 どちらかと いうと、 法人格を持たなt"あ

るいは企業、人を使って利潤追求 とい う形ではなくて‘自分が働いてその報酬を得る、こうい

う人たちが何とか組合をつ くって、 そう して 自分たちの共同の力で産業界に一定の信用が得ら

れるようになれば幸いではなt'かと思っております。

今、別の宮公需 という のもちょっ と大げさでありますけど、市が発注する際、買い物を発注

する際、力、、ソリンある いは用紙、これらにつきましては、その組合と単価契約をいたしまして、

その組合に注文をすれば、その中のそれぞれのお庖が、多分順番かもしれませんけど、便宜を

図っ て必要なと ころに納めていただ し こういうような仕組みがございます。何かそれに近い

ような、ある程度組合のような形をとれば、これは大きな組合じゃ なくて業種別の申し合わせ、

組合のような形があるならば、そこにもごく細かいどこそこを修理するとか何々を手直 しする

とか、そんなような仕事 も発注できるような仕組みをつくりたい、こう考えております。

今、契約と いう観点から言いますと、一定の個人としての、個人または法人としての信用と

責任が持てる、 というのが登録業者の資格ということになっておりますけど、もう少しそれに
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組合的な要素でも適用できる、これは法的に何か可能だ、というふうな判断も聞いております

ので、徴力ではありますが、そのあたりを弱小産業といいましょうか、そのような方々の、今、

非常に仕事も少ないそうでありまして、不景気であります。大きな仕事を要するに大きな企業

κ出して、そっくりそのまま利潤を持ってし可かれるというのは極めて残念でありますし、なる

べく地元にいろんな形で経済の循環があって、利潤が少しでも広く残って l)く、このようなこ

と、言うべくして難しl)かもしれませんが、目指しておるということでございまして、別段特

定とか何とかかんとか、そんなことは言うなれば無関係でありまして、なるべく多くの人がそ

れに適用できるようにしていきたいと思っております。

ただ商工会というような、商工会の商業部会というような ことでは、工業部会というような

ことではちょっと単位が違 ってまいりますので、個人経営のレベルで、というふうに考えてお

ります。それで建設事業の数千万円でありますとか億単位でありますとかというのは、これは

やれる人が数社はいるわけであ りまして、地元育成、地元育成といったって、ひっきょうする

ところは、その数社に限るわけでありますので、そうじゃなくて機会があればやっぱり飛び上

がりたい、という人も努力をすれば可能である、こういう地域社会になれば幸いである、この

ように思っております。

0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 1 8番 (古賀 俊昭君〉 市長のおっしゃったことは、まことに私も全面的に賛成です

よ。ですから、 それをやる には市内に今市長がおっしゃったような、対象業者の方をまず集ま

っていただいて、そういう方をできるだけ多く網羅 した形でこういう制度はスター卜するべき

ではなかったんですか、ということを私は言っております。

東京土建日野支部iζ入 っておられる方だけが、そうした業者の方だけ じゃないわけです。で

すから、そうした準備を十分にしてスター トを私はやる べきであったと いうことを、取り上げ

て市長にお考えをお聞き したんで、私は別iζ市長の今のお考えに反対を したり反論を したりし

ているわけではありません。スタ ート の仕方に問題があったのではないか、と いうこと を言っ

ております。

どうか、市内にはたくさん零細と いいますか、お一人でおやり になっ ている方もいらっ しゃ

るで しょう し、 今市長のおっ しゃったよ うにさまざまな業者の方もおありだと思います。です

から、特定、ある限られたセク トの人のみをまず取り上げて、市の広報でそれをお世話する と
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いうのは、やっぱりちょっと早計ではなかったかな、早計といいますか、ちょっと早まっ たん

じゃないかな、という私は感じを持っております。十分その辺を反省をしていただいて、 きち

んとした日野市内の方どなたにも市が公平な立場でそうしたJ恩恵を、 思典を差 し延べることが

できるように十分工夫をしてやっていただきたいと思います。

私、先ほどお聞きした、この業者の方は どのくらいいらっしゃ るかということで、 御回答な

かったんですが、今、日野市で紹介をしておられる、いわゆる工事を実施する組合として、こ

の東京土建に加盟している業者は何業者、どういう方がいらっしゃ るか。日野市民iζ日野市が

紹介するんですから堂々と公表なさっていいと思いますが、ここで もしおわかりになれば、お

名前を聞かせていただけますか。

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄 君〉 お答えをいたします。

産業経済謀、市が仲立ちをいたしまして紹介の内容を住宅相談センタ ーに伝えま して、こ の

住宅相談センターがあらかじめ ローテー ションを組んでおいた業者の方にお願いをする、こう

いうシステムを とっており ます。 (r答えにな ってないよ」と呼ぶ者あり 〉

0議 長 (高 橋通夫君 〉

01 8番(古賀 俊昭君〉

古賀俊昭君。

この東京土建日野支部の登録をされている業者は、イ可業者ぐ

らいいらっしゃ るのですか。 また、その業者の方のお名前はどうい う方か、私、知りたいと思

いますので・ 。

0議 長 (高橋通夫君〉 生活環境部長。

0生 活環境部 長 (坂 本 金雄君 〉 現在、手持ちございませんので、後ほどお知らせし

たいと思います。

0議長 (高橋通夫君 〉 いいですか。( rもう、やめます」と呼ぶ者あり」高橋徳次君。

09番 (高橋徳 次君 〉 それでは教育委員会の方へ 2点ばかりお伺いします。

まず、その第 1点目は、これはある中学校で起きた一生徒のことでございますけれど、その

お父さんから伺いますと、何かその生徒がいたずらをしたということで、その先生が頭髪をつ

かんで引きずり回した、ということですね。それで、その子供は自分が悪いと思ったか家へ帰

っても黙っ てた。 ところが、 1週間ばかり経たら痛い、痛いと言い出して、それで親も気づい

て変だな とい うことで そこ、こぶだと思っていたら、さわってみたらぶよぶょするので、こ
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れは大変だということで医者へ行ったら、要するに頭髪をまとめて引っ張ったということで、

頭皮と頭蓋骨ですか、これが剥離してしまって、その間へ出血して血が固まった。それが日に

ちがたって痛くなってきて、子供も実は先生にヲ |っ張られてということで、医者の方で切開し

て、中の血腫を取り出して縫い合わせて、それは一応それで事なきを得たということですけれ

ど、 これ、教育委員会の方では これは御存じなんですか。その点が 1点と。

それからもう一つは、もうこれは四、五年来再三にわたってお願いしているんですけれど、

実は平山季重ですね、これの碑の移転について、地元の方が知らない聞に七生農協、現在の七

生農協の支所の裏から図書館の所へ動いてしまっ た、ということで、地元としてはどうしでも

あんな隅の所に置いてもらっては困るという ことで、できれば、京王のロータリ ーの中心の中

へ移してほしいということで、もう 4年ぐらい前に京王電鉄からはそこへ移してよろしい、と

いう正式な文書を受け取っています。 にもかかわらず、もう今まで 10数回教育委員会の方へ

その移転に関してお願いしたんですけれど、いつも返事は返ってこずに、こちらから一々お伺

t ¥する。それと文化財保護委員会がうんと言わないとい うことで現在K来ています。 しかし、

またここで地元としてはどうしでもあの碑は京王のロ ータリ ーの中心地へ移 してほ しい、とい

う強い要望が出ています。現在それは一体どうなっ ているか、その点。

その 2点伺いします。

0議長 (高橋通夫君 〉 教育長。

0教育長 (長沢三郎君〉 第 l点目の方について、私の方からお答えいた したいと思t¥ 

ます。

教師の暴力あるいは体罰、これにつきましては法律でも全面的に禁止されております し、 再

三先生方が感情的な形の中で生徒に暴力を振るうとか体罰を加えるとか、そういうことについ

ては厳禁をしております。

ただ、今高橋議員さんの方からお話のございました、先生が子供の頭髪をつかんで引きずり

回した。そのために頭皮と頭蓋骨の聞が剥離してしまうというような大事故があった場合にお

きましては、即座に教育委員会の方にその事故の経過あるいは内容、こういうものが一部始終

届けられるはずなんですけれど、私、こ の件については、まだ全く指導室の方からそういう関

係の報告も聞いておりませんし、それから父兄と学校の間で、その点Kついて悶着が起きてい

る、と いうような話も聞いておりませんので、早速これは指導室を通して調査いたしたいと思

います。

0議長 (高橋通夫君〉 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君〉 教育次長から御質問の、第 2点目の市の指定文化財であり

ます平山季重の記念碑の平山駅前のロ ータリ ー移転についての御質問が出ましたので、私の方

からお答えいたします。

たしか、この問題につきましては、昨年の 3月の予算委員会の席で、同様の趣旨の御質問を

板垣議員からいただいております。これにつきましては、市の指定文化財でございますので、

当然日野市の教育委員会の方で指定しております関係上、こ の文化財に関しましては、御案内

のとおり日野市文化財保護審議会という教育委員会の諮問機関がございます。そこへ昨年のた

しか 6月 30日の自に、第 1回目の文化財保護委員会を開きまして、その際に諮った。さらに

本年の 7月 18日の目花、 60年度の第 1回日の文化財保護委員会を開催いたしまして、現在

継続審議中 という のが結論でございます。

問題点は 4点あるかと思います。

まず第 l点目は、先ほど議員さんからの御発言にありましたとおり、現在立っておる、つま

り平山図書館のすぐ手前の市道に面して南に立っておりますけれども、ここ の立っておる場所、

これがもともと文化財保護審議会の先生方の御調査等によりますと、そこにもともと建ってい

たんじゃなかろうか、それがいつの日か定かではございませんけれども、先ほど御指摘がござ

いましたように、その東側の、つまり今の平山の大地区センタ ーのすぐ後ろの松の木の所へ移

されている。それが平山のいわゆる農業協同組合の、七生支所ですか、平山支所をつくる際

に、たしか昭和 53年度 と記憶しておりますけれども、その際に今の位置へ移したという、こ

ういう経緯がございます。したがって現在の位置にもともと建っているんだからそこでいいん

じゃないか、と いう意見でございます。(笑声〉

それから第 2点目は、今御指摘がありました平山駅前のロータリーのいわゆる植え込みがあ

ります、 1坪ほ どの土地へ移るという 、こう いう地元からの御要望でございますけれども、こ

こは御案内のとおり駅前でございますので、パスあるいは車、盛んにそこを行き来するわけで

ございますので、当然記念碑をそのロータリーの植え込みの中iζ移しますと、記念碑iζ書いて

ある字跡があるわけでございますけれども、字跡を読むという、こういう心理的な働きが起こ

るであろう。そういたしますと、当然そのロータリーを横断しまして、その松の木だか知りま
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せんけれども、その辺に移した場合には交通事故を起こすという、そういう現象が起こってく

る可能性があるわけでございます。しかも日野市の教育委員会の方で指定した関係もございま

すので、その辺の管理責任の問題も問われるであろう問題が第 2点目として起こってくるわけ

でございます。

それから第 3点目は、確かに現在立っております位置でございますけれども、現有位置が非

常に市道に面して平山図書館のすぐ南に建っておりますので、 一般の市民が見た場合に、非常

にわかりにくいという、そういう関連問題もございます。そこで、文化財保護審議会の委員さ

んの中にも、今申し上げた ロー タリ ーの所へ平山季重が音住んでいたんだという、居館の町、だ

ということを、そこへ案内板といいますか、そこへ、ここが、この地域が平山季重公のいわゆ

るやかたの跡であった、ということを一般に知らせるということとあわせまして、今あります

所に記念碑が立っておりますという、そういう意味の案内板を立てるという一つの方法がある

わけでございます。こういう意見が出ております。

それから第 4点目は、いわゆる市で指定しま した史跡でございますけれども、これを移転す

る場合には、所有者の了解が必要でございます。その所有者が一体だれかということが今のと

ころはっきりとしておりません。

そういうことがございますものですから、それらの問題をさらに煮詰めるべく教育委員会と

いたしましては、 1 0月の中にさらに第 2回目の文化財保護審議会等開く予定で ございますの

で、その中でさらに詰めまして、それらの結果を踏まえて、教育委員会の方の指定でございま

すので、教育委員会の方に諮りまして、態度を決めていきたいと思っておりますので、もうし

ばらくの問、時間をちょ うだt¥したいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。

そういった意味で、要するに非行化も是正、これはしなければなりませんo と同時に、それ

を是正する教師の方にもやはり十介そういったあれを考慮してやっていただきたい。このよう

に強く要望しておきます。

それから 2点目ですけれども、現在要するにもとの場所に戻したということでございますけ

れども、先ほど次長の方からもお話がございましたとおり、これがもとに戻したといっても、

もとは平山小学校校庭で、校舎の前面にございま した。ですから非常に見通しのよい所で、ま

た裏の道も盛んに、細い道ですけど、利用、その当時は利用していました。それが平山小学校

の東へ移り、前iζ池がつくられて、さらに立派な碑になりましたけれど、先ほどお話にござい

すしたとおり、あそこ、農協が市有地と交換したときに、伺ってったら農協が現在の所へ移し

たということのようです。

0議長 (高橋通夫君〉

09番(高橋徳次君〉

高橋徳次君O

第 1点目の教育委員会へ質問しま した傷害の件ですけれど、こ

それでロータリーの所が非常に危険だと言いますけれど、あの京王のロ ータリ ーですけれど、

ロータリーの周辺にずっと歩道もございます。ですから本来通勤者はその歩道を通っ て駅へ行

くというのが安全なんですけれど、もう通勤者の一一朝晩の通勤者ですね、また日中にしても

そうです。 99 %はほとんどはロータリーを横断してます。 この方がはるかに危険じゃなt¥か

と思うんですね。

それで、このロ ータリーへ案内板をつくったにしてもやはりそれを見にいくのにはそのそば

に行かなきゃいけませんし、 ( rそうだ」と呼ぶ者あり )ということで文化財保護委員会の方

でもとにかしもう、これ私が聞き出してからもう 4年ぐらいたつんですよ。( r頑張れ」と

呼ぶ者あり」ところが、もういつも同じで、ロータリーが危険だということでそのまま来てい

るんですけれど、とにかく、いずれにしましても、とにかくもう時間も大分あれしてますので

この辺であれしますけれど、もうとにかくこれだけはぜひ早急に文化財保護委員会と教育委員

会の社会教育の方ですか、結論を出していただきたいと思います。

これを強く 要望しておいて、終わります。れはその後校長さんが再三学校の方に、御本人の父親がかけ合ったあげし校長さんが謝りに

来たということで、親ごさんとしては、一応納得はしているということのようですけれど、い

ずれにしても、先ほど来少年の非行化ですか、こうし 1った問題が取り上げられているという中

で、教師といえどもやはり人間です。まして、いたずらした生徒なり非行化なり、それを正す

場合にそこにいろんな口論とか感情問題が出てきて、思わぬ災害を招くということもあり得る

と思います。

0議長(高橋通夫君) 議長ですね、文化財保護委員会の一人としてちょっと言います

が、これは先ほどから教育次長が回答したとおりです。

特に音の写真で見ると、大体あそこ がそうだという今後の話ですね。そういうことと、それ

から、あのロー タリーの真ん中に建てていった場合、 もしけがした場合ですね、 ( r議長は答

弁しなくていいんだよ、議長」と呼ぶ者あり)その補償が( r議長、おかしいぞ」と呼ぶ者あ
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り〉自治会の補償するのがどうかということとか、そういうのがあったので、さらに継続事項

となったわけですから、御了承願いたいと思います。高橋徳次君。

09番(高橋徳次君) とにかくね、 (笑声〉今の所ではもう全然見えないということ。

( rそうだ」と呼ぶ者あり)(笑声)見えないものを置いてもしょうがないでしょう。

0議長(高橋通夫君〉 いや、だから案内板をつくって・・・( rょせよJr議長、お

かしいよJr早く締めちゃえ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多 し)(笑声〉

ほかに御質疑はありませんか口なければこれをもって行政報告を終わります。

次に 日程第 2、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元iζ配付してあります報告書のとおりですので、事務局長の報告

は省略いたします。

諸般の報告全般についての質疑に入ります。なければこれをもって諸般の報告を終わります。

( r休憩Jr議長、議事進行」 と呼ぶ者あり〉飯山 茂君。

01 5番(飯山 茂君〉 今、休憩ということで何か原稿を持ったようですけれども、 4

時 10分ですので、この後何をやるのか、それから時間の延長をするのか、その辺を私は決め

ていただきたいと思いますo

0議長 (高橋通夫君 〉 お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長 (高橋通夫君〉 休憩前iζ引き続き会議を聞きます。

午後 4時 12分休憩

午後 7時 13分再開

これより請願第 60 -6号、アフリカの飢餓救援に関する陳情の件を議題といたします。
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総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉

げます。

総務委員会の請願審査の結果について御報告申し上

本年度第 2固定例会で総務委員会に付託されました請願第 60 -6号でございます。件名は

アフリカの飢餓救援に関する陳情ということでございます。請願者は立川市錦町 1-1 7ー 7、

アフリカの飢餓救援三多摩の会、代表者は土生長穂さんこの方が代表者でございます。

内容といたしましては、アフリカの飢餓の現状にかんがみ、日野市が広報等通じて市民に救

援の緊急性を訴えていただくことo もう一つは、市当局が独自の活動をすると ともに、市民の

救援運動を援助することというものでございます。

総務委員会は、この件名の内容については、積極的に当然活動すべきことであるというよう

な審議をなしまして、慎重審議の結果、全会一致採択と決した次第でございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これよ り本件について採決いたします。本件iζ対する委員長報告は採択であります。本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって請願第 60 -6号、ア フリ

カの飢餓救援に関する陳情の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。

これより日程第 4、南多摩東部共立病院組合議会議員の補欠選挙の件を議題といたします。

選挙の方法については、地方自治法第 118条第 2項の規定により指名推選によりたいと思

t ¥ますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって選挙の方法は指名推選によ

ることに決しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思い

-101一



の告知をいたします。

これより日程第 七 下水道対策特別委員会委員の欠員に伴 う委員の選任の件を議題といたし

ます。

委員の選任については、お手元iζ配付しました印刷物のとおりです。

質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。本件は、原案のとおり決するに御異議ありま

の件を議題 といたします。

委員の選任については、お手元lζ配付 しました印刷物の とおりです。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」 と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって日野市議会昭和 59年度特

別会計決算特別委員会の設置及び委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 56号、昭和 59年度目野市一般会計決算の認定の件を議題といたしますo

理事者か ら提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美雄君〉 議案第 56号、昭和 59年度目野市一般会計決算の認定lζ

ついて提案の理由を申し上げます。

本議案は、地方自治法第 233条第 3項の規定に基づき、昭和 59年度目野市一般会計決算

の認定を求めるものであります。

なお、同規定により、監査委員の意見書及び主要な施策の成果等の書類を添えて提出いたし

ますので、よろしく御審議の上、認定をお願い申し上げます。

ますが、これに御異議ありませんか。

C r異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君 〉 御異議ないものと認めます。よって議長において指名する こと

iζ決しま した。

南多摩東部共立病院組合議会議員に藤林理一郎君を指名いたします。

お諮りいた します。ただいま議長において指名いたしま した藤林理一郎君を当選人と定める

ことに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。 よって、ただいま指名いたしまし

た藤林理一郎君が南多摩東部共立病院組合議会議員に当選されま した。

ただいま当選されま した藤林理一郎君に本席より会議規則第 32条第 2項の規定iとより 当選

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よっ て下水道対策特別委員会委員

0議長 (高橋通夫君 〉

〔監査委員登壇〕

O監査委員(高崎克好君〉

監査委員から監査報告を求めます。せんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

監査報告いたします。

の欠員に伴う委員の選任の件は、原案のとおり選任することに決しました。

これより日程第 6、日野市議会昭和 59年度一般会計決算特別委員会の設置及び委員の選任

の件を議題といたします。

委員の選任については、お手元iζ配付しました印刷物のとおりです。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり)

昭和 59年度日野市一般会計の決算審査につきまして、前もって市長から提出を受けました

歳入歳出の決算書類、財務諸表、付属明細書等につきまして、名古屋監査委員とともに慎重な

る監査を行いました。また関係職員よりもその詳細にわたりまして内容の説明を受けました。

監査の結果は、決算書を初め、すべての書類に言十数等の誤りはなく、関係法規にも準拠し、

予算の執行状況もおおむね議会の議決iζ沿って執行されていると認められましたので、ここに

御報告いたします。以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって日野市議会昭和 59年度一 0議長(高橋通夫君〉

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしますo

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

般会計決算特別委員会の設置及び委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これより日程第 7、日野市議会昭和 59年度特別会計決算特別委員会の設置及び委員の選任
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お諮りいたしますD これをもっ て議案第 56号、昭和 59年度日野市一般会計決算の認定の

件は、一般会計決算特別委員会K付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議な~¥ものと認め、一般会計決算特別委員会に付託いたします。

これより議案第 57号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第 58 

号、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定、議案第 59号、昭和 59年度日野

市下水道事業特別会計決算の認定、議案第 60号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計決算

の認定、議案第 61号、昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計決算の認定、議案第 62号、

昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定、議案第 63号、昭和 59年度目野市老

人保健特別会計決算の認定、議案第 64号、昭和 59年度目野市仲田緑地用地特別会計決算の

認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御意議ありませんか。

[ r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

O市長 (森田喜美男君) ただいま上程されました議案第 57号から議案第 64号まで、

それぞれの特別会計決算認定についての提案の理由を申し上げます。

議案第 57号、昭和 59年度 目野市国民健康保険特別会計決算の認定について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、地方自治法第 233条第 3項の規定に基づき、昭和 59年度目野市国民健康保険

特別会計決算の認定を求める ものであります。よろしく御審議の上、 認定のほどをお願いいた

します。

議案第 58号、 昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、地方自治法第 233条第 3項の規定に基づき、昭和 59年度目野市都市計画事業

特別会計決算の認定をお願いするものであります。

議案第 59号、昭和 59年度 日野市下水道事業特別会計決算の認定について提案の理由を申

し上げます。

本議案は、地方自治法第 233条第 3項の規定に基づき、昭和 59年度日野市下水道事業特

別会計決算の認定をお願いするものであります。

議案第 60号、昭和 59年度目野市立総合病院事業会計決算の認定について提案の理由を申

し上げます。

本議案は、地方公営企業法第 30条第 4項の規定に基づき、昭和 59年度 日野市立総合病院

事業会計決算の認定をお願いするものであ ります。

議案第 61号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、地方自治法第 233条第 3項の規定iζ基づき、昭和 59年度日野市受託水道事業

特別会計決算の認定をお願いするものであります。

議案第 62号、昭和 59年度目野市農業共済事業特別会計決算の認定について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第 30条第 4項の規定iζ基づき、昭和 59年度日野市農業共済事

業特別会計決算の認定をお願いするものであります。

議案第 63号、 昭和 59年度 日野市老人保健特別会計決算の認定について提案の理由を申し

上げます。

本議案は、地方自治法第 233条第 3項の規定に基づき、昭和 59年度目野市老人保健特別

会計決算の認定をお願いするものであります。

議案第 64号、昭和 59年度日野市仲田緑地用地特別会計決算の認定について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、地方自治法第 23 3条第 3項の規定iζ基づき、昭和 59年度日野市仲田緑地用地

特別会計決算の認定をお願いするものであります。

以上、 8議案につきまして提案の理由を申し上げました。

よろ しく御審議の上、認定をいただきますようお願い申し上げます。

O議長 (高橋通夫君 〉 監査委員から監査報告を求めます。

〔監査委員登壇 〕

O監査委員(高崎克好君 ) 監査報告いたします。

昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計、同じく日野市都市計画事業特別会計、同じく日
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野市下水道事業特別会計、同じく日野市立総合病院事業会計、日野市受託水道事業特別会計、

同じく日野市農業共済事業会計、同じく日野市老人保健特別会計、同じく日野市仲田緑地用地

特別会計、これらの事業会計及び特別会計の 59年度の決算審査につきま して、一般会計同様、

前も って市長から提出を受けま した決算書、財務諸表、付属明細書等につきま して、名古屋監

査委員とともに慎重なる監査を行いま した。また関係職員よ りもその詳細にわたりま して内容

の説明を受けました。

監査の結果は、決算書を初めすべての書類に言十数等の誤りはなく、関係法規にも準拠いた し

ておりますo 予算の執行もおおむね議会の議決ι沿って執行されていると認められま したので、

ここに御報告いたします。以上でございます。

会計決算の認定について提案の理由を申し上げます。

本議案は、東京都市廃棄物処分地管理組合の解散に伴い、地方自治法施行令第 5条第 3項の

規定花基づき、昭和 59年度東京都市廃棄物処分地管理組合決算の認定を求めるものでありま

す。

よろしく御審議の上、認定をいただきますようにお願いをいたします。

O議長 (高橋通夫君〉 監査委員から監査報告を求めます。

〔監査委員登壇 〕

O監査委員(高崎克好君〉 監査報告いたします。

0議長(高橋通夫君〉

たします。

本 8件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 57号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計

これより質疑に入ります。なければこれをもっ て質疑を終結い

東京都市廃棄物処分地管理組合は昭和 59年 9月 30日付で解散いたしました。 59年度の

決算審査につきまして、決算書類、財務諸表等につきまして監査を行いました。

監査の結果は、決算書を初め、すべての書類に言十数等の誤りはなく、かっ関係法規に準拠し

ておると認められましたので、 ここに御報告いたします。以上でございます。

決算の認定、議案第 58号、昭和 59年度 日野市都市計画事業特別会計決算の認定、議案第59

号、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計決算の認定、議案第 60号、昭和 59年度目野市

立総合病院事業会計決算の認定、議案第 61号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計決

算の認定、議案第 62号、昭和 59年度目野市農業共済事業特別会計決算の認定、議案第 63 

号、昭和 59年度日野市老人保健特別会計決算の認定、議案第 64号、昭和 59年度目野市仲

田緑地用地特別会計決算の認定の件は、特別会計決算特別委員会に付託いたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 〉 御異議ないものと認め、特別会計決算特別委員会に付託いたし

ます。

これより議案第 65号、昭和 59年度東京都市廃棄物処分地管理組合会計決算の認定の件を

議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

。議長(高橋通夫君〉

たします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いた

これより 質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

0市長(森田喜美男君〉 議案第 65号、昭和 59年度東京都市廃棄物処分地管理組合

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 65号、昭和 59年

度東京都市廃物処分地管理組合会計決算の認定の件は、原案のとおり認定されました。

これより議案第 66号、日野市立地区セ ンタ 一条例の一部を改正する条例の制定、議案第67

号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。
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c r異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0議 長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、 一括議題と いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。 市長。

〔市長登壇 〕

O市長(森田喜美男君〉 議案第 66号、 日野市立地区センタ 一条例の一部を改正する

条例の制定について提案の理由を申し上げます。

本議案は、市立三沢東地区センタ ーの開設に伴い、日野市立地区センタ 一条例の一部を改正

するものであります。

議案第 67号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、市立かしまだい地区広場の開設に伴い、日野市地区広場設置条例の一部を改正す

るものであります。

以上の 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の

ほどお願いいた します。

0議長(高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君〉 御説明いたします。

議案第 66号、日野市立地区センタ 」条例の一部を改正する条例の制定について御説明いた

します。

今回、改正をお願いいたしますのは市内 51番目 の地区センターの完成を見ま したので、月Jj

表iζ追加をお願いするものでございます。

4ページをお開き願いたいと思います。別表第 九 2条関係でございますが、名称の欄、市

立南平東地区センターの下に市立三沢東地区センタ」、この右の欄、設置場所の所花、日野市

三沢 116番地の 6を加えるものであります。

この地区センターの敷地の面積は 182平米ございまして、私有地でございます。建物面積

は 6O. 0 3 7平米、延べ面積は 99.3 7 3平米となりまして、木造モルタノレ 2階建ての構造で

ございます。続いて議案第 67号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。

今回、改正をお願いいたしますのは、市内 7番目の地区広場が完成いた しましたので、別表
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第 2条関係に追加をお願いするものでございます。

4ページをごらんいただきたいと思います。名称の欄、市立まつばやし地区広場の下に市立

か しまだい地区広場。その横の位置の欄に、日野市南平一丁目 10番地の 43を追加をお願い

するものでございます。

この地区広場の面積は 5，0 7 9. 6 5平米でございまして、一面iζ クローパを吹きつけてござ

います。

よろしく御審議のほ どをお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君 〉 これより質疑iζ入ります。なければこれをもっ て質疑を終結い

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 66号、日野市立地区センタ ー条例の一部を改正す

る条例の制定、議案第 67号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定の件は、

厚生委員会に付託いた したいと思いますが、 これに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 〉 御意議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 68号、日野市下水道条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市 長 ( 森 田 喜 美 男 君 〉 議案第 68号、日野市下水道条例の制定について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、下水道処理区域の拡大に伴い、水質規制関係、使用料等、現状iζ合わない条項の

内容を整備するため、日野市下水道条例の全部を改正し、新たに日野市下水道条例を制定する

ものであります。

申すまでもなく、日野市公共下水道は今後当分の間の最大の事業でありますことにかんがみ、

新しい体制をつくってその第 1歩を踏み出そうとするものであります。

その詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどをお願

いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。
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0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私から議案第 68号、日野市下水道条例の 次が 11ページの 16条でございます。下水の排除の制限でございまして、下水道施設を保

護するために施設の機能を妨げ、または施設を損傷するおそれのある一定の基準に適合しない

下水を継続して排除して、公共下水道を使用する者に対しまして除外施設を設ける、または必

要な措置をしなけれは、ならない旨を規定いたしたものでございます。

1 2ページの 17条でございますが、改善命令等でございます。排除を制限されている下水

道を公共下水道へ排除している者に対しまして、汚水の処理方法等の改善を命じ、または下水

の排除の一時停止を命ずることができる旨を定めたものでございます。

1 3ページの 21条でございます。この 21条は使用料の算定方法でございまして、料金を

ここで定めるものでございまして、ここに御提案いたしております料金体系は、現行の料金体

系と同様の従量逓増型の料金体系をとっております。平均改定率といたしましては 49. 6婦の

増でございまして、この欄にございますように、一般汚水につきましては 10立方までを基本

料金として定め、使用料を 320円、以下 10立方を超え 20立方までは l立方について 65 

円、このように次のページの所にございますように量がふえるにしたがって 1立方に対する単

価が上がっておるわけでございます。浴場汚水につきましては 10立方までを基本料金として

130円、以後これを超えるものにつきま しては、 1立方について 13円を定めたものでござ

います。

制定について内容を御説明申し上げます。

現行条例は昭和 33年 10月に制定されました。以後 36年、 44年、 53年と改正を重ね

まして、現在iζ至っている条例でございます。本条例は多摩平の単独処理区に適用いた してお

るものでございまして、その後、公共用水域の水質の保全iζ資するために、下水道法の改正が

2固にわたって行われ、水質の規制関係の条文が強化されてきておるところでございます。今

後、日野市におきましでも、水域の公共下水道の処理区域の拡大に伴い、また水質規制関係の

整備と下水道使用料の適正化を図っていくために現行条例の全部を改正いたすものでございま

すo

内容について、主なものについて御説明を申し上げたいと思います。

第 1章は趣旨並びに用語の定義でございまして、第 3条の 4ページでございますが、 3条は、

排水設備の設置義務を定めたものでございまして、義務者は、供用の開始の日から 6カ月以内

に排水設備を設置しなければならないという義務化を特に明記l¥たしたものでございます口

次iζ7ページ の第 6条関係でございますが、排水設備の工事の施行でございます。排水設備

の工事につきましては、その重要性あるいは特殊性にかんがみまして一定の能力を有する者に

行わせる必要があるわけでございます。したがいまして、指定工事活制度を採用したものでご

ざいまして、これをここに明記し 1たしたものでございます。

次iζ第 8条関係でございます。除外施設の新設等の届け出でございます。除外施設の新設等

の届け出義務を規定いたしたものでございまして、水質規制の事前のチェックを行う ことを目

的といたしたものでございます。

次が 9ページの 11条関係でございます。 11条は水質管理責任者の選任等でございまして、

特定施設と除外施設の設置を行う者に対しまして、排除を制限される水質の下水を排除させな

いために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任いたして必ず責任者を置く旨を定めた規

でございます。

次が 15ページの 24条関係でございますが、 24条では使用料の減免を定めてございます。

公益上そのほかまた特別の事情がある と認める とき は、使用料を減免する ことができる旨を定

めたものでございまして、公益上、その他特別の事情につきましては、施行規則の 23条で定

めております。

次が 17ぺ}ジの 31条でございますが、罰則でございます。現行条例では過料 2，000円

以下とございますのを 1万円以下に改めたものでございます。

次が 19ページの付員Ijでございま して、60年12月 1日から施行する旨を定めたものでござ

いいます。以下、経過措置の関係でございます。

簡単でございますけれども、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどをお願

l ¥申し上げますD

0議長(高橋通夫君〉 これより質疑に入ります。名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 お尋ねをいたしますが、これは先般の全員協議会で若干御

定でございます。

次が 10ページでございますが、 15条でございます。特定事業所から排除される下水の水

質基準でございまして、特定事業所から排除される下水につきま しては放流水の水質の技術上

の基準をさだめる必要がございまして、法令等l乙従いましてここにそれを明記いたしたいもの
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説明のあった下水道使用料改定資料というものを出されて御説明のあったものと全く同じであ

って、 言 うならば値上げ、全面改正、 条例の全面改正ということで、いわゆる値上げを含むと

ころの条例の提案だというふうに解釈 してよろしl'かど うか、まず伺いたいと思います。

今日まで多摩平の下水道、 下水排水区についてのみ、つまり多摩平の範囲の下水道条例があ

ったわけでございますが、今後は多摩平のその拡張とい うよりも、全市に下水道区域を普及さ

せようという、そのための第 1歩、その体制づくりである、こ のように理由を申し上げたいと

思っておるところであります。0議長(高橋通夫君〉 都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君〉 御指摘のとおり条例関係につき ましては、この中iζ

下水道使用料の関係についても規定をいたしております。 これだけではなくて、それ以外の規

定につきましても今回御提案を申し上げておりますのは、内容を全面的に洗い直し、法律に従

いまして改正を行っているものでございます。

したがいま して、下水道料金も当然この中に含まれておるものでございます。以上でござい

ます。

0議長(高橋通夫君 〉 名古屋史郎君。

今、 御指摘の実質的に既存の多摩平地域には、値上げという形で影響が出るわけであります

が、私は、過去のことを云々するという、そういう理由よりも前向きに全市に普及させる、こ

のための新しい体制づくりだとい うことを強調したいと思っております。したがって、新しい

体制の使用料には、多摩平地域の区域に値上げとい う形で影響をもたらすこと は事実でありま

すけど、ひとつ全市的な観点から、多摩平地域には特に曲げてこの事業のための御理解とおつ

き合いをお願いをしたい、とこのように思っております。

過去、新しし 1下水道事業、いずれ近く取り組むときが来るということもございましたし、値

上げの期間を若干怠っていたということも理由にあるかもしれませんが、これは過去に例えば

今御指摘のあった 6億円の支出、言 うなれば超過分を、これを補おうというためでもございま

せんし、また、そうことも理由にはしたくない、とこう思っております。

したがいまして、全く 新しい観点から日野市の下水道事業に取り組む、この基本姿勢の現実

的な条例制定、新しい体制づくりの第 1歩である。このような御理解で特に多摩平には値上げ

という影響がありますけど、ぜひ御理解を持っておつき合いをお願いをしたl'0これがまた今

後の事業に大きく寄与していただけるものだ、とこ のよ うに思っております。

値上げということは心苦しいことではございますけど、大きい仕事に取り組む場合に、従来

の一地域に対する特殊事情ということはこれもまたあわせて吸収していかなければならない面

も伴うわけであります。これまで地域に対しまして、なるべく事前了解を得る努力をしたいと

いうふうには思っておりましたが、ある部分には行って、ある部分には必ずしも徹底してない

ということがあるかも しれません。

02 1番(名古屋史郎君〉 それでは伺いますが、改定資料とい うものに、る る改定の

背景その他参考資料などをつけられて御説明が若干あったんですが、まず 1点伺いたいのは、

5 3年に条例改正を行い、 53、 54、 55年度と 3カ年にわたり改正をされて、その後改定

を行わず現在に至っている。その後に効率的な運用を図ってきたけれども、 6億円も累積赤字

を出している。るるいろいろ書かれていますが、 55年から 60年、今日まで、言うならば何

もしないでいて、この供用開始のこの時期に大幅な値上げをしてこられたという 、その 5年間

ですね、正確には 4年間というんで しょうか、そこらあたりはどんなふうに考えていらっしゃ

るのか。

例えば、参考にそこにあるように地方公営企業法なり下水道法では、下水道使用料は下水道

サービスの対価であり 、能率的な管理のもとで適正な原価を償うものでなければならないとさ

れている。こういったものに対して 55年以降、今日まで供用開始をされるこの時期に当たっ

て市民負担の公平を守るということで提案されてきたその問、 56から 59ですか、そこまで

何を考えて、どういう手を打ってこられたのか、まず、その通から伺いたいと思います。 しかしながら、議会でこの議案を御審議していただいて、そうして御決定をいただくことに

伴って、この下水道事業lζ大きく取り組んで l'く、そのまま御理解を進んで得ていくというこ

とに遁進をいたしたい、こういう決意でございますことを特に強調させていただきたいと思っ

ております。

0議長(高橋通夫君〉 名古屋史郎君。

0議長(高橋通夫君 〉 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 今回の下水道条例の全面改正議案の提案の理由の中で、ただ

いま申し上げたとおりでございますが、日野市のこれから取り組みます全市に普及を図る公共

下水道事業は、極めて大きい課題であるという認識で臨むものであります。
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02 1番(名古屋史郎君) 私は、全市的な下水道事業が完成といいますか、普及する きかもしれません。

そういうことでございまして、早ければ早いほどよかったわけでありますが、今日改めて提

案をしてお願いをする、こういうことになりました事情も、御理解をお願いをしておきたい、

こう思っております。

ということについては、もう全く皆さん方と同じような気持ちで、一日も早いその実現を望ん

でいるものであります。

今の御答弁ですと、前向きに一地域の特殊事情という、その表現はちょっと私はわからない

んですが、私の聞いているのは、 55年以降、特殊事情があったとすればその特殊事情をどう

して克服しようとする努力をされないで、ここへ来て全体の供用開始の時期だから前向きにつ

き合ってほしいという、その 4年間なり 5年間は何をしてたんですか、ということを伺ってい

るわけなんです。( rそうだ」と呼ぶ者あり)

そこの御返事がないと、何か市民の負担の公平だとかいうことも、私は全体的な下水道の促

進ということについて、全く異議を差し挟むものじゃないんですけれども、値上げということ

を伴うわけですから、値上げというのは、する方もしたくはない。される方はされたくないと

いうことなんですから、それを 3年間努力してきて、それからあと何とかしなきゃならないと

いうことに考えつかなかったのか、というところを伺っているわけです。 55年以降です。 55

年以降、この提案されるまでに伺を考え、何をなさったのかというところを聞いてるわけです。

そこの御回答がないと、伺か下水道の普及に反対してる とか、 そういうことではないんですか

ら、その質問に対してのお答えを願いたいと思います。

私は、この改定の理由ずらずら並べてある、それから 60年 4月現在、都内で最下位である、

料金がですね。こんなことをよく恥ずかしくもな く出せるな、こういう感じがいたしますが、

ちょっと私の言い方、乱暴でしょうか。もし、反論があればお答えいただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 その資料のあることも存じております。私は、しかし、その

資料iζ準拠して説明することよりも、より下水道事業のこの今後の取り組みということで、御

理解をいただく方が望ましいというふうに考えております。

何年間、つまり怠ったというふうにも言えるかも しれませんが、多摩平は過去 20年間、 20

年余でありますが、いろいろな特殊事情がありました。それから、私が、今特殊事情と言うの

は、新しい全市事業に、全市の下水道事業に取り組む前段でございますから、いずれ近く全面

改定の時を迎える。それが早ければ早いほどいいというふうに思っておりましたが、その問、

何年か経過して、御指摘、その間に伺しとったかと言われるような状況が生まれた、と言うベ

0議長(高橋通夫君〉 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君) 特殊事情という言葉じりではありませんが、私は、市長の

言われるのは、要するに多摩平には都内最下位の安い、それでサービスしてあげてたんですよ、

ここで上げるのが何が悪いんですか、とそういう意味なんですか、特殊事情という のは。その

特殊事情の説明が私にはちょっとわからないんですよ ね。

0議長 (高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 これまでお話をしておる中で、そのことを込めておるわけで

ありますが、そういうけちなことを私は申し上げておるつもりはございません。も っと大局的

な観点に立って、この下水道事業に取り組む、このことを申し上げておるわけでありまして、

部分的な値上げというふうな、つまり、あるいは過去が最低、安かったとか、 6億円の過剰支

出があった、というようなことで値上げをする、という性質のものでないという ことを強調し

たいために、多少言い方に適当でない点があったかもしれませんが、提案の理由は全く新しい

体制で取り組む、その第 1歩ということで御理解をお願いしたい、こういうことでございます。

O議長(高橋通夫君) 名古屋史郎君。

02 1番(名古屋史郎君〉 大変、きょうは時間も遅くなっています。まだたくさんあ

りますので、これは即決というわけじゃないんしょうから、担当委員会で十二分に審議をいた

しまして、ぜひ本当の市民福祉を考える行政にしていただくよう心から願いま して、 質問を終

わります。

O議長 (高橋通夫君〉 ほかに御質疑はありませんか。夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 詳しくは委員会の方で御審議いただき、最終的な本会議でも

詳しくお聞きいたしますけども、今の質疑の中で、若干資料的に、このような重要法案につき

ましては、さまざまな資料もそろえられて準備万端であろう、ということで質問いたすわけで

すが、多摩平地域の一般会計からの繰り入れの比率ですね、多摩平の下水道料金における一般

会計の繰り入れの比率が東京都の場合でも過去に最高的にー放財源からの繰り入れで補てんを
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したという例がありますが、ほかの市等の一般財源からの繰り入れの比率という数字は、まだ

資料的に見させていただいてませんが、御参考までに、その辺、どういうふうな資料がおあり

なのか、お話ししていただきたいと思います。

第 2点は、供用開始ということで、多摩平以外の地域でこの下水道の恩恵を受ける戸数があ

るわけですけれども、供用開始を受ける恩恵戸数が、年次的にどのくらい予測が立つのか、そ

の戸数を教えていただきたいということが 2点であります。

第 3点目は、多摩平という町名のつく住宅の戸数がどのぐらいあるのか、教えていただきた

す。

それから落川地域につきま してこれから供用開始を行ってい くわけでございますが、供用開

始iζ当たりまして、落川の地域では当面の戸数としては全体で約 318軒が 11ヘクターノレで

は該当いたしますが、そのうち約 2割程度が、当面今年度供用の開始が行われる予定になって

おります。以後、 63年までには、 318戸全部を供用開始をしていく 。これは 11ヘクター

ノレに限られたものでございますが、 62年度末、いわゆる 63年からは、この 11ヘクタール

以外の地域につきましても、供用の開始が見込まれております。したがいまして、今後の供用

の開始は、この 318戸以上に供用の開始が行われてくる予定になっております。

それから多摩平の戸数関係でございますが、人口では調べてあるんですが、人口で、実際に

お使いになっている方々、これが 1万 6，0 0 0人、約 1万 6，0 0 0人でございます。戸数では

ちょっと今資料として把握したものを持ち合わせておりませんので、人口で御容赦願いたいと

思います。以上です。

O議長(高橋通夫君〉 夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 今、お話で大体概略わかったんですけれども、今の多摩平地

域における下水道処理に対して、一般財源の方から人口 1，600人の対象で一般会計からの繰

り入れが、(r 1万 6，0 0 0人」と呼ぶ者あり)1万 6，0 0 0の人口の中で一般財源から

7， 9 0 0万一-8，0 0 0万というふうな繰り入れがあるんだ、というお話でした。

他市においては、維持管理は賄い切れるけど、一般会計からの繰り入れも相当している、と

いうお話なんですが、その他市の一般会計からの繰り入れの相当というのが、現在の多摩平に

おける下水道料金体系の中のものと、どのぐら t¥かけ離れているのか、という点を先ほどお聞

きしたわけですが、詳しくは、この点、資料をもとに、ぜひこ の辺の資料を出していただいて、

詳しくは建設委員会の方で討議していただければと思います。以上です。

O議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 市長選挙が終わりましてまだ半年もたたないうちに、 50弼

の公共料金の値上げを提案される、さすが森田市長だなと思うわけであります。

この改定の理由の中iζ、先ほ ど市長の言葉の中にもありま したが、市民の公平な負担という、

そういう原則を一つ挙げられたように思います。私一一おっしゃったかどうか知りませんが、

ここにそう書いてあるんです。

市民の聞にありますいろいろな、今度のこの下水道については、ある地域には下水道はいつ

になったら供用開始されるかわからない、という地域もあります。ただ、そういう地域につい

ては、くみ取りトイレについては、く み取り等が行われている。ところが、く み取りにつきま

しては、全部無料化されているわけです。ある地域のトイレの処理については、全く無料であ

いと思います。

0議長(高橋通夫君 〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦男君〉 第 1点の一般会計からの繰り入れの比率でございま

すが、この資料関係にも、 60年から 62年という形で、 3カ年間のものは出ておりますが、

従来からも大体このような形で一般会計の繰入金があったわけでございます。資料の 5ページ

でございます。改定前の財政収支計画というところで一般会計の繰入金 7，900万だとか6，700

万、こういった数字が載っているわけでございますが、 3年間で約 2億の繰入金が一般会計か

ら今後予定されている。従来もこの繰入金につきましては、今まで多摩平の処理場におきまし

ていろいろ整備を行ってきたところでございます。

これらの整備が多いときでは 1億 2，100万、これは 59年度でこれらの整備を行っており

ます。また 58年度では 6，5 0 0万、 57年度は 8，800万というような主要な改修工事が行

われてきております。

これらにつきましてはやはり一般会計から繰り入れていただきませんと、料金だけでは対応

し得ないものでございます。したがいまして、これらの額は、一般会計から毎年、毎年繰り入

れられてきたものでございます。

他の市におきまして も、維持管理の教費については全部料金に含めてやっておるという所は

非常に少なくて、ほとんどが一般会計からの繰入金で賄っている、というのが実情でございま
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る。公共下水道がありますこの多摩平地域については、 下水道料金という名で卜イレの、いわ

ゆる処理についてはお金を払う。同じ トイレを使うという行為については、全く同じなわけで

すが、ある方は料金を払い、ある方は払わないという方がいらっしゃるわけです。

ちなみに、くみ取りの方は約 1万 2，000世帯、 3万 4，0 0 0人近くいらっしゃいます。公

共下水道は、今 1万 6，0 0 0人というお話がありました。 6，6 0 0世帯。多摩平地域のみであ

ります。

平等と公平ということからすれば、できるだけその間隔が開くことは避けるべきではなL、か

と私は思いますが、市長のお考えはし 1かがでしょうか。

条件というこ とでありますから、それに伴う料金は、都市生活として必要な個人負担である、

このようになっ てし 1くわけであります。それの今入り口を進みつつある。

多摩平は 20年ばかりの歴史があるわけでありますけど、これは日野市一般の公共下水では

なくて、多摩平団地の地域のみの下水道であったわけであります。したがって、今、新しい料

金体系が値上げとい う形で影響し、迷惑ではあると思いますけど、日野市全体の都市水準を高

めるために、多摩平地域の住民の方には、大きな観点からおつき合いをいただく。そうして、

結果、いずれそれが達成しますと、全市公平関係は均衡してまいるわけでありますから、その

あたりを見通してこのことに取り組んでおる、というふうに御理解をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 日野市が都市であるとしづ最低条件には、下水道が少なくも

普及しているという ことでなければならないと思います。今日まで、人口の増加あるいは市街

地の形成という表面的な意味では、人口規模において、あるいは市街化の形成において、 一応

都市といえるというふうに我々もまた日野市を都市 と見ておるわけでありますけど、こと下水

道に関しましては、全く面白もない状況にあるという ことであります。

そういうことから、特にくみ取り便所の無料化とい うことは、 本来あるべき都市の下水道が

ないということの、何ていいますか、それの一つの反映として、無料とい う最低審準のことを

たどってきた。これは、もう 20年ぐらい前、 20 年にはならな~¥かもしれませんが、無料化

を行った、これは東京都政の全域的な施策でもありました。

トイレに関します限りは、くみ取りが農村では肥料の材料ということで、一定の価値を持っ

た時代もあるわけでありますが、今はそういう状況も~¥かなる地方といえどもなくなったと思

0議長(高橋通夫君〉 黒川重憲君。

~ ¥ます。

したがいまして、これからまさに下水道の普及こそ、後おくれというふうに言われて、大変

我々も苦しいわけでありますが、ようやく流域下水道方式のもとに日野市内の面的整備、公共

下水道iζ取り組む時代になった。処理場の整備も 4年後にはほぼ見通しが立つわけであります

し、その完成時には、完成時、稼動開始時には一定の汚水がまた流れ込むような、そういう普

及地域も毎年今後やっていくわけであります。

そういうことから考えまして、今言われる逆の不公平といいますか、く み取りの無料化なる

意味を御理解をいただきたいことと、それから下水道こそ今後あるべき都市の汚水処理の最低

01 7番(黒川重憲君〉 市長はけちなことは言わないと言うんですが、どうも最近の

市長の答弁を見てみますと、先ほどの南平のことでもそうですが、多少問題はあるけれども、

学校ができるからいいじゃないか、我慢しなさいとか、それから、この下水道の料金の値上げ

も住民が多少値上げで因るかもしれないけれども、日野市の将来を見るならば、これもしょう

がないじゃないか。何か問題を少し隠して、そして大きな大局があればいいじゃないか、こう

いったことに終始されているような気がしてならないわけです。

私は、先ほどの名古屋議員さんからの質問、全くそのとおりだと私は思っています。ふだん

は余り意見が一致しないんですけど、このことだけについては(笑声〉ばっちり今意見が一致

したんですけれども、この下水道料金改定のこの理由という中に、まさに名古屋議員から先ほ

どいろいろ指摘がありました。 58年が 4億 9，000万、 59年に 6億 7，0 0 0万、これだけ

の繰り越しをする。そして適正な下水道使用料に改定しないと住民負担の公平の原則に著 しく

欠ける。そんなことはわかり切っていることです。だから、なぜ今までに放置をしておいて、

今になって急にやるのか。こういう議論が出てくるのは、これは当然のことだろうと思うわけ

です。そして、下の方には昭和 55年で、日野市と同率であっ た東京都は、徐々に値上げをし

てきました。料金改定をした。そして都のこ の動きに準じて、多摩各市でもみんなしてきた。

しかし、日野市だけはなぜかしなかった。これは全く市長の考えがあって行われなかったこと

だろうと思います。そして、この時期になって、都内で最下位になったからという理由で今に

なって上げる。

もう市長選はないからいいんですよ。(笑声)ところが、来年、私たちの選挙はあるんです。
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(笑声)多摩平の人たちは大変なんですよ、今。もう、こ の下水の、こ のことだけでもっ ても

うじんま疹ができるんです。(笑声〉市長は もう楽だからいいですよ、 もう自分の選挙終わっ

て しまったわけですから。

なぜ、こ うい う問題はも う少 し前に出 さないんですか。 十分出せる時期があったじゃないで

これより議案第 69号、 日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第 70 

号、日野心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定、議案第 71号、日野

市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

[ r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

理事者か ら提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

O市長 (森田喜美男君〉 議案第 69号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条

例の制定について提案の理由を申 し上げます。

本議案は、東京都の老人福祉手当に関する条例の改正に伴C\~老人福祉手当の支給額を月額

1万 7，5 0 0円に改めるため、日野市老人福祉手当条例の一部を改正するものであります。

議案第 70号、日野市心身障害者(児〉福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て提案の理由を申し上げます。

本議案は、東京都の心身障害者(児)福祉手当lζ関する条例の改正に伴い、心身障害者(A)福

祉手当の支給額を改めるため、日野市心身障害者(A)福祉手当支給条例の一部を改正するもの

であります。

議案第 71号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、東京都児童育成手当に関する条例の改正に伴い、児童育成手当の支給額を改める

ため、日野市児童育成手当条例の一部を改正するものであります。

以上、 3件につきましては、それぞれ担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 それでは議案第 69号、日野市老人福祉手当条例の一部を

改正する条例の制定について御説明を申し上げます。

この条例の改正につきましては、 60年 4月 24日付、東京都の福祉局長から通知がありま

した。東京都の老人福祉手当に関する条例の一部を改正する条例が、 60年 3月 31日公布さ

すか。

この辺も含めてひとつ委員会で十分審議していただきたいわけですが、その点、市長から答

弁があれば・・・。

O議長 (高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 多少不見識な言辞を弄して御迷惑をかけておる と思います。

今言われる、確かに選挙で戦う立場としての配慮を (rそんな ことないよ、市長」と呼ぶ者

あり〉あるかもしれませんけど、私はその事柄よりもなお私の、私どもの、また選挙のことを

言いますならば、大きな大公約であります下水道の普及とい うこ とに取り組むためには、やっ

ぱりそういう可能な状態、整備すべきものをき ちんと整備 しておく。 これがま たスタ ー卜 の大

きな仕事だと思って、無理かも しれません。また、値上げとい う形は望むわけではありません

けど、おつき合いをお願いを したいとい うのは、 こういう意味でございます。

これからの大きな仕事に、お互いが議員の皆さんとと もに取り組むわけでございますので、

市民にも、その今の説明資料そのものは私も内部でこういう理由ではだめだ、大きな事業に取

り組むためにやらせていただくんだ、という姿勢で説明をしなければ、何か過去に優遇を して

あるから、貸しがあるからそれを取り戻すんだなんていう、そういう言い方では絶対だめだ。

もっと誠意のある、そうして今後の市政に臨む、そこのところを理解をしていただいて御納得

をいただく、これ以外iζないというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

O議長(高橋通夫君〉 ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本併について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 68号、日野市下水道条例の制定の件は、建設委員

会ι付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。
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れ、それに伴って市町村老人福祉手当条例の準則の一部を改正したので、市町村でも所要の手

続をとるように通知があったものでございます。

それによりまして、 4ページ、 5ページをお開き願いたいと思いますが、新旧対照表でござ

いますけれども、今まで 1万 6，5 0 0円を支給しておりました老人福祉手当を 1万 7，5 0 0円

に引き上げるものでございます。

なお、この適用につきましては条例の付則に掲げましたように、 60年 10月 1日から適用

したいというものでございます。どうぞよろしく御審議のほどお願いいたしますD

ヲ|き続き議案第 70号、日野市心身障害者りむ福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制

定について御説明申し上げます。

この条例の改正につきましては、昭和 60年 7月 10日付、東京者昨亘祉局長から東京都心身

障害者福祉手当花関する条例の一部を改正する条例が 60年 3月 30日公布され、これに基づ

き市町村心身障害者福祉手当条例準則の一部改正の通知を受けたので、それにより改正するも

第 4条第 1項第 1号iζ該当する児童、育成手当でございますけれど も、児童 1人当たり月額

7， 5 0 0円とございますのを 8，0 0 0円に、障害手当 9，5 0 0円とございますのを 1万円に引

き上げるものでございます。

なお、この適用につきましては昭和 60年 10月 1日から適用し、 60年 9月以前の分につ

きましては、従前の例によるということでございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉

たします。

本 3件Kついて御意見があれば承ります。なければこれを もって意見を終結いた します。

これより 質疑K入り ます。なければこれをもっ て質疑を終結い

のでございますO

お諮りいたします。これを もって議案第 69号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する

条例の制定、議案第 70号、日野市心身障害者οむ福祉手当支給条例の一部を改正する条例の

制定、 議案第 71号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定の件は、厚生委員

会に付託いたしたいと思いますが、これに御意議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 72号、 昭和 60年度目野市一般会計補正予算(第 2号)の件を議題といた

します。

理事者か ら提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

O市長 (森田喜美男君〉 議案第 72号、昭和 60年度目野市一般会計補正予算第 2号

について提案の理由を申 し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市一般会計補正予算第 2号であります。補正額は、歳入歳出そ

れぞれ 4億 6，427万 4，000円を追加 し、 歳入歳出予算の総額を 315億 2，616万 8，000

円とするものであります。

内容につきま しては、担当部長に説明いたさせますので、よろし く御審議のほどお願いいた

します。

議案書の4ページ、 5ページをお開き願いたいと思います。新旧対照表によりますとおり第

3条第 1項に掲げます各号を、まず第 1号、精神発育遅滞程度中以上の者、身体障害者障害程

度 2級以上の者、 脳性麻薄または進行性筋萎縮症の者、 9，50 0円とありますのを 1万円に引

き上げ、第 2号、特殊疾病に擢患している者、 7，500円を 8，0 0 0円にヲ|き上げ、第 3号、

精神発育遅滞程度軽度の者、身体障害程度 3級及び4級の者、 5，5 0 0円を 6，0 0 0円に引き

上げる ものでございます。

なお、この条例の適用につ きましては、昭和 60年 10月 1日から適用したいということで

ございます。よろしく御審議のほ ど、よろしくお願いします。

引き続き議案第 71号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定について御説

明を申し上げます。

この条例の改正につきま しては、昭和 60年 5月 15日付、 東京都福祉局長通知により、東

京都児童育成手当に関する条例の一部を改正する条例が 60年 3月 30日に公布され、市町村

児童育成手当条例準則の一部改正が行われたので、市町村においても、所要の手続をとるよう

通知がございました。

これに伴いまして、 4ページ、 5ページに掲げま したように、それぞれ表に掲げますように、

0議長 (高橋通夫君 〉 歳入歳出全般の説明を関係部長から求めます。企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君 ) 議案第 72号、昭和 60年度目野市一般会計補正予
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算第 2号につきまして御説明申し上げます。

1ページでございますけれども、第 l条、歳入歳出予算の総額に 歳入歳 出それぞれ 4億

6，427万 4，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 315億 2，616万

8，000円とするものでございます。第 1条の 2項につきましては第 1表によりまして説明を

いたしますD

8、 9ページをお開きいただきたいと思いますo 歳入でございますけれども、今回の補正の

内容といたしましては国及び都の支出金の増額によるもの及び前年度の繰越金 4億 3，7 1 4万

1， 0 0 0円を財源とするものでございます。歳入につきましての詳細は説明欄の記入のとおり

でございますので省略をさせていただきます。

歳出でございます。 20ないし 21ページでございます。歳出につき ましては特別職及び非

常勤職員の報酬等の改正に伴う補正、ないしは歳入で申し上げました国及び都の支出金に伴う

単価及び対象人員の増に伴 う支出でございます。その他、当初予算で計上いたしました経費に

ついて、予算執行上、支障のあるものの不足分の補正というものでございます。まず議会費に

つきましては省略をさせていただきます。

2 2、 23ページでございます。まず 3自の広報広聴費でございますが、使用料及び賃借料

1 7万円でございます。これは人権擁護委員視察研修パス借上料ということでございますが、

これは南多摩地域でございますが、 4 • 5部会と称 しております。 これが主催をいたしまして

都外に研修に行くわけでございます。慣例といたしまして、当番市がパスを持つということで

ございますので、日野市は特別大型を所有してございませんので、借上料として今回計上した、

とい うものでございますo 次が 10自の支所費でございます。工事費 560万円でございます

が、これは住民基本台帳のいわゆるコンピュータ ー導入に関係いたしまして、多摩平支所の床

の改修及び暖房の経費でございます。

次、 24、 25ページでございます。 14目の事務改善推進費でございますが、 1 8節の備

品購入費 396万 3，000円でございますが、これも住民基本台帳の電算化iζ伴う 1階フロア

ーの事務室の整備に要すると ころの文書及び、 文書等の保管庫一式でございます。次の 16自

の諸費でございますが、返還金でございますが、ここに書いてございますとおり昭和 59年度

の金額が確定をいたしました。それで、いわゆる超過分についての返還をするものでございま

す。内容につきましては説明欄のとおりでございます。

それから 34、 35ページに飛げまして、民生費でございます。 1目の社会福祉総務費でご

ざいますが、 最下段に 19節、負担金、補助及び交付金でございますが、 10 0万円でござい

ます。これは地域難病活動記念事業補助金ということで、地域の難病活動が本年で 10周年を

迎えるというものでございます。民間団体が中心になりまして日野市が後援となり、 100万

円を補助するという もので ございます。

次のページ、 3 6、 37ページでございます。 2自の身体障害者福祉費の 20節、扶助費で

ございます。これは福祉手当でございますが、国制度が 450円アップし、さらに都及び市の

制度は 500円アップしております。これの不足分の計上でございます。

次のぺ)ジの 38、 39ページでございますが、これは精神薄弱者福祉費でございます。20

節の扶助費でございますが、これも国制度が 450円、都及び市の制度が 500円アッ プにな

りますのでその差額分の増額計上でございます。

それから 42、 43ページにまいりまして、児童福祉費の 4目、保育園費でございます。備

品購入費で 413万 7，0 0 0円でございますが、こ れは保育園のヒー ターの交換、いわゆる今

まで石油スト ーブを使っておりましたものを計画的に更新をするというもので、クリーンヒー

ターにかえてい くというものでございます。それから、この下に給食用 9万 4，00 0円で電子

レンジ及び冷蔵庫が書いでございますけれども、これは保育園で措置しておりますアレノレギー

性幼児の給食の保温といいますか、そう いうものに使うもので ございます。それから次が浅川

河川敷の測量でございますが、落川地先の占用許可申請に必要な測量等の費用というものでご

ざいます。

それから 46、 47ページでございます。じんかい処理費の委託料でございますが、有害ご

み運搬処分の費用でございますが、当初予算に計上してございますが、不足が生じましたので、

今回再計上するというものでございます。

次が 48、 49ページの病院費でございます。投資及び出資金でございますが、市立総合病

院事業会計出資金 1，03 3万円ですが、これは受電設備及び屋上の防水工事をするための繰り

出し、いわゆる出資金でございます。

それから、少し飛びまして 56、 57ページでございます。土木費の道路橋り ょう費でござ

いますが、 3目の道路新設改良費、工事請負費でございますが、 3，450万。説明欄にござい

ますように道路の改修新設 2路線、舗装改良 3路線、側溝新設 3路線でございます。次の 17 
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節の公有財産購入費の 1億 8，599万 8，000円でございますが、 これは南平高校の関連道路

分の市の公社からの引き取りをするものの予算計上でございます。

次が 58、 59ページでございます。交通安全対策費の工事請負費でございますが、 3，324

万 7，0 0 0円。平山七生台 6号線準歩道設置ほか記載のとおりのものでございます。それから、

さらにその下の負担金、補助及び交付金の 600万円でございますけれども、豊田駅北口のパ

ーキングポストの、いわゆる負担金でございます。

次のページ、 60、 61ページでございます。河川維持費の工事請負費 600万円でござい

ますが、台風 6号及び 7月 14日の集中豪雨等にかかる補修でございます。

それから、次にまいりまして 62、 63ページでございます。公園管理費の工事請負費でご

ざいますが、神明上緑地植栽、これは歳入にも関連しておりまして、神明上緑地の植栽をする

ものでございます。 50万円でございます。それから、さらに緑化費の工事請負費でござし 1ま

すが、一応 3小、 6小の緑化と、それから中央公園の南側の現在空き地がございますけれども、

その土地の整備に要するものでございます。これは 340万円というものでございます。

次が 68、 69ページでございます。学校管理費の工事請負費でございますが、東光寺小学

校ほか 1校の給食室の換気設備の改修でございます。それから学校建設費の工事請負費でござ

いますが、これは第 5小学校の東側のフェンスの設置という費用でございます。

次のページにまいりまして 70、 71ページでございますo 学校管理費の委託料 250万円

でございますが、いわゆる赤水対策といたしまして、第一中学校の給水管を洗浄する費用でご

ざし 1ます。それから、さらに一番最後の学校建設費の工事請負費の 571万円につきましては、

七生中学校の防球フェンス、西側及び南側でございます。

それから次のページにまいりまして 72、 73ページでございます。図書館費の工事請負費

でございます。これは中央図書館の屋上の防水工事でございます。

それから 74、 75ページでございますが、市民プーノレ費、工事請負費の 3，7 8 3万円でご

ざいますが、このプーノレにつきましては将来河川の改修に合わせま して、 本格的な改築をする

わけでございますが、当面、最小限度の経費を施しまして、とりあえずの暫定、最小限度の改

修を労しておこうというものでございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 72号、昭和 60年度目野市一般会計補正予算(第

2号〉の件は、歳入全般及び歳出のう ち議会費、総務費を総務委員会へ、歳出のう ち民生費、

衡生費、労働費、消防費を厚生委員会へ、歳出のうち農業費、土木費を建設委員会へ、歳出の

うち教育費を文教委員会へそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御意議あ りませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 〉 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。

これより議案第 73号、昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号〉の件

を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 73号、昭和 60年度目野市国民健康保険特別会計補

正予算第 1号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市国民健康保健特別会計補正予算第 1号であります。補正額は、

歳入歳出それぞれ 4，217万 1，00 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を30億 4，277万7，000

円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部 長 (佐藤智春君〉 それでは議案第 73号、昭和 60年度目野市国民健康保険

特別会計の補正予算第 1号につきまして説明をさせていただきたいと思います。

特別会計補正予算書の内容でございます。

今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ 4，217万 1，0 0 0円を補正し、予算額を 30

億 4，277万 7，0 0 0円とするものでございます。

説明書の 6、 7ページをお開きいただきたいと存じます。まず歳入でございます。療養給付

費交付金繰越金 694万 6，0 0 0円、その他繰越金 3，52 2万 5，000円は、いずれも 59年

度よりの繰越金で、合わせまして 4，2 1 7万 1，0 0 0円を計上いたしました。

次の 8、 9ページ、歳出でございます。総務費の賦課徴収費の委託料 203万 1，000円で
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ございますけれども、これは条例等の改正によりまして、従来より行っております国保税の賦

課徴収計算に必要な計算業務のプログラムの変更が生じてまいりましたので、費用の補正をお

願いするもので ございます。

次のページの保険給付費負担金 327万円、退職被保険者等療養費の保険者負担分。これは

見込み違いもございまして不足を生じてまいりましたので今回補正をお願いするものでござい

ます。

次の 12、 13ページ、償還金でございます。昭和 59年度分、 国 ・都より の概算交付を受

けておりましたけれども、実質計算iζ基づきま して、国庫支出金、療養給付費交付金、都支出

金合わせまして 3，6 8 7万円返還するものでございます。以上でございますo

よろ しく お願いをいたします。

0議長(高橋通夫君 〉

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもっ て質疑を終結い

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 73号、昭和 60年度目野市国民健康保険特別会計

補正予算(第 1号〉の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御意議ありま

せんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君 〉 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 74号、昭和 60年度 日野市下水道事業特別会計補正予算 (第 2号〉の件を

議題といた します。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

O市長(森田喜美男君〉 議案第 74号、昭和 60年度目野市下水道事業特別会計補正

予算第 2号について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 2号であります。補正額は、

歳入歳出それぞれ 1，6 1 7万 7，0 0 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を 21億 56万 9，000

円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた
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します。

O議長〈高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私から議案第 74号の昭和 60年度目野市

下水道事業特別会計補正予算第 2号につきまして御説明を申し上げます。

今回の補正は歳入歳出ともに補正額 1，617万 7，0 0 0円でございます。内容について御説

明を申し上げます。

2 0ページでございますが、歳入でございます。先ほど御提案申し上げました条例の改定に

伴いまして、下水道使用料が増額、収入が増額してまいります。 この補正額を、増額分を補正

いたすものでございます。

次が 22ページでございますが、 繰越金でございます。これは前年度からの繰越金を計上い

たしたものでございます。

次、 24ページでございますが、歳出でございます。まず下水道総務費の中の 19 ~負担金、

補助及び交付金で ございますが、水洗便所改造資金の融資あっせん利子補給金でございますが、

これは今回の条例の改正等に伴いまして、水洗便所の改造資金の融資あっせん規則を新たに定

めるものでございまして、水洗便所iζ改造いたす場合、融資あっせんを行う制度を設けたもの

でございまして、年度内に 25件が一応予定されますので、これにかかります利子を補給いた

すものでございます。

次が 19ページでございますが、これは南多摩処理区の流域下水道の維持管理負担金でござ

~ ¥まして、 1立米当たり 38円の負担でございます。

次が 26ページでございますが、多摩平の処理場費でございます。まず 13の委託料でござ

いますが、下水道の使用料の収納状況、これは東京都の方に委託をして料金の収納をお願いし

ているものでございますが、それの経費の不足分でございます。 次が 13の委託料でございま

すが、多摩平処理場の来年度以降実施いたします改修工事等の実施設計を ここで行うものでご

ざいます。 2階層の覆蓋等の決定をいたしているものでございます。

以上、簡単でございますけれども、御説明を終わらせていただきます。よろ しく 御審議のほ

どをお願い申し上げます。

0議長 (高橋通夫君 〉

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い
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本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 74号、昭和 60年度目野市下水道事業特別会計補

正予算(第 2号〉の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

まず 60年度特別会計補正予算書を御参照願います。

3 2ページ、 33ページをお開き願います。事業計画書の資本的収入及び支出の収入でござ

いますけれども、これは一般会計からの出資金をも って 1，03 3万円を充てるものでございま

す。支出については建設改良費のうちの工事請負費の補正をお願いするもので、内容として受

電設備の容量を大きくし、また診療棟の屋上 605平米の改修と、それからボイラーの取りつ

けで差金等が生じましたので相殺し 1，0 3 3万円の補正をお願いする次第でございます。

よろし くお願いいたします。以上です。

c r異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 75号、 昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算 (第 2号〉、議案

第 76号、 昭和 60年度目野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号〉 の件を一括議題と い

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長 (森田喜美男君〉 議案第 75号、 昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正

予算第 2号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算第 2号であります。補正予定額

は、資本的収入及び支出それぞれ 1，0 3 3万円を追加し、収益的収支及び資本的収支の予定額

を 23億 1，62 4万 2，000円とするものであります。

議案第 76号、昭和 60年度目野市受託水道事業特別会計補正予算第 1号について提案の理

由を申し上げます。

本議案は、昭和 60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 1号であ ります。補正額は、

歳入歳出それぞれ 1，0 7 7万 4，0 0 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を 11億 2，2 0 2万

5，000円とするものであります。

以上の 2議案の詳細につきまして、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほ

どお願いいたします。

0議長(高橋通夫君〉 水道部長。

0水道部長(永原照雄君〉 それでは議案第 76号、昭和 60年度日野市受託水道事業

特別会計第 l回の補正予算に関しまして御説明申し上げます。

3 9ページをお開き願います。歳入歳出ともに 1，07 7万 4，000円を追加いたしまして歳

入歳出ともその総額を 11億 2，202万 5，0 0 0円としようとするものであります。

説明の都合上、 42、 43ページをお開き願いたいと思います。歳出から御説明したいと思

います。配水費の委託料 126万 9，000円を追加しようとするものでございますが、これは

行政報告書の 52ページにもございますように、京王七生平山台の高配地区に配水しておりま

すところの配水池ののり面擁壁等が 6月 30日の台風第 6号に伴う豪雨のために危険な状態に

なりましたので、この配水池を中心iζ約 l万 5，000平方メートノレの現況測量並びに縦横断の

測量に必要な費用でございます。

節の 15、工事請負費でございますが、 950万 5，000円の追加でございます。これは前

に言いましたように、配水池の危険な状態でございますので、こ のままほうっておくわけには

し1かない非常に危険な状態でございましたので、護岸工奉を行っ たものでございます。その内

容はシート張りを行ったわけでございます。それから押さえ盛り土を行ったこと、それから、

その他雑工事、のり面の定点測量等を行ったものでございます。それから、のり面の上部のカ

ットをいたしました。以上でございます。

歳入につきましては今必要な経費を都から委託金として送ってくるということでございます。

0議長 (高橋通夫君 〉 関係部長から詳細説明を求めます。簡単に。(笑声〉病院事務 以上でございます。

0病院事務長(大貫松雄君〉 御説明いたします。

0議長(高橋通夫君)

0 1 6番(夏井明男君)

これより質疑に入ります。 夏井明男君。

ちょっと確認でお聞きしたいんですが、総合病院の事業会計

長。
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の 33ページのところで受電設備の改修ということで約 800万円上がってますが、この内容

はどういう内容なのか。老朽化で取りかえるということでしょうか。

定をする ものであ ります。

以上、 3議案の詳細につきまして、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほ

どお願いいたします。0議長(高橋通夫君〉 病院事務長。

0病院事務長(大貫松雄君) C Tの導入に伴いまして受電設備を大きくするという

ことでございます。 C i了解」 と呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君〉 ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもっ て意見を終結いたします。

お諮りいたしますD これをもって議案第 75号、昭和 60年度目野市立総合病院事業会計補

正予算(第 2号〉、議案第 76号、昭和 60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1

号〉の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、厚生委員会iζ付託いたします。

これより議案第 77号、市道路線の一部廃止、 議案第 78号、市道路穂の廃止、議案第 79 

号、市道路線の認定の件を一括議題 といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

O市長(森田喜美男君〉 議案第 77号、市道路線の一部廃止について提案の理由を申

し上げます。

本議案は、市道上回 13号線ほか 6路線を道路法第 10条第 3項の規定に基づき、一部廃止

するものであります。

議案第 78号、市道路線の廃止について提案の理由を申し上げます。

本議案は、平山下耕地土地区画整理事業完了により、下耕地 2号線ほか 12路線を道路法第

1 0条第 3項の規定に基づき、廃止するものであります。

議案第 79号、市道路線の認定についての提案の理由を申し上げます。

本議案は、落)1120号線ほか 45路線を道路法第 8条第 2項の規定に基づき、新たに市道認

0議長 (高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君 〉 それでは、ただいま上程をいたしました 3議案につきまし

て御説明申し上げますo

まず議案第 77号ですけれども これは市道路線の一部を廃止するものでございます。上回

1 3号線並びに石灘 1号線につき ましては、現況が廃滅をいたしておりますので、これを一部

廃止するものでございます。

次iζ下耕地 1号線、三十ーの 1号線、平山橋程久保 l号線、 2号線、 3号線並びに獄ノ 下 l

号線の 6路線につきましては、平山地区で施行されました下耕地の土地区画整理事業の完了に

伴いまして、同地区内に存しました市道の一部を廃止するものでございます。

次lζ議案第 78号でございます。市道路線の廃止でございます。これは下耕地区画整理事業

の施行に伴いまして、同区画整理事業区域内にございました市道下耕地 2号総ほか 12路線の

全部を廃止するものでございます。

次iζ議案第 79号でございますが、これは市道路線の認定でございます。認定を今回お願い

をするものは、議案書の記載のとおりでございまして、全部で 46路線ございます。

まず落川 20号線から 28号線の9路線につきましては、百草園自治会の私道を寄付受領い

たしまして、さらにそれを市で道路整備をいたしまして、その整備が完了いたしましたので、

今回認定をお願いするものでございます。

次lζ百草 5号線につきましては、百草地区内にございました東電学園の敷地内にありました

道路敷との交換によるもので、新たに築造されたづけかえ道路分、こ れを市道として認定をお

願いする ものでございます。

それから南平 35号線につきましては、南平駅のホームの延伸lζ伴いまして、踏切道のっけ

かえがございました。そのっけかえをいたしました道路の認定をお願いするものでございます。

それから新井 71号線につきましては、市の下水道計画新井北幹線に伴いまして、道路新設

計画がございます。その計画をされます路線を今回御認定いただくものでございます。

それから鹿島台の 18号糠から 20号線の 3路線につ きましては、 都市計画法の 40条の 2
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項によりまして、開発行為に伴う帰属でございます。

それから鹿島台の 21号、 22号線の 2路線につきましては、今般道路寄付受領に伴いまし

て、認定をお願いするものでございます。

それから平山 27号線から 54号線までの 28路線につきましては、ただいま御説明申し上

げました議案第 77号と 78号で一部及び全部廃止をいたします下耕地区画整備理事業区域内の

市道を、区画整理事業で新設されました路線に新たに認定をするというものでございます。

それから最後の下耕地 10号線につき ましては、下耕地 1号線を議案第 77号で一部廃止を

いたします。これの再認定をさらにここでお願いしたいというものでございます。

以上、 77、 78、 79の3議案につきまして、御説明申し上げました。よろしく御審議を

賜りますようお願い申し上げます。

0議 長(高橋通夫君〉 これより質疑iζ入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 77号、市道路線の一部廃止、 議案第 78号、市道

路線の廃止、議案第 79号、市道路線の認定の件は、建設委員会に付託いた したいと思います

が、これに御意議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 ( 高 橋 通 夫 君〉 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 80号、仲田緑地築造工事請負契約の締結の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君〉 議案第 80号、仲田緑地築造工事請負契約の締結について提

案の理由を申し上げます。

本議案は、仲田緑地築造工事の請負契約を締結するもので、地方自治法第 96条第 l項第 5

号の規定及び議会の議決iζ付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2条の規定iと

より提案するものであります。

入札の結果、 1億 4，600万円で大成・日野大野建設共同企業体が落札し 1たしました。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

O議 長 ( 高 橋 通 夫 君 〉 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 議案第 80号の内容につきまして、御説明申し上げます。

工事件名、仲田緑地築造工事でございます。これは 59年度を初年度といたしまして 3カ年

計画でこの築造をして t¥く。こういうことで今年は 2カ年自に当たるわけでございます。 59 

年度につきましては、全体の荒地造成と排水あるいは園路の一部を造成をしたわけでございま

す。今年度は別紙 3ページあるいは 4ページに工事の概要等が書いてございますような形の工

事を施行するものでございます。

契約金額は 1億 4，6 0 0万円。契約の方法は指名競争入札。 業者の指名につきましては、受

注機会の増大を図るために建設企業体方式を取り入れました。 8月 12日、指名委員会を開催

いたしまして、第 1グノレープ 10社、第 2グノレープ 10社をそれぞれ指名いたしまして、 選定

いたしまして、建設共同企業体を任意に組ませまして、 9月 2自に入札を執行した結果、別紙

入札書のとおり大成・日野大野建設共同企業体が落札してございます。詳細は 2ページに入札

調書がございますので御参照いただきたいと思います。

工期につきましては、契約の翌日から 61年の 3月 20日まで。契約の相手方といたしまし

ては、東京都新宿区西新宿一丁目 25番 1号、大成・日野大野建設共同企業体。構成員(代表

者〉東京都新宿区西新宿一丁目 25番 1号、大成建設株式会社、取締役社長、里見泰男。以上

でございます。

よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 80号、仲田緑地築造工事請負契約の締結の件は、

総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君 〉 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより報告第 5号、昭和 59年度日野市土地開発公社決算の報告の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めますO 市長。
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〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君〉

ついての説明を申し上げます。

本報告は、地方自治法第 243条の 3第 2項の規定に基づき、昭和 59年度日野市土地開発

報告第 5号、昭和 59年度目野市土地開発告社決算の報告に

それから 10ページ、 11ページでございますけれども、これから支出でございます。これ

は先ほども申し上げました取得用地代が、土地の取得費としてここに書いてございます。決算額

の欄でございますが、それから土地造成費といたしましては 1億 6，9 6 2万 4，000円でござ

います。これは南平高校用地の前払い金と三沢中の造成に関連いたします工事費でございます。

それから販売費及び一般管理費、これにつきましては土地開発公社の必要経費でございます。

それから事業外費用といたしまして借入金、これは 26ページか ら36ページにございます長

期借入金の 59年度に償還した元金の 20件分でございます。それから支払利息につきまして

は 33ページにございます長期借入金明細書にあります 59年度の支払剰息。 こう いう ことで

トータノレで 17億 1，93 4万 2，491円、こういうことになっております。

それからページを飛ばしていただきま して 18、 1 9ページでございますけれども、公有地

用地明細書、それから 20、 21ページ、これらは公有地の明細書でございます。

御参考までに公共用地の事業別の面積を概略申し上げますと、八丁目関係、南平八丁目関係

では 7万 2，1 9 5. 2 1平米。それから万願寺土地区画整理事業関連が l万 3，00 8.71平米。

それから豊田南土地区画整理事業が 2，699平米。それから高幡の区画整理事業の関係が

7， 6 3 4平米。それから都市計画道路関係その他で 4，673.2 5平米。こういう ことでトー タ

ノレといたしましては、 21ページにございますように 10万 1，01 0.6 3平米を保有しており

ます。金額が 48億 704万 8，476円でございます。

以上、雑駁でございますが、報告にかえさせていただきます。

0議長(高橋通夫君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって報告第 5号、

昭和 59年度目野市土地開発公社決算の報告の件を終わります。

これより報告第 6号、交通事故(日野市高幡 25番地先路上の市の義務に属する事故)の専

決処分の報告の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

O市長 (森田喜美男君〉 報告第 6号、交通事故(日野市高幡 25番地先路上の市の義

務iζ属する事故 )専決処分の報告についてを報告いたしますo

本報告は、日野市高幡 25番地先路上iζおける交通事故について、専決処分Kより相手側と

の損害賠償額及び和解の締結をいたしましたので、地方自治法第 180条第 1項及び第 2項の

公社の決算を報告するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほどをお願いい

たします。

0議長(高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 昭和 59年度目野市土地開発公社の決算書の内容につきま

して御説明申し上げます。

まず 4ページ、 5ページでございますけれども、昭和 59年度の取得用地でございます。 14

件にわたりまして面積といたしましては 4，950.0 1平米。金額が 4億 2，659万 4，240円

でございます。

次iζ6ページ、 7ページでございますけれども、同じく 59年度におきまして処分した用地

でございます。 13件にわたりまして合計面積では 8，97 1. 1 1平米。金額が 9億 9，7 9 2万

5，289円、こういうことでございます。中ほどにナンバー 9にございますが、これにつきま

しては南平八丁目 2番 3ほか 1筆、こういうことでございます。これは高校用地でございます。

これは 3月 18日に所有権だけを移転したということで、ここに処分用地ということで一覧に

記入してございます。経理につきましては 60年度に経理をしてございますので、ここでは所

有権移転のみ、とこういうことでここに掲げた次第でございます。

それから 8ページ、 9ページでございますけれども、まず収入でございますが、先ほど申し

上げましたように、事業収益といたしましては、 7ページにございます用地の処分代を収益と

して 9億 4，370万 3，84 9円。それから借入金につきま しては長期借入金の明細書がござい

ます。 32ページでございますけれども、それのうちのナンバー 39から 74までの代金がこ

こに借入金ということで記載してございます。 7億 817万 3，953円でございます。それか

ら事業外収益といたしましては受取刺息です。それから雑収益、こういうことで雑収益につき

ましては市からの利子補給分でございます。 3億 2，066万 3，9 1 6円。合計で 19億 7，297

万 6，779円でございます。
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規定に基づき、議会に報告するものでありますo

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほどをお願いい

たします。

0議長(高橋通夫君〉 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 それでは報告第 6号の内容につきまして御説明申し上げま

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 60 -1 0号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定により 、議長にお

いて総務委員会ι付託いたします。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

す。 午後 9時 19分散会

事故名でございますけれど、日野市高幡 25番地先路上の交通事故でございます。これは 60

年の 5月 27目、 4時ごろでございますけれども、建設部の土木課の職員が高幡地区の舗装の

補修作業中に右折しようとして地下道に入ろうとしたわけでございますが、そこに横断歩道が

ございましたので歩行中の横断歩道者を見送 って発進しようとしたところが、死角iζ 自転車を

引いた、加賀美ゆみさんがいらしたD こういうことで自転車を引いていたわけでございますけ

れども、その自転車に接触いたしまして自転車を壊した、こういう内容でございます。

和解の相手方といたしましては、日野市南平九丁目 22番地の 14、加賀美ゆみさん。 12 

歳で七生中の 1年生でございます。そういう意味で保護者の加賀美郁夫さんが和解の相手方で

ございます。

それから損害賠償額でございますが、 2万 9，0 0 0円。これは自転車を少し壊 しましたので、

その修理代、こういう ことでこの損害賠償額が決定したわけでございます。

なお人身につきましては事故はございません。 物損事故だけでございます。

以上、報告にかえさせていただきます。

0議長 (高橋通夫君〉 これより質疑iζ入ります。なければこれをもって報告第 6号、

交通事故(日野市高幡 25番地先路上の市の義務に属する事故〉の専決処分の報告の件を終わ

ります。

これより請願第 60 -9号、無認可保育室の助成に関する陳情の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元iζ配付しました印刷物のとおりです。

請願第 60 -9号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定により、議長におい

て厚生委員会に付託いたします。

これより請願第 60 -1 0号、 [国家機密iζ係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に反

対する日野市議会の意見書を求める請願の件を議題といたします。
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森 田 喜美 男 君

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 15ヌh 力日 藤

企画財政部長 前 田 雅 失 君 総務部長 伊 藤

市民部長 佐 藤 タ国ロ 春 君 生活環境部長 坂 本

清掃部長 藤 浪 ニ屯£己 徳 君 都市整備部長 結 城

建設部長 中 村 ケロ 助 君 福 祉 部 長 I奇 野

水道部長 永 原 照 雄 君 病院事務長 大 貰

教 育 長 長 沢 良日 君 教 育 次 長 山

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

午前 10時 14介開議

0議長(高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

郎君
ただいまの出席議員 21名であります。

これより 日程第1. 一般質問を行います。

一般質問 1の1. 再び私道の固定資産税、都市計画税は非課税にせよ、との要求についての

通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

C 1 2番議員登壇〕

君正

金 雄君

邦夫君

隆君

松雄 君

哲夫君

01  2番(板垣正男君) 通告質問の順番1番でございますが、ひとつよろしくお願い

したいと思います。

私は、再びこの問題を取り上げるわけでございますが、昨年の 12月にも同じような趣旨の

質問を行いました。市側の考えもただしたわけでありますが、今回は問題点をしぼって質問を

行っていきたいと思いますので、積極的な市側の答弁を期待したいと思います。

私道の固定資産税、都市計画税は非課税にせよとの要求についてということでございます。

この問題は、昨年の 12月に固定資産税の評価替えに伴う問題に関連いたしまして質問を行い

ました。一般的な私道の非課税措置も講ぜられているようにも伺ってまいっているわけであり

ますが、課税の基本となる実態に合わせた課税制度がとられているというふうにも伺っている

わけであります。そこで、 分筆されているされてないにもかかわらず、公道並みに私道が利用

されているという土地は、たくさん市内にあるわけでございます。特に集合住宅、一般にマン

ションの建設が進んでまいりますと、そういう土地というのがふえてまいりま す。昭和 53年

に日野市がっくりました建築指導要綱、町づくり指導要綱に基づきまして、私道の分筆、介離、

公道化というようなことについては、かなり整理されて処理されたというふうにも伺っている

わけでありますけれども、それ以前に造成された住宅地、あるいは集合住宅等の未処理のまま

の用地というのがあるわけでございます。私が住んでいる住宅もその一つでございますし、市

内にはそういう個所もたくさんあるわけでございます。

そこで、集合住宅の場合の道路として利用されているこの用地、いわゆる私道でございます

が、一般住宅の私道と同じように利用されているわけでありますから、当然集合住宅の私道に

ついても非課税の処置をするということが、今日の実態に合った方法やり方ではなし、かと、こ

のように思うわけであります。そういう観点からも御質問を行いましたし、問題も提起をして
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まいっていたわけでありますが、市側でも鋭意努力検討が行われているものと私は想像してま

いってきたわけであります。そこで、そういう点を一つ中心に市側でも答弁いただきたいので

ありますけれども、その前に、いわゆる私道の扱いが今日どのようにされているかということ

を一つ伺っていきたいと思います。仮に非課税措置がとられているということでございますな

らば、具体的な手続方法等について教えていただきたいと思うわけであります。

3点目に、 集合住宅の私道の扱い。私道もいろいろ形態がございます。たとえば公道から公

道に抜けているというような場合。公道に抜けないけれども、私道に抜けるというような場合

もございますし、それから、袋小路になっているものもございます。車返しがつくられてある

ところもありますし、それがないところもある、というふうにさまぎまでございます。さら に

は、 1 0 0戸近い住宅が私道に隣接するという場合もございますし、わずか 10数戸、 20軒

足らずの戸数の場合もございます。いろいろ形態はあるわけでありますが、形態によって違う

ような措置をとるのか。それとも形態を問わず 2戸以上不特定多数が利用できるという状態で

あるならば、それを対象とするという考えにあるのかどうか、というようなことなども含めて、

市側の取り扱いについて御説明をいただきたいと思います。

以上 3点でございますが、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

0議長 〈高橋通夫君〉 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(佐藤智春君〉 ただいまの 3点につきましての御答弁を申し上げたいと思い

ます。

まず第 1点の御質問でございますけれども、御承知のとおり固定資産税等を非課税とする私

道の非課税措置につきましては、地方税法の第 34 8条第 2項第 5号に、いわゆる公共の用に

供する道路であるかどうか。これらを基準に判断をしております。ここに言う「公共の用に供

するJとは、その道路が道路として使用するに当たって何ら制約がないこと。 さらに、 ほか

の公道への連絡状況、あるいは周囲の土地との利用状況から見て、客観的に不特定多数人の利

用に供されることを条件としておると、こういうことでございます。

これらの取り扱いにつきましては、行政実例などで、すでにかなり 多くの認否合基準が示さ

れております。しかしながら、 議員さんのただいまの御発言のように、ここ数年来土地開発が

盛んに行われまして、道路等の状況が以前よりますます多様化してまいり ます。東京都を初め

といたしまして、 2 6市各市におきましても、その判断に現在苦慮をして、ここに言う「公共
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の用に供する道路Jが、かなり広義に解釈する傾向になってきたとい うことは事実でございま

す。したがいまして、いわゆる共用の私道、いわゆる行き詰まりの私道につきましでも、そこ

に複数の家屋が接面し、通行にイ可ら制約のないものにつきましては、非課税道路に準じた扱い

としておるというのが現状でございます。

日野市におきましでも、これら取り扱いにつきましては、一般の住宅地などと大規模団地など

とのこ通りの方法を現在講じておるわけでございます。まず一般の住宅地につきましては、東

京都と同様に複数の家屋が接面 .その利用が不特定多数人の利用に何ら制約がない道路であ

ることを条件に非課税扱いとしておるわけでございます。それから、大規模団地等の取り扱い

につきましては、その団地内が住宅部分、あるいは道路部分、あるいは駐車場部分などそれぞ

れ分筆 され、その利用が明確なところなどにつきましては、現状地自に即した原則的な課税を

しておるというのが現状でございます。また、すべての住宅用地を分筆せずに、そのまま使用

しているところなどにつきましては連槍 1宅地とみなしまして、住宅部分、道路部分あるいは

駐車場部分などを、すべてを含みまして小規模住宅用用地と いたしまして、 課税標準額の評価

額の 4分の 1ということで課税しているのが現在の現状でございます。第 1点目につきまして

は、現状の報告をもってお答えをさしていただきたいと、こういうことでございます。

2番目の、非課税措置のための手続はどのようにするのかということでございますけれども、

その土地が分筆されまして公衆用道路として登記されているところは、 登記所からの定期的な

通知によりまして現地調査を実施いたします。したがいまして、所有者の申請がなく ても事務

的に非課税措置をとるということができるわけでございます。分筆をされてない土地につきま

しては、道路として利用している部介及び地積などが不明確なためでございますので、所有者

から測量図等を添付して非課税申告書の提出を求めまして、現地調査を行い課税のための仮分

筆という方法をとり非課税としておるわけでございます。いずれにしてもいろいろとケースが

ございますので、そのようにさせていただいているということでございます。

それから、 3番目の件でございます。 集合住宅の私道の扱いと いうことでございますけれど

も、地目 の認定につきましては 1筆ごとに行いまして、その大部分が何に使われているかとい

うことで認定するのが原則でございます。団地につきましでも、それぞれ分筆されれば現状に

合った措置がとれるものと考えております。 しかしながら、先ほどのお話にもございましたよ

うに、諸般の事情から分筆せずに利用されている住宅団地もかなり多く現状あると考えており
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ます。これらの措置につきましては、東京都でも現在では 1宅地とみなしまして、宅地として

課税しておるというのが現状でございます。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君 ) 板垣正男君。

012番(板垣正男君 ) 一般的な私道に対する非課税措置、市側の現状についても説

明があったわけでございますが、 要するに私道の非課税申請を行う。その際、測量図等を添付

して申請すれば、市の調査をもって適当と認められるところであるならば、非課税措置をする

ということのようでございます。私は、その上に立ちまして集合住宅の私道の扱いをどのよう

にするかということで質問を行っているわけでございますが、いまの部長の説明でもございま

すよ うに、まだ明確に一般住宅私道と同じよ うに非課税にするというこ とまでには至っていな

いようでございます。集合住宅に入居するかどうか。そこに住むかどうかということは、もち

ろん入居者の自由の判断に任せられるわけでありますけれども、そういう住宅形態にするかど

うかということについては、これは入居者の責任にかかわるものではないわけでございます。

しかも、道路として利用される 用地を分筆されているかどうかというところまでは、なかなか

調べられないというのが入居する際の実情ではなし、かと思うわけであります。いろいろと用地

を調べる。住宅を調べるとい う中で分筆されてないということがわかってくるわけであります

けれども、現状はどうかというと、実際は道路と同じよ うに不特定多数が利用する。こういう

ふうに供されているわけであります。

地目の問題で言いますと、たとえば駐車場に利用されていると ころは、一般的には雑種地と

いうふうになるようでございますが、集合住宅の場合は当然住宅が集合するわけでありますか

ら、駐車場用地も何台か一緒に設定されるということになるわけであります。 1戸ずつの駐車

用地をそれぞれ設置するとい うことにはとてもならないわけでございますが、それで も駐車場

用地というのは、住宅戸数に等しいだけの駐車場が設けられるということはないんですねO こ

れは、どこの団地でもそうだと思うんですけれども、たとえば 250戸の集合住宅は、じゃあ

250台分の駐車場がつくられるかというと、決 してそうではないと思うんです。と ころが、

一般的には 1戸 1駐車場を設ける場合もあるわけでありますし、それができ るようになってい

るわけであります。ところが、集合住宅の場合は共用地と いうようなことなどもございまして、

なかなか個人の判断で駐車場をつくるということもむずかしいわけでございます。どうしても
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一定とスペースをとった共同の駐車場を設ける。 こういうふうにもともとできているわけであ

りますから、個人の判断で勝手にa駐車場をあちこちにつくるという ことにはなってL可かないわ

けであります。しかも、駐車場というのは小宅地と認められた用地内にも、これはつくるわけ

でありますから、 1戸建ての住宅の場合はそのまま小住宅ということでは地目は決定されるわ

けです。と ころが、集合住宅の場合だけが駐車場は地目変更を行う。雑種地として見なければ

いけないという理由は一体どこにあるのかということに私は疑問を抱かざるを得ないわけであ

ります。これは、昨年来質問を行うことを通じて問題を提起しているわけでありますから、こ

の住宅内での駐車場というのは、これはあくまでも宅地とみなすというふうに見ても、私は 自

然ではなし、かと思うわけであります。

私道の公共用道路並みの非課税というのは、 最近各自治体ともかなり実施 してまいっており

ます。東京都もそのような措置を講じたというふうにも伝えられておるわけであります。しか

し、 集合住宅の場合だけがなかなかその適用を受けられなし、。公道から公道にちゃんと通じて

いるかどうか。そのところがポイントであったというようなことなどもあったわけであります

けれども、それがだんだん崩されてきているようでもあります。袋小路であったとしても公道

並みの用地に扱うという考え方がだんだんと広まりつつあるわけでございますが、車返しも設

置されているというところもあるわけでございます。

たとえば議会にもかつて提案されて認定された個所もございますが、私道から市の公道に移

管すると いう場合、いろいろと条件がございますが、 しかし、その立地条件によっては袋小路

であっても公道として扱うという場合もございました。 これは、 議会でもそのように認定した

わけでございますが、道路の形態は先ほど部長も申しておりましたように、いろいろと幅が出

てまいりまして単調にはいかないというのが実態ではなl'かと思うわけであります。行政実例

の一、二が、部長からも説明ありましたように非課税に該当するという道路の、昭和 26年 9

月14日と、昭和 42年 4月 5日に出されております行政実例にはこのように述べております。

「特定人が特定の用に供する目的で設けた道路であっても、その道路の現況が一般的な利用に

ついて何らの制約を設けず開放されている状態にあり、かつ当該道路への連絡状況、周囲の土

地の状況等から見て広く不特定多数人の用に供される性格を有するものについては、公共の用

に供する道路に該当するj と、こういう ふう にはっきりと行政実例も出されているわけでござ

います。 これは、一般住宅の場合というふうに特定しているわけでもございませんし、 集合住
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宅は該当しないと、 こういうふうにも特定していないわけでございます。ですから、 集合住宅

の場合も同じような扱いを行ってしかるべきものではないか。このように私は考えているもの

でございます。速やかにこうした住民の声を取り上げて、市側でも非課税措置が講じられるよ

うに強くお願いしたいわけでございますが、この点での部長の再度の答弁をお願いしたいと思い

ます。

0議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(佐藤智春君 ) お答えをいたします。おっしゃるとおり集合住宅の取り

扱いにつきましては、現状ではそれぞれ異なるいろいろな要素もあろうかと思います。そうい

うことで、各市ともその取り扱いには若干の差異が生じておることは事実でございます。今後

私どもといたしましては、園、都、あるいは他市との関係も踏まえた中で、団地内の原則的な

均衡、あるいは団地内の現状等を検討いたしまして、御質問の趣旨はよくわかりますので、さ

らに研究、協議を重ねていきたいと、このように考えております。

0議長 (高橋通夫君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君) ただいまの私の質問と、 事務当局の答弁を踏まえまして市長

の見解をお伺いしておきたいと思います。

O議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) いろいろな住居の形態で都市化が進み、また、道路等におい

て複雑な面を生じておると思います。地方公共団体である自治体は営利を追求する機関ではあ

りませんから、なるべく公的なものには、個人の負担にならないようにということが一つの原

則であろうと思います。 したがし可まして、公共の度合 p-ー よく 集合団地等で、ここは団地内

であるからよその車は入らないようにとか、あるいはスピードの出し過ぎをしないようにとか、

そういう団地管理的な標識も出されているわけでありまして、その際は、この道路は自分たち

の広場として共有の部分である、 したがって、公共の用 に供してはいない、と。こういう 意思

が働いていると思うのであります。マンション等の廊下その他共有部分と、こういうこともお

のずからあるわけでありますし、 言われる観点からの要求は、やはり 一つの申請主義によって

そのことを明確にした上で非課税に該当させるべきもの、あるいは謀税対象に該当させるもの。

こういう仕分けを明らかにするということが望ましいと思っております。いろいろ複雑なこと

もあると思いますし、 御指摘のところがかなり非課税に該当する範囲にあるものもあると思い
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ますので、 実情に即し今後なるべく 整理を進めていき たい、とこう考えております。

一方、利用されて集合住宅団地等で、その道路の見解について内部的な管理を、これを明ら

かにされるということも大切だと 思います。一般に通過董路として広く公共の用に供されてい

る場合は、これは当然非課税になるべきものというふうに扱えると思いますので、そのような

事務的処理を役所側のみにゆだねず、やはり申請を してこ られる ということ が一つの解決のき

っかけをつくり出すことになると、このように考えます。法的な知識を持っているという こと

ではございませんが、一般的に考えてそうあるべきものではなし可かと思っておりますので、そ

ういう 意味での見解を申し述べたとこ ろでございます。

0議長(高橋通夫君 ) 板垣正男君。

012番(板垣正男君 ) 市長の考えもわかりました。事務当局も鋭意今後研究してい

ただきたいと思います。

市長がただし可ま答弁の中で、交通規制で看板を出すということでちょっと触れておられまし

たけれども、これは、交通安全上の問題で看板を出して交通規制をするということであって、

何も土地の占用を主張して他の人には使わせないということではないと思うんです。このこと

と非課税の処置の問題とはちょっと違うんではなし、かというふうに私は受けとめておりますの

で、ひとつ市長の方でもあ考えになっていただきたいと 思います。住民の申請によって市側で、

も必要な検討を加え対応するという基本的な考えも 示されました。大いにそういう点は主張

すべき点主張し、また、改善すべき点改善するという住民側からの働きかけなども行って、適

切な措置がとられるよ う今後もお願いしておきたいと思います。

らL上をもちまして私の質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君 ) これをもって 1のl 再び私道の固定資産税、都市計画税は非

課税にせよ、との要求に関する 質問を終わります。

次に 1の2. 日野駅の改造計画についての通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

0 1 2番(板垣正男君) 日野駅舎の改造問題は、 日野の議会でも久しく論議をされて

まいりました。とてもとてもだれだれ議員に任せるというわけにはまいらない大きな問題でも

あるように思いますので、私も再三再四この問題で議会で論議を行ってまいってきているわけ

であります。 というのは、議会はもちろんでありますけれども、市の当局も一緒になって国鉄

日野駅の問題を取り組まなければ、到底駅利用者の利便、駅周辺の整備とあわせた改造計画と
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いうのが進んでし、かないのではないか、 こう考えているわけであります。

昭和 48年当時だったと思うんでありますが、もうすでに 10年以上も前の話であります。

私が議員になってもう 16年になるわけでありますが、その後いろいろと議会での論議、議会

に特別委員会が設置されたという経過もございますが、そういう経過を踏まえて市の内部に日

野駅の改造問題でプロジェクトチームができた、鋭意検討していきたい、こういう表明なども

あったわけであります。私たちは大いに期待を持ちまして、議会でもそのチームの取り組みの

状況などを伺ったりしてまいったわけであります。しかし、その後、神明上α豆画整理事業の

完了もございました。 駅周辺のパスの発着なども、最近新しい路線が設置されたということな

どもありまして、乗降客もふえてまいりました。それだけに駅舎の改善は今日の町づくりや、

駅利用者の安全、 サービスの向上、そういう点からの利便を要求する声もたく さんのぼってき

ているわけであります。私などは、再三再四そ ういう意見を聞いておりますし、また、相談も

寄せられていると、こういう実情でございます。

駅舎の改造はなかなか進まなくても、現在の駅舎においてもサービスの向上を図るというこ

とも、これは当然、のことでございまして、たとえばホームの上屋の設置を初めといたしまして、

防風壁の設置の問題、駅構内の路面の整備の問題、さらには改札口のわきに設置されておりま

す自動販売機が、中央線の中でも一番古L可自動販売機が設置されておりました。そこで、私も

国鉄西局に参りまして、あの販売機を現代的なものにかえてもらえないかと。こういうふうに

要求いたしましたら、国鉄側も大変好意的な対応を示 してくれまして、千円札でも買う ことの

できるこういう券売機にかえてもらうということがありました。改札口の幅も、 車いすが通れ

るように改善されたということもございます。これは、障害者の団体の皆さん、ある いは障害

者の皆さんが実際に駅を利用すると車いずじゃ通れないという、そういう狭陸な改札口であっ

たのでありますけれども、それも改善することができました。これは、国鉄がやっぱり利用者

のことをよく考えていてくれているんだ、こういうふうな印象も、また一面では持ったわけで

ありますから、私たちが要望を行っていけば、国鉄もやはり改善に対応してくれる、こういう

ことを物語っているんではなし可かと思うわけであります。

そこで、じゃあ駅舎はなぜなかなか改善されないか。これは、国鉄の駅の中でも文化財に指

定されているような歴史物だというふうにも伺っております。これはこれで大いに価値のある

ものだと思うわけでありますが、そのことと、やっぱり駅の利用ということもあわせて考えな

ければならないわけでありますから、別個に文化財の保護も考えてよろしいんではなt~かと思

うわけであります。それで、その一方の改善の方向も、また進めなければならないというのが

駅周辺の住民の皆さん、あるいは駅を利用される皆さん等しく考えておられることと思うわけ

であります。

最近、八王子の東小宮から日野駅に通ずるパス路線も新設されました。工業団地からの駅利

用者もふえたわけでありますし、将来日野駅を利用するであろうと思われる一一八王子にも大

きな団地が建設されるという計画も伺っているわけであります。一層駅の利用者はふえるであ

りましょう。そうなってまいりますと、あの狭いガードをくぐって駅を利用するという駅周辺

の現状を、何としても変えてし可かなければならな t~o 歩行者の安全を第一に考えて、もっとも

っと利用しやすいものにするo こういうことが必要だと思うわけであります。私が議員になっ

て今日まで、この問題を取り上げ続けているのはそういう観点からのものでもございますだけ

に、市長も十分御理解をいただいているものと考えております。

そこで、具体的に質問を行っていきたいと思います。けれども、駅舎の改善計画と いうのは

国鉄にただしてみますと、国鉄は協議に応じると、こういう態度を示しております。しかも、

西局の相当の地位にある方でございますが、 しかし、じゃあ改善するには費用が必要だ。その

費用の点につ いては国鉄は責任は持てなL、。こういう考えを示す。 しかし、私は責任は持てな

いといっても、 1銭も出しませんよということではないと思います。国鉄側に必要性を認めて

計画に乗せるならば、国鉄は当然駅利用者のために必要な改善を行う予算を計上するというの

もあたりまえの話であります。何十億何百億とかけて新幹線もっくりますし、成田空港のあの

新幹線、いまだに利用されてないようなところにも、何百億というお金をかけて駅をつくって

野ざらしにさしておくわけでありますから、そういうむだ使いをもっともっと倹約検討して、必

要な個所に予算を握り向ける。こういうことも行うならば、私は容易に日野駅の改善を行い得

るものだと思うわけであります。

その際、ガードの拡幅というものも一緒に考えていかなければならないと思うわけでありま

す。先般福島議員も一般質問で取り上げたようでございますが、どうしてもだめかというので

はなくて、必ずこれを、ガードを広げて歩行者の安全に供する、こういうことが私は大事だと

思うわけであります。これは、恐らく単独の事業だけではなかなか進まないではなし、かという

印象を私持っておりますので、駅舎の改善にあわせてガードの拡幅も考えていく必要があろう
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かと思います。周辺の整備なども課題にのぼっているようでございますが、それらとの関係も

考えるならば、これからの一つの大きな課題として取り組む、そういう機会ではな L、かと思う

わけでございます。市側の考え、 そして、現在どのような国鉄との協議が行われているか。

ひとつ御説明をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

日野駅の改良計画でございますけれども、経過につきましては、いま板垣議員さんがおっし

ゃったとおりでございます。現在、日野駅の改良の方法としては二つ考えられるわけでございま

す。一つは、いま議員さんもおっしゃいましたように、いわゆる日野市が請願駅として応分の

負担をして改良する方法。あと一つは、現在市が考えております森町の再開発を含めて日野駅

を改良する方法。こういったことを現在検討しております。現在森町の再開発とあわせて駅改

良ができなし可かという ことにつきまして、住宅都市整備公団の方に、その計画の検討を依頼 し

ているということでございます。早急に方針といいますか、方向づけをしたいというふうに考

えております。

それから、 2番目の日野駅のガード下の国道の拡幅でございますけれども、この件につきま

しては建設省並びに国鉄の方に、市長名で拡幅の文書要請を行いました。さらには市長が一一

区画整理事業の関係もあるわけでございますけれども、これにあわせまして、 事務を担当して

おります相武国道事務所の方にも陳情したという状況でございます。この前の議会でも説明を

いたしましたけれども、国鉄は現在分割民営化の大きな課題を背負っておりますし、また、国

は財政の大きな問題も抱えているわけでございます。なかなか先が見えないというような状況

でございます。しかしながら、住民の要望は切実なものでございますので、私どもも精力的に

今後この整備につきまして努力をしてまいりたいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 日野駅の駅舎を、現在の駅舎を初めまして駅構造を改善する

ということは、日野市の都市計画上重要な課題であるという認識は絶えず持っておるわけであ

ります。駅舎は、できれば線下駅にして、そして、両面から乗降客が入れるようにすると。そ

ういうことがベストだと思っているわけでありまして、そのことをいま国鉄当局に交渉を持っ

ても、なかなか当事者能力として回答は出てこないではなし可かと思いますので、私は、日野市
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の主体性において、つまり財政負担は日野市が行うと。( i軍資金をつくれよ、軍資金を」と

呼ぶ者あり)それから、また財政の運営は駅舎の高層化でありますとか、そういうことによ っ

て成り立つ仕組みを考えると。こういうことをいま頭に描きながら、可能な方法をいま模索を

しておるということであります。 具体的には住宅公団にも大きく協力をいただきたいと手法を

考えておるところであります。

現在の駅舎そのものは、これは確かに文化財としても価値のある建物だと思いますので、こ

れは、日野市がいずれ受け取って、 しかるべきところに文化財として再建築を図る と。そして、

何か文化財の展示場等にすることもできると、このように思っております。(発言する者あり)

ただではもちろんいけなし 1かもしれません。土地はひとつ日野市にーーその跡地の土地はーた

ん日野市に譲っていただいて、日野市が、その土地をいま言いますような駅ヒツレ等の貴重な財

産一一材料と して、そして、設計をつくることを可能ならしめると、このように考えたいと思

います。

森町の、すぐ甲州街道を分けて森町地域の事柄もあり ますので、何よりも中央線という貴重

な交通機関に最も便利のいい場所にあるということは需要が十分あり得る ということになりま

すので、この事業は私は可能であるというふうにいま踏んでおるわけであります。甲州街道の

ガード下部分の狭陸も、そういうことと一緒にして解決を図る、こういうことが考えられます

いあわせて、もっと 21世紀の半ばごろには複々線化という課題も生まれてくると思います

ので、そういうことを総合的に考えまして、大きな日野市将来の一つの玄関としての計画を持

つということが大切だと、このように思っております。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

012番(板垣正男君) 私は、実は市側がこれほどまで積極的な答弁をするとは予想

はしていなかったのでありますけれども、企画財政部長の答弁、市長の答弁とも、日野駅の改

善問題はガードの拡幅、あるいは森町の整備とあわせて総合的に考えていることが示されまし

た。大変私としても心強い限りでございまして、ぜひ市長の任期中にこの課題をやり遂げてい

ただくように私は期待を申し上げておきたいと思います。( iもう1.期ゃれ」と呼ぶ者あり)

しかも、 21世紀の展望まで示されたわけでありますから、これほど大きい話もな いわけでご

ざいますし、また、 展望を示してくれたということにもなるわけであります。場合によっては

次期もという声も、あるいは上がるかもしれませんが、しかし、次期を待たずして早目に着手
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をしていただきたいと、こうお願いしておきたいと思います。

特に、私は甲州街道のガードの拡幅問題は、森町の整備とあわせて考えるということも、一

つの大きなポイントになるかと思うわけでありますが、問題は建設省の考えも十分考えてし可か

なければならないのではないかと思います。と申しますのは、これまで私たちが住民サイドで

建設省の担当者と何回か話 し合いを持ちましたが、その都度甲州街道の拡幅よりも、 1・3・

1の道路建設が優先する。こういう答弁に終始してまいっていたのであります。そういう考え

方を駅周辺の整備、ガード下の拡幅という点で優先させる。こういう考え方の転換といいます

か、重要性を認識させるということも重要なポイントではなし、かと思うわけであります。私た

ちも引き続きそうした点からの要望を建設省側にも強めてまいりたいと考えておりますが、市

側でも一層の努力をお願いいたしまして、私の質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 1の 2. 日野駅の改造計画に関する質問を終わり

ます。

次に 1の3. 栄町に予定されている都営住宅建設計画と公共施設建設見通 しについての通告

質問者、板垣正男君の質問を許します。

012番(板垣正男君) 現在栄町に予定されております都営住宅の建設用地は、遺跡、

の調査が進められております。聞くところによりますと、来年いっぱL可かかるという話なども

伺っているわけでありますが、これは、後ほど詳しく教育委員会から説明いただきたいと思う

わけでございますが、昨年度から始まりました遺跡の調査も、 3年かかるということにもなっ

ていきそうでございます。都営住宅の建設の要求にあわせて公共施設建設の要望が高かったの

でございますが、遺跡の調査が始まった時点で、これらの見通しもある程度出てまいりまして、

駅周辺の住民の方、あるいは強く要望されたり、 PTA関係の運動された方々に一定の見通し

を与えたということにもなってきたと思います。

私も、昭和 52年、 5 4年、 5 5年、過去 3回にわたってこのところに関係する質問を行っ

てまいりました。今回で 4回目ということになるわけであります。昭和 53年に神鋼電機が移

転いたしま して、都の住宅局に土地が移ったわけでございますが、それ以来東京都の遺跡調査

が大幅におくれた。市側の努力などもあって昨年から遺跡の調査が始まったということになっ

たわけでありますが、その問、プランクと申しますか、見通しがほとんど立たない。こういう

状況が続いたわけでごぎいます。私も昭和 55年の質問以来一一-6 0年ですから、 5年ぶり に
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この問題をさらに取り上げるということになったわけでございます。いよいよ建設計画も具体

化されてまいったようでありますから、今議会都営住宅の建設計画と公共施設の建設の見通し

が、現状どのような展開が行われているか。ひとつ説明をいただきたいと思うわけでございま

す。

0議長 (高橋通夫君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 教育次長から、前段の栄町の遺跡調査の現状と見通しにつ

いてという御質問が出ましたので、私の方からその点につきましてお答えをいたします。

ただいまの御発言にもございましたとおり、日野市栄町の都有地約 2万2，0 0 0平米ほどで

ございますけれども、これにつきましては、いわゆる遺跡の包蔵地という形になっております。

したがいまして、都営住宅を建設する前に先立って、法律上遺跡調査をする義務がございます。

昭和 53年度東京都の方にこの土地が移り ましてから、 当時の遺跡調査会の方で遺跡調査の表

面調査を行ったわけでございます。一応表面調査が昭和 53年度に終わりましたので、それを

受けまして、 いわゆる本調査をすることになったわけでございます。ところが、御案内のとお

り遺跡調査会の団長が昭和 55年 3月にやめられました。そ こで、遺跡調査会の立て直しとい

う問題もございました。あわせまして日野市の遺跡調査の調査方法につきましでも、いろいろ

と問題点がございました。日野市の遺跡調査会が従来は包蔵地全体の調査を担当してまいりま

したけれども、遺跡調査会の能力から して、遺跡調査全域を調査させると ころに無理がござい

ました。そこで、遺跡調査の調査方法を変えまして、日野市の遺跡調査会は、あくまでもいわ

ゆる個人住宅、あるいは日野市の公共事業の開設に伴う包蔵地につきましては日野市の遺跡調

査が担当いたしますと。他の大規模団地につきましては、それぞれの大規模団地をつくる原因

者の方で遺跡調査会をつくり遺跡調査をしてもらいたL、。いわゆる従来の集中方式から介散方

式に変えたという経緯がございます。

そういうことで、 実は昭和 55年に当時の落川の遺闘苦周査も日野市で担当してまいりました

けれども、これも東京都の土地でございますので、 5 5年の 11月には東京都の住宅局の方で

遺跡調査会をつ くってもらいたいということで調査会をつくりました。その際に、知了の土地

につきましでも東京都の住宅局の土地である。あわせて栄町の遺跡調査会もつく ってほしいと

いうことを要望 してまいりましたけれど ななかなか遺跡調査会の方としての団長その他の構

成ができなかったという経緯がございます。そこで、私ども教育委員会といたしましては3 精
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力的に東京都の住宅局並びに教育委員会の方に対しまして、栄町の遺跡調査を早急にひとつや

ってもらいたいということをかねがね要望 してまいりました。そこで、昭和 59年の6月 28 

日の日でございますけれども、東京都住宅局並びに東京都教育委員会の方の主体性を持たせま

した栄町遺跡調査会が発足いたしました。そこで、昨年の 7月から遺跡調査の予備調査を東京

都の方にお願いしてまいりました。その結果でございますけれども、昭和 53年当時は大分遺

構、あるいは住居祉、そういったものが出てくるであろうというふうな予想がされましたけれ

ども、昨年の、いわゆる東京都の表面調査、予備調査によりますれば、比較的住居祉は少なし可。

いわゆる古墳が大分出ておるo それから、遺物が約2，50 0点ほど出ましたけれども、ほとん

ど摩滅等がありましてその辺の調査がわりあい 53年当時と比べてみて比較的少ないんじゃな

。企画財政部長 (前田雅夫君)

ます。

所在地につきましては、ただし可ま お話がござし、ましたように神鋼電機株式会社の東京工場が

豊橋に移転をいたしまして、その関連で社宅用地が空きまして、 東京都住宅局が昭和 54年に

都営住宅の計画の内容につ きまして御説明申し上げ

いかというふうな、こういう結果がございます。

取得 したという ものでございます。栄町の二丁目でございます。面積といたしまして2万2，284

平方メートルでございます。現在東京都が日野市の方に提示してございます建設戸数は、総戸

数 189戸でございます。地上 3階建ての11棟でご ざいます。建設の仕方といたしましては

第 1期といたしまして 9棟 165戸を建設 し、 さら に第 2期といたしまして 2棟 24戸を建設

するという ものでございます。 2期に分ける理由といたしましては、まだ公共下水道がこの地

域に はもちろんございませんので、 当面は独自の処理施設をつくって処理をするわけでござい

ますので、 将来公共下水道ができた段階では、こ の施設を取り壊し、 2棟24戸を追加すると、

そ ういうものでございます。

この都営住宅の建設につきま しては、昭和 53年でございますけれども、建設計画に係る基

本事項というこ とで、 日野市の方から都に要望 して ございます。その中で、特に地域の住民の

方に関係のある こと を申 し上げますと、用地 400平方メー トルを市に提供していただきたい

という項目がございました。この件につきま しては、一方かなり時間も経過しておりますし、

周辺の状況も変わっておるわけでございます。現時点で、私ども考えておりますのは、東京都

が地域開発要綱とい うものを持っております。 この地域開発要綱をもとに、地域の市民が使う

施設の見直しをいたしたい という ふうに考えております。そんな状況でございます。

そこで、昭和 60年度につきましては、この予備調査を受けまして本格調査に入りましょう

ということでございます。本格調査につきましては、 2万 2，00 0平米のうちの半分、 1万

1，0 0 0平米を昭和 60年度に本格調査をいたしましょう。残りました 1万 1，000平米につ

きましては、 昭和 61年度にやりましょう。つまり 60年 61年度 2カ年間にわたりまして本

格調査をいたしましようということでございます。私もたまたま地元教育委員会の 1員といた

しまして、役員会にも出席し、いろいろと 質問もし要望 してまいりました。東京都の方といた

しまして も大分調査がおく れておりますということで、 精力的になるべく早く調査を終えたい

ということでご ざいます。 したがって、 栄町の方に、 調査が終わった後に公共施設の建設につ

きましで も、できるこ とならば調査を早 く終え、そして、 一括して住宅等の建設を行ってまい

りたL、。 こういうふうな要望がございますけれど も、調査がおくれた場合には、調査が終わっ

たと ζ ろから部分的に住宅等の建設を行っていきたいというふうな予定でございます。

一応本格調査につ きましては昭和 60年度、 6 1年度の2カ年間にわた っておりますけれど

も、調査のし、かんによっては、あるいは何年か延びるか もしれないということでございます。

したがって、 一応予定と いたしましては昭和 60年度61年度という形になっておりますけれ

ども、 若干調査のいかんによっては延びる可能性があるだろうということでございます。大体

数年以内には遺闘宅用査を終えたいという のが現状でございます。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君 〉

012番 (板垣正男君 )

板垣正男君。

遺跡調査の進行状況と見通しの説明もございました。調査の

0議長 (高橋通夫君 ) 企画財政部長。

概要については大体わかったわけでございますが、 61年度におさまらないで、より延びる可

能性もあるとい うこ とでございます。 これは、必要な調査がまだ継続されるということでもあ

るでしょう からやむを得ないと しましても、 しかし、希望とすれば調査がスムーズに 61年度

完了できるよ うに努力を していただきたいと思 うわけでございます。

都営住宅の建設について も概略説明がございましたが、肝心の公共用地の提供と施設の建設

の見通しという点でございますが、つくった後の管理なども当然、関係してくるかと思うわけでご

ざいます。ただ単なる集会施設ということなのか。あ るいはもっと多面的な利用のできる施設
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になるのかまだはっきりしませんが、現在市側と東京都が打ち合わせなり協議を行っていると

いうのは、いま部長が説明したような範囲にとどまっているんですか、さらに詳しい協議が行

われているということはないのかどうか。本当の概略的なところで交渉がまだ進んでないとい

うことなのかどうか。もうち ょっとその辺を詳しくもし報告ができれば説明していただきたい

と思うんです。

0議長 (高橋通夫君 〉 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 現時点でのお話を申し上げますと、先ほど申し上げ

ましたけれども、都営住宅建設に関連する地域開発要綱というものがございます。東京都はこ

れをもとに市内の都営住宅の建て替え計画を持っておりますので、その全体計画を踏まえて、

関連する地元供用施設といいますか、そう いった市民施設の話 し合いをしたいと いう 申し入れ

を受けている段階でございます。

0議長(高橋通夫君 ) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君〉 まだ余り詳しいところまで話は進んでないようでござい

ますが、今後さらに協議は深まっていくものと思います。そこで、 4 0 0平米の提供を申 し入

れたということがございますが、これも見直すと いうことになってまいりますと、どういうよ

うな用地面積になるのか。 したがって、施設の規模というものもまだはっきり浮かんでこないと

思うわけであります。私は市長にお伺い しておきたいと思うんですが、かつて栄町周辺も第三

小学校区にあったころ、いわゆる小学校区に文化施設をつくってほしいという PTAを中心と

した要望がございました。今日までそれは生きているわけでございますが、これにこたえるべ

く都営住宅建設にあわせた公共用地の施設建設が期待を持たれてまいっていたわけであります。

話がまだ煮詰まっていないという現時点での答弁は、まだ概略の域を出ないということになる

かせしれませんけれども、市長の考えとして、こうした住民の要望にこたえる一つのチャンス

ではなし可かと思うのでありますけれども、どのようにお考えになっておられるか。具体的なイ

メージなどを持っておられれば、そういうことも含めてひとつ考えを聞かしていただきたいと

思うんです。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 神鋼電機社宅の跡地を東京都住宅局にあっせんしたのは日野

市であります。それは、あの地域に一つの人口の、何て言いましょうか一一人口をふやして、
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そして活力をつくりたいという一面と、それから、それをきっかけに公共機関同士の協議によ

って、あの地域に公共施設の実現を図りたいと、こういうことが基本になっ ております。 2・

2・1とい う都市計画道路のこともございますし、それから、雨水雑排水の排水施設のことも、

その際関係する範囲においては一つのきっかけができると。このように期待をして、早く文化

財調査が終って都営住宅建設の協議が積極的にできるとき を待っていると。 こういう状況であ

ります。

今日、日野市内の小中学校は空き教室が生じてまいりますし、中学校も間もなくそういう時

期に入るわけであります。そうなりますと、このときにある程度の地域の近代化、あるいはそ

のための人口増加も受け入れて、つまり学校等の施設に収容能力が余裕があるということであ

ります。そう いう条件でございますから、地域地域にある程度の人口もふえるが日野市の発展

に役立つという状態をっくり出すことが大切であると、こう考えております。そういう観点か

ら、都営住宅がつくられます際に、いろいろな期待が確かにあるわけでございますので、 学校

に対します公共負担等はもう必要がないわけでありますから、別途の地域に活力をつくり、文

化や福祉の活動がともにできる、そういう条件の施設に切り替えていきたいと、こ のように考

えております。

いずれにいたしましでも早く必要な調査が終わって、そうして、また半分終われば、その半

分の着工もできるという可能性もあるわけでありますから、早急にそういう協議ができる機会

を設けたい、このように考えておるところでございます。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君) 都側との協議を鋭意進めて当 住民の要望に こたえられるよう

にしていただきたいことを最後に強く要望いたしま して、この質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 1の3. 栄町に予定されている都営住宅建設計画

と公共施設建設見通しに関する質問を終わります。

次に 1の 4. 中小企業振興条例の制定についての通告質問者、板垣正男君の質問を許します

0 12番(板垣正男君) 通告いたしました質問の4点目、中小企業振興条例の制定に

ついて質問を行います。きょうの質問は、 条例の制定を中心に市側に提起をするものでもござ

いますだけに、余り細かい具体的な点にわたっての提起は控えたいと思います。基本的な考え

方、今後の中小企業をどう振興させるか。行政側としての姿勢を伺っておきたいと思います。
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地方自治法の第 2条第 2項には地方自治体のやるべきことを事細かに述べております。そし

て、第4項には地方自治体、特に市町村の義務的な事項を含まない項目について述べてあるわ

けでございますが、 6項には都道府県の義務的な事項が規定されてございます。その中に「農

林水産業及び中小企業その他の産業の指導及び振興、特産物の保護奨励に関する事務等Jとい

うふうに述べられておりまして、都道府県が責任を持って中小企業の振興のために必要な施策

を行うよう規定されておるのであります。ですから、市町村にこの問題を提起し、市町村の施

策として展開させようという場合、地方自治法に基づく義務的な事項ではないという解釈も成

り立つわけであります。そのためにというふうに私は解釈もしているのでありますけれども、

市町村の産業政策というものがなかなか思い切ったことができずに今日まできているのではな

いか。こう解釈もするのであります。しかし、その一方で、じゃあ都道府県が有効な今日の中

小企業を振興させるだけの施策が行われているかどうかということになりますと、私はその点

でもまた疑問を持つわけでございます。

今日の経済状況、経済構造から見ましでも、中小企業の置かれている立場というのは非常に

困難な状況にございます。私は多くを申し上げるまでもなく経営であり、あるいは生活実態と

いうのは極端に不振業種もあるわけでございます。定期に政府が行っております産業統計資料

というのがございますが、これらの資料を拝見しても中小企業の置かれている立場は非常に困

難なものでございます。日野市のこれらの調査を見てまいりますと、個人営業あるいはごく小

規模な企業ということが言えるかどうかわからないくらいDト規模な経営、ふえてはおるもの

の、これらの企業の経営の実態というのは大変切実なものがあるわけでございます。そこで私

は、行政として基本的な中小企業に対する振興の姿勢を示す条例をもって基本的な立場を明ら

かにして、そこに基づいて具体的な施策を展開することが必要ではないかと考えるものであり

ます。

先般日野市が実施いたしました住宅相談窓口というのがございます。これは、 7月から実施

されたわけでございますが、いわゆる一人親方と言われている職人の方々に対する仕事のあっ

せんを行うというものであります。これまでほとんど行政の先を当てることのなかった階層に

も、今回その光を当てることができたとこのように私も考えるものでありますが、もっと広く

考えるならば、勤労者互助会が創設されました。かなりの人たちが加入をしておりますけれど

も、これは、勤労者の暮らしを守るという観点からの施策であったわけでございますが、広く
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見るならば未組織労働者の生活を守る ということとあわせて経営の安定も図る、そういう役割

りも果たしているものと思います。このほか各種の融資制度などもございます。これらの施策

を展開する上で系統的に、そして、継続的に施策が展開され、市内の中小業者経営の安定と営

業の振興を図る、そういう方向づけを持てない ものだろうかと思うわけであります。それとも

う一つは、町づくりの面からの振興策ということも考えてし可かなければなりません。この点は、

いろいろ関係者に伺っても大変むずかしい課題があるというふうに言われております。一つの

自治体で、市町村段階でこうしたところまで踏み込んだ産業振興政策という のは、なかなか立

てにくいものだというふうにも伺っていたわけでありますが、 しかし、本格的な産業政策を展

開 しようということであるならば、町づくりの点からも取り組んでいかなければならないので

はなし可かと思うわけであります。ですから、そういう点でのばらばらな行政施策であっ てはい

けないわけでございまして、 一つの方向、はっきりとした目的を持った町づくり、その他の施

策もあわせて展開させる必要があるかと思うわけであります。

地方自治体、市町村段階における中小企業基本条例を設置しているところは、まだ全国的に

は少ないようでございます。私の伺っ ているところでも、東京でもわずか一、二実施している。

こういう状況のようでございます。産業政策の立案のむずかしさということ。あるいは最初に

申し上げましたように、地方自治法での市町村の位置づけ.こういう点なども関係あって、施

策がなかなか前進しなかったということがあるのではなし、かと思うわけでごぎいます。それで

私は、市側の考え、産業政策を展開させる上での基本的なこうした条例の制定がどのようにお

考えになっているか、担当部長、あるいは市長あわせて質問を行いたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君〉 ただいま 御質問の中小企業振興条例の制定につきま

しては、本年 5月の庁議に今後の事業計画として明らかにされてございます。この事業計画の

中には「中小企業と消費者」という大題目がございまして、そのトップに中小企業振興条例の

制定が位置づけられております。そのほかにも市の発注する契約については、比較的小さな企

業も見逃がさないようにとか、あるいは商庄街の環境改善に助成をするとか、大型庖の一方的進

出の規制、こういう問題が含まれて いるわけでございます。私どもは、こ の事業計画を実行に

移すべく 、産業経済課が中心になりまして検討を始めております。

条例の基本的な考え方でございますけれども、何といっても事業者自身の努力を第一に考え
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たい。市は、その努力を側面から援助、あるいは支援する立場をとってまいりたL、そして、

2点目に支援をする対象でございますけれども、中小企業 と一口で言ってしまいますが、中企

業になりますと、昨日の古賀議員の市長答弁のとおり、 300人を擁するような大きな会社、

十分ひとり立ちのできる大きな会社も入ってしまう。したがって、もう少し対象を小さなもの

にしようということで、小規模あるいはそれ以下の方を対象にしたし 10 こういうこつの基本的

な考え方がベースになっております。したがいまして、中小企業振興条例も、あるいは小規模

事業者育成条例、または小規模事業者振興条oiJ，こういうような条例の名前になるかもわかり

ません。

他市の中小企業振興条例を参考に見ますと、融資を中心に置いておる条例が大変多 うございま

す。わが日野市におきましては、すでに日野市中小企業事業資金融資あっせん条例というのが

ございまして、この条例に基づく融資事業が商工政策の目玉と現在なっております。ちなみに

今年 4月1日から 8月いっぱいまでの 5カ月間、申し込み件数を見ますと 75件の申し込みが

ございまして、その申し込み額の総額は 3億 1，00 0万を超えている状態でございます。

まず、こういう融資の面は現在の条例でまず満足できる。そうすると、そのほかに何を条例

の中心に持ってくるかということになるわけでございます。そこで、昨日も市長がちょっと触

れましたように、市の発注する契約について、できるだけ小規模事業者の受注機会の増大を図

る、このことは小規模事業者に対する育成、あるいは振興の有力な手段となるわけでございま

すので、こういった官公需の発注契約、これを優先的にできないものか。そういう点に中心を

置いて検討を進めているわけでございます。すでに担当者をまじえて市長との意見交換も数度

持たれました。産業経済課のっくりました考え方を文書で市長にあげてございます。今回の御

質問を契機に、さらに一段と検討を深めまして、なるべく早い時期に条例として上程をいたし

たい。 このように考えております。国には、官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律というのがございまして、この法律の中には 「地方自治体も中小企業者の受注について

努力をしなければいけなしづこうい う表現がございます。この法律の精神を尊重いたしまして

具体的な事柄を煮詰め、条例案をつくってま いりたいとこのように考えております。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 ただいま答弁をいたしました部長の申し上げたとおりであり
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ますが、なるべく企業というよりも生業という階層に属する、 しかも、技能労務者が経営をさ

れるそういう事業、こういうところを対象になるべく機能のできる内容を持った条例を制定し

たいということで、いま検討中でございます。きのうもちょっと申し上げたわけでありますが、

努力をすれば 1歩格上げができる O 繁栄の足しになるというふうなきっかけをつくる、そうい

う仕掛けと、その心構えを織り込むこ とが大切なことだと このように考えをいたしまして、い

ろいろ関係方面にも指導を仰ぎながら実現を したいと思っております。

0議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

01 2番(板垣正男君) 市ではすでにことしの 5月、庁議で決定しているという こと

もいま明らかにされました。大変積極的な姿勢で取り組んでいるという ことがうかがえるわけ

でございますが、なかなか行政の光が届きにくし可小規模経営者、あるいは業種、階層、こう し

たところにこそ市町村の行政を一層強化してしぺ大変意義の深いこと だと私は考えております。

最初に申し上げましたように、 地方自治法の位置づけが、市町村段階での産業振興政策、義

務的な事項とされていないとしても、 私は今日の小企業の実態を見るならば、当然行政として

の施策がもっともっと展開されていかなければならないと思うわけでございます。基本的な条

例ができ、それに基づいて官公需の発注割合を大轄にふやすとヵ、あるいはその他いろいろな

施策が展開されるということにな ってまいりますと、私は、市内のこうした関係企業の皆さん

方から、必ずや歓迎されるような施策、あるいは条例になっていくんではないヵ、こう期待を

するものでございます。また、そのことが東京都、あるいは国の施策を充実させる、こういう

方向にも発展していくと思うのでございますだけに、その意義は非常に大きいものがあるんで

はな t¥かと、このように判断しております。ぜひ今後も鋭意検討され、より市民の期待にこた

える産業振興政策の展開がなされますよう強く 要望いた しましてこの質問を終わります。

。議長(高橋通夫君) これをもって 1の4. 中小企業振興条例の制定に関する質問を

終わり ます。

お諮りいたします。 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、こ-れに御異議あり

ませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 37分休憩
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午後 1時 8分再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問2の 1. 大幅におくれている「日野市行政改革大綱Jの策定について、の通告質問

者、古賀俊昭君の質問を許します。

C 1 8番議員登壇 〕

01 8番(古賀俊昭君) それでは一般質問を行います。

御承知のように自治省はことしの 1月22日に地方行革大綱を策定いたしまして、地方自治

体がみずから行うべき行政改革のポイントを示したわけであります。この大綱の中では、地方

行革の重点事項として七つの項目が挙げられております。念のため申し上げますと、事務事業

の見直し。 2番目が包餓機構の簡素合理化。 3番、給与の適正化。 4番、定員管理の適正化。

5番目、民間委託、 OA化等事務改革の推進。 6番目が会館等公共施設の設置及び管理運営の

合理化。最後が私どもに直接かかわってまいります地方議会の合理化。このように以上 7点挙

げられているわけであります。いずれも幾たびとなく行財政運営の簡素化、また、効率化とい

うことでいろいろな方面から主張されてきたことばかりであります。そして、これらを推進す

るために民間有識者等からなる委員会を設置し、また、行政改革推進本部を設けて、それぞれ

の自治体ごとに行革大綱を作成決定するように求めているわけであります。

これに対して森田市長は、国の指導を受けてやるのではなく、自主的主体的に取り組んでいくのつ

まり日野市は独自路線だと 6月議会でも、また今議会でも表明をされております。私は、市長

がいたずらに園、自治省に対立姿勢を示すのは大変大人げないとは思いますが、要は実効が上

がるかどうかであります。市民の多様な行政需要にこたえられる健全な行財政の運営が、不断

の努力によって確立できるのであれば、わが道を行く日野方式、森田方式でもあながちだめだ

とは言えないのではないか、 このように思います。最終的には、これは市民が納得をするか理

解を示すかによって決まる問題でもありますので、今回は国や東京都の関係についてはこれ以

上は触れないことにいたします。

去る 7月23日、日野市行財政調査会設置要綱が制定をされまして、日野市行財政闘査会が

8月の 5日からスタートをいたしております。現在かなりのハイスピードで鋭意会議が持たれ

ているようでありますが、昨日の市長の発言でありますと、年内に中問答申を受け、来年度、

つまり昭和 61年度予算に反映させたいということであります。さらに、最終答申は昭和 61 
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年 3月、年度末との見通しが述べられました。また、この答申を受けて行財政推進本部が策定

をする一一私がいま求めております日野市行政改革大綱が決まってくるわけでありますが、 大

綱という名称にするかどうかはわからないというお話もございました。名称の問題は別にしま

して、大綱に当たるものをつ くるという意思はあると認められたわけであります。そこで具体

的に質問に入ってまいります。

自治省は行政改革大綱を今年 8月末日を目途に策定すように指導していたわけでありますが、

もうとっくに期日は過ぎてしまっております。日野市行政改革大綱の策定はいつごろになるの

か、その期日の見通しについてお尋ねをいたします。

次に、行財政調査会委員の任命に関して、以下 3点について質問をいたします。

設置要綱の1条には「社会経済情勢の変化に対応する効率的な市政の実現を図るため、市長

の諮問機関として日野市行財政調査会を置く 」と、このように設置目的が書かれております。

しかい私は先般この議会に配られました委員名簿を拝見いたしまして、この委員会が設置目

的に沿って最終的におまとめになる答申は、どんな内容になるのであろうかと、少々危倶の念を

抱かざるを得ない、そうした感じになったわけであります。委員の構成は学識経験者 4名、経

済及び市民関係3名、そして、労働関係 3名ということで、合計 10名の方が名前を連ねてお

られます。

私は、詳しくはそれぞれの委員の方について、経歴とか物の考え方というのは深くは存じ上

げませんが、一応私が知る範囲でこの委員の方何人かそれぞれのお立場について見てみますと、

まず学識経験者の中の柴田徳衛東京経済大学教授、それからまた、大原光憲中央大学教授、こ

のお二人の学者の方については、ある程度物の考え、行政改革に対する姿勢というのがわかる

わけであります。つまり、柴田東京経済大学教授は、いわゆる行政改革反対の立場をとってお

ります政党等を支持し、また、そうした活動も、論文等もお書きになっているようであります。

日本共産党の影響を大きく受けて開かれております日本母親大会、こうした集会で助言者とし

て発言をなさっております。また、大原光憲教授については、いわゆる社会主義協会派と呼ば

れる社会党の派閥がありますが、その協会派の機関紙であります「社会主義Jという機関紙に

執筆をしておられます。御承知のように社会党は自治労を擁して行政改革には真っ向から反対

をしているわけであります。つまり、私が知る範囲では4名の学者の方のうち、お二人はそう

したはっきりとしたお考えをお持ちである。つまり日野市の行政改革を進めるということで、
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事務事業また制度の見直し等についてどのようなお考えを最終的にお述べになるのか大変興味

があるところでありますが、非常に委員がこうした方が選任をされたということに関しまして

は、多少の疑問を感じるわけであります。

それからまた、労働関係ということで 3人の方がいらっしゃいます。金井さん、沢田さん、

内山さんという方であります。御承知のように労働組合関係におきましでも、いわゆる民社党

等を支持をいたしております同盟と呼ばれる労働組織等においては、行政改革については非常

に熱心にその推進についてさまざまな活動を行っておられるようであります。しかしながら、

ここに 3人並んでおられる労働関係の委員の方についてはいずれもその組織一一つまり同盟系

組織に所属される方ではありません。つまり総評ないしはそれにたぐいする一一ーいわゆるこれ

また行革反対の立場に立つ方、いずれもそうであります。

以上のように 10人のうちの5名、半数の委員は、いわゆる行政改革というものについて反

対の立場を明らかにしている人たちであります。幾ら残りのほかの半数の委員の方が、日野市

の行政機構の見直し、洗い直し、総点検に熱心に取り組まれでも、根本的に基本的に立場を異

にする人たちが半分もい らっ しゃるような状態では、これはかなりむずかしい仕事になるので

はなし可かと思うわけであります。市長が委員を任命なさっております。 t、かなる基準をもって

これらの委員 の方を任命されたのか、その基準等についてお尋ねをしたいと思います。

次に、さらに不自然なことがあります。それは、委員の中に一一一他市でも行財政推進委員会、

これに類する組織が日 野市では行財政調査会でございますが、ほとんどの自治体で組織をされ

ております。 26市中もう 23市ですでに設置が行われているようでありますが、それらの日

野市を除くほかの市では例のないことが、日野市のこの委員選考に当たっては行われておりま

す。それは、日野市の職員組合の副委員長が任命をされていることであります。組織や機構、

制度といったものを見直すわけでありますから、本来であれば外部の人に検討してもらうのが

常道だと思います。内部の人、内輪の人をメンバーにあえて他市では全くやっていないような

ことを行われた、おやりになった理由は何であるのか。その理由を教えていただきたいと思い

ます。

次に、同じく行財政調査会の委員選任についてでありますが、この委員の選任が、 議会で議

決をした内容とは違ってきているということであります。その点についてお尋ねをいた します。

つまり 6月議会で私どもが議決をした補正予算では、行財政研究会委員謝礼として 2万円、 8 
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人の方に 12回に分けて支払うということで予算計上がされております。つまり行財政研究会

のメンバーは 8人としてあったわけであります。いつの問にか 2人ふえて委員が 10名となっ

ております。十分に事務当局等で準備がなされて出された補正予算であるはずでありますから、

議会が議決した予算どおりに私は当然執行すべきだと思います。なぜ、いとも簡単に変更をな

さったのか。その理由をお尋ねをいたします。

次に、市長を長とする行政改革推進本部は、設置がすでに要綱で決まってはおりますが、ま

だ具体的な動きを示 しておりません。他市等ではすでにその会議等、メ ンパ一等も決まり推進

本部独自の動きが出てきているわけでありますが、 このまま休眠状態をいつまで続けるのか。

つまり、いつからスタートを切るのかお尋ねをいたします。

以上、行財政調査会に関する 3点についてお尋ねをいたしました。

次は、自治省が今回 7月の 25日に事務次官通知で 「地方公務員給与に関する個別の指導助

言についてj というものを出しました。つまり第 2次個別指導団体を公表したわけであります。

つまり今回は第 1次が給与だけの、いわゆる高給与の是正ということで、ラスパイレス指数

1 1 5以上の自治体が第 1次個別指導では団体名が公表され、個別に助言等を受けてきたわけ

であります。ところが、今回は退職金についてもその見直しを求めて、高額退職金の自治体に

対しては、実施を行っている是正の進まない自治体についても名前が挙げられております。 こ

れらが 15 3市町村、 高給与についてであります。また、退職金については 100団体、合計

253団体が団体名を挙げられ、そして、 是正を実施するように求められ、そして、 10月末

に提出をするようにということで、是正計画、つまり 60年度を初年度と して 3カ年にわた る

昭和 62年度までの是正計画の提出を求めているわけであります。

日野市はラスバイレス指数は確かに昭和 58年が 11 6.2、昭和 59年が 11 5.4、そして、

試算ではありますが、ことしの 4月1日現在で 112と、着実にラス指数については下がって

きております。 しかし、今回指導の一つの目安となりました 112以上ということで、 給与に

ついても前回と同じように名前が出て きているのであろうと思います。また、退職金について

は、国は、すでに法律改正を行って勧奨等の退職については 62.7カ月で実施をしております。

そして、今回は 76カ月を上回る自治体についてその名前を公表をして是正を求めているわけ

であります。日野は、給与についても退職金についても両方に要指導団体として名前が出てき

ているわけであります。ちなみに全国の自治体の中で両方に名前を連ねているのは 37市であ
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ります。 651のー市がございますので、 わずか 5.6qるという大変少ない自治体数でございます

が、その中に両方に名前を連ねるということで名が挙げられているわけであります。

この是正計画、自治省から求められております一一一東京都を通じて提出をするのだと思いま

すが、是正計画は 10月末までにお出しになるのかどうか、その点をお尋ねをいたします。組

合のピラ等を見ますと、是正計画は出させないということで活字が躍っているわけであります。

市長のお考えをお開きをいたします。

それから、退職金の昭和 60年度のいわゆる定年勧奨、長期勤続‘これらの対象者に対する

支給率のことについてお開きをいたします。是正計画ともかかわってまいりますが、これは、

昭和 59年度は 89カ月の支給でありました。改正計画に従いますと、今年度は 80カ月にな

るはずであります。今年度は一体何カ月を目指して準備を進めておられるのか、ことしの支給

率についてお尋ねをいたします。

また、通し号俸制について最後にお聞きをしておきます。 6月議会で私、通し号俸制につい

て行革大綱の中に入るのかどうかということをお胃きをいたしました。助役は、行財政研究会

の答申に従って対応してまいりたいと、このように答弁はあったわけであります。そこで、こ

の通し号俸制については再三その是否は論じられ、いかに欠陥給与体系かということはすでに

証明済みでありますO すでに 58年の 6月には議会でこの是正を求めて議会の議決もなされ、

そして、一般質問等、また議会でも数々の多くの議員からも指摘がなされ、そして、先般は申

し入れ書という形で市職員の皆さん、内部の方からもすでにその通し号俸制の見直しについて

は表明がなされ内給与制度の是正に向けては、とにかくいち早く着手すべき時を何度も市当局

は逃してきているのではなし、かと思うわけでありますが、今回の行財政調査会で検討の対象と

して現在進めておられるのか、また、 行財政調査会の答申の後、行政改革大綱の中に取り上げ

て是正に向けて取り組むのかどうか、その点を最後の質問としてお伺いをいたします。

ιL上です。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君 ) まず第 1点目の、大綱はいつできるかと いうこ とで

ございますが、現在行財政調査会におきまして現状の洗い出しをしております。その次のステ

ップといたしましては、討論まとめということになるわけでございますけれども、先ほどから

市長が申し上げましたけれども、調査会に最終答申を来年 3月ということでお願いがされてお

- 1留 一

りま す。したがって、いわゆる国で言うところのいわゆる行革大綱でございますけれども、い

わゆる計画といたしましては答申以降になるということになるわけでございます。

それか ら、 2番目の委員の人選の基準でございますが、これは、日野市行財政調査会の設置

要綱を 7月 23日に制定をいたしまして、各委員さんにはこの趣旨をよく説明をし理解をして

いただきまして、委員の承諾をいただいたというものでございます。 したがって、審議の姿勢

としては前向きに行ってもらえると、また、現在審議しておりますけれども、そういう形で進

んでおる次第でございます。

それから、 3番目の、委員の中に市の職員組合の副委員長が入っているじゃなし、かという こ

とですが、確かに他市では総評とか同盟系の委員といたしまして、現在 8市、 1 2人入ってお

ります。日野市につきましては市の職員組合の副委員長が入ったということでございます。考

え方といたしましては、他の自治体のいわゆる職員組合の代表であろうが、地元の一一地元と

いいますか、私どもの市の職員組合の役員であろうが、内容的には全く私ども考え方としては

同じではなL、かと。調査会のやはり一番の目的は実行性の担保力の高いものをつくり、それを

さらに次の段階としては実行するということが大きな課題になるわけでございますので、そう

いう点からすれば、かえって調査会の中で出るいろんな意見、議論等、直接聞いていただいた

方がかえっていいんではないかというふうに考えている次第でございます。

次に 4番目の調査会の予算の議決の人数と異なる点でございます。これは、確かに議員さん

のおっしゃるとおり予算につきましては 8名でございますので、 8名以内で運用するのが適当

なわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、行財政のいわゆる審議につきま

しては、やはりかなり行財政に精通した委員でなければならな t)。あるいは今後の実行性α宣

保ということを考えますと、いますこし人数をふやした方がよかろうということで、予算計上

とは違いましたけれども、 2名の増員をしたという次第でございます。

5番目の推進本部のスター トでございますが、私ども当初、こ の行財政調査会と同時にスタ

ー 卜する準備をしておりました。要綱人選等も全部整っております。しかしながら、行財政調

査会のスター 卜が 8月 5日に第 1回目が行われたわけでございますけれども、座長の肥後先生

の意見等もございまして、やはり調査会が先行し、それに追随するような形で、やっぱり推進

本部が動かないとまずいんではないか、というような指摘もありますし、また、推進本部の本

来の趣旨からいきましでも、いわゆる行財政の改革の計画の策定、いわゆる行革大綱の策定、
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あるいは推進という役割りがあるわけでございますので、 1歩おくれたような形で進めたいと

いうことで、故意にスタートをおくらしたという状況でございます。現時点では、 1 0月議会

終了後推進本部の第 1回目の会合を持ちたいというふうに考えておる次第でございます。

0議長(高橋通夫君)

0総務部長(伊藤正吉君)

ます。

総務部長。

給与の個別指導団体の件につきましてのお答えでござい

確かに 7月25日付で私どもにも書簡が参っております。それで、自治体名も公表されてお

ります。全国で 153団体が給与の個別指点それから、退職金につきましては 100団体、

こういうことで 253団体、こういうことで公表されておるわけでございます。日野市につき

ましては、いま公表いたしましたのが、 59年の 4月 1日の給与関係につきましてはラスパイ

レスの指数をもとにしまして、公表されているわけでございます。その後、日野市におきまし

ては御承知のように厳しい対応の中で全員の職員の6カ月延伸、あるいは初任給の引き下げ、

それから、 55歳の頭打ち、それから、 5 8歳以上の昇給停止、こういうような措置によりま

して、 ラスパイレスが下がってきたわけでございます。先ほど古賀議員さ んの方では 112と

うような御指定でございますけれども、私どもまだ試算の段階でございますが、 113をわ

ずかに上回るんではなし可かとo これが 6カ月でございますので、ひと回りいたしました来年の

1月 1日の昇給者が 6カ月延伸いたしますと 112%台に入るわけでございますけれど も、ま

だその分が入っておりませんので、一応 11 3.1くらいに試算と してはなっており ます。

それから、退職金につきましては組合との交渉の中で 59年までは合意がなり まして、 3 6 

年の 89カ月とこういうことで決まっておりますけれども、 6 0年度につきましては、 まだこ

れから組合交渉等を重ねま して、退職金の月数につきましては減らしていく方向で組合交渉に

臨んでまいりたいと、こういうふうに考えております。

それから、最後の通し号俸制の問題につきましての行財政委員会でございますけれど も、話

題になっているかと いう ことでございますが、一応私どもの方は給与関係、そういう ものにつ

きまして、各市の状況とか、それから、 日野市の状況、そういったものをいろいろ資料に委員

会の方に出しまして検討をなさっております。

ιL上です。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

- 170 -

018番(古賀俊昭君) 私がお聞きをしました最後から 3番目の是正計画の提出につ

いて、 1 0月末までに提出するようにと求められているわけですが、決められた期限までに提

出するのかどうかということについては御回答がありませんでしたので、お聞きの内容に御答

弁をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君 )

0市長(森田 喜美男君〉

市長。

政府のいわゆる臨調行革の立場から、 また、それを支持され

る発言内容として聞くわけであります。私は、常に申しておりますとおり、行政改革は、これ

はみずからの問題である、そう、よそから支配を されて行 うべきことではなく て、 自主的、自

発的、主体的に行うことが真の行政改革であるとこのように思っております。 したがいまして、

国に向かつて行うということではなく、 市民に向かつて行うという ことが基本姿勢でなければ

ならないとこう思います。そ ういう観点か ら、今 日の私どもの機能的行政の指針となる行政改

革の方針を定めようという取り組みをいたして おります。

諮問をいたします行財政調査会の各委員の方、これは、私どもが最も信頼のできる見識を持

たれた方々ばかりであるというふうに期待を し、また、りっ ぱな人を集め得たと思っておると

ころでございます。 2名増員をいた しておりますのは、これは、市民を代表すべき立場の方、

あるいは労働を代表すべき立場の方。そのことで 1名ずつ増員をいたしましたが、特に市の職

員団体から委員を出るように進めたということ は、これは日野市の一つの特色であると思いま

す。本来行政は、これは職員と ともにお互いの信頼関係で展開をすべきものであります。労働

組合は、私は行政一一ーわれわれのある意味ではノマートナーであると。その立場にあるものも参

加させてこそ、 真に内容のあるそ ういう行政改革に取り組むことができるとこのように考えて

おります。予算の上で御審議をいただいた人数よりも 2名ふえておるわけでありますが、特に

職員から 出ておるものについては、特別に報酬を払うわけではありませんから、予算の範囲で

執行できる とこのように考えております。

それから、都を通じていろいろの要請は参っておるわけでありますが、 1面にはそのことの

尊重 もいたしつつ、 日野市 にふさ わしい形でこの事業の推進を行うと。こういうふうに取り組

んでおります。 したがって、国からとか、あ るいは都から求められる期日にぴたりと合わせる

というふうには必ずしも意を払っていないところであります。日野市は日野市として、 しっか

りしたものをつくろうとこういうことであります。市民には発表して、十分批判にこたえるも
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のを得たいとこのように思っております。いま御質問の、国の提出期限に合わせるかどうかと

いうことにつきましては、これは主体的な立場において対応をいたしたいと、こういうことで

あります。

以上、ごく大筋ではございますが、われわれの考え方を申し上げまして御理解をお願いした

いと思います。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君〉 再質問をいたします。

日野市o)fi政改革大綱の策定については、答申が出た後ということでございます。来年の 3

月以降に策定がされるであろ うということで、 答申が出てからということも理解できないわけ

ではございません。できるだけ早く日野市の一つの処方せんが出来上がって行政改革にきちん

と取り組むような体制を築いていただきたいと思います。期限は 8月いっぱいだったんですけ

れども、大変おくれてしまっているわけです。

それから、委員の選考については、就任をしていただく際に十分行財政調査会の目的役割り

というものを理解 していただいてお願いして、それを了解 した形の上で就任してもらったとい

うことで、 特に危倶はしておられないようでありますが、私の危倶が杷憂に終われば幸いでご

ざいます。

それから、市の職員組合の方を 1名委員に入れたということで市長からも答弁がありました。

労働関係を代表 して、必ずよその自治体でこうした委員会、調査会等が設置 される場合には入

っておられます。しかし、それはやはり自分たちの組織を見てもらうわけですから、外部の方

に外の方から見ていただくということで、市の職員の方はお入りになってないんです。日野市方

式と いうことをいま市長はおっ しゃいましたが、職員組合の幹部の方がお入りになったという

ことで、むしろそれが行政改革大綱を策定、また、それを実施していく上でプラスになるんだ

というよう なお考えでございますが、私は必ずしもそうは考えません。企画財政部長のお話で

は、直接話をいろいろ経過を聞いてもらった方がいいのだということであります。つまり傍聴

してもらうような立場で参加をしていただいているというようなことだろうと思うんですが、

委員の務めは、先ほどおっしゃいましたように、これか ら大変な答申をまとめるとい うこと で、

それぞれが皆さん大きな役目を負っておられるわけです。 1人だけお客様のような方がち ょこ

んとい らっ しゃって、 果た してその効あ りやと思うわけであります。日野市だけがこうした形

をとっております。 しかも、 多介当初の議会で議決 した内容よりも人数がふえたというのは、

こうした組合関係の方の参加ということでふくらんでしまったのであろうと思います。

そこで、いま確認を しておきますが、こ の調査会の委員の方には謝礼が支払われるわけであ

ります。市長は、いま報酬降は払わな いと おっしゃっ たんですが、 同じ ように出席をした委員

が、委員でありながら 1人だけ報酬を受け取らないということで、組合からの参加者納得をし

ておられるのかどうか。行財政調査会に参加をする際には職場からいなくなるわけです。つま

り職免の扱いを行っ て賃金カットは行わない。 つま り有給の職免扱いをしているのかどうか口

報酬は間違いなく支払わないということで最後まで通してし、かれるのかどうか。その点をもう

一度確認をいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) いま部長の方から知らしてくれたわけでありますが、私の思

い違いでありました。職員の身分で職員組合の立場から参加しておる 職員は、その時間におき

ましては、 無給の職免ということに なっております。そして、報酬は一般として支払う、 とこ

ういうことでありますので、そのことはひとつ訂正さしていただきます。それは職員課で事務

処理をいたしておるということであります。訂正いたしておきます。

いろいろと私も考えたわけでありますし、 うちの行政調査会がいろい ろな意見の立場の方も

おいでだと。学識経験者の方は、 これはすでに定評のあるりっぱな方々でございます。それか

ら、市民を代表される方もわれわれの信頼のできる方だと いうことでございます。労働界は当

然参加を しても らって、いろいろな具体的な問題についての意見を提起していただくと。 こ う

いう関係で、別段委員会が採決を行って結論をするという場ではございませんし、十分意見交

換の中で、一定の合意の得られるものが答申となっていただけるものだとこのように考えてお

ります。また、われわれの側にも無条件で返事をお願いしておるわけではなくて、かくあるべ

きと考える点を、資料あるいは議題として提起を し、 審議をしていただいて、その意見に参加

をし、また、拝聴をする、 とこういう関係でございます。何か論争の場とか、あるいは利害関

係の取り引きの場とか、そういう機関では全くございませんので、それぞれの見識においてり

っぱに運営をしていただいております6 調査会につきましてはそういうことでございますので

御理解をお願いいたしておきます。

0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

ヮ'Uヮ，
唱
，

A
q
J
 

門

is
i
 



018番(古賀俊昭君〉 市長が最初に御答弁なさった内容と、いま訂正がありまして で、 是正計画の提出を考えているのかどうか。 その点も う一度確認をいたします。

なお、通し号俸制、この制度のもう時代に合わなくなってきている状況については、い ろい

ろな指摘が再三なされてきているわけであります。特に、ラスパイレス指数ではまだ今回国が

指導の基準といたしました 112以上よりも一一平均をすると11 3. 1ということでかなり高

給与になっ てい るわけでありますが、 実体はそれぞれ部長さん方の場合には、ほとんど大体国

並み一一大体 100前後。係長さんでも 100をや っと超えるかどうか。初任級、つま り若い

方が非常に 116や 117というような数値もある ようであります。つまりラスパイレス指数

を下げ るということ は、 もちろん進めてし可かなくてはならない一つの課題ではあろうかと思い

ますが、やはり非常にでこぼこ、 ぱらつきがある。管理職には非常に冷たい給与制度になって

いるということから、やはり通し号俸制の見直しという ことは、きちんと大綱の中に盛り込む

なら盛り込むつもりであるかどうか。そうしたお考えをやはりお示しになるもう時期がすでに

来ている。いろいろな議会での議決や、指摘や、また申し出書があった段階で、本来であれば

もう着手をしていなければならない私は事柄であろうと思います。もう一度その点の確認をお

願いをいたします。

違ってきたわけです@組合から出ている職員の方で委員の方は謝礼は受け取らないんだから、

予算の範囲内で執行できるとおっしゃったんですが、ちゃんと謝礼は受け取るんだという こと

でいま訂正をなさったということは、 議会で議決した予算に従ってこの研究会一一つまり調査

会は、委員の方に対して謝礼が支払えなくなってしま うということになるわけです。職員組合

の方を加えたということは、市長のあくまで強い意思なのか、組合からの強い要望があって実

現をしたことなのか、その点をひとつお尋ねをしたいと思います。

なお、 最初有給で報酬を受け取 らないのかなあと私思いましたら、いわゆる職免扱いにして

無給にする。そのかわり謝礼として 2万円 1回につき支払うということであります。調査会に

出席なさって説明をなさっている部長さんや課長さんや、担当課の職員の方は、同じように会

に出席して資料づ くりや大変忙 しい思いをされるのでしょうけれども、これは当然職務という

ことで別に謝礼が出るわけじゃありません。しかし、組合から出ていらっしゃる方には、その

聞は無給扱いになってはいるものの、 2万円という額が 1回につき支払われると。同じ職員の

方でありながら、非常にアンバランスを私生じるのじゃなし、かなと思いますが、そうした こと

は別段意に介する必要はないのかどうか。また、職員組合が出しておりますこうした「市職ニ

ュースj等を見ますと、 つまり地方行革反対闘争 を行うと、闘いの方向を確認するというよう

な、非常に戦闘的な行革粉砕の言葉で満ちあふれでいるわけです。そういう方がお入りになっ

て一一多数決で採決するこ とはないというようなことをおっしゃいましたが、どのような役割

りを一体果たさ れるのか。先ほどいろいろ御説明はありましたが、もう一度簡単で結構です。

御説明をお願いをしたいと思います。

なお、 是正計画の提出につ いては、今回退職金についてもまだ高いですよと。職員の皆さん

の給与についてもまだ高額ですよ という ことで、 自治省から名前を挙げて今回指導を 2回目受

けるようになったわけです。両方に顔を 出しているのは、さっ き申しま したように全国にたく

さん 650らL上の自治体がありますが、わずか 37市であると。その 37の中に 日野市は現在

入っているわけでありますので、やはり是正計画の提出については、いつまでということは多

少前後する ことあるかもわかりませんが、第 1次イ酬指導の際にも一一昭和 57年の 7月だっ

たと思いますが、是正計画を提出しておられます。提出を考えているのかどうか。もう少し自

主的という言葉で私が理解できればいいんですが、いろんな意味にもとれるわけであり ますの

以上です。

O議長 (高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 組合の役員を行財政調査会のメンバー に迎えたという こと に

つきましては、私は、当協ill合が参加するかしないか、できないか図りかねておりました。そ

れで、組合に対しましては、席を空けておくから参加する 意思があればいつからでも出席して

ほしいと、こういう態度でおりました。組合も、 多分内部討議の結果、進んで、参加をし、市長

に協力をしようということだと思っております。

そこで、現実的に若干まだラスパイレスが高いとしづ問題。あるいは退職金がまだ所期のあ

たりに到達し得ていないということ。それから、もう一ついわゆる通し号俸の今日の評価とい

うあたりの事柄が、やはり論議の課題でもあり、また、これからの行革の一つの方針に上って

くる、 とそういう考えを持っております。日野市の場合、給与にいろいろな矛盾アンバランス

がある、過去に大幅の特別昇給等が行われていて、横の関係でふぞろいであると。こういう難

題を抱いております。先般行った昇給の延伸でありますとか、あるいは先ほど部長も申しまし

た頭打ち、あ るいは定年前助主固まったというふうなことから、かなり効果は上がっておるわけ
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であります。あと今日までの取り組みの延長の上で、それらもいずれ是正というか、今日の情

勢に合うように進めてまいる考えであります。

通し号俸につきましては、欠陥というふうにはこの施行当初は考えられませんでしたが、今

日期待したとおりにならなかったということもありますので、この件につきましでも適切な処

理をしてもらいたいとこのように考えておりますし、また、それも当然、調査会の議題に供せら

れる、こういうふうに進められつつあると思っております。これで、この答えでいいですか。

( r是正計画」と呼ぶ者あり)是正計画は、いまお話ししましたとおり、是正の方向を進めてい

く、こういうふうにお答えをいたしました。

組みをお願いをしておきたいと思います。

とにかく市長も言われるように、行財政改革一一行政改革は、国や東京都から言われて取り

組むのではないわけです。それは当然のことだと私も思います。要するに日野市がさらに発展

をしていくために、また、これから、市民サービスを新たに開始する場合に、また、町づくり

を進めてし 1く場合に新たな財源を求めていくためには、どうしても行政改革 というのは成し遂

げなければならない課題であるわけです。どうか市長もそうした意をくんで、市民の意をくん

で行革へ一一土光さんも大変御高齢で、まだ89歳だと思いますが、がんばっていらっしゃい

ます。そうした情熱というものをぜひ持っていただいて、行政改革大綱に向けて努力をしてい

ただくようにお願いをし、この質問を終わります。

0議長 (高橋通夫君) これをもって 2の1. 大幅におくれている 「日野市行政改革大

綱」の策定に関する質問を終わります。

次に 2の2. 市庁舎ホーノレの芸術作品、陶壁画を通して、 革新・森田市長の文化政策に対す

る姿勢を問う、についての通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 多少もともと見解の相違はあるわけですが、やはり国から指

摘を受けるまでもなく、当然やっていなくてはならないことをやっていれば、うちは自主的に

やっておりますと、三鷹の市長さんのように独自路線を堂々と主張できるわけであります。し

かし、このようにいろいろ指摘を受け、形が出てきた以上は、やはり最終的には市民の了解納

得が得られなければならないわけですから、当然求められている是正の水準までは至急に適正

化を図っていただくように一一議題に も行政調査会でのせられるということでありますので、

中には通し号俸制絶対死守なんていう委員の方もたくさんおられると思いますが、ぜひ市長の

意思が実現をするよ うに願っておきたいと思います。

通し号俸制については欠陥とは思わないということでございましたが、具体的にこの制度を

是正した自治体がございます。御承知かと思いますが、いわゆる第 1次の昭和 57年度から始

まりました高給与の個別指導団体の中で、埼玉県の越谷市がありました。越谷市は、日野と同

じような、いわゆる給与表が 1本の通し号俸制をとっていたわけであります。つまり等級別に

分かれていない給与制度で、実質的にはそういう制度であったわけです。越谷では是正の指導

を受けまして、昭和 58年の 4月 1日から給料表の是正を行いまして、すでに是正を完了いた

しております。また、初任給の 3号給のヲ|き下げ等も、 5 7年の4月 1日から 59年の 4月 1

日まで、かかって行うという計画も実施に移されて、なお昇給延伸等の対応もなされているよう

であります。やる気があればいつでも可能になるわけでありますので、 行財政調査会の検討が

これから半年以上かかるわけでありますが、ぜひ推進本部においては独自に取り組むことも可

能でございますので、この悪名高L、通し号俸制についてはぜひ早い是正が図られるように取り

018番(古賀俊昭君) 別にこれはそう大した問題でもなし、かもわかりませんが、結

果としまして、私が通告をしまして、市役所 1階のロビーの前のいろいろな掲示物一一設置さ

れておりましたものが少し数が減っているようであります。かなり効果が上がっているという

こともあります。 しかしながら、まだ完全に私が意図するお願いする内容のとおりにはなって

い加、ょうでありますので、 市長のあ考えをここでただしていきたいと思L、ます。

いよいよといいますか秋で、芸術の秋であ るわけでありますが、また、 1 1月の 3日には文

化の日ということで、そうした日もめぐってまいります。市長が 1日と 15日に毎月発行して

おられる日野市の広報の上の方に、いつも掲げている文章があります。 rみんなでつくろう緑

と文化の市民都市Jと、森田市長の大変お気に入りのスローガンが書かれているわけでありま

す。芸術というものも私は文化のはんちゅうの一部に入ると思いますので、今回いま通告をい

たしましたように、市役所の 1階ロビーにございます芸術作品ではございます陶壁画一一日野

の地名が焼き込まれたものであります。この陶壁画を通して市長の言われる文化というものに

対する理解度、これをぜひ知 りたいと思います。そこで質問を行うわけであります。

いま全国の多くの自治体におきまして、いわゆるソフトな面での施策というのが、大変盛ん

に市民の前に展開をされているわけであります。つまり いろいろな形で文化行政というものが

- 176- ウ

d
ヴ

4
噌

a
A



推進をされております。日野市でも 7月の 20日、待望久しかった市民会館がオープンをいた

しまして、森田市長は開館一一いわゆるオープンの式典で、 「市民会館も、市民皆さんの文化

活動の拠点となる使命を持つものですj とあいさつをされました。市民会館の完成は等しく市

民が歓迎するところでありますが、しかし、文化行政を主導する立場にある市長に、文化につ

いての正しい理解認識がなければ、各分野で文化活動を展開しておられるたくさんの市民の方

々があるわけでありますが、行政としては市民不在の文化行政になりかねないのであります。

問題の庁舎1階にございます日野倣也名の入った陶壁画でございますが、この陶壁画につい

ては昭和 52年に完成をしております。製作は、もちろん日野市がお願いし、森田市長さんが

お願いをして製作者がつくっていただいたものであります。おっくりいただし、た方は、 多摩市

にお住まいの陶芸作家で白石 斉先生という方でございます。この陶壁画を製作依頼するに際

して市の方からは、庁舎のシンボルとなる市民に日野市の歴史を思い起こさせるような陶壁画

の創作が依頼をされたわけでありまして、その趣旨に沿って市内にございます由緒ある地名

4 03カ所を選んで、それらを大字小字名を明朝体、 ゴシック体、 隷書体で特殊なれんが一一

つまりタイルに焼き込み、これを壁面に組み合わせて陶壁画としたものでございます。大変私

も日野の古い歴史や地名等については、いろいろな方からお聞きすることはありますが、あの

壁にございますさまざまな珍しい地名を見て、日野の歴史、いにしえに思いをはせることもで

きるわけであります。

この地名を私も全部は見てないんですが、いろいろ読んでみますとおもしろい名前がたくさ

んございます。 rにしだいすけ」、おもしろい名前では「ぴんへっとざんJとか、それから、

「てんのうめんJrたけのした」と「あぶらめんJ rっちぶちしょうJrやまねJ rうちこし」

それから「くろどんだいJそれから、かたかなでは「ママウエj とか「チョウマンピラ」一一

これは議会で一度聞いたことがあります。 こうした珍しい名前がた くさん出て くるわけであり

ます。 いろいろ製作者の方に一一ー私は前、 日野青年会議所の方がアメリカのお子さんたちと国

際交流を図る中で、一緒に共同製作した 「友情の烏Jという同じ ように タイ Jレを鳥状のスチー

ノレ製の枠に張りつけるそうした事業にたまたま参加する機会がございました。そのときに白石

先生にお会いしたものですから、この陶壁画のことを聞いたことがございます。もう何年か前

のことになりますが。そのとき白石先生は、平安時代から日野市が市制を施行するまで、文献

に出てくるものはほとんど全部網羅をしてある、 読み方が二つあるものについては両方掲げ、
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また、多摩川の流れが変わって町名が入れかわったりしたような場合 には、そういう ものが

歴史の中にあれば、それも載せてあるというようなことで、当時市役所にいらっしゃいました

大変日野の歴史に詳しい森久保忠雄先生だと思いますが、入念な精査を、また、詳細な街調査

をなさって完成を見た、ということをお開きをいたしました。

大変苦労をなさって、 しかも発注者の意図に沿って私はみごとに完成を したものだと思いま

すが、こうした芸術作品の前に一一前から私不思議に思っていたんですが、 まず市の写真とい

う大きなパネノレが前に置いてあります。また、 組合の掲示板が ございます。また、互助会の掲

示板があります。そのほか庁舎の案内板。また、パス路線の地図も置いてあるようであります。

必要に迫られて置 くということであれば、私もそ うやかましく言 うこと はなし、かと 思いますが、

特段そこになければならないものを、あえてこうした市がわざわざある意図を持っ て、その意

図に沿って製作してくださいということで完成を見たものの前に、 無神経に並べておくという

のは、庁舎を管理なさっている市長さんとして、私はどのような感覚をお持ちなのか大変不思

議に思ったわけであります。早い話が市民会館のどん ちょうが完成をいたしております。市民

会館の中に大変きれいなものが小ホーノレにも大ホーノレにも 2枚あるわけですが、 そのどんちょ

うの前に何か勝手に物を持ってきまして、 物置のように絶えず物を置いていたら、大抵の方は、

それはどけなさい、おかしいですよ。 ここは物を置く場所じゃありませんとおっしゃるはずで

す。私は、壁にたまたまその作品がございますから、そうおっしゃる 方はいままでいらっしゃ

ったのかどうかわかりませんが、 しかし、簡単に言えばそういうことだと思うんです。少しは

何か数が減ったような気もいたしますが一一お金は 1円もかからないんです。予算 も1円も要

らないこうした文化的な芸術作品について、やはり それを日野市民で市役所にお見えになった

方にちゃんと見ていただく。そして、製作者の意図が伝わる。また、発注 した側の日野市の意

図も、同時に市民の方にも伝わるというような思いやりがあって私は当然ではなし可かと思うん

ですが、どういうわけかまだ残存の置き物がございます。 私がそのように思うのは思い過ぎな

のか、考え過ぎなのか、市長のお考えをお聞きかせいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君 〉 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 庁舎をつくる際に、階段部分を縦に仕切る。そういう壁面が

生ずるわけであります。そこに古い文献だあります日野市の大字、小字、その他の地名をなる

べく後世に残そ う、ということで、隣睦画と言われるアイデアが実現できたわけであります。
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御質問は、せっかくそういう過去の市民生活から生まれた貴重な文化的地名のいいものをつく

っているのに、前につい立てを置いたり して、つまり大事にしてないじゃな L可かとこういうこ

とだと思います。私も前に立てるものは、これは全く臨時的なもので、常時恒常的に置くとい

うふうには考えてみませんでしたが、だんだんそういう壁面を、また、市民の方の庁舎に来ら

れる方に必要な、あるいはお見せをしたいそういう材料といいますか、また、展示場というよ

うな形をつくっておるわけであります。これは、壁面が少ないという理由が一つあると思いま

すが、せっかくの地名が、いわゆる文化的にあしらっておる陶壁画が隠れてしまわないように

しなきゃならない、というふうに思っておるところでございます。

申すまでもなく、日野市域の過去の、いま埋蔵文化財等の形でも出土品がたくさんあります

ように、縄文時代から恵まれております水と緑を生活の基盤として、 日野市が今日の姿に発展

してきたということは間違いのな い事実であ りますので、また「緑と文化の市民都市」という

ふうな町づくりの考え方は、恐らく全市民が合意のできるそういうテーマだと思っております

ので、極力そのことを推進いたしますとともに、せっかくつくっております。あるいは収集し

ております文化財を、大切にしてし可かなきゃならなし可。それが指摘されておるところの基本姿

勢だと思っておりますので、できるだけそういういまのような妨げの存在を指摘されることの

ないようにやってまいりたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 私先ほど申 し上げませんでしたが、あそこでよく展示会が行

われているんです。しかも、それは庁舎管理規則にのっとった庶務課の許可を得たものではな

し」一一いわゆる職員組合が任意に好き勝手に行ういろいろな展示物が、 よくぐるりとあの周り

を取り囲んで並べられるわけです。( iそんなことはないです。ちゃん と手続はやっていますJ

と呼ぶ者あり)もし手続きを一一一いま市長は手続きをしてやっておりますといえば、さらに私

は無神経だと思うんです。あれだけ大きな壁に描かれた作品について、それぞれに意味があり、

それぞれにやはり製作者が見ていただきたい意図が込められるし、どれを欠いても、やはり作

品の全体像というのは失われると思うんです。それがやはり芸術であり、文化であ ろうと思う

んです、そうした理解を持つことが。 しかし、適当にある時期はそれをふさいでしまってもい

いというような感覚で許可をされるというのは、文化都市を目指す市長のお考えとしては、ち

ょっと私は理解ができないんです。先ほど申しましたようにれんが一つ一つタイノレに、先ほど
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お話の中に申しましたように、ほとんどすべての日野の地名は入っているということでありま

した。ですから、仮にれんが 1枚でも隠れれば、日野の歴史が一つ隠されたことになるわけで

す。あれは全体として初めて、全体を見て初めて一つの私は意味を持つ芸術作品として価値が

あると思うんです。ですから、ときどき、いまでも恒常的に置かれているものもありますし、

時にはぐるりと囲んで、全く見えなくなるようなやり方で許可をされるというのは、ちょっと

いただけないのではなし可かと思います。

先ほど言いましたように、市長がその気になれば、これは予算が何千万とか何億というもの

じゃないんです。すぐにできることです。 しかも、たとえば私たちが小さな絵、たとえば市で

もいろいろ有名な画家の方の絵画を買っ ておりますが、その絵の前に物を置けば、だれでもこ

れはひとりででもやっぱりどけて、その絵画がちゃんと観賞できるようにしようと思うんです。

ところが、あの作品は余りにも大きいために、ついそのことを忘れてしまうんじゃなし、かと私

は思います。全体として初めて意味を持つ。全体を見て意味を持つものですし、隠されている

ものがあるとすれば、それをたまたま探して、その地名を見つけようと思って訪れた方からす

れば、大変これは観賞の機会を奪ったということにもなってしまうわけです。 この市役所がで

きましたときに「日野市庁舎」というパンフレッ卜が出ているんですが、その中にも最初のペ

ージの方に、ちゃんと 1番目に市民ホー jレの壁と して、何色置いてない壁がちゃんと 見える写

真が出ています。こういうものが市役所のロビーにありますよということが、ちゃんと市が発

行しているものにも書いてあるんですが、来てみたらいろんなものが前に置いてあるというの

では、お組末ではなかろうかと思うんですが、あの周りをきれいに、十分に作品が観賞できる

ようになさるおつもりはございませんか。も う一度確認させていただきます。いかがでしょう

ヵ、

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) できればしたいというふうにお答えをしたわけであります。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) できるだけやりたいということで、市長は少しまた努力をさ

れるのかなあと思いますが、何せあそこには組合の掲示板というのが立っております。別に組

合は、あそこに無理をして掲示板を置く必要も私はないのではなかろうかと思うんですが、小

菊委員長が文化行政に対して協力をするお気持ちがあれば、市長とともにその撤去に同意され

-181 -



るかもわかりません。 とにかくせっかくの作品でありますから、また、文化都市をつくる、目

指すという市長の言葉がいつも日野市の広報には出ております。市民は毎回それを見ているわ

けです。やはり文化ということは、そうした面で細かい配慮ができることも、むしろそうした

ことが一番私は大切なことではなかろうかと思います。早くあの作品がいつでも全部が見られ

るように、あの周りをきれいに、余分な掲示物等は取っていただいて、そうした作品本来の目

的が達せられるように努力をお願いしたいと思います。

最後に、私はいつもよく「赤旗」のことを引用いたしますが、社会党の機関紙「社会新報」

の6月 4日号に、作曲家の芥川也寸志さんのインタビュー記事が出ておりました。その中で芥川

氏は「文化政策は政治の根本Jと語っているのです。私は「社会新報j もいいこと書いてある

なぁと思っていたわけです。市長も「赤旗Jはよく読んでいらっしゃるようですが、 「社会新

報Jにもこうした記事が出ております。私から芥川氏の言葉を御披露 してこの質問を終わり ま

す。

0議長(高橋通夫君) これをもって 2の2. 市庁舎ホー jレの芸術作品、陶壁画を通し

て、 革新・森田市長の文化政策に対する姿勢を問 う、に関する質問を終わります。

次に、 一般質問 2の3. この夏 ・革新 ・森田市長がソ連を訪問 した真の目的は何か、につい

ての通告質問者、古賀俊昭君の質問を許 します。

01 8番(古賀俊昭君) 最後の一般質問を行います。

まず質問に入る前に、一つだけ確認を しておきたいことがあります。それは、今回森田市長

が、日 ソ親善協会が主催をする不戦の誓い代表団に加わってソ連を訪問されたわけであります。

私は、市長さんだけが行かれるのかなあと思っておりました。よく いろいろ聞いてみますと、

お 2人の随行が行っていらっしゃったわけであります。 8月 8日から 8月 23日まで 10日間、

市長と行動をともにしておられます。お1人は長谷川秘書課長、もう 1人は清掃部の土方一志

事業課の職員の方であります。秘書課にちょっと一一ー市長以外のお 2人の方も私費で行かれた

ということでありましたので、市長と同じようにあこがれのソ連に行くために貯金をせっせと

されたのかなぁと思っておりました。そうしましたら、たまたま一緒に 3人がな ったんだとい

うことを、ある職員の方がおっ しゃるんです。偶然に 3人が一緒になったと。不思議なことも

あるもので、まあ、しかし 3人御無事にお帰りになりました。私は、ここで夏休みをとって-

9. 5日有給の夏休みの年次有給休暇等は日野市はありますので、そ うしたものをお使いになっ
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て行かれたのかなあと思っておりましたら、さにあらず、私費で海外旅行されるお 2人の市長

随行の職員の方は、有給の職免としてソ連訪問団に参加を しておられるわけであります。つま

り観光や一一特別な市の公用ではなく、あくまで自分の意思に基づいて、自分の費用を使って

行く 海外旅行が、いかなる理由で有給職免扱い ということになったのか。

かつてこうした例は、日野市のいままで海外に御出張なさったり、お出かけになった職員の

方のケースを見てみますと、お医者さんが学会に行かれるのでそういう扱いになったケースは

あるようでありますが、全く純粋に私用で海外に行かれるのに、職務を免じて夏休みの休暇と

は別に、給与は減額をしない措置をして行っておられる。 これは、 許可を されたのは市長であ

ります。市長は、有給職免規定の市長が認めた特別の場合というものを発動なさったのだろう

と思いますが、特別の理由というのがソ連旅行には果たしてあるのだろうかと私は思いますが、

他の海外旅行には一切こうした扱いは行われていない。たまたま一緒になったほかのお2人の方は、

何か特別な理由で有給職免の、つまり 給与を払って仕事はしなくてもいいという扱いになって

いるo なぜこうした扱いをどのような理由でおやりになったのか。まず質問を行う前に参考の

ためにお聞きをしておきます

0議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(伊藤正吉君〉 お答えしたいと思います。

2名の有給職免の件でございますけれども、こ の件につきましては去る 6月 10日、日ソ親

善協会の会長さんでございます赤城宗徳先生から「不戦の誓い代表団派遣につレての要請」と、

こういう文書をちょうだいしております。この趣旨は、日本国憲法の前文に示された精神を基

調として、隣国ソ連国民との不戦を誓うため、 日本の国民の平和の意思を伝えるため、ソ連に

おける第 2次大戦の戦跡を訪ね、ソ連国民の平和についての考えを知る。不戦・非核・ 軍縮に

ついてのシンポジウムを開く 。レニングラード。 こういうことで、趣旨がこういう内容で不戦

の誓い代表団派遣についての要請が ございました。その下に日程が組まれておりました。それ

で、費用も書いてございます。それで、この代表団の派遣の職員については、職務専念義務の

免除方をよろしくお願い申し上げますという形で添え書きが してございます。 こういうことで

超党派の代表団でもございますので、いわゆる日野市の職務の専念義務の特例に関する条例の

第 2条の 「市規則で定める場合」ということで、規則では「その他特別な事由がある場合」と

いう ものを適用いたしまして職免扱いにしたと。こういう内容でございます。( r市長補足し
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ろよJr補足ありますか」と呼ぶ者あり〉

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 補足というのもおかしいんですが、私は、そ ういうことを正

確に承知したという ことではなかったんですが、編成の中に私、それから、秘書課長には、僕

も私費で行くが私費で行こうではないか、 うまく機会が合えば一緒に行こうという程度のこと

は言いました。それから、 もう一人の土方君。これに対しては全く編成のときに初顔合わせを

したということでありまして、特別迅絡を持ったわけではありません。私の想像では一一私の

想像といいますか、日野市には職員の海外旅行をする際に貸し付け制度があります。その貸し

付け制度を適用する際は一一一これ 50万円でありますが、職免にし報告をする、とそういう内

容になっております。したがいまして「それが利用されたんではなかろうかというふうには思

っております。そこまで私もつぶさではございませんでしたが、海外研修には、 これまで市の

職員が職免で毎年数名行っております。そういう職員研修の適用があったものとこのように思

っております。

0議長 (高橋通夫君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

私いろいろ担当課に聞いたんですが、ちょっと違うんです。

過去にこの四、五年海外旅行なさった方の リスト も見たんですけれども、そういう扱いな さっ

ているケースはないんです。市長は、いまおっしゃっている こと はちょっと事実と異なります。

それから、これは「研修」とおっしゃいましたが、海外研修の場合の貸し付けというのは互助

会の制度だと思うんですが、その場合には必ず有給職免になるという規定はどこにもないわけ

です。特別な理由がある場合ということで規則の中に、市長が認めた場合には幾らでも拡大解

釈できるようになっているんです。市長が認めたから有給職免で行かれたわけです。よくわか

らないと市長はいまおっ しゃっていますが、人事の管理が非常にお組末だと思います。 しかし、

行ってこられたのは間違いないわけで、別に私はうらやむわけじゃありませんが、 1 6日間ソ

連に行く、職場を離れると。別に強制されて行ったわけでもありませんし、公務の出張でもな

いわけです。夏休みが別に 9.5日あると。 25.5日もうほとんどこの夏は市役所にいらっ しゃ

らないわけです。やはり職免扱いにする場合には、き ちんとした既定の条例規則がありますか

ら、余り自分の意の都合がいいように曲解をして適用なさらない方が私はいいと 思います。後

で市長自身過去の海外旅行の方の一覧をごらんになってください。これございますが。今回が
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日野市政始まって以来初めてのことであります。

そこで、 一つだけ確認をしておきますが、 このお 2人の方については市費は一一日野市の税

金は 1円も使われていないのかどうか。イエスかノーか簡単で結構ですからお答えをお願いし

たいと思います。

。議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 全額私の費用で行っていますo

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 3 7万 5，00 0円、 1 6日間にしては格安であります。ソ連

のいわゆるプロパカ、、ンダといいますか、そうした意味合いもあると思いますから、大変安く上

がっているようであります。赤城宗徳さんという方は親ソ派代議士として大変有名な方で、石

田博英さんと同じくソ連には大変近い方であります。こういう方がおやりになったということ

で、 レフチェンコの証言等にも名前が出たかもわかりませんが、そういう方だということをち

ょっと申し添えておきます。

市長は 「不戦の誓しづということで行かれたと思うんですが、 日本はソ連と戦争をした覚え

はないんです。戦わない誓いをすると。一度戦ったから二度と戦わないように誓いましようと

いうんだったらわかります。しかし、日本はソ連と戦争した覚えはない。ソ連が一方的に昭和

2 0年の 8月の 9日に宣戦を布告しました。当時は日ソ間には中立条約が翌年の 21年 4月ま

で有効で存在していました。明らかな世界史に書き残さなければならない条約違反であります。

この条約違反には共同責任者がいます。日本に戦争を仕掛けたら北方領土をくれてやるという

約束を、チャーチノレやルーズベ、ルトがしたわけであります。それを根拠に北方領土に攻めてき

ました。日ソ聞に残る唯一の未解決の問題は北方領土の返還ということで、領土問題でありま

す。この領土問題が解決しなければ平和条約は当然結ばれません。しかも、日本が戦争終結い

たしましたサンフランシスコ平和条約には共産国である ソ連は加わっておりません。チェコや

ポーランドも加盟していないわけであります。ですから、北方領土の問題の解決のために一一

たまたま市長はソ連に行かれたのですから、不戦の誓いをするということも大変おかしなこと

だと思います。けんかした覚えがないのに、けんかしない約束をする。仕掛けてきたのは向こ

うだということであります。大変長い間滞在をしておられましたが、 私は当然自治体の長でも

ある市長が、日ソ問に残っております最大の課題である北方領土のことについて、真に平和を
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求めるというお気持ちがあるならば、こうした国際的な不断す為が放置されることは、世界の

平和を願う国民の願いに逆行することでもありますから、一言そのこと を私はおっしゃる機会

があってもよかったのではなし可かと思います。そうしたお話をなさったかどうか。不戦の誓い

というのも大変おかしな内容ですが、北方領土についてのお話をされたことがあるかどうか。

1 6日品1いつでも結構です。お答えをいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長 (森田喜美男君〉 私費で関心は海外へ行くことについて持つわけでありますが、

そのことを一々議会にまた報告しなきゃならんというのもちょっとどうかと思いますけれども、

問われたことでありますからお答えをしておきたいと思います。

私は、昨年は東京都の、北京市との友好協定関係の自治体の長として訪中団に参加いたしま

した。数年前に、やはりこれは三多摩日中友好協会、これの団体で中国に参りました。若いと

きに同じ中国の北方一一当時満州と言われていた時代に、あちらに、つまり中国に約 10年ほ

ど生活をし仕事を して、そして……( r時閉じゃないか」 と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 市長、時間なんで簡単にお願いします。

0市長(森田喜美男君 〉 いや、これを順序を言わなければ回答にならむいと思ってー

(笑声)つまりアジアという地域につきましては、自分の何分の 1 かの生涯に深~)かかわりを

持っていましたので強い関心を持っております。そうして、たとえば黒竜江一一黒竜江という

のはソ連の国境になる川でありますけれども、その対岸にはソ連のシベ リアがある。よく向 こ

う岸を眺めたものであります。今回は、その川向こうから満州側を眺める、こういう機会があ

りまして、大変感慨に思ったところでございます。

国際間の紛争ということは、われわれが最も好まない。なぜ仲よくやっていかないのか不思

議に思ったり、そのための努力はぜひしなければならないということをかねがね思うわけであ

ります。それで、紛争の形で未解決の問題として、たとえば北方領土の問題もありますし、沖

縄に駐在をしております米軍の基地の問題もあります。こういう問題が、やっぱり双方で譲る

という精神がなくては紛争は解決しないわけでありますから、 日本はちょうど問に立ってその

役割りを果たすにきわめて重要な地位を占めております。ソ連の本当の広い国土の中の本当の

一部分の都市を歩いたにすぎませんが、ソ連の国民の意気込みもある程度接触する ことができ

ました。

-186-

そういう意味で、北方領土の問題も、たまたま旅行団の中のシンポジウム の際には沖縄の喜

屋武貫栄さんもいらっ しゃいましたので、特に強調されておりました。つまり……( r議長、

時閉じゃないの」と呼ぶ者あり。その他発言する者あり)沖縄の米軍基地をぜひ沖縄の島民の

ために返してほしい、それとあわせて北方領土を日本人のために返してほしし立、こういう批評

でありまして、私も感銘をいたしました。シ ンポジウムにそのような話題が出され、私も各地

の不戦の誓いという、各都市の大きな住民との交流集会があったわけでありますが、日野市の

「核兵器廃絶平和都市宣言」をやっておる、 このことを文書で持ってまいっておりましたので、

努めてそのことの呼び、かけをする機会を得たわけであります。かなり一つの世界観を現実に見

て、大変参考になったというふうに思っております。

以上です。( r時間ですよj と呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) これで終わりますが……(発言する者あり)第 2次世界大戦

で領土をふやしたのはソ連 1固なんです。そ うした不法な行為を今日なお続けて……( r議長、

時間だよ。打ち切りだよJ r議長、時間だJrルールを守れ」と呼ぶ者あり、その他発言する

者あり)いま安保条約に基づいて、条約に基づいて駐留をしている米軍と、不法占拠している

北方領土のソ連を同格に言われましたけれども、それはとんでもない間違いだと思います。

(発言する者あり)とにかくソ連を訪問をされたということで、市長にはそれなりの成果があ

ったかもわかりませんが、私にはとうてい理解できな いソ連訪問であった。しかも、随行の問

題等も含めてでございます。

以上で一般質問を終わります。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 2の3. この夏 ・革新 ・森田市長がソ連を訪問し

た真の目的は何か、に関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、こ れに御異議あり

ませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

( r続行Jと呼ぶ者あり)

午後 2時 447子休憩
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午後 3時 18分再開

。議長(高橋通夫君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。( r議長、議事進行」と呼

ぶ者あり)飯山 茂君。

01 5番(飯山 茂君〉 先ほど古賀議員と市長とのやりとりの中で、 「時間ではない

でしょうか」 ということでしたが、 議長は 「時間ですよj ということだけですが、 議長として

は、少なくともお互いにやりとりをしているんですから、時間は恐らくやりとりしている方は

わからないと思います。ここで「あと 2分ですよ」とか、 「あと 1分ですよJと、やっぱり私

は教えるのが当然だと思うんです。そういう ことで、 局長に聞きますが、古賀議員に対する時

間が何時から何時までなのか、その辺をお伝えいただきたいと思うんです。

0議長(高橋通夫君〉 議会事務局長

0議会事務局長(岩沢代吉君〉 それではただいまの御質問に対してお答えいたしま

す。 1時9分から 2時 39分までの間でございます。

以上でございます。 (r議長Jと呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君) 飯山 茂君。

01 5番(飯山 茂 君 ) いまの時間が、じ ゃあ何分オーバーしたんですかo

O議長 (高橋通夫君) 議会事務局長。

0議会事務局長(岩沢代吉君) ただい まの時間は与えられた時間が 制限時間がた

だいま申し上げました時間でございまして、 終了時間が 44分でございます。したがいまして、

超過 5介ということでございます。

以上でございます。( r議長」と呼ぶ者あり〉

O議長(高橋通夫君) 飯山茂君。

01 5番(飯山茂君) し可ま局長が説明したように 5分の超過と。私、これは古賀議

員 と市長との問題じゃないと思 うんです。議長の判断だと思うんです。 この辺をやはりルール

ですから、はっきりとしていただきたし、。そして、議運に、開いていただいて一一これは私の

見解ですから勝手で、すから。ただ議長の来配ですから、その辺は議長の判断を私はもう少 し明

確にしていただきたいと思うんです。( rよしJr了解Jr異議なしj と呼ぶ者あり、その他

発言する者あり)

0議長(高橋通夫君) 今後時間は厳守 します。 (rただ座って いるだけが議長じゃな
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いよj と呼ぶ者あり、その他発言する者あり〉飯山 茂君。

01 5番(飯山 茂君) じゃあ、その 5分を経過したというのをどうし可うふうに判断

されていますか。( r議長の責任ですよJと呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君〉 これは、市長が発言中だったら一応市長にもお話 ししたんだけ

れども……(発言する者あり)市長に言いま したよo ( r議長」と 呼ぶ者あり〉飯山 茂君。

015番(飯山 茂君) 議長。市長にお話を しました。残り時間が何分ですよと、な

ぜ伝えないんですか。ですから、古賀議員も市長もお互いに話し合っ ているときは時間なんか

わからないんです。持ち時間があと何分ですよと。それで、その時間が来たら議事打ち切りで

すよと。これでいいんですよ。それ4 なぜそういうこと をしないんですか。( r質問者は、あ

と2分だと 言ったよJr議長」と 呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君 ) 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) たとえば事務局は こんなにいらっしゃるんでしょう。それで、

しかも紙をちゃんと、時間何時から何時までと渡すんでしょう。何の作業を してい るんですか。

じゃあ。それに対して議長はどういうことを しているんですか。事務局もこんなにいらっしゃ

るんですよ。一生懸命やっているんで、すよ。( r議長どんなふうに考えているのかなあ」と呼

ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) 市長が発言中だったりしたのでその点を、発言を終えるまでと

いうことで思っていたわけですが、 今後気をつ けますので御了承願います。( r議事進行」

「議長」と呼ぶ者あり〉名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君〉 今後気をつけますって、 5分もオーバーして、先般も何

か議会のノレ ーノレ云々と いうことで大変な時間を費したわけですから、一議室を開いてということ

もあるんで、やはりそれ取り上げないと一一一このまま進めていく 気ですか、議長は。( r大変

だぞJ r後でやればいい」と呼ぶ者あり)若干休憩したらどうですか。( r後でやったら、議

会終わっ た後j と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君 ) 議長としま しては、きょう の日程でまだ 2人ほど残っておりま

すので、これを終えてから後で議運を改めて開いていただきたいと思います。( r議長Jと呼

ぶ者あり) 飯山茂君。

015番 (飯山 茂君) 改めてとおっしゃいますが、やはりこれをはっきりして。議
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運もそう長いこと かかるわけじゃないと思いますよO そんなに時間が長くかかるわけじゃない

んですよ、議運に。もっていてその 5分の時間のこと なんですから。( I休憩」と呼ぶ者あり)

その辺をひとつお諮りいただきたいんですよ。(発言する者あり)

0議 長(高橋通 夫君) お諮りいたします。 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議 長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。 よって暫時休憩いたします。

午後 3時 24介休憩

午後 4時 46分再開

0議 長 (高 橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいた します。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんヵ、

( I異議な しJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君 〉 御異議ないものと認めます。 よって会議時間を延長することに

決しました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと 思いますが、これに御異議あり

ませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議 長(高橋通夫君) 街]異議ないものと認めます。 よって暫時休憩いたします。

午後4時 47分休憩

後、本会議を開く に

至らなかった
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午後 4時 35分開議

0議長(高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 28名であります。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること

に決しました。

お諮りいたします。 議事の都合によ り暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C r-異議なし〕と呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

0副議長(米沢照男君〉 休憩、前に引き続き会議を開きます。

午後4時 36分休憩

午後 7時 53介再開

ただいま高橋議長辞職勧告決議が提出されました。 本件については高橋通夫君の一身上に関す

る事件であると認められますから、地方自治法第 117条の規定により高橋通夫君は除斥とな

りますので、 冨u議長が議長を務めます。特段の御協力をお願いいたします。

ただいま奥住芳雄君ーから高橋議長辞職勧告決議の動議が提出され、所定の賛成者があります

ので動議は成立いたしました。

お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、先議いたしたいと思いますが、 これに

御異議あり ませんか。

c r異議な し と呼ぶ者あり)

。副議長(米沢 照男君〉 御異議ないものと 認めます。よってこの際本動議を日 程に追

加し、先議することに決しました。

高橋議長辞職勧告決議 の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。奥住芳雄君。

C 2 7番議員登壇〕
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027番(奥住芳雄君 〉 ただし可ま議長から御指名がございましたので、提案理由の説

明をさせていただきたいと思います。

今回、このような方法で私が高橋議長に辞職を勧告する提案者になったことは、まことに忍

びがたい思いがあるのであります。去る 8月、高橋議長も奥さんを亡くしたことを考えますと、

お気の毒に思いますが、これもお許 しを願いたいと思 うわけでございます。

昨年の 3月私たちの反対する中で、高橋議長が就任されたわけでございますが、以来、たび

たびにわたり、議会運営に非常に不手際を来たしたわけでございます。議員の皆様方は、私が

申し上げるまでもなく 、おわかりのことと存じます。例を挙げて申し上げるまでもございませ

んが、議長は、日野市議会の代表であります。取りまとめ役でもあり、そして議会運営は、会

議規則、代表者会議の申し合わせ、 議会運営委員会の決定等に従って行われるわけでございま

す。 しかるに高橋議長においては、会議規則を無視したり、場当たり主義の運営が多く、皆さ

んに大変迷惑をかけて、その都度、今度は気をつけます、と頭を下げているのであります。ま

たすぐ同じことの繰り返しであります。言うなれば、議会の品位を著しく 傷つけるものであり

ます。そのために、議会のおくれが非常に目立つ場面が多いわけでございます。特に 6月議会

また今議会等に、こ の不手際な運営が目立っ ております。今後の日野市議会のスム ーズな運営

を図るため、また議会の権威を守る ため、あえて高橋議長に辞任を勧告するものであります。

どうか議員の皆様方の全員の御協力をお願いいたしまして、提案の理由とさせていただきます。

O副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入り ます。竹ノ上武俊君。

022番(竹 ノ上武俊君) 1件だけ質問させていた だきます。

ただいま奥住議員より緊急動議が提案されま した。 これは辞職勧告ということになっており

ます。そのほか不信任動議などもあるかと思うんですけれど も、不信任ではなく て、なぜ辞職

勧告という形をされたか、その根拠についてお聞かせいただきたいと思いますe

0副議長(米沢照男君)

027番(奥住芳雄君)

奥住芳雄君。

それではお答えをいたします。

冒頭に申し上げたとおり、本当に私たちも高橋議長のこういうふうにいろんな意味で全く辞

職をしてくオいと申すのも忍びがたいと申し上げたわけでございますが、さらに不信任という

ことだと非常になおさつい問題であります。 全くいろいろな中で先ほど申し上げたとおり、何

回もおわびしてもまた忘れてしまうかわかっていないのか、同じことの繰り返しである、そう
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いう中で辞職を勧告するという意味の、ぜひ本人に一度やめてほしい、こういう意味で勧告の

決議を提案した、こういうことでございます。

0副議長(米沢照男君〉 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) ただいまのお答えでは余りはっきりしないと申しますか、

不満足でありますけれど、 これで質疑は終わらせていただき ます。

0副議長(米沢照男君〉 川嶋博君。

01 4番(川嶋博君) ただいまの奥住議員からの辞職勧告決議案について不手際と

いうことがここに要旨として書かれておりますが、高橋議長としては人柄であり、陳謝をされ

て、昨日の一般質問も行ってきました。そういう意味で、 議会としても陳謝をされたので、こ

の大きな辞職勧告というほどに当てはまらないということを思いますが、この点について、 奥

住議員はどのようなお考えでいるか。お答えを願いたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 奥住芳雄君。

027番(奥住芳雄君〉 お答えをいたします。

最前から申し上げたとおり、私よりか皆さんの方が特によくおわかりであると申し上げたわ

けでございます。いろいろ人事のことでございます。余り立ち入って提案者の私が申し上げた

くないということで、思っております。そんな中で、昨日の議会の不手際というか、 5分間の

延長等につき ましても、非常に私も議会ノレールがある以上、当然議長の計らいによって、これ

を早い機会にとめて時間の厳守等を図ってほしかった、とこういうことでございます。そのお

わびということでございますが、昨日もすぐおわびを議長はしたわけでございますが、その中

で、さらに議事進行が出まして、その程度では済まされないというようなことにも相なってお

ります。私は、以前より何回となく高橋議長にも、けしからんということを申し上げておりま

す。その中で、その程度のおわびでは私は済まされないという見地から、辞職勧告というふう

にお願いをしたわけでございます。

0副議長 (米沢照男君〉

014番(川嶋博)

川嶋博君。

ただいまの奥住議員の言葉の中にありましたように、我が

市民クラブの飯山議員から議事進行が出ました。これについては、その一般質問の中の5介聞

の時間をただすために議長に申し上げたのであって、それが辞職勧告に及ぶほどの内容ではな

い、と私たちは判断しております。この点については、再度お答えを願いたいと思います。
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。副議長(米沢照男君)

027番(奥住芳雄君〉

奥住芳雄君。

お答えをいたします。ただし可ま川嶋議員の再度にわたる質問

でございますが、それは見解がいろいろございます。さらにその中で、名古屋議員からも強い

議事進行がございました。それで、私たちも最前申し上げたとおり、非常にけしからん、何回

言っても何回頭下げりゃいいんだ、ただこれだけでは済まない。今回は特にこういう意味で御

提案申 し上げた、こういうことでございます。

0副議長 (米沢照男君)

01 4番(川嶋 博君)

川嶋博君。

私は乙の高橋議長の人柄を重要視 しております。それでその

ときの陳謝の中にもありますように議会運営を正常にもっていこうという努力もされている こ

とも認めております。そういうことで私についてはこの勧告決議案については反対をする、と

いう意見を申 し上げてこれで終わります。

0副議長(米沢j照男君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を

終結いたします。

お諮りいたします。ただいま一議題となっております高橋議長の辞職勧告決議は当人の除斥事

件でありますが、特に高橋通夫君に弁明の機会を与えることに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり)

0副議長 (米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって高橋通夫君に弁明の機会

を与えること に決 しました。

高橋通夫君の除斥を解きます。それでは高橋通夫君御登壇願います。

〔議長登壇〕

O議長(高橋通夫君〉 弁明の機会を与えていただきま してありがとうございます。

私は、議長就任以来議会の運営につきましては、議員各位の多大な御協力をいただきました

ことをこの席から厚く御礼申 し上げます。

私は、議長就任以来、私なりに誠心誠意を持って、議会の運営に全力を尽してきたつもりで

あります。今回、昭和 60年第 3回日野市議会定官|陰の会期中の昭和 60年 9月 18日一般質

問の行われた本会議場において、持ち時間の少なくなった古賀俊昭君が、森田市長に質問した

とき、議長は森田市長に対し、時間のないため簡単に答弁されるよう通告しました。そのとき

市長は、言うべきことは言わせてほしし、意味のことを言われ、答弁を続けられました。一方議
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長は、古賀俊昭君に対 し持ち時間のないことを通告しました。しかし、古賀俊昭君は、最後の

まとめのため発言を続けられ間もなく同君の一般質問は終了いたしました。市長の答弁、古賀

俊昭君の発言もあった時点ではやむを得なかったことと私は思うのであります。したがいまし

て、 質問者の持ち時間を 5分超過させただけ等の理由で高橋通失議長辞職勧告決議に対しては、

私は強く反対するものであります。しかし、申し合わせた持ち時間 1時間 30分を 5分オーバ

ーさせたことについては深く反省しております。今後は再びこのような誤りのないことに努力

することをお誓いいたしまして、弁明といたします。

0副議長 (米沢照男君 〉

(議長退席〕

O副議長(米沢照男君)

竹ノ上武俊君。

C 2 2番議員登壇 〕

022番(竹ノ上武俊君)

高橋通夫君の退席を求めます。

これより討論に入ります。原案反対者の発言を求めます。

共産党市議会議員団を代表いたしまして、緊急動議に反

対の立場から発言を申し上げます。

私も本来このよう な問題で討論をするという ことは、はなはだ好まないものがあります。

同じ議会人として、例えば市民として法律行為に反した場合であるとか、 議長である場合には

議会の発言の自由を抑えて一言 も議員に発言をさせないような横暴な ことがあった場合とヵ、

そういうときには、堂々と討論もしたい気持ちでございます。 本来、議長というものは、中立

公正でなければならないと思います。かつまた民主的な議会運営をしなければいけないという

ふうに思う次第であります。高橋通夫議長の場合はどうであったか、この点を若干述べてみた

いと思います。今回、こ の緊急、動議が出るに至った発端は、はっきりいたしております。これ

は、一般質問の持ち時間 1時間 30分を 5分間オ ーバーをしてしま 、た、この議事進行のあり

方について、特段、革新クラブの名古屋議員よりきつい議事進行の発言があり、そこから始ま

ったわけでございます。そして、議会運営委員会でいろいろとその調停のための話し合いなど

もなされてまいっております。確かに日野市議会の会議規則では、一般質問の持ち時間は 1時

間 30介、質疑応答、答弁を含めてということになっております。こういう市議会の会議規則

のその条項の点からだけ見ると、 5分間オーバーということは、規則に反するということは明

らかでございます。しかし、もともと日野市議会の会議規則ができたいきさつがございます。
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昭和 52年 10月 20日に、この規則は実施されたものでございます。この会議規則をつくる

に当たっては、全会派から代表者が出て、慎重なる意見交換をしてでき上がってきたものでご

ざいます。当時、私ども日本共産党日野市議会議員団は、一般質問について、時間制限をす忍

のはよくない、 1時間半では不十介である。こういうことを強く主張してまいりました。しか

し、当時の議会では、これを強行してこの会議規則が実施された、といういきさつがあります。

この項目についてでございます。その際の意見交換の際に、共産党が 1時間半に反対した際、

討議の中で確認されたという記録などはなt)かもしれません。しかし、話し合いの中で、一般

質問というのは、 1時間半と会議規則では決める。しかし、若干のオーバーなどがあった場合

は、議長の裁量でも柔軟な態度がとれるんだ、というようなことなどが話し合われていた こと

は、代表者の皆さんが記憶にあると思います。一般質問の 5分間のオーバーという点について、

会議規則からオーバーはしているとはし、え、この数分間という時間については、 議長権限の う

ちで桑軟なる議事進行をしていいとい うふうにも解釈がでfきます。それは、例えば日野市議会

会議規則第 56条には、同一議題については、 2回しか質問をしてはいけない、ということが

定められております。しかし、 議員の皆さんが御承知のように、同一議題どころか、小さな項

目についても日野市議会は、議長の裁量によって、 5回でも 6回でも再質問が許されてき てい

るのでございます。このように、会議規則jに決まっていても、議長の裁量の権限というのは、

認められております。会議規則第 62条による一般質問の持ち時間 1時間 30分このことは確

かに規定をされております。しかし、第 16 3条、会議規則の最終項目におきま して、会議規

則の疑義に関することについては、議長が判断をして決定していいと いうこともまた明記され

ているのでございます。このようなことを考えてみますと、今回、高橋議長が、議長席より陳

謝をされました。私は、この程度の時間オーバーの問題については、例えば会議規則 15 9条

の陳謝によってこのことを明らかにし、そして、その後の議事運営については、議長に先ほど

弁明をされましたような立場で、努力をしていただしそういう形で解決していけるのではな

いかというふうに考える次第でございます。あるいはまた、さらに必要であれば議運委員会は

開かれておりましたので、議運委員会の結論までは至りませんでしたけれども、陳謝というこ

とでこの件は処理したらどうかということを議運では取りまとめの提案 として一応出されてい

たわけでございます。こういうことからも、この程度の処理で、今後の議会運営はスムーズに

やっていくことができるのではないか、こう確信をしているものでございます。もちろん高橋
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議長が、あの一般質問の時間に市長にも確かに我々に聞こえる形で時間が過ぎているというこ

とを発言を されました。しかし、これも会議録にちゃんと残る ような形でやっていただくとか、

古賀議員が、再質問を最後に行った際、その発言は時間オーバーだから認めないというような

ことをちゃんと会議録に残るような形で議事進行をしていただしそうされればもちろん問題

はなかったことは当然でございます。そういう点の努力不足については、議長の今の弁明でも

はっきりと自覚をされ、陳謝をされている次第でございますので、こういうことが代表者会議、

あるいは議運の席で確認をされていけば、スムーズな議会運営は今後とも保たれるものと私は

信 じる次第でございますo したがいまして、これらのことを考えるにつけ、今回、緊急動議と

して辞職勧告をするというようなことは私はすべきではない、そういうふうに考える次第でご

ざいます。また、提案理由の中で奥住議員は、たびたびいろいろなことがあったと申されてお

ります。たびたび過去もございます。これは高橋議長だけではなく、たびたびという点で、 数

が多い少ないはございましょうけれども、日野市議会の歴史では、いろレろの議長の行道があ

りました。あるいは不信任動議が出たこともございます。しかし、それらはその都度、代表者

会議、または議運などで話し合いをして、解決をしてき ているわけでございます。ですから 、

たびたびいろいろあったというようなことで、辞職勧告をするということは、行き過ぎではな

いか、と私は考える次第です。なおまた、 日野市議会会議規則には、第 14 8条におきまして、

議会の品位を保たなければいけない、ということが明記されております。議長も全議員もこの

議会の品位を保つ、このために努力をしなければならないことは当然でございます。しかし、

この品位という問題については、私はこういう席で討論をするような問題ではなく、全議員が

みずから襟を正して品位を保つために努力をする、このことが大切であって、他を批判するこ

とは、その次ではなし、かというふうに考える次第です。私ども共産党市議団が、高橋通夫議長

を議長として支持してきたのは、一言 この点について触れておきます。それは高橋通夫議長が、

政党間の問題については中立を保つことを表明をされ、また、市民本位の民主的な議会運営を

するということを表明をされ、また、そのために一貫して誠意を持って努力をしてきておられ

る、そういうことを評価しているからこそ、今まで支持してきている次第でございます。以上、

簡単ではございますが、辞職勧告決議というこの緊急動議に、反対する立場を表明した次第で

ございます⑨

0副議長 (米沢照男君) 次に原案賛成者の発言を求めます。名古屋史郎君。
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( 2 1番議員登壇 〕

0 21番 (名古屋史郎君〉 私は、高橋議長辞職勧告決議案に賛成する討論を行う前に、

一言申し上げておきたいと思います。

私は、高橋議長とは古い議員仲間であ り、温厚篤実な高橋さんに、今も敬愛の気持ちを持っ

ております。個人の情からしては、まことに忍びがたい気持ちで、 本席に立っ ていることを、

申し上げておきます。

そもそも議長職は言 うまでもなく公職であり、議長職は公人であります。議長の権限、そし

て議長の技量は、市民の期待が多 くかけ られているわけであります。そういう立場から、私は、

公人としての高橋議長の対外活動については、今、おくとして、当議会内でのことについての

運営の不手際を二、三点申し上げてこの勧告決議案に賛成の立場を明らかにしたいと思います。

今、竹ノ上議員は、お互を批判することは品位をみずからが汚すものだ、というような意味

の発言をされました。私は、言論人としては、まことにふがいない考え方だと思います。まず

私が申し上げたいのは、先ほど竹ノ上議員がいろいろ言われておりますが、私は、まず申し上

げたいのは、本議会の官頭、 2日ばかりいわゆる議事が空転をした時期がございました。そし

て、 議長が、橋本議員に対して、通告という形のことが行われました。私は、この議長通告と

いうことに至ったまでの経過のことについては、今触れようとは思いません。私が第一に申し

上げたいのは、この議長通告を議場で一議員にするという珍しいといいますか、余りない例の

ことが行われた際に、当事者である橋本議員が、 しきりに発言を求めておりました。こういう

珍しいことを行う際には、私は慎重の上にも慎重を期さなければいけないと考えます。しかる

に、議長は、当事者の発言を求めている姿を、 声を目の当たりにしながら、その当事者の発言

を十分に保障しないで議事を進行いたしました。裁判でも、当事者の意向は聞いて もらえるは

ずです。まして言論の府である議会で、当事者が話をしたい、先ほど高橋議長も弁明の機会が

与えられたどとし当事者が何か聞いてほしいと言っているのを、抹殺するような姿勢は、私

は議会の民主主義を守る、そういう立場から、到底容認できないものであります。

次に、先ほど提案理由の説明にもありましたように、代表者会議、あ るいは議運などのすべ

て議長のもとで行われる諸会議の決定事項なりが十介に議員同士に浸透 していない、そういう

ことでいろいろな不手際がこれまでもありました。先ほどこれまでのことを言 うというのはけ

しからん、というようなお話もありましたが、やはり私は、 冒頭申 し上げたように、公人
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としての議会の最高の運営の責任者としては、この問題は済んだではないか、あの問題は済ん

だではな l~かという締めくくり方では、論評とし川、ますか、批判できないと思います。いろし、

ろの不手際がこれまであったということは、これは重大な問題だと思います。今申し上げまし

たように、全員協議会の中で、つい先般もある代表者の質問と いいますか、そういう形におわ

びをするというような形もありました。こういうことからしても、 私は議長としてはま ことに

不適格だ、こういうふうに感ずるわけであります。

続いてこの 18日ですか、 一般質問の時間の問題についても触れられております。共産党の

方は、 議会ノレ ノレを守れということをしきりにこれまでも言われました。これは当然のことで

す。 一般質問の持ち時間が 1時間半に決まったのは、含みがあるんだ、 しかもその取り扱いに

ついては不十分だったけれど誤ったじゃないか、だからいいんだ、 こういう形には私は到底賛

成できません。最低の jレーノレを守らない、たとえ 1分で も2介でもそ こで切らなければそれで

は2分くらいはいいだろう。 3分くらいはいいだろう、 5分ぐらいはいいだろうという運営が

なされたんでは、ほかのこともそれにならった形になってし可 く、そういう点から、私は最低の

ノレールは守らなければいけない。そういう点で大変な不手際だ、こういうふうに感じているわ

けであります。これも理由の一つであります。

次に、大変申し上げにくいことですけれども、これもあえて言わなければならないと思いま

す。この日野市議会で高橋議長就任以来、 一議場の中で異様な音が発せられます。たびたび発せ

られます。いわゆる机なり、いすはそうでもないですが、たたかれます、こんな議会は私はな

いと思います。その議会の竹ノ上氏はし、ろい ろな条文を持ち出されますが、私は、日野の会議

規則の 123条、あるいは地方自治法の 10 4条、品位は守らなければいけない。秩序は保持

しなければいけないと書いてあります。 この秩序と いう点で、 私は高橋議長になってから、本

会議場でのあの異様な音、激しい音、こ の発せられることについて、 もうこれ以上言うのは恥

ずかしいような、悲しいような気持ちです。 これは、私は議長の職務を十分果たしていない、

議場の秩序を守らな ければいけない。 あんな日本じゅうの議会に聞こえないような音が聞かれ

るというのは、私は議長がしっかりと目をあけていれば起こらない音であります。全くこのこ

とを言う こと 自体が私は恥ずかしいよう な気持ちがいたしますが、こ ういうようなことで職場

の秩序、品位、全く不規則な音が出されることに対しても全く制止をできなL、。もちろんそう

いう音を出す者の方が間違っていると思います、私は。しかし、その音を出す人は相当な気持
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ちで出していると思います。これを一向に受けつけない、そういうような議事さばき、 これで

は全 く議会の品位、いわゆる秩序が保たれないと思います。

以上二、三点申し上げましたように、私は、 冒頭申し上げましたように、公人としての責任

者としての高橋通夫君は、議長として全くふさわしくない、こういう ことで、 奥住議員の提案

に全面的に賛成をするものであります。心あ る議員の皆 さんは、ぜひ議会の民主主義を守る、

市民の生活を守る、こうし 1う立場に立っ て御英断のあられんことを、心からお祈りをいたしま

して、 賛成討論といたします。

0副議長 (米沢照男君 )

言を求めます。黒川重憲君。

C 1 7番議員登壇 〕

次に原案反対者の発言を求めます。なければ原案賛成者の発

0 1 7番(黒川重憲君 ) 昭和 53年4月 15日、 議員高橋通夫君に対し、反省と謝罪

及び副議長辞任を求める動議が提出をされました。そして、また本日、再び議長として辞職勧

告決議が出されましたこと は、まことに遺憾に耐えませんo 私情を捨てて日野市議会の議会運

営の秩序と権威を回復せんがために、 勧告決議に賛成をするものであります。代表者会議での

議会運営の不手際、まずさ、 各会派との折衝、あ るいは議会運営委員会との連絡不徹底、 議長

不慣れのためとのおわびも、何回となく代表者会議で行われました。また、 議長が大声を上げ

て代表者と渡り合うこと もたびたびでございました。また、今、 名古屋議員からお話がありま

したとおり、議長席での居眠り、議員席から机をたたかれたり、 あるいは事務局員に注意を さ

れたり、ほぼ毎度のことのよ うに居眠りをされておる、歴代議長にはなかったことではないで

しょうか。 また、こ のことは市民には何らの説明の余地はないと思われます。このようなこと

もございました。寝るなと いう議員のや じに、 みんな も寝ているじゃないか、こういうこと を

言った こともございま した。

本年 6月の定例会に、同じく高橋議長の辞職勧告決議が、代表者会に提出をさ れました。こ

れは議案として上程はされませんで したけれども、その最終日に 12時に なって も議場に来な

かった。 トイレに入っており流会になっ たこ とは、皆さんの記憶に新 しいこ とと思いますo

さらに、今 9月定例会におきまして、代表者会議の冒頭から審議はス トッ プをいたしま した。

市職員の不慮の死を遂げたこの痛ま しい事件、全協の問題もござ いました。また、一般質問の

予定時間の延長のこともございました。議長室での奇声を発しての異様な行為、既に私たちは
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寛容と慈悲の気持ちは全 く限界に達 しているのであります。 もしも、こ れ以上この職にとどま

るならば、 高橋通夫氏の長い議員歴に汚点を残すこと は、明白であろ うと 思います。以上をも

って動議に賛成をいたします。

0副議長(米沢照男君 〉

C 1 0番議員登壇 〕

01 0番(鎌野行雄君 〉

申し上げたいと思います。

続いて原案賛成者の発言を求めます。筏野行雄君。

新政会を代表いたしまして、 決議案に賛成の立場から意見を

個人的には、 私は別に高橋議員に対 して、 何の恨みもないし、感情も持っておるわけではご

ざいません。むしろ長年の議会人としての政治活動に対して、 深い敬意を払うものであります。

つい最近、ある代議士と話 し合 う機会があったわけでありますけれども、そのときに、こ うい

うお話がございました。 若さとい うのは、政治家として一番の魅力であり 、選挙にも非常に強

いんだ、こういうこともある にもかかわらず、 お年寄りが長年、議会選挙の難関をくぐり抜け

て議会活動を続けるということ は、非常に大変な こと だと、 本当に私も感心し、尊敬しなけれ

ばなら ないと思っ ている、とこうい うよ うなお話がございま した。全く私もそのとおりだと思

うわけであり ます。しか しなが ら公人としては、また考えは別であります。名古屋議員、ある

いは黒川議員から具体的な こと についてはお話がございましたから、私は申し上げるつもりは

ございません。最近の議長のあり方を見ておりますと、果たして議長と して適任であるか、そ

の職責を果たせるかどう か、大いに疑問に思うものであります。議長は申し上げるまでもなく 、

外に対 しては議会を代表し、議会内では議会のスムースな運営を図る、これがその職責であり

ます。高橋議長が、議長の職を今後続けられた場合、果たして市議会がスムースな運営が図ら

れるか、大いに疑問に思うわけであります。ますます混乱を続けるばかりではないか、と思う

わけでございます。

以上のような意味におきまして、この決議案に賛成するものであります。賢明なる皆さんの

御賛成をいただいてこの決議案が可決され、日野市議会の名誉のためにも、今後のスムースな

運営のためにも、高橋議員が賢明なる進退をされることを心から希望しまして、意見を終わり

ます。

O副議長(米沢照男君) これをもって討論を終結いたします。

これより高橋議長辞載勧告決議を採決いたします。この採決は無記名投票をもって行います。
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( i議事進行」と呼ぶ者あり)古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 〉 我々日野市議会自由民主党所属議員は退席をいたしたし、。 ょっ

て我々が退席するまでこの採決を待っていただきたし¥そのことを申し上げます。以上です。

C 6番議員、 1 8番議員退席 〕

0副議長(米沢照男君〉

(議場閉鎖)

O副議長 米沢照男君〉

議場の閉鎖を命じます。

ただし 1まの出席議員数は 25名であります。

お諮りいたします。会議規則第 31条第2項の規定により立会人に谷 長一君と市川資信君

を指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君)

川資信君を指名いたします。

投票用紙を配付いたします。

〔投票用紙配付〕

O副議長(米沢照男君〉

御異議ないものと認めます。よって立会人に谷長一君と市

投票用紙の配付漏れはございませんか。

C iなし」と呼ぶ者あり) J 

0副議長(米沢照男君〉

投票箱を改めさせます。

(投票箱点検〕

O副議長(米沢照男君 )

配付漏れなしと認めます。

異状な しと認めます。

念のため申し上げます。本件を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記入願います。

なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、

会議規則第 73条第 2項の規定により否とみな します口

点呼に応じて順次投票をお願いいたしますo

点呼を命じます。

0議会事務局次長(馬場 守君〉 点呼いたしま す。( i議事進行」と呼ぶ者あり)

0高Ij議長(米沢照男君)

02番(福島敏雄君〉

福島敏雄君。

今の議長の発言で御説明がありましたけれども、勉強不足でご
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ざいまして、 もう一度最後のとこ ろ読んでいただけますか。

0副議長(米沢照男君) 念のため申 し上げます。本件を可とする諸君は賛成と、否と

する諸君は反対と記入願います。

なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、

会議規則第 73条第 2項の規定により否とみなします。福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 理由は述べませんけれど も、この席を退席をさせていただきた

いと思います。( i議事進行」と呼ぶ者あり)

O副議長(米沢照男君〉 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 議場閉鎖をした後のただいまの申し入れでございますので、

これは退席はできないものと思いますので、議長の御見解をお示しいただきたいと思います。

。副議長(米沢照男君) ただいまの発言ですけれども、既に御承知のように議場を

閉鎖されておりますので、退場は認められませんので、御了承くださし、。

それでは点呼を命じます。

0議会事務局次長(馬場 守君〉 それでは点呼いたします。

1番橋本文 子議員(投票〕 2番 福島敏雄議員〔投票〕

3番小俣昭光 議員〔投票〕 5番 谷 長 議員〔投票〕

7番馬場 繁夫議員〔投票〕 8番 馬 場 弘 融 議 員 〔 投 票 〕

9番高 橋徳次議員(投票〕 1 0番 鎌 野 行 雄 議 員 〔 投 票 〕

1 1番 一ノ瀬 隆議員〔投票〕 1 2番板垣 正 男議員〔投票〕

1 3番鈴木美奈子議員〔投票〕 1 4番川嶋 博議員〔投票〕

1 5番飯山 茂議員〔投票〕 1 6番 夏 井明男議員〔投票〕

1 7番黒川重憲議員〔投票〕 1 9番市川資 信議員〔投票〕

20番藤林理一郎議員〔投票〕 2 1番名古屋史郎議員〔投票〕

22番 竹ノ上 武俊議員〔投票〕 2 3番米沢 照男議員(投票〕

24番中山基昭議員〔投票〕 2 5番大柄 保議員〔投票〕

26番 秦 正 議員〔投票〕 2 7番奥住芳雄議員(投票〕

28番 石坂勝雄議員〔投票〕

以上です。
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0副議長(米沢照男君) 投票漏れはございませんか。

( rなし」と呼ぶ者あり〕 9月20日 金曜日 (第 6日)

0副議長(米沢照男君) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

〔一議場開鎖 〕
昭和 6 0 年

0副議長(米沢照男君) これより開票を行います。
日野市議会会議録 (第 25号〉

第 3固定例会

谷 長一君、市川資信君の立会いを願います。

〔開票〕
9月 2 0日金曜日 (第 6日)

0副議長(米沢照男君) 投票の結果を事務局長をして報告いたさせます。
出 席 議 員 ( 2 7名 )

0議会事務局長(岩沢代吉君) それではただし 1まの投票の結果を報告いたしますo
1番 橋 本 文 子 君

投票総数 2 4票
3番 俣 昭 光 君

賛 成 1 4票
6番 古 谷 太 虫B 君

反 対 9票
8番 ，馬 場 ちL 融 君

棄 権 1 
1 0番 鎮 野 行 雄 君

らL上でございます。
1 2番 板 垣 正 男 君

高橋通夫君の除斥を解きます。
1 4番 )11 山鳥 博 君

ここで議長を交代いたします。御協力ありがとうございました。
1 6番 夏 井 明 男 君

〔副議長退席、議長着席〕
1 8番 古 賀 俊 昭 君

(退席する者あり)
2 0番 藤 林 理一郎 君

午後 8時 53分定足数に達せず延会
2 2番 竹ノ上 武 俊 君

2 4番 中 山 基 昭 君

2 6番 秦 正 君

2 8番 石 坂 勝 雄 君

欠席議員 ( 1名)

3 0番 高橋通夫君

欠員

4番 29番
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2番 福 島 敏 雄

5番 谷 長

7番 ，馬 場 繁 夫

9番 員 橋 徳、 次

1 1番 一ノ瀬 隆

1 3番 鈴 木 美奈子

1 5番 飯-山 茂

1 7番 黒 ) 11 重 憲

1 9番 市 )11 資 信

2 1番 名古屋 史 直E

2 3番 米 沢 照 男

2 5番 大 柄 保

2 7番 央 住 芳 雄

君

君

君

君

君

君

君

君

君

君

君

君

君



記土方留春君

記串田平和君

説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森 田 喜美男 君

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊

市民部長 佐 藤 智 春 君 生活環境部長 坂

清掃 部長 藤 浪 z屯t己 徳、 君 都市整備部長 結

建設部長 中 村 亮 助 君 福祉部長 局

水道部長 永 原 照、 雄 君 病院事務長 大

教 育 長 長 沢 一 郎 君 教育次長

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局

書

書

書

長岩沢代吉君

記田中正美君

記谷野省三君

記佐々木茂時君

次

書

書

長馬場

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3

立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 小野口純子君

午後 3時 33分開議

0副議長 (米沢照男君) 本日の会議を開きます。

藤 郎君 ただいまの出席議員 26名であります。

本日、議長所用のため、副議長が議長を努めます。特段の御協力をお願いいたします。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた したいと思いますが、 これに

御異議ありませパノか。( r議事進行」と呼ぶ者あり)

C r異議なし」 と呼ぶ者あり〕

藤正吉君

君

君

君

君

君

雄

夫

隆

雄

夫

金

邦

松

哲

本

城

野

貫

山

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会する

ことに決しました。( r御異議ございませんかというときに、議事進行が出ているじゃないか。

こんなむちゃくちゃな進行があるか」と呼ぶ者あり)古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) ただいま議長の方から、高橋議長が所用のために、副議長を頼

守君 まれておられた、こういうお話がありました。

先ほど、私、高橋さんの家に電話いたしました。そうしましたら、ずっと前から、きょうは

用事があるので、副議長さんに 20日の議事はお願いしてありますんで、というお話がござい

ました。

それならば、もう高橋議長さんは、 きょうは御出席にならないということは、初めからわか

っているわけであります。当然、午前 10時から副議長が議事を進行するのが筋だと思います

が、何ゆえに午後 4時近くまで放置されていたか、この議事の進行状況について、御説明をお

願いいたしたい。

0副議長(米沢照男君) お答えをいたします。

きょう 10時から代表者会議が開かれました。昨日の高橋議長に対する決議、それを受けて

代表者会議を開いて、きょうを含めて、今後の議事日程、議会運営について、御相談をいたし

まし fこ。

その結果、日程を予定どおり消化しながら、決議に対する高橋議長の対応については、それ

はそれとして、並行して進行させたらどうかという意見と、決議を受けて、それに対する高橋

議長の対応がはっきりしないと、きちっとけじめをつけなければ、議会を開会できない、こう

いう意見が対立して、先ほどまで断続的に代表者会議が開かれたわけですけれども、なお意見

の調整がつかないと、こういうことで、 24日に持ち越された、こういう経過であります。

議事日程 昭和 60年 9月20日(金)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

なし

nu 
つ臼

ワ臼



なお、きょう高橋議長が所用のため欠席するということは、既に四、五日前に私に、口頭で

すけれども、伝えられておりました。したがって、そのことも代表者会議では明らかにしてき

ております口 ( I了解」と呼ぶ者あり)

9月24日 火曜日 (第 7日)

本日の未了日程は、 24日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後 3時 38分延会

昭和 60年

第 3固定例会
日野市議会会議録 (第 26号)

9月 24日火曜日(第 7日)

出 席議員(2 7名 )

1番 橋 本 文 子 君

3番 俣 昭 光 君

6番 古 谷 太 直E 君

8番 ，馬 場 ~j， 融 君

10番 旗 野 行 雄 君

1 2番 板 垣 正 男 君

14番 ) 11 嶋 博 君

16番 夏 井 明 男 君

18番 古 賀 俊 昭 君

20番 藤 林 理一郎 君

22番 竹ノ上 武 俊 君

24番 中 山 基 昭 君

26番 秦 正 君

28番 石 坂 勝 雄 君

欠席議員(1名)

30番 高 橋 通 夫君

欠員

4番 29番
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2番 福 島

5番 谷

7番 ，馬 場

9番 高 橋

1 1番 一ノ瀬

1 3番 鈴 木

15番 飯 山

1 7番 黒 ) 11 

1 9番 市 ) 11 

21番 名古 屋

23番 米 沢

25番 大 柄

27番 奥 住

敏 雄 君

長 君

繁 夫 君

徳、 次 君

隆 君

美奈子 君

茂 君

重 憲 君

資 信 君

史 虫E 君

照 男 君

保 君

芳 雄 君



説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森 田 喜美男 君

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 直E

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 τ口と

市民部長 佐 藤 矢出口 春 君 生活環境部長 坂 本 金 雄

清掃部長 藤 浪 ニ屯£己 徳 君 都市整備部長 結 城 邦 夫

建設部長 中 村 亮 助 君 福祉部長 品 野 隆

水道部長 水 原 照 雄 君 病院事務長 大 貫 松 雄

教 育 長 長 沢 一 虫E 君 教育次長 山 哲 夫

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 弓I-l-三4 沢 代 ±ロと 君 次 長 ，馬 場 て--了-

書 記 田 中 正 美 君 書 記 土 方 留 春

書 記 谷 野 省 一 君 書 記 串 田 平 キ日

書 記 佐 々 木 茂 時 君

速記委託先 住所 東京都立)11市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所

議事日程

日程第I 一般質問

本日の会議に付した事件

なし

所 長

速記者

関根福次

田辺雅子君

昭和 60年 9月 24日(火)

午前 10 時開議

-214ー

君

君

君

君

君

君

君

君

君

君

午後 3時 37分開議

。冨Ij議長 (米沢照男君 ) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 27名であります。

本日、高橋議長より、病気療養のため 7日間の欠席をいたしたい、との届け出が診断書を付

して副議長に提出をされました。したがいまして、本席、副議長が議長席につきますので、よ

ろしく御協力をお願いいたします。

io言寄りいたします。本 日の会議は……( I議長Jと呼ぶ者あり)市川資信君。

01 9番(市川資信君 ) l点質問さしていただきたいと思うんですが、ただし 1ま副議

長より、高橋議長より診断書が出されて、本日から 1週間欠席するとのことでございました。

先般、 20日の議会におきまして、高橋議長の、いわゆる決議案に基づく種々やりとり、そし

て、本日も朝から代表者の方々には精力的に議会運営の正常化を期するために、努力を重ねて

はまいったんですが、本日も、こういった時間を空白の時間で経過したわけです。そして、私

がお聞きしたいのは、先般、副議長から申されました 21、 22、 23の3日間を、その携わ

る者は精力的にこの収拾に向かつて努力する、ということも代表者を通してるる私どもも説明

を受けておりますが、いま少し具体的に 21、 22、 23日のとられた措置、行動についてお

話を承りたいと存じます。

0副議長 (米沢照男君) お答えをいたします。

すでにそれぞれの会派代表から、それぞれに御報告があったかと思いますけれども、あえて

この場で答弁求められましたので、お答えをしておきます。

2 1日の日に、早速私は高橋議長と連絡をとるべく、 5回ほど午前、午後、夜にわたって電

話を入れましたけれども、連絡がつきませんでした。翌 22日に、ようやく連絡がつきまして、

2 0日の 1日にわたる代表者会議の経過、そして、各会派の意向等をそのままお伝えをいたし

ました。そして、議長として、しかるべき対応をしていただかなければなりません、というこ

とでお伝えをいたしました。その結果として、けさ御存じのような欠席届と診断書が私のもと

に届けられました。以上であります。

なお、この診断書並びに欠席届の提出は、高橋議長として 20日の代表者会議の空気、そし

て、各会派の意向に対応して提出さ れたもの、 と私は理解いたしております。

以上です。( I議長」と呼ぶ者あり)市川資信君。
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01 9番(市川資信君) いま詳細に副議長から御説明いただきましたが、私は、代表

者よりの医師の診断書なるものと欠席届を拝見させていただきました。その診断書を見ますと、

病名に低血圧症兼固まいというんでしょうか。 1右の者、上記傷病により向こう 1週間の安静

を要するj と、こう書いであるわけであります。私が控室において同僚議員から種々お聞きし

たり、また、私も近所でございますので、いろいろと聞きますと、高橋議員は 21日、 22日、

元気で活躍されているところも見ております。なおかつ 23日においては、多摩のいわゆる小

島善太郎画伯の記念館の祝典にも出て、ごあいさつまでされておるということを聞いておりま

す。これは、副議長、わからなければ事務局長でも結構だと思うんですが、こういった議会が

大変混乱しておるときに、本日、議長宅に私どもの議員が電話したところが、不在である、と

いうこともお聞きしまし7こ。少なくとも、公務の中において欠席されている議長が、不在だと

いうことなんですけれども、局長は、少なくとも議長の所在を確認されていると思うんでござ

いますが、その有無についてまず局長よりお答えいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 議会事務局長。

0議会事務局長(岩沢代吉君) ただいまの件につきまして御報告いたします。

私の方では、ただいま御発言の中にございましたように、 23日の件につきましては、正式

に私の方に文書が参っておりません。したがいまして、私の方の日程にものっておりません。

こういうふうな状況でございます。

それからまた、所在の確認でございますけれども、私の方では極力議長の確認はしておりま

すけれども、お嫁さんのあ電話の応答等につきましても、非常に「わかりません」というふう

な回答が多うございまして、きょうは息子さんをしまして電話に出ていただいたと。こういう

ようなことで、きょうのお電話は、息子さんから 14時ころか 5時にはお電話のできることに

なろうから、それまで悪いけれどもお待ちいただきたし'Jと、こういうようなことでございま

す。

以上でございます。 ( 1議長」と呼ぶ者あり )

O副議長 (米沢照男君 ) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) いま局長よりお話を承りましたけれども、少なくとも、これ

は局長、副議長名をもって、この会期中には議長がし 1かなるところに、いかなる所在で要件で

出張しようと、出向しようとも、その連絡先確認が十分とれるような今後対策といいますか、
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そういう方向をお願いしておきます。

それで、もう 1点お聞きしたいんでございますけれども、本日、この診断書 によれば 「低血

圧、目ま t'J という中で、先ほどちょっとお聞きしますと、 これが副議長のお宅に本人からお

届けされたということをお聞きしたんですが、それは間違いないでしょうか。副議長にお尋ね

いたします。

0高Ij議長(米沢照男君) 息子さんが運転されて、 議長が同乗して、直接私の自宅へ参

りました。

以上です。 ( 1議長」と呼ぶ者あり)市川資信君。

01 9番(市川資信君) どうか、いま何点か議長の、最も重要な日野市議会の長い間

の混乱と 申しますか、こう いった中で、最も収拾に責任を持っ て携わらなければならない本人

が行方もわからない。そして、高橋さんの元気なことは私どもは常日ごろ皆さんも御存じのと

おりでありまして、この 21、 2 2、 23、いずれも元気なお姿をそれぞれの目で確認されて

いる人が、大ぜいいるわけでありまして、 なかなかこの診断書を私どもはそのとおりうのみに

するということができないわけであります。したがいまして、この混乱が長ヲ|く事態を、一日

も早く収拾するために、特段の一層の御努力をお願いして、私の質問は終わります。

0副議長(米沢照男君) 御意見として承っておきます。

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって本日はこれにて延会する

こと に決しまし fこ。

本日の未了日程は、あすの日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。
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9月25日 水曜日 (第 8日)

昭和 60年

第 3固定例会
日野市議会会議録 (第 27号)

9月 25日 水曜日(第 8日)

出席 議 員 ( 2 7名)

1番 橋 本 文 子 君 2番 ネ高 島 敏 雄

3番 俣 昭 光 君 5番 谷 長

6番 古 谷 太 良E 君 7番 ，馬 場 繁 夫

8番 ，罵 場 Fム 融 君 9番 I笥 橋 徳、 次

1 0番 鎮 野 行 雄 君 1 1番 一ノ瀬 隆

1 2番 板 垣 正 男 君 1 3番 鈴 木 美奈子

1 4番 ) 11 向島 博 君 1 5番 飯 山 茂

1 6番 夏 井 明 男 君 1 7番 黒 )11 重 憲

1 8番 古 賀 俊 昭 君 1 9番 市 )11 資

2 0番 藤 林 理一郎 君 2 1番 名古屋 史 虫B

2 2番 竹ノ上 武 俊 君 2 3番 米 沢 照 男

2 4番 中 山 基 昭 君 2 5番 大 柄 保

2 6番 秦 正 君 2 7番 奥 住 芳 雄

2 8番 石 坂 勝 雄 君

欠席議員 ( 1名)

3 0番 高橋通夫君

欠員

4番 29番
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森 田 喜美男 君

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 虫E 君

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 τロと 君

市民部長 佐 藤 タ国ロ 春 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君

清掃部長 藤 浪 2屯盆己 徳 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君

建設部長 中 村 亮 助 君 福祉部長 I笥 野 隆 君

水道部長 氷 原 照 雄 君 病院事務長 大 貫 松 雄 君

教 育 長 長 沢 一 虫E 君 教育次長 山 哲 夫 君

午後 4時 21分開議

0副議長(米沢照男君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 27名であります。

お諮りいたします。この際、会期の延長の件を日程に追加し、先議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって、この際、会期の延長の

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

件を日程に追加し、先議することに決しました。

会期の延長の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

局

書

書

書

長馬場 君守 0議会運営委員長(中山基昭君) 去る 18日の議事の進行におけます、突発的な状長岩沢代吉君 次

書

書

記土方留春君

記串田平和君

況以来、全議員の皆さんに大変御心配をおかけし、その努力をいただいてまいりました。しか

し、大変多くの時間が経過をし、当初の会期、日程での議事の消化が、困難な状況にございま

記田中正美君

記谷野省三君

記 佐々木茂晴君 す。

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関 根福次

速記者 小 野口純子君

先ほど、 2時 50分より、代表者会議での協議、あるいは経過を踏まえまして、議会運営委

員会におきまして、当初、御確認をいただいてまいりました会期、日程等を、次のように変更

することを確認をしてまいりました。

変更日程等につきましては、お手元の配付されております、予定の再度の変更表をひとつ御

参照いただいてまいりたいというふうに思います。

議事日程 昭和 60年 9月 25日(水)

午前 10 時開議

明日 26日から 10月の 2日までを一般質問の日程に充当してまいりたいと思います。 10 

月の 3日、 4日を、それぞれの常任委員会、 1 0月 7日を特別委員会、 1 0月9日を最終日と

いたしまして、審査報告、議案の上程、請願の上程等を、予定をしてまいりたいというふうに

思います。日程第 1

追加日程第 1

一般質問

会期明王長 なお、一般会計、特別会計の両決算の特別委員会等につきましては、これを前例とすること

本日の会議に付した事件

追加日程第 1

なく、閉会中の委員会において審議を行うことにいたしたいというふうに思います。

以上、大変雑駁でございますが、よろしく御審議と御確認をお願いをいたしまして、報告に

かえさせていただきます。

-220- -221ー



以上でございます。

0副議長(米沢照男君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、会期を延長する

に御異議ありませんか。
9月26日 木曜日 (第 9日)

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって会期は 10月 9日まで、 昭和 60 年

日野市議会会議録 (第 28号)
1日間延長することに決 しました。 第 3回定例会

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 9月 26日木曜日 (第 9日)

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕 出席 議 員 ( 2 7名)

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。 よって本日はこれにて延会する 1番 橋 本 文 子 君 2番 福 島 敏 雄 君

ことに決しました。 3番 俣 H百 光 君 5番 谷 長 君

本日の未了日程は、あすの日程といたします。 6番 古 谷 太 虫E 君 7番 d罵 場 繁 夫 君

本日はこれにて延会いたします。 8番 ，馬 場 Fム 融 君 9番 局 橋 徳 次 君

午後 4時 25分延会 1 0番 策 野 行 雄 君 1 1番 一ノ 瀬 隆 君

1 2番 板 買 正 男 君 1 3番 鈴 太 美奈子 君

1 4番 )11 向島 ↑専 君 1 5番 飯 山 茂 君

1 6番 夏 井 明 男 君 1 7番 黒 ) 11 重 憲 君

1 8番 古 賀 俊 日百 君 1 9番 市 ) 11 資 信 君

2 0番 藤 林 理一郎 君 2 1番 名古屋 史 直E 君

2 2番 竹ノ上 武 俊 君 2 3番 米 沢 照 男 君

2 4番 中 山 基 昭 君 2 5番 大 柄 保 君

2 6番 秦 正 君 2 7番 奥 住 芳 雄 君

2 8番 石 坂 勝 雄 君

欠席議員 ( 1名)

3 0番 高 橋 通 夫 君

欠員

4番 29番
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説明のため会議K出席 した者の職氏名

市 長 森 田 喜美男 君

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 加 藤 虫E 君

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総 務 部 長 伊 藤 正 =口と 君

市民部長 佐 藤 矢出口 春君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君

清掃部長 藤 浪 ヱ屯o:. 徳、 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君

建設部長 中 村 ケ可吉ロ 助 君 福祉部長 I奇 野 隆 君

水道部長 永 原 照、 雄 君 病院事務長 大 貫 松 夫 君

教 育 長 長 沢 虫E 君 教育次長 山 哲 夫 君

病 院 長 一 田 盛 君

午前 10時 7分開議

。副議長(米沢照男君) なはょうどざいます。

高橋議長病欠のため‘副議長が議長席K着きますので、よろしく御協力をな願いいたします。

本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 22名であbます。

ζれよ b日程第 1.一般質問を行います。 3の 1.市民会館故套沢館長の諌止を生かせKつい

ての通告質問者.古谷太郎君の質問を許 します。

C 6番議員登壇 〕

06番(古谷太郎君) 私は、 9月4日. 1 0時氏、都市整備部長の結城さんK用があ

長岩沢代吉君 長 馬 場 君守

Dまして、な会いする約束で、市役所へ参Dました。そうして、結城さんは都市計画課長と一

緒氏、私の ところへないでに左られました。私の質問VL.大変た〈さんの資料をそろえて.あ

っという問. 5分くらいで‘私の疑問が解けま した。

1 1 時氏、私は.~沢館長さんK会う約束を していたのであ D ます。余 D 結城さんの説明:が

早かったので、私は、予定よ bも40分ぐらい早<.市民会館の事務所の方へ参bました。

な客さん.恐らく工事関係のな客さんだと思うんですが、館長は.その方と打ち合わせをさ

れてなDました。私が入っていき ましたら. I先生早いですね」と言うから、 「そのとなタ早

いんです。館内でもぶらぶ らしています 」と‘とう 言っ て表へ出ましたら、追っ てまい Dまし

た。御案内いたしますと。いや、君、今、仕事をやっているようじゃ左いか。 11時の約束だ

から. 1 1時K在ったら事務所へ行くからと。

ととろが‘そのとき.私は館内氏入Dまして、 びっくタ したととが一つある。電気関係でし

ょう、修理の、工場か会社の方がなられまして、いろいろと舞台の近くの電気関係を修理して

なられました。私.一番驚いたのは、あの暑い 9月4自民、冷房がどこ K も入ってい左いので

あDます。修理の場所だけ電気がついている。

私は、薄明かbの中をぶらぶらと館内を歩いた。暑く て. とてもいられ左い。 それから外へ

出ま した、 2 0分ほど中氏なbまして。そしてま た、事務所の方へ参bましたら.宮本君が御

案内しましょうかと言うから.もう暑〈て中はだめだと。

しかし、左ぜ、職員の人や修理の人がたくさん働いているの氏、冷房を入れ左いのか。経費

の節減であ bます。はあと思いました。套沢館長という人は、そとまで考え左がら仕事をし

会議代出席 した議会事務局職員の職氏名
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ているのか在と思いました。

それから、私は.事務所の手前の方の応接 といいますか、机K座って;}，">.!?ま したら、東京舞

台というんですか、の方と 2入、それから谷さんといいます、職員が£、られま して.そのとき

もまだ套沢館長さんは‘僕が 10時 20分どろ行ったときの方と、話をしてなられた。明るい

感じよ.!?~_真剣左感じでありました。

それから、私は、谷君、もうちょっと涼 しいとと左いかねと言ったら、あ bますと。それで、

左にか廊下の隅の方の、何ですかね、舞台の方へ入る、正面を入って.ζ っちの廊下の璃K部

屋があるんです.気がつか左かったですけれど。そこへ入って、その部屋だけ.小さい部屋で

す.冷房を入れてもらいました。

打ち合わせというのは、実は 22日vc_飛田東山という人が創案しました東山流の新日本舞

踊を、市民の皆さんに見せたいという街]希望があDましたので、その舞台の打ち合わせK行っ

たわけです。打ち合わせは. 1時間ほどで終わ bました。 12時 5分前ぐらいでした。

私は.館長さんに一応な礼氏、事務所の方へ参bました。館長さんは冬、られました。どうい

うζ とですかと言うから 今、申し上げましたように.新日本舞踊の新しい舞踊、大和心を、

市民の多くの人民見ていただとうというな話があbましたので_ 9月 22日の日曜日比それを

公演するというとと左んです。 18日比は舞台けいこをや bますので_ 1日貸していただくよ

うにな願いしたということを申し上げた。そのときが.套沢さんとの別れでした。

実は、私は、昭和 57年 3月K市会議員K左Dました。一番、市政の中で難しいのは.地方

税制左んです。だから、私がやっていた当時とは全〈違つてな bますい市民税課長さんK御

説明を求めるために、市役所へ参bました。そのときの課長が套沢課長さんでした。いろいろ

と疑問の点を申し上げた。そうしたら、余Dよく存じて左いんじゃないかなという感じを受け

たのですが.套沢さんは「わかbました。よく調べて御返事申し上げます」とういうととです。

次の日氏、加藤部長さんですか.市民部長さんと套沢さんとが.また来られまして、非常K

明快走、しかも非常K丁寧左説明をしてくださいました。私は、初めてそのときあの人K会っ

たんです。

それから、 君はいつ市役所へ入ったと聞いたんです。 そうしたら、昭和 47年比入bました

と言いました。君は、だけどど ζから来た。随分、年はもう 4 0過ぎているんだろうと言った

ら.そうです， 4 0 vc在ってから市役所へ来たんですと。普通では、とれ、採用され左いんで

す。伺か、前、専門職でもあったのかと言ったら. Iええ。私は日本ーの図書館行政‘社会教

育を行っている、日野市の図書館長さんの御指導を受けて.東京都の職員として、蒲田でした

か.太田区の方の図書館の職員をしてなDました。一生懸命やってまい bまして.前川さんと

いう館長さんから.日野は来年中央図書館をつくる。君、手伝ってくれ左いかと言われて参D

ました」と。

「ほう.君はだって市民税課長じゃ左いか。 J Iはい、私は税金のことはよくわか bません

が、仕事ですから一生懸命やらせていただきたいと思っています。難しいですね、先生」と言

うから、「難しいさ、税金ぐらい難しいものは左い。大体、主税J胃、あるいは市民税課左んて

いうのは、 2 0年以上の税務事務を担当した人じゃ左きゃでき左い。何で君は市民税課左んか

へ来ているんだ JI命令です」と。

「はあ.君は市長K言わ左いのか、そうい うこと を」と聞きましたら、「森田市長さんから、

初めは秘書課K来いと言われたけれども、すぐという ζ とじゃ左くて、企画課K しばらくいま

した。 それから秘書係長K左りました。それから秘書課長K左っ て、一生懸命な仕えした」と

言ってお、られました。

そうしたら、突然、何かよく わから左い、忘れましたけれども、今で言 うと健康課でしょう

ね.保健課か健康謀みたい左と ζへ移されたんです。「それで君は市長K言わ左かったのか 」

「申し上げた。そして、今、今度は市民税課K来ています」と。大変だ左と言ったんです。

左ぜ大変かといいますと、套沢君は誠実であタます。 誠実在んです。いいかげん左とと がで

き左い。でき左いから、大変左んです。でも.あの人は 3年問、目 を輝か して、市民税という、

市税という難しい仕事をやってきたのであDます。私は.昭和 5 9 年氏、~沢君が市民会館担

当として企画財政へ移ったととを知bました。よかった左と思いました。

市長は、たくさんのことを、表沢さんから聞いているはずであDます。あの人は、本当 VC.

まれにみる人です。考え方は.きっといろいろ左考えをな持ちでしょうが、あのくらい誠実な

入、職員というのは、まず、能力は別にして、い左いだろうと，思います。

ととろが、私が 9月 5日の朝、朝刊を開きましたら、 ζ こにもあ Dますけれど.私が会っ て

3時間もたたぬうち氏、套沢さんはとの世を去っているのであ Dます。しかも、 新聞には自殺

と書いてあbます。みん左、朝日も自殺、東京も自殺、 読売も自殺、一体左ぜ左んて.読売は

書いてあ Dますが.とれ、きっと市長もな読みK左っただろうと思う。
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私は、ととであえて、套沢君が市長K伺を言ったかを言うつも bはあ bません。私もたくさ

んの ζ とを、進言を得ま した。同じように、あの人は率直氏、市長氏‘物を申 し上げているは

ずであ bます。

そこで、ぜひな願いしたいのは、套沢君が日野氏来られて 10年、御自分の意K沿わ左い仕

事を、誠実児、完壁K続けてきたこの 10年間 VC. 市長K進言された事柄Kついて、ぜひひと

つ.今後の市政の中で生かしていただきたい。そのととで御質問申 し上げたわけであ bます。

私の言っていることが間違い左らば.市長は、古谷君の言っていることは間違っていると合

っしゃっていただいて結構ですが、市長氏、 ζの点.~沢君の市長への進言Kついて、今後の

市政K生かしていただけるかどうか、御回答をな願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 大切左市の職員であ 9..言われるとなD誠実在性格の幹部職

員の 1入、 套沢館長を失いましたことは.まこと K私も残念、かつ本人民対しても同情Kたえ

左い気持ちを抱いて合Dます。

新聞報道等で、自殺という ふ うK扱われたわけでありますが、その後も、いろいろ状況調査

をつ左いでみましで も、 自殺 という結論は、私ども もまだ確認し得てなbません。 したがいま

して、公務中の事故災害であるという気持ちが、払拭でき左いと ζろであ bます。

今、 質問者か ら言われてなDます.職員の適正左配置、あるいは任務の遂行ということ につ

きま して、いろいろと考えた9..教えられたタするところも、左いわけではどざいません。

職員たるものは.私は、まず地方公務員としてのプロ であってほ しい。業務の遂行は. もち

ろん十分左能力を備え左ければ左bませんが、それK先立つて.自治体の市民民対する サー ピ

スの心構えが しっかbした、そういう職員 とそ、 職員を養成する大き な眼目であるという ふ う

に考えてなDまして、 套沢君は、ま さKそれK該当できる職員だったというふ うK思つてなD

ます。

特氏、職務上.あるいは接触します個人的在意味も含めて、 特別在進言ということは、 言葉

としては左かったわけであbますけれど.本人の気持ち、つまb一生懸命K仕事は遂行し左 き

や在bません し、 あわせてきちょうめん、それから生まじめという ととが、左 な職務遂行氏、

何といいますか、荷が重い、 とい うふうK感 じた面があったかも しれ左いとは思って訟Dます。

しか し、それを克服すると とが、また一歩成長の手段でもどざいますので、私は、職員の適
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正配置はもちろんでどざいますけれど、しかし、幹部職員は一応何でもと左せるという ζ とも、

また大切だと思つてなります。在るべく.図書館出身でどざいますから‘文化行政K近い方向

VC.. いずれは大き左責任を持って活躍をしてくれる人であったわけであbますので.その意味

vc jo-，.きまして、大変残念K思うわけであ bます。

また.質問者の御指摘のこと Kつきましでも、今後、十分、職員、皆さんとの関係VCjo-，.き ま

して、心し左がら.仕事が伸び伸びとできる、また、 責任を果たすととが、職務の中の一番大

切左 ζ とであるというととを理解する、そのよう在職員を指導し.また、 勉強も して もらいえ

い、このよう K願つてなると ζ ろでどさ.います。

以上でどざいます。

。副議長(米沢照男君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

ぜひひとつ.職員の本当の能力を生かすよ うに、また、職員か

らの進言、あるいは決済書類等も、早 〈イエスかノ ーかを決めてあげて‘ 事務がスムースK進

むよう Kやってもらいたいと思 う。

その次氏、ちょっと聞きたいんだけれど、助役K左bますか 実は、先ほど申し上げたとな

b‘ 4日の日は、館内はむんむん としていました。それを.套沢君は屋上氏出た ζ とは間違い

左いんです.あのむんむん した館内を通b抜けて。ですから、 屋上へ出たと きKは.目がくら

むんじゃ左かろうかと思う。ょ う左気が したんで.私は自殺というのは、そ うか左と思って。

ただ.思い当たる節も、 ちょっと ないととは左いんですけれど も、今.市長からそのよう左.

自殺 じゃ左〈て過失じゃ 左かろうかじ こう いうよう左 ζ とですが、 あれから助役の方で、総

務部長でもいいんですけれど も、随分もう長い時間たちま した。 日野警察署の方へも、藤本君

ですか.職員課長が時々行っているようですが、どのよう左経過K在っているんですか。

私は、とれ、 套沢君の名誉のためKも、やは DはっきDしていただきたいと思う んで.助役

から、その後の経過を説明して もらいたい。

0副議長(米沢照男君) 助役。

0助役(赤松行雄君) それでは、私の方からな答え申し上げます。

9月 17目、全員協議会がどざいま して、その後の経過Kつきましては、全員協議会の中で

御報告申 し上げて訟るわけでどざいますけれども、古谷先生、ちょうど 17日の全協Kは御出

席凶ただかなかった、と いうふう左御事情があるようでどさ.いますので、それも含めてな答え
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申し上げるわけでどざいます。

非常K、 1人で套沢館長は.館の責任を、本庁舎ですと、各フロアーどと K防火管理左久

あるいは冷房面Kつきましても、それぞれフロアーどと K責任者が違って£、るわけでどざいま

すけれども、一つの建物の全部を.防火管理者だとか、あるいは冷暖房の全館的左管理という

ふう左ことで、大分神経といいますか、細かい気を使つてなるようでどざいます。

そういうふう左面で、屋上へ出て目がくらむというふう左ことよ bは、屋上そのものが非常

氏、 3階の屋上そのものが、浅川とか多摩川の合流点から吹き上げてくる気流との関係で、非

常に吸い込まれるというふうな状況の配置Kあるようでどざいます。また、地勢Kあるようで

どざいます。

昭和 56年氏、大き左台風が来ました。そのときは.実践女子大との校舎との配置、それか

ら新庁舎の配置から、ふいどのよう左風が吹く、 ζ ういうふう左状況がどざいますので、我々

の方としても、 1 7日の全員協議会では、 3階民参bまして、消防の査察というふう左面での、

いろいろの指導が、 何回も市民会館Kはどざいま したので、 3階へ参bましたのは、そういう

消防面での、要する Kどう査察K対応するか、あるいは消火活動等をどう持っていけばいいか

という ふう左 ζ とを、大分気にされてなったという面から、 3階K行ったんでは左いだろ うか

ましては.職員課長等を通じて、そういう面Kついての.警察Kついての報告をしてなるわけ

でどざいます。市の方の考え方としては、どうしても事故死だと。あるいは、奥様の.日常の

主人の生活態度、あるいは 9月 4目前、最近の生活の態度等からいって、どうしても自殺とは

考えられ左い、こういうふう左 ζ とを、 警察K報告 してなるわけでどざいます。

以上が、大体、 9月4自になきました現場での状況を、 9月 17田氏、全協K御報告申 し上

げたわけでどざいます。それらのととを警察氏、要する K市の考え方として、報告してなるわ

けでどざいます。

以上でどざいます。

。副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

と。

06番(古谷太郎君) 私がな聞きしているのは、恐らく事故死では左かろうかという

ことで、これは事故死であるか、自殺であるか、あるいは過失であるか、いろん在、最後の判

定というのは、きっと警察だろうと思うんですが、そとで、警察の方ではどのよう K考えて、

どのようになっているのか.総務部長氏、その ζ とをここではっ きD教えてもらいたい。

いつまでも、何だかわから左いというととで経過すれば、 ζれは套沢君もとの新聞のとな!J_

自殺というととで終わってしまうんでは左かろうかという、非常K心配がどざいます。

総務部長から、職員課長から報告があっただろうと思うし.もし、まだ済んで左きゃ、助役

が警察へ行って、よく御説明申し上げて、結論を早く出してもらわ左きやまずいわけです。総

務部長、どうですか。もう 1回診願いし空す。

。副議長(米沢照男君) 総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) 故套沢館長さんの件でどざいますけれども、とれKつきま

しては、先ほど、市長、助役等から申し上げましたとなり.事故死の可能性が非常K大きいわ

けでどざいます。

警察の方Kつきましては、今、職員課が窓口氏左 bまして、警察署長、あるいは警備の関係

の課長と、協議をしてなる段階でどざいます。その段階が、今、進行中でどさ.いますので、も

うしばらく時間をいただきたいと思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

それで_ 3階の塀といいますか、立ちあがbが、ひざぐらいしかどざいません。そとから手

をついて、いろいろと見たという面にないて、吸い込まれたんじゃ左いた、ろうかと.こういう

ふう左と と等も、全協に御報告申 し上げました。

それから、亡く在るという面では.自殺という 場合Kは、大概履物を脱ぐんだと、とういう

ふう左状況。それから.実際K仕事をしてな bましたデスクになきましでも.そのままの仕事

をしていた。要する K整理整頓してい左い、仕事をそのまま続けてなった、舌し雑在執務態勢の

ままの机の上だったと、とういうふう左状況a 遺書もあるわけじゃどざいませんので、我々の

方としては、全協の中で.どうしても事故で亡く左ったんじゃ左いだろうか、あるいは、誤っ

て.消防の査察左 どK対応するという意味の点検K行って、気流K吸い込まれたんじゃ左いだ

ろうかと。 ζの気流関係Kつきましては.生活環境部長も、吸い込まれるというとと Kついて

は、体験しているととろでどざいます。

そういうふう左経過を、御報告申し上げたわけでどざいますけれども.その後、警察につき 06番(古谷太郎君) 余b詳しく、細かく聞くととも、まだ経過折衝中だというとと
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ですから。

まあ市としては、事故死というととで認定 している。警察は、自殺というととで一応判断を、

まず下している、とういうことですね。とれは非常K大きい差があるわけで、ひとつ、~沢君

の名誉についても、ぜひ明確托してもらいたい。

特氏、ちょっとな聞きしたいんですが、 ζれ、事実かどうかわか bませんが、套沢君が屋上

から落ちたとき氏、見ていた方がなられたという合話がどざいますが、 その方から事情をな聞

きK在っているかどうか。その点はどうですか。助役氏、もう 一度.な聞き したい。これ、非

常K大事左点じゃないかと思う。

O副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) その辺氏つきましては、担当の部課の方で接触されている

と思いますけれども、 事故の直後、私どもの方で、庶務課の係員が市民会館の屋上氏行ったわ

けでどざいますけれども.その際氏、屋上と壁との高さが、 30センチぐらいしか左いと。 ζ

ういうことでどざいますので、そと氏、転落を防止しよう、そういうととで、手の跡があった

と。とういうことからも、やは b事故死という線が大きいわけでどさ'います。

そういうととで、私どもの方では、直接見た人Kついては、接触してな Dません。

06番(古谷太郎君) とれは、福島敏雄君も次氏書いてあ Dますが、とういう本が出

0副議長(米沢照男君)

関する質問を終わDます。

3の 2.，働く悦びと誇りを持てる職場を職員K与えよ Kついての通告質問者、古谷太郎君の

これをもって 3のし市民会館故套沢館長の諌止を生かせに

てな Dます。私は、家へ帰って、との本「住むととが悦びであD誇bである町を」 そして

市長は、との本氏ついて.大き左抱負を述べてお、られます。

私は、との本をつくるもう一つ前氏、働くととが悦びであ夕、誇bである日野市役所の職場

をつくろう、というととをやってほ しかったのであbます。

大体、ととの部長の席K座 bますと、優秀左んです、との辺のみん左。ですが、 1年たつと

ほ沿っと して.目 が潤んでいるんです。 2年たつと、もうみん左下を向いている。ぼ拾っとし

ている。仕事が進んで、もっと生き生きとするんです。教育長さんも、とのどろ、もう、ち ょ

っとくたびれたよう左顔をしている。とれは、 顔が変わっ てくるんです。乙れはよくないんで

す。働くことの悦びと誇bを.だんだんと失っていくわけです。

~沢君のよう左人は、めったKい左い。普通は、自分でいろいろと考えて、よくやろう、市

民のためK働とう、なれは課長氏左 ったんだ、係長K在った、どん左職場で、平でもいいんで

すけれど、職場氏配置されれば. 一生懸命市民のためK働乙久市長のために働とうと、夢中

でやるんです。

ところが、半年、 1年たつ と、ど うやっていいかわかん左〈在る。 ζれは、市長自身がよく

御存じのはずです。市長さんのところへ、いろいろと御相談K行〈。進言する。何を言っても、

むだK左ってしまうのであDます。

かつて前川さんという方が、企画財政部長をしてなられました。私のととろへ来まして、市

長から長期計画、中期、長期の市の計画を、財政と仕事の面でつくれと言われて、御相談K来

られたことがあ bます。それを、つくったんぞす。 3年、まず 3年計画で.. 5年間の見通しと

いうもの。つくって、市長さんのととへ持っていきましたら、「こんなものを、公まえ.だれ

がやれと言った」と言われた と.私K言われました。

というのは、つくるとき K御相談Kいらした。当時、東京都民もローリングの 3年の計画が、

我々 K示されてなbました。 1年以上もかかって、一生懸命つくった。つくったのを報告に上

がったら、だれがつくれと言ったと言われま した。本当 K因bました.申しわけあDませんと、

わびに参bました。

そうしましたら、今度は都市整備部長の方ですか、な Kか動いている。前川さんは図書館が

専門左んです。とれ じゃ.いられ左くなる左と思ったら、案の定、 1年もたたぬうちですか、

。副議長(米沢照男君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

わかbました。

申し上げて合きますけれども、とれは私が直接会聞きしたんじゃ左いんですが、套沢館長が

落ちる初めから終わDまで、目撃されていた方がいるかに聞いてなDます。その方は、日野自

動車の職員でいらっしゃる、とういうふう左話でどさーいますが、とれは私が聞いた ζ とですけ

れど、非常K大切左ととで、よし今後のとと民参考Kしてもらいたい。

とれで.， 3の 1を終わbます。余D深くな聞 きするのもあれですから。ただ、市では事故死

と凶うふう K考え、警察やマスコミは自殺と考えているという、現時点では.それ以上は進ん

でい左いという ζ とだけ確認 して、 質問を終わタます。

質問を許 します。
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私の家へどあいさつK参bました。市役所をやめましたと。君どう するんだ.飯が食えぬだろ

うと、冷やかすわけじゃ左いんですけれど、本気で私はな聞きしました。「いや、滋賀県の方

VL jo~世話K左るよう児左 b ました。今度は図書館左んです 」と言って、 喜んでなられた。私は、

とと にいる部長の方々 K も、同じよう 左ととが行われる。だから目がだんだん とたるんでくる。

ζれは もう、本当 Kいけ左いんです。

私は、ぜひ、 ζ ういう本をつくる前氏、今申し上げたよう氏、働くととが悦びであ b、誇D

である日野市役所の職場をつくる Kはどうしたらいいかということを.まずつくって、その次

氏とれをつくる左らわかる。な願いしたいと思うんですが、先日、たまたま私は多摩平市所へ

参bました。そうしたら.松本君が所長K在っていま した。 松本松夫君です。とれは優秀左人

左んです。あの人は、た しか 30幾っかで、庶務課長氏左られた。実に優秀左んです。

それで、とても一生懸命働いていました。松本君、何やっているんだと聞きました。そうし

之ら、いわゆる事務の電算化というんですか.それで‘名簿の整理だね、自牙で、先頭K立って

やっている。毎日、午後 8時前Kは帰bませんと言いま した。 夢中でやっています口

私は.びっく bしました。松本松夫君のよう左、もう 20年も、 2 0数年も. 5年も市役所

の課長として働いた方が、多摩平市所は、まあ支所長は課長さんかも しれませんが、実質的に

は係長みたい左もんです。だから、松本君が先頭K立た左きゃ、き っとでき左いのかも しれ在

いけれども、一生懸命やっている。 ζれも、市長のため児左 D、市民のためになるからやって

冬、考えをな聞かぜ願いたい。

O副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

古谷太郎君の質問Kついての答弁を求めます。市長。

市長の職K就任いたしましてから、 1 2年余を経過してお、タ

いる。やるんです。

ます。 そして、 ほんの 2 0年余の前、町時代であった、その当時の行政と、それから、高度成

長の中、 しか も人口が急増 し、いろいろ左行政事務のふえた、その今日でありますが、私は、

その聞の半分を、庁内にないてはひとりの指導者として、あるいは市民K対しては、住民サー

ピスのか左めの役目 として、やってまい Dました。今、 質問を してなられる古谷さんが、かつ

て町長であ D、市長でなられた、その当時の職員も、今日の幹部の中氏多数なるわけであ bま

す。

私は、今、古谷さんの言われたよう左、市長のためK働 くと。 ζれ、 言い方は、市長のため

ということは、とりも左なさず、また市民のためということ Kも、当然在るわけであDますけ

れど、私は、市民K真正面K向いて、 各部局、組織、そうして、市長のためというふう左意識

は、あえて必要では左い。市民のため氏、正しい、まじめ左行政が展開できるならば、と bも

左冬、さずそれが市長の二引面Kはね返るものである、こういう理念K立って、職員の指導をやっ

てまいってな bます。

いろいろ左職員意識という ζ ともあbましょうい組合活動の側から見た職務の考え方もあ

るでありま しょうけれど、一致できるのは、これは市民のため氏、市民民向かつて、そうして

職務を遂行するというところに、その一致点があるわけであbますから.私心を差し挟まず、

まじめK市民K向いて行政の執務をやっていしサービスをやっていしということ K尽きる

と思つてなbます。

それを、私的左感情左b、何左 bが、あるいは差し挟まれて、不純左ものがもし起ζ るとす

れば、それは、私は当を得てい左いと。私の指導能力の欠陥、欠知もあるかもしれませんが、

しかし、やる仕事は、これは全く 一致でき るわけであります。日野市職員K左Dましたからに

は、もちろんその職場氏誇bを持ち、また.日々を喜々として、目を輝かせて仕事をする、 ζ

うあるべきであbます。大部分は、そう左つてなると思つてな bます。

ζれからもまた、努力をしてまいるつも DであDます。

¥/)や.私は市長VLVLらまれているから、本庁Kは帰れ左いんです。とう言いました。うん、

事実そのようです。でも、一生懸命働いている。やはり自分の名誉も一一一自分が、なれは市の

職員だ、だから働くんだ、とういう気持ち左んです。 しかも.その整理のためKは、人員がふ

えているわけじゃ左 1/¥ょうです。私は、とれは、別K松本君だけの問題を言っているわけじゃ

左いんですけれども、同じよう左ケースがたぐさんある。

一ノ瀬君も御存じだろうが.大谷君左んかは、伺だか知らないけれど、半年でまた別の課長

K移っている。半年、三度も職場が移る人もいる。 とれでは、幾ら一生懸命やろうと思っても、

仕事が覚えられ左いうちに動いちゃうんですから。とれは因るんですよ。どうかひとつ.私が

b願いしたいのは、働くととが悦びである.また‘誇bである職場というとと Kついて、市長

はどのようにしよう と思っ ているのか。町の方はとと氏出ていますから、ひとつ、市長さんの

。副議長(米沢照男君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

ひとつ、働く悦びを持てるような職場を、どう やったらできる
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か、その調査報告書が、一日も我々の手元K早〈配られるととを期待して.質問を終わDます。

O副議長(米沢照男君) ζれをもって 3の 2、働〈悦びと誇bを持てる職場を職員K

与えよ K関する質問を終わ bます。

3の 3，東京都立三多摩美術館は、文化都市を目指す、日野市K誘致せよ Kついての通告質

問者、古谷太郎君の質問を許します。

06番(古谷太郎君) との問題は、ふるさと東京をつくるというととで、鈴木知事の

3カ年計画の中にのって合るのであ Dますo

はっきD言いますと、美術館を二つつくるんです、新 しく。今、白金氏あ bます。展示する

場所としては、上野氏東京都立美術館があ bますが、あれは展覧会の場所であ bます。展示さ

れているのは、今、白金にあるだけであbますけれど も、荒川、江戸川方面VClカ所、葛飾で

すか、いわゆる東の面VClカ所、それから三多摩VClカ所、都立の美術館をつくる。こ ういう

ととが発表されてなbます。

先日、小島先生が亡く左られたんですが、その前氏、小島先生が、御自分の絵を陳列 しよう

という、日野市民寄付したいというよう左合話があったと聞いて沿bますが、今、どういう事

情か知bませんが.青梅Kつくられて、寄贈されてなる。青梅市氏。

三多摩美術館、都立、 ζれ、私は、 多摩丘陵の一角氏つくられれば、例えば百草園の中とか、

あるいは動物園の反対側の、いわゆる保存緑地、あの辺氏できるとかいうととは、非常氏、都

民のためK もいいんじゃ左いか。特Kモノレールがやがて通るよう K左る。

とζろが、新聞を見ますと、他の市では.東京都民誘致運動を起としているようであDます。

日野市では、左ぜ誘致運動をし左いのか、との点、市長氏、まずな聞き したいと思います。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 東京都のマイタウン構想、あるいは中期計画VCjo-，.きまして、

大きい市民施設と申 しましょうか、シティ・ホーノレの移転が始ま久丸の内を、国際会議場の

ととを中心といたしまして、大き左事業計画が、多摩地域にも想定をされている、構想、がある

というととは、存じてな bます。

日野市氏、今、提言の、美術館の誘致というととについても、用地があればというととで、

特K とのたひ.の御質問の御指摘に伴って、頭をめぐらせてむると ζろでどざいます。

専ら、立川の基地跡地K大き左公園ができましたら、あすとK多摩共通の文化や、あるいは

その他.生活関連施設ができる、とういうことも一応聞いてなるわけであbますけれど、文化

施設は、点在する ζ とKよって、また一つの大きい意味を持つという ζ ともあDますので、日

野市K もあわせ誘致できる運動を可能左らしめる、そういう用地のことを考えてみました。

そζ で、今、日野市が確保できる、あるいは東京都民確保をな願いできる場所といいますの

は、固有地の.つま b蚕糸跡地、あるいは淡水跡地、そのあた bが中心K考えられるわけであ

bます。

一応.蚕糸跡地Kは.あとの残地約 3ヘクタ ーノレ余。今日までのととろでは、市民体育館を

設ける、とういうととで、絵もでき てなるわけであ bますし、また、国Kもそういうよう左願

いを出してなbます。

淡水跡地は、これはあの地域。区画整理の中で、ちょっと位置を変えますけれど、将来の中

学校予定地というとと氏、一応内定をいたして訟bます。

しかし、これから.どれだけ人口の移動という ζ とが日野市K影響してくるかと。区画整理

をやっ ていますから、当然、農地は宅地化され、そこには住宅ができて、人口がふえる、 ζ う

いう傾向K ある ζ とは間違いないわけであbますけれど、蚕糸の跡地の、しかも残つてなると

ころ、それから淡水跡というのは、もう一遍考え直してみる必要がある、こう思います。

美術館の予定地として考えます左らば、やは bモノレーノレが通久また.甲州街道にも近い、

多摩川氏も近い、そういう意味では.蚕糸跡地ということが考えられます。その際VC，では体

育館をど ζK持っていくかという ζとKなDますので、体育館は、これを淡水跡K持っていく

と。

では、淡水跡、に予定した中学校はどうするか、ということ K在るわけであ bますが、四小と.

それから万願寺区画整理の中氏予定をしてなDます小学校予定地は、距離も比較的近いわけで

あbますから、とれらを一つK考えた場合Kは、今言いましたよう左大きい文化一一美術館等

を含めた.そういう構想が成り立つと思います。

もう一つ、その本氏も出てな bますが、日野市は動物園もどざいますし、それから川があ I)，

水系があ I)， _fr陵地がある。また、緑も多い。交通も.都心から便利である、というような ζ

ともあわせまして、自然保護-センターの、いろいろ左自然保護団体の.それらが一緒K共同で

きるような一一 一緒民事務所を開く ζ とのできるよう左、そのような自然保護センターの誘致

というととも、もう既比一つの案として、措いてお、るところであ Dます。

《
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蚕糸跡地の‘今の緑地指定の部分を、 東と西を置きかえまして、美術館の予定地を考え、か

つま た自然保護センターも、同 じよう在環境の中で、 日野市民迎えるととができる、そういう

よう在可能性は、用地の面では推測が可能であ Dますので、 ζれから.御提言のとともヲ!っ下

げま して、日野市内の将来の大きい構想の中氏描いてみるととが大切だ. とのよう K考えてな

bます。

議会とも御協議を申 し上げたいと思います。

O副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 十分、いろいろとな考えK左つてなられるようですが、きょう

した、日野市行政調査研究会の報告書でどさ。います。 ζれが、私の手元氏まいりました。

ζの報告書を、執筆を した委員の皆様方は.皆さん方も御存じの とな bでどざいますけれど

も、会長が、谷 重雄先生ーー都立大学名誉教民 日野市都市計画審議会の委員長もされてなら

れます。副会長が、柴田徳衛先生一一東京経済大学教授。私は、正確Kはわかりませんけれど、

元東京都の重要左仕事をされていた、こういう方だそうでどざいます。小委員長は、 NHKチ

ーフディレクター加藤さん、 こういう方で、あと‘委員が、高橋さんという東京大学教授。菊

竹さん一一先主建築家。山住先生一一都立大学教授。それから榎本先生一一則乍気品目先生一一

自然史研究会代表。それから堀越先生一一日本女子大学助手。それK森田喜美男市長、の方々でど

ざいます。

報告書は、 3部からできていると思います。

一つが、序文というところがどざいます。この序文は「世界代開かれた日野へんとういう

タイトノレで、今、町づく.Ti'L伺が必要かと、とういう 問題提起であります。

次氏、総論が.六つの視点から示されて台 bまして、その内容といたしましては、いろいろ

の角度から提言がされてなbますけれども.都市と暮らしが大きく変わり始めている、 ζ うい

う大きな流れをとらえての提言でどざいます。

その提言を受けま して、 各論は‘町づくり への課題、こういうふう K左りまして.そとでも

こつK分けでな Dまして、一つは.魅力的な都市環境の創造のためKという ζ とで、 7項目。

それから、新しい日野のシンボノレという ζ とで. 3項目。 三つ 目が.計画の可能性と今後の課

題、 とういうととで 2項目の提言がありまして、それが、との報告書の姿でどさ-います。

質問K入Dます前Vl..大変恐縮ではどざいますけれど も、私が目を通した範囲で、若干私左

.TVl.この報告書を読んだ感想を申し上げますので、しばらくな聞きをいただきたい、こういう

ふう K思います。

まず、序文の、世界氏関かれた日野へ、とういうととろで私が理解をいたしましたととは、

先ほど来、論議もあるわけですけれども、日本の都市が高度成長時代VC.地方から都市へ激し

く人口が移動していた時代から、人口の安定化への極限K入ってきている。

経済の低成長が定着した今、日本人が今考えていることは、社会的冗上昇するという ζ とよ

bも、ゆと bとか、心の豊かさ氏自を向け始めてなb、そのことが町づく bの理念の中氏も、

変化の兆しを見え始めている.とういう書き出しでどざいまして、そのため氏、これからの町

の私の質問は.一番大事左点は.~沢館長さんの御冥福を祈久套沢館長さんが見ているであ

ろう日野市役所、日野市民を、市役所の職員が働きやすいような.誇Dを持てるような職場を

つくっていただきたいと、恐らく~沢館長さんは、天国でじっと見詰めて くださっていると思

います。草葉の陰から、きっと、よ bよい日野市、職場を祈っていると思います。

私どもは一一私は生き てな D ますから、亡く在った館長の御冥福を祈るとともに、~沢さん

の祈Dが、市役所の中で、職場で実現する ζ とを強〈要望いた しまして、 質問を終わります。

O副議長(米沢照男君) ζれをもって 3のに東京都立三多摩美術館は、文化都市を

目指す、日野市民誘致せよ氏関する質問を終わbます。

4の 1. 住むことが悦びであ b、誇bである町を創ろう Kついての通告質問者、福島敏雄君

の質問を許します。

C 2番議員登壇〕

02番(福島敏雄君) それでは.質問をさせていただきたいと思います。

通常ですと.古谷議員さんは.恐らく時聞いっばい使われるであろうというととで、午後K

は大勢の傍聴者を用意、声だけはかけてなきましたけれども.残念であ bますけれども.始め

させていただきたいと思います。

表題は、住むととが悦びであ.T.誇bである町をと。先ほど、古谷議員さんの話がどざいま

した。それが、 日野市行政調査報告書のタイトノレでどざいまして、とのタイトノレ民基づきます

報告書K沿った町をつくろう、とう いう観点で質問をさせていただきますので、 御答弁をよろ

しく な願いいたします。

6月の定例会終了後だったと思いますけれども、とれからの日野市の進路を研究をいた しま
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づく bで考えるべきととを、三つ挙げてなDますので、紹介をさせていただきたいと思います。

一つは、 量から質への転換、とういうととを言つてな bます。これは、日本の社会の安定化

が進行し、市民の定住意識が高まる Kつれて、市民は改めて我が町を振b返九 その町らしい

魅力とは伺か、その町民固有左生活文化とは伺か、を問い始めている。それは、単左る住みよ

い町から、住むととが悦びであ b、誇Dである町への、市民の期待への変化であ bますと、と

うして合bます。

とうした変化は、一足先VL.既K安定期比入った地方都市から始まってなbます、とも述べ

てなbます。

シンボノレとアイデ ンティティを核とした地域づくDは、既K全国各地氏、数多くの先進例が

見られます。こういうことで、特Kワインの生産を基軸氏、丘の上の町立ワイン工場と‘町立

レス トランをシンボノレ施設と し、道路から屋根の色まで ワイ ンカラーに染め上げてしまった、

北海道の池田町のよう左町、さらKは、若者の多数集まるイベントを中心氏、地域の活性化を

図る掛川市、さらKは、歴史的左遺産としての堀b割bの再生等、現代的意義づけKよるシン

ボルの創造を図る、福岡県柳川市のよう左ととろがあるわけであ bます。 一一ーとういう ふう托

してな Dます。したがって、これからは、 量 よb質を考えた町づく bが必要であろう、 ζ うい

う考え方であ bます。

そして‘ 2番目が、開かれた町づく bを目指すととであ bます、こういう ふ うK書き 出され

て台bます。現代の都市を支え、都市の活力を生み出しているのは、そとK在住する市民だけ

で左し その町民仕事を持つ入、あるいは買い物、通学、観光、教養、娯楽のために訪れる人

々の役割を忘れて、現代都市を語る ζ とはでき 左いと、 ζ ういう ふうに してなbます。都市が、

新しい安定期K入った今、 もう一度都市の原点K立ち返って、町づくbを考えるべき時期K来

ている、とれが. 2点目の提言であ bます。

第 3点目は、ちょっと学者先生ですから.言い回 しが難 しいんですけれども、 時間的Kも空

間的VLlL 連続性を重視する ことであ bます。人口急増の時代Kは、目前の状況を解決すると

とが、行政の中心課題と左久生活や文化の時間的、空間的連続性左ど、考えている余裕は.

なかったわけであ bます。その町固有の文化や環境を創造 し.育てていくためKは、親から子.

子から孫へと、生活文化の継承が不可欠であ bます。その意味で.新 しい町づく _!?VLは.と う

した時間的、空間的左連続性を確保する仕組みを重視するととが必要である.としてi>~ _!?ます。
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私左 _!?VL理解すれば、日野の歴史を正確K受けと め、現在までの文化、芸能、風俗を後世K

伝えていく必要がある、こういうよ う在意味では左かろうか.とい うふうに考えるわけであ b

ます。

以上述べた三つの町づくDの考え方を、日野市K当てはめる左らば.ょうやく激動期を脱し、

安定期比向かう兆しが見え始めたという段階であり、加えて、激しい都市化の波を直接かぶっ

た影響は、現在でも深刻K残っている。こうした中で、 2 1世紀を展望しつつ、現在、伺から

手をつけるかを見きわめるのは、極めて困難左命題とも言える、とうしてなbます。 しかし、

あえて困難K立ち向かうとと左くして、これからの町づく bを考えるととは不可能であると、

序文では締めく くってな Dます。

私は、これからの町づくりの基本的左考え方と して述べられた.三つの内容民共鳴すると同

時氏、乙の理念K沿った町づくbを展開 し左ければ左ら左い、というふう K考えるものでどざ

います。

そして、との報告書は、序文民続きまして、 要する K序文を受けてといいますか、六つの視

点から、考え方を.総論という 形で提起を してなりますので、 ζれも簡単K紹介をさせていた

だきたいと思います。

一つは、定住化傾向の定着とライフスタイルの変化、こういうふう K題しまして、柴田徳衛

先生が執筆をして沿 bますが、簡単K要旨をまとめてみますと、 1 9 7 9年. 1 9 8 4年の 2

田氏わたる日野市の市民意識調査結果を見ても、日野市民住んでよかった、 ζれからも住み続

けたいという人が、年々ふえ続けていると。とう した定着が、地域[てなける.要するK盆踊b、

な祭bなどを盛ん比してきた一方、新しい ライフスタイノレとしては.各種サークノレ活動が活発

Kなってきている。市主催の文化祭.ス ポージ大会、さらKは、何となく市場的雰囲気の濃い

産業祭左ども、参加者が多く 、活気比あふれでいる。さら氏、主婦層を中心VLP T A.趣味の

つき合い.ボランティア活動左 どの場を通じて、交流の輪が広がってきている。

とうした状況の中で、地方自治体は、 活動の場を提供する努力がさらに必要であるし、新し

いコミュニティーを模策していく必要がある.ζ うい うふう K提言を してなDますし、さらに.

日野市はメカトロニクスの発祥の地であ_!?..東京西部氏出現したハイテクゾーンの一翼を担う

拠点と在っている、と ういうふう!'L位置づけをしてな bます。

東京都立工科短大が、地域産業との交流K積極的K乗b出して、 4年制大学への昇格を宣言
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するなど、新しく出現したハイテクゾーンが、従来の東京K対抗するた、けの求心力を持つ.強

力な地域K左るだろうと、予見をしてな Dます。

そして.そのためK 日野市が考えてなか左ければ左ら左いという ζとの、 四つばかり‘先生

は提言を してなbます。

一つは、快適左都市環境。適度左都市空間が確保され、自然環境と建築物が適度比混在する.

そして人聞がリフレッシュできる町、質の高い商庖街のある町等の町づく bが要求されている。

夢物語のよう 左ととろがあるかも しれませんけれど も、 これは、序文を受けての、 総論のとこ

ろでどざいますので、理念と して受け とめていただきたいと思います。

2番目が、高度の文化性であります。 これKは、文化施設と文化活動:久同時比左ければ左

らない。

三つ目が、知的要求を満たすと同時((L，自己再生の場氏在る生涯教育の機関が必要である。

四つ目が、関連をいた しますけれど も.生涯教育を含めた、教育訓練の場の確保が必要であ

ると、こ ういうふう K して£、るのが、総論の 1でどざいます。

総論の 2では、都市のアイデンテ ィティ の創造という ことで、 NHKチーフディレクター加

藤先生が提言を してなDます。企画財政部長((L，アイデンティテ ィとは何ぞやと聞きま した ら‘

主体性だと、こういうふう K為、答えをいただきました。私は.さらにわかDやすく、私左 Dの

解釈をつけ加えるとすれば、個性のあるとか、こん左ょう Kつけ加えた方がわかDやすいのか

左、というふう K思いました。

要する氏、主体性のある、個性のある町をつくっていし こういうふう K私は理解をしてな

bますが、教養の高い馬場弘融議員は首を振ってなDますので.後ほど、機会があれば、さら

K解説をいただければあ bがたい。それで、そういう理解を してなるととろでどざいます。

執筆者は、日野市でシンボノレ氏できる可能性のあるものとして、一つは.緑と清流K象徴さ

れる自然、的、風土的左環境資産の保護と創造。都市のアイデンティティというととで、要する

民主体性のあるといいますか、そ ういったようなととで、あるいは、よその町民誇れるという

よう左ものを、シンボノレとして考えていく左らば、緑と清流を象徴とする部分で、一つ考える

べきだろうと。

それから、 2番自民は、エレクトロ ニク ス産業と、地域を結ぶ情報ネ ットワーク。具体的氏

は、余b細かく書かれてなDませんので、説明ができませんけれども、とういうこと。

三つ 目が、乙れも、 やや夢の感じがするかも しれませんけれど も、緑の木立に固ま れた野外

劇場と、 そとから駅や町の中心音k あるいは公園へと延びる緑道、緑の道である。とういうも

のが日野氏できれば、日野のシンボノレと。主体性のある町、誇れる町、とういう ふ うK左る だ

ろうとc それKは、 とうい うシンボノレが考えられるだろう、と ういう提言であります。

総論の 3番目が.榎本滋民氏という車IJ作家の先生が書かれた、 コミュニティの縦横という ζ

とであ Dます。筆者の意見を、簡単((L，これまたまと めてみますと三コミュニティ-((Lは横の

連帯、共同ばかDで左く 、縦の連帯、共同もあるはずである。横とは空間.縦とは時間のとと

であ久 とこでは時問、す左わち、史跡、名勝、建造物、民俗芸能の育成、保存の重要性を指

摘しているわけであDます。

そして、 榎本先生は.あと、各論の中の新 しい 日野市のシンボノレというところで、具体的左

提言を して企Dまして、 一つは、生活伝承館、それは、日野らしい、多摩らしい、武蔵野ら し

い民家をつく bまして、見学するだけでは左〈て、そ乙で実際K生活のできる、 ζ ういった建

造物、とれがいいのでは左いか。

さらに、二つ目は、オー プンシアタ一、一言で言えば、 日野のな祭 b広場、とういうものを

具体的K提言をして合 bます。

総論の 4番目は、堀越先生、日本女子大学助手の先生が、高齢化社会と新しい福祉のあD方

と題 して、 総論で述べて;r_，"!?ます。

ζの項では、後ほど橋本文子議員が.ζの中で、 恐らく触れられる内容だと思いますので、

簡単K触れますけれども. 日本の 65歳以上の人口比率が， 1 9 8 3年が 9.8婦、 2 0 0 0年

が 15. 6係、 20 2 0年Kは 21. 8弥氏達する、乙ういう推定をして、筆者は、日野市老人意

識調査結果をもと氏、さら民総論の中で、具体的な提言をして訟 bます。

一つが、保健活動の充実と保健医療、 リハビリテーション、生活援助サービスのシステムイto

二つ目が、ケア ・ハウスづ くb、とれは、介護、 ショートステイ .ディケアセンターの併設。

さらKは、 きめ細かい相談所、相談システムの確立、とういう、 2番目氏、そういう提言であ

bます。

三つ目が、安心して介助サービスが受けられる体制づ<!?。

4番目が、小規模住宅の建設であ bます。 乙の中では、さらKどとを使ったらいいかという

ζ とで、在るほどと思いましたけれども.これからは.学校の教室があいてくるだろうと。学
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校の空き教室の利用左ども考えて.高齢化の進展する中で、小規模住宅の建設、こういったよ

う左ととも考えていったらどうか、というよう左意味のことがあ bま した。

一番共鳴をいたしましたのは、 5番でどざいま した。行政の姿勢と しての要望を してな Dま

す。との中では、福祉事務所.保健所.社会課、健康課.市立病院が集ま久 今後の社会サー

ビスのあ D方、政策目標の討論と確認を初めとし、サービス実施Kついて横の連携をと久全

体的ビジョンをもって業務K当たることが求められている、と しているわけでどざいます。と

きどきの一般質問で、との種の発言をさせていただいてなbます関係上、一番関心を持って、

との 5番目の提言を読んだ次第でどざいます。

総論の 5番目が、建築家の菊竹先生が、都市の三つのネットワークということで、日野市で

考えるべき三つのネットワークを提言して沿 bます。

一つは、 交通のネットワークでどざいます。これは.菊竹先生は、自動車 と電車との乗bか

え、一般道路と高速道路の乗bかえ、さら氏一般道路と電車.あるいは、とれからできますモ

ノレールとの乗bかえKついて、もっと意図的K建設を取D上げていく必要がある。こういう.

交通のネットワークをもう少 し考えろというととでどざいます。

さらKは、 ショッピングのネット ワー クを考えろ。これは簡単K言いますけれども、商業の

活性化というよう左 ζ とを考える立場で、商業通bを意図的K誘導する計画の必要性、こうい

ったよう左ものを、ショッピングのネットワー クの課題の中で、指摘をしてな bます。なもし

ろいなと思いましたのは、最後氏、グリーン・ネ ットワークの必要性という ζ とでど ざいます。

とれ氏は、イロハニホまであるわけですけれども、一つは、浅川、多摩川沿いの緑地指定。と

れは.浅川の両岸、 多摩川の日野の分、とこのところを緑地K指定をすると。そして、例えば、

その両岸氏桜でも植えたらどうなのか。非常氏、何というんですか、とれがタイトノレにあDま

すよら氏、住むととが悦びである、あるいは、誇bの持てる町、こ ういった よう左ところK通

用するのか在、とういうふうに考えるわけであ bます。

二つ目が、同じよう左発想で、中央高速道路の両岸の緑化、 ζれを指定 して、その両サイド

氏、例えばイテョクでも植えたらどう左るか。日野市を通過する方々も、日野市というものK

ついて、非常K好印象を持つであ Dましょうし.日野市民も、誇bの持てる町だと思う K違い

ない、とういうよう左意味のことであ Dます。

さらKは.中央線沿線の緑化。立)11から入っ てきまして、中央線、乙の両サイドを同じよう

左形で緑化をし、というよう左発想、であ bます。

次氏は、既促進められてな bますけれども、学校や公共施設の緑化、生活道路の緑化、とう

いったよう左 ζ とを、総論の 5番 目では.挙げてあ、られます。

総論の 6番目では、これが最後ですけれども.魅力的左環境装置としての水流という ふう K

題しまして.谷 重雄先生、会長さんが書かれてなDます。いろいろ書かれてなbますけれど

も、 一つは、やは D河川、用水路の再生、活用。さら Kは、湧き水の復活を 目指す地下水の酒

養とい うんですか、こう いったよう 左ζ と。 さらK加えて、堤防のサイクリングロ ー ドとか、

いろいろ具体的K も話されてなbますけれども，&上が、序文を受けて、 日野市がとういった

観点から考えていく べきだという総論が. 6項目どざいます。今、紹介をさせていただいたわ

けであDます。

乙の後.各論がか左 bあるわけですけれども、正直言っ て、時間的Kまだ読んでい左いとい

うととで.割愛をさせていただきたいと思うわけです。

私は.ζ うした多くの先生方氏よって示された、日野の将来像Kついて、とこに出されたわ

けですから、今度は、質の高い町、聞かれた町、そして連帯感、触れ合い、過去の文化を大事

托する町、こ ういった町を総称 して 悦びと誇bの持てる町をつくろう とう いう提言だと思

いますので、今度は、行政と議会が ζの報告書を有効K活用していく番だ左というふうに考え

るわけであbます。

したがいま して.との報告書は、これから行政はどのよう左形で、具体的左政策につ左げて

いくのか、とういう観点で、な聞きをしてまいbたいと思います。

具体的左質問氏入bます前氏、第 1点は、 実は、日野市行政調査研究会報告書、 5 2年氏、

第 1回の提言が左されてな bます。先生は、ほとんど向じ方でどざいます。 52年の第 1次行

政調査報告書、生活環境保全都市への提言というのがどざいま して、これがあbますので、こ

れ氏関連して、合聞き をしたいと思います。

との提言は.総論と いう分野で 5項目。それから、日野市創造のための手法というととで、

都市計画、区画整理‘市内交通体系の確工L 下水道施設、施設計画と建設、自然環境保全.そ

れから文化財保護、 農業、廃棄物処理、財政というと ζろで、との第 1次提言の方は、具体的

左提言が左されているわけであ bます。

したがいまして、 質問の 1番目は、との提言の内容は、提言が報告されてから、どのよう左
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形、あるいはステップで行政K生かされてきたのか、その辺のととろを、 1点目氏名、聞きをし

てまいりたいと思います。

それから 2番目が、との提言の内容に対 しまして、前の第 1次提言K対しまして、現在、ど

の程度到達しているか、達成度としては、行政と してどのくらい評価するか。

私は、との提言の内容で、か左 b進んだもの、既K手のついたもの、あるいは、若干砕く れ

ているものという、 三つの分類ぐらいK分けられると思いますけれども、そういった評価をす

るわけですけれども、全体としては、か左りとれ氏沿った行政が展開されているというふう氏、

私自身も考えるわけですけれども、できれば、 ζの第 1次提言、それから実践、そして達成度

というのから見て、第 2次提言、それだけでは左いんでしょうけれど、時代の流れが変わった

ということで、 ζの第 2次提言がされたんだと思いますけれども、乙の第 2次提言の必要性と

いうか、必然性といいますか、第 1次提言からの流れの中で説明していただければ、大変、第

2次提言がわかりやすいと思いますので、質問をさぜていただきます。

続いて.大き左 2番目であ bますけれども、市側の見解をな聞き したいんですけれども、第

2次提言で、初めの質問とも関連するんですけれども、 ζの提言を、具体的にとれからどう使

っていとうとしているのか、ということでどざいます。

とれは.私も、先ほど、ちょっと時間を使っ て紹介させていただいたのは、非常K夢のある.

乙れから考えていくべき提言だ、というふう K理解をいたしましたので、これを具体的左政策

氏、少しずつでも近づけてい くという ζ とが必要だという観点で、それでは、との第 2次提言

は、どういうふう左形で、とれからの政策K結びつけていぐのか、どういうふうにな考えK在

っているのか.それをな聞きしたいと思います。

それと関連するわけですけれども、 2番目の質問で、たしか昭和 58年だったと思いますけ

れども、第 2次基本構想というのもあるわけでどざいます。との第 2次提言と基本構想の中身

では、か左 b違うわけでどざいまして、本質は違わ左いと思いますけれども、やるべきことと

いうのは同じよう在感じもいた しますけれども、第 2次基本構想、と、第 2次提言、とれはどん

左ょう左関係K位置づけていくのか.という ζ とです。とれを教えていただきたい。

それから、質問の 3点目でどざいます。質問の 3点目は、計画の可能性と今後の課題という

こと氏関連して、な尋ねをさせていただきます。

第 2次提言の最後氏、計画の可能性と今後の課題について、という各論であ bます。柴田徳、

衛先生が、二つの角度から問題を提起してな bまして、一つは.市民の要求K こたえるための

ζ ういった提言が、実際児市の財政から考えて、できるのかどうかという立場で、一つ提言を

してなbます。

二つ自 の提言と して、可能性の今後の課題と して、新しい都市K対応する行政の課題。では、

実際とういう提言をして、財政もいいとした場合、果たして何が障害児在るであろうか、と い

うとと Kついて提言をしてな bますので、その二つの角度から質問をさせていただきたい と思

います。

初め氏、市民の要求Kζ たえるための市財政という中では、 三つほど挙げてな Dます。

一つが、日野市の市税収入を中心とする財政力指数は、昭和 5 4年の O.9 6から、 5 8年度

1. 1 1 4と毎年増加をしてな夕 、世間的Kは富裕団体と呼ばれるK至っている。 ζれが 1点目。

2点目は、歳入中氏占める市税の比重も、市民 1人当たりの市税の額も、とも K全国的K見

て、極めて高い。

3番目、人件費、扶助費、公債費の 3項目を合わぜた、いわゆる義務的経費は.類似団体K

対し、 1人当たり金額で 3分の 1ほど低いし、歳出合計K占める比重も、 209るほど低く在っ

ている。それだけ市財政は、積極的K新しい事業を増大させる余裕がある、と分析をしてなり

ます。

そして、まとめといたしまして、 ζ うした財政力を十二分K活用 し、職員の協力を得、余力

ある地方債を利用し左がら、市政の新しい段階での事業を次々と打ち出していくとと、それが

また、さらに市の新しい発展を招き、市の財政力を増すことを強調 したい、こういうふう K結

んでなbます。

したがって、質問でどざいますけれども、そういった財政一一柴田徳衛先生はどういうな考

えの方か.よくわかbませんけれど、そういうまとめであ bます。

そして、とういったことを受けま して、財政は大丈夫だ‘とういうふうに私はこの提言を読

むわけですけれども、そししたととで、住むととが悦びであ b、誇 Dである町を実現させるた

め氏、財政計画と整合させた、 ζれ氏沿った形の実施計画をつくる必要性が、私はあると思う

んであDますけれども、とれKついて、市側の見解を.まず 1点台聞きをしたいと思います。

さら比企聞きをしたいわけであ bますが、柴田先生は、新しい土地K対応する行政の課題、

とういう中で、行財政改革の方向という項があるわけですけれども‘ととでかな b詳しく述べ
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て:j:，">!Jますので、ととでは、若干抜粋し左がら読ませていただきたいと思います。

現在、行政が厳しい指弾を受ける原因として、時代の変換期K際して、 とれK適切に対応で

き左いでいる点が挙げられよう。とれはいつの時代でも起きてな夕、特K時代の変革期Kは.

行政が社会的ニーズK適合でき左〈在って、社会の変動を明確K把握し左いまま K推移してい

けば.行政上のニーズを的確Kつかむととが不可能K左久発生している事態K対して、有効、

適切左サー ピスを実施するのが難しく左るからである。とうした事態、は、自治体行政の担当者

が、変化する社会K対応していく努力K欠けていれば、当然あるととであって、自治体職員の

能力が問われるととK左る。 ζれは.少数のトップ層がいかK努力をしても、職員全体が努力

を払わ左い限夕、今日の複雑左社会K対応する行政Kないては、問題の解決が困難である。民

間企業民会いては.事の良否U別K して、対外的K も、企業内K沿いても、常民競争Kさらさ

れているためvc...時代の変革氏ついて情報を収集し、事態を把握して.創意を生み出すととが、

事実上強制されている。日時の積み重ねのうちvc...その情報量K沿いて.また、社会的左各種

の技術K沿いて.その感覚民会いて‘行政との間K次第Kギャップを生じるよう K在る。とと

K至って.行政が社会民適応するのが困難民なると、往々 K して、極めて閉鎖的左態度K出が

ちである。それは、 基材句氏、行政は競争関係K左いために他K対して扉を閉ざすことも可

能だからである。閉鎖的態度K陥る限久能力のレベルカ嘘端K落ちて.社会的K も取b残さ

れるとと Kなるo とうなっては‘住民の信託を受けて行政運営K当たる ζ とは不可能K左久

住民の要請Kとたえられ左いばかりか‘自治そのものも失わぜてしまう。そこで、現在の行財

政改革の具体策を考えるK当たって、次のよう左理念を改めて確認してま:i'(必要がある。

一つ、地方自治の重要性を確認する。

二つ.自治体がその運営K当たって一層市民意識を吸収していくため氏、開かれた状態をさ

らK進める。

三、高度の技術を市の職員が備えなければ.市民意識の吸収、 とれK よる効果的左行政の成

果を得るととが難しいととを確認するととであタます。

真の自治を確立していく Kは、高度の知識K裏打ちされた、冷厳左観察と、燃えるような住

民の基本的人権確立の決意である。そして、その具体策としては、まず第 lvc.、能力の開発で

ある。苦痛K満ちた努力を必要とするだけvc...効果が上がるまでK実行する ζとが左か左かK

困難である。しかし左がら、厳しい競争Kさらされている企業Kむいて.また、現実の社会生
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活Kむいて、住民の大部分は ζれをクリアーし左がら、 変動期を乗 b切ろうと している。少左

くともこの程度比は努力をし左ければ左ら在い。

直ち K役立つ方法と して、企業との交換研修L 相当の効果を挙げよう。また、住民の中か

ら専門家を選んで、定期的民意見交換を兼ねた研修をすると とも、効果があろ う。迂遠ではあ

っても、基本的Kは市町村研修所のあ b方を含めて、内部研修の態勢Kついて.全面的K検討

して、制度を確立する必要がある、と、とういう ふうに、ちょっと長く左 bましたが、結んで

なbます。

私も、今、職員の方々が仕事をしてい左レ玉、あるいは能力が左いというととは、そういうふ

うには考えてなbまぜんで、やは bとれからの新しい町づ<!?..こ ういうものK立ち向かうた

めKは、いろいろそれぞれが知恵を出し合って、あるいは勉強 し合う、あるいは専門家の話を

聞くというととも、非常に必要だ左と、 ζれを読んで感じたわけでどざいます。

そのととは、予算委員会左久決算委員会左 bでも、私もその必要性を、今までも要望して

きたわけでどざいますけれども、今、柴田徳衛先生の具体的左能力開発Kついて、幾っか具体

的な提言が左されて合bますけれども、とういった具体的な研修のあ D方Kついて、市側はど

のよう左見解を持たれるか、最後にな聞きをいたしまして、あとは答弁をいただきたいと思い

ます。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君の質問Kついての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君〉 な答えをいたします。

まず、第 1点目の、乙の提言の内容はどのよう左形で、あるいは、どん左ステップで行政K

生かされてきたかという ζ とでどざいます。

ζれは、第 1次報告でどざいますけれども、これは、前回等の議会K も‘市民の意識調査の

結果の行政への反映というととで、御質問もあったわけでどざいますが.その中でな答えもい

たしましたけれども、 こういう報告書がやは b出ますと、まず、主管部課K台きまして.内容

の検討を十分行い、さらに、 ζれ氏関係いたしますところの市議会の提言、あるいは、市民の

要望を踏まえまして.財政状況を考慮いたしまして.内部計画であ bます公共施設 3ク年計画

氏、反映をさせるというものでどざいます。

さらKは、乙れらを踏まえまして、予算編成比際して留意しながら、事業化をしてきたわけ

でどざいます。
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2番目の、との提言の内容K対する達成度を どう評価 しているのか、 それから、でき れば第

1次提言実践、達成度、第 2次提言の必要性について説明を‘というととでどざいますが、第

1次報告書、第 2次報告書をど らんK在っていただければわか Dますけれども、第 1次報告書

の目次を、まず見ていただくとわかbますが、第 1次報告書は、具体的左提言といた しまして、

日野市創造のための手法が書かれてな bます。

具体的Kは、都市計画、区画整理から続きま して、農業、財政まで 12項目 Kわた bまして、

記述されてなるわけでどざいます。これらの中の具体的左項目の実現度というものを見ますと、

農業、市内交通体系の確立等を除けば、か左 b市政K反映を しているのでは左いか、というふ

うに考えてな bます。農業、市内交通の関係が皆無という意味ではどざいまぜんが、そのよう

に理解を してなbます。

それから、第 1次報告書の柱は、どちらか といいますと、物が中心K書かれてかbまして、

第 2次報告書は、序文の中でも書かれてな bますように、市民の心、ゆと Dとか、あるいは豊

かさを求めるよう K左Dまして、量から質へと市民意識が転換を し、町づく Dの理念仏変化

の兆 しが見え始めていると述べられてな Dます。そして、今後の日野市は、シンボノレ と.それ

から先ほども出ましたアイデンティティの町づく Dが必要では左いかといわれてな bます。

す左わち、第 2次報告書は、第 2次基本構想、を受けま して、本市の今後の進むべきイメー ジ.

理念といいますか、とういったものを明らかにしたものでどざいます。

3番目の.第 2次提言の具体的左展開方法を どう考えているか、今後の政策K どういう形で

結びつけていくのか、ということでどざいますが、乙の点Kつきましては、今、述べま したよ

う氏、第 2次報告書は、本市(([:jo-，ける今後の進むべき理念、民力点が置かれて‘ま ず、なbます。

との理念氏つきましては、同感するものでどさ'いますけれども、この理念を実現するために、

具体的左提言、各論が書かれてなるわけでどざいます。との点Kついては.ζの報告書の中で

も、いわゆる執筆者の分析が明記 してあbますよう氏、との委員会の委員さんの総意というよ

う左形でのと Dまとめまでいって左い段階でどざいます。十分庁内で検討いたしまして、今後、

行政K反映をしていきたいというふう K考えてな bます。

それから、第 4点目の、第 2次基本構想、と、今回の第 2次提言との関係はどう在っているか.

という ζ とでどざいますが、乙れは、当然のととでどざいますけれども.第 2次基本構想、を踏

まえまして、第 2次提言をいただいたわけでどざいます。基本構想の 2ページでどざいますけ

れども、目標とする都市像という ζ とで、三つ掲げてどざいます。

参考までに、とれを読み上げますと、第 1は、遠い昔から引き継がれてきた多摩丘陵の緑や、

多摩川、浅川左 ど、 現存する自然環境を守久さらK積極的K緑化や環境浄化を進め、健康左

生活と健全在社会環境をつくる、緑と清流と太陽の都市であると。

第 2は、日野市の伝統と文化的風土、市民生活K深〈根差した.生気あふれる教育、文化、

スポーツ活動を進める.文化と潤いの都市である。

第 3(([は、市民のた、れもが大切Kされ、な互いK相互信頼の今ちに、市民による市政を展開

し、日野市を我が町ふるさととして築く人間尊重.自治参加、連帯の都市である、という ふ う

K うたってお、 Dます。ま さKζ の都市像と整合するというふう氏、理解をしてお、bます。

次が、 5番目の、これら第 2次報告の実現でどざいますけれども、いわゆる実施計画等を作

成する必要があるんでは左いか、というととでどざいますが、もちろん提言もそうでどざいま

すけれども、その他の状況を踏まえますと、できるだけ早く中期左 D、実施計画を作成したい

というふう氏、私ども、今、考えている次第でございます。

以上でどざいます。

最後の問題Kつきましては、総務部長の方からな答えをいたします。

O副議長(米沢照男君) 総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君〉 能力開発のための研修を今後どう進めるべきか、とういう

ょう左な尋ねでどざいます。

日野市といえしましては、日野市の職員の研修の規程を設けまして、必ず職員は研修を受け

左ければいけ左いんだと。それから、研修サイドでは、その機会を与え左ければいけ左いんだ

と、 ζ ういうととで、義務づけをしてどざいます。

たまたま.こと氏、 59年度の研修の結果が出てな bますけれども、市職員が.少なくとも

2回の研修を受けている.とういう実績が出てな bます。

それから、 市町村研修所のあ b方、 ζ ういうととでどざいますけれども、都下 4 1市町村の

研修の担当部課長がどざいます、研修所 3次会が 4 1市の市町村長K対しまして.今後の研修

はどういう ふ うK あるべきかということで、 b尋ね した結果が出てお、bます。その第 1点で、

一番多いのは、 6 1年度以降の研修のあ b方については、公務員と しての使命感、責任感の漏

養を目指す研修。
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2点目 K多h のが、職務の高度化、専門家K対応する研修を行うべきだ.とういうよう在提

言をいただいてむります。

そういう意味合い民会きまして、市町村研修所~j:，'"きましては、 6 1年度以降Kついては、

との研修方針を打ち出していく、とういう ζ とでどざいます。日野市といたしましでも、やは

b独自の研修をしてbるわけでどざいます白いろいろ左角度から研修をして金 bますo まずは、

日野市では.自前の研修というととを、一応前提K考えてま...!Jます。と申しますのは、各部課

長さんK講師K在っていただいて.その研修制Kフォローしていただく .あるいは研修をして

いただしとういう方式をとって卦bます。

とれも、とれからはいろいろ左専門分野の研修も出てまい bます。そういう ζ との中で、と

れからも左金一層.現在の研修担当は相当努力しているわけでどざいますけれども、 ζれから

の研修といたしましては、民間企業の感覚を養う、人材育成をする研修、とういうとと氏、左

長一層取り組んでまいbたいと思います。

以上でどざいます。

0副議長(米沢照男君)

02番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

それでは再質問は、大き左 3項目自の、計画の可能性と今後の

先生をな呼びして、職員冗対して、 層別氏、実際児 ζのテーマで研修をされることを考えてい

るかどうか、それをな聞きをいたします。自前の研修という中で‘。

0副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 研修につきま しては、いろいろ課題等を持ち寄Dまして、

そζで会互いに切援琢磨 してい く研修もどざいます。それから、講義方式の研修もあるわけで

どざいます。

講義方式の研修Kつきま しては、有名人、あるいは詩人とか、その他各界で活躍されてなD

ます講師をな呼び しまして、 職員の希望を募bまして、講議方式の研修をしていると。研修の

終わった段階では、いろいろその講議Kついての質疑応答、そういったものも踏まえてやって

なDますので、 ζ ういう形で、今、ここK出てなbます先生等も、過去には呼んでいろいろ台

話を聞いた例もどざいますので、 ζれらKつきましては、職員の担当部課の方氏、 6 1年度比

ついては.とれから計画するわけでどざいますので、その辺氏ついては、日程の中氏追加して

いきたいと、かよう K考えてなbます。

。副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 最後の段階で、日程の中氏追加していきたいと考えて訟るとい

うととですから、 それに期待をしたいわけですけれども、ぜひ、伺というんですか、新しいと

いう感覚というか、とと氏、ですから先ほど、 ずっと、柴田先生の話を書いた論文を、全部読

ませてもらったんですけれども、とれからは、やは b市の職員が非常に優秀左人が多いわけで

すから、との庁内だけでいろいろ左研修をされても、必ずしも市民との感覚K合ってい左い部

分もあ Dますよ。

したがって、市の専門家を呼んで講師K した b、あるいは、市町村研修所の内容を変えた!J，

とういったよう左具体的左提言があるというのは、やは b今までの研修では、 ζれからの.要

する K世の中の移D変わD、市民の要望する町づくfJ，あるいは、いろいろ、既K安定期比入

った地方都市で進められているよう左政策、そして、悦びと誇Dのある町づく bを‘質の高い、

そういった町をつくっていくには、実際の担当者である職員の皆さん方氏、そういった考え方

をもっと持ってもらう必要が左ければ.との提言は生かされ左いんですよと、しっか b言って

しまえば。 ζ ういうふうに、柴田先生はなっしゃっているんじゃ左いかと。

とれは、私は、市の職員K対して、非常K失礼左言い方を、あるいはしていると受け取られ

課題という中で、財政と整合さぜた計画、さら Kは職員の能力開発という ととろを、話をいた

しましたので、ととK絞って再質問をさせていただきたいと思います。

今、総務部長の方から.職員の能力開発Kついて、答弁をいただきました。日野市では、研

修を受け左ければ左ら左レ玉、あるいは義務づけていく、市職員は、年 2回ほどの研修は行って

いる、という ζ と。さら~~日野市の場合は.自前の教育、研修というととで、部課長さん方

がさら K独自 Kやっている。そして、先ほどの問題提起の中氏あ bました市町村研修所のあ夕

方Kついて同、 61年をめどK、研修の内容Kついても検討は加えられ.新しい時代K即した

研修内容K変えられつつある、 ζ ういう答弁だったと思います。私は、その ζ とは大変結構で

あbますので‘ち主っと違った観点で質問をしたいと思います。

総務部長K争尋ねをしたいのは‘私は.それぞれの市町村研修所在夕、あるいは日野市がや

る研修の中で‘いろいろやられるととは必要だと思いますけれども、例えば、具体的在内容で

まp聞きをいたしますけれども、 ζζ 氏、住むととが悦びであb、誇bである町をという、研修

の内容として倍、非常K台もしろい題材があるわけですけれども、 ζれを、例えば、との中の
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るかもしれませんけれども、そうじゃ左くて、期待するからとそ、 ζの提言を生か していくと

いう形で、町をつくっていくと。とれには、どう しても 1人 1人の職員がその気K在った気持

ちが必要だと。それ以外には、これを行政で生かしていくのは非常K難しい、というふう K判

断をいたしますので、その研修内容、特にこの辺氏ついては、立ち入ってお、聞きをするわけで

どざいます。

したがって、先ほど総務部長の方から.とういう内容Kついて、今度は研修の中氏、 61年

度以降入れていく検討を していきたい、入れていきたい、とういう御発言があ Dましたので、

ζれだけじゃ、私は左いと思うんです。

要する K、 ζれからの研修の中で、職員はどういうものを最低限身Kつけていくかと。 ζれ

は.もちろん議員も同じことだと思う。職員のととを言って、議員は何をやっているんだ、 ζ

ういう職員の方からのあれもあるかもしれませんけれども、やはD実際K立案をしていただし

あるいは政策を立てていただくというとと K対して、実作業を進めていただくのは、職員であ

bます。

したがって、そういう方々に市民の熱い目が注がれている、期待を持って見ているという ζ

とでどざいまして、ぜひ、そういった形での考え方、研修、特K この中では、民間との相互人

事交流というようなととも、具体的な提言 として、とこではうたわれて台るわけでどざいます

けれども、その辺氏ついては、では、研修の内容はわかDましたけれども、民間との相互交流

とか、市内氏住む専門家を講師K呼んで研修をするとか、こういったよう左とと Kついては、

どうな考えK左るか.む聞きをしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 民間との交換研修、その他民ついての御提言があるわけで

味での発想の中で、必要左 ζ とだという ζ とで、具体的K とられた内容だと思うんですけれど

も、今、日野市の窓口、職員の窓口の応対Kついて、私は非常Kいいというふう K考えてな b

ますので、職員を、あえて応対業務をよくし左き ゃいけ左いというための研修左どは、今、必

要左いというふう K考えます。

要する氏、 ζれからどういう町づく bをしていか左ければいけ左いか.そのためK専門家が

どういう提言をしている、あるいは、よその町では、似たような町では、どういうよう左町づ

くbが進められているか、 そういったよう左ものは.頭の中氏少しずつでも入っている。乙れ

は、職員の皆さんは机の上氏か左 D本があ bまして、いろん左本を自主的K読まれてなDます

から、あるいはそういった研修は、必要左いかも しれまぜんけれども、やはり総合的VC，そう

いった接客というよう左とと から、 一歩もう上促進んで、むしろとれからの町づく _!?vcみん左

が意欲を持ってもらう。そのために必要な知識、 ζ ういったよう左ものを研修の中氏、ぜひ折

b込んでいただきたいという要望を申し上げて.ζの質問は終わ bます。

次氏、企画財政部長Kな尋ねをいたすわけであ bますけれども、提言を もとに、財政計画と

整合さぜた計画をつくるか、というとと Kつきましては、中期計画左 b、実施計画左 bをつく

っていきたい、とういうととがどざいます。

私は.先ほど.柴田先生の内容をそのまま為、話ししたんですけれど、日野市の財政というとと

Kついて、企画財政部長は、柴田先生が分析した内容を、そのと:jo~ _!?だと思われるか、あるい

は、あの柴田先生の分析では ζζがなかしいんじゃ左いか、というよう左と ζ ろがあるかどう

か、そ ζ のと ζ ろを、 1回、見解を賜つてなきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) な答えいたします。

非常K難しい御質問でどざいますけれども.要は、柴田先生の提言が正 しいかどうか.とい

うとと K左るわけでどさ.いますが、やは Dポイントは.今後の社会左 b、経済の動向だという

ふう氏、私は考えて台bます。

今、国際情勢、か左 D経済的K厳しい中氏、日本が置かれているわけでどざいます。特殊左

分野民会きましては、さらK成長するでしょうし、あるいは、物K よbましては、か左タ後退

をするというふう在、経済見通しがあるわけでどさ.います。

総じて、今の安定成長のままでいけば、私は、柴田先生の言 うとをbではないか左と。若干、

どざいます。とれらにつきましでも、過去には職員がデパート K行って、接客を研修している、

こういうふう在実例もあるわけでどざいますけれども、そういうふう左実例を踏まえま して、

とれからも職員の能力の開発のため氏、いろいろ左提言を踏まえて、いろいろ左形で研修制度

をつくっていきたい‘かように考えてな bます。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

0 2番(福島敏雄君〉 総務部長の言葉じ bをとらえてな話しするわけじゃあ Dません

けれども、私は、今の、デパートとの交換、人事交流、これは、人の応対をよぐするという意
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消極的K将来の経済の見通しを見ますと.いま少し安全運転を.安全的左財政運営をした方が

いいんでは左いか左と、そういう感じを持っているわけでどざいます。

0副議長(米沢照男君)

02番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

よくわかbました。

という状況で、したがって、市内から見ますと、市民要望から言えば.とちらの方Kも欲しい

よ、というのがあるわけでして、それでしたらば、福祉センタ 一左ら幾つ日野氏必要左のか と

いう討議を、今、してい〈必要がある。そう在ると、その一つ一つKついては、どとから一番

初めKやってい ζ うかと。

確か氏、まだ余力ある地方債を有効民活用 して、というよう左部分左どは、日どろの議員の

皆さん方の提言 とも若干違う部分もあ bますし、私左 i'H/(~..私が判断しても、それをう のみ

K していいかどうかという ζ とは、疑問があったわけですけれども.それはそれといたしまし

て、今、答弁をいただいたわけですが、財政計画と整合させた中期計画左 b、実施計画Kつき

ましては、昭和 57年初当選以来の議会で、要望をしてきた経過があるわけでどざいますo

左ぜ、これだけこだわるかというとと K左bますと、やは b限られた財政の中で、市民要望

は幾つもある。そして、現在、第 2次基本構想.それを受けての、との地方行政調査会の報告、

さらKζ うした町づく Dも考えていくべきだという提言もある。

とれをいろいろ、さらに細かい分野でいけば、それそ、れの区画整理のあ D方だとか、 下水道

の計画だとか、いろいろあるわけであDまして、それらを、何というんですか、 集大成を して、

優先順位を決めて、それで財政の裏づけを考えて、どれからやっていくか。それぞれのテーマ

を、優先順位K近いものから、積極的K職員は研究、調査していくという、仕事の段取bの必

要性も考えますと、やは b大まかな計画といいますか、 具体的左計画、これが、ぜひ必要じゃ

左いのか左とい う感じがするわけです。

先ほど、古谷議員さんの、都立美術館の説明.答弁の中氏、農林省の跡地の反対側のと ころ

氏、体育館とか、プールとかいうあれで、それで済むのか左と思いましたらば、それは.先ほ

どの市長答弁ですと、むしろそこK都立美術館左 b、自然保護センターといいますか、そうい

ったようなものをあれして、体育館は淡水区の跡地左ども考えていいんじゃ左いか、というよ

うな話もどざいました。(r思いつきだよ。無責任だ」と呼ぶ者あ!?) 

いや.それは思いつきとは言いませんけれども、やは b、伺といいますか、体育館は南平氏

も体育館があるわけであbます し、私どもがいろいろ計画の必要性を、計画が必要だと訴える

一つの根拠は、例えば体育館でしたらば、浅川の向とうの方の人がうんと使える。それから、

浅川北といいますか、 こちらの方が使える。距離的K考えて も、 体育館はそ うい う形で使える。

あるいは、福祉センタ-vc_してみても、湯沢氏あD、高幡Kあ!?それから日野本町民あb

私、難しく年次計画とか、 実施計画とかいうのは、市民要望で、今、具体的K言った、 福祉

センタ ーなら福祉センターの配置計画、これをどうする。では、配置計画ができたら、それの

建築計画をどうする、このととを言っているにすぎないわけです。

例えば.児童館比しでもそうであ Dます。今、 5番目の児童館の建設が、実施設計が始まろ

うと している。では.日野市民は.あと幾つ児童館が必要なんですか。市民は要望しているか。

では、あと二つだとすれば、あと二つ。どととど ζか。とういうふう に決めて、それは財政的

K見れば、いろん左計画との整合の中で、ゾーンKは左るかもしれ左いけれど、 3年以内‘あ

るいは 5年以内とか、とうなれば、請願が出され在いと思うんです。 請願が出されそう Kなっ

たら、 ζの計画は.との地域K何年以内をめど托 してつくる計画K左っています、 ζ う¥nうよ

う左乙とが、私も議員 として、ぜ ひ、あれば、それぞれの地域K行って、 要望が出た場合Kは、

それは とういうこと K左っていますので.ぜひ全体的左市の計画。中で御理解を賜bたい、 と

いう 話も できるわけですけれども.まあ、 難 しいとと を言っ ているわけじゃないんでーす。

このこと Kついて、 前回、昨年の今どろだったと思いますけれども.昨年の春でしたか、企

画財政部長は、ハートたもの Kついては一一ー昨年の春ですね一一年内氏やbます。ハード左計

画比ついては。 こういうのを、私の一般質問K答えて、 言われた経過があるわけですけれども.

それで、きょう聞いてみま すと.中期計画左!?..実施計画は考えていきますと。

確か氏、わからないでは左いと思います。企画財政部の企画課というよ う左ととろの人材が

非常K少左いとい う感じは.わから左いではないですけれども、私は、それ托しても、 少 し長

過ぎる し、そのζ とは必要であるというな答えが.いただいていながら、とれからやっていき

ますという ζ とKついて、大変私は、 ζの辺氏ついては.確かK残念だというふう K感じてな

bますので、全体を含めま して、 今のやDとD左b、いろいろ在、 もろもろの.私の今の見解

左bを含めて、できれば最後K市長の方から、総括的にな答えをいただければ、あbがたいと

思います。

0副議長(米沢照男君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 私どもが、直接庁内氏立てともって、行政をやってなbます いうことの可能左面と、いつか申し上げたと，思つてな bますが、先ほどまた、たまたまそのと

とK触れたわけであ Dますけれど.と Kかく将来の政策のため氏、用地が必要である。しかも、

残されてなる固有地を、ぜひ日野市の、それとそアイデンティティ Kないて、確保していか左

きゃ左らない、とのよう K在るわけであります。では、それを確保する Kはどういう財政的左

手法がと D得るかということ氏、悩みをいつも持つわけであ Dます。

今、たまたま美術館の話で、桑園跡地を云々という とと売、一つの考えとして申し上げま し

たのは.都立の美術館は.ζれは都の財政氏ないてやってもらえるわけであbますから、 しか

もその場所を日野市民提供できる場所があるとする左らば、大変考慮すべき一つの手法である、

ζ う思つてなDます。

体育館のととも、まさ K今までの計画があるわけであ bますから、しかし、両方とにかし

桑園跡地、あるいは淡水跡地、それ氏加えて程久保の緑地、とれらは、いずれ日野市で確保し

ていか左きゃ左 bません。その際氏、都の計画、都の施策、都の財政、それらも あわせて考え

るという ζ とは、むしろ重要なととだと.ζ う思って合Dます。

特氏、当面着手いたします基盤整備の下水道事業、区画整理事業‘これは、ぜひ実施してま

いらなければ左らない性質のものであDます。それらといかK整合させてい〈かというととろ

氏、今日の発展途上にあ bます日野市の大きな問題、 ζれも取D組む課題というふう K考えて

なるわけであ bまして、児童館とか、あるいは図書館とか、そういう具体的左、財政を消費し

左い範囲の施設Kつきましては、これは可能だと思つてな bますけれど、大き左事業というも

のは、やは D左か左か決めがたい。そういうことで、模索をしたD、悩んだ Dして冬、るという

のが現状であ bます。

幸い氏、人口急増期は.日野市は相当.伺といいますか、十分左対応もいえし左がら経由い

たしましたし、とれからとそ、まさ K将来展望を持って、しかも余b細かいととにとらわれ左

い、と言ったら語弊があるかもしれませんが、大き左技を、棒を使い左がら、しかも地域地域

の具体的在課題も処理しながら、とのよう陀やっていか左きゃならない。そういう恵まれた条

件を、非常 K具備してなる我々の日野市であbますので、左Kかそれを早々と、とれはとの程

度ならましだというふう{て決めつけ左いで、可能性をゆと Dあるものとして残していきたい。

むしろ、我々の仕事は、そういうことではないかと、このよう K思つてな bます。

自治体は.私は悠久だと思ってお、 bます。多摩川や浅)11も、まさ K悠久の自然の素材であ D

と. (rだからだめ左んだよ。 ζっちへ出ろ」と呼ぶ者あ !J) もっと聞いてください。一一ー

とかし視野が非常K狭ま Dがちである。ですから、私は在るべく外K出て、そうして市民の

意見も聞きながら、いわゆる住民参加.あるいは市民の意見を尊重する自治の行政を、実践を

したいという ζ とを、絶えず念願をいたしてな bます。

2田氏わたDまして、つま D、第 1次の石油ショック直後の乙ろK行いました、との先生方

による日野市民対します.一つの、外から見た診断.あるいは処方という形での、今後の政策

的展望であ Dます。

ちょうど、価値感と申しましょうか、左にか高度成長の初期比は、大量生産、大量消費、大

きいととがいいととだとか、どみを大量K出す方向Kのみ、左 Kか生活の追求があったわけで

あDますけれど、それがある程度満ちてまい Dますと‘今度は心の豊かさといいますか、ある

いは、自然、や歴史文化を大切K しよう、乙ういう意識K転換をしてきた。そういう経過から、

また第 2次の調査会を、 1年余をかけてやっていただいたわけであ bます。

つま D、日野市民住ま左い、外の方々の日野市を見ての、日野の特徴であbますとか、ある

いは日野の進むべき道であbますとかいう方が、むしろ、しかもそれK学者的在、資料から判

断をされる、そ ういうことを取b入れました場合氏、大いに役立つてなる.こう思つてなbま

す。

したがいまして、ほとんど、距離を離してみるならば、地方自治体の住民の価値感の変化、

日野市の特K優れた特徴を生かし左がら、その方向Kほほ正確Kたどってまいったと、とのよ

うK言えるかと思つてな bますo

それで、政策を遂行するのは、これはまさ K行政のまた仕事で左ければを bませんし、その

政策を具体的K展開するのは、 ζれは行政マンである市の職員氏、同じく課せられるわけであ

Dます。

したがって、その政策立案能力、あるいは、その政策を実施する能力.ζのととを職員には

特K勉強を して もらわ左ければ左ら左いわけであbまして、 努めてそのよう左研修のとと、あ

るいは訓練のとと、それから日常の勤務そのものがそういう経験を積む、判断能力をつける.

とういうこと KなってなるわけであDます。

また、一方氏、確かK きちんとした年次計画がある、財政的裏づけもそれK伴っている、と
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ますから、とれを緑と清流の日野市の素材を ζそ.最大限民生かしてい〈。そこK健康在、健

全在地域社会をつくっていくということ Kとそ.日野市の将来、あるいは市民の目指すところ

があ b得ると思つてな bますので.十分御理解をいただき左がら、また.御指導もな願いをし

たい、このよう K思つてな bますo

以上です。

O副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) 誤解があってはいけませんので、私は‘今の行政左久あるい

は進め方について.批判的氏物を言っているわけじゃないわけでして、これからの町をどうし

ていくかという観点で、さらKよい町を考える必要のため氏、いろいろ努力をしていくべきだ.

とういう観点での.終始発言をさせていただきましたので、そういう御理解を賜つてなきたい

と思います。

以上で終わDます。

O副議長(米沢照男君)

一般質問 5の 1，地方行革大綱と日野市行財政調査会Kついての通告質問者、名古屋史郎君

の質問を許します。

C 2 1番議員登壇〕

021番(名古屋史郎君) それでは、地方行革大綱と日野市行政調査会民ついてと題

ってもいいくらい左状況Kあると思います。

私は、官頭申し上げてなきますが、とういう意味で、地方自治体が独自で行久いわゆる主

体的民行う行政改革については、大賛成であ るというとと を‘最初Kはっき Dと申し上げてむ

きたいと思います。

ところで.自治省は本年の 1月氏、地方公共団体K砕ける行政改革推進の方針、いわゆる行

政、地方行革大綱ということの策定をし左 さい、とい 内通達を出 しま した。

との通達 というのはも具体的民伺項 目か挙げてど ういう 機関をつ<J?左さい、 大綱を策定 し

たら、いつまで報告をし左さい、それか ら、つ くった ものは大綱という名称をつけ左さい、非

常代具体的であDます。

そして、このことについては、先般の行政報告の中で、古賀議員 と市長とのやDとbも伺つ

てな bました。古賀議員の質問の要旨は、大変立派左指導K従って、 早く日野市も行政改革の

大綱を.自治省の指導K従って、早 くつく D左さい、 こういうような質問だったと思います。

それ民対して、自治省の指示とい うのは、ととしの 8月ま でに各地方自治体はつく って、 報告

をしな さいということ左んですが、大変な くれているので、 日野市も急、ぎ左きい、という質問

の要旨だったと思いま す。

最近の宅 9月 24日のサンクイ新聞K よDますと、 地方行革大綱づく D進まずと、大き左見

出しが出てなDまして、 36都府県が.いまだKその指示K従わないといいますか、まだ作成

していない.政府主導陀プレーキ と、 大き左見出 しがついてなDます。

先ほど、私、申し上げま したよ う氏、行政改革というものは、市長も先般言っ てられたよう

氏、自主的lてその自治体が行 久 こういう形が望ま しいわけですけれども、先ほど申 し上げま

した よう氏、大変ζの通達というのは具体的で、非常氏、制裁措置はとら左いとしていますが.

大変事細かK指示したものであ bます。

それK対 して、 現在では 36都道府県が、まだできていない。大綱の作成が大幅Kなくれて

いるのは.いろいろ左理由があるというふうに報じられて.;þ~ J?ますが、私は、押しつけられた

行政改革とい う形K対 しての、反発といいますか、そういったものも、 日本の中氏はあるんじ

ゃ在いか。 との三多摩の中氏も.後で申し上げたいと思いますが、三鷹市左どは.行革は、企

れたちの自分の力でやっ てきた し、これからもやるんだと。ですから、いわゆる自治省のそう

いう人たちKは従わない‘ ということが明確K発表されて.新間報道左 Kかにも左つてな bま

とれをもって 4のし住むことが悦びであ b、誇bである町

を創ろう K関する質問を終わbます。

金諮bいたしますo 議事の都合KよD暫時休憩いたしたいと思いますが、とれに御異議 あb

ませんか。

C r異議左し」と呼ぶ者あJ?J 

0副議長(米沢照男君) 御異議左いものと認めます。よって暫時休憩いたしま す。

午後 0時 21分休憩

午後 1時 35分再開

0副議長(米沢照男君) 休憩前K引き続き 会議を開きま す。

して、質問いた します。

政治や行政の仕組みを変えて、 国民や市民のためK行政を行 久 そ ういう意味での行政改革、

とれは広 く一般の市民.国民の、今や要望であ bます。行政改革という ζ とは、 今、世論とい
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す。 くられた.たまたま 8月という ζ とK合わせたかのどとし 7月 23日比設置された調査会、

とれKついては.先ほどから言っ ている よう(IL.決 して押しつけられたも のK合わせる考えは

全く左いんだというととなんですが、伺いたいのは、私は、先ほどか ら申し上げている ように、

いずれ托しでも、 形は どうあれ、 名前はどうあれ、いわゆる自治省の指導氏、 ζれからと しら

えるもの、あるいは時期はどうあれ、自治省の指導では、 設置段階でも ひ左形があ bまして、

設置したこと Kついての報告、いつ設置したか、どんな人間が入っているか、第 1回の会議は

どん左ととを決めたかというよう左書式、伺というんですか、個票と称している ようですが、

それまで用意されているようです。とれは、行財政調査会の設置Kついての報告を求めるもの

であ Dます。

さらに、いわゆる大綱とい う名前のついた ものを報告する際Kは、それK倍する書類が用意

されているんじゃ左いかと思います。そういったものが、こちらの気持ちは男1j(ILして、自治省

から押しつけられてくるんじゃ左いか、という心配をしているわけです。

その際氏、先ほどから、市の態度はよ くわかつてな bます。しか し、その際氏、民主的な審

議会といいますか、諮問機関の議を経たと称して.どういう形のものを、押しつけられた場合

Kな出 しK左るのか、全くそんな個票左んというものは関知し左いし、 書式K もとらわれ左い

し、時期K もとらわれ左いし、全 く自治省のそれとは別の もの左のです ということが、ずっと

言い切れるんでしょうか、という ζ とを伺いたいわけです。

指導、助言というような形で、サンケイ新聞にも 出てなDます。通達をまた出し直すんだ、

指導のとi，~lJ (IL出し左さいという通達を出すんだということを、自治省は言っているようです。

ζ ういうこと について、どういう ふう 左対処をされるのかというととを伺いたいわけです。

いわゆ る、行財政調査会という議を経たんだということで、一本答申かどうか、そとの内容

Kついては、また後で伺いたいんですが、と Kかく 、行財政調査会の意見を聞きましたという

形で策定されたものを、全然、報告をしないのか。するとすれば、これが民主的な議を経てでき

た.日野市の行政改革マスタープランであ bますというふう氏、発表し左さいということ K も

なっていますし.その辺が、どんなふうに考えていらっしゃるかというととを聞きたいわけで

す。

何らかの形でそれが出されれば、 ζれは民主的左手続を経たんですという ζ とで、いわゆる

氏しきの御旗K在るんではないか、そういう立場で心配をして聞くわけですが、まず 1点、そ

そこで、日野市の場合氏、行財政調査会というものが、 7月 23日比としらえられたという

報告があ bました。とれ児対 して、 質問K対 しての、たしか答弁だったと思いま すが、市長は.

この行財政調査会、日野市のです、今回つ くっ たのは、いわゆる自治省の通達K従っ てつくっ

たものでは左い。自主的、主体的左姿勢で、 21世紀を展望 した、市民ニーズKこたえるマス

タープランをつく Dたい、とういう ふう 左言葉の表現であDましたa

さら氏、具体的左応答の中では、大綱と いう名前は使うかどうかはわから左い、こういう具

体的左答弁も してなDます。 しかし、 通達の方は、大綱という名前を使い左さ い、 ζ ういう ふ

うK細かい指導がされているわけです。

そとで、私が伺いたいのは.行政報告の答弁の中氏も、名称Kついては、あるいは時期比つ

いても、言われるとなDの時期比在るかどうかはわから左い.そういったよ う左答弁が行われ

てなDました。さら氏、いわゆる行財政調査会の性格といいますか、そういったとと Kついて

も、とれ も答弁であったと思うんですが‘多数決で決めるよう左会ではない.ζんなふうな答

弁をされているよう K聞きました。

とれらの答弁.一連して聞いてなDますと、さすがK革新市長だと。私は自治省、の押 しつけ

に屈すること左く. 2 1世紀を展望した、いわゆる市民ニーズを踏まえたところの.真の自主

的左行政改革をやるんだ.こういう姿勢が伺えま して、 大変胸のすく思いがしたわけであ bま

す。

先ほど申し上げましたよう氏、 三鷹市は、皆さんも御承知のよう氏、職場では一切たばとが

吸えません。開庁以来だそうで‘すo たばとを吸える、吸えないということ Kついての是非は別

として、下水道の普及率も大変なものであ Dます。三鷹市は、自信を持って、もう一昔もこ昔

も前から、いわゆる行政改革というものK取 b組んでいる。こういう自信で、先ほど申し上げ

たよう左新聞報道K在っていると思います。

いわゆる押 しつけで左し私は先ほどから何回も申し上げているよう氏、自主的左行政改革

は全く賛成であ Dます。それを.いわゆる政府の言 久押しつけの形の中氏は、 100兆円氏

も及ぶ国家財政の危機が、いかK も地方自治体の側Kのみ責任があるような形の主張、こうい

うとと Kは、到底私は承服できません。

そういう観点から、とれから伺いたいのは、先ほど申 し上げたとな久行政調査会、今度つ
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の点Kついて.従来の市長の考え方や応答は.先ほどから何回も申し上げて合 bます。仮Kと

いうととで左く、自治省は、提出を催促するというそうですから‘これKどん左ふう K対応さ

れるのかというととを、まず 1点伺いたいと思います。

それから， j:，'"答えK よって伺っていきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 名古屋史郎君の質問Kついての答弁を求めます。企画財政部

長。

O企画財政部長(前田雅夫君) j:，-，.答えをいたしますo

まず、行財政調査会の設置の理由でどざいますが、とれは前から御質問左.!?..市長の答弁の

中で言われてなるよう氏、日野市がこれから大き左行財政需要を抱えている。その行財政需要

を計画的K消化する Kは、どうしてもここで現在の市の行財政の見直しをし左きゃいけ左いと

いうというととで、市独自でスター卜したというものでどざいます。

今、名古屋議員さんの質問は、日野市は独自で行財政調査会、いわゆる行財政改革を進めて

いくと。それはそれでいい。それKかかわる問題として、東京都の方から、状況の報告等の要

望があればどうする、というととでどざいますけれども、私ども、基本的Kは、前から言って

いるように‘日野市独自の行財政調査会をスタートし、行財政改革を進めるというととで.や

っているわけでどざいますので、仮K東京都の方から、市の事務事業の内容Kついての調査な

久報告の依頼があれば、その段階でやは b対応せざるを得ないというふうに考えてむbます。

O副議長(米沢照男君) 名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君) 今のな答えですが、私の伺っているのは.自治省は.先ほ

ど申し上げたよう氏、大変事細かく具体的K時期左 D、期間な.!?..そういったもの、それから

構成Kついてまで、設置までの段階ではこん左ふう左書式で、それから策定したものはとん左

ふう左書式でという書式まで、ひ左形まで添えて.想定問答まで会つけK在って、東京都段階

ですか、日野段階までですか、なろしてきているわけです。

今の金言葉ですと.独自民日野でやったものだと。基本的Kは独自なものなんだとなっしゃ

っていて、東京都から求められれば云々というのは、どういうことですか。いわゆる自治

省の求める、大綱という名のついた、いわゆる大綱ですね.とれを、大綱という名前は使うか

どうかわから左いと市長は金っしゃっていましたが、大綱K似たものですね、何かできたもの

を報告するというんですか.とのとと Kついて報告しなさいというととがあれば、日野と東京
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都の関係ですから報告しますと、とういう ζ と左んですか。

私の聞いているのは、今、盛んK言われている、いわゆる大綱というもの、それに類するも

のができ上がった段階のものをな出しK左るんですか、という ふう K聞いているわけです、単

純氏。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

この間も、な答えをいたしてなDます。我々の地方行革は、

市民K向かったものであって、園児向かったものではないというととは、 一番堅持したいと思

つてな Dます。

今、行財政調査会という諮問機関の発足をし、それぞれの見識のある方々 K議論をしていた

だく、とういうことでありまして.一方の、固な b、あるいは都を通じて、 書類をも って回答

を求められる、こういうことも事実あるわけであ bますから、答えるーーもう既K該当のでき

るものは、記入をして通知をしても、一向差し支え左いと思つてなDます。市民K対しても、

もちろん内容を明らか比していくということであ Dますから、全く 事務的K考える問題だと、

乙う思つてなDます。

。副議長(米沢照男君)

021番(名古屋史郎君)

名古屋史郎君。

大変抽象的なな答え左んで、わか.!?VLくいんですが、市民

民向かつてつくられるものであるというのは、もちろん大変向感です。

私は、こ ζで申し上げたいのは、市長の権限というのは大変大き いといいますか、強大なも

のがあると思います。との市長の意向が、行財政調査会の設置Kなb、そしてその、いわゆる

報告というものが、今の台答えでは明確K私はわからないんですけれども、 事柄Kよっ ては報

告をすると。求めているのものは書式、それから、いわゆる報告を求める内容と いうものは、

画一的氏、形式的氏、項目的K きちっとなbてくるわけですから、その全部氏ついて答えるん

じゃないというな答えたと、いわゆる大綱というものは、求めK応じてつくるんじゃないんだ、

あったものについてだけ報告するんだということですから、出されるんだなあという気も しま

すし、その辺が大変、先ほど申し上げましたよう氏、市民のため、 2 1世紀を目指してという

ととと、押しつけの自治省の指導K屈服したような形という、そとのあた bが、私Kは十分ま

だ理解はできませんけれども.いずれにしても、市長の意思という ζ とが、大変国の押しつけ

というとと K抵抗するといいますか、そういう形があるんで、大変大事なことだと思いますo
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0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君)

市長。

行財政調査会は、条例設置では左いわけであ bます。 したが

いまして、一定の期間氏、市長が諮問をしたこと K対して、検討をいただき、答申を寄せられ

る.ζ ういう性格であります。よく言われる、市長の私的諮問機関であります。

したがいまして、いろいろ左見識は冬、あ bだと思いますが、そこが特別交渉の場であった9.

あるいは、利害の調整の場であった Dというよう左ととでは左いわけであ bます。恐らく崇高

左理念氏立って、市民K十分理解され、説得力のある、また.我々もそれを尊重して、行財政

改革の今後民臨む.そういう内容Kなるものと、期待をいたしてな bます。

また、あわせて、一本答申であるとか.そん左ととの論議は、私の聞く範囲では全くまだな

いわけであ bます。それぞれの見識のある方々の、市民民対 して.あるいは地方自治体という

立場にないて、 一致で きる.そういう内容が示されるものだというふう氏、期待をいたしてな

Dます。独人制とか、そういちまた特別の性格でもあ Dません。委員さんとな呼びをいたして

な Dます。座長さんという ふう氏、また、まとめ役も内部で決められて台 Dます。そういうこ

とで進行をしていただく。来年の予算比反映すべきものは.中問答申としてな示しいただく。

また、将来展望Kあるべき姿は.年度末比最終答申をいただしこういう考えで論議をな願い

をしてなると。こういうことであ Dます。

それから、国民対する回答云々であDますが、 該当すべきものがあれば、 もちろん記入可能

であ Dますから、返信をすることもできると思いますし.また、該当し左いものは返信はでき

左い、回答が書けない、とういう ζ とでよろしいと思つてな bます。

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君) 委員会といいますか、会の性格ですけれども、委員さんと

な呼びしているとかいうことであ Dますけれども、自治法のそれからすると、企画財政部長K

伺いたいんですが、いわゆる要綱で設置しているわけですから、委員会という性格がつけられ

左凶んじゃ左いかと思いますが、その辺はどうなんですか。

やは 9138条のそれと. 大変違うわけですね、 174条とは。その辺、左氏か独人制だと

かいう ζ とも承知し左いとかいう御返事ですけれども‘はっき bととこ Kあるわけです。 17 

4条、普通地方公共団体は常設または臨時の専門委員を置くことができるという、 ζれK依拠

したのか、それとも 138条の、いわゆる委員及び付属機関の設置、いわゆる付属機関である

んだと。これは.委員会その他置くととができること Kなっていますね。

私は、今の御返事だ と、ちょっとそ ζのところが明確じゃないんで.伺つてなきたいと思う

市長の意思が。

その辺で、私、行財政調査会民ついて、もうちょっと伺いたいと思いますが、日野市の場合、

つくられた行財政調査会は.いわゆる条例設置であ bません。ですから、委員会では左いわけ

です。地方自治法の 174条の専門委員左わけです。したがって、いつだかの答弁の中K あっ

たように、との会が会を開いて、みん左が集まって研究、討議することもあるんでしょうけれ

ども、本来、要綱で設置された専門委員は、 1人 1人の専門委員氏、それぞれの ζ とが諮問さ

れているわけで、いわゆる独人制ですから、議決機関といいますか、一本答申というととがあ

る場合もあるでしょうけれども、独人制ですから、要する氏、 ζのととについて私はとう思う、

こり委員は ζ う思う.そういう性質の会だと思いますが、それKついては間違いが左いかどう

かです。

在Kか会の方では、一本答申をしたいとか、いや、それに反対だとかいった論議がされてい

るとか聞きましたけれど、そのあたb、との会の性格です。要綱K基づいたものですから.い

わゆる独人制の専門委員た;条例による委員会設置では左いというあた9.はっき Dとさせた

いので、その辺氏ついてな答えをいただきたいと思います。

さら氏、具体的氏、そういう会ですから、例えばあの顔ぶれを見ますと、市の職員組合の代

表も入つてな bます。自分たちの賃金、退職金、そういったものKついて、それ左 Dの意見を

持っていると思います。座長左 b、会長左 bが考えていられるような、いわゆる一本答申とい

う形が、あれば.それはあるんでしょうけれども、いわゆる会議の進行K よっては.労使交渉

で、当然了解をされたもので左ければ、決められ左いような事項が、必ず意見の違いというこ

とで出てくるんじゃ左いかという気がいたします。

先ほどの.一番最初の質問K合わせるように.いわゆる一本答申ということが、あ b得る会

左のかどうかというととです。あの顔ぶれからしますと、各階層の.しかも立派左人たち、 2

1世紀を 目指 した行政のあb方について考えていただけるような方々ですから、それぞれの意

見が出ると思うんです。それKついて、いわゆるばらばら答申といいますか、とんな意見もあ

った、あん在意見もあったという ζ とで、結構左んだという、諮問された方の方のな気持ちを

伺つてなきたいと思います。
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んですけれど。伺K基づいて、ど ζ民基づいたんですか。

O副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 合答えをいたします。

まず、調査会の根拠でどざいますけれども、 ζれは今ちょっと私、自治法上の根拠の条文が

見当たら左いんですが、私が今記憶している範囲内で申し上げますと、市長は必要K応じて条

例もしくは規則、要綱で委員会等の設置ができる、とういうこと K左つてな Dます。

とれは‘条例で設置をするというとと K左bますと、公的左市長の諮問機関ということに左

るわけでどざいますけれども、規則、及び要綱Kよbます設置といいますのは、通常、市長の

私的諮問機関というととで、呼んでーいるわけでどざいます。

したがって、との調査会は、今、 議員さんがあ、っしゃいました専門委員的在性格では左くて.

一つの会を在 したものだというふう氏、理解をしてな Dます。

とれからの運営といいますか、諮問といいますか、答申といいますか、そういう際vc~，その

合気持ちをな忘れ左〈進めていただきたい。とのことを心からな願いをいたして、 質問を終わ

Dたいと思います。

あbがとうどざいました。

0副議長(米沢照男君) 乙れをもって 5のい 地方行革大綱と日野市行財政調査会民

ついて氏関する質問を終わbます。

6の 1，日野市立病院を考える Kついての通告質問者、鎌野行雄君の質問を許します。

C 1 0番議員登壇〕

010番(旗野行雄君) では、通告K従いまして、日野市立病院を考えるというタイ

0副議長(米沢照男君〉 名古屋史郎君。

トノレで、一般質問をさせていただきます。

課題K入る前氏、一言申し上げたいんですけれども、実は、私の一般質問は、たしか最初の

日程では、 1 9日の予定であbました。御存じのよう左事情で、きょうは 26日ですから、約

1週間延ばされたわけであ bます。私もそう だし、皆さんもそうだと思うんですけれども、日

程K合わせて作業を進め、準備を進めるわけであ bます。非常氏、日程が狂うとタイミングが

合わ左く左って、質問が、どうもだらけた質問K左る心配があるわけであ bますが、その辺、

ぜひ御容赦願いたいと思います。

市立病院Kつきましては、よく南部地区民総合病院というようなととが‘議会で論議されて

なDます。たしか.ζ 乙の一般質問でも、竹ノ上議員がとのとと Kついて質問を出してなられ

るようであ Dます。いろいろ調べてみますと、確かK交通事情 もあるし、立地的左条件もあ b

ます。非常氏、南部地区、浅川以南の地域の利用者が少左いというよう左統計札出てな bま

す。

事務報告氏、との診療圏調査というタ イトノレで、統計が出てなるわけでどざいます。年度末、

約 10日Kわたって、外来について調査をするわけであ bますけれども‘市外の方が約 20 %， 

南部地区、つまり平山.南平、あるいはそれ以東について、約、 59年度の事務報告でみます

と、 18%という数字が出て;jo"J?ます。ずっと、幾年か前のをたどってみますと、十五‘六%

から、その程度の数字が出てなbます。ほかの地区を見ますと.多摩平だけで、約 24婦を占

めてなるわけでどざいます。南部地区民は.ほかに総合病院も全然左いという事情もあ Dます

が、とういうよう左状況K左って公bます。

021番(名古屋史郎君) 会を左したものであるというその根拠が、 1 3 8条で、委

員会であろうと、私的諮問機関であろうと、何でもできるんだというような解釈は、私は1己、か

しいと思います。要綱で、条例で、自治省の見解でも出ています。条例でつくるのが望ましい

けれども、というよう左ことです。ですから、要綱でつくった場合は、これは性格は、自治省

が求めるものよ Dも、何ていうんですか、低いものといっちゃなか しいんですが、薄いものと

いうふう K左ると‘私は解釈します。

委員会の性格云々していても仕方のないことで、先ほどから市長の答弁、あるいは企画財政

部長の答弁を聞いていると、報告できるものは、項目 Kついては報告をするといったよう左こ

とで、その辺は、大綱というものをひな形どな bつくって出すのかということ Kついてのな答

えKは、左っているような、なってい左いよう左感じがいたします。

私が質問K立ったのは、市の立場、住民の立場K立った行政改革が行われるよう Kと願つて

のととであ bまして、本当の意味の、いわゆる地方自治体の減量化といいますか、行政を圧縮

する、あるいは切D捨てていくといったよう左ととじゃ左くて、高齢化社会民合けるこれから

の自治体のあD方、そういったものの課題が提起されて、積極的在、いわゆる独自の地方自治

体の行政改革が進められるよう Kということを心から願って、押 しつけK屈するとと左く、立

派なものをつくられるようにという願いからの質問であ bますので、その点をよく考慮して、
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その問題は別K しまして、一体、市立病院の今の経営状態はど今在っているのか、あるいは、

医療水準はどう在っているのかと、私、かねがね調べてみたい在と思つてなったわけであbま

の、とれは医業収益についてだと思いますけれど、その 6%から 8婦が他会計からの繰入金だ

とい うような数字も、出てなります。日野の市立病院の場合には、非常K他会計からの繰入金

が多いという ζ とが、言えるわけであbます。

たまたま、最近、私、自治省の財政局の準公営企業室というと ζ ろから出しました、公立病

院比較経営診断書というのが出ているんであって、これが非常K好評で、いろいろの病院で利

用されているんだという新聞を読みまして、ひとつ、 ζれで調べてみょう かなというととで、

それに基づきま して、ちょっと£、乙がましいんですが、病院の経営診断というようなととを、

やってみたわけです。

どういうことかといいますと、これは、 一つは経営診断表というものがあります。それから、

状況変動指数、これが第 2です。それから、医療指数診断表と、との三つの表があるわけであ

bます。私、計算機片手氏、幾晩かかか bまして、表をつくってみたわけです。

第 1の、現況指標ですか.これは、今、大体病院事業の経営が、効率的K行われているか、

あるいは収支の均衡が保たれているか、こういう観点から分析するものであDます。

第 2の、状況変動指数民つきましては.経営状況がどのよう左傾向Kあるか、あるいは.経

営収支の改善の努力が左されているかどうか.という視点からの診断表であ Dます。

第 3の医療指標は.医療施設が住民民信頼される程度確保されているか、あるいは、医療体

制が整っているか.こういうとと Kついての指標であるわけであ bます。

順序、£、手元民配付しま した資料もあ Dますので、それをどらんK左Dながらな聞きいただ

きたいと思います。

いまーっつけ加えて台きますと、地方公営企業法という法律があるわけであ Dます。公立病

院は、準公営企業法ということ K左つてなDまして、乙の中の一部の条文が適用されるわけで

あDますが、その中氏、とれは 17条の 2ですが、経費負担の原則という条文がどざいます。

ちょ っと読んでみますと、次氏掲げる地方公営企業の経費で、政令K定めるものは、地方公共

団体の一般会計、または他の特別会計K拾いて出資、長期の貸し付け、負担金の支出その他の

方法KよD負担するものとする、と。

次氏、 1 ，その性質上、当該地方公営企業の経営K伴う収入をもって充てるのが適当でない

経費、例えば、採算部門氏ついては 当該企業の収入をもって充てることができないと、こう

病院比ついては言えるかと思います。

す。

また、とれは常識の問題ですけれども、民間病院の対比とい う問題もどざいます。 よし税

務署で、毎年高額所得番付というのを出 しますが、医師が常民上位を占めてなbます。俗左言

葉でいえば、医者はもうかるんだというよう左ことが言われてなDます し、 また、 そのζ とは

そん左民間違いは左い事実だと思います。

御存じのとな 久自由診療はとにかく今の医療は大体保険医療であ Dますので、どとが安い、

どζが高い一一医療費がですーーというととは、ないわけであ Dます。では.どうして市立病

院だけ、言わば他会計からの補助左 bを、相当K多額の補助を受け左ければやっ ていけないん

だか、その辺、どう左のかなという疑問もあるわけであ Dます。

公立病院在るがゆえ氏、不採算部門を抱えているからそう左るんだということ左ら、事情は

う左ずけるわけであ bますが、必ずしもそうでは左いわけであ Dます。

では、大体、経常費で市立病院の他会計からの繰D入れ左 Dはどう左っているのか、ちょっ

と調べてみました。とれは 60年予算比ついてですが、 一般会計の補助金が約 3億 2，4 0 0万。

都の補助金が 9，9 0 0万、約 1億です。それから‘他会計負担金というのがあDます。これが、

1億 1，88 6万。それから一般会計から、資本出資があDます。 ζれが、約 9，0 5 0万です。

計 6億 3，3 5 8万 3，0 0 0円、とれが、いわゆるよそから市立病院の会計K入ってあ、るわけで

あbます。それだけやJ?< J?が足D左いという ζ とが言えるわけであ bます。

他会計の負担金というのは、内容を調べてみますと、いろいろあ Dますけれども、高度医療

増高費とか、企業債の利息とか、あるいは国から出ている特別交付税算人分があ Dます。ある

いは‘指定救急病院の増高経費の負担というよう左ととがあ Dます。ある程度、これは、公立

病院がゆえK抱えている、負担部門氏ついての補助だと言え左いとともあ Dませんけれども、

全部が全部そうだとは言え左いわけであ bます。

乙の 6億 3，30 0万何がしの内訳を見てみますと、うち、国の補助金が 3，30 0万、さっき

申し上げましたよう氏、都の補助金が 9，9 8 7万、言十 1億 3，30 0万。 差 し引き市の持ち出 し

が、約 5億という勘定K在るわけであbます。

他市の例を見てみますと、大体市立の同様左一般病院の場合、医業収益、あるいは経常収益
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また、当該地方公営企業の性質上、能率的走経営を行っ ても、左台その経営K伴う収入のみ

をも って充てる ζ とが、客観的K困難であると認められる経費、とうな って台bます。

地方公営企業の特別会計K沿いては、前項の規定K よb地方公共団体の一般会計、または他

の特別会計K会いて負担するものを除き、今の申し上げま した 2項を除き、当該地方公営企業

の経営K伴う収入をもって充て左ければなら左いと、こういうのが 17条の備考であ bます。

つま久特別左ものを除いては、例えば、市立病院でもそうですが、そ ζで得られる収入を

もって経費K充て左さいと、 ζ ういう、さ'っくばらんK言えば、規定であ Dます。

本論K入 Dますけれども.経営状況がどうなっているのであろうか。まず、職員数から入っ

てみたいと思います。

5 8年度比つきましては、皆さんのな手元民ある経営指標をどらんになっていただきたいと

思いますけれども、ナンバー 14 VC書いてあbますけれども、職員数ですか、とれはちょっと

失礼しました。とういうとと K左つてなbます。- - 58年の患者 100人当た Dの職員数が、

日野では 59.6人という数字が出てなbますけれども、これは.全国民公営病院、公立病院が

8 0 0数十あるわけですが、 その平均が 63.4人と出てなbます。また、他の、市立のベッド

数が 100から 2 0 0床の病院Kつhては、約 80程度だといいますから、そん在比職員自体

は多過ぎるということは言えないと思います。

次氏、これは失礼しました。今のが 16です。

それから 17が、看護婦数民ついて、日野では.患者 100人当たDですが、 35.9人。全

国平均が 38.6人。これも、そん左 K悪い数値ではないわけであDます。

医師数について申し上げますと、同じく日野で 9.9人。とれが、ほほ同じようなスケーノレの

病院で、 6.4入、あるいは 5.何人という数字が出てな bますけれども、多少多いか左という感

じ、程度であると思います。

ほか氏、職員数民ついて見ますと， 2 4番ですか、医師 1人 1日当た b患者数、な医者さん

が 1人 1日でどのぐらいの患者を診ているかという数字であ bます。ち左み氏、患者は、入院

患者数民換算するわけであ bまして、外来は.入院患者の 0.4を掛けて、 数字を出すわけでど

ざいます。日野が、その数値が 14.5人。全国平均が 16. 1 2ですから、 1割 ぐらい診る患者

数が少在いか左という感じK左bます。

次氏、看護婦 1日1人当た D患者数はどのぐらいかといいますと、日野が 2.8入、全国平均

が 2.6人ということ K左つてなDます。結論から言いますと、職員数民ないては、 ほほ平均で

は左いか。そん左 K多くも少左くも左い、ほほ全国的左水準K近いんでは左いかという ζ とが、

言えるわけでどざいます。

次VC，収入源を見てみますと、乙れは表の 4番氏、医師 1日1人当た b診療収入という欄が

どざいます。日野は、甲表適用病院であ bますので、甲表欄ですが、とれが診療収入が日野で

は、医師 1人当た.!?1 9万何がしという数字であbますけれども、 ζれが、全国平均が 20 4. 

6という数字ですから、多少低いか左という感じ氏左 bます。(I話がさっばbわから左い」

と呼ぶ者あ.!?)わかDませんか。(Iわかるわかる」と呼ぶ者あ.!?) 

次氏、同じく看護婦が、 1日大体どのぐらい収入を確保している だろうかという数字であ D

ます。 日野が 3万 6，6 0 0円。全国平均で 3万 8，0 0 0円という 数値が出てなbます。との数

字は、ほぼ、そん左民全国のレベノレから見て、低い数字では左いかと思われます。

次氏、収入K伴うといいますか、支出面を見てなDます。とれは.その表の 10番で、患者

1日1人当たD医師給与費という欄があbます。 ζれが、 1人 1日当た.!?1， 6 0 0円ですか、

日野が 1，5 0 0円ですから、これもそう、どう ζ う問題比する数値では左いわけであDます。

1 1番の、同じく看護婦 1人 1日当た b給与費 4，3 0 0円、日野の場合。全国平均が 3，2 0 

0円ですから、とれはかな D高い数値といえるわけであ Dます。

同じく、医師と看護婦を除いた職員の給与費はどうかと、これを計算してみました。日野が

3万円、あ、 3，0 0 0円です、 1日1人当た bですから。全国平均が 2，4 0 0円。か左 D高い

数値を示しているわけであ bます。ほかK薬品費、経費、あるいは資本費があbますけれども、

薬品費については、むしろ全国平均よ Dも低い数値を示してな bますo 全国平均が、患者 1人

1日当た.!?4， 2 0 0円です.全国平均が。日野が 3，30 0円ですから、薬品については、そん

左K多く患者氏出していない、こういう数値であ Dます。

次氏、給与費指数、これはどういう数値かと申しますと、多少、病院の規模K よって.給与

の水準が違うわけであ bます。平均年齢を加味しまして、類似病院との比較をしたものであD

ます。どういうふう K分類しますかというと、入院ベッド数民応じて、区別して比較したもの

であ bます。 100床以上 30 0床、あるいは 300床から 500床.あるいは 5 0 0床以上

の病院とか、 ζ ういうふう K分類しまして、給与費を見てみたわけであ Dます。

その給与費Kついて、日野は非常民高いという数字が出てな Dます。全国民 868公立病院
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があるそうであDますけれども、そのうちの高い方、つま i?8 6 8のうちの 844という数値

が出てな bますから、極端氏高いというととが言われるわけであ bます。

ちなみ氏、これ 59年度の数値を見ます、給与費について。 868病院のうちの最低、つま

i? 8 6 8のうちの 86 8という数値が出てな Dます。全国の公立病院の一番給与費が高レ玉、給

与水準が高い、 ζ ういう計算が出ているわけであ Dます。 とれは、結論から申し上げますと.

日野の病院で一一最初比戻Dまして、経常収支比率というのがあ bますけれども、 ζれは、い

わゆる一般会計で申しますと、財政力指数民ほぽ見合う数値といっていいかと思いますけれど

も、 ζれが 5 8年度 10 O. 3という数値が出てなDますから、ほぼ問題左いわけであbます。

というのは、とれはもちろん当然、問題が左いわけであDまして、他会計からの、冒頭申し上

げましたとな i?..支出、負担金、あるいは補助金が多いから、とういうこと Kなるわけであ D

ます。

一番、病院Kついて経営を診断する基準と在るのが、医業収支比率というのがあ bます。つ

まb、医療収入と医療支出がどうバランスがとれているかと いう数値であbます。医療支出の、

どのぐらいのノミーセンテージを医療収入.つま b患者からいただく金で賄えるか、こういう数

値であるわけであ bます。

とれが、 58年度が 75. 9 %.約医療収入で、医療支出の 4分の 3きD賄え左い、 4分の 1

は赤字だ、 ζ ういう数値であ bます。とれが全国平均でどの程度のランク Kいるかと申し上げ

ますと . ζれは、 860幾つの病院のうちの 812番目だと、こういう数字が出てなbます。

最初から順を追って申 し上げますと、今のは医業収支比率.流動比率、 ζれは、流動負債と

流動資産との比率ですから、別氏問題比するととは左いわけであ bます。医師 1日当た D診療

収入、とれは、先ほど申 し上げたと思います。

次氏、ずっと診療収入の欄があ Dますけれども、入院患者 1人 1日当た b診療収入が、全国

平均よ bも多少落ちるか左という感じであDます。検査技師、年間 1人当た D検査収入、ある

いはエックス線Kついても、水準よ Dも多少少左いという指標が出てな Dます。

先ほど申しましたが、患者 1人 1日当た b医師給与費は.ほほ公立病院の平均だという数字

であbます。看護婦の、同じく給与費、患者 1人 1日当た b、とれが非常民高いんで・す。 88 

1病院のうちの 78 5番目、とういう数値が出てな bました9

それから、 1 2番目の.患者 1人 1日当た b職員給与費、看護婦と医師を除く職員の給与費

が、大体どの程度か左というととであbます。とれも、 872番目の 734番目と .ζ ういう

数字であDます。

経費、あるいは資本費Kついては、別K問題が左いようであ bます。

ずっと順を追 っていきまして、 平均年齢ですが、平均年齢は、職員のです、 3 7. 9歳、全国

平均が 3 5歳ですから、多少高いか左という感じであります。

設備投資効率、あるいは病床利用率、 どの ぐらい空きベッドがあるか左という数字ですが、

病床利用率は 77.6 %。 とれは、余i?¥n¥n数字ではあbません。全国平均が約 9割.. 9 0 %と

申しますから、 大体いつも 1割 ぐらいき D空きが左いというのが.全国平均だそうですが、 7

7.6%というと.大分空きが多い左という感じであ bます。

次氏、外来入院患者比率。 ζれは、あの市立病院は非常K入院ベッド数が少左いという関係

もあ Dますけれども、入院患者数民比べて‘外来患者が非常K多いようであ Dます。平均在院

日数、これについても別K問題あ Dません。医師 1人 1日当たD患者数、とれは、先ほど申し

上げま したと なb、さほど問題氏、多少少ないか左という感じで、そんな K問題にするほどの

数値ではないと思います。

看護婦 1日1人当た D患者数、とれが 2.8人という数字であ bますけれども、これも、人数

的K申しますと、それほど多くない数値であDます。

次の、職員給与費対医業収益比率、とれは 77.2 %。問題は、 ζの辺氏あるわけであbまし

て.医業収支比率が 10 0 係起すには、人件費が大体 5 0 %内外の水準で左いと、数値で左い

と、医業収支比率は 100婦にいか左いというのが、一般の病院の状況であ bます。 77.2%、

これはさきの給与費指数と同じで、全国の 866病院中 836番目と、 ζ ういう悪い数値が出

てなDます。

資本費対医業収益比率、これKついては問題あ bません。

次の、薬品使用効率、これは、要する K薬品を幾らで買って、幾らで患者へ渡すかという数

値であ Dますが、約、参考までK申し上げますと、 1 2 8. 4婦、 28%の利益 を見ている、 ζ

ういうととであ Dます。

あと、不良債務比率、あるいは企業債元利償還金対料金収入比率え医師負担率Kついては、

別K問題ない数字であ Dます。

以上、大体経営指標について申し上げましたけれども、 ζれが表別氏、評点が、皆さんKな
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配Dした表にも出てなると思いますけれども、合計しますと、マイナス 34. 2という数値が出

て〈るわけであ bますo この数値は、全国平均でどのぐらいの経営的には水準にあるか、 ζ う

いう ζ とですけれども、 860幾つの病院のうちの、正確K申しますと 679番目という数字

が出ています。余Dよく左い。 ABCDのランクをつけると、 Aクラスだと。経営は、非常K

欠陥もあるし、危機状態である、こういうととが言えるわけであ bます。

それでは、さっき、最初申し上げました経営状況の変化のぐあいです、それがどう左ってい

るか。とれを、 5 7年度と 58年度の対比について‘調べてみたのがあるわけでーす。

余 b詳しく申し上げると、な聞き苦しいかと思うんで、簡単K申 し上げますけれども、皆さ

んのな手元の表K も、順位と評点が出ていると思いますo それだけ申し上げますと、経常収支

比率が 60 1位から 75 0位の間だということで、多少マイナス点が出てな Dますから、 57 

年よ Dも58年度の方が、この比率が悪くなっている、こういう ζ とです。最後民評点という

欄があ bますが、このマイナスというのは、状況が悪く左っているということをあらわしてい

るわけです。

医業収支比率Kついても、多少、 5 7年が 78. 5， 5 8年が 75. 9ですから、 2.69るだけマ

イナスだと。これもマイナスの評価、こういう ζ とが言えるわけであ bます。

主左ところだけ申し上げますと‘診療収入は.医師 1人 1日当た.!JVLついても、 5 8年度の

方が悪〈左っている。看護婦Kついても、同じくです。とれは給料Kは関係あ Dません。

患者 1人 1日当た D医師給与費.あるいは看護婦給与費Kついては.多少改善されているよ

うであDます。

職員給与費Kついても、 58年度の方が、 57年度よ Dも多少よくなってな bます。

給与費指数、 ζれは、先ほど 59年のことを申し上げましたけ乱ども‘ 57、 8年対比でも、

相当状況は悪〈左っている、こう申し上げていいかと思います。

病床利用率Kついても、多少落ちてなDます。

ほかは、当然、給与費指数が悪くな bますと、 26番の職員給与費対医業収支比率です、医

業収入のうち氏、医業支出の うちに占める職員給与費の割合、 ζれは、当然指数が悪く左って

きます。

ほかについては、さほど申し上げることはあ bませんけれども、改善されたとするプラス点

が仁マイナス点が 19ということで、マイナス 13ですから、経営状況は年を追って悪〈左

っている.とういうととが言えるわけであります。

次K、では 3番目の医療水準はどうか左というのが、医療指標であ bます。 57‘ 8、 9年

Kついて調べたんですけれども、各数値をです、 58年比ついて申し上げます。な手元KあD

ますけれども、これは医療水準が、医療施設がどの程度整備されているだろうかと。あるいは、

医療体制がどろだろうかと。いわゆる医療関係のハード面、 ソフト面について、どの程度の、

他の公立病院と比べて、位置Kあるんだろうかと、こういうよう左指標であ bます。

大体あすこの、日野市立病院の施設の面積は.全国の他の公立病院比比べてどうだろうか、

こういうのが、患者 100人当たb施設面積です。 100人当た.!J5. 3平米、これは 86 0何

病院のうちの 75 1番目だそうですから、非常K悪l.n、評点はマイナス 2だ.とういうことが

言えるわけです。

2の、同じく機械備品類はどの程度左のか。これは、プ ラス 2ですから、水準よ bもか左 b

いい、整っている、とういうことが言えると思います。

固定資産比ついては、別に問題左し。

ζれは差額ベッドですが、私、ちょっとこの辺については判断でき かねるわけですけれども、

延べ入院患者数の差額分の差額ベット¥少数ですから、 差額ベッドが多いほどいいというよう

な数値のようであ bますけれども、 ζれについても、まあまあの水準だというととが言えます。

次氏、患者 1人当たb駐車台数、 ζれは言うまでもあDませんo 非常K駐車場が少ない。ほ

ぼ最低K近い数字だと言えます。

入院患者 1人当た D手術件数、手術件数が、とれは多いほどいいという数値ですが、これは

どういう関係ですかというと失礼ですが、手術件数は平均以上よ Dもずっと、年間 84 5件、

非常VLl.nl.n数値のようであ Dますo これは.医師の研究研修費対医業収益のうちのどのぐらい

を研修K使っているか、とういう数値であ Dますけれども、とれは余 D先生方の研究研修費K

は出してい左い、 ζ ういうととが言えます。

診療科目については、御存じのとなb、一応の科目はそろってな Dまして、まずまず、ある

いは水準以上であるというよう左乙とが言えます。

特殊診療Kついては、まずまず。とれも、そう問題比する数値ではあ bません。

看護学院Kついては、 ζれは当然、左いわけでして、どうこう言える事柄ではありません。

指定病院Kついては、どの程度指定されるか、救急病院とか、どとどとの指定とかだという
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んですが、とれは、数は一応 9ですから.まずハイレベノレだというととが言えます。

救急告示Kついては、 ABCDランクのうちのBですから、とれはいい水準だ と。

基準看護は、特 2類ですか ら、とれは非常にいいという数値です。

専門外来実施は、とれは プラ ス 1という評点。

剖検率、とれは院内で死亡 した患者のうちの どの程度解剖を実施されているかという数字で

すが、とれKついては、月Ijvc解剖はしていないそうですか ら、何と も言えません。

合計、プラス‘マイナスを差し引いてみますと.プラス 12という 数値が出てなDます。

ですから、医療水準Kついては、医療施設、あるいは医療体制について、平均よ Dもやゃい

いか左というととろ氏、日野市立病院は位置している、こういうことが言えるわけであ Dます。

大ざっばですが、一応経営指標について 申し上げましたけれど、要点を申し上げますと、非

常民人件費が高い。これは‘さっき申し上げましたよう氏、医業支出のうちの人件費の割合で

というのは、たしか 77 %でしたか、非常K高いということ、それから給与費指数が、 5 9年

比ないては全国一高いということです。

そういうとと からいって、市立病院の問題点は、給与水準が高過 ぎる。それがために医療費

の収支がアンバランスだ、 ζ ういうのが事実だと思います。全国公立病院のほぼ 40 %が、医

業収支比率が 100以上です。 4割の数字は、大体赤字を出してい左い、これは一般会計K頼

ってい左いということです。というよう左、全国的在状況であbます。

市立病院の 100ベッドから 300ベッドのみについて調査してみますと、医業収支比率は.

半分以上の病院が、医業収支比率が 100以上というような通知も出ています。ですから、や

Dょう K よっては、医業比率がとんとんKいし 収支比率が 100以上、医業収入と支出、 収

支のノζランスがとれるんでは左いかと。現Kとっているととろもあ るわけですから。いろいろ

地理的、あるいは社会的条件が違いますから、必ず しもとれは一律Kは言え左いわけですけれ

ども、平均的K言 うと、そういうことに左るかと思います。

以上、私の.自治省の公立病院企画経営診断表Kついての、結果について申し上げたわけで

すが.実は、との診断表をつくる Kつきま して、いろいろ、こと民地方公営企業年鑑とい う年

鑑があるわけですが.とれvc一応貸借対照表から、損益計算書、ずっといろいろの指数が出て

なりま して、 これを参考K指数を算出したわけですけれど も、資料が足bませんので、たびた

び市立病院の事務室へ行って、参考資料をもらってきたわけですけれども、事務室でも、答弁

資料としてとい うζ ともあbますけれども、独自民診断表を作成しました。落合次長、あるい

は他の職員の協力で、 57.8.9年度について、 資料を作成 してあったわけですが.私の作

成した資料と突き合わせて、ほほ、そん左 K狂いは左かったわけですが、非常氏、さすが専門

家だけあって、 よ〈でき てなbます。皆さんにな配bしたのは、これは実は落合次長がつくっ

た表でどざいま す。そのとと を一言申 し上げてなきます。

きょうはお、忙しいと ζろ、院長、どうもあ Dがとうどざいました。

以上、申し上げたように、私の判断ではな ってなbますけれども、とれは別児院長の責任で

もあ Dませんし、長年の経過が ζ ういうよう左結果になっているかと思いますが、一応これに

ついてどのような御意見か、経営状況、あるいは医療条件Kついて、御意見左 DがあDました

ら、また、とれからどのよう K対処していく沿っも bなのか、その辺の御意見がどざいました

ら、合聞かせ願いたいと 存 じます。

。副議長(米沢照男君) 旗野行雄君の質問Kついての答弁を求めます。病院長。

0病院長(三田盛一君) 日野市立病院の三田でどざいます。

ただいまの議員のいろいろ、非常K細かいデータをな示しいただきまして、伺つてなDまし

て、大変歯ぎ しDをするような思いであ bます。当方でも、今の議員さんの御報告のよう左デ

ータを分析をいたしました。分析をいたしまして、それをそれな .!?VC結論をつけてみました。

今、議員さんのなっしゃっているよう氏、大体全国 89 9病院。その中で、残念ながら当院

は、その後半K入っている。要する K平均値以下、すべての面K平均値以下だという、数値上

の問題は出てなDます。

ただ、非常氏、しかもその病院が、どうしてそういう数値、平均値以下であるかという ζ と

の分析を、これは病院な .!?vcいたしてなDますけれど も、これはいろいろ細かい問題がどざい

まして‘ 例えば、一つ一つの病床利用率の問題Kいたしましても、それから‘医師 1人当た D

の患者の診療数民いたしましても、とれはあくまでも数字の問題でどざいまして、実質の問題

と、少し‘本音と違うととろもあるんでは左いかというよう左ととが、私どもの感覚としては

どざいます。

一番、総合的K見ますととは、当院は、先ほど御指摘のありましたよう氏、医療中心型の病

院という表現K左Dます。

医療中心型の病院というのはどういうととかと申しますと、先ほどの御説明のとなbでどざ
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いまして、設備面、あるいは人的左面では、数の上ではそう遜色はない。しかし、 トータルの

面で、一番大き左マイナスになっているのは、施設の面積の問題氏、どうやら行き当たるよう

でどざいます。

そうしますと、例えば、私どもの市立病院は、御承知のようV'L1 6 2床の病院でどざいます

が、その 16 2床を 100係実際K利用でき左いという実情がどざいます。これは、御承知の

ように、いろいろと積み重ねてきたという過去の歴史もどざいまして.非常K能率的V'Lv.か左

い。使い勝手が悪い。それから、デッド・スペースができてしまう。

それ民加えて、最近の医療の一つの傾向でどざいますが、多くの最新式の医療機械が、どん

どん投入されるとと K左bます。その医療機械を置くべきスペースが左レョ。そのため氏、大切

左ベッドの空間を利用するというよう在、一つの、大変、余D表向き言え左いよう左現実があ

るというととが、ーっとざいます。そのために、先ほどのベッド利用率氏いたしましでも、他

の自治体病院では 90 %以上のベッド利用率、回転をしているにもかかわらず、当院では 80 

%弱というよう左数値を、ずっと維持せざるを得左いというよう左面がどざいます。

それからさらV'L，もう一つの因子は、最近は、とれは 58年でどざいますが、最近は比較的

重傷患者を取b扱う傾向が、非常民ふえてなDます。そのため氏、一部屋を， 2人入るべき部

屋を 1人で使わ左ければ左ら左v.o そとに.ずっと慢性的K マイナス 1のベッドがあらわれる、

出てくるというよう左現実の問題がいろいろどざいまして、ベッド利用率を取D上げてみまし

でも、そういう問題が出てまい Dますo

そういうととで、総体的K見れば、確かK今の議員さんのなっ しゃると台 D左病院の体質で

どざいますけれども、現実の問題は、またそれ左 !JV'L，これは考え左ければなら左い問題があ

ろうかと思います。

まず第 1は.人のやる気といいますか、医療K対する意識づけが、どうやら非常K慢性化し

ていたというよう左乙とがどざいますので、少し意識づけK力を入れなければ左ら左いだろう

というととろから、昭和 59年、あるいはととし、今年度の 60年からは、これは市当局の御

理解もいただき左がら、医師、あるいは看護婦をどんどん外へ出して、外のいろいろ左医療レ

ベル、医療水準、そういうものを十分吸収するように、現在、行って合bます。日野市立病院

一病院のみの自己満足K陥ら左いよう K とい うよう左ととを、現在、まず第ーの課題として、

してなDます。
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それから、次の問題は、病院の限られたスペースではあっても、生活環境をよくする。とれ

は、患者さんを収容する以上は‘健康人を収容する以上V'L，非常民大切左問題では左いかとい

うことで、現在、環境整備にできるだけ努力をしているというのが.手近左問題でどざいますo

今後、との病院をどうするかということでどざいますが、 ζれはもう御承知のように、市立

病院ですので、日野市の住民Kすべての医療を還元するというととが、第一原則氏在る ととは

言うまでも左い ζ とでどざいますが、医療の質の向上を図ら左ければ、何ら市立病院としての

意味が左いであろう、と h うよう左点を考えまして、大変、今年度も CTというものを導入す

るということ氏、決定をしていただいて、 1 1月 1日からこれを稼働するべく 、今、 準備中で

どざいます。

とのCTそのものも、公立病院にとってみれば、はっき b申しますと.大変立ちなくれた状

況だと、私は思つてな Dますが、しかし、それを今さら云々すべき 事柄では左く て、 一つでも

武器を入れて、病院の質の向上、医療のレベノレの向上を図るというととろ氏、今.全力投球中

でどざいます。

今後、私どもの病院として、もう CTについてはこれから稼働する、次氏考えるべき ζ とは、

私どもは.今のと ζ ろ人工透析の問題、あるいは、光凝固Kよる網膜奈IJ離を速やかK解除する

というようなことを、第 2番目の課題として考えて台 bます。いずれはリニアック，R. 1で

す.放射性同位元素を使ったがんの治療、というよう左問題民主では進んでまいDたいと考え

てな bますが、いかんせん残念左がらスペースの問題で、大変K苦慮をしてなbます。

それと同時氏、デッド・スペースのある病院の建て方を、も う少し改善するように努力をし

たい。現在は.そん左ととろでどざいます。

以上です。

。副議長(米沢照男君)

010番(旗野行雄君)

鏡野行雄君。

院長の御説明.御答弁を聞いて、ある程度事情左久これか

らの運営方針な Dについては、'理解はでき るわけであ bます。非常氏、与えられた条件という

のは、厳しいこともわかつてなDます。

よし企業は人な Dという ζ とを言われます。病院Kついても、同じことが言えると思いま

す。与えられた条件の中で、ひとつ ζれからも、院長先生氏頑張っていただきたい。そして市

民の期待Kとたえていただきたい、 とのことをな願いしてなきます。
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いま一つ.重ねてな伺いしたいんですけれども‘公立病院というのは.基本的Kどういろ性

格左ものに在るのかという ζ とで‘すo 他の市中の病院と同じ性格でいいのか、あるいは、地域

の中核病院と、さっき院長の話K もあ bましたよろ VL. これからは医療も高度化して、機械を

一つ買うにも巨額左な金が要る.とういう事情もあ bますので、その辺な bは、院長、どうな

考えか、 1点、念、のためにな伺い Lてなきます。

。副議長(米沢照男君〉 病院長。

0病院長(三田盛一君〉 ただいまの御質問K対して、的確K街返事ができるかどうか

診るととは、一見よさそうでい左がら、大変そζK危険が伴ろ。

だから国では、その辺を考慮いたしまして、現在、家庭医制度というよう左ととが、一つ問

題として投げかけられてな Dますが、とれは、乙れから先どういうふう K変わってい〈か、ま

だまだ見る必要はどざいますけれども、家庭医制度、あるいはプライマリーのクアの専門医と

いうよう左方向民進みつつあるというのが現状でどざいます。

重ねて申しますと.日野市立病院も含めた公立病院というのは、御指摘。ょう児、地域での

よDどとろ陀在る病院K左ら左ければなら左 v>. かよう K思つてなDます。

わかbませんが、先ほどの議員さんの御説明。中氏、外来入院の患者の比率というのがどざい

まして、日野市立病院は、外来患者が非常K多いんだという御指摘がどざいましたc これは.

まさ KそのとなDでどざいます。少なくとも、現在まではそうです。

これは、はっき D申しますと、市内の各医師会のドクターと、診療内容が競合するというよ

う左のを、端的な言い方をしますと.そういうとと K左bます。

市立病院は、市内の医師会のドクタ一方と、我々は競合するととは何ら非常K 左いんだと。

御指摘のとなD、中核病院、この言葉を使う Kは、市立病院の現状では大変な ζがましくて、

とても中核病院ということを、まだまだ申せる段階ではどざいませんけれども、少左くとも医

師会の方々と競合するよう左診療内容をすべきではない。

そうしますと、どうしても高度医療をやるか、あるいは、先ほど来な話のあるような、不採

算医療部門VL. もっと重点的左力を入れるか、というような問題児、当然公立病院 としては相

左ってくるんでは左いか。

ただ、しかし、そとだけK終始してな Dますと、広いすそ野の一般の患者さん方K対して、

非常K層が薄くなる可能性がどざいます。その辺の兼ね合いが大変難しいかと思い空すけれど

も、ただ、国の病院にいたしましでも、厚生省の方針L 全国 30 0幾つある国立療養所、国

立病院ですら、今はそれぞれの病院の機能づけを持たせて、特殊病院化を図る。そして、それ

ぞれの地域、あるいはそれぞれの分野での専門病院を図ろうというよう左時期でどざいます。

公立病院は、国の病院と同じ肩を並べる必要は毛頭どざいませんけれども、先ほど御指摘の

ような、地域の中核病院という一つの自意識は持つべきであろちし、また、自信を持った一つ

の方向促進ま左ければなら左い。とれは、とれからの医療のあ b方が‘非常K分化していく世

の中でどざいますので. 1人のドクターがAからXまで.全部を診るというととは、広〈浅く

0副議長(米沢照男君)

010番(鎌野行雄君)

旗野行雄君。

どうもあ bがとうどざいました。

病院事務長、就任早々で、まだ失礼左がらふ左れかと思いますけれども、いま 少 し具体的に、

何か答弁な b、説明するととがあ Dましたら、な願いしたいと思います。

。副議長(米沢照男:君) 病院事務長。

0病院事務長(大貫松雄君) 質問者の台話の内容は、もっともだと思います。

というととは、私どもは三多摩島 Lょの公立病院の事務長会議という会議をもってな Dます。

その中の資料、今、 議員さんのなっ しゃった内容と同じものを、一応資料として検討している

わけでどざいます。そういうことで、市立病院が置かれています位置も、そういう内容と同じ

でどざいます。

というととで、具体的に冬、話を申し上げますと、例えば、経営指数ですけれども、とれは当

院で.経営診断の表から位置づけをしてもらったものでどざいますけれども、例えば、成熟型、

安定型、これは病院ですけれども、要奮起型とか、発展途上型とか. 8段階K分けますと、 ζ

の市立病院の場合Kは‘要奮起型というふう左ものKなろうかと思凶ます。とれは.要奮起型

というのは、ちょっと努力をすると安定型というととで、位置づけてどざいます。

それから.先ほど院長もなっしゃっていましたように、医療面の中でも、例えば堅実経営型、

乙れはAグノレープといっていますけれども、それから調和、とれがBです。それから、医療中

心型、とれがCでどざいます。それから低水準型、とれはDでどざいますけれども、そうしま

すと.市立病院は C型、医療中心型というととです。

ですから、とれからはやは D外来ばか b、 1日当た b約 50 0人の方を診てどざいますけれ

ども、やは Dとれからは入院の患者の数をもっと確保した方が、経営としてはよろしいかと。
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以上でどざいます。

O副議長(米沢照男君)

010番〈鎮野行雄君)

旗野行雄君。

一番の、市立病院の経営的Kは、問題点は、給与費が高ll')，

左意見もあったわけであ bまして.とれが病院の正しい発展Kか左 bの影響を及ぼした.とう

言えるかと思います。

しかし、そういう状況は、ょうや〈脱却できましたので.これから地域医師会の中でも、市

立病院は公的病院として、指導的役割とあわせて、協力的左関係を打ち立てまして、そうして

日野市民K医療サービスをして、公私Kあわせて責任が持てる、とういう ζ とKつ〈るべき だ

と思います。

そうして、今まで一般会計からの繰b出しであDますとか、補助金、あるいはいろいろな形

で援助もしてなるわけであDますけれど.市立病院の存在民よって、日野市民が非常K喜んで

いるということも言えるわけであ Dますから.単なる経営のみが病院の使命ではない。両々相

まって、バランスをと b左がら、立派左病院として成長を図っていく。

今後の医療機器等の導入Kつきましでも、あるいは.もっと先K来る大き左建てかえの問題

Kつきましても、鍛密左計画は.内部的氏、意識的K持た左ければな bませんし、経営意欲の

面も、病院長を中心として指導し左がら.いい方向をたどっていきたいと思つてなbます。

一番残念なのは、現状の状況では、起債を求めるととができ左い。とれは、やは b給与の関

係K ある面も‘あるようであDます。したがいまして、起債が悠々と、余裕をもってやられて、

長期左展望のもとに病院のまた新しい整備を行っていく。とういうこと 氏、左b基本的な努力

が要する、とのよう左ことも感じて止ると ζろであDます。

今後、いろいろな御指導、御意見もいただき左がら、せっかく持つてなる市立病院であbま

すから、とれを荷物K し左いで、立派左行政組織の一翼を担っ てやっていけるよう VL，やって

いきたいと思います。

とういうととであ bます。病院職員のうち医師Kついては.特別の給与表があるわけであ bま

すけれども、その他Kついては.市職員の給与と同じわけであDます。

それで、ほかの公立病院と比べて.経営状態が非常に悪いというのは、日野市立病院ばかb

でなく、日野市全体を通じて‘給与水準が高過ぎる。たまたま公立病院左るがゆえ氏、企業体

左るがゆえに、収支の分析ができるから.こういう結果が出るんだと。こういう ζ とで、市の

一般職員Kつhては、 ζ ういう分析はでき左いわけであ Dます。

しかし左がら.企業として、経営的K見た場合Kは、どう見ても市の職員の給与水準は高過

ぎる。経営的Kは、とれは財政が豊かで‘税金がたくさん入ってくるから.美濃部都政の二の

舞を演ずる ζ とは左いかと思うけれども、経営的民見ると、市立病院と同じ状況が言えるんで

はないか、こういうふうに、私、判断してなる し、それがほぼ間違いないと思うわけで‘す。

それと、市の行政の最高の責任者として、市長、将来の市立病院のあ D方、あるいは現況に

ついてどう判断されるか.一言市長の答弁をな願凶 したいと思います。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君)

市長。

いろいろの指標を用いた、経営面からの比較というととも、

確か民意義はあると思って合bます。そういう意味で、御指摘の点は大変参考K左bました。

結論として言われてな bます、職員の給与が高いからというととも、一つの理由Kはなるか

もしれませんが、私は.これまでも申してなbますとな.!J，能率的な仕事、少数で、そう して

しかも能率が よくて、高給与であるというととは.社会の状態、Kは望ましいことであ bますか

ら、そういう観点から、今後の行政改革は取b組む必要がある、 ζのよう K考えてなDます。

低くても能率の悪v.人を数多く持つということは、経営としては、余D好ましい姿ではない

かもしれません。とれは、日野市のことを言っているわけでは、もちろんあ Dません。

もう一方、大切左視点があると、私は思つてな Dます。確かK 日野の市立病院は.いろいろ

波を、曲折を経てきている。しかも、本来日野市民、地域住民VL，医療と、まあ医療サービス

の面で、大きい役割を果たしてまいDました。

ただ、地域医療機関との競合の問題であDますとか、医師会主導型の病院K対する凶ろいろ

0副議長〈米沢照男君)

010番(旗野行雄君)

藤野行雄君。

左にか市長の答弁を聞いて合Dますと、経営ばかDが病院の

目標では左い.とういう ζ と、発言があbましたけれど、私は、そん左ことを言っているわけ

じゃ左凶んです。経営も、さっきの中小地方公営企業法ではあ bませんけれども、経営もちゃ

んと収支の水準をとれなければならぬ、医療水準も高度でなければならぬと.だからその三つ

の指標を申し上げたわけであbます。その辺、誤解のないよう VLjo-，願いしたい。

というととと.能率がよくて高給与を払えれば、これはも ちろんそれK としたととは左いん

であDますけれども、さっき申し上げましたように、給与費指数の数字が.全国の 800数十

- 284-
口。

q
G
 



ある病院のうちの最低である とい うとと は、とれは事実であbます。給与費が高いから、それ

だけ高いけれど も、また. 日野市立病院の職員が日本一高能率左ら、それもう左ずけるわけで

す。果たしてど うかという と、そん左保証は左いわけであ Dます。その辺だけ反論してなきま

0副議長(米沢照男君)

終わbます。

な諮 9~た します。 議事の都合K よ b 暫時休憩しqた したいと思いますが、 と れに御異議あ b

とれをもって 6の し 日野市立病院を考える K関する質問を

というのは、いろいろ左問題を、地方議会では抱えられて、そのとと Kついて解決するのが

精いっぽいの時代じゃ左かろうかと、 私は考えてなbますo 我が国の進むべき方向といたじま

しては、政治、経済、 文化、 その他の社会全般民わたっての多様化への流れが重視されてなら

れるよう K思うわけでどざいます。

今や、地方自治氏基づき 、その地域の特性を生かしながら、豊かな.住みよい、魅力ある地

域社会実現へと、期待を込めて行政を行っ ている現状でどざいます。

しか し左がら、一方では‘ とζ数年来、経済情勢.行政を行う立場氏ある、各地方自治体に

なきま しては、しかし左がら、一方では.とと数年来の経済情勢の中で、財政危機として、地

方を通じての行政の.財政の再建が行われようとしている現在でどざいます。厳しい中ではど

ざいますけれど も、財政環境の中で、地方時代を確立させるためには.いろいろ左手当があろ

うかと思います。その中で、地方自治体及びその関係者K謀せられた使命は、極めて重大であ

ろうかと思います。財政氏とらわれなし住民民対して、意義なく多様化する地方自治の社会

の行政政策を展開 しつつあるのが、しば しばであろうかと思います。

各地での環境整備等Kついて、その地域の取Dまとめ役として、自治会長、もしくは町内会

長等の組織の中で、 よく話し合いを重ねて、地域の活動を行ってまいってなるわけでどざいま

す。

ととで一般質問を終わらせていただきます。ど うもあ bがとう どざいました。

ませんか。

C i異議な し」と呼ぶ者あ 9J 

0副議長(米沢照男君) 御異議左いもの と認めます。 よって暫時休憩いたします。

午後 3時 2 2分休憩

午後 3時 52分再開

。副議長(米沢照男君) 休憩、前K引き続き会議を開きます。

一般質問 7の 1.環境整備Kついての通告質問者.藤林理一郎君の質問を許 します。

C 2 0番議員登壇〕

020番(藤林理一郎君)

す。

今.議長さんの方からな許 しいただきま した環境整備Kつ 昭和 58年度どろだと、私は記憶して全bますけれども、東町地域の環境整備Kついての請

願.陳情が行われてなDます。 2 ・2 ・ 11道路についてのζとでどざいます。その地域の中

から、請願の内容といた しましては、環境整備が第一番K行ってほ しいという陳情、請願が出

されてなbます。そういうよう在中から、私は. ζの問題Kついて、一言申し上げさせていた

だきたい、 とのよう K考えて、質問をさせていただいたわけでどざいます。

道路が広〈在る、または車が激しく通る、そう左ってくると、その地域の人たちにしてみれ

ば、非常K迷惑がかかる。排気ガス等K悩まされる。とれも、私たちはやむを得左いんじゃ左

いかと。今. 日野橋のととろを見てみますと、防災課の方からも考えてみますと、何かあった

とき氏、あの日野橋の渋滞の中で、どのような問題が起とってくるかというととを考えますと、

やは D一日も早〈、 2 ・2 ・11の問題K在っている道路、早〈工事の着工をしていただき、

一日も早〈完成を望んでなるととろでどざいます。

その中で、東町の環境整備Kついて、どのよう K市が考えているのか、それが私のきょうの

いての問題Kついて.一般質問させていただきます。

我が国のめまぐる しい発展とともに、とき どきの要請氏、左かなかうまく いか左い よう左状

態の時節でどざいます。民主主義であD左がら、発展K大き左役割を果た し左が ら、 今日比至

つてなる現在でどざいます。

最近Kないては、経済の高度成長、または低成長氏移D変わ9.なっていく中で、高齢化社

会の役割も来るよう左現在でどざいます。資源、と. それからエネルギー制約 しながら.我が国

の社会、経済、または経験したζ との左い新 しい局面氏迎えようと している社会、経済の環境

でどざいます。国民の変化などK伴い左がら、行政も新たな転換期を迎えるよう Kなっている

現状でどざいます。

最近、 各方面で、 地方の時代という言葉が、 しば しば言われては :b~ 9ますけれども、現在、

その制約されている中で、内容的K必ず しも一律ではどざいません。
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質問の一つでどざいます。

とと氏、陳情書が出て台bますけれども、これを少し.理事者側の手元の方K もあろうかと

思いますけれども、 ζれを読み上げさぜて I~ただきますと、要望事項として、市当局は東町地

域の全面的左整備の経過を、 どのよう K考えているのかな伺いいたしますと、とのよう左文句

で、 5自民ついて出てな Dますo

こういうよう左中から、市当局はこれ氏ついて、または橋かけ、ととし、左にか話を聞いて

みますと、立日橋の足台というんですか.六つがかかるそうでどざいますけれども、その六つ

の中から三つをつくるそうでどざいます。その三つをつくる工事K対して、ダンプ、大型車が

出入Dをするととになろうかと思います。その出入b口がどちらの方から入!J..どちらの方向

K出て、その工事の完成比向かつて£、や!JVC左るのか. それを私は 1点台聞きさせていただき

たいと思います。

次代申 し上げさせていただくのは、日野台一丁 目の小笠原製作所跡地の問題でどざいますけ

れども、地元の議員さんたちがいろいろとこの件Kついて.. 2 9名の議員さんたちが一生懸命

Kなや!JVC在っていただいたととだと思います。

ただし、最近はこの問題K触れるとと左〈、私は、 6月の一般質問の中でな聞きしてな Dま

すけれども、地元の議員さんもなる関係上、この中でひとつ、 この問題がどの よう K解決を左

されたのか、聞きたいということが 1点で どざいます。

その地域の人たちK聞いてみますと.東洋建設さんがその土地を持っているそうでどざいま

すけれども、東洋建設さんの直接の話ではどざいません建設、地域住民の方たちの方から聞い

た合話でどざいますけれども、その話K よDますと、左 Kか 4階、 5階のものが.. 3階、 4階

という ふう氏、一段下げたと。 1階を下げた ということを聞いてな Dますけれども、そして、

下げた理由民ついては、社員寮托するんだというととがーっ と、それから、教育的左センター

づく Dの場所としてつくるというととも、聞いてな bます。

そういうような ζ とを聞いてなる中で、私.質問させていただいたわけでどざいますから、

とれについての回答を 1点台願いいたしたいと思います。

次氏‘新町二丁目でどざいますけれども.これ、私の方から説明させていただきますと‘日

野駅から日野坂信号、 20号線とバイパス K分かれてなDますサンシャイン花沢マンションの

場所でどざいますけれども、擁壁のと乙ろどとろK穴があいてな Dます。その穴のあいている
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一番最終の場所でどざいますけれども、そのととろからいつも水が.朝晩、とき K よっては昼、

水が流れているということでどざいます。

とれは、ときどき私、 通 Dがか bの住民の方たちから.これはなぜ擁壁のと ζろから水が流

れているのか、汚水じゃ左いのか、というよう左ととを、ときどき耳比して訟bます。これに

ついて、再三氏わた bまして.私.公害防災課の方氏な願いをしてな Dますけれども、その理

由民ついては、流れ出る理由児ついては何(7)、回答はいただいてなbますけれど も、どのよう

K左って擁壁のところから水が出るのか.わからないんだというととで、回答が終わってなる

わけでどざいます。それについて.関係している方比企尋ねいたすわけでどざいます。

次氏、 20号線から大坂上、交番前の国道でどざいますけれども、そのととろ氏、いそぬま

商広がどざいますけれども、いそぬま商庖さんの前の.昔あれば用水だったと思います。その

用水のととろが、雨が降る と非常K水がたま久大坂上中学、高校児通う子供さんたちがそ ζ

を通らずして、国道を通っているわけでどざいます。

そのよう左危険左とと ろでどざいますから、 ζれも再三にわたって.私.建設省民も合話を

し、そして理事者側の方Kも、話を再三伝えて台 bます。だけれど も、とれ児ついても回答は、

左かなか難しい、ということでなDます。そのよう左中から、理事者側の方K質問するわけで

どざいます。

もう 1点は、もと東光寺街道でどざいますけれども、日野台二丁目から東光寺院下る、今、

緑橋とい ってノζイパスを越えまして、中央高速を越え、東光寺、栄町五丁目 K在るわけでどざ

いますけれども、この道路について、曲がbくねった道路でどざいますo とれが.何らかの話

で、直線コースVC_ そして道幅が 16メーターぐらいの幅K左るんじゃ左いか、とのよう左と

とも私は聞いて台 Dます。聞いてな Dますけれども、とれは間接的でどざいますので、担当の

理事者側の方から答弁をいただけたらよろしいんじゃ左いか、というととでどざいます。

とれについての 5点でどざいます。よろしく 公願いします。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君の質問Kついての答弁を求めます。都市整備部

長。

O都市整備部長(結城邦夫君)

す。

それでは、私の方から御質問Kな答えを申し上げま

まず.. 1点目の、東町の整備Kついてでどざいますが、御指摘のように、 2 ・2 ・10号線
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が事業の認可を とってv 現在、都の方で用地買収児入っ ているところでどざいます。 11月か

らは立日橋の一部橋脚部分の橋をかけるというよう児、現在、工事の方は計画K沿っ て進めら

れているところでどざいます。とれK伴いま して.東町の地域の環境が変わってくると い うζ

とで、地域の住民の方々がその点、危慎をされま して.私どもの方氏いろいろと御相談があっ

たととろでどざいます。

この東町の地域Kつきま しては、東町の地域の整備、環境整備検討会というものを昨年の 5

月比つく Dま して、その後、再三氏わたb地域の住民方とのいろいろな話 し合いを重ねてきて

いるところでどざいます。

御指摘のよう氏、 6月 14日比要望書が提出されでございます。乙れKついて. 7月 17自

民地元の方氏出向きまして 2 その内容Kついてな答えをしてきたところでどざいます。地域K

ついては、当面、工事も 2 ・2 ・ 10号線、あるいは仲田緑地から 2 ・2 ・ 11号線というよ

うな工事が、 ζ とで行われてをい bますので、それK伴いまして、当面。対策としてどう対応

するかというとと Kついて、な話をしてどざいます。

まず、 1点としてτ 生活道路、とれを確保してほしいという点がどざいます。特氏、堤防沿

い児道路を、器材等の搬入のための道路として、と bあえず工事道路と して堤防を使っていた

だき、工事が完了した後、とれを生活道路氏切Dかえてもらh たいという要望がどざいます。

とれKついては、東京都の方と横の連絡をと D、国の方氏、その旨をな願いを してなる段階で

どざいます。

それ以外の道路氏ついては、必要左と ζ ろKついては検討をするという ζ とで、建設部と協

議を行っている段階でどざいます。

それ以外の都市ガスの導入.あるいは広場の設置というよう左問題Kつきましでも、今後、

十分検討を重ねていとうということで、な話は進めて志、る段階でどざいます。

工事のそめの車両の通行はどう左るかという点Kついては、先ほども申し上げましたようV(.

当面は現在の道路を利用して、資材等を搬入すると。ただ、建設省の方の了解がとれ次第、堤

防道路等比ついては、東京都の方で、工事道路として手を入れていくというととで、先ほども

金話 ししましたよう氏、東京都、建設省の方と.今、協議を行っている段階でどざいます。

それから、 2点目の、小笠原機械の跡のマンションの問題でどざいますが、御指摘のとな久

東洋建設株式会社が、 5 9年 2月 1日氏、との地民日階建て、 一部 4階建てのマンションを建

設するというととが、話が持ち上がbました。それ以降、地域の住民の方々と東洋建設との間

で、日照の確保の問題.あるいは プラ イパシー.電波障害というよう左点Kついての問題点を、

話 し合ってきてなったととろでどざいますが、現在まで、特児との点Kつhての解決がされ左

かったわけでどざいます。

そこで、東洋建設では、計画を再検討いたしまして、階数を 1階下げまして、 4階建て、そ

れと一部 3階建てとして、北側の日照を確保するとし勺うととで、変更計画を地元の方陀説明を

行ったところでどざいます。

その計画K よDますと、従来、マンション計画であったわけでどざいますが、とれを変更い

たしまして、同社の社員のための研修所と社員寮K切 bかえたいという内容に左つてな ります。

ζの点Kついては. 8月 27日比地元の説明会が会社側Kよって行われました。 9月 20自民

住民との協定が成立したというふう K聞いてなDます。

近々 、 ζれに基つきまして、市の方V(.指導要綱民基づきます事前協議がなされるという段

階でございますので、事前協議が出てまい Dましたら、その中で、必要K応 じて指導はしてい

きたい、というふうに考えてふ、ゐ段階でどざいます。

それから、 5点目の点でどざいますo 日野台二丁目から、都道 2 ・2 ・ 11号線のととろま

ででどざいますが.ζ とを 2 ・2 ・9号線という道路計画が、現在あるわけでどざいます。こ

の道路計画Kつきましては. 3 6年当時比都市計画決定されて、現在K至つてなるものでどざ

いますが、延長で 66 0メートノレ、幅員は 16メーターでどざいます。

とれは、本年の予算をいただきまして、 事業化K向けての現況調Ij量K入るととで、地元説明

を 6月 2 7日比実施いたしたととろでどざいます。 とれ民基づきまして、近々、現況調Ij量

K入ってまいbたいというふう K考えているわけでどざいます。

来年度以降につきましては. 2 ・2 ・9号線K対します権利者、あるいは地域住民の説明左

D理解と要望民基づきまして、 事業化K入ってまいりたいという ふ うK考えているととろでど

ざいます。

以上でどざいますの ( rそれから 20号線の」と呼ぶ者あ b) 

O副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君〉 私、もう一度言いましょうか。

国道 20号線のととろで、大坂上交番の前のいそぬま商庖さんのととろの用水のととろが.
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道路の方、国道の方が高く左って、用水のととろが低〈在っているものですが、雨が降ると、

それが水浸しK在る。だから.そこを、歩道であ bながら人間が通れ左い。だから国道を通っ

ている。だから.危険だからその用水Kふたをかけたものを高くするとか、そういうよう左歩

道の、本当の歩道的左もの托するのか、それを私は聞いているわけですロできるか.でき左い

か。

域の住民の方と話し合いを行い.そして市当局で指導するということでどざいますから、とれ

はひとつ、精力的K住民のサイドK立って、できるだけいい方向K指導していただきますよう

氏、要望してなきます。この件Kついては、終わらせていただきます。

次の、サンシャインの新町二丁目、花沢マンションの件でどざいますけれども、擁壁のとと

ろから絶えず水が出ている。これが、今、生活環境部長が再三氏わた D調査はしてなるけれど

も、原因がわからない、という答弁でどざいますけれども、これはできるだけ、ひとつ、 1回

市長さんも ζの件Kついて見ていただいて、そして市長さんの方からも、花沢マンションの方

K申し入れをさせていただきたい。地域の住民の方の要望でどざいますから.とれは市長さん

K責任を持って、次のとき Kは回答いただくよう氏、ぜひ£、願いをいたしたいと思います。

そして、国道 20号線のこと Kついての、今、結城部長さんですか.建設省と十分民話 し合

いをし、そしてその結果をまたしていただ(.l.-いう回答でどざいますから、これはそのよう K

させていただいて結構だと思います。即答は、これの件Kついては無理だと思います。

次氏、昔.東光寺街道といったところでどざいますけれども、 2 ・2 ・9号線、との件につ

いては、先ほど結城部長からな話がどざいましたけれども、これは、いずれやる という ζ とを、

いつどろとの工事Kかかるんですか。それを、できるなら.わかっている左ら. ひとつな教え

願いたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) 2・2・9号線の工事をいつやるかという点Kつい

て、.:;1:;、答え申し上げます。

先ほど申し上げましたよう氏、現況測量を年度内氏実施いたすととで.現在進めてなると ζ

ろでございますが、着工Kつきましては‘現在の測量が完了した後で、事業の認可をとらなけ

れば左 bません。 事業の認可を とるためには、地元住民の方々の積極的在理解、要望というも

のが必要K左ってまい bます。

したがいまして、認可をとる前提と して、そういう対住民関係の整理を行ってv:>か左きゃな

らないという点がどざいます。したがいまして.いつやるというととについては、現在、明確

Kは申し上げられ左い状況にあ bます。

以上でどざいます。

国道と差が、大体 3 0センチぐらいの差が、現場を見ていただいてもわかるとなD、あるわ

けです。用水の方が低くなって、道路の方が高いわけです。雨が降ると、全部歩道が、用水氏

ふたをかけたと ζ ろの歩道氏なっているわけです。それが水浸し.川のよう Kなって人間が歩

けない。だから、国道を通る。通るため氏、危険だからそれを道路と同じよう氏、歩道として

高〈でき左いのかどうか、ということを申し上げているわけです。(r通告をしているの 」と

呼ぶ者あJ?)ええ、してますよ。

O副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君〉 私の方から、合答えできる範囲内でb答え申し上げ

ます。

2 0号線Kつきまして.そのような状況Kなっているというととは、私どもの方で、まだ把

握してなら左いと ζ ろでどざいます。事実そういう状況があるとする左らば、直ち K相武国道

の方氏伝えまして.その対応を図っていただく、その手続をしたいというふう K考えます。

以上でどざいます。

020番(藤林理一郎君) それからもう 1点、サンシャインマンションの擁壁の最終

のところから、穴があいて、水抜きの穴だと思います。その穴のところから水が絶えず出て〈

るということです。それ、再三氏わたって、私は、話を理事者側の方K申し上げてあるわけで

すが、出てくる水が何の水かわからないという ζ とに左っているわけ左んで、すが。

0副議長(米沢照男君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) な答えします。御質問の中氏どざいましたように、

公害防災課が再三再四Kわたって調査したんだけれども、原因がわから左いというととでどざ

いますので、それ以上の台答えは申しかねます。

0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 小笠原さんの、日野台一丁目です.乙の件については、地 0副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。
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020番(藤林理一郎君) そうしますと、 東光寺街道 2 ・2 ・9号線は.今の段階で 解をな願い してなきます。

O副議長(米沢照男君) 藤林理一郎君。は未定だという ととで‘すね。はっき bと、 認可も とら左きゃいけないし、その認可を とる日比

ちも左か左か難 しいというとと、そういうこ とですね。

。副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今の質問の、もう一つ前の、水が漏れてなるという とと につ

きま しては、私有地であるか、公有地であるか、 とのあた bを明らか比 した上で、判断をする

べき問題だ と‘このように思つてな bます。

それから、今の 2 ・ 2・9号線、日野台二丁目 じそれから東光寺を南北Kつ左く¥現在、

乙れまでは農道であった部分があるわけであ Dます。それで、日野市の都市計画、いわゆる市

道として‘ 南の方へ行きます と、 一番橋の関係の 2 ・2 ・5というのがあ bます。

それから、北の方氏、東光寺農地の真ん中を通つ てな Dます 2 ・2 ・9になるわけであ Dま

して. 2 . 2 ・ 5 は既~ 1 0 年も前から取 b組んでなりますの~.いまだK道路と して実態、が

あらわれて ζ 左い。つま 9.いかK住民の方との協議が.骨の折れる状態にあるかということ

の一つの例であ Dまして、毎年ょうやくようやく話がつきそうだと言い左がら.左か左か現実

KなってまいDません。私も、 ζの ζ とKつきま して絶えず督励もする し、私がいつでも出向

くというふう KやってなるとこであDます。

2 ・ 2 ・ 9~つきましでも、乙と しの予算で、資料と して測量を し、 将来計画を持つ、そう

いう資料と しては用意を してなきたいというこ とで、間も左〈損Ij量K入ること托 してな Dます。

説明会を した結果では. 1 人が頑強~.今のところ同意できないという ζ とだそうであ D ます

が、努力はし左きゃな Dません。

そういうととであ Dまして、東光寺Kつきま して、私は‘いずれは地元の、現在、農業をや

って台られます方々の自発的な総意Kよっ て.農地をすぐ宅地化するという意味ではなく ても、

一定の将来の宅地化的な都市整備の素案は持っ ていなきゃならないと、とのよう に思っ て台 D

ます。

したがいまして、非常民大き左事業Kなってまい Dますし、その道路だけでも、用地買収を

した D工事を した bするという早急にかかる、とういうととであbます。したがっ て、左か左

か財政的氏、今、いつ幾日というふうに取b組みがたい。まず、 2 . 2 ・ 5よDとにかく完成

をさせようというふう K思つてなbますので、まず仕事はそういう順序だというととで、御理

020番(藤林理一郎君) 2 ・2 ・9号線Kついては、市長さんの方では.地元の方

たちとの左か左か話 し合いがスムーズ~\nか左いよう左話でとざいますけれども、できるだけ

地元の議員さん、また、地元の有志の方たちと、話し合いを十分代行っていただきまして、 一

日も早く完成をし、あれを完成すると、路線パスがつ左がって〈る可能性が十分あるよう K も

聞いてな Dますので、できるだけ早〈完成をしていただきますよう氏、な願いをいたしまして.

私の質問を終わDます。

どうもあ bがとうとざいました。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 7の 1、環境整備K関する質問を終わDます。

本日の日程はすべて終わDました。

本日は ζれKて散会いたします。

午後 4時 29分散会
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午前 10時 10分開議

。副議長(米沢照男君) 本日の会議を聞 きます。

ただいまの出席議員 16名であbます。

これよ b日程第 1、一般質問を行います。

8の 1、七生地域の総合病院建設その後の展望について問う Kついての通告質問者、竹ノ上

武俊君の質問を許 します。

C 2 2番議員登壇 〕

0 22番(竹ノ上武俊君) 議長のな許 しを得ま したので一般質問を行います。

最初K七生地域の総合病院建設その後の展望について質問を行いたいと思いますD とのテ ー

マ Kついては何回も取り上げてきた次第でどざいますO 七生地域という呼び方がいいかどうか

いろいろの呼び方がとざいますが、本日は七生地域という ζ とで呼ばせていただきたいと思い

ますO

七生地域医は、以前から指摘されてなタますよう K総合病院がどざいませんO その上さらK

程久保地域Kは個人の、いわゆる医院もないという状況が ζ と数年続いているわけでどざいま

すO もともと日野市、あるいは三多摩でいいますと南多摩地域、と とは人口対比でのベッド数

がきわめて少左いという地域として、全都的にも重要左医療改善を要望されている地域とな っ

ているわけであります。市議会Kなきましでも何回も指摘されましたように、市民意識と して

も、総合病院の施設を要望 している状態は現在も変わってなりませんo また、日野市Kある総

合病院である日野市立病院 ーとの地域K行く交通の点を考えましでも 、たびたび改善方の要

望などを してなDますけれども、いまだK乙の点の改善が見られませんO したがいま して、市

立病院K七生地域から行くという方も依然、としてふえない状態Kあるわけでどざいます。とう

いう状況で七生地域の方が総合病院K行〈場合は京王線を用いて八王子、また、パスなどを乗

タかえま して多摩市、あるいは府中市、あるいはまた立川市、 とういう地域に行くというクー

スが多く見られておミDます。以上のようなととから、現時点K沿いても 、何としても七生地域

K総合的左医療施設が建設されるととが望まれているわけでどざいますo そのよう在住民要望

の立場から具体的な点で一、二質問させていただきたいと思います。

第 1点は、医王病院の誘致というととが言われてまいタましたが、とれが消載をしたという

ζ とでどざいます。との詳細な経過Kついてb聞かせいただきたいと思います。医王病院の前
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にも、そのほかいろいろの病院から日野市への進出が言われてなタました。また、民主的左医

療総合病院と して 500床というととで進出計画がうわさされたとともどざいます。とれも強

い住民の要望があタま したが、土地の買収その他で挫折したという ふうに聞いてなタます。 と

の病院の場合Kは、建設計画といい資金計画といい十分Kあったけれども、土地買収などでさ

まざまな障害が日野市内部K起と って、との計画が達成できなかったという ふ うK開いて訟b

ます。強〈住民が総合医療施設を望んでいるととろでどざいますので、今後 とも市がとういう

点で強力な促進の努力をされる必要がある と思います。 1番目 K質問いた しま した医王病院が

でき左かった理由というのは経営上の問題なのか。住民の建設K対するいろいろの要望との一

致が見られなかったとと左のか。その辺Kついて台聞かせをいただきたい と思います。

第 2点は、そういう経過から考えま して、 日野市の今後の七生地域への総合的左医療設備、

とういうものについての計画、努力、それらのとと Kついてな考えがあればな聞かせをいただ

きたいと思う次第でどざいます。

第 3点は、七生地域の先ほど指摘 しました程久保地域ととらKついての医療設備Kついては、

何か市として考えているととがあればな聞かぜいただきたいと思います。また、そのほかK南

平地域Kついても、ダイクマのス ーパー進出反対の運動がどざいます。とのダイクマを予定さ

れている地域K、診療所在どをつくったらどうだというーまた住民の動きもあるというふう

K聞いて金ります。先般も一般質問で、私との点も指摘だけいた した次第でどざいますけれど

も、 とれらの地域K中規模の医病施設というものを誘致するというととも 、また、七生地域の

医療施設の改善という点で大きな役割タを果たすととができるのではないかというふう Kも考

えます。交通の便もいい場所でどざいますので、それらも含めま して七生地域全域の中規模・

小規模の医療施設の改善というとと Kついて、市はどういうふうに考えてなられるかお‘聞かせ

をいただきたいと思います。

第 4点は、市立病院へのノξスの便をよ くするというととでどざいます。とれら Kついて真剣

K考えていただきたいと思います。市として具体的な考えがあるかどうかな聞かぜをいただき

たいと思いますo

以上4点Kついて回答を念願いいた しますo

0副議長(米沢照男君 ) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めますo 企画財政

部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) な答えをいた します。

まず第 1点目の医王病院の計画の、いわゆる撤退の理由は何かというとと でどざいますけれ

ども、私ども病院から聞いたととろKよDます と、 当初計画をスタートさせまして、 話がまと

まるまでかなタの時間を要 した というような ζ とがどざいまして、との病院の本体でどざいま

す医療法人慈恵会一病院といたしましては府中K医王病院があるわけでどざいますが、との

辺の経営上の問題から挫折を したというふう K聞いてなbます。

次が、七生地域への病院の誘致の努力でどざいますけれども 、現在医王病院が計画いたしま

した ー 南平二丁目でどざいますけれども、とれを、用地は約 1万平方メ ー トルどざいます。

当初医王病院は 120ベッドの内科、外科、整形外科を予定 していたわけでどざいまして、そ

のはんらゅうであれば地元の了解が得られるんでは左いかというととで、いま誘致の努力をし

ているわけでどざいます。

ちょっと前後いたしましたけれども 、医王病院が進出する法的左手続がどとまでいったかと

いうととをちょっと御説明申し上げますと 、当地域は都市計画法上第 1種住居専用地域でどざ

いますo したがって、病院をつぐる場合Kは建築確認の以前K、特定行政庁である都知事の許

可を必要 とするわけでどざいます。 許可は一応取ったわけでどざいます。その次の確認の申請

という段階K左るわけでどざいますが、確認を ー 建築許可を取った段階で撤退をしたという

とと K走るわけでどざいます。

それから、 3番目の程久保地域、あるいはダイクマの跡地への病院という問題がどざいます

が、 ちょっととの辺については急な御質問でどざいまして、私ども考え方がまとまってなDま

せんO ひとつ検討さしていただきたいというふう K考えて辛子Dます。

次が、第 4番目の市立病院の足の問題でどざいますけれども 、とれは、日野駅から市役所・

市立病院を経由いたしまして、豊田北口 K結ぶ路線を設定いたしまして、市が 1，900万円、

3カ年負担をするというととで設定 し、 努力をしたわけでどざいますけれども、確かKとの路

線だけでは、いわゆる南北の足の確保というとと Kは不十分でどざいます。今年度パス検討委

員会も発足をしてなるわけでどざいます。その中で十分検討いたしたいというふう K考えて公

ります。

以上でどざいます。

0副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君。
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022番(竹ノ上武俊君 ) それでは若干の再質問をさせていただきま す。

第 1点目 K質問いた しま した医王病院の撤退、と の最大の理由は経営上の問題である とい う

ふうに御回答があ Dました。そういう点から見ま すと、今後もあの程度の規模の病院という と

とK左ると、やはり経営状態 ー 現在の医療行政という点から考えま すと、 いずれの医療法人

その他病院関係者も同じ理由というものを持っ ている というふう K思います。そういう点で、

今後総合病院を誘致するという点K左Dますと、 自治体としてのさまざま左便宜を図った上で

の誘致というととを努力 し左ければ、なか左か誘致が成功 し左いのでは左 いか。と ういうとと

が考えられると思います。そういう点で、企画財政部長左タ市長左 D特段の努力が必要と思い

ますけれども、そういうととも含めて、今後誘致の運動努力というものをされていくかどうか

な答えいただきたいと思います。市民は強くそのととを望んでいるというふう K思うわけでと

野市南部地域の医療施設の調査の結果からも、いわゆる通常の何ていいますか病院。いわゆる

第 2次医療施設が不足 している という 、そういう結論も出ているわけでどざいます。当初医王

病院が進出するという理由も、いわゆるベッド数の絶対数が、やはタとの地域は不足している

というこ とから出ているわけでとざいます。医王病院の撤退の理由は、 120ベッドの南平二

丁 目の病院の経営の見通 しと いうよ bは、府中Kどざいます病院自体の内部の問題という こと

でどざいますので、私ども、まず民間Kよるととろの病院の誘致K努力を したいというふうに

現時点では考えている次第でどざいます。

。副議長(米沢照男君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市の総括して南部方面に医療施設が希薄であると。と

ういう状況K左つてなりますととについては、できるだけの努力を したいという関心を持って

ざいます。
なタます。医王病院の予定 しました跡地につきましては、いま一、二引き合わせ中の医療機関

の状況がありますO とれをもうしばらく 見定めていきたいというとと が一つであります。それ

から、開〈ととろKよタますとという状況であタますけれども 、その他Kもー 別の場所であタ

ますが、医療施設を誘致するための条件づ〈りがされてなる状況も聞いてなります。交通の便

を図って、在るべく市民病院を使いよぐするという努力も必要でありますので、いま運行して

なタますパスを何とか京王線の駅Kつ左ぐよう走、そのような延長をするととも一つの病院の

通院のみ左らず、その他を含めて利便が増すととでありますので、そのととも積極的な努力を

次に第 3点目質問を した件でどざいます。急左質問というと とで御回答があ bました。 しか

し、急な質問というととではなく、七生地域K総合病院がない現在、 とれと関連 して各地域の

実態を市は当然、考えるべきであタますO いままでも種々とういう質疑を一般質問等を通じて行

ってきてなりますので、とのよう左質問を聞いて、急な質問であるというよう左受けとめ方を

されるというととは、はなはだ心外でどざいます。 今後の勉強 と努力を期待する次第でどざい

ますO との点Kついて、 もし市長K御回答をするよう左点があれば、一言台願いをいたしたい

と思います。 いたしたいと考えてなります。

以上、再質問を申し上げます。

0企画財政部長(前田雅夫君) な答えをいた します。

いま医療の供給と需要の関係の事情が多少変わタつつある時代であタますので、誘致という

言葉まではまだ使う段階ではあタませんが、できるだけ仕事をしょくするような、そのような

援助を し左がらとの ζ とを的確K進めていきたいと、とのよう K考えてなタます。もうしばら

く状況を見守つ てなきたいということもあタま すので、いずれ御報告のできるときをなるべ〈

0副議長(米沢照男君) 再質問Kついての答弁を求めますO 企画財政部長。

第 2点目 Kつきま しては市長の方から御答弁申し上げます。第 1点目の、医王病院が撤退し

た理由が経営上の理由であると。そうなタますと 、さらK誘致するといいましでもなか左かむ

ずかしいんではないかと。市がかな Dの何らかの援助をし左ければいけ左いんじゃないかとい

う御質問でどざいますけれども 、現在東京都Kなきまして、 多摩地域の医療のあ夕方というと

とで検討をして台ります。すでvci東京都病院構想懇談会報告書」というのが昨年の 10月 15 

日K出て企りますo との報告書を見ますと、多摩地域の、特K南部地域Kつきましては、いわ

ゆる第 2次医療施設が不足しているんでは左いかという結論を出してなタますO さらKは、日

近くできれば幸いだととう思つてなbます。

0副議長 (米沢照男君)

0 22番(竹ノ上武俊君)

竹ノ上武俊君。

それでは最後K一言御要望申し上げまして、との件Kつ

いての質問は終わPたいと思います。

いま市長の方の答弁で、一、二具体的な動きもあるという台答えでどざいま した。 ζの点K大き

な希望を一つは持ちたいと思います。ぜひそれらKついて努力をしていただきたいと思う次第
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です。 第 3次医療施設の必要性というととも強調されている向きは現在とも変わっていないわけでど

ざいますので、そういう立場から小さないわゆる町匿者といいますか、;Jo、医者さんO そ して、

中型の施設、あるいは総合病院。とういうととを検討していただきたいと思う 次第です。

また、専門家の意見Kよタますと、大病院入院型から在宅医療型と言われる、いわゆる地域

医療。とういう考え方も最近は強調されてなります。そういう意味では生活保健センタ ーなど

建設を して医療の専門家、地域のボランティア、地域住民、とういうものの連携Kよる健康管

理 とい うととがもちろん必要でどざいます。そういう方向の建設整備もぜひ促進していただく

ととを重ねてな願いを申 し上げまして終わタといた します。

0副議長(米沢照男君) 乙れをもって 8の 1、七生地域の総合病院建設その後の展

望Kついて問う K関する質問を終わります。

8の2、日野市と多摩市間の交通改善(パス便左ど )VCついて問うについての通告質問者、

竹ノ上武俊君の質問を許 します。

022番(竹ノ上武俊君) それでは続きまして 8の2、日野市と多摩市間の交通改

善Kついて質問 したいと思います。主としてパス便のとと K関する質問でどざいます。 1番目

の質問とも若干の関連があるわけでどざいますo

私ども、先日桜ク丘駅等Kなきま して、 多摩市K来る日野市の住民がどの程度あるかという

調査を若干だけ行いました。その結果は、程久保地域、高幡台団地、梅ク丘、 日本信販、百草

団地、 とういう地域の方々が多数桜ク丘駅、そ して、 なお、また永山駅、多摩センタ一、 とうい

う地域Kノζスで出かけているととが明らかK左ったわけでどざいます。その内容は、第 1はな

勤めが多いわけでありますo 第 2は買い物でどざいます。第 3番目が医療関係。そして、 4番

目は通学やスポーツ左どというとと K左つてなタますo そのよう左現状がどざいますo 実態と

いたしまして、いま日野市から多摩K行 <VCは京王線を利用する方法がどざいます。もう一つ

は、最近開通いた しました多摩センターへの京王のパス使があるわけですO しかし、 とれだけ

で不十分な ととは明らかでどざいま す。 以上のような現況K立ちま して具体的な質問を行いた

いと思います。

第 1点は、いま まで私がとういう問題を取タ上げてまいタました。市として京王パス等への

交渉など、さらなる努力をされているかどうか。その経過Kついてな聞かせをいただきたいと

思いますo

現在、日野市の医療の状態については、すでKいろいろの統計も出てなDます。健康状態の

一つの指標K在る死亡率の問題がたとえばあタますO との死亡率の問題を見ます と、日野市は

ずっと全都的平均では死亡率が低い地域になっ てお‘りま したo しかし、 最近の統計を見てみま

すと、たとえば30歳以上の 3大成人病臥サる死亡率 一 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、

とういうものの統計がどざいます。市部の 26市の平均が 30歳以上 1，000人K対 して何人

の死亡率かという数字が出てなbます。平均が 4.9でどざいます。 日野市も 4.9という ふ うに

なっ てなります。参考までK区部の方は 6.1でどざいます。人口全体の死亡率という点では三

多摩 26市の平均が 4.10 日野市は昭和 57年で依然と して 3.7で低いと。とういう傾向でど

ざいます。日野市も、とれから高齢者の人口比率が高まる状態Kあタます。そういう点左どが

今後の病院の配置 ーとう いう点で私は、真剣K考えなければいけ左い傾向を示 しているので

はないかというふう K考えるわけでどざいま すo また、急、居、Kついての扱いも 、総合病院が左

いために、先ほど述べました地域K運ばれてなDます。そういう点では、やはり死亡率という

とと Kも関係がしてぐるわけでどざいます。七生地域から都心部、あるいは関連市への運送と

いいますか、交通が非常K渋滞する場合などもどざいます。そういう点在どを考えると 、どう

しても七生地域K総合病院の施設があるというととは、今後とも変わらないものであるという

ふう K考える次第であります。

また、第 1次医療施設の問題では、先ほど指摘しました程久保地域、 ζ とが見通 しが左 い状

態KあDますので、との点Kついては何回も要望 してなタますけれども、今後とも誘致方ひ と

つ努力をしていたた〈。誘致ができ左い場合Kは、市長がむ答えK左タましたノζ スの便Kつい

て相当真実!JVC考えていただきたい。こういうふう K思う次第でどざいますo

先ほど企画財政部長が、三多摩地域の医療施設Kついてのいろいろの見解を述べられました。

今後の考え方としては、医療施設については三多摩地域Kついて指摘されているのは、都心依

存型を改めて、地域の自立型へ持っていけというのが大方の医療関係者、科学者、専門家の御

意見でどざいますO 地域自立型というのは、地域K完全左総合病院、保健衛生施設、そういう

ものを独立してつくるという、とういう考え方でどざいます。との考え方は今後とも高まって

いくと思いますので、そういう専門家の意見 ー とれを尊重してがんばってもらいたいと思う

次第でどざいます。そういう方々の意見と して、 やは夕日野市Kは第 2次医療施設の適正配置、
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第 3点は永山でどざいます。とれは、路線はいろいろつ くっていただいて結構でどざいます。

の交通の便を図るというととが、いま申し上げま した第 3点とも 関連をしまして、総合的に見

ま して必要性が出てくる。乙ういう ふうに考えるわけでどざいますので、そういう点から見ま

した最後K市内循環パス、特K市庁舎、市民会館、 とれを中心とする改善方について質問を申

し上げたいと思います。

第 2点は、高幡不動から桜ク丘駅行きパスの件でどざいます。こ のパス便の前後の時間延長

について、住民も京王と交渉いた してなDます。市と して、 その後何か努力をされたかどうか。

そ して、今後努力されるなつもりがあるかどうかな聞かせいただきたいと思いま す。

新設を して もらいたいという要求でどざいますo との点Uてついて市の考え方を問いたい と思い

ます。高幡不動始発でもよろしい し、 あるいはいまあるパス路線の変化をつけた増発、いろん

な形が考えられると思うわけでどざいます。 ζれらについてひとつ考えていただきたい。市側

の考え方を問いたい と思います。

以上です。

0副議長(米沢照男君 )

部長。

O企画財政部長(前田雅夫君)

竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。企画財政

む答えをいた します。

第 4点は、多摩センター駅のパス便の改善でどざいます。現在も程久保地域そのほかの方が、

とれらを利用 して多摩市K向かつてなられます。あるいはまた豊田駅に向かつてなられます。

しかし、とのバス停が多摩動物園付近まで延びてなDません。あるいはまた、高幡不動駅ま で

交流が どざ凶ませんO とれらの点Kついてもう少し改善をしていただけないかと凶う要望が強

まず 1点目は、市として市内の路線パスの問題Kつきまして、 京王帝都Kどのような交渉を

いわりでどざいます。これらについてむずか しい問題もあろうかと思いますけれども 、今後改

しているかというととでどざいます。 市内のノくス交通Kつきま しては、いま議員さんが指摘し

た地域の問題、それから、あと一つ多くは旭がEのノミス路線の問題があるわけでとざいます。

さら Kは系統の延長という乙とがあるわけですが、 ζれらKつきま して、 私みずから京王等K

も場合Kよっては過去出向きまして、協議を進めているわけでどざいます。左かなか京王の事

情もどざいま して、成果と しては上がってないという状況でどざいますO

2番目の、高幡不動から桜ク正へのパス路線の時間の延長でど ざいますけれども、 との点K

ついても要望をしてお=る次第でとざいますけれども、やは D京王といた しましては運転手等の

労働条件の問題、それから、経営上の問題がどざいまして、 左かなか進展を しないという状況

善 していただき たいわけですが、市としてはいかがであるか御回答をいただきたいと思います。

最後K第 5番目といたしま して、先ほど市長、企画財政部長からも答弁がどざいま した。市

内循環パスの改善を急いでもらいたいというととでどざいます。答申が出るまでというととで

どざいました。 しか し、 答申が出るととを促進させるためKも、市側の積極的左金考えを聞き

たい。とういう ふ うK思いますo 具体的Kは市役所、市民会館から高幡不動聞の問題が何らか

の具体的左進展ができ左いのか。との点Kついてな伺いを したい次第でどざいます。ななまた、

多摩市K 会堂 というのが古〈 か らどざいます。ととは収容人員五、六百人でど ざいますロと

でどざいます。

3番 目の、 高幡不動駅から永山駅の件でどざいま すけれども 、ζの件Kついては、 どういう

経路を得て運行 したらいいのか。なかなから ょっといま の時点で思いつか左いわけでどざいま

との催し物を見てみますと、 多摩市 と日野市の住民が利用しての催 し物も 多数現在行われてか

Dます。ととろで、最近日野の市民会館が開館 となタました。今度市民会館のまた催し物を見

すけれど も、高幡から百草の駅まで一つの線がつなが夕 、また、百草の駅から桜ケ丘への路線

がある。桜ク丘から永山という三つの系統で現在結ばれているわけでどざいま すけれども、と

れらの系統が一つになればさらKいいわけでどざいますし、ほかKさらKいいパス路線が設定

でき るかどうか検討 してみたいというふう K考えてなります。

てみますと、 ζれら K来ていただく観客というと とがいろいろの動きが出てなりますO 催 し物

を見てみますと、日野市民だけではな く、 多摩市、あるいは八王子の一部地域、そのほか近辺

Kもこの催 し物の宣伝が行われているようでどざいます。それらの点を考えてみますと、ます

ます一層市民会館を中心とした ー 具体的Kは多摩市でどざいますけれども 、パス使の必要左

どが出てくると思われるわけでどざいます。

第 1問で申し上げま した永山方面にある大き左総合病院がどざいますO とういう点でのパス

4番目は、豊田駅から平山を経由いた しまして、中央大学 ・多摩センタ -vc通ずる路線の

一 通称中大線と称 しているわけでどざいますけれども、 とれが程久保から何ていいますか、

動物園駅の方K一部路線の変更ができないかというような要望でどざいますけれども、 との辺

Kつきま しでも、 ちょ っと私ども京王帝都K相談してみたいというふう K考えてなDます。
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5番目のパス検討委員会の問題でどざいますけれども、現在発足いた しま して 2回自の審議

を したわけでどざいます。内容といた しましては、今後のあ D方といた しま しては市内のパス

路線の見直 しの問題。それから、さらには循環パスの問題。それから、さら Kは折衷的といい

ますか、実現可能左当面やれる何か問題があるかどうか。そんなような形でまとめてもらいた

いというふう Kは考えてなbますO できるだけ早急K答申を出してもらいたいというふう K努

力を している次第でどざいます。

以上でどざいますO

い うことも考えていいのでは左いかというふう K思うわけでどざいます。そのよう左とともひ

とつ京王帝都の方K提起をしていただきまして、ひとつ今後交渉を進めていただきたいと思い

ます。

0副議長(米沢照男君)

0 22番(竹ノ上武俊君)

竹ノ上武俊君。

それでは要望を申し上げましてとの件の質問を終わりま

また、市民会館のパス便の 乙とがどざいます。故套沢館長ともいろいろな話 し合いをした ζ

とがどざいますo~沢館長も種々努力されていたようでどざいます。しか し、 現在のととろ 、

たとえば市の行事が市民会館で行われる。みんな車で来ていると ζろにもってきて、閉会して

からその場で「市が準備したノミス K乗る方はどざいませんか」とのような努力をされたようで

どざいますO そういうととでは結局準備したパス K乗る人員が少ないというととになるわけで

す、いきな bですから。そういうととで利用者が少左いという判断をされた とは思いませんけ

れども、そういうととのくらいの構えでは、なかなか京王との関係でもパス使の増発というと

とができ左いのでは左いかと思う次第です。いろいろのひとつ市の側も資料をつくっていただ

いて、利用者もあるんだということで京王と交渉をされるととが必要だというふう K思います。

また、市内循環パス Kついては、市が単独で出すという考え方も依然として残されているわけ

でどざいますので、そういう点も加味したひとつ努力をな願いを申し上げまして、 8の2の質

問を終わらせていたた、きます。

O副議長(米沢照男君) とれをもって 8の2、日野市と多摩市間の交通改善(パス

便など)について問うに関する質問を終わタます。

8の3、程久保川清流化促進についての通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

022番(竹ノ上武俊君) 程久保川の清流化促進Kついてと題しまして一般質問を

させていただきます。

程久保川をめぐる一般質問もしばしば行わせていただきました。重ねて本日また御要望した

いと思います。

住民の要望等も反映されまして、先般程久保川旧河川敷利用計画左るものが日野市から提出

をされてなります。大変夢のあるタっば左計画であるというふう K判断している次第でどざい

ますo しかし、との計画が完成をする時点というととにな bますと、具体的Kは展望としてど

うかという不安な点もどざいます。そして、程久保川の現状を見ますと少し清流が取 D戻され

た。また、東京都と日野市のいろいろの努力Kよbまして、水のはんらん等Kついては改善が

大き く前進をしたという点はどざいます。がしかし、清流という点。あるいは緑や花をふやす

す。

多摩市と日野市との交通改善という点を要望したわけでどざいます。もとよタたとえば商業

の発展という点で考えますと、日野市の商業の発展を中心Kわれわれ考え左ければいけない立

場KどざいますO しかし、いま東京都左どが計画をしているモノレールの路線。との性格など

を広くよい点で考えなければいけない点もあると思います。そういう点では日野市・多摩市は

相互K交通を便利Kするとと Kよって、相台互いK発展をしていく。とういう新しい考え方が

私は起こるのでは左いかというふうに考えるわけでどざいますo

いま日野市の商業は八王子と立川、あるいは新宿方面K取られている。とういうふう K言わ

れてなります。しかし、とれから多摩市の人口増の動き、とういうものの性格。そして日野市

の日野市としての古い町の歴史。あるいはいろいろの動物園や歴史的左ものが存在をしている。

とういう観光的左値打ち。とういうものをいろいろ考えますと、モノレールが建設されるのを

待つとと左〈、多摩市と日野市の交通の改善を行う。とれは、私は新しい考え方として検討K

値するのでは左いかと思うわけでどざいますo

具体的K申し上げますと、 2番目 K質問をいたしました桜ク正駅の点がどざいます。ととは

新しく百貨庖左どもできてまい Dます。そういう関係で私は人の動きが活発K左るのではない

かというふう K考えるわけです。そういうととも加味していただきまして、京王帝都との交渉

は、ひとつしっかりやっていただきたいと思います。また、先ほど申し上げました永山・多摩

センタ一、そして、日野市。とれを結ぶ路線Kついては、いろいろ道筋を考え左ければいけな

い職旨の部長の答弁がどざいました。たとえば多摩市と日野市をめぐる大き左循環路線、とう
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という点では、現状はまだ不満足左状態Kどざいます。そ して、この程久保川を、私どもの精

神的左糧とも して生き ていきたい程久保川流域の住民から見ます と、 その水の流れという もの

がいささか心細いという点があるわけでどざ凶ます。とれから日野市が努力して、下水道計画

が大いに進んでいくものと見られます。そ して、 程久保川沿いKついては、 ζの計画が全市的

Kも大きく一定のスピー ドをもって解決を してい くという見通 しもあるわけです。そうなりま

すと、現在程久保川流域のわき水というものが大変少左〈左つてなります。そとへもってき て、

さまざまな排水が 一 下水道ができるととは大変いいと とで どざいますけれども、なく左る と

いうとと Kよbまして、 程久保川の水がついKは枯れてしまうのでは左いか。とういうととも

現実Kあるわけでどざいます。したがいま して、 程久保川の旧河川敷を利用 した計画ができる

ζろ、逆K水の流れはなくなって しまう。コンクリ ー トのかたま iJVC在ってしまうという、そ

ういう危険もどざいます。したがいまして、私ども日野市民と しては、町づくタを進める K当

たっては、そういう点も長期的K考えて計画を進めるという ととが非常K大切である と感じま

して、重ねて今回との一般質問を行った次第でどざいます。そとで、具体的な点二、三質問を

させていただきたいと思いますD

第 1点でどざいますD 程久保川の旧河川敷利用計画をつくるに当たっての市の考え方を最初

K聞きたいと思います。 ζれは、町づくタの理念、あるいは哲学という点で、 どのような点K

大き左意図を持ってつくられるものであるか。との点をな伺い したいと思いますO そ して、 全

体の計画は資料をいただいてなタますので、私が指摘する場所についての説明をしていただき

たいと思います。それは、第 1は高幡不動駅周辺の計画でどざいます。ことがいま区画整理の

計画も一部地域で進もうといたしてなタます。それらの計画を見ますと、緑が不足しているの

ではないかという私は考えを持って卦 bます。高幡不動尊という自然、の地域がある。それがあ

るからとの地域は市街地として有効左地域である。緑地を生み出すのは大変困難だという考え

をしばしば市側から聞かされているわけでどざいます。ととろが、今度の程久保川の計画Kよ

りますと、駅付近の程久保川を利用して、 くつろぎの広場とか水の道という計画が提起されて

なタま す。とれらは高幡不動駅周辺の緑を守る という観点ではどういうふう Kなっているのか。

簡単で結構ですけれども御説明をいただきたい。とういうふう K思うわけでどざいます。

それから、次は計画K余タ出てj:，-，iJませんけれども、七生支所の付近の程久保川がどざいま

す。ここKは七生公会堂があタまして、大変K活発K利用されてなタますO いわば七生地域K

なける文化的左場所であるわけでどざいます。しか し、 あの公会堂K入っていくあたりの川は

現在ではきれいな状態でとざいませんO また、魚もすんでい左い状態Kどざいます。と ζにつ

いては何か考えるととは左いのかどうか、との点でとざいます。

との件についての最後は、程久保の上流地域について花の広場、それから、花の道というの

がどざいますので、とれらについて簡単K御説明をいただきたいと思う次第でどざいます。

第 2番目の質問でどざいますO とれは、程久保川の水質の改善でどざいますO 程久保川も以

前K比べま すと、三沢中のちょっと下のととろまでフナ左どが上ってくる状態Kは左つてなD

ます。しかし、それから上Kはまだ上っていないわけでどざいます。もう少 し上流まで水質を

よくするため、ささやかでも結構ですけれども、具体的左努力を何か考えていただきたいo j:，" 

考えがあるかどうかと質問をいた します。また、あわせてもし調査されているとすれば、程久

保川の魚類、鳥類、植物左どを、幾らか多〈左ってきているのかどうか御回答いただきたいと

思います。

第 3番目は、この河川敷利用計画の進め方でどざいます。何としても、 やはり市民参加で進

めるべきであるというふう K考えるわけです。そうしてとそ本当 K緑と清流、そして、生活と

の調和。ただコンクリートで固めてい〈というととではなく 、本当に市民K潤いを与えるよう

な計画が充実していくというふう K考えます。とれからでも市民の意見が反映できるもの と思

いますので、との計画を進めていく上で市民参加Kついては何か考えているのか。考えてい左

いとすれば、ぜひ考えていただきたいので、との点Kついて質問をいた します。

以上企答えをいただきたいと思います。

O副議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君の質問Kついての答弁を求めます。都市整備

部長。

O都 市整備部長(結城邦夫君) それではただいま御質問の程久保川の清流化促進

Kつきま しての御質問についてお、答えを申し上げます。

まず 1点目の、程久保川の旧河川敷の計画Kついての市の方の考え方と理念という点でどざ

いますが、程久保川が東京都Kよタまして改修をなされました。それK伴いまして旧河川敷が

できたわけでどざいますO との面積といたしましては、 1万 6，060平米の旧河川敷がどざい

ます。との点Kついては、東京都の方で現在 ζの旧河川敷Kついての調査が行われてなDます。

その調査が行われた後K市の方K譲渡をされるということで、いま市と東京都で協議が行われ
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ているととろでどざいます。

との河川敷を、市の方としては程久保川の周辺の緑道、あるいは公園というネットワ ークの

位置づけを、すでに計画をしてどざいます 「日野市緑のマスタ ープランJVL沿いて位置づけて

なりますO それK基づいて旧河川敷の利用計画、すなわちとの基本計画が今回策定を行ったわ

けでどざいます。緑のマスタープラン Kも明確K示 して どざいますよう K、程久保川の周辺に

ついては緑化を図っていぐ。緑の多い散策路をあわせて形成 していぐという ζ とで、周辺の住

民の方々、あるいは動物園K来られる方々が、そとを散策し左がら楽しめるよう左道路に して

いきたい。あるいは公園にしていきたいというととが日野市の基本的左考え方でどざいます。

少左くともとういうものを利用し左がら緑をふやしていくという ζ とが大きなねらいでどざい

う考え方でどざいます。

大きな 2点目の、程久保川の水質の改善の点でどざいます。現在、程久保川 K入ってb りま

すオくというのは、ほとんどが家庭雑排水が王でどざいます。したがいまして、下水道計画が今

後急速Kとちらの地域Kも延びていくわけでどざいますが、家庭雑排水はすべて処理場の方K

持っていって処理をすると左タますと、家庭雑排水は程久保川Kは一切入ら左くなタます。し

たがいま して、清流がある場合Kは、それが本当 Kきれい左流れK左るわけでどざいますが、

残念左がら程久保川Kつきま しては非常Kとの流域が浅〈て、流水等の水量もだんだん減って

きているのが状況でどざいます。したがいまして、今後の対策としては、 やはりととに流れを

どう生かしていくかということを考えていか左きゃなら左いわけでどざいますが、現状では、

やはタ家庭の雑排水というものが大量K入っている関係で、水質をとれ以上改善するというと

とはなかなか困難でどざいます。できるだけ早く下水道計画を進めまして、家庭の雑排水を入

ら左いような方法で検討せざるを得ないというふう K考えます。魚類等の調査Kついては、私

どもの方では直接行つてなbません。

それから、 3番目の、との計画等を進める K当たりま して市民の参加を という点でどざいま

す。市民の参加Kつきましては、私ども具体的左計画を練る場合Kは、地元等Kも十分台話を

した上で進めていって台 ります。したがいまして、今後程久保川の地域の整備K当たりまして

は、当然、説明会等も行いながら御協力を得ていしその中で市民の参考Kしていき たい、と

いうふうに考えますo

以上でどざいますO

ますO

乙の中で御指摘の 3点でどざいますけれども 、まず 1点の高幡不動の駅周辺でとざいますが、

区画整理をととで実施するようにいま計画中でどざいますが、近々認可を取り事業化K入って

いくとと K在ってjO-， .!?ます。その中で、駅前の現在たんぼにな っているととろを区画街路、 あ

るいはモノレーノレを通るための街路をさらK拡幅するというよ う左ととで、緑が一部削られる

ととろも出てまいタますが、しかし、全体の町づ〈りの中で街路を緑化していくというよう左

方法で、少左〈とも区画整理の中でも緑化の方向で進めていきたいというふう K考えているわ

けでどざいます。現在程久保川の沿いに緑が一部残つてなタますが、とれら Kつきましては、

区画整理K入っているところはそとはどざいませんが、程久保川の利用計画の中で、その樹林

をできるだけ残 していくと。したがいまして、旧河川敷以外の民地になきま しでも、との計画

K一部取D組んでなるととろでどざいます。将来そういった点は、その土地Kつきま しては民

地でどざいますので、買収という形で進めざるを得ませんが、当面は旧河川敷を利用 しながら

整備を図ってい〈。区画整理と一体と左って高幡不動駅周辺を整備をしていくという考え方で

どざいます。七生支所の周辺Kつきま しでも、とれは区画整理外でどざいますが、旧河川敷と

しては、ととのととろはどざいません。したがいまして、との基本計画以外で、やはタ整備す

る必要があるととろはやっていくという方向で検討せざるを得ないと思います。それから、一

番上流の方の花の道の周辺でどざいますが、とと Kつきま しては、 現在のモノレール計画上で

は駅ができる付近でどざいますO したがいまして、駅周辺の広場をつくると同時K一部公園化

を図っていきたいと。そと K植樹をし、あるいは季節の花を植えていって散策路をつくるとい

0副議長 (米沢照男君)

0建設部長(中村亮助君)

建設部長。

それでは私の方から、さらK関連をいたしまして、第 3

点の御質問でどざいました水質改善の関係でb答えを申し上げたいと思いますo

具体的在方策があればな聞きしたいというととでどざいましたので、まずーっは、具体的K

は下水道が完備するまで程久保川K排水を求めてなタます一般家庭等の排水の関係Kつきまし

ては、浄化の関係でどざいますけれども、まずーっ具体的には、さらK一段と清流フィノレター

の奨励を求めていきたいと。それKよって流水の浄化をできるだけ図りたいというふうには考

えてなります。

それから、もう一つは御質問の中Kもどざいましたよう K、延長 3，060メー トノレ。とれが
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東京都の管理というと とで 1級河川K指定をされま して、昨年度で全部工事が完了いた してな

Dますけれども 、特K夏場の中では河川の中K、中流から下流Kかけま して夏草が生い茂る と

いうふう左現況もどざいます し、 そういう中で流水を阻害 し、 そ してまた、河床K土砂が堆積

しているというととで、さらK、とれもまた流水の阻害をする というふう左現状もどざいます

ので、とれらの環境の悪化を招いている点Kつきま しては、私どもの方の立場からも、さ らK

河川管理者である東京都の方Kしゅんせつ、 あるいは除草の要請を していきたいというふうに

考えてなDます。

それから、程久保川K生息 して;t，">!?ます鳥類あるいは魚類の関係Kつきま しては、いま都市

整備部長の方からも台答えがどざいま したけれども 、私の方も特K調査はいた してなタません

けれども、ただ、毎年秋の緑化月間の行事の一環と して、 11月の末K 日曜日を利用 しまして

自然観察会を行つてなDます。自然観察会というのは浅川の鳥類を見ょうというのが主体でど

ざいまして、毎年やって台タまして、昨年の例左どを見ますと参加者も大変多 くて、しかも 、

都心からわずかK30分ぐらいで来られる地域の中で、鳥類の生息というものが大変多種類の

中で見られるという現況がどざいます。そういう中で、特 K冬場のカモ類左どがたくさん種類

も来てあ、るようでどざいますO そういう例からいきますと、やはり至近左距離でどざいますの

で、かな D程久保川にも冬場の憩いの場を求めて鳥類も飛来 してきているというととは言える

んではないかと思います。

以上でどざいますo

0副議長 (米沢照男君)

0 22番(竹ノ上武俊君)

竹ノ上武俊君。

簡単K再質問いたしたいと思いますO

そういう観点か ら水を残す守る という努力Kついてな願いをしたいと思いますので、とれらの

点についても一言な答えをいただきたい と思う次第です。

また、 もう一つは三多摩各地でいま試みられている やb方でどざいます。それは、下水道処

理場の 3次処理水 と申 しますか、きれいKなった水左どを流してでも川を守ろうというととが

されてなります。そ して、 そういう水でも最近水質がよく左タま したので、いろいろの魚類が

すむととができる状態Kもなっているわけであタます。とれらの ζ とも含め、あるいはさらK

必要左場合は水道の水そのものも何らかの利用の仕方、あるいは地下水は厳しい点はあ bます

けれども、そういうととまで してでも、私は程久保地域の*の流れというのは守るべきでは左

いか。とういうふう K考えている次第であタます。そういう点Kついて冬、考えがあれば一言な

答えをいただきたいと思います。

もう 1点は市民参加の考え方でどざいます。もちろん住民の説明会は必要だと思いま す。大

いKやっていただきたいと思います。それだけでは左〈、私はもっ と積極的にとういう夢のあ

る美 しい計画ができているわけでどざいますので、 ζ ういうととを住民が知って、さらに積極

的な意味でととはこういうふう Kしたいというよう在、そういう意味のもっと積極的左住民参

加というととを考えてなりますので、そういった観点でひとつ広げてもらいたいと思うわけで

すO たとえば川沿いの地主さんに対して説明をするというだけでなく 、近所の自治会その他の

団体、あるいは自然保護団体、そういったものなどにも呼びかけて、 よタ積極的左市民参加と

いうととが望ましいのではないか。そうすれば、との計画はよタ一層正しい意味で調和のとれ

た形で進んでいくのでは左いかと思いますので、そういう点まで考えていただけるかどうか。

との点再質問いたします。

。副議長 (米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長 (結城邦夫君) それではただいま再質問についてな答えを申し上

げます。

まず程久保川|の水量。確かKζれは、将来下水道が完備いたしますと減ってまいります。と

の対策といたしましては、先ほど申し上げましたがいろいろな方法が考えられるという点を申

し上げたわけでどざいますが、まず御指摘のよう K湧水を保存すると。とれは確かK重要な仕

事であろうというふう K考えますO そのためKは、やはタ周辺の開発行為というものを抑え、

現在の緑地を守る面からも、できるだけ緑を保全をしていく。との政策が非常K大事であろう

一つは、程久保川の水量が減っていくと いう問題Kついての解決策Kついてでどざいます。

今後いろいろ考えるというよう左答弁でどざいま した。たとえば第 1番K必要左のは、私は、

わき水を調査して、それを保存をしてなくというととが大切ではないかと思います。小さな川

である湯沢川を例Kとりましでも、百草台小のととろ、その下、さらK、梅ケ丘のととろと

三ケ所わき水がいまでもかれずに流れ込んでなDます。程久保川Kついても数カ所は発見して

なタますが、湯沢川などK比べると大きい川でどざいますのでさら K多い と思うわけでどざい

ますo とういうわき水を守る Kは、もちろん開発を許さ左いというととが必要Kなります。し

たがいまして、そういう点からの緑を保存するという努力が大変K重要ではないかと思いますO
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というふう K考えてなDます。動物園周辺の樹林地、あるいは反対側の樹林地Kつきま しでも

調整区域K入るわけでどざいま して、ととの開発Kついては私どもいろいろ開発業者の方から

長話がどざいますけれども、すべてとれをな断Dをしてどざいます。 したがいま して、今後も

との方針は貫ぬくつも bでどざいます。そのよう Kしま して緑を守夕、湧水を保全を していく

考えでどざいます。

それから、 2点目の 3次処理水の利用でどざいます。とれは、東京都K台きま しでも 多摩川

上流処理場の処理水を 3次処理いたしまして、東村山の野火止用水までポンプで送水を して、

野火止用水を復活をした実績がどざいます。程久保川K処理水を持っていくためKは、現在浅

川の処理場の 3次処理水一将来 3次処理が行われる段階で考えるということ Kなろうかと思

いますが、そのためKは、約処理場から多摩動物公園付近まで約 4キロ程度の管を埋設 し左け

ればなりませんO あと処理場の中K送水のためのポンプ施設も設けるという施設が必要K左っ

てまいbます。とういう点Kつきま しては 一 程久保川が 1級河川で東京都の管理Kなってな

タます。その水を確保するという点から、東京都が行うのが順当であろうというふう K考えま

すが、日野市としても何らかの協力をし左がら、水量を確保するという点で東京都とも今後話

し合いを続けていきたいというふうに考えますO そのほかの水道水、あるいは地下水というの

は非常K問題がどざいまして、とれはむしろ不可能であるというふう K考えざるを得ません。

それから 3点目の住民参加の点でどざいますが、私ども積極的K周辺の住民、あるいは地主

さん方と今後話し合いる続け左がら、緑の散策路をつくるというととで御協力をいただく乙と

Kなるわけでどざいますが、それ以外の周辺の住民の方々、あるいは自然を守る会とか、いろ

いろ左団体等Kつきましでも御意見があれば、そういった点はどしどし吸収していって、 よb

よい散策路をつ〈っていきたいというふう K考えてなbます。

以上でどざいますo

川はもとよ b、大栗川、乞田川すべて釣りができる状態K左っているわけであタます。できれ

ば釣タ堀の 1カ所くらい 一 計画K入つてなDませんけれども、子供たちの夢もかなうよう左

場所も、できるもの左ら追加して今後計画を促進を していただきたい。とのよう K申し上げま

して質問を終わbます。

0副議長(米沢照男君) とれをもって 8の3、程久保川の清流化促進K関する質問

を終わbます。

8の4、市職員がさらK一層生き生きと、市民サーピスを充実させるためKと問う Kついて

の通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

0 22番(竹ノ上武俊君) それでは 4番目の市職員のとと Kついての一般質問を行

0副議長(米沢照男君)

022番(竹ノ上武俊君 )

竹ノ上武俊君。

あbがとうどざいました。

います。

市職員のあ D方Kつきましては、私は一般質問で何回も要望をいたしてまいってなbます。

また、市長以下非常K努力をされてなDますので、ととさらまた再度との問題を取り上げる必

要は左いかとも思いました。しかし、( rゴマをする」と呼ぶ者あタ)2点ほど立場を改めま

して、やはD一層真剣K考えなければいけない点があるo とういうふう K気づきまして、今回

との問題を取D上げた次第でどざいます。

市の職員が生き生きと市民サービスをしていく。職場で働いていく。とのためには日本の政

治・社会をめぐる環境がよく左ら左ければいけ左い点は申すまでもあタませんo 私は、との点

についての論点がまだまだ不十分では左いかと思いまして、今回第 1点はそういう立場から質

問をしていきたいと思うわけでどざいます。

いま民間の産業K対しても合理化が、機械化その他Kよタまして相当K進行をいたしてまい

タました。いわゆる資本家本位の合理化でどざいます。とのためK大企業、中企業、零細企業

K至るまで、さまざまな労働強化の質的左変化が起とってまいってシタますO 本日は時間があ

りませんので、との点はまたいずれかの機会K送りたいと思いますO そういう中で一つの例と

して、いま 全国的K大企業の中でも大工場の中でも、自殺者が絶え左い状況になってきている

わけであタますo 自殺の原因は、も ちろん病気という理由もあタますし、いろいろあ bますo

しか し私は、いま の資本家的左人間性を尊重しない合理化のあ b方、ζのひずみから労働者の

中Kいろいろ心のひずみが出てきているO とのととも指摘して必かなければいけ左いと思う次

第でどざいます。

三次処理水の利用というな話もどざいま した。たとえ 4キロであれ 5キロ メートノレであれ、

程久保地域の自然、あるいは住環境、さまざまな公共施設、とれらを守るためには一大決心を

して、ひとつ東京都Kも要望をされ程久保の水を守っていただきたい。乙ういうふう K考える

次第でどざいます。ななまた、川が狭いというととがどざいますけれども、すでK多摩川、浅
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さて地方自治体K対 してはどうで しょうか。皆さんも御承知のように、去る 24日の閣議で

は行革大綱が閣議決定を左されま したo それよタ以前、地方行革大綱が都道府県、市町村、各

自治体K、いわゆる押 しつけという形で出てきているわけでどざいます。との件Kついてはほ

かの議員も取り上げられて合Dます。しかし、地方行政大綱ー乙の策定状況Kついては、先

日も論議がどざいましたよう K多 くの都道府県で未提出。とういうととろがあります。とれは、

一般のマス コミ も指摘 してなbますくらいK、国と地方問の矛盾が大変強ま っているととを示

しているわけであ bます。 とζ ろが、乙れK対して先ほど申し上げました行革大綱は、追い

打ちをかけるようにスピードをもって一段とテンポを早めて、いわゆる中曾根型行革というと

とで政府側の立場からはずみをつけようと したものでどざいます。 ζ ういう政治情勢を見ます

と、地方自治体K対する地方行革のいわゆる押しつけ、とれはますます一層強まっていくとい

うふう K思うわけでどざいます。

森田市長がしば しば言われているよう K、地方自治体の行政改革もちろん必要であ Dます。

私ども共産党も、そういう点ではむだを省いた効率的な民主的左行政のあり方 というも のをた

びたび強調し、 日野市K対 しで も問題提起も してまいったわけでどざいます。 しかし、それら

は地方自治法・憲法の趣旨から言って、政府のさしがねで行うものでないととは当然の問題で

どざいます。( 1"表現が悪い」と呼ぶ者あiJ)したがいまして、いま政府自治省などが行って

いる地方自治体への締めつけ、押 しつけというものKは、もちろん根本から私は反対をするも

のでどざいます。ととろが、とれらの地方行革大綱左どを通じての自治体へのいろいろの攻撃

というものは、私は、市長以下の市職員幹部、一般職員Kまでさまざま左影響を及ぼしている

のではないかと思います。ですから、私がいま申し上げましたような立場で、市の職員が地方

行革K対して対決を して市民サービスを守っていく。そういう立場K立たなければ、市民と政

府の板狭みK左っ て、やは D伸び伸びとした仕事ができな いという私は事態K左っ ていくので

はないかと思う次第でどざいますO そういう立場から二、三の質問をさせていただきたいと思

いますo

第 1点は、職場Kないていま行われている地方行革大綱。とれらをめぐる学習あるいは討論。

とういうものがどういうふう K行われているのかな聞かせいただきたいと思います。いままで

話題Kなりました小機構審議会的なものもできてきてなDますO しかし、それKは一部の職員が参

加するだけではないかと思われます。全体の職員がいまの地方行革のあり方というものについ

て、私は自由K討論を して、公務員と して正しい立場でがんばっていか左ければいけ左いと思

うわけであ bますので、何らかの形でとういう問題を職員が真剣K考えていか左ければいけ左

い。また、自由 K意見も出していけるような場が左ければいけないと思うわけです。とのとと

は、もちろん労働組合という場でも行われるべきであ夕、行われている K違いないと推察はい

た して台bます。しかし、市という立場でやは D考えるべきではないか。そのと とをどういう

ふうにな考え左のかな聞かせいただきたいと思う次第です。

第 2点は、第 1点とも関連をいたしてなりますけれども、民主的左行政改革は当然必要でど

ざいますO とれを職員参加で行う K当たっ て、どういう手だてをとろうとされているのか ー

いままでとってきてなられるのか。もし具体的左考えがあれば、その点Kついてな考えを聞か

せていただきたい。

第 3点は、市民K対するサービス改善の問題でどざいますo いま地方自治体K対して、仕事

をさせない。人減らしを無理K行わせようとする政府の動きがどざいます。それらが影響され

て私は日野市でも大変困った事態も起とっている と思われます。それは、たとえば福祉の場k

bける障害者の諸施設、あるいはさまざま左出先機関。とういうととろ K正規の職員が置けな

いという事態、がだんだんと話Kのぼってきてなbます。

ととろが、地方自治体をじかに住民が感じる場所はどとか。それこそ出先機関であり 、福祉

の施設などでどざいます。私が思う Kは、たとえば湯沢会館を例Kとってみたいと思います。

湯沢会館K窓口があタますO ととの管理を職員と嘱託左どKよって行ってbります。との方

々が市民と直接接触をされているわけです。 ζ との職員の方が日野市の行政K精通をし、そし

て、市民サービスについてよく勉強をして市民と接触をしていれば、 日野市という自治体、 日

野市の行政のあ夕方 K対する住民の理解というのは大きく変化していく場であ bます。とのよ

うな場所は日野市内K何十カ所もあるわけであります。そういう点から、たとえば湯沢会館の

窓口 Kとそ最もすぐれた職員を、正規の職員を派遣してすべての時間住民と接触をしてもらう。

そういうとととそ大事だと思うわけであ bます。あるいはまた、 1例を挙げるだけでどざいま

すけれども、湯沢会館KなふろがどざいますO 壮年寄りの人たちが毎週 1回楽しんでなられま

す。しかし、とれもいわゆる政府型行政改革というような発想が以前からあるからではないか

と思いますo な湯をわかす時間が週 1回だけK限定されている。とういうととがもし予算的K

許されるならば、大いにボイラーをたいていな湯をわかして週 2回Kするとか、住民が望むと
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きにはそういうものができるよう Kするとか。そういうとと Kよって壮年寄Dの人たちの、ま

た楽しみもふえていくわけであ bます。そういうととが現状では私は実現不可能左状態Kなっ

ている。とういうふう K考えるわけです。ですから、福祉の施設その他出先機関とそ優秀左職

員を派遣 しなければいけ左い。しかし、現状ではどっちかというと委託の傾向、あるいは体が

ちょっと病弱である職員とか、いろいろな形で人事配置が行われている例もあるわけであ Dま

す。( Iちょっと言い過ぎじゃ左いか」と呼ぶ者あ夕、その他発言する者あkJ)言い過ぎた点

もあるかと思いますが、乙れは私の個人的左感想ですけれども、優秀左職員が配備されている

と思いますO しかし、より一層とういう現場Kとそ優秀左職員を配置するO とういうととが自

治体を守る道であるというふう K考えるわけです。そうい う点で、とのよう左ととを地方行革

大綱など との関連でいかK闘い、改善を していく気持ちが市Kはあるかという点で質問をする

次第でどざいます。

第 4点は、研修のと とでどざいます。職員研修が行われていると思います。私どもも行政調

査視察というととで各市町村を回るわけでどざいます。中Kは大変ユニーク左研修が行われて

いるととろもあタますO 本日私が質問したい点は、いまの地方行革大綱をめぐる点Kついての

市の職員の学習。そういう点での研修を強めていただきたい。とれらのこと Kついてな答えい

ただきたいと思います。

以上、時間の点がどざいますので、 4点Kしぼりま して質問をいた しました。簡潔な御答弁

をな願いしたいと思います。

O~1j議長(米沢照男君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。竹ノ上武

は求められる福祉や教育のソフト左仕事、たくさん仕事があるわけであタます。したがいまし

て、一定のまた税収という 財源によって行う事業であ Dますので、絶えず一番重要な点K焦点

を当てて、そして、仕事をやっていくというとと K左るのが単年度の事業計画という ととであ

タます。別の言葉で言えばスクラップ・工ンド・ピルドという、ある部介は終わった仕事、あ

るいはもう他Kゆだねるべき仕事。あるいはとれから本当 K真正面K金をかけて取り組んでい

く仕事。とれの仕分けをしてまいらなければ左りません。そういう意味Kなきまして、ス クラ

ップ・エンド・ピノレドのとの精神を旺盛K機能させることによ Dまして、そとKまた職員参加

の理解度を高めま した実践をしていぐというふう K考えてなDます。したがいまして、言われ

るととろのとと K同感の部分もありますし、またもう少し理解を共通させなければ左ら左い部

分もあると。 とのように考えてb ります。 一層の御支挺御鞭撞をいただく ζ とKよりまして、

大き左事業を達成したいと願つてなりますので、よろしくな願いをいた します。 ( Iあれば一

言、時間があタませんので一言でな願い します」と呼ぶ者あ り)

。副議長(米沢照男君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 時間がどざいませんので私の方から補足申し上げていきたい

と思います。 1点、 2点、 3点とある わけでどざいますけれども、 日野市の職場の中で、行革

の学習だとか討論、あるいは今後の民主的な行革の推進と、こ ういうとと Kつきましては、現

在 8月の 5日から行革の調査会というものが設定されてなるわけでどざいますけれども、その

答申を受けての受け皿推進体としましては、日野市の行革の推進本部というものが、今後大体

2 4名くらいの部課長、あるいは 4役構成というととで推進の母体になるわけでどざいます。

とれを中心Kしまして日野市の、 要するに民主的といいますか、日野市の実態K即応した自主

的な行革というものを練り上げていくというふうな考え方でどざいます。との聞になきまして、

それぞれ 1人 1人の推進母体と走ります職員とのコネクションだとか、討論だとかというもの

を積み重ねてい〈と。 ζ ういうとと Kなろうかと思いますO

それから、市民サービスでとざいますけれども 、やは D行革との関係、もどざいますけれども、

だんだん職員というものが若い構成になってまいりますので、いろいろと御迷惑をかけている

面もあろうかと思いますけれども 、それぞれの職員の、市民の方と直接関係を持つ施設Kつき

ましでも、沿っしゃるとなP若い人の派遣というふうなとと等もだんだん可能Kなってまいタ

ますし、そういうふうな努力も積み重ねてまいりたいと思いますO

俊君の質問時聞は 41 7子までですので、勘案して簡潔わかタやすく答弁願いたいと思いますO

市長。

O市長(森田喜美男君 ) 私が行革の理念Kついてのみな答えを し、 その他の分は担

当の方から答えるようにいたしたいと思います。

行革の声は、左か左か今日かまびすしいわけであります。とれは、本来日常的Kやるべきも

のであり、われわれも日常的Kとれまでやってまいってなタますから、しDをたたかれるとい

うようなととは考えていないととろであ Dます。 したがいまして、行う行革は絶えず市民K向

かつて行うと。また、自治体の経営VL:j甘いて一昨日も述べましたとな夕、発展途上のわが日

野市であります。なすべき仕事まさ K山積いたして合ります。建設面のハードの仕事、あるい
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4点目 の学習につ きましでも、さ っき1------2点で申 し上げま した形の中で、研修の中K取 b

入れて実施 してまい Dたい ととう思 うわけでどざいます。

以上でどざいます。

いませんか。

0副議長(米沢照男君 )

0 22番 (竹ノ 上武俊君 )

竹ノ上武俊君。

いろいろ努力する旨の御答弁をいただ きま しでありがとう

c r異議なし」 と呼ぶ者あタ 〕

0副議長 (米沢照男君 ) 御異議ないもの と認めます。よ って暫時休憩いた しますo

午前 11時 39分休憩

午後 1時 6分再開

休憩前K引き続き会議を開きます。どざいますO 本日は 1時間くらいで終わる予定でどざいま したが、持ち時聞いっばいK在っ て

しまいました。最後K一言要望を申 し上げてなきたいと思います。

何 として も市の職員が生き生き と仕事を してい くと い う根本は、私は、憲法を市政、そ して、

暮ら しK生かす と。 との精神では左いか と思 うわけでど ざいます。 ですから、そ ういう意味で

は、いま中曾根内閣が行 っている地方行革大綱は、 あらゆる面から見てそれを侵すも のでどざ

います。ですから、日野市の職員は市長以下、地方行革大綱のね らう 中身をよく 見抜いていた

だいて、市民の暮ら しを守る立場からひ とつ市民サービ スK努めていただきたいと思います。

ですから、研修をする Kしでも、政府が行なうと している、いわゆる括弧つきの行政改革Kつ

いて勉強すると、 とれでは足タないわけでどざいます。自治体を守る。そ して、市民生活と市

民サービスを守るという観点での、やはタ研修という こと を、私は日野市K砕いては十二分K

行う必要があるのではないかと思いますので、そういう点で、ひとつ幹部職員の皆様の努力を

台願いする次第でとざいます。日野市役所になきま しで も、たとえばと との数年間で数名の自

殺者左どがあります。もちろん個人の理由によるものでどざいますO しか し私は地方公務員の

皆さんがサラ金等K関係をするとかいうようなととがあっては左ら左い。やっぱり日野市Kあ

っては市役所の職員は模範的な労働者でなければならないというふう K思いますO ですから、

そのためKは市役所の中K沿いても、生きがいとか仕事とか人生とかいうと とが伸び伸びと話

し合いができる。合互いK相談もできる。のみ屋K行かなければ悩み事が話せないというよう

左ととでは左くて、生き生きと した職場。とういう市役所をつくっていただくととを皆さんに

台願いを し、 また、私ども住民も協力努力するととをな約束いた しまして、本日の一般質問を

終わタます。

0副議長(米沢照男君)

0副議長 (米沢照男君 )

とれをも って 8の4、市職員がさらK一層生き生きと、市

一般質問 9の し 「住むとと が悦びであタ誇タ である町」をつ くるためK、高齢化社会と新

しい福祉のあ D方Kついて問 うKついての通告質問者、橋本文子君の質問を許 します。

C 1番議員登壇 〕

0 1番 (橋本文子君 ) 議長のな許 しをちょうだいいた しましたので、それでは早速

1番の質問に入っ てい きたい と思います。

「住むとと が悦びであタ誇Dである町を」 という報告書が出されま して、福島議員の方から

も大変全体Kわた って詳 しい質問が行われたわけですが、私は、 ζ の中で特K福祉という点K

ついて質問を していきたいと思います。

まず 1点目は、生活援助サービスのシステム化についてというととで£、伺いをしてい〈わけ

ですけれども、 9月の 15日の敬老の日の前VC- 1 0日の日でしたけれども、 日野市では敬

老大会が行われました。午前中 と午後、ほぼ満杯の高齢者の方々が集まられて、大変楽しい雰

囲気で会場いっばいに笑い戸が満ち満ちて、本当 K有意義左会だったと思います。市民会館の

いすの座 b心地のよさもあタま して、 皆さんも大変表情豊かで、私もその会場VC;j;，....!?ましたけ

れども、 よかったなあというふう K思いま した。でも、 よくよ く考えてみますと、敬老大会は

年間通 してたった 1日だけなんですO あとの 36 4日Kついては、 日々の日常の暮らしの中K、

果た してな年寄り K生きる喜びがあるのかどうか、 というととを考えてみたとき K、やはタ私

はひっかかるものがあるよう K思います。

戦後 40年間を経過 したいま 、かつて人生 50年と言われたものが、いまでは 80年という

時代を迎えま した。ですから、高齢者がどんどんふえるわけですO 老人福祉のあ夕方が、いま

在宅の方向へと向けられていて、その転換が迫られているととも事実としてあるわけです。財

政的K困難な ζ ともあ Dますので、安上がタ福祉をねらったと、政治的な意味での反対論もあ

タますけれども、いまの現状を考えてみますと、やはタさまざま左理由があって老人福祉問題

民サービスを充実させるためKと問う K関する質問を終わタます。

な諮りいた しますo 議事の都合Kよタ暫時休憩、いた したいと思いますが、 とれK御異議どざ
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は転換期があっても不思議では左いというふう K一方では私は考えています。

そとで、一番大切左のはな年寄D自身のな気持ちゃら願い、それらをどんなふう Kくみ上げ

ていったらよいのか。どうすれば一番喜んでいただけるのか。 施設についてはどんなふう K考

えてなられるんだろうか。さまざま左思いを持ちながら、私たち自身も年老いたときに安心し

て、しかも喜びのある暮らしができるよう左日野市をつくっていきたいというふう K思います。

そ して、 多くの台年寄 9VC伺ってみますと、やはり生まれ育った地域を離れたく左いというの

が大抵の方から伺えるわけです。老人ホ ームへ行くよ bも、そのまま 家庭K住んでいたいんだ。

しか し、その一方では 58年度の統計Kよりますと、 1人暮らしの台年寄タが 26 9名いら っ

しゃるわけです。家で暮ら していたいといっ ても、 地域を離れたくない といっても、 実際K高

齢化したな年寄りがたった 1人で住んでいく という のは、いろんな意味で不安が残されてしま

います。そ して、いま施設か在宅かという二者択一的な考え方で人々が老人問題K切タ込んで

いるようですけれども、それKついても 、そう簡単K割り切れるものでは左い というのが私の

考えですO

先ほども少 し竹ノ上議員の方からも触れてなられま したけれども 、日野市民の健康状況を死

因別K見ますと、いわゆる 3大成人病と言われるガン、脳血管疾患、心臓病の割合が高い とい

う点が、との一応報告書では指摘されています。ちなみVC1970年の全国平均では 54.7婦

というのが、とれが全国の平均ですけれども 、日野市の場合は 61. 1冊。 1980年の全国平

均を見ますと 62.3 % VC比べて、 日野市の場合は 68.8%というととで、 やはタ全国K比べる

と高いという数字が出ています。また、高齢化率という点から比べていきますと、全国K比べ

て全体的Kはやや低いというととなんですけれども 、町丁月IjVC見ますと昨年度の場合日野台四

丁目、ととが 65歳以上の台年寄タが 17.9婦です。

それから、豊田の四丁目 K行きますとやはり 12.1%0 3番目が南平一丁目の 10.4婦という乙とで、

か左り高齢化の進んだ地区も部分的Kは見られるわけです。年取ったとき一番心配左のは、1メ暮ら し

K左って病気Kなったときというととではないでしょう刀、ですから、 乙の報告書でも将来K向けて周到

な準備をする必要があろうという指摘カ汗官フれていますO ちなみK全国の寝たきタ老人が48万人いると

言われている中で、そのうち特別養護老人ホーム Kは 11万人。病院K入つてなられる方が

1 0万人o 家庭で寝たきりの方が 27万人というのがいまの日本の実態でどざいますo

そとで、との報告書の 46ペー ジを見るわけですけれども、 46ページのとと ろにサービス

のシステム化というととが指摘されてなタます。あらゆる意味で暮ら しゃ、あるいは病気K左

ったときの意味も含めて、あ らゆる角度からサービスをどう徹底させたらいいのか。それをシ

ステ化する必要があるであろうというととが指摘されているのだというふうに私は読み取りま

した9 そ ζ で、との点Kついてどのような具体的な策を考えてかられるのか、第 1点な伺いを

したいと思います。それが第 1点目でどざいます。

それから、 「日野市老人実態意識調査JVCよタますと「も しあ左たが病気や寝たき 9VCなっ

た場合、介護してくださる方はいますかJという質問K対しまして、一般の合年寄タ では80.2

%までの方は、一応家族 とか親戚の人、あるいは友人知人が何とかや ってくれるというふう K

答えて卦られますけれども、 1人暮ら しの老人の場合はぐっとその率が下がタまして 60.2 % 

Kなるわけです。ですから 40 婦の方は寝たき 9VC左った場合、介護してもらえ左いんだとい

う答えを出されているわけです。

いま 厚生省では老人福祉K対 しましては在宅の方向へと、先ほど申し上げましたよう K転換

が図られ始めています。施設がいいのか家庭がいいのかと聞かれれば、当然だれでも家庭と迷

わずK答えられるはずです。しかし、それが必ずしもすべてのな年寄り K許され左い。家庭K

いたいと思っても 1人暮ら しではどう Kも左ら左い。そういう実態の中で 1人暮らし、あるい

は 2人暮らしの老人がふえてきたいま 、幸せ左老後の保障というのはどういう形で行っていっ

たらいいのか。ホームなどは、 ζれまで大抵山の中とかへんび左ととろKつくられていました。

それが常識だというふうに思われてきたわけですO しかし、その地域で暮らしたい ・一 高齢者

の定住意向というんですか、その定住意向を満たすためKは、またどんな施策が考えられてい

るのか。私はぜひとも 2点目 VC;J:;、伺いをしたいと思いますo 老人ホームとか、それは病院とか、

あるいは家庭を有機的Kとらえる中で別々 K考え左いで、それぞれの個別Kどう対応できるの

か、その辺が伺えれば私は大変あタがたいと思いますO それが 2点目でとざいます。

さらK、 3点目といたしまして、 1人暮らしゃ高齢者同士の、先ほども申しました ー たっ

た 2人で暮らすと。壮年寄りだけで暮らすというその人たちの生活の手助けを、市のホームヘ

ノレパーとか家政婦協会Kよって介助サービスが行われているわけですけれども、まだまだ、十分

では左いと。一生懸命なさっているんですけれども、十分ではないというのも実態ではないか

と思います。よ Pよい介助サービスの体制づくり 、また、サービスの質の向上。との辺Kつい

て今後の施策をb伺いいたしたいと思いますO それKはヘルパーさんの数左んかも、いまの人
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数でいいのかどうかな伺いをしたいと思います。とれにつきま しては、日野市では身の回りの

ととが全くでき左いな年寄タが、いま一体何人いらっしゃるんだろうか。それから、それK対

してホームヘノレパーさんがな世話を しているはずですが、何人でどう対応してなられるのか。

改めてととで合伺いをする中で、いい方向を見つけていきたいという ふうに考えま す。

それから、 4点目の質問といたしまして、 1人暮らしのな年寄タが安心 して住める小規模住

宅 というんでしょうか。それも、 集合住宅の建設が私はやは b早急K望まれるというふう K思

っています。とれKついての計画はあタますかというととで 4点目 K台伺いをいたします。持

ち家のある方は、またそれ左タの対応、の仕方もあると思いますけれども、持ち家の左 い場合K、

食事のサービスと か介助サービ ス等、いろん左角度からどん左施策を考えていただける のか。

それは、今後K対して私は期待をするものですから、ぜひな伺いをしたいと思いますO

それから、最後Kそれらを答えていただいた後K、今後の行政の姿勢といいますか、今後の

あb方についてな伺いをしたいと思うわけですけれども、いまとと K r婦人新聞」というのが

あタます。 9月の 25日号ですから、ついなとといのものですけれども、福祉のあり方 として、

基本が二つ挙げられています。その第 1は、福祉を求めるその人の個人と しての存在、個別性の尊

重である。介護や費用負担の責任を家庭K負わせるとと Kよって当事者が抑圧されるよう左と

とがあっては左らない し、 家族のない 1人暮らしの高齢者や障害者も 、どん左状態でも地域で

あたりまえのと ととして、ともに生きられるのでなければならないという ζ とが第 1点。それ

から、第 2点目 Kは、そのためK、その人の暮らしの場である地域・生活圏で医療、 リハビリ

テーション、介護サービス、居住の場がネットワークされているととである。その地点から病

院、とタわけ公的病院、保健サーピスの現状、非常勤職化されているホームヘルプ制度、大規

模施設と してしか建てられないままでの特養ホーム、それらは、いま見直す時期ではないかと

いうふうなことで、二つの指摘がとの新聞ではされていますけれども、 5点目の質問K対して

は、今後の日野市の行政の姿勢を、ぜひともとれは市長の方からな伺いできればと思います。

以上、 5点Kついてまずむ答えをちょうだいしたいと思いますO

。高Ij議長(米沢照男君) 橋本文子君の質問Kついての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) な答えいたします。御設問の「住むことが悦びであ夕、

れませんが必答えをしていきたいと思います。

広報「ひのJ9月 1日号K、市長の署名論文「高齢者の社会参加を積極的K迎え よう」とい

うことで掲載されてなタます中でも、日野市の老人憲章では、老人を理解 し、老人の生きがい

がある日常を保障する内容を決めている。その中でも、特K地域の自治体 としては、日野市民

自治学園、あるいはことぶき学園、また、かしの木学級、また、自 然に親 しみながら健康増進

のための老人農園、また、宿泊施設としてのかしの木荘、また、福祉的労働の場を提供するた

めの日野市の高齢者事業団と、とのよう左ものについての展開、その中での老人K対する生き

がい、あるいは仕事を求める対応、 ζのよう左ととを日野市としてはいろいろと考えて現在ま

でやってきたわけでどざいます。

その中で、地域社会K老人が定着したいという御希望のあるというととは、今回の出されま

した「日野市行政調査報告書」の中でも、 約 90冊以上の方がそのような意向を持つてなられ

ると。とういうように拝見してなDます。こういう中で私どもといたしましては、いずれ来る

べき高齢化社会一現在日野市では、地域的左まばら左ものはどざいますけれども、 総体的K

はまだ 65歳以上の方が 6%台。いずれかは 1割を超すであろうと。とういう状況の中で、高

齢者のための福祉サービスそのものをどのよう K展開するかということ Kついては、日どろか

らいろいろと考えてきているととろでどざいます。

高齢者のための日常生活援助というとと Kつきましては、目的別K援助サービスが実施され

ているわけでどざいますけれども、その中では老人家庭奉仕員の派遣事業、老人の福祉電話、

また、老人λ浴サービス、また、自動火災報知機の設置等いろいろとやってなタます。 ζのよ

うな福祉サービスをやっているわけでどざいますけれども、市民サイドから見た場合Kは、非

常K高齢者関係の事業の窓口化の 1本化がなくれているとか、あるいは対応が非常K不都合だ

と。とのようなととも言われてきてなるわけでどざいます。そういう状況の中で、住民ニーズ

の多様化K対応する行政施策の内部的な調整と。 ζ ういうようなこと Kついても、今後とも十

分K考えて生活援助サービスが順調Kいくよう K、ま た、関連事業K係る窓口の 1本化等につ

いても、十分K検討し左がら今後検討してまいタたいと。とういうぐあいK考えていると ζ ろ

でどざいます。

2番目の御質問にあタました 1人暮らし老人K対する今後の定住志向をどのよう K満たすか

と。 ζ ういうことでどざいますけれども、とれKついては、日野市では現在いろいろ と施策を

誇タである町」をつくるためKと凶うことでの、高齢化社会へ向けての福祉施策のあ D方Kつ

いてというととでどざいますけれども、御質問K何点かありました中で、多少前後するかもし
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行ってきている中では就労対策、また、生きがい対策等がどざいますけれども 、今後寝たきり

になった場合K、さらK安心して生活ができるよう左在宅サー ビスO とれの方向での施策の展

開が、ますます重要K左っ てきている というぐあいに考えているととろでどざいますO そのた

めKは、先ほど御指摘のありま したよう左ホームヘノレプサー ビス、 ζ のよう左ものをさらK充

実させてい〈というとと Kついても重要左ととだと考えて:j;--!Jます し、 さらK、家庭で介護で

き左〈在った方の、老人ホームへの収容が可能左ような施策も今後とも考えていく必要がある

だろうと。とれKついては特養老人ホームの設置、あるいは枠の拡大。現在、枠が狭いためK

待機して£、られる方が四、五十名£、られるという状況でどざいますので、乙れについてはさら

K枠を広げる努力を進める。また、日野市Kも特養老人ホームの誘致等Kついて真剣K考えて

いくというととがますます必要KなってきてなDます。また、それをキーステーションとして

の福祉サ ー ビスの展開。こういうこと Kよって、近くの方 K利便を与えると。そういうような

ととも必要だと。また、衣食住という中での食の確保。とれは、給食サービスというようなも

のも必要だと思って企タますし、とれKついても早急K対応していきたいというぐあいK考え

ているととろでどざいますO

また、 3番目の、今後ホームヘルパーをふやす必要があるんじゃ在いかと。とういうよう左

御質問でどざいますけれども、現在ホームヘノレパーは 6名。そのうち 3名が老人、 3名が心身

障害者。その方向へ向けて ホームヘノレプサービスを展開 しているわけでどざいますが、そのほ

かにも家政婦会等K委託を した家政婦の派遣事業。とれも 、所得制限を徹廃する中での事業と

して展開をしているわけでどざいます。現在、寝たき夕、または介護の必要在方が 300名前

後というぐあいK私ども考えてなDますけれども、そういう 方K対 して十分か と言われますと、

決して十介では左かろうかと。とれは、現在急速K迫ってくる高齢化の波を対応しているわけ

でどざいますので、まだ、まだ不十分な点がた〈さんあると。緒Kついたばかbでどざいますけ

れども、今後ホームヘルプサービスについては、さらK量質とも K内容改善をしていく必要が

あるというぐあいK考えてなbます。

4番目の、 1人暮ら し老人が安心 して住める小規模住宅の建設Kついてはどうか とO との御

質問Kつきま しでも、もうすでにいろいろと考えてきて:j;--!Jますけれども、確かVCl人暮らし

老人、あるいは老人の方が民間アノごー 卜の所有者から嫌われると。とういう状況Kついては私

どもも存じてなタますし、それが家族関係が不安定だとか、あるいは火災事故が起きやすいと

か、家賃の支払いが不安だとか、あるいは非衛生だとか、自閉的で非協力的だとか、いろん左

事情で嫌われていると O ζ ういうようなことも調査の中で出てきてなDまず し、その解決策と

しては、身元保証を市がやるか、あるいは民間アノミートを一括して借 D上げてやるか、あるい

は軽費老人ホームのB型をつくるか、また、市営住宅を建設するかと。 ζ ういうような問題K

ついても、やはタいろいろの方法があろうかと思つてなります。御指摘のよう K小規模住宅

ー とれはいろんな対応の仕方があるわけですけれども、当面民間アパートの一括借 D上げ等

を十分K考え左がら、その中で条件としては公衆浴場K近い、または、 交通の便のいい ととろ、

近く Kマーケットや公共施設がある ととろ等を、場所の制約もどざいま すけれども、 そういう

ととろで考えていく必要があろうかと、とういうぐあいK考えてなる ととろで どざいます。 今

後これKついても十分K検討を進めて、 1人暮ら し老人が安心 して生活できるような小規模住

宅については検討していきたいと、とういうぐあいに考えているととろでとざいます。

。副議長(米沢照男君)

0 1番(橋本文子君)

橋本文子君。

市長Kは後でな答えいただきましょう。

いまなっしゃった中で、いろいろ将来K向けて考えてなられるととが話されま した。窓口を

1本化ーとれは、 前K私は福祉の問題、特K高齢者問題というととではな〈て、福祉関係を

すべてその人のと ζ ろK行けば"ーあ 左たの問題についてはどとに行けばやっていただますよ

というふう在、いわゆるあらとら一-何ていうんでしょ う。

なろなろし左いで 1人窓口を設けでなけば、大変市民Kとってはあ Dがたいサービス (ζ左る

んじゃないかというふう K御指摘をし、な願いをしてないたと思うんですけれども、窓口の 1

本化と 、いまも部長なっしゃいました。とれは、早急、Kぜひやっていただきたいとと 7ピという

ふうに思いながら伺ってきたわけですけれども、家政婦の派遣事業と、それから、へノレパーさん

の介助ですか。とれは 300人の£、年寄り、寝たき夕 、あるいは身の回りのととができない方K

対して 6人の方でやるというととは、つま!J1人が 50人めんどうる見るというとと Kなbます。

たとえば、日本の例でそういうのがあればいいんですが、スウェーデンのマノレメ市という市

のととをちょっとな話したいと思うんですが、マルメ市は人口が 23万人いるんです。そのう

ち身の回りのととができないな年寄Dが 1，40 0名いらっしゃいますO ホームヘノレパーさんが

何と 400人もなられるわけです。それKプラス 、ホームヘノレパーリーダーというのがさらK

1 3名公られまして、いろいろ御指導をしていらっしゃいます。つま タ1人が担当なさるのが
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せいぜい 3.5人というと とに左るんです。それK比べて もう大変 10倍以上の方をめんどう 見

なければいけ左いというのが ー とれは 日野市だけでは左いと思 うんですけれども、とて も行

き届いたサービスができるとは思えないというふう K私は考えますo さらK、マノレメ市の場合

で見ていきますと、大体へノレパーさん週K30時間労働 というと とで、月給が 20万円程度。

そして、たとえば家族Kそういう寝たき bの人が出て、 だれかが世話を し左ければいけない。

仕事をやめて家族の世話を しましょうといった場合Kは、その方K対 しで もへノレパーさんと同

じだけの 20万円というのが支給をされると い うふう左 こと で、仕事をやめて家族のめんどう

を見るから、とてもそん左 ζ とは暮ら しが成夕立たないから困るといういまの日本、あるいは

日野市もその例外では左いわけですが ー やり方ではと てもな年寄りが将来安心 して住める状

況ではないだろうというふう K私は思います。ですから、 とういう先進国ですか ー 先進国の

やっていらっ しゃる内容Kついて少 し研究を してほ しい左あというふう K考えています。

それから、その辺それは要望としてな話ししてなきたいんですけれども 、一つ質問をさらに続

けたいのは、たとえば特養ホームKしでも、大きなホームをつくっ て、 そと Kたくさんのな年

寄りを、いわゆる収容するというふうな感じで入っていただいて、健康なときはいいんだけれ

ども、病気Kなったら、そとでさえ追い出されて しまうというのがいまの現状ですcです

から、私が思うのは、地域で暮ら したいとか、余りいままで住んでいた所から遠く離れたくな

いという公年寄り K対しては、やはD小学校区ほどK小さなホ ームが、それもそんな Kしっか

りしたホームで左くていいと思うんです。だれでも気楽K出入タできて、地域の人が気楽K訪

ねられて、 しかも、 家Kも簡単K帰ったり入ったDというふうな気楽なホームが小学校区ほどK

できるというのが、私はとれからの社会のニーズK対 してはあたタまえでは左いかと思います。

明治の初めK小学校がつくられたとき Kは、本当にやっば bそのくらいの小刻みでないと、子

供たちを教育するのKは大変だというので、子供たちの対策がいまの小学校という形で出てい

るんですけれども、な年寄り Kついても、もうそろそろそういう考え方が出てきてもいいんで

は左いかと私は思います。ですから、入ったら入りつば左 しKなるホームではなくて、何日か

ホームで暮らしたら、また家族のいる人は家庭K戻って何日か暮ら してみる。あるいは夏休み

とか冬休み等、家K戻って、また、後はホーム K戻って暮らす。かなタ自由の出入 _!?Kできる

ホームというんでしょうか。そういうアットホーム的左小さなものが小刻みKできるというの

が、いわゆる地域ぐるみでみんなで暮らしてい〈んだ。みんなでとも K生きていくんだという

考え方を満たすためKは、それが一番いいんじゃないかというふう K思うんですけれども 、そ

うい うふうなと とを考えてみよう というな気持らがあるかどうか。 1点再質問としてお、伺いを

していきたい と思います。

それから、たとえばまた外国の例で大変恐縮左んですけれども 、ヘノレパーさんのセ ンタ ーと

いうのがスウェーデンあたタではつくられているそうですo そして、そのセンターには、いつ

でも 1人暮ら しのな年寄タがベルを押せばつ左がるように左っていて、そのベノレの、たとえば

9回ベノレが鳴らされてヘルパーさんがすっ飛んでいく。そのうちの 98回はトイレ K行き たい

のだけれどもよろ しくと。 ζれが地域K小刻みKできたセンターだからできるんだというふう

K思いますO もっと他の 2回は、じゃあどういう要望かといいますと、今夜テレビがなもしろ

いのがあ bそう左んで、 との番組が終わったら寝かせKきてくださいとか、 全くひと bで動け

ない方も、 1人で暮らせるよう左状況がマノレメ市というととろではつくられているそうです。

ですから、寝たきタの場合を例Kとbますと、朝へノレパーさんが出向きますo 3.5人ですから

それが簡単Kできるわけですけれども、まず、行けば窓、をあけて空気の入れかえをする。それ

から、ベット、、から起としてあげる。好みの服K着せかえてあげる。それから、車いすK乗せて

あげて、 トイレの世話を したり 、あるいは朝食の準備をするO そして、またな昼K来ますねと

いう形でーたん帰られる O その間Kへノレパーさんは 3人のととろを回られるわけですけれども 、

また昼になれば再びへノレパーさんが 1人暮らしの・ー 車いすで 1人で暮らしていらっしゃる長

年寄タを訪ねて、今度は車いすを押して散歩Kな連れする。あるいは、そのセンタ -Kはレス

トランだとか散髪のできる施設だとか、それからまた、娯楽のできる部屋だとか、いろん左も

のがつくられていて、そとでしばらく遊ぶとともできると。また、それが終われば家K:j:i'連れ

して夕食の世話をし、また着がえのな手伝いをしてベッドK寝かぜてあげる。とういうふうな

システムが実際Kできているんです。マルメ市は 23万人ですけれども 、本当 Kやる気K左れ

ば日野でもできるんじゃないかというふう K思います。ですから、先ほどの小刻みK小さなホ

ームをちょとちょと、そして、地域の方がいつでも出入りできる。そして、家Kも行ったタ戻

った bでき るとい うふう左ホーム Kついて考えていく £、気持ちがあるかどうか。いろいろむ話

しましたけれども、そう いう観点からもう一度そとのととろをな答え願いたいと思いますo

0副議長(米沢照男君 )

0福祉部長(高野隆君)

福祉部長。

ただいまの御質問のような施策の展開というととは、本
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当K望ましい状況かも しれませんが、現在日 野市Kはまだ特養ホームはどざいませんし、今後

どのようなホーム をつ くってい ζ うかと。 この辺のととろも今後考えていかなきゃ左らない問

題だろ うと考えてなタますO ζれは、 そう大きなものをつ くってと い うととでは左 くて、小さ

い左がらも 、やはタアッ トホー ム的なものをつ くっ ていきたいと思 って会タ ますし、 小学区ど

とKとい うととKなbますとー 現在、至誠老人ホームでデイ・ホ ームサービス ですね、御老

人のO とれは、活動が鈍 くなって きつつある御老人。そうい っちゃ左んですけれ ども、 痴呆性

K左bかかっ てきて去られるよ うな御老人の活性化を目指 して、至誠の方でやっているサービ

スでどざいますけれども 、とう いうよう左ものも今後市Kはたくさん必要K左って くるだろう

というととも 、われわれ内部ではいろいろ論議 してなります し、 とれは、ポス トの数ほど保育

園というよう左時代から、さらK今度は街j老人のためKたくさん施設をとい うような時代Kだ

んだんなっ て くるわけですけれども、とれは、日野K限 らず日本全域やはり急速に高齢化して

きている中で、早急Kは実現 しない問題ではなかろうか。 しか しながら、先進例もどざいます

し、 すでK都内でも中野区ではクア付住宅の検討K入 ってきている。すでに 50年から老人ア

ごー トをつくった中で 10年経過した中では、すでKクア付住宅、生活相談員を設置する中で

そのような問題を処理 している と。とのようなととろも出てきている状況でどざいますので、

そのようなことも先進例と していろいろ参考Kし左がら、今後の向かうべき方向は、やは D地

域どと K御老人が生活しやすいよう左システムをつくっていくと。とういうよう左ととも必要

だろうとo 乙ういうぐあいに考えてお>!JますO

また、ホームヘルパーセンターというようなものもーとれは他国の例でどざいますけれど

も、まだまだ日野としてはほど遠い問題では左いかと思いますが、今後とのような問題、果た

して民間でやるのか、あるいは公私の協力の中でやるのか。あるいはどのくらいの数のものを

どとへ設置するかというよう左問題Kついても、さらにネットワークの問題もどざいますで し

ょうし、今後の検討課題だというぐあいに考えてなbますo

0副議長(米沢照男君 ) 橋本文子君。

やる気Kなれば私は日本の中でも ーー やっ てしまえば簡単Kできるんじゃないかと逆K思って

います。 その うちそのう ちとい うん じゃあ、在かなかむずか しいというふう K思いますので、

ぜひとれま での部長のな答えKあわせて、 さらK市長の方から、今後日野市の中のな年寄りの

福祉問題、行政の姿勢として どん左ふう K台考えを持っていらっ しゃるのか。全体を大きくつ

かんだ上で、 さらK具体的Kとういうととを考えているというととがなあり K在れば、それも

含めて御答弁をいただきたいと思います。よろ し(i;、願い します。

0副議長 (米沢照男君 )

O市長 (森田喜美男君 )

市長。

高齢化社会K突き進む今日の状況でありますが、狭い意味

01番(橋本文子君) 福祉部長も大変将来K向けて明るい施策を持つてなられると

での高齢者行政、それはまた、その中の・一 長寿の時代ではあ Dますけれども 、自立可能な老

人をなるべく多〈生活されるような、そういう大きな施策 とそまず第一義的であるべきではな

かろうか ととう思いま す。つまタ健康と生きがいを提供するとo 社会参加を積極的K迎えよう

というのはそういう分野であタます。また一方 K自立の不可能な老人層が社会Kは実存するわ

けであタますから、その方々 K も、もちろん生きがいや健康というととの働きかけはし左けれ

ば左りませんが、現実K独居老人 - 1人暮らしの方、あるいは寝たき Dの方、あるいは痴呆

の方、いろいろの段階がまた少数であってもあるわけでありますO したがいまして、それぞれ

K適切なサービスシステムが確立できるというととが望ま しいわけでありますが、日本の場合、

社会福祉を大き く重点と したというととでもあタませんので、特K新しい老人を迎える社会と

しては、まだ制度も幼稚かも しれません し、 また、施策K現実的左確立ができてないというと

ともあるわけであタます。自治体の地域行政といた しまして、 とれはまた一番切実左仕事 一

行政の分野でもあ bますので、適切にとれから対応をしていかなければなら左いととう考えて

なります。そとで、基本的左もと K左る理念といたしましては、老人憲章というふう左ととを

定めま して、それK照ら して具体的左施策をど ういう形で展開をしていくかというととが、 シ

ステム化K相当するものだと思つてなります。

具体的K住宅の問題、それから、食事の問題、あるいは生活介護の問題、また、療養を要す

る場合の問題、いろいろクースがあるわけであタます。また、それがダブるケースももちろん

考えられるわけであDます。きわめて単純ではないというととであタます。したがって、なる

べく行き届いたととが最終的Kは望ましいわけであタますから、それK向けていろいろと努力

をするというとと K努めるのが、 とれが老人行政の基本姿勢だ と思 つてな りま すO 住宅K当た

いうととで、中野区などの例も引かれて企答えをいただきました。あ Dがとうどざいました。

他国の例をそう急、K取タ入れられ左いとなっしゃる部長の台話もわから左いわけではないん

ですが、そういう言い方していると、いつまでたっても本当 Kでき左いだろうと思うわけです。

n
L
 

qa 
qο qο 9

d
 

咋

J



りま してはホー ムの提供、それが老人ホームであDま した夕 、あるいは老人アパー トでありま

したD、 とれらは自治体Kよタま して、 最近民間アノごー卜 の借タ上げ等で早速やっ ている とこ

ろもあタますので、そういうと とも考えてみたい と思います。それから、日野市内K老人ホー

ムが少ないわけですが、市内Kあタますホ ームK先般高齢者のな祝いに上がタま した際K ー

もうすでK経験積んでなられますので、左金時代の要請K沿って拡張であ bます とか、あるい

はもう一つ社会福祉法人として事業を始めていただけま せんで しょうか という ととを当たって

みましたととろ、近いうちKそのよう左ととを考えて合る というふう Kも言われてなタま した

ので、ぜひそういうふうな ー・ すでK施設の経営者である方 Kも努力を していただきたいと 、

とのように思いますO 可能左方法をひとつぜひ探 していとうというととです。それから、食事

のととも、とれまた切実左ととであ Dます し、また、毎日のととでもあタますので、 1日1食

給食する程度の事業を始めようというととで、いま対象者、とれの状況を把握すると とが第ー

でありますので、そのよう左ととを主管課Kは求めてなるわけであタます。

ホームへノレパーの数をふやすというととは、きわめて早速Kやれるととでもありますので、

正規職員Kよるホームヘノレパーというととは、現状ちょっとむずかしい面もあDますから、何か別の方

法も考えて 一 つま D手が行き届くというととで検討してみたいと、とう思つてなbます。

.:jo~.:jo~むね以上のようなととでどざいますが、 とれからの高齢化社会迎えま して、 今回の 「行

政調査報告書JKも、との執筆を担当していただいた方が、新しい時代の老人福祉行政という

とと K対して研究をしてbられますので、ぜひな力もなかタしたいと思つてなります。 r生活

こそ健康の基礎であるJと、とのよう K書かれてなタましたD 私は、とれは 「健康とそ生活の

基礎」かというととじゃ左かろうかと思っていま したけれども、やは!J r生活とそ健康の基礎

であるJという方が、との人の指摘されている強い趣旨ではなかろうかととう思つてなbます

ので、そのよう左考え方K立って今後も努力をしたいと 、 とのよう K思つてなbますo

だいたと思っています。それから、な食事Kついても 1日1食からでもと Kかくやタたいとな

っしゃっていますので、対象者が 1日でも早くつかめて、いち早くとれが実施できればという

ふう K希望いたします。またヘノレパーの増員Kついても、いまの制度ではむずかしいかもしれ

左いけれども、何らかの形でふやす方法を考えたいというととでどざいますので、私も本当K

そう していただきたいと思いますO

堀越栄子さんという方の書かれた文章をち ょっと読んでみますと「日野市にとって必要左 ζ

とは、高齢化社会を迎えるに当たっ て全市民の生活政策目標を確立 し、 地方自治体の主体性を

持っととであろうJ r主体性を持っととであろう」という、ととのととろを私は大変いい言葉

だというふう K思いました。それから、 「自立K支えられた共生J r共生K支えられた自立」

つま bとれの読み取 D方として、自立可能な老人とか、自立不可能左老人とかいうとらえ方で

は左くて、自立というととは、つま D支える人がいればそれは自立左んです。ひと Dで何かが

できる ζ とが自立では左くて、 1人の壮年寄りがいて、 1人の寝たきりの人がいて、その方を

支えて生きていく ζ とができる形がとれればそれが自立左んですo だから、たった 1人では自

立でき左い方も、 2人でなら自立できるというととがあタます。そして、周りで支えれば自立

ができると。だから、そういう乙とが「自立K支えられた共生、共生K支えられた自立」とい

う言葉の表現K左っているんだろうと思います。そして、とれが一番大事左理念では左いかと

いうふう K思いますO との理念K基づいた社会サービスが今後日野市の中で行われるならば、

私たちも安心して年老いていくととができるんじゃないかというふう K思いました。

どうも本当にあ Dがとうどざいました。今後の施策K期待をいたしましてとの質問を終わら

せていただ、きますo

O副議長(米沢照男君) とれをもって 9のし 「住むととが悦びであ b誇りである

町」をつ〈るためK、高齢化社会と新しい福祉のあり方 Kついて問う K関する質問を終わbま

0副議長(米沢照男君 )

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

どうもあ bがとうどざいま し，た。

す。

住宅等は民間アパートの借り上げ等、あるいはまた、いますでKやっていらっしゃる経営者

K対して、社会福祉法人の形で民間活力を生かすというとと Kなるんでしょうか。そういう形

Kしろ、まずは第 1歩始め左ければ、いきな D市でつくるというのも大変でしょうから、一つ

ずつやっていけばいつかはできるというととで、私はとの住宅の問題も大変いい御答弁をいた

9の2、中国残留孤児及びその家族の受け入れ対策Kついて問う Kついての通告質問者、橋

本文子君の質問を許 します。

01番(橋本文子君) それでは第 2の質問K移らせていただきます。

9月9日の 「読売J r毎日」の両紙Kは「中国孤児 2班来日」あるいはまた「残留孤児 8次

調査団第 2班が来日」 左どの見出しで、肉親のぬくもりを求めて中国民航機で来日した遼寧省
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組の 45人が成田空港K着き、宿舎の国立青少年センタ -VC落ちついた記事が載っていました。

との方々は、すでK肉親K会えて 40年間の空白を一挙K取タ戻された方、また、求める肉親

K最後まで会うととができずK、さびしい思いをされた方、それぞれ喜憂ともどもの思いを抱

き左がらーたんは中国K帰られました。

そもそも日露戦争の勝利の代償と して残された多 くの人的経済的左損失を埋めるためK取タ

組んだのが満州の植民地経営でした。とれは、国民Kは知らされないで、国策K携わっている

本当K一部の人たちがや ったととでしたけれ ども、ロシアと日 本が中国を戦場に して争 ったと

いう矛盾。そして、中国K権益を求めたととの矛盾O そ して、 その権益を守ろうと して 日本が

満州の植民地政策を強化 し、 中国侵略の過ちを犯 してしまっ たというととは、 本当 K日本の恥

部と して後世K語D継がれていか左ければ左らないで しょうし、 その結果、多くの残留孤児が

生み出されてしまったという ととは、私たちはず っととの思いを忘れてはいけ左いと思います。

幼少のとろ両親とともに故郷を離れて海を渡った人、そ して、 現地で生まれた人O それぞれが

敗戦のどさくさの中で悲しい肉親との別れを強いられた人々が、つまタ中国残留孤児と呼ばれ

ている人たちです。

そとで、な尋ねをするわけですけれども 、最近日野市Kも、 とのような中国残留孤児の方が、

また、その御家族が次々と定住されるよう Kなったとな伺い していますけれども、現在イ可家族

日野市Kいらっ しゃるのですか。それが第 1点。また、それらの方々の生活は、 どのような保

障がされているのでしょうか。とれが第 2点。そして、な子さんの学校の入学Uてついては、希

望どなり K受け入れられているので しょうか。まずこの 3点Kついてむ尋ねを していきたいと

思います。それから、もう一つ、まだ日本語が十分でき左い方々 Kついては、特VCj託子さん7之

ちの日本語の教育は、どのように左っているのか。との点についても 4点目と してな伺いを し

ていきたいと思いますO よろしくな願い しますO

習慣の問題、社会の仕組みの違い等、いろいろ日常生活を営む上では困難があるということで

どざいます。

学校の問題については教育委員会の方からな答えいたします。

0副議長(米沢照男君)

O教育長(長沢三郎君)

教育長。

では 3点目と 4点目 Kついて訟答え申し上げます。

中国からヲ|き揚げてきている孤児の中で、現在小中学校K在籍する学齢児の状況でどざいま

すけれど も、現在日野市の小中学校で引き受けでなタます数は 5名。近くもう 1名ふえるとい

うととを聞いてなDます。内訳は、小学校が 1名で、中学校が 4名と。とういうととで近々ふ

える 1名も中学校学齢児 というとと Kなってなります。

確かK中国から引き揚げてこられているので、その中で比較的自由K日本語を話せる子供さ

ん という のは、 2人は一応日常会話には困ら左い程度の一応教育を受けているわけなんですけ

れども、残タのな子さんは全く日本語は理解できないという状況でどざいま して、 いま東京都

の方では、同じ同一校VC6名以上のそういうヲ|き揚げた中国の学齢児がいる場合Kは、 1週間

VC 1 0時間の時間講師の措置をとるというような内容の一つの基準があるわけでどざいますけ

れども 、現在のよう K日野の状況で、小中合わぜて 5名と。近々ふえて 6名という状況の中で

は、とれは同一校 6名以上という枠の中に入タませんので、東京都K対 しましては、講師時数

の派遣、とれKついて強力K折衝を続けでなbます。それから、な企日野市の場合、都との話

し合いの中で、現在定数外で再雇用の嘱託員ということで、 6名ほどの元先生の方が日野市の

方K来ているわけでどざいますけれども、との嘱託員の先生方の協力を求める中で、一応生活

指導の一環というととも含めまして、それらの該当児を抱えている学校の方K派遣いたしまし

て、引き揚げてきてなタます学齢児の対応K当たっていると。とん左状況でどざいます。

0副議長(米沢照男君)

0福祉部長(高野 隆君 )

橋本文子君の質問Kついての答弁を求めます。福祉部長。

中国残留孤児及びその家族の状況Kついての御質問がど

。副議長(米沢照男君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

先ほど、まず部長の御答弁の中で、 5家族というととでした

ざいま した。現在日野市Kは 5世帯 12人の家族が中国から帰国者と して在住 していると。私

は、その後ふえるという話も聞いてj:，~ .!?ますけれども、現状そういう形で把握してなDます。

市としては、全世帯の方K対する生活のめんどう見てきてなタますし、法の中での生活の保障

を現在して合ります。しかし左がら、現状中国からの帰国者の方は言葉の問題、 あるいは生活

が、私の把握した範囲では 6家族ではないかというふう K思うんですが、平山VC2家族いらっ

しゃいませんか……。それと、中学生の数、教育長の方の公答えの中で、三沢中が 5名、それ

から、七生がいて、 あと八王子の夜間中学K行っていて、三沢台小学校がいまして、あと中学

校 2人。乙れがどとの中学校かちょっとわかタません。新井に住んでいる方ですーというの

で、必子さんが 10名O ちょっと私の把握している中では 10名いらっしゃると思うんですが、
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数は、いずれどんどんふえて くる中で左かなか把握も しKくいんじゃないかと思うので、それ

はいいと しま して・…・・。

たとえば教育長の時間講師、都の方では 6名一つの学校K集まれば講師を派遣 しま しようと

いうととで、それに対 して強力K折衝を行っている という台話ですが、私は、 もう都が都でそ

ういうととならば、む しろ市が独自 K、その子供たら 一 学校が終わった時間帯を利用 して、

た とえばいままでもホ・ランテ ィアでやっ てくださっている方があるんです。だからそういう方

方K何らかの財政的な面からの手当を していただく中で、気心のわかった方たらK、中国語 と

日本語の両方わかる方がめん どう 見ていらっ しゃるようですから、その辺を何とか日野市独自

にやっ ていたた、け左 いかな ということを 1点思いますO それは再質問と して後でな答えいただ

きたいと思いま すがー…・。

それから、生活のめんどうは見ている とO 確かに生保という形で一定のな金を差 し上げれば、

それ左 l?VC暮ら しは成 b立つわけですけれども、 やはり中国で体を使 って本当 K働 くとと K喜

びを持らながら生活を してとられたとい う方が、ただじ っとしていて合金をいただくとい うの

は、む しろ苦痛であるというふ うな話も出ているわけです。 む しろ、何か働く場を見つけてい

ただいて、 それが職員と してどうとうというととで左 くても 、たと えば市の何らかの形 でかか

わる仕事があるならば、そとへ優先的K職場を保障 していただく という ふうな形で、御本人が

働ける体を持っ ている方は、御本人が自分の体で働凶て得たもので生活をしていくという。つまり

本当の意味での自立した生計を立てていくという方向で考えていただかないと、ただ生保で何と

かすれば、それは大丈夫だというとと Kはならないんじゃないか というふう K思います。

ですから、先ほどの講師の問題、それに、財政的左面での何らかの手当はでき 左いだろうか

というととを 1点と、それから、仕事の保障は何とかできないかという 、その 2点Kついて再

質問を行っていきたいと思います。

0副議長 (米沢照男君) 再質問Kついての答弁を求めます。教育長。

揚げ者というととで措置されてなタます方Kつきましては 5名でどざいまして、近々 1人さら

Kふえるということを聞いてなタます。

それで、それらの方々 K対しまして、確かK福祉事務所の担当のクースワーカー の方とか、

いろいろ対応 してく ださ っているわけですけれども 、学校の生活K左れるという面も含めまし

ての教育的の措置という ととに左ります と、ど うしても教育関係者がその中K当たっていか左

くては左 Dませんので、先ほど申し上げましたよう K、 6名ほど東京都の方から再雇用の嘱託

員という形で、 日野の方 K配置されている先生もどざいますので、 日本語が全く話せないとい

うお=子さんKついては、極力とれは一対ーの対応というものが必要左場面が非常K多いので、

そういう線を極力活用しながら対応している、というのが現状でどざいます。

0副議長(米沢照男君 )

0福祉部長 (高野 隆君 )

福祉部長。

就労あっせんKつきましては、私どもはちょっと福祉サ

イト》ミらやるというととはか左タ困難でどざいますので、でき るだけ御本人の自力でできるよ

うな努力を何とかできないだろうかというととで、言葉の問題の解消Kついては、 いろいろと

担当者が苦労しているようでどざいますが、との問題がか左り大き左障害K左bまして就労が

なかなか困難だと。雇用Kつきましては教育委員会といろいろ協力をし左がら、協議を し左が

ら現在進めている、という状況でどざいます。

0副議長 (米沢照男君)

01番 (橋本文子君)

橋本文子君。

中学生その他については、嘱託員 6名でいま対応してくだ、さ

0教育長 (長沢三郎君 ) な答え申 し上げます。

っているというとと左ので、一対ー の日本語の御指導していただき左がら、左台かつ普通の学

校の皆さんと一緒K中学生生活、小学生生活ができているというととでしたら、今後来られる

方K対しでも 、ずっと引き続いてその方式できちっとやっていただきたい左と、大変いい対応

していただいていると思います。つい先般、 なか左か中学K入れなかった方が、 どうしょうか

つて来られていましたけれども、それもいつで したか、 との議会が始まる 2日か 3日くらい前

VL i解決しました。あタがとうどざいました」と来られていま したので、多分ほほ満たされて

いるんではないかと思います。ただ、 1家族多分まだ把握されて左いんじゃないかなと思うの

は 、 平山 VL Ì:>~姉さんがいらっしゃる方が、 その妹さんが帰られたというととで、 平山 K落らつ

かれているはず左んですけれども 、 との方 Kも15歳の£、子さんがいらっ しゃいまして、 俊子

さんてなっ しゃいましたか、まだ七生中学へ行っていらっしゃるかというふう K伺ったタして

いま現在教育委員会の方で把握してb ります状況の中では三沢中学VL4名。とれは、新井団

地並びK落川の方 VL Ì:>~住まい K在っていて、 現在学区域が三沢中学というととで、 三沢中学K

4人そういうような形で孤児の方が集中してな集ま l?VLなっていると。その兄弟の方で 1人、

やはり学区域が八小K左つ であ、りますので、 第八小学校の方 VLÌ:>~ 1人。現在そういう面で引き
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いたんですが、その辺は教育長まだ把握 していらっ しゃいませんか。 0 1番 (橋本文子君) との質問のとなりでどざいます。私たち日本人は、 とbわけ

0副議長(米沢照男君 ) 教育長。 なふろと いう のは大好きな国民のようですO 夏K暑いといえば、なふろK入ってさっばDして

ほっと し、 あるいはまた、冬K寒いといっては温まって、寝床K幸わせ左気持ちでつくととが

できる というふうなととで、毎日ふろK入タたいというのがほとんどの日本人の思いではない

で しょうか。そういう中で、寝たき Dの障害者の方にとって、自分でひとタでふろ Kも入れ左

いという方たちが、たま Kサービスをしていただく入浴をどんな K楽しみにしていら っしゃ る

か。ですから、その回数が、たとえば同じ寝たき bの障害者同士で、ある人が 1週間VL2回入

れていただき 、ある人は 1週間VLl回 しか入れない。あるいは 2カ月 VL2日しか入れ左い左ん

ていうふうなととが少し耳K入ると、 もう大変それは怒られます。あた bまえ左ととだと思い

ます。そ して、ととVLr申請主義左のか」と書いたのは、やはbとういう制度があ bますよと、

最初から紹介を していただ、くのじゃ左いよう左形の方も中Kはあるよう左ので、ずいぶん半年

も知ら左いでふろKも入らなかったというふう左な怒 Dもちょうだいしたタするものですから、

申請主義なのかどうかというととを 1点質問K取タ上げさしていただきました。そしてまた、

その回数Kついても、 どん左ふうな基準K左ってそれが回数が決められているのか。との二つ

Kついてずば_I?j;，-，答えをいただければあ Dがたいと思います。よろし〈な願いいたします。

0副議長(米沢照男君) 橋本文子君の質問Kついての答弁を求めますo 福祉部長。

0教育長(長沢 三 郎 君 ) な答え申 し上げますO 呂さんとい う方で、 とれな姉さんの

方ですが、さき K引き揚げてとられま して、との方のな子さんは、平山から新井の方へ住居が

変わられたというととで、先ほど申 し上げま したよう K、三沢中学の方K措置がされてなbま

す。その後、妹さんの方ですか、先ほど橋本議員さんの方からな話があタま した、同じく呂さ

んという方左んですけれども、 15歳の女の方ですけれども 、と の方が平山中学校の区域K転

居してこられたということで、いま 、まるべく御家族の希望、あるいは御本人の希望も通 して、

ただ学区域が平山中学だから平山中学K機械的K措置をするのがいいのか、場合Kよれば、先

ほどな話があDました ー 非常K近い形での、合姉さんが三沢中学の方で措置をされている。

非常にその方と友だち関係というか、仲のいい間柄というとと左ので、できればそうやって同

じ中学の方が、逆K日本K左れていくのKプラス Kなるのか、その辺の問題も通 しながらいま

対応しているという状況で、平山の方 K近々入られる ー との方 Kつきましでも、いま申 し上

げましたよう左形ですぐ措置ができるよう K、教科書その他の手配等も全部進んでなタます。

O副議長(米沢 照男君) 橋本文子君。

0 1番(橋本文子君) どうもな答えあ Dがとうどざいました。

今後まだ 20人くらいは日野市K来たいとま?っ しゃって沿られる。もうすでKとこKいらっ

しゃる方々の御家族左夕、あるいはまた、そのな孫さん等が来られる予定K左っている、とい

うふう左話も伺ってj;，-， _I?ますので、 ζれまでと同じように、あるいはそれ以上Kちゃんと対応

していただく中でーとの方たちは自分で好んでそういう立場K置かれたわけじゃ左くて、仕

方なくそういう中国残留孤児という呼ばれ方で、差別的左立場K置かれてしまった方々が、少

なぐとも日本K帰って悲しい思いやつらい思いをなさらないよう K、精力的K対応していただ

きたいと思いますo 本当 K御答弁ありがとうどざいましたo 要望をしてとの質問を終わらせて

いただきますo

0福祉部長(高野隆君) ただいまの御質問の寝たき b老人、障害者の入浴サーピ

0副議長 (米沢 照男君) とれをもって 9の2、中国残留孤児及びその家族の受け入

スはどう左っているかというととでどざいますが、まず入浴サービスは申請主義でどざいます。

とれは、福祉の場合にはそういうような方法をとってなDますが、とれは、福祉事務所の窓口

VLl回申し込んでいただければ、あとは毎回申し込む必要はないというととで、そのまま名簿

K登載されると、順次入浴サービスが受けられるという仕組みK左つてなDます。しかし左が

ら、との入浴サービスは立川の至誠老人ホーム K委託をしてやってなDます。とのサービスを

受けてなりますのは、立川市と、国立市と、国分寺市、武蔵村山市と日野市の 5市でどざいま

す。との共同事業としてやってなタます。立川Kあるというととで、立川市K対する共同委託

ということでどざいます。最近の傾向は、各市とも利用度が高くなりつつある、その結果、各

市とも 1人当た bの利用回数が減少してくるとo 結局受け入れる器は同じでどざいますので、

その器を各市で奪い合うような結果Kなってくる、と ういうのが状況でどざいます。その中で

も日野市の利用状況は 5市中最高であ Dまして、昭和 59年度は 444人の方が利用されま し

れ対策Kついて問う K関する質問を終わります。

9の3、寝たきタ障害者の入浴サービスは申請主義なのか、また回数Kついての基準はどの

よう K左っているのかについての通告質問者、橋本文子君の質問を許しますo
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た。ちなみK申し上げますと、立川市が 435人、国分寺市が 17 6人、国立市が 133人、

武蔵村山市が 86人というととで、合計は 1，27 4人と凶うととで 100婦の利用と。日野市

は全体の 34.9%というとと K左つてなDます。しかし左がら、各市の利用状況の増加傾向と

いうととと、本市にないても、また寝たきタ老人の新たな登録者がふえてなりますので、それ

まで比較的早〈順番が回ってきてなりましたけれども、とのような理由で最近は 1カ月(tCl遍

程度という状況K左っ てきてなる というととでどざいます。との制度が発足 した当時Kは、週

(tCl回は必ず入浴できた、というととでもどざいましたので、最近は、こうした経験者からい

た しますと、大変不満があるという とと だと思いますO 私 どもと しましては、今後 とれを、さ

らK枠を広げる、あるいは何とかして別なととろで受け入れてもらうよう左方法も、やは D考

えるとかそういうととを考えない と、いまのままではと ても利用者の御希望Kは応 じきれない

と、こういう状況でどざいます。

たものを市として出していくとか、こういうような点Kついては、いま現在検討 し努力を して

いるところでどざいます。

0副議長(米沢照男君) 橋本文子君。

01番 (橋本文子君 j 今後はさらに PRを強めていきたいとシっしゃっていますし、

ワーカーの方も、とういう制度あタま すよと。 言わ左いんじゃ左く て、やっ ばb言ってくださ

っているんだろうと。そ とを信頼いたしま してー ただ、半年も沿ふろK入れなかったという

方Kも出会った Dすると、どう左っているのかなあって疑問を感じたタしたものですから、と

ういう質問させていただいたわけですが、いま部長のなっしゃったよう Kやっていただきたい

と思います。どうもありがとうどざいました。とれでとの 3番目の質問は終わbます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 9の3、寝たきり障害者の入浴サービスは申

0副議長 (米沢照男君)

0 1番(橋本文子君)

橋本文子君c

日野市の場合は、他市K比べればか左タ利用状況はいいとい

請主義なのか、また回数Kついての基準はどのよう K左っているのかK関する質問を終わタま

す。

0副議長 (米沢照男君) 福祉部長。

9の4、 60年度 10月に行われる日野市職員募集Kついての通告質問者、橋本文子君の質

問を許 しますO

0 1番(橋本文子君) 4番目の質問早速K行ってまい Dます。

日本K定住 してなられる外国人は大変たくさんなられます。そして「統計日野J(tCよタます

と、 5 8年度K日野市K在住の外国人の方は 42 4名というととです。とのうち朝鮮 ・韓国の

人が 27 4人で一番多〈左っ ています。 2番目が中国人の 63名です。 3番目はアメ リカ人の

3 3名。あとイギリス、カナ ダ、 ドイツ、スペインというととで 1けたで、以上が 42 4名の

内訳まんですけれども、とれらの方々の指紋押捺の問題Kつきま しては、 3月の定例会(tCj:，~き

ましていろいろ質問を行ってまい Dました。そのとき K多少触れてなきましたけれども、公務

員と しての採用について、何と かなら左いかというととで質問をさせていただく中で、多少そ

れについては具体的左御答弁もいただいているわけですけれども、今回は、そとにしぼっても

っと具体的(tCj:，~答えをちょうだいしたいと思って、との質問をさせていただきます。

日本K定住 している外国人といいましでも、たとえば韓国との関係で取 b決められている協

定永住という形、あるいはまた第 126号がらみの特例永住、その他一般永住と。いろん左形

の方々がいらっしゃるわけですけれども 、ととでは現在日本K在住していて、今後も引き続き

在住 し続ける意思を持つ外国籍住民Kついて、 日野市の職員として国籍の制限なく採用をして

うむ話ですが、 1カ月(tCl遍左んていうのは、本当 K寝たきりの方は、特tてなふろだけが楽 し

みで生きているんだ、となっ しゃる方もあるくらいで、それが、たった 1カ月(tCl遍というの

は、皮膚の分泌の状況から見ても、 ζれは大変不衛生だ左と。それは、ふけば幾らか違うで し

ょうけれども 、やはタ入浴できる というととがすべての障害者Kとって大事左 ととた、と思いま

すし、いま、今後さらに何か枠を広げる方法を考えたいとなっ しゃってくださいま したので、

ぜひそれは精力的Kやっていただきたいと要望してむきます。

それと、申請主義というととですが、つま b全然、知るととろが左ければ申請するとともでき

左い というのが、そうなると実態K左っ てくるわけですけれども、たとえばワーカーの方が、

とういうサービスがありますよ、入浴サービスあるんですがな受けK左Dませんか、 というふ

うなな進めは し左いんでしょうか。とれ 1点台伺い したいんですが・・・・・・。

0福祉部長(高野 隆君 ) もちろん、それぞれの担当者は、必要な方にはそのよう

なととを申 し上げていると思いますけれども 、全般的K日野市の場合(tCPR不足という ζ とを

盛んK言われてなタまず し、 今後福祉のサービスを、もっと PRするというとと K重点を置い

てやっていきたい、その努力を現在しているととろでどざいます。福祉施策をもっと細かKし
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いただきたいというととを第 1点目の質問 といたしますo あえて、引き続き永住 し続ける意思

を持つ外国籍住民と限定させていただきま したので、いい御答弁がちょうだいできるよう K期

待をいた します。

そして、第 2点目といた しましては、 市の広報及び市の職員の募集要綱等K、外国籍住民の

方も応募できるんだというととを決めていただく中で、はっきり と書いていただ きたいという

のが2点目の質問でどざいますO とれは、時間もそんなKあDませんので、市長の方から御答

弁をちょうだいできればと思いますO よろ しく 企願いいたしますO

0副議長(米沢照男君 )

O市長 (森田喜美男君)

橋本文子君の質問についての答弁を求めます。市長。

指紋押捺の ζ とにかかわbま して、乙れは人道的見地とい

き左いんじゃ左いかというふう K一般的Kは思われているよう左 とと ろがあ DますO 私は、採

用K当たってはど ζまでも職種について限定をしないで、あらゆる職種について採用を台願い

したいというふう K思うわけです。

乙れは、 1985年 4月 12日の新聞ですけれども 、か左 Dの市で、たとえば公務員採用と

いうと とで、 事務、一般技術、医療技術、技能、労務、教員と、六つの職種K介けでありまし

て、 たとえば事務関係でもかな bの市でとれが、採用が行われている実態が出ていますo 残念

左がら東京Kは左くて、大阪方面、あるいは京都方面、兵庫県方面左んですけれども 、本当K

枠をしないで、この職種だけですよ というととじゃ 左くて、あらゆる職種K差別左〈、もう本

当に日本K生まれ育っ て一一 私は、そういう言い方を したく左いんですけれども 、あえてとの

際わかりいいように言わせていただくんですけれども、一緒K本人たちは日本でしか暮らすと

ζ ろがないわけです。日本で生まれた場合Kは、本当 K朝鮮が国籍だとか、韓国が国籍だの、

あるいは中国が国籍だのって言われでも 、御当人たちは全くその国K行ったととも左ければ知

ら左い という方がほとんどで、だから、住んでいる日本で公務員で採用し左いよと言われたら、

大変左差別だと思うわけですO だから、市長が大変いい、いま御答弁をしてくださったので、

私は、あらゆる職種K多〈の外国人の方々も応募くださる中で、対等K採点がなされて市の職

員と して堂々と働いていける方がふえるととを望んでとの質問を終わらせていただきたいと思

うととがその根底にあるわけであ Dま した。それから、職員を採用するか しないかというとと

は、とれはもう人道的とかいう こととは別次元のととであると思 つてなタます。そとで、私が

先般答えま したのは、いままで特K意識を持っ て長期K永住する外国人在るがゆえK排除した

というととも左かったと思うし、とれからもそういう考えは特別左いと。しかし、国籍は構い

ませんというふう左募集の要綱K付するような仕方も しない と、とういう ととであタます。

0副議長(米沢照男君 )

01番(橋本文子君 )

橋本文子君。

とれまでも差別左〈受け入れる態勢はあったというふうに、

しっかDといま受けとめま した。とと K1 9 7 5年のずいぶん古い物です。 10年前ですが、

たとえば阪南 8市一大阪の南です。 1阪南 8市今秋から実施」というととで、 「市職員の国

籍制限徹廃Jとういう記事が出ています。

それからもう一つ(1行政の内容Kついてか」と呼ぶ者あ!J) 1県下地方公務員K在日韓国人も

採用」というととで、兵庫福祉増進協が研修会で指摘をされているというふう左記事も出ています。

それから、1980年3月1日の新聞ですけれども、「大阪府職員採用」という見出しで118市が門戸を

開く、実った民団の働きかけ」という記事があるわけですけれども、5年前の3月1日K大阪の18市で

は、もうすでに門戸が開かれて、たくさんの応募者があ夕、就職をされる方も出てきたというふうな記

事がーとれは 75年と 80年のものですけれども、もう 10年前からこんなふうな問題がすでK提起

さオl... Lかも、 それが実りとなって記事Kなっているわけです。ですから、一般的K、たとえば

東京あたりではでき左いんじゃ左いかつて知らない方が 一一いま市長は、制限をしたととない

というととで御答弁いただいたんで、大変うれしいと思うんですが、そのわりに皆さん応募で

います。

どうもあタがとうどざいました。

0副議長 (米沢照男君 ) とれをもって 9の4、 60年度 10月K行われる日野市職

員募集K関する質問を終わbます。

一般質問 10の 1、市営火葬場の問題Vてついての通告質問者、飯山茂君よ D取タ下げの申し

出があタますので、 とれを取タ下げます。

1 1の 1、地震、水害Kなける斜面災害防止、安全避難対策等Kなける防災計画の現状と今

後の課題Kついての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許 します。

C 7番議員登壇〕

07番 (馬場繁夫君) それでほ通告K従いまして一般質問をさせていただきますo

メキシコで 19日午前 7時 18分、マグニチュード 7.8の大地震が発生 し、メキシコ市で震

度 5を記録いた しましたo 2 5日までK国立メキシコ自治大学工学研究所の調査で、建物の被
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害はヒソレ倒壊 450棟、修理を必要なもの約 7，000棟Kのぼるとされてなタます。地震発生

のメカニズムは、海洋性のフ ィリピ ン海プレ ートが日本列島を乗せたユーラシアプレート Kも

ぐb込み、近い将来巨大地震の発生が予想される駿河湾沖の東海地震と同じタイプとされてな

Dます。

7 0 %を占めて台るとされて必Dます。八王子市では、 宮城県沖地震を教訓IVL 5 5年よlJ5カ

年計画で市内の通学路、災害どきの避難場所K通ずる幹線道路沿いのブ ロック塀左どの実態調

査を続け、市内 1万 366カ所の調査のうち、 54.6弼倒壊の恐れがあ D、そのうち 7.2%が

特K危険左状態で、直ちに大改修をする必要があると報告されて;Jo"lJますO

そ乙で、第 1点の質問といた しまして、 57年の第 4固定例会Kなきま して、 防災対策Kつ

きましての一般質問を行いまして、その後、避難道路、通学路のブロック塀の調査、対策の推

進状況はどのよう左状況に進展されてなbますかな聞きいたします。

第 2点目といたしまして、狭隆道路は災害や避難活動、防火活動といった人的空間の最低条

件の道路幅 4メー トル一安全性の最低条件の道路幅を確保するととは当然のととと考えます

が、 5 7年の第 2固定例会のその後の進捗状況をな聞きいたしますO さらK、日野市の消防署

よb、管理課へ要望事項の中K、狭路道路のうち、道路の角切タをすれば消防車両が消火活動

等K利用できる場所もあり、早急に対策を講じていただきたいという要望書が出てなタますけ

れども、それについてどのよう左取タ扱いになりますか。な考えを;Jo"聞きいたします。

過去の大震災で地割れや陥没が起と b、水や砂が地上K吹き出してきたという液状化の兆候

がはっきタとしている記録は、東京地方では安政の東海地震、それから、安政の江戸地震、東

京地震、それK関東大地震の四つとされて訟bますO 三多摩地域忙なきましては人口が少なか

ったせいか地震の地盤災害の記録が残ってあ、らず、被害の様相はつ刃込めてい左い状況であ タま

すo そとで、液状化予測の調査は 58年 3月東京都Kなきまして「東海地震が東京K与える影

響K関する基礎調査報告書」では、平山一丁目と六丁目 K液状化の可能性の大きい地点が見出

されたと報告されてなDます。さらK、 58年 3月の報告と、 60年 5月、東京都防災会議k

bける「多摩地域になける地震被害の想定K関する報告書JVL;Jo"きましでも、浅川が多摩川K

合流する地点で広い沖積低地が存在しているが、一般にれき層が地表近くまでKあ夕、特K不

安定左地盤とは言いがたいが、れき層の上部Kは砂分の多い層が 2左いし 3メートノレの厚さで

堆積しているので注意を要すると報告されてなタますO

3点目の質問といたしまして、とのよう K液状化現象が起と Dやすい地域についてどう把握

され、また対策をとられるお‘考えをな持ちK左って;Jo"るかな聞きいたします。

地震 どきの場合と降雨どきでは、がけ・擁壁の崩壊機構は異なるとされてなタますo 地震 ど

きでは震動、震動加速度Kよタ土塊、石塊などがばらばらKなって崩れ落ちる現象であタます。

日本Kなける地震予知研究が、国の事業として本格的にスター卜 したのは新潟地震の翌年、

昭和 40年 4月からであDます。 53年 1月の伊豆大島近海地震では、体積ひずみ計が急激左

変化を示し、放射性同位元素のラドン濃度Kも明瞭な変化が認められる左ど、地震の前兆現象

をとらえることができましたが、日本海中部地震(マグニチュ ー ド7.7)秋田県西部地震等も、

特定観測地域K指定されて台bましたが、 24時間常時観測体制が左く地震を予知するととが

できませんでした。現在のところ、予知可能左地震はマグニテュード 8クラスの大型海洋型地

震で、しかも観測網が整備されている東海地域K発生するものだけK限られてなタます。日本

列島とその近辺では、死者 1万人を超えるような被害を生み出す可能性のあるマグニテュード

7程度の地震が、いつどとで起きても不思議はない と言われてなタます。

東京都防災会議地震部会の報告によ Dますと、被害想定の前提といたしましては、乾燥 した

冬の夕方で風速は 6メートルの北風が吹く中で、相模湾、の海底を震源と した東海大地震マグニ

テュード 6.9の地震が発生 した場合を想定して公Dます。との前提をもと Kして東京都全域の

被害想定は、死傷者が約 11万 6，000入、擢災者は約 434万人と推定されて卦タますO さら

K、木造建築物は全壊が約 6万 4，000棟、半壊が約 17万 700棟Kも及び、地震火災によ

る焼失面積は約 2万 6，000平方キロメ ートルKも及び、焼失棟数は 62万棟を超えると考え

てなタます。さらK、地震K強いとされてなDます鉄筋鉄骨の建物は、多摩地域の調査Kよタ

ますと、鉄筋コンクリート造タで約 4，000棟、鉄骨の建物で約 3.7 0 0棟のうち約 10婦が

中規模の破壊されると結果が出てなbます。

昭和 53年 6月K発生いたしました宮城県沖地震はマグニチュード 7.4、震度 5の強震であ

Dました。地震震源地K近い宮城県では死者 27名、負傷者 1万 962名倒壊破損等の住宅被

害が 17万 6，113棟、ほか都市機能施設K多大の被害をもたら し、 被害総額は約 2，687億

円余りとされてなDます。宮城県K台ける死者の原因を見ますと、屋外Kなきまして道路等を

歩行中、あるいは遊戯中Kブロック塀、門柱等Kよる原因とされているものが 17名、 63%

を占めてなタますO そのほとんどは 10歳以下もしくは 61歳以上の老人が多〈 、死者数の約
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降雨どき K沿いては、土中の含水量の増大が土の強度の低下を引き起とす とと Kよる滑タの現

象であタます。外力は異左るに して も、降雨どき K崩壊する危険度の高いがけ・擁壁は、一般

的Kも地震どき K沿いても総体的K危険度は高いと考えられてなDます。がけ・擁壁K関する

指導要領Kよタますと、区部の被害件数のうち、盛土自然、崖を問わず勾配が急であることが原

因と区介されているものが 55弼を占めてなbます。崩壊した擁壁の構造欠陥といえしまして

は、不完全左石積み構造で高さが高〈 、勾配が急、左もの、及び水抜き穴が不良などが取り上げ

られてなります。全国的K見ましでも傾斜 30度以上で、がけ崩れの危険カ所は 7万 2，258

カ所とされ、被害を受けそうな家屋は約 110万戸、住民は約 750万人にも上る とされてな

DますO

国際航業の地質海洋事業部から出されま した都市防災調査の方法と実際の中で、斜面災害危

険度分類図Kよりますと、南平二丁目の新南平台団地、程久保 400番地台の高幡台団地地域

は、危険度Bランク K指定されてなタますo また、その周辺になきましでも、危険度Cランク

K指定されてなDます。また、 ζの地域は集中的な危険地域ともされてなDます。

東京都防災会議Kよる 「多摩地域Kなける地震被害の想定K関する報告書」によタますと、

三多摩を 1辺 500メート ノレのメッシュ内K含まれた危険ながけ・擁壁の個所数を数え、メッ

シュ内K含まれている危険左がけ・擁壁の頻度分布図Kより危険度を推定しました結果KよD

ますと、危険度 0""'-'5の 6ランク中、日野市の多摩丘陵地域は危険度最高の 5ランクは 2メッ

シュ、危険度 4ランクは 10メッシュ、危険度 3ランクは 11メッシュとなってな夕、南部の

多摩丘陵北斜面の地域であり、民間の宅地造成でもあり、危険個所密度が高い地域とされてな

タます。さらに、判別解析で危険と判定されたがけは 94件中 47件Kも及び、危険と判定さ

れました擁壁が 219件中 73件、 33.3 %ともされてなbますo 特K南部地域の丘陵地帯K

集中されてなbます。

ととで質問 4点目といたしましては、判別解析で危険と判定されてなbますがけ 47件Kつ

きまして、日野市ではどのよう左把握をされ、また対策を考えているかb聞きいたします。さ

らK、危険とされていますがけ・擁壁をどのぐらい把握されているかb聞きいたします。

質問 5点目としま して、 危険とされていますがけ、擁壁 73件中、特K平山苑、平山七生台

団地の京王研修センター北側地域。それから、南平二丁目の南平台団地北側地域、多摩動物園

周辺地域等の危険とされている地域の現状と安全対策はどのように左つてなタますか沿聞きい
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たしますO

それと、第 6点目といた しましては、以上の危険個所Kついて、過去調査された経緯があタ

ますのか、また、ありま したら調査された状況を教えてください。

まずその 6点について骨願いいた します。

。副議長(米沢照男君) 馬場繁夫君の質問Kついての答弁を求めます。生活環境部

長。

0生活環境部長(坂本金雄君 ) な答えいたします。

第 1点目のブロック塀の調査の件でどざいますが、 57年の第 4回定例会Kなきまして同じ

馬場議員さんから質問をいただきました。そのときのな答えと同じb答え陀左 Dますが、建築

基準法の施行令第 62条KよDますと、ブロック塀の中の鉄筋は、それぞれ縦横 80センチを

間隔Kして入れなければならないという規定がどざいますO ブロックの高さは 1辺が 20セン

チ、横幅が 40センテでどざいますので、2枚どと VCl本の鉄筋、それから、 4枚どと K横の

鉄筋が入っていなければ、乙の施行令K違反するとと K左ります。 宮城県地震Kつきま しては、

ブロック塀Kよる被害が大変多 く発生をいたしましたけれども、 倒壊 したブロック塀Kつきま

しては、 この施行令どなbの鉄筋が入ってい左かった例が非常K多かったわけでどざいます。

また、との施行令どなタの鉄筋が入つてなDまして、土台がしっか りし左かったものは、上が

崩れるととなくばっきり倒れま して、とれもやはタ被害を大きぐした一つの原因K左つてなり

ますO

したがいまして、縦横 80センチの鉄筋と根入れが十分なブ ロック塀、そして、高さが 3メ

ー トル以内という規定を建築主の方 K遵守をしていただく。とういうこと K左タます。すでK

でき上がっているブロック塀Kつきま しては、 規定ど.:1~ .!Jの鉄筋が入っているかどうかを確め

左ければ左らないわけですが、八王子市K沿いては、その調査をすでK行つてなります。日野

市VC.:1~きましては 、 鉄筋が規定どな.!J VC入っ ているかどうか ー シワーサーテという機械がど

ざいまして、磁石を使いました機械で、ブロック塀K当てますと磁石が反応、いたしまして針が

張れるような機械ですけれども 、乙の機械を各自治会単位K貸出しをしてなります。 ζの機械

によって鉄筋が規定どシタ入っているかどうかを見ていただく。とういうととKなってなbます。

それから、液状化の問題でどざいますけれども、水を含んだ砂が一時的K非常K濃い濁った

被K変わる現象が液状化と言われて企Dます。との液状化の現象を起乙しました砂は、普通支
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持力が著しく低下をいたしますO 御質問の中Kもどざいま した 39年の新潟地震の折K、直方

体の鉄筋コンクリ ー卜 の集合住宅がころとろころがっている写真がまだ記憶Kどざいますけれ

ども、あれは液状化の災害を起 ζ した一つの例でとざいまして、砂、地K多く発生をし、さらに

水分を多 く含んでいる よう な土地柄K発生をいたします。 I多摩地域K:};、ける地震被害の想定

K関する報告書」東京都防災会議が出された報告書を見ましでも、そういうととが書かれてあ

タま して、市内で 2カ所ほど危険地域がある と。とういう指摘がどざいます。との指摘は、 1 

辺が 500メートルのメッシュ K黒く塗タつぶ した表現でどざいますので、何丁目何番地のど

とというよう K細かい特定ができてi>~!?ませんけれ ども、今後行政がやるべきとととして、乙

の防災会議の液状化現象が起きやすい地域を正 しく把握する と、とういうととは必要でどざい

ます。したがいま して、防災会議等も連携を とりまして、詳しいデータの収集K努め、また、

新潟左どの各地の被害例を参考といたしま して、正確左状況の把握K努めてまいりますO なな、

その情報を正確左把握K努めた後、その付近の方 K、液状化現象が起とタやすい地域がどうか

というととをな知らぜずるかどうかKついては、いたずらK不安感をあなるよう左こと K左っ

てもいけませんし、消防委員会左 どの御意見も十分参考Kいた しまして、間違いの左い判断を

してまいDたい と思います。

それから、がけ・擁壁左どの件でどざいますけれども 、一定規模以上の造成工事Kつきま し

ては、日野市は都市計画課が窓口 と左 bまして、東京都がその許可を行っています。宅地造成

規制法を施行以前の造成地であっても 、危険個所と見られるがけ地等Kつきま しては勧告を行

えるとと KなってなタますO その場合K、都市計画課の窓口を通 しまして都K要請を して まい

ります。

以上でどざいます。

07番(馬場繁夫君) 第 1点のブロッ ク塀等の調査の件でどざいますけれど も、い

0生活環境部長(坂本金雄君 ) 先ほどの御質問では管理課の方 Kそういう要望が消

ま部長の答弁によタますと、 57年の当時とまる で進展がない という のが現状でありますo 昭

和 53年の 9月K、宮城県沖の地震の調査という ととで議会から 7名、事務局 2名現地調査K

行つてなタ まして、その報告書も出されてなタます。非常に議会のそのような状況も踏まえて、

本来な らもう少し進展をしていただいて も結構だ と思うんですけれども、なかなか現実的Kは

進展 して左い状況があタますO 特K、今回の地震の東京都の想定の中になきま しで も、今回日

野市の中で倒壊件数と して推定されてなる件数は、ブロッ ク携が 1，811カ所、石の塀が741

カ所、倒壊する危険性があるというふう K調査報告がされてなります。そして、そのうち死者

が 2 名、重傷者が 4 名出ると推定されてなります。小中学校の通学路K i>~きま して小学生が中

学生が通学 しているとき K、そのよう な地震が起きた場合は、とれ以上の被害が出るととが十

分考えられま す。 また 、八王子市では 53年の被害状況 K踏まえ、 すで K 5 5年から

5年間を調査いたしまして、そのうちの 54. 6婦が倒壊の恐れがあると。そのうちの 7.2%が

特に危険左状況であるというよう左報告結果も出ているわけです。 日野市Kなきましでも 、 も

う少 し早 くそれの調査をいた しまして、 危険が極力少左〈左るよう左対策をとっていただきた

いと思います。

それから、狭隆道路Kつきましでも、土地を買収して本来は広〈していただきたいと思うん

ですけれども、いま、一部の角切りを広〈ずる ζ とKよって、緊急事態が発生した場合、消防

車両等が進入し消火活動ができるというととであ りま すので、何とか一部の角切Dであれば予

算的Kもそれほど大きな金額もかかbませんので、とれKつきましては早急に対策を考えてい

ただきたいと思います。

それと、液状化現象につきましては非常Kむずかしい問題もありますし、先ほど部長の答弁

があタま したよう K、 正 し く情報を把握した上で、 地域の市民の皆さんKi>~知らせするかし左

いかという問題あタますけれども、やはタとれは正しく情報を把握した上で、東京都の防災課

とよく相談した上K、やはタ地域の方Kその実態をよく教えてあげていただき、建築物を建て

る場合Kないては、その対策も十分とれるような方策をぜひともやっていただきたいと思いま

O~U議長 (米沢照男君) 答弁漏れ、狭隆道路Kついて。道路の角切タ問題で消防署

から要望書かイ可か来ているんですか。生活環境部長。

防署から出されているという御質問でしたので、私は答弁を差 し控えたんでどざいますけれど

も、具体的にその場所がどとであるか。そういう ζ とがはっきりいたしますれば、関係部署と

協議をいた しまして検討を加えたいと思いますo

す。

0副議長(米沢照男君 ) 馬場繁夫君。

それから、 斜面またはがけ等の諸問題Ki>~きましては 、 非常K 日野市 Ki>~きましでも一番危

険な場所であタますし、最近のいろんな報告Kよタますと、たとえば多摩ニュータウンの造成
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地で総合的な調査が行われました。それKよタますと、造成部と既存地盤との境界面では新た

左震波が発生するととによって、造成の内部で反射を繰り返すためK、造成部では他の部分よ

タも長く震動が続くとされてなDます。地震の強度Kつきましては、切b土とも盛タ土とも大

した差が左いというととでどざいますけれども、地震の揺れる継続時聞は約 2倍近くまでも達

しているとされて訟bます。

そのよう左状況であ Dますので、造成地Kつきま しては非常K局部的K危険が伴い、がけと

か造成地が破壊 し大 きな被害が予想されるととは間違いあ bませんので、これにつきま しては、

もう少 し具体的K市といた しましでも東京都の調査事項を踏まえた上で、十分調査を して正し

くまず把握をして地域別K安全左対策を講じられるよう Kしていただき たいと思いますけれど

も、それについてもできましたら御答弁のほどひとつよろ し〈な願いいた します。

0副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 東京都防災会議が出されま した「多摩地区Kなける

被害想定K関する報告書」本誌は大変分厚いものでどざいまして、まだすべてに検討を改えた

わけではどざいません。概報Kついて目を加えた程度でどざいますので、とれから本誌Kつき

ましてもすべて目を通 しまして、詳細かつ具体的左対策Kついて市の方針を決めてまい Dたい

と思います。

0副議長(米沢照男君)

07番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

どうも南平二丁目付近の宅地造成(!c;1~きま しては、非常に造

でK大きな造成地K被害が左かったのは不幸中の幸いであ Dまして、今後気象状況も非常Kい

ままでのよう左気象状況とは変わってきてなDます。いつ何どき雨量が予想、をはるかに超えた

場合も出るととも十分考えられますので、いまからその対策も十分考えていただきたい と思い

ますので、ひとつよろしく合願いいたしますO

災害どきに周辺K保護するものがい左いケースが多いと考えられる 1人暮ら しの老人、障害

者の安全保護は防災都市づく Dを行う上できわめて重要な課題の一つであ Dます。使用中の火

の始末については、 宮城県沖地震復興対策室調査等の結果KよDますと、 市民全体の 90%以

上の人が処理をしているのK対して、 1人暮ら しの老人では、火の始末の割合がきわめて低い

と報告されてなDます。乙れKよって 2次災害の危険性を大きく含んでなるととになタます。

世田谷のクーフ.ル火災で 10日聞にわた D電話が不通Kなったとき K、地域で 1人暮ら しの

老人の多〈が家族とも連絡も とれずK取 D残された実態が、都立大学都市研究センタ 一等の調

査で明らかKされました。それKよDますと、対象者のうち 83%が電話を持ち、そのうち

6 5 %が電話不通で非常K困ったと不安感を訴えてなタま した。老人たちが電話が不通の間K

受けた援助といえ しましては、私的援助があった人は 29婦、公共機関の援助活動を受けた人

は 22婦とされてなDますO とれでは、いざというとき に避難や安全対策が受けられない状況

等が十分考えられるわけであタます。 大き左災害発生のときは、子供とか近所の人 Kも被害を

受けるととがあ Dますので、 ζれ以上の老人が取り残されてしまう危険性が高いとも指摘され

てなタます。特(!Cl人暮ら しの老人や障害者左ど、防災弱者K対 して早急K対策を構じる必要

があろうかと思います。

質問 7点目といたしまして、 1人暮らし老人や障害者の対策はどうされてなタますかo ;1~聞

きいたします。

質問 8点目といたしまして、自の不自由な人K、防災の知識や心得、避難場所等K関する点

字防災読本を配布する考えがあるのかk聞きいたしますO

宮城県沖地震になける病院 ・診療所左どK、被害は建築物自体よタも設備や医療機器等の破

壊が著 しいとされてなDます。仙台市医師会所属私的医療機関の被害状況Kよりますと、建物

及び附帯設備K被害を受けたもの 69.5婦の34 6施設であります。特K修理を要するものは

112施設K及んで沿bます。ガスの停止は長期間Kわたり 、消毒、給食不能となり 、多大の

影響を受け、 ζの被害K対 して プロパン器具の購入、加工不要食品の確保等で対処し、外科系

成法が施行される前の工事でありますし、今回 10号通 bですか-10号通夕、 13号通D

を市で舗装していただいたとき K、U字溝が従来は白地がはがれてなbま した。そとから水が

浸透するとと KよD、市民の皆様は大変心配しておミタまして、その一部を今度舗装のとき K修

理していただきまして大変喜ばれてなDますけれども、やはbがけ地・造成地Kつきましては

個人で修理するのは大変K負担もかかタますし、左かなか金額的にもできるはんらゅうであタ

ませんので、十分調査 して危険と思われる場所が指定された左らば、貸し付け助成の方法Kよ

り、早急K工事ができるよう左対策も十分とっていただきたいら思います。また、非常K豪雨

が来た場合は地震と同様K危険地域でもあ Dますので、たとえば何ミリぐらいの雨が降ったな

らば、その地域は危険左地域左ので、どつ かの地域地区センタ ー左 D小中学校K避難するとい

うよう左、その辺の一つの基準もあわせて検討してつくっていただきたいと思います。いまま
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医療機関では煮沸消毒が不可能左状況と左 D、薬物消毒で急場を しのんだとされてをタます。

休診状況は翌日から 14. 1婦の 50医療機関が 1日から 7日間の休診を余儀左 くされて金タま

す。地震に よる負傷者数は 3，1 4 1名で、負傷者の原因は外科、整形外科K属するものが74.6

%、 1，816名K及び、地震当日i'C1， 6 8 7名、 53. 7 %が受診されてなります。

死傷者予測値によタますと、三多摩では死者 1，658入、負傷者 1万 5，397人 とされてな

D、地域的Kは八王子、町田、日野、多摩、稲城市左どK集中的K被害が発生する危険が高い

とされてなDます。日野市の死者数は 61名、負傷者数は 557名と推定されてなbますO 医

療活動は医師会の協力のもと K行わなければならないかな Dの部分は、市立病院で行わざるを

得左い状況に左るととは、宮城県沖地震の状況からも予測されてなDますが、市立病院の防災

対策について企伺いいた します。

質問 9、建物及び附帯設備は、震度 5の地震K十分耐える状況であるか。また、入院患者の

安全確保は十分できるのかな聞きいた しますO

質問 10、さらK、医薬品類等Kより火災の発生する対策は十分行われているのかな聞きい

たします。

質問 11、さらK、食料品、飲料水等の確保O さらK、電気、ガスの確保は十分対応できる

状態、KあDますのかな聞きいた します。

質問 12、それから、入院患者、避難対策は安全K確保できる計画Kなってなりますのかな

聞きいた します。

質問 13、さらK、災害 よタ負傷者の受けλれは十分対応できる状況なのかKついても b聞

きいた します。

5 8年東京都防災会議地震部会で、各消防署の協力を得てアンケー卜調査を実施し、その調

査結果の発表Kよタますと 、警戒宣言が出た場合の行動は 「老人や子供を避難させる、 62%J 

「自分も避難する、 33弼J r会社から自宅K電話をする、 60 %J r食料な ど買いK行 〈、

5 3 %J r預金を引き出す、 25 %Jと、パニック行動を起と しやすい状況になってなると言

われてなタます。

都政モニター 500人を対象K防災の日の直後アンクー ト調査KよDますと、警戒宣言が出

た場合の対応措置を知っているかどうかとの問いK対して「余タ知ら左いJ r全 〈知ら左い」と

答えた人が合わせて 58.8 % i'Cのぼり 、ほほ 3人i'C2人が対策を知らない結果が出てな Dます。

さらK、都内 1，326カ所で一斉Kサイレンを流したほか、消防車合計 618台もサイレンを

鳴ら しました。ととろが、モニタ ーアンケートでは 52%の人がとのサイレンを聞か左かった

と答えてなbました。また、アンク ート Kよタますと、 都のPRは不足であ夕 、宣言発令どき

K都民がとるべき対応措置を、各家庭、職場K配布 してほしいという声も出ているそうであ D

ます。

ととで質問いた します。 質問 14、日野市地域防災計画では、 警戒宣言が発せられた場合の

社会的混乱を防止するために防災無線の充実、広報車の整備、情報連絡体制の整備を図るとさ

れてなタますが、 どのような計画をされてなりま すのか。特K、警戒宣言の対応と PRi'Cつい

てな伺いいた します。さ らK、市内のがけ崩れ左どの危険地域、地盤の弱いと ζろ左ど、災害

危険地域等を図で示し、災害発生どきの注意をイラス トで説明 した り、警戒宣言の内容を明記

した防災読本をま とめて市民K配布する乙 とが必要であろうと思いますので、な考えをな聞き

いたします。

質問 15、防災無線がほぼ完備されてきた状況の中では、災害どき K情報不足から防災活動

が出企 くれたDパニッ クが起きないよう、さらK災害どきの情報だけで左〈 、行政放送や時報

左どの放送も行い、市内全域Kカバーする防災行政無線を設置する時期K来ているんでは左い

かと考えますが、 どのようなな考えを持っているかな聞きいた します。

すでK、もう 多摩市、狛江市、立川市、 昭島市等でも、すでK防災行政無線が設置されてい

ると聞き及んでなります。また、防災行政無線施設が設置されたとしても 、聴覚障害者Kは聞

とえない。そとで、災害発生どき K防災行政無線から流れる電波をキャッテして、 フラッシュ

または振動を起とす小型パイプレーターを設置 し、聴覚障害者でも災害を知ることができる受

信装置を、防災行政無線と併行して設置するととはでき左いだろうかな聞きいたします。

通常であれば、す ぐK来て消火活動をしたり、けが人を運んで〈れる消防隊も、大地震のよ

うK広い地域にまたがり災害が発生 した場合は、十分左活動が行われないととは十分予測され

るのであタます。地震から身を守夕 、被害を最小限K抑えるためKは、市民 1人 1人が自衛意

識を持つととも K、地域の人々が町ぐるみで協力し合える自主防災組織による防災活動が必要

とされるととは周知のとなDであ Dます。市民自主防災組織は、東京都が 56年「防災市民組

織の充実強化K関する報告書」を発表して以来、自分たちの町は自分たちで守ろうと、自主防

災組織が進められてな夕 、区部の組織率が平均 90%i'C近い状態であるのK対して、三多摩で
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は平均組織率が 30婦と大変低いのであタます。組織率 100婦が青梅市、福生市、狛江市の

3市であ 夕、結成がゼ ロ市は日野市を含み 7市あタます。質問としましては、自主防衛組織K

ついてどのよう左型で検討され、結成はいつどろKなるか状況をな聞きいたします。

以上についてな願いいた します。

0副議長 (米沢 照 男 君 ) 生活環境部長。

0生 活環境部長(坂本金雄君 ) 公答えが多少前後いたすかと思いますが、私の方か

ら先Kな答えさしていただきます。

最初K、医療救急体制でどざいますけれども、災害時の行政側の役割夕 、それから、 一度K

広い範囲K災害が発生する ζ とも十分予測できます。そういう場合K行政側がすべての地点で

活動K当たるととは非常Kむずか しい面がどざいます。そとで、地元でも って応急的左処置を

とるととも非常K大事左部門Kなるわけですが、医捺体制Kつきましては、日野市地域防災計

画Kもどざいますように、医師会の協力を得まして、医師、看護婦、それから、事務職、そう

いった方々を一つの班K編成いた しま して用意 して どざいます。対策本部を通じま して、それ

らの班K出動命令が下せるよう Kなってなります。

それから、災害情報ですが、東海型の地震の発生が予想される場合Kは、東京都よ D、ま ず

無線電話でもって日野市K情報が入ってまいDます。その直後Kファクシミリを通 しまして詳

細な図面左どもつけたものが送られてまいタますO そう しますと、日野市から消防、警察署K

連絡をいた し、それから、 各消防団Kも連絡をいた します。で、消防・ 警察 ・消防団が一体と

左りま して付近の住民の方たちK災害の情報を、広報車左どを通じま して流すわけですo 市は、

その関連絡調整K当たるととを主たる仕事といた しますので、直接の広報活動Kはタッチいた

しませんけれども、その間K非常配備体制左どを整えて災害K対応する態勢をつくり出 しますO

現在、無線機Kつきましては、 60年度で 80局体制が一応完成をいた します。来年度以降に

つきま しては、同報無線左ども検討を してまいbたいと思つてなります。

さらK、自主防災組織でどざいますけれども、自主の名のとなD、とれが各地域からなのず

と盛り上がってきた組織でなければ余 D意味が左い。とういう立場から、私どもはいままで積

極的Kとの問題Kタッチをいたしませんでした。各自治会C組織を調べてまいタますと、南平

あるいは日野台の自治会K防災部というような部がどざいます。防犯部という部は、大体どと

の自治会Kも置いてどざいますけれども、防災部という部が置いてどざいます。とういう部が

置いであるとととそ本当の自主防災組織であ って、 行政側が手をかければかけるほど、それは

自主から遠ざかっていく よう左気がいたすわけです。 しか し、 まず応急的左態勢は地元で自分

たちの手でやってもらうと O ζ ういうたてまえからとの必要も出てくるわけでとざいまして、

なくればせながら本年度の消防委員会K、自主防災組織についての考えを取タまとめていただ

いてなDます。とれは、毎年 1年間で終わる予定を少 し延ばしまして、 2年間で自主防災組織

Kついての考えをまとめていただく。 ζ ういうととで消防委員会Kな願いをしてどざいます。

あと、市立病院、医療体制、障害者、それから、水の問題左どKつきましては、日野市地域

防災計画の中で、それぞれ各部K割 b当ててどざいますので答弁をいたします。

0副議長(米沢照男君) 病院事務長。

。 病 院 事 務 長 ( 大 貫 松 雄 君 ) それでは、 9点目の市立病院の防災対策という御質問

vc j;，~答えいた しま す。

まず薬品の確保でどざいますけれども、とれは、現在十分確保をしてどざいますO それから、

入院患者の避難の訓練でどざいますけれども、とれは、年 2回実施してどざいます。とれは、

消防署の方の立ち会いで行つてなDまして、入院されている方も歩ける人は 1階までなbてい

ただくというふう左訓練でどざいます。消防署の講評も良好というととでどざいますO それか

ら、食糧、水、電気等の対策でどざいますけれども 、まず食糧でどざいますO 入院患者を対象

とした病状K即した品物を数日分備蓄してどざいます。とれは、熱し左〈て水のみでできるも

のでどざいます。それから、飲料水は、耐震の構造の 90トン槽を院内K設置してどざいます。

それから、電気でどざいますけれども、ある程度の手術ができる非常用のディーゼル発電機、

乙れを設置してどざいます。それから、負傷者K対して対策でどざいますけれども、災害の差

Kよりますけれども、たとえば強度の場合Kは現状の診療棟が大分老朽化してどざいます。そ

ういう中で市立病院がその時点の全面的左対応というととは、現時点では非常K危'↑具するとこ

ろでどざいますけれども、 その差Kよっては市立病院でも十分行えます。そういうととで医療、

それから、防災関係の機関の具体的な面の協議が今後必要と考えられますo

以上でどざいます。

0副議長(米沢照男君 )

0福祉部長(高野 隆君 )

福祉部長。

1人暮らし老人及び障害者の防災対策Kついての対応と

いうととでどざいますが、防災計画の中の一部としての取り組みというととで、具体的な今後
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の計画の中で検討すべき内容だというぐあいK考えてなる とと ろでど ざいますo

O副議長 (米沢照男君 ) 馬場繁夫君。

07番 (馬場繁夫君 ) 老人 とか障害者の方が安心して生活できるよう K、十分その

それから、自主防災組織でどざいますけれども、先ほど部長から答弁があ タま したよう K、

市民の皆様の方から盛り上がった組織が、当然そう いう組織が一番重要であ Dますけれども 、

なか左か現状になきま してはそれKまだむずか しい部分もあタますので、まず危険左地域と予

測される地域Kなきま しては、市民の皆さんKその事実をな知らせした上で、まず行政の方か

らそういうよう左市民防災組織ができるような助成をしていく、 援助を していく。また、いろ

ん左面で地域の皆様K応援を していき 左がら、それがどんどん盛b上がって、大き左自主防災

組織に していくというととが重要ではないかと思います。だから消極的じゃなしもう 少 し積

極的Kその問題を取タ上げていただきたいと思いますO 特K南平、平山地域の丘陵地帯で危険

のあるととろにつきま しては、その辺Uてっき十介Kやっていただきたいと思います。

最後K、総括的K市長K、東海地震が想定した場合、または豪雨Kよる災害等を含んだ日野

市地域防災計画の現状と今後の課題というか推移について答弁企願いいたします。

。副議長 (米沢照男君 ) 市長。

対策は考えていただきたいと思います。 特K震度 5の地震が発生 した場合は、重い家具も移動

したり倒れる ということもあるとされて なDますO さらK、たんすとか細長い家具、テレビ も

倒れる と。また、 冷蔵庫、 ピアノ等も倒れると とがある と。棚の上のものはほとんどすべて落

ちてしまうという のが震度 5度 という ふうにされてなDますO 特K老人の方 とか障害者の方は、

そういうよう左家屋内での家具の倒壊等KよDましてけがをする乙とも十分考えられますので、十

分その対策もまた苦慮、 していただきたい と思いますO 夏井議員が前K、たんすガー ドを設置 し

たらどうかというふうな提案もされたと ともあタますので、さらKその辺の推進もあわせてよ

ろしくな願いいたします。

特K、先ほども述べま したよう K、災害が地震が発生 した場合、火の始末K対 して も一般の

方は 90%が火の元栓を締めると。ととろが、 1人暮ら しの老人K左タますと、左かなか手が

回らないというような実態が報告されてなDますけれども 、今後、都市ガスとかLPガスの遮

断装置が最近いろいろと開発されて台タますので、 1人暮 らしの老人Kつきま しては、 ある程

度の震度 4とか 5の地震が発生 しましたら、 自動的にガスが遮断され、火が消えるというよう

な部分を十分福祉事務所では検討 していただきたい と思います。特K、防災クアとか老人K非

常K行き届かない面が多〈ありま すし、また、災害の後の老人の防災ケアにつきましては、ほ

とんど対策も左いのが実情となっていると とと思いますので、 乙れも総合的K前向き左検討を

していただきたいと思いますO

病院Kつきま しで も、患者を治療する側Kある病院が、災害でその対策が とれ左いというと

とK左った場合は大変K不安感も増長 します し、 その辺Kつきま しては十分検討 していただき

まして、危険があるととろKつきましては対策もとっていただきたいと思います。さらK、現

状の病院の施設では、なか左か耐震も しKくい部介もあるというふう K聞き及んでなタます。

今後、市の行政K訟きましでも、他の総合病院を誘致するのか、それとも日野市の総合病院を、

さらK新し〈建てかえて本格的左高度医療も含んだものKしていくのか。十分その辺Kついて

近い将来結論を出していく時期が来ているんでは左いかと思いますので、市長の英断を期待を

しているととろでどざいますO

0市長(森田喜美男君) 災害のととを考えますと、なか左か十分左対応、というとと

がいか困難だというと とを思いめぐらすわけであタます。ただし、 日野市は都市計画の手法に

なきま しで も、ふだんの行政の中で、災害K強い町を期するという意味で行政指導等K特K力

点を置いてやると、 こういう状況であタます。それで、災害時の水であ タますとか、あるいは

食糧であタますとか、医療体制であ Dますとか、そのほか一応防災計画というととで計画とし

ては持ち得てなbます し、 年々それを改訂いたしまして、よタ役立つ体制をつくろうというと

とで年々努力をいたしてなるととろであ タますO

東京都の都市計画当局から、みずからの調査で災害診断という資料もときどきいただきます

し、 また、具体的左消防庁を中心とする ー われわれの市では消防署でありますが、 との関係

からも専門的左体制づく_l?VC努力をされる Kあわせて具体的左 ー いま質問の中Kあbました

ような災害時K対 しますプロック塀でありますとか、擁壁であタますとか、あるいは土壌の状

況であタますとか、いろいろ指摘もあるわけでありますが、それを私有財産の場合、その該当

者K合知らせをするというととをするのが、果たして適切であるかどうか。

とのあた_l?VCまだ結論を持ち得てiけませ~一般的K万年塀等が経験上災害の要因Kなるとい

うととも言われてかタますので、とれK対しましては自分で安全度を調べていただく ー そのよう左備品

を£貸しをできる。乙ういう状態はつく ってなるわけであ DますO 防災行政をより徹密にするため
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Kは、やはり具体的な課題を日常的K住民の方々に理解を していただき 、有事の際の対応、を考

えていただくということが重要だと思つ てなタますので、努めて訓練等の際K地域の関心を求

めてまテるととろであります。

自主防災組織という ととにつきま しては、私は日どろ考えますのK、防災という用語は、あ

るいは防災という仕事は、 とれは行政側の仕事であると。住民の方K防災 という ととを余タ強

調 して、そして、危険を官されるようなととがあっては、かえっ て適切で左い。む しろ住民の

方Kは避難という形で、いかに生命を守るかということにのみ、まず一段階は集中 していただ

くと。乙れが行政側から考える自主防災であるべきではなかろうかとこう思つ てなタます。 し

たがいまして、避難というとと Kつきま して十分意識を高めますと ともK、また、避難路等の

日常的な認識を持っていただく 。避難場所というのを公共施設の学校等を中心といたします広

場を持つ、あるいは建物のある場所を指定いた してなりますが、乙れは災害時の、つま b行政

側が給食であ Dますとか、あるいは応急医療であタますとか、そういう避難場所としていっと

き生活をする場所だというととであタま して、そ ζK災害時Kすぐ駆けつけるというととでは、

かえって判断を誤る ζ ともあろうと思いますので、そのととも強調 してむるととろでどざいま

す。ふだんの心構えとそ大切でありますので、行政といたしま して、日常的左町づくタの安全

左都市づくタへの努力と、それから、住民の方々の判断K必要左そういう条件と、また、情報

を提供していくと。とういうふう K考えたいと思って台bますO 左台、日々今後も努力をし、

いろんな体制の整備を行っていきたいというふう K考えてなるととろでどざいます。

現在、警戒宣言K伴う対策の処置というよう左形で出てなタますし、日野市の地域防災計画

K基づきま した実施計画、並びK整備計画を もう少 し明確Kいたしま して、場合Kよれば 5年

とか 3年の計画の中で、それを具体的K単年度の予算を どういうふう Kつぎ込みながら行って

いくか。また、特K人命の安全確保という部分K最重点を置き左がらやっていただきたいと。

その辺Kついては非常K不明確な部分があ Dますので、それを今後早急K実施計画、ま たは整

備計画をもと Kしたものを早急Kつくっていただきたいと。とういうととを強く要望いたしま

して質問を終わら していただきます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 11の 1、地震、水害Kなける斜面災害防止、

安全避難対策等Kなける防災計画の現状と今後の課題に関する質問を終わタますO

.1:;、諮りいた します。議事の都合Kより暫時休憩いたしたいと思いますが、とれK御異議あり

ませんか口

C I異議左し」 と呼ぶ者あタ〕

0副議長(米沢照男君) 御異議左いものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時 37分休憩

午後 4時 3介再開

。副議長 (米沢照男君) 休憩前K引き続き会議を開きます。

0副議長(米沢照男君 )

07番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

いまの市長の答弁KよDますと、自主防災組織と 一 住民の

一般質問 12の 1、 ワンルーム、マンション等への対応についての通告質問者、馬場弘融君

の質問を許します。

C 8番議員登壇 〕

08番(馬場弘融君) 議長の必許 しをいただきま したので、通告に従いまして質問

をいたします。大変な疲れだと思いますけれども 、 もうしばらくなっき合いをいただきたい と

思います。

最近、八王子市や町田市左ど近隣各市でも問題K左つてなりますワンルーム・マンションへ

の市の対応Kついて伺いますが、との地図で説明をいたしますと……(図示)場所は中央線の

日野の駅の北東部でありまして、駅から歩いて 3分ほどの日野本町の一画、面積約 110坪と

いう小さな敷地K、 3階建て 35室の、いわゆるワンノレーム ・マンションの建築が予定をされ

てなタます。との地域は中央線のすぐ横でありまして、住宅が密集している。道路は狭〈不十

分でもある。公園左どの公共スペースもない。とうい った関係から去る 57年の 12月、 地元

側は避難するととが一番優先していただきたいというよう左長話であ Dますので、特K避難す

る場合の避難通路K関して、特Kプロック塀とか非常K危険があ Dますので、それKついて市

長がそのよう左台考えであるんであれば、もう少し具体的K、かつ積極的K住民の側がブ ロッ

ク塀等を調査するととろじゃなくて、行政の方が主体的Kその問題を取り組んで、危険左ブロ

ック塀等がある場合は、その持ち主の方Kシ知らせをして直していただく。また、 どうしても

資金的Kむずかしい場合Kあれば貸し付けをする。何らかの対策を考えていって、初めて市長

のいうような趣旨K在ろうかと思いますので、その辺Kつきまして十分考慮してやっていただ

きたいと思います。
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の自治会長以下約 200名の方々から、市街地整備の請願が提出をされてなタま す。 本議会で

も、その請願の趣旨を了と し、昭和 58年 6月K採択を している。とう した経緯がある地域で

あタます。ですから、地元では、 乙の狭い敷地Kワンルーム・マンションが建設をされたら、

さらに住環境の悪化を来すのではないかという心配を強めてなD、反対運動へと盛D上がっ て

いる状況でどざいます。日野市と しても 、地域Kなける良好な近隣関係の保持を図 D、もって

市内の健全な生活環境の維持向上K資するため、 「住みよい町づく D指導要綱」 さらには、昭

和 59年の 7月以来 「日野市単身者共同住宅等建築物の建設K関する指導指針」 在るものを設

け、いわゆるワンノレーム・マンションK対する一応の規制を考えているようであ Dますが、 今

回のよう K現状でも良好とは言えない生活環境の中K、ワンル ーム・マンションを建設 しよう

とする計画K対 し、市としてはどのよう左指導を し対処を していく考え左のか。まず大づかみ

K第 1点と して伺いたいと思います。

次に、とのワンノレーム・マンションの計画Kは、さらに大き左問題点がひそんでなDます。

すなわち、とのマンションをつくる業者は、 6年前 一 昭和 53年から 54年附ミけま して、

乙のマンションの用地を含む約 2，200平米を開発 し、あわせて 13戸の土地っき 2階建て住

宅 として販売を している経緯があ Dます。ちょっととの資料をとらんいただきたいんですが…

(図示)そのときの 13戸分の販売をするという広告であります。いまと ζで黄色く囲 ってあ

Dますのが今回問題KなってなDますマンションの敷地K左っているわけであ DますO さらK

もう 1個の資料をな見せしますと ー とれもちょっと遠吋込らなわかタいただ、け左いと思うん

ですけれども、真上から見た図面ですけれども、 13戸あタま して、 乙らら側が 3戸分が現在

の問題K左っているマンションの敷地KなってなbますO とのうち 13戸分のうちの 10戸K

ついては計画どなり売却をされたと。 しか し左がら、 どういうわけかとららの 一一 道路側はと

とになタます。(図示)とちら側は中央線ですが、道路側の 3戸だけは更地のまま現在Kまで残

されているわけであタますo そして、先ほど来申 し上げて;t-， .tますよう K、乙の 3戸分のとと

ろが今回のワンノレーム・マンション建設用地K左っていると。

そとで、問題点の第 1でありますけれども、との売り主一旬 13戸を当初売ろうと した売タ

主が、 1 0戸の購入者K対 して、 との敷地Kは建築基準法第 69条K基づく建築協定が結ばれ

ますよという ζ とを明記したとういう物件説明書一-家を買うときに物件説明書というのがあ

Dますけれども、との物件説明書Kちゃんと建築協定が結ばれますよという ζ とを書いている。

さらK、建築協定書の案文 ー と ういった案文でつくりますよという業者名が入った ー 判こ

はないんですが、業者名が入った協定案も手渡 しているわけであタます。

その協定案によ Dますと、 との中Kつくる建築物は 2階までしか建てられませんO さらK、

共同住宅を建ててはいけませんO とういう案文左んです。つま D、当時乙の 10軒をな買いK

左った方々 ー いまでも合住みですけれども ー は、との地域Kは一番道路方の 3戸も含めて

3階以上のものは建たん左と。あるいは、共同住宅は建た左い左という ζ とを、文書の約束は

ないんですけれども、そういう資料をもとに、そういう想定のもとにな買いK左っているわけ

です。そういう事実があタま すO 業者Kしてみれば、そういう建築協定をつくるというな話は

したけれども 、市には正式Kは届けをし左かった。だからそういう建築協定は左いんだと。も

ともとないんだという言い分で、ですから、いまとと VC3階建ての共同住宅をつくっても何ら

法律違反では左い。とういうのが業者の言い分であ Dます。

問題の第 2点。第 2点はとの広告であ Dますけれども、 13棟のうち 10戸だけを売って、

残.t3戸は売らなかったというわけですが、道路側の 3戸は、実は 10戸を買われた何軒かの

方が、乙こを欲しいといって買いK行っ ているんです。ととろが、だれも 、 もうすでK売約済

みですよということを言われているわけですO ですから、 一番初めK台買いK左ったのはとの

辺に住まわれた方です。初めから売約済みK左っていたと。で、売約済みK左っていたそれぞ

れの名義が現在どう左っているかというとと左んです。との開発をした業者・会社の名前が一

つ。社長の名前が 1軒。社長の奥さんの名前が 1軒c つまタ初めから 13戸を公募しますよと

いう広告を出してなき左がら、公募したのは実は 10戸であって、残.t3戸介Kついてはリザ

ーブしてないたと。こういう乙と がわかっているわけであDます。 ζれらを当該業者によ Dま

すか左 D違法性が高いと思われるいきさつを考えますと、とのワンルーム・マンション計画K

対する住民の反発も左るほどなという感じがするととろであります。

そとで、質問の第 2点といたしま しては、と の計画の確認申請の受理Kついては、慎重Kも

慎蔓な配慮が必要かと思いますけれども、 現在市としてはどのように対応し、今後どのよう K

指導を していく 企つもタか。具体的K伺いたいと思います。

さて、以上でワンノレーム・マンションの件は離れまして次の問題K移 Dますけれども、 3点

目としては、とれとは別K、さき K問題K左Pました小笠原機械等もそうであ Dますが、いわ

ゆる用途地域が準工地域の中 K工業とは全く関係のない高層マンションがどんどん建てられる。
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とういう状況が最近見えてなりますO とれKついて、 現在請願の審査中で もどざいます日野警

察のわき、下町下河原地区の 5階建て 63戸の高層マンショ ンO との場合も全 く同様であ Dま

して、準工業地域K左つ てなタますo もとも と工場があ ったとと ろの跡地Kマンシヲンをつく

ろうという、とういう計画であ Pます。とういった準工地域であっ て、しかも道路も狭く公共

用地も左いとういった敷地。さらKは、下町下河原地区の場合Kは、との地域が万願寺区画整

理の第 2期の区域K入っているというよう左と とも考えますと、市が今後良好な町づく Dのた

めに都市計画を進める際K、不都合が起乙るかも しれない。乙ういうととも考えられる。

そとで、第 3点目としては、いま申し上げた具体例を踏まえて、準工地域K工業とは全く関

係のないとういった高層マンションが次々 K建築をされていくというと とK疑問を感じてい左

いだろうか。そして、市は、ζれらK対して現在どのような対応を考えているのか。また、ど

ういう対応が可能左のかというととを伺いたいと思いますO

以上、 3点台願いいたします。

。都市整備部長(結城邦夫君)

を申し上げますo

まず 1点目のワンルーム・マンションの建設に当たって市の指導の内容でどざいますが、市

それではただいまの 3点Kつきまして私からb答え

身者用共同住宅等建築物の建設K関する指導指針」を定めま して、同年の 7月の 1日から施行

を して きてなるととろでどざいますO ζの指導指針は指導要綱を補完するものでどざいまして、

その内容Kつきま しては、建築主あるいは所有者等の責務、建設計画K当た っての建物構造の

基準。そのほかに、建築後Kなきます管理の基準が定められてbるところでどざいます。

したがいまして、とれらの事業の建設等を行う事前K、要綱K基づきます事前協議Kなきましては、

周辺住民Kその計画内容を周知徹底させるためK、指導要綱の 20条K基づきます標識設置K

ついて強力K指導を行っているととろでどざいます。御指摘がどざいました件につきましては、

当時の事業者でどざいます 一一現在の土地の所有者 と左っているタイ トー建設株式会社K対しまし

て、 9月の 5日と昨日 26日K会社を呼びま して、いま 問題K左つてなります土地の販売時K

企きます建築協定等の問題Kついて、誠意をもって解決するよう要請したととろでどざいます。

したがいまして、との問題が解決するまで事前協議等は受け付け左い というような私どもの考

え方でどざいます。

それと、準工業地域の最近高層マンションが非常K多くの要請が出てきて、建築させてほ し

いというようなととで申請が出てきてなタます。とれらの準工業等Kつきましては、 土地の効

率面からいきまして、工場跡地を民間デベ ロッパーで開発をするというためK、買収するケ ー

スが非常K多〈左ってきてなタます。市といたしましては指導は行っ ているとと ろでどざいま

すが、法的Kとれを阻止するという決定的なものはどざいません。そのように伴いまして、そ

の対応Kついては市の方としても、非常K苦慮をしているととろでどざいます。都市計画上の

観点から見れば、基本的Kは、その用途地域指定の趣旨からいきまして軽工業、あるいは工場

等の立地が望ましいわけでどざいます。しかしながら、現実にはとれらの準工業地域は住工混

在の傾向が非常K強〈左ってきているという一面もあるわけでどざいまして、市といたしまし

て、指導要綱K基づきまして工場地域Kついて、または準工業地域Kつきましては、特K住宅

等の開発を規制して純化を努めているととろでどざいます。しかし、それ以外の地域一用途

地域Kつきましては指導は、特K工業地域、準工業地域Kつきましては、その指導が大変むず

かしいという事情があるわけでどざいまして、乙れらの地域医つきましては、今後の区画整理

事業、あるいは地区計画制度の導入を図って対応をしていかざるを得左いであろうというふう

K考えて.i，-，..!Jます。したがいまして、今後Kつきましては、とれらの制度を導入するというほ

かK、用途地域の見直しも行っていく必要があろうというととで検討をしているととろでどざ

0副議長(米沢照男君) 馬場弘融君の質問Kついての答弁を求めます。都市整備部

長。

といえしましては「日野市住みよいまちづくタ指導要綱」 を 53年の 11月K制定いたしまして、

開発行為等の事業施行K当たっては、 ζれに基づきまして行政指導を行っているととろでどざ

いますO との中VL.i，-，.きま して、最近建設されてまいbます特K多く在 ってまいりました単身者

用の共同住宅の建築物等Kつきましては、いろいろと地域で問題を醸し出しているところでど

ざいます。近隣の住民の方々 Kいろいろな不安を与え、かつ紛争が発生しているよう左状況で

どざいます。とれらの紛争Kつきましては、建物が閣係法令K適合するものでありましでも 、

住環境をめぐる社会的左問題として具体的な紛争が起きてきているというのが現状でどざいま

す。

単身者用の共同住宅等の建築物を建設するに当たりま しては、紛争が発生 しない一 発生 し

てからでは問題の解決が非常Kむずか しくなってまいりますo そとで、市では環境をめぐ Dま

す諸問題K適切に対処するためKは、昭和 59年の 6月の 11日K御指摘のような「日野市単
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以上でどざいます。

O副議長(米沢照男君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

づきまして指導を行 ったととろでどざいまして、 義務づける というととはどき左かったわけで

どざいます。そういうととで、指導を市といた しまして当時行ったわけでどざいまして、タイト ー

建設いろいろ との点について協議いた しまして、 案文までも指導を行ったわけでどざいます。

しか しながら、最終的K案文ができ上がDまして、 市の方 Kそれを提出をする段階Kなきまし

て、 建築協定の申請 という形で文書が市の方 K提出されるわけでどざいますが、市の方はそれ

を受けまして、東京都の西部建築指導事務社長の承認を受ける という運びK走って、 との協定

が成立する運びK左るわけでどざいます力主タイト ー建設の方からはその申請書が市の方K提出は

されなかった。とれをまた強制する手段も当時は左かったわけでどざいます。 したがいまして、

出され左いままに協定が締結されないまま現在K至っている とい うのが実情でどざいます。

したがいま して、と の協定を前K戻して協定を結ぶというととについてどうかという御質問

でどざいますが、当時Kさかのぼって協定を締結するというととは非常Kむずかしいかと思い

ますc しか し、 現段階でそういった問題があるな らば、いまの時点で改めてまた協定を結び直

すというとと は、これは可能かと思います。そのよう左指導もとれからは行う必要があるとい

うととで、そういった点についてもタイトーの方とは協議を行つてなタます。

以上でどざいますO

います。

1 1点目 、 2，点目のワンノレ ーム・マンションについては、とも

かく地元の方々 との十分な話 し合い が済まなければ事前協議Kは応じないというふうなな答え

であタましたけれども、それももちろんそのと j:，~ i? j:，~願いをしたいわけでありますが、私もち

ょっと申し上げま した建築協定の ζ となんです。 実は、たまたまとと K持ってきて台Dますけ

れども「日野市住みよいまらづくタ指導要綱」とれがつくられたのが 53年の 11月1白からな

んです。問題の最初の開発行為が行われたのが、それよ D以前左んですO というととは「住み

よいまちづく D指導要綱」の前の 「日野市開発行為指導基準」というのがありま したが、それK

よっているわけです。との「まちづくタ指導要綱JVC基づいてもしいれば、との 18条の中K

「建築基準法K基づ く建築協定が施行されるよう必要左措置を講 じなければ左らない」と左 っ

ているんです。つま D一定規模の開発行為の場合には、必ず建築協定がつくられるように指導

をし左さいよというふう K要綱K決められています。ところが、残念左がら以前の ーとの要

綱の前身といいますか「日野市開発行為指導基準JVCよれば、建築協定が結ばれるよう K努力

をしなさいというふうな条文K在っ ているんです。恐らくそういう関係で、当初準備までされ

案文までつくられた建築協定が、市の強力な指導ができないでつくられ左かった経緯があるの

ではないかというふうに思うんです。それKしで も、前の指導基準K基づくと して も、市は建

築協定が結ばれるよう K努力を しなさいというふうな規定があるわけです。 ですから、それを

受けま して、結局地元の住民の方々一番反発を感じているのはそとなんです。当初 2階建てし

かっく Dませんよ。共同住宅はつく Dませんよという案文まで見せ左がら、それをなかったと

とKして、全く違うものを今度つくろうと していると。それK反発を しているわけなんで、そ

れを問題を原点K返して 一-当初の建築協定が左いわけですから、正式Kは。とれをまた一番

初めのよう K戻 して、つくるよう左指導をするとo つくらせるような指導をするという ζ とは

できないんでしょうか。とれをな尋ねしたいと思いますO

0副議長(米沢照男君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

よくわかタま した。いずれKいたしましでも、八王子市のめ

0副議長 (米沢照男君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) 合答え申 し上げます。

建築協定Kつきま しては、 御指摘のよう Kとの開発行為K当たりま しては、以前の基準K基

じろ台の、やはりワンノレーム・マ ンションの例をちょっと調べてもらったんですけれども、 と

れは、市が早く確認申請書を受理 してしまったためK、その後から反対運動とかいろん左問題

が出てきて、市が少し許可を延ばしたんですO 裁判IjVC左タま して、結局和解をしたんですが、

市が負けるといいますか、業者の言い分を聞くような形で解決をして沿Dまして、めじろ台の

場合Kは、との 10月Kはでき上がるそうです。そういうととがあタますので、先ほども部長

の答弁Kもどざいましたけれども、確認申請の受理Kついては慎重にも慎重Kしてほしいと。

協議K入る前の段階ですね ー その辺のととろを十分お調べK左った上でやっていただきたい

とO そういう御配慮をいただきたいというふう K思います。

以上でとの質問を終わタます。

0副議長 (米沢照男君 j とれをもって 12のしワ ンルーム・マンション等への対

応、K関する質問を終わタます。
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1 2の2、東町地域の環境整備Kついての通告質問者、馬場弘融君の質問を許します。 K考えるわけでどざいますが、とれについては市はどのよう K考えてなられるか。あるいは可

08番(馬場弘融君 ) 昨日、藤林議員から同様の質問があD、ダブる点も多いと思 能性があるかどうか。

凶ますが、通告を してなりま したので、よ ろしくなっき合いをいただきたい と思います。

東町地域の環境整備Kつきましては、私も これまで3回一般質問で取り上げてまいタま した。排

水樋門新設の際、仲田小学校新設の際、そ して、 2・2・10の具体化K伴いと、以上 3回で

あDます。今回は、立日橋の工事がいよいよとの 11月よ D開始され、多数の工事用の車両が

東町地域を通過する。とのととへの地元住民の不満を踏まえて質問をいたします。

以前から申 し上げてなDますが、立日橋並びK2・2・10号糠は、日野市民全体の立場か

らすれば南北の通過道路として非常K有効だと思います。 しか しながら、地元東町K限ればほ

とんど益なしむ しろ環境悪化の恐れが大であタます。ですから、これまでも再三にわたって

市長、あるいは議会あての要望書が地元からは提出をされてあサます。最近のものでは、 とと し

の 6月、東町の自治会から市長K提出をされた「東町地域の環境整備K関する要望書」であ D

ますが、今回の質問は、との要望書の内容をもとに、かっ、最初K申し上げました立日橋工事

用車両の通過への対応。とれKついても伺いたいと思いますo

要望書Kよる具体的な要望事項は次の 5点であります。1. 生活道路の整備と交通安全対策

をしていただきたい。 2. 下水道の整備を急いで〈ださい。 3.都市ガスの導入を広げてくだ

さい。 4. 地区センター、広場などの公共用地を確保してください。 5. 東町地域の面的整備

を進めてください。以上 5点であ Dますが、 とれら要望K対 し市は現在どのよう左対応を考え

ているのか第 1点として伺いたいと思います。

次K、第 2点と して、立日橋の工事用の車両が 12月から 1月Kかけて 1日当たり 80台通

過をするという都の計画でありますが、とれらの通過Kついては、住民並びK児童の交通安全

の上からも、何とかいまの都道の予定地 ーー あの細い道を往復をさせるのでは左くて、あ ちら

から入って堤防の方へ抜けていくというふう左形で、堤防上の道を使っていただくような働き

かけを都Kしていただきたいというふう K思うけれども 、その可能性を伺いたいと思います。

それから、第 3点としては、ただいま申し上げた工事用K使用が可能であろうと思われる立

日橋上下の堤防上の道については、工事が終了 した暁Kは、市K移管をして地元住民の利用で

きる生活道路としていただきたい。さらK、堤防上の工事道路、乙れをもう少し市の努力で延

ば しますと、地元の非常K少ない道路事情を好転させるととができるのでは左いかというふう

以上 3点を質問いたしますo よろしくな願いしますo

0副議長(米沢照男君) 馬場弘融君の質問についての答弁を求めますo 都市整備部

長。

0都市整備部長(結城邦夫君)

してお=答えを申し上げますO

まず、地元から要望が出てなります 5点Kついて£、答えを申し上げます。まず 1点の生活道

路の整備と交通安全対策につきましては、 多摩川の堤防沿いK生活道路を新設するという とと

それではただ‘いまの東町の地域の環境整備につきま

は、道路事業としては非常Kむずかしゅうどざいます。 用地の買収等もどざいま して、また、

家屋の移転が相当あるというととから大変むずかしいというふう K判断をしてなタますo しか

し、 2点目の問題とちょっと重複いたしますが、立日橋を東京都で施行する K当たりまして、

堤防沿いK道路、いわゆる資材左どの搬入、あるいは迂回路という形で堤防道路をつくるとい

うととで、現在話を進めているところでどざいますが、との堤防道路ができました段階では、

とれを将来の生活道路とするというととは可能Kなってとょうかと思います。そういうととで、

生活道路の点Kつきましては、東京都と打ち合わせ左がら、そういった面で進めていきたいと

いうふう K考えて台タます。

それと、 2点目の下水道の整備Kつきま しては、神明上の都市下水路の建設にあわせまして、

東町の地域の雨水と家庭雑排水を可能左範囲内Kむいて、との都市下水路K接続をいたしたい

と考えてなDます。やはタ高さの関係からいきまして、全部の地域を都市下水路K導入 すると

いうととは技術的K無理がどざいますので、可能左範囲内K限ってと いうととでb答えをして

なタます。

それから、 3番目の都市ガスの導入 Kつきましては、東京ガスの方と打ち合わせをすでK行

ってi，-，.lJます。現在の段階では一部の道路Kガス管が埋設がされてなDますので、 とれを延長す

ること Kよってガスの導入が可能である。ただし、とれは費用がかかりまして、メートノレ当た

タ約 3万円程度の負担が出てくるとと K左つてなりますO それが了解していただけるようであ

れば、東京ガスの方ではやるというととでどざいます。

それから、4点目では児童公園、あるいは広場の点Kついてでどざいますが、現在自治会で
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土地を借り 受けま して、地域の広場として利用 しているととろがどざいま すが、との点Kつい

ては市の方で現在仲田緑地の工事を進めてなるととろでどざいまして、 61年度末、 62年か

らは仲田緑地が供用の開始K左る ととでいま工事を進めて:j，--_tlますので、そういう 面で、で き

るだけ広場ある いは公園と しては、仲田緑地の公園をな使いいただきたいと いう ふう Kな話を

してどざいます。ま た、地区センタ -VLつきま しては、現在市の市域内で 50館あるわけでど

ざいま して、 全体計画では 55館 という乙とで整備を進めてなる段階でどざいますO

したがいま して、 現在ととKどざいます地区センタ-vcつき ましては、耐用年数との関係もあるわけ

でどざいま して、 現在のとの耐用年数は建築後 30年というふう K踏んでなタま すO したがいま

して、とれを経過した段階で、また建てかえ等を行っていくということになろうかと思います。

そういうあ、答えを してなタますO

それから、面的整備Kつきま しては区画整理事業 というとと K左ろうか と思いますが、との

点については地域の権利者、あるいは居住 して卦る住民の方々の理解が必要K左っ てまいりま

す。そういう 面で、まず地域の中で区画整理をやるというととであ る左らば、検討委員会を設

置 してほしいと。その検討委員会の中で十分将来の市街化予想図等も検討 した上で、そのほか

に当然市の方もλってまい Dますが ー 検討 した上で区画整理事業の方向K向かつ て進めてい

くというよう左ことでな答えは して どざいま す。

それから、 2点目の工事用道路でどざいますが、先ほどちょっと触れま したが、堤防上K現

在道路と して使用されて£、ら左い部分が どざいますO とれを日野橋から立 日橋の間を堤防上を

整備するとと Kよタま して、 道路と して工事用の資材搬入等が行われるわけでどざいます。た

だ、堤防上を使うという ζ とになタますと、建設省の京浜工事事務所の許可が必要K左ってま

いタますo したがいま して、 現在東京都と市の方で協議をしながら、京浜工事事務所K道路と

しての築造を卦願い したいという要望を してなDます。将来とれが堤防道路として、工事般入

等が行われた後、道路と して残るわけでどざいますが、その場合Kは、今度は市がとれを認定

いたしまして、地域の生活道路とすると。道路の管理を引き継ぐというととで検討を行つてな

ります。その辺を明確にし左いと、また、京浜工事事務所の方 でも許可をし左いというとと ろ

がどざいますo その点は東京都と十分詰めながら進めてなる段階でどざいますO

それから、 ζれらのとの道路をさらK延長をするとo との延長というのは、恐らく四谷の方

向だと思いますが、その辺Kついては今後の ー との道路ができた段階で、そういった点Kつ

いても地域の状況を見て十分検討 しなきゃ左らないというふう K考えま す。

以上でど ざいます。

0副議長 (米沢照男君 )

88番(馬場弘融君 j

馬場弘融若。

いずれKしで も、立日橋あるいは 2・2・10といった大き

左都市計画道路。 ζ ういうものがで きる。日野を通過する。 乙ういう 工事が行われるときは一

つの大 き左テャンスだと思うんです。こういうとき K、その道路だけをつくるんじゃ左くて、

その周 bも一緒K整備を していζ うという、そういう積極的左近隣の住環境の良化K向けての

行政をぜひやっていただきたいととを要望申し上げまして、 ζ の質問を終わDますo

0副議長 (米沢照男君 ) とれをもっ て 12の2、東町地域の環境整備K関する質問

を終わDます。

1 2の3、第五小学校改築への見通 しKついての通告質問者、馬場弘融君の質問を許します。

08番(馬場弘融君 ) 今回は非常K一般質問がダブるととろが多いわけでどざいま

すが、 後ほ どと の問題は鈴木議員が取タ上げているようでどざいますので、私は簡単K触れた

いと思います。

第五小学校の改築の見通 しKついて伺います。昭和 34年、多摩平団地入居と同時K開校さ

れた第五小学校は、従来の学校建築の様式をがらりと変えたH型構造とするなど、当初はユニ

ークな小学校と して近隣の各市の評価も高い学校であPま した。しかし、そのうち児童数の急

激左増加に伴い、増築K増築を重ねた結果、迷路のよう K入 D組んだ構造と左 b、教育効果並

びK児童の安全面からも問題の多い建物K左つてなDます。さらK加えて、予想、よタも老朽化

がひどし雨漏夕 、漏電、あるいは校舎の破損など良好左教育環境というにはほど遠い状況で

あります。地元のPTAからは、昭和 52年K続いてさらK昭和 59年Kも、校舎の全面改修

を求める請願が提出をされ、いずれの請願も全会一致採択と左つてなbますo 特K、昨年採択

をされた請願 59 - 9号の文教委員会での審議を振b返ってみますと、議会も理事者側も、現

地調査を踏まえた上で請願者の指摘を全面的K認めているととろであ Dます。

問題点は、建築以来まだ 25年 しか経過を していないという ζ とで、鉄筋校舎の耐用年数

6 0年を経過 していないととなど、国庫補助の見通しがつかないというとと K集約をされてあ、

DますO しか しながら、教育委員会からは、即時全面改築Kは問題が残るとはいえ、都の調査

を頼むなど抜本的解決K向け努力を払う旨の見解が示されて企りました。加えて森田市長から
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限が徹廃されまして、日野市の場合Kは7分の 2の国庫補助を受けられるような状況Kなりま

して、七生中学等Kはその適用を受け左がら対応 してきたわけでどざいますけれども、五小の

問題Kついては全面的Kあの校舎を取タ払って、 新 しく新設校舎をつくり上げるというよう左

内容の問題でどざいま して、 国の国庫補助が認定されるかどうかというととろでのつばぜD合

いと言いますか、 きわめて内容的Kは困難を伴 っているという、そういう面も出てなタます。

いずれKいたしましでも、第五小学校の問題Kついては長い間の懸案でもどざいますし、い

つまで もぐずぐずさ してなくわけにいきませんので、今議会終了後も精力的K、さらに東京都

との折衝を詰めま して、何とか本年度中にはとの見通 しがはっきタさせられるよう左方向、そ

ういう方向K持 っていかれるよう K全力を尽くしたい。とのよう K考えてなタます。

08番 (馬場弘融君 ) 市長Kらょ っとな伺いをしたいんですが、昨年の文教委員会

のときK、先ほどもちょ っと申 し上げま したが、市の自己財源の活用も含めて結論を出してい

きたいというふう左発言があったわけです。との辺も踏まえて、いま教育長からか左タ積極的

にやっ ているというな話がありま したけれども 、市長はどのよう Kな考えでしょうか。

も、場合Kよっては市の自己財源の活用も含めて結論を出 したいと の、か左タ前向きの発言が

あタま したo 多摩平地区は、今後児童数の増加傾向も見られま す し、本年 2月 5日号の 「全国

市議会匂報」とれKよれば、国の今年度の文教予算Kないても、小中学校の新築はピークを越

えたから全般的には下がっ ているが、市町村からの要望が強い小中学校の鉄筋校舎左 ど、 老朽

施設に対する大規模改修費補助Kついては、地域制限を外 し大幅増額をされている とと などを

考慮すれば、市長、教育委員会が努力をすれば何とか国庫補助の見通 しも 開ける のでは左いか

と思います。昨年 12月の第 4回定例会では、との件についての橋本議員の質問K対 し、企画

財政部長は、国庫補助の見通 しは暗いという答弁をいた してなDますが、乙としK入 って教育

委員会並び市側では、どのよう左努力をされてきたのか。そ して、 現在の ととろ大改修の見通

しはあるのか。 との辺を伺いたい と思います。よろ しくb願い します。

0副議長(米沢照男君 ) 馬場弘融君の質問Kついての答弁を求めま す。教育長。

0副議長 (米沢照男君)

0教育長(長沢三郎君 ) 第五小学校の改築への見通 しについて答弁さしていただ き

ます。

市長の方も文教施策の重点事項と して第五小学校の改築という問題を取 b上げてなタま すし、

教育委員会の方も 5月以降精力的K対都、あるいは対文部省、防衛庁、 乙れら との折衝を続け

ている状況でどざいます。 6月の 13自には 、東京都の施設部の関係職員 5名ほどが日野市

の方K参りま して、第五小学校の現地調査、とれを行って台bます。現在文部省関係Kつきま

しては、第五小学校が教育機能面で不適切左建築であるという認定が得られるかどうか と、 い

ま御質問の中Kもあ Dましたよう K、非常K管理上、あるいは指導上困難左学校であるという

ととは東京都の施設部の方も認めている状況でどざいま して、教育機能の不適格建築と しての

認定が得られるかどうか、それを中心K折衝中でどざいますO 都の施設部の方では、公団施行

された当時の建築図面、とれら等も全部整備 した上で都教委の方へ提出 してほ しいと。そのよ

うな面での要請も教育委員会の方K来ているよう左状況でどざいますO それから、左合防衛庁

関係Kつきましては、基地周辺の騒音対策事業と しての改築が認められるかどうかと。とうい

う点Kついて折衝を進めてなりますo

ただ同校の一五小の全面改築という問題につきましては、いま馬場議員さんの方からな話

のあタました大規模改修Kよる国庫補助、とれとはちょっと性格が違つてなタまして、現在の

校舎を大規模K改修するとー!現在建っている中でD との場合Kつきましては、確かK地域制

0副議長 (米沢照男君 )

O市長 (森田喜美男君)

馬場弘融君。

市長。

ただいま教育長がな答えして沿りますとなり 、いろいろな

面からその実現を図るための詰めをやって台る、とういうよう左状況Kあります。自己財源云

々というととはもちろんであタま して、仮K補助が得られましでも自己財源が主体性を持つと

いうとと Kは相違はあ Dませんので、あわせて実現のためK一層の努力を していとうと、との

よう K考えてなります。

。副議長(米沢照男君)

08番(馬場弘融君 )

馬場弘融君。

先ほど来申し上げましたよう K、多摩平地区は他の地区と違

って児童数の増加傾向があります。さらK、地元父母からの長期Kわたる切なる要望があるわ

けでどざいます。どうか子供たちKよDよい教育環境を与えるべ〈 、市並びK教育委員会の一

層の努力をな願いをしてとの件を終わDます。

とれをもって 12の3、第五小学校改築への見通しK関す。副議長 (米沢照男君)

る質問を終わりますo

b諮 Dいたします。議事の都合Kよタあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、
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とれK御異議ありませんか。

c r異議左 し」と呼ぶ者あ !JJ 

0副議長(米沢照男君) 御異議左いもの と認めます。よ って会議時間を延長すると

とK決 しま した。

1 2の4、恒久平和K対 し、 自治体は何をすべきかKついての通告質問者、馬場弘融君の質

問を許 します。

08番(馬場弘融君 ) 森田市長は、昨年の中国訪問K続きま して、乙 としの 8月K

はソ連も訪問されるなど、かなタ国際性を身Kつけられたのではないかと思います。また、反

核平和宣言都市と して、姉妹都市レッドランズ市への反核呼ひ、かけを したP、その方法Kつい

ては適切を欠く嫌いはある Kしで も、世界平和への意欲Kついては高 く評価できるととろであ

タます。私事で恐縮でどざいますが、 私も父親を戦争で亡く して jo~ !Jまして、 戦争遺児と して

の体験と戦争K対するある種の厳 しい思い入れを持つてなタます。主義主張は異なる点が多い

わけであ bますが、世界の恒久平和への願いは市長も私も共通を していると思いますO 第 2次

世界大戦以来 40年という大きな節目を越えた日本であタますが、 ζの開戦争K巻き込まれる

ととなく平和を享受できたのは、戦後の日本人が過去の経験を生か し、 政治を含め賢明な判断

選択を してきた結果だと思います。もちろん日本が戦後国際的K実K恵まれた環境K置かれて

いた。とういう事実も忘れてはなら左いととろであタますo 4 0年間の平和を維持 し、 最近で

は世界のトップレベルの繁栄を謡歌している日本であタますけれども 、 とのととろ世上は先行

きK対する何となしの不安感を抱かせるととろでありますo

私は現実主義者であDますから、との地球上から戦争が左くなるなどとは決 して思って沿D

ませんo しかし、戦争をなくすととは不可能と しても、戦争を少 しずつ先送りするととは可能

だ し、 40年間続けてきた日本の平和を、今後 50年、 6 0年と続けていくとととそわれわれ

の最大の務めだと考えて jo~ !Jます。平和や国際交流の問題は、国がやればよいという考え方も

あタましょう。しか し、いまや日本、そして世界のあタょうは国家の枠を越えたととろでコ ン

トロールする必要があ Dそ うであ Dます。 本当左らば自立を した市民の連帯を求めたい と乙 ろ

であ Dますが、民主主義的左経験の浅い日本では、とてもイギリスやアメリカのよう Kはいか

ない。まずワンステップとして、地方自治体が独自 K国家の枠を離れて世界平和への行動を起

とし、市民を巻き込む努力をすべき時かと考えますo

そとで、私の心Kある今後の日本、 あるいは世界への不安感をもと K今回の質問K取 D上げ

た次第であ Dます。質問K入る前医、日本民族の持つ根本的左欠点。それと、不安を抱かせる

日本及び世界の現状を前提として九つ私左 !JVC申し上げてなきたいと思います。

前提の第 1、 日本が歴史的K、あるいは地理的K孤立しているととからくる日本民族の外交

的左うぶさであタます。国家の創世期K騎馬民族Kよる征服があったかどうか、とれは別です

けれども、 日本は外国からの侵略の経験は全 く持つてな bませんO 元冠という例はあタますが、

あれは侵略Kは値 しません。さらに、外国との折衝経験も乏ししすべての問題を園内的左観

点から考える、いわば日本中心の天動説的考え方が余 !JVCも多 〈目立ちますO たとえばヨ ーロ

ッパの歴史はな互いの国同士が征服をしたタ された りの連続であ Dますし、人種的Kは日本人

とほとんど同種だと思われるな隣朝鮮民族も、 ヨーロッパと同じように被征服の長い歴史を持

っていますから、国際政治については実K厳しい目を持つてなDます。とれK比べると、国際

政治K対する日本人の甘さ、楽天主義が非常K目立つととろであ bます。

二つほど例を申し上げます。昭和 57年 1月号の 「地方自治通信」 ζ れは、革新自治体を支

持する方々の雑誌であ Dます。乙の 1月号でして、終わDの方K森田市長も名刺広告を出して

いる、そういう雑誌であります。乙の中で「新春座談会」というのがありまして、 「いま平和

問題を語る」 というテ ーマで£、話がされている。討論者は美濃部さん、飛鳥田さん、それから

もう 1人は元武蔵野の市長であった後藤喜八郎さんですか、乙の 3人の方が対談をしているん

です。その中で美濃部さんも後藤さんも乙ういうととを言っているんです。 rフランスではミ

ッテランが登場 しーー ちょうどミッテランさんが登場したとろなんでしょう一一ギリシャにも

革新政府が登場 した。地域核戦争への不安から、 ヨーロ ッパ全土K反核運動が生まれているの

K、原爆の国日本[疋その運動が余b起こっていない」一当時はそうであったんでしょう、いま

は起とっていますが。とういうふうな主張を述べている。つま !Jjo~ 2人、美濃部さん、後藤さ

んの王張というのは、 ミッテ ラン社会党政権K左れば、反核市民運動がますます広がるだろう

し、そういった行動Kとたえてくれるだろう。乙ういう ζ とをわ bと簡単Kとういう場で言 っ

ているんですO

しかる K、十分御承知だと思いますけれども 、フランスの社会党政権 ・ミ ッテラン政権は、

核兵器を持ち続けてなります。ムノレロワ環礁では、いまだに核実験が行われようとして止り ま

すo さらK、中性子爆弾の開発までしているというな話があ ります。さらに申し上げます と、
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との 7月の 10日、 グ リンピースという 環境保護団体の核実験抗議船が何者かKよって破壊を

された。とれが何者か というととがわかったんです。つま Dミッテラン政権の諜報機関がやっ

たんです。フ ランスのスパイがやったわけです。さらK申 し上げますと、 とれK対するフラン

スの世論をちょっと 「中央公論」持ってきてみたんですけれども、 フランスの国立東洋語学校

の先生をしてなられる北山さんという方が、ニジロセンシの事件を書いているんですが、との

中で「フ ランスでは、ア メリカ、ソ 連か ら自立をした独自の核抑止力政策がすでK幅広いコン

センサスを形成しているんだ」と。 Iしたがって、 フランスの核実験の妨害を公言 していたグ

リーンピースのニジロセンシ号を爆破した乙と自体K対する道義的責任の追及の声はほとんど

聞かれず、非難は 『なぜとじったか』というとと K集中 した」 と。とれが フランスの論調なん

です。

破りと言われる くらいアメリカ の上院というのは強いんです。ちゃん とチェ ックを しているん

です。ところが、 日本という国は、乙れまでの歴史を見る限 Dある方向へ左だれを打ち始めま

すと 、それK対するチェック機能が全くなくなる。 画一性が非常K激しいというととです。

そして、 2番目と して、 2番目のとわさは、あるととろまで非常K穏やかKがま んを してい

るんですO 突知としてとんでも ない方向へ、とて も想像がつか左い方向へ大暴発する。そうい

う恐れがある。( I議会もそうだ、議会もJ I言っている人もそうだろうJ Iそうだよみん左」

「承知 して言っ ているんだからいいんだよJ Iもっとしゃべれ早 <Jと呼ぶ者あ!J) (笑声)

「清水の舞台から飛びなタる」という 言葉があタま す。とれは、下K何があるかわから左い。

結果がど うな るかわからんけれども、 もうとと一番やるっか左いだろうという姿勢です。とれ

がか左 D典型的なわが日本民族のあり方では左いかというふうに気がするんです。

以上は、大体私左!JV'e考えま した日本民族の国際社会になける欠陥だと思うんです。

前提の 3番目 Kλ タますが、 乙れ以降は、そう した欠陥をもとに、そう した欠陥を持ってい

る日本人が、とれから対処を していかなければなら左い日本の状況、世界の状況はどうかとい

う前提K入タま す。 前提 3、バ ランス ・オプ ・パワ -V'eよる平和は非常Kもろいというとと左

んです。 とれまで も40年間平和であったわけです、日本の周りは。本当 K長い平和というの

は、ある一つの国が非常K強くて、 しかも 、ほかの国々と全く力の差があって、しかも 、その

大きな国が自分の力を自制する、セーブするととを知っていると きKのみ存在するという 一

ζれは、歴史の格言と は言いませんけれども、哲理左んです。余タ詳 し〈 言 っていると時間が

なく左る必で簡単K申 し上げますけれども 、古くは「パックス・ロマーナ」という言葉があり

ますO あの強大左ローマ帝国Kよる平和です。ローマ K対抗するものがなかったんですo だか

ら平和だった 一一「パックス・ロマーナ」。アジアでは「パックス・チャイナ」とか「パック

ス ・シニカ」という言葉があるんですが、中国という国が圧倒的K強かった。ほかの国がいか

K何をしようとも歯が立た左かったというとと。しかも 、中国は外K余り 侵略を しませんでし

た。そういうととでアジアでは「パックス・チャイナ」というととで平和が続いた。最近のヨ

ーロッパでは 「パックス ・ブリタニカ」一 大英帝国Kよる平和。そして、第 2次世界大戦後、

つい最近までは 「パックス ・アメリカーナ」であったわけです。

かな D前から、アメ リカとソ連と軍事力というのは括抗しているなんでいう話があ Pました

けれども 、あれはうそで、戦後ずうっとアメリカが圧倒的K強かったですO 力があったんです。

とと ろが、日本のNHKV'eしでも「朝日新聞」に しても、とういうととは一切書 きませんO

そうじゃない。実体のフランスというのは、ちゃんと自分の国の自前の核兵器を持ってよろし

いというコンセンサスができている。とのととがどうして日本の、要する K社会党の方々 Kは

なわかDがいただけ左いのかというととを私は思うんですO 余!JV'eも自分中心、日本の国中心

の考え方だ左あ という ふう K申 し上げます。

余タ一方ばっかbを言いま すと片手落ちですから、私ちゃ ん と両方言いま すO 戦争前、戦争

中の「八紘一宇」という思想がありま した。 とれは、まさ Kいまと根っとのとと ろでは同じな

んです。余!JV'eも自分の国を中心K して考えていま す。仲間内だけで通用する議論です。国際

政治の厳 しい現状を全〈考えないで、 日本という隔離された社会でのみ許される議論と して通

用 します。方向は全く両方 K違うんですけれども 、両方ともある面では高踏的であ夕 、ある面

では幼児的であるという点で非常K似ているんです。との 「八紘一宇」の思想と、たとえば今

でも社会党の方々が唱えてなられる 「非武装中立防衛論」この辺の考え方は、 まさ K乙れを世

界K出しますと両方とも違う意味で物笑いKされると。そういうととろでありますc 二つの例

を申し上げま した。

前提の第 2。外から見て日本民族のとわさがあ Dますo どういう点がとわいかというと、ま

ず第-V'eは、いざという場合K非常K画一的Kなるんです。画一的K左タま して、 画一的左あ

る方向K行くととに対するチェック機能が働か左い という性質があ Dます。たとえばアメ リカ

の議会左んかの場合は、かなり大統領が強い力を持っているんですけれども 、ある面では横紙
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兵力も あったD 核兵器 もあったんです。ととろが、例のカ ータ一大統領の時代K、ほとんどソ

連は軍事的Kアメ リカ K追凶ついた。 ある いは、ある面では抜いたか もしれない・ー そ ういう

段階K来ています。 つまタ 戦後初めて、 とと数年Kなって本当の意味の 「パ ックス ・アメ リカ

ーナ」から 「バランス ・オブ・ パ ワー」 の不安定な時代K入 って きている。そ ういう世界が情

勢にな っているO 不安定左情勢Kある とい うζ となんです。

さらK、とれで 日本の例で申 し上げま すと、 日清戦争を日本が始めた とき。 ζれは、清国の

船の数 ・トン数 と日本の軍艦の トン数がほ とんど括抗 したときなんです。 あれから五、六年前

Kは、日本の船はまだ数も少なく て対抗する力もなかった。 ある国止措抗するよう KなDます

と戦争の可能性がある とい う乙と なんです。日本はそうで した。日露戦争のスタ ー卜 も全〈同

じです。あれ以上待っていま すとロ シアのパノレテ ック艦隊が来る とか、 ある いは満鉄 ー いま

は満鉄 といいますけれども、シベ リアからの鉄道がも っと整備をされて、輸送がどんどん出て

くるだろう と。いまやっ てなかなければとい うんで日露戦争はスター 卜している。 ζ ういう 面

があるんです9 ですから、力が括抗 している ときというのは非常K危ない。とれが歴史が示す

事実であ Dます。 ζれは前提の 30

前提の 4。いま申 し上げたよう K、現在の世界と いう のは、アメ リカとイギリ スを中心 とす

るアングロサク Y ン対 ロシアの対立が基本であDます。ですが、日本は過去の歴史を踏ま えま

すと、アングロサクソン民族 と協調しているとき K大きな過りは していません。 日英同盟 と私

は日米安保というものを対比 して考えたいんですO 日英同盟というのは 一 西暦でいいますが

1 902年から 1921年までO 日露戦争が始まるちょ っと前から大正 11年、 ワシン トン軍

縮会議までですo 2 0年間。との間の日英同盟の時代の日本というのは、要する Kアング ロサ

クソンが持っている非常Kすぐれた情報がどんどん入っ てきていま すO そ うい う関係で自己本

位の、自己中心的な過Dをしないで済んだんです。

次K、 日米安保がすでVL:3 5年Kなっています ー 19 5 1年からですから、 乙の問、イ可だ

かんだいろん左議論はあタますけれども日本は平和で した。とれは評価 していいと思うんです。

ととろが、最近 「諸君」 とい う雑誌を読んだんですo Iデンジャー ・フロム ・ジャパン」 とい

って、セオドラ ・ホワイ卜というアメリカの有名な歴史家 といいますか、評論家左んですが、

前K ビューリッア賞なんかをもらっている代表的なアメリカの知性と言われている人ですo そ

れがかなりどぎつい日本K対する批判の文章を書いてなタます。もちろん貿易戦争K始まると

とでどざいますけれども、か左 bひどい。これだけの人が、何でとれだけのひどいと とを日本

に対 して言わなければいけないのか ーー という ようなとと を言う ようKなっ てきている。アメ

リカの上院 もそ うです。 いま レーガン大統領が非常K努力を してなタますけれども 、議会が保

護貿易主義を とろ うとしてj:，--.!?ます。そういう関係で、いま非常K日米安保の安定をした時期

が、 日本が貿易で余タ強 く左ったものですからなか しく左っ てきている。アメリカの反感を買

い始めている。 との辺が第 4としての不安左点でありま すO

それか ら前提の 5。との辺から少 し予言者じみてまいタますが、明治維新 40年と戦後 40 

年。とれをやはタ同じよう K私は対比 して考えたいと思うんです。明治維新以来の 40年とい

うのは、明治 38年K日露戦争が終わっています。日露戦争どろまでの日本というのは、当時

は帝国主義の時代ですから侵略を しま した。それはそれと しても 、それは悪いという話は別と

しても、若い国家と して非常K健全左あ夕方を していました。一つの例を申し上げますと 、与

謝野品子の 「君死Kたもうとと左かれ」 という反戦の歌。あれは日露戦争の最中Kつくられた

歌です。ところが、どういうわけか日露戦争の勝利の後、日本は過った方向へ歩み始めます。

明治維新 40年のとろの状況と、いまの日本の状況というのを重ね合わせますと、非常Kよく

似ているな という感じがするんです。私は、同じに在るとは申し上げませんけれどもよく似て

いるんです。 どうい う点が似ているかというと、 日露戦争が終わって軍事的K日本は世界の一

流国K入 Dま した。

いま貿易戦争 と言われています一一戦後 40年で。初めは繊維貿易の戦争でした。いまコンヒ・ュー ター

からイ可から、あらゆるものについての貿易戦争力可7われている。かなタの分野で成功しています。とれは、

日露戦争の勝矛似上K匹適をするんじゃないカミと思うんです。経開SVL:いま世界~国K入ってきました。

日露戦争から、かつて世界の一等国K左った日本。ととろが、それから後ーいっか福島議

員の質問Kもありま したけれども 、 日本という国のアイデンティティーがどとか行っちゃった

んですo 自分はどこへ行けはeいいんでしょうかというふう K左ってしまった。それまでの日本

は、西ヨ ーロッパの国々 K追いつけという目標があったわけですO 目標がなくなっ た日本がど

うなったかというと 、いっとき大正デモクラシーといいまして非常K社会主義思想が華やかに

なったり 、一方では軍備がどんどん増強された.!?*離の激しい状況があったんですけれども、

その後一つのきっかけとして、関東大震災ですか 一 先ほど話が出ま したけれども 、あの辺を

きっかけとして、かな P国民全体が右寄Dの思想、Kなっ てしまうんです。それを認めるような
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思想K左っていく。そういうときに、とれも 先ほど申 し上げましたけれども 「八紘一宇」と い

うふうな過った先祖返りの思想が出てくるんです。

私は、いまの日本を考えますと、とれから日本はどうすればいいんだろう。世界の中でどう

いうふう K伍していけばいいんだろう。あるいはリードしていけばいいんだろう。ほとんどの

人がわから左いと思うんですO とういうとき K、少左くとも明治維新の 40年後の日本人は、

とういう間違いをしていたぞというととをきちっと把握してあ、く必要があると。それを踏まえ

てやっていか左ければいけない。そういういま多少危い時期K来ているからというととを第 5

の前提として申し上げました。

それから、次の前提ですけれども、第 6ですか。戦後の世界で枠組みを決めたヤノレタ会談と

いうのがあ bました。ヤルタ会談で今日の世界の体制は決まったんで、ヤノレタ体制と呼ばれる

わけですけれども、との体制をつくったノレーズベルト、あるいはチャ ーチルは、 ζ の体制Kつ

いて ζ ういうととを言っ ているんです。 rヤルタ体制は 50年も保てばいいでしょう」と、 ζ

ういうととを言 っているo 5 0年〈らいの平和を確保できれば上々で しょうという乙とをな 2

人とも言っているんです。いま 40年です。あと 10年たつと 50年 K左Dます。その 50年

が近づきつつあるo それが前提の、いま 6番目でしたか。

7番 目。先ほどもちょっと言いましたけれども、関東大震災が 60年周期と か 65年周期と

か言われていますが、 6 0年周期ならもう完全UてそのサイクノレK入 っています。 65年周期で

すと、前の地震が 19 2 3年ですから、 1988年一一あと 3年後というととにな bますO 大

正 12年の関東大震災ですか。とれは、当時の世界情勢というのはロシア革命の影響を受けて、

か左タ革命的左雰囲気が、そういう社会主義思想といいますか、革命思想、がか左 D華やかであ

った時代です。先ほども申し上げましたけれども 、大正デモクラシーの時代であったものが、

あの大地震を境にちょっと変わっちゃうんです、雰囲気が。とれは、三浦朱門さんという人の

文章Kあるんですが、つまタ「つい先どろまで軍人を見て税金どろぽうとのの しった人が、震

災を通じて軍を頼もしいと思ったのである。社会主義者や朝鮮人の虐殺に関 しては直接の下手

人だけが責めを負うべきではなく、程度の差 ζそあれ体制も全国民もそれなり K責任があると

言えよ う」とういう厳しい見方をしなければだめなんです。だれかだけが悪くて私たち庶民は

みん左いいのよというのは一番いけ左い考え方なんです。みんなが悪く左っちゃうんです。そ

ういうととがとういう大災害の後というのはあるんです。その大災害の周期にいまの日本は入

ってきている。

もうとれ以上申し上げませんが、とのような初めK申し上げた三つの日本人が持っている欠

陥と、それらを捕まえて、日本人が日本という巨大な国をとれから動かしていとう。世界の中

で新しい道へ踏み込んでいとうとする中で大変不安を感じるんです。前のよう K間違いをし左

いだろうかという不安を感じるんですO

そとで初めて地方自治体が出てくるんですが、私は、明治維新以後 40年のとろK、地方自

治制度がいまのよう K日本K確立されてなれば恐らく 一-歴史Kもしもというととは言っては

いけないというんですが、あの戦争の事態は多少は違 った形Kなっ たんではなかろ うかという

気がするんですO いまわれわれは、一応形としては Dっば左地方自治組織を持っています。 タ

っば左地方自治体を持っています。ですから、とれからは国家だけKすべてを任すのではなく

て、そういったいま の日本の現状が不安左状況Kあるというととを踏まえれば、自治体とそが

市民の連帯の一つの先駆けとして、乙れからの日 本を間違った方向へ導いていか左いよう左行

動をすべきではないかと。そういう平和K対する行動をすべきではないかと。そういう気がす

るわけであります。

そういったな話を踏まえて、まず第 1点として、市長が、いま私が申 し上げた点を踏まえて、

自治体がいま世界平和K向けて大きくステップを踏み出す時期だ と思うけれども、市長は、と

のとと Kついてどのように感じるか台考えを伺いたい。とれが第 1点であ bます。

それから、第 2点、第 3点、第 4点、あと三つはちょっと細かい問題を伺いますけれども、

自治体が、じゃあできる乙とといえば、姉妹都市の交流とか子供たちの交流。そういうこと K

左ると思うんですけれども、ぜひ姉妹都市だけとは言いませんo 学生たちのアジアの国一近

くの国との交流をぜひ始めてほしいと思うんですO 子供の時代K朝鮮の民族と知タ合う。中国

の民族と知タ合う。アジアのほかの民族と知り合う。 ζ ういうととは非常K大きな経験をその

子供K与えます。将来を左右します。わが日本の将来も左右すると思うんです。そういう点で、

そういうととをぜひ考えてはどうだろうかと。まず姉妹都市があるわけであ Dますけれども、

それKはとだわタませんD 若い人たちの、特Kアジアを中心とした交流というととを自治体単

独ででき左ければ、共同で持回りでというような形でもでき左いだろうか。それは 2点目。

第 3点目。留学生の問題なんです。日本というのは、外務省の調べですと留学生が非常K少

左いんです。日本K呼ぶ留学生が非常K少左い。約日本K来ている留学生はいま 1万 2，000
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人くらいです。 とれが、 ドイツやイギ リスでは約 5万人 と言われています。 フランスでは 11 

万人O アメ リカでは何と30万人もいる と言われています。世界の一等国K左ろ うとする日本

が、わずか 1万 2，000人という留学生は余 .!?VC少ないと思うんです。大来佐武郎さんあたP

は、 とれが国家だけではとてもやっていけないと O 地方自治体とか、あるいは地方Kある大学、

そういうものが率先を してよその留学生を日本K招轄 してほ しいというととを言っているんで

す。そういう点で、特Kアジアからの留学生を招耳号するような制度、あるいはそういうシステ

ムを、日野市単独ででき左ければ、先ほども申 し上げたよう K多摩の市長会でもいいです。そ

ういうものぜひっくっていただきたい。そうすれば、とれまでのいろん左幣害も克服をできる

のでは左いかというふう K気がいた しますO とれが 3点目です。

最後VC4点目として、とれは、先般の東京都知事が主催を した首都圏サミット K少 しヒント

を得たものでありますけれども、国家は国際連合というものが曲がタなり Kもあタます。です

から、都市KもそれK類する連合体といいますか、協議をする場があってもいいだろう。そう

いうものを都市の会議 ー 中小都市会議でもいいし、都市の連合でもいい。そういうものをぜ

ひ市長は市長会等で提言をしていただきたい。

以上、初めの第 1点は大き左問題o 2、 3、 4は細かい問題を半分提言を含めてな伺いをい

たしま した。市長のな答えをな願い します。

0 ~1j議長(米沢照男君) 馬場弘融君の質問Kついての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君 ) 最初の大きな問題となっしゃるととろの部分につきまして

は、議会の皆さんと一緒K承って勉強材料Kさしていただきたいと思います。

それから、日本が国際社会で外の民族、一つの国として平和の中で繁栄し存続するためKは、

やは b外K対 して貢献を し、外からの、また信用と、そして敬意を持たれるというととで左け

れば左らないだろうと思います。したがいまして、いま具体的左提案としての海外との交流の

手段。自治体としてできる-若い人たちを海外K派遣をし、あるいは海外から迎えるという

ととは非常K有益な事業だというふう K思つてなタますO 教育委員会の予算K、古い制度とし

て、今日疑問を持ちながら残 つてなタます奨学金の制度があ Dます。 ζれは、制度としてでき

た当時は非常K有効な価値を持った と思うんであタますが、今日の貨幣の価値といいますか、

台金の価値といいますかーすっかり様相を変えまして、アノレバイトで 1日働けばほとんどだ

れでも得られる程度の額Kなって;):，...!?ます。私は、 との制度を変更をして、そうして、たとえ

ば日野市の子弟を海外K派遣をする。あるいは海外から迎えるというふう左仕組み変更してい

ったらいかがだろうかと思って公タます。そういうことをあわせ考えまして、御提言には賛成

できると乙のよう K思つてなbます。

0副議長(米沢照男君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

遅〈左った議会でどざいますので、左るだけ場内をわかそう

と思いまして、 か左 b余計なととを言いましたけれども、私は、とれだけはぜひ市長Kわかっ

てほ しいんですが、感じているとと ー いまの日本の置かれている状況に対する不安感という

のは私本当に強〈持っているんですO いまもし方向を間違えると、また恐ろしい方向へ日本と

いう民族は行っちゃうんじゃないかなという 気が して左らないんです。そういう点で、私は戦

後の民主主義がいま問われる段階K来ているo 自治体のあ夕方が問われる段階K来ている。そ

ういう認識を私強めているんです。ですか ら、多少大ぶろしきを広げて、 日野市議会でとんな

ζ とをやる必要ないだろうというふう左 必考えの人も十分ありますけれども・・・・・・ (rそん左と

と左いよJ r自民党大会でもやってくれ」と呼ぶ者あ タ)いやいや。(笑声)私はそういうと

とを根本では感じていますんで、ただかっとうづけで国際的左交流をして訟けばいいんだとい

うふう左乙とでとらえてほしく左いんですね、市長は。根本的左問題として、平和の問題とい

うのは本当 KζわいんですO 簡単K口で言うよう K反核平和と騒いでいれば平和が来るという

ものでは左いんです。

自民党の一部Kも確かKよく ない考え方はあるんです。ただし、私はやっばタ社会党の考え

方も世界の現実K即して見ればよ〈ないと思うんです。そういうものを冷静K見る目、冷静K

見る人がもう少し日本Kふえてとなければいけ左いfi_ろうと思うんですo それは、確かK非武

装中立で世の中全部渡っ ていければこんないいととないです。核兵器反対で、とれで全部済め

ばとんないいととはない。確かKそうは済ま左いでしょう。現実K何だかんだ言いながら核兵

器があ D、その核兵器があるとと Kよって政治が行われているという現実を見る左らば、それ

を無視して、そんなものは切っちゃえというととは言え左 いはずですo そういう確かKつらい

けれども 、そういうものをきちっと現実を踏まえて一歩一歩対処する。そういう現実的な対処

というものが、特K私は革新政党並びK革新政党の上K立つ市長K強〈申 し上げてなきたいと

ζろなんですO

というのは、自由民王党の政治K対するあれとれの批判はあタますが、 先ほども私質問の中
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で申し上げましたよう K、何だかんだ言われながら、戦後 40年日本は平和左中K過どすとと

ができたわけです0(1アメリカがあったからだ」 と呼ぶ者あり)それはアメリカがあったせ

いかもしれない。環境があったからかもしれない。しかし、もしそうで左かったらばというと

とを考えますと、私は、いままでの自由民主党の政治が悪かったとは言え左いんですO いいと

とろばっかタだったとは言いませんo 少なく ともいまの支持率と同じよう K五十数婦の支持は

9月30日 月曜日 (第 11日)

与えられていいだろうというふう K私は感じて_i，.， iJます。そういう点で 一回 最後K左タますけ

れども、ともかく国というものが、特K日本の場合、あるとき大変恐ろしい作用を発してきた。

であるから、国が日本の場合そういうふう K恐ろしいとと Kならないよう K、健全左自治体と

しての日野市が ζれからも機能を して、これからもずっと長く私たちの子供の代までも、ああ

日本はずっと平和でよかったなと言えるようでありたい。そのためKは、いまとそ地方自治体

のとの問題K対する対応が問われている。そういう時期では左いかということを強〈申し上げ

て私の質問を終わります。

昭和 60 年

第 3固定例会
日野市 議 会会 議 録 (第 30号)

0副議長(米沢照男君) とれをもって 12の4、恒久平和K対し、自治体は何をな

すべきかK関する質問を終わタます。

本日の日程はすべて終わPました。

本日はとれKて散会いた します。

午後 5時 25分散会

9月 30日 月曜日 (第 11日 )
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午前 10時 11分開議

郎 君

0副議長(米沢照男君)

本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員 21名であります。

おはようございます。

君士
口正

君

君

君

君

雄

夫

隆

雄

金

邦

松

これより日程第 1、一般質問を行います。

1 3の し航空機の騒音対策として防音工事の拡大と旭が丘二丁目地域の交通公害について

の通告質問者、秦 正一君の質問を許します。

C 2 6番議員登壇 〕

026番(秦正一君) 通告に従いまして一般質問を行います。

君守

航空機の騒音対策として防音工事の拡大、それから旭が丘二丁目 の交通の問題について質問

いたします。

横田基地からの発着の軍用機が最近、特に大型化されて、騒音も、より激しくなってきてお

ります。特に夏の期間は南風のために日野の方に向かつて離陸します。その関係で騒音も一段

と激し くなっております。

防衛施設周辺の生活環境の整備に関する法律が、昭和 49年に法律第 10 1号で公布されて

います。 その時点で、 85ホンが 80ホンまで下 がった形で防音工事をするようになりま

して、日野市では旭が丘を中心とする地域が該当されたわけです。面積といたしまして 140

ヘクタール、対象戸数といたしましては 2，70 0戸、4人家族で 1部屋、5人家族以上は 2部

屋というふうになされております。その後、市としてもいろいろと努力され折衝されて、施設

庁にも働きかけて、また市民の方も国会議員等を通して活動を展開し、その結果といたしまし

て騒音の基準値が 80ホンから 75ホンに下がったわけです。

したがって防音工事の範囲が拡大されて、日野台五丁目とか四丁目、多摩平三丁目、西平山、

平山、各地域が 75ホンの線引きの中に入ったわけです。一応の成果は上がったわけです。た

だ、一方、言えることは、防音工事をしたことによって大型機がより頻繁に遠慮なく飛行して

騒音もより激しくなってきていると、そのようなことも懸念されるわけです。飛行回数の少な

し1日もありますが、早朝から深夜まで及ぶこともあります。

一部屋防音工事、また 2部屋防音工事をしたからと いって、必ず しも、その部屋に電話機は

ついてない場合もあります。飛行中は、ほとんど、騒音で相手の話は聞こえません。もちろん

記土方留春君

記串田平和君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 保木 シグル君

議事日程 昭和 60年 9月 30日(月)

午 前 1 0 時 開 議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1
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テレピの音も一時的には聴取できないわけです。そこで、ものすごい大きな飛行機、その名称

は、私はわかりませんが、離着陸するときに、特に離陸するときに、騒音の基準値が以前に比

較して、かなり変わってきているんではな l¥かというふうに思いますが、例えば、以前 75ホ

ンの地点が 80ホン近くに上がってきているんではないか、というけうに思いますが、その点

についてお伺いします。最近の測定値がございましたら教えてくださし ¥0

次に、 4人家族の家庭でも 1部屋ということで、生活は必ずしもその 1部屋で生活している

わけではございませ八七 2部屋、 3部屋、部屋を持っております。そういう中で生活しており

ます。したがいまして、防音工事も今後さらに拡大されてし 1く必要があるんではな l¥かと、こ

のように思うわけです。また、今後の防音工事の部屋数の増加という んですか、拡大、こうい

った面についてわかったら教えてくださし、

また、今まで防音工事を希望して実施した数も教えていただき たいと思います。

また、 この工事を日野市の零細業者が担当しているかどうか、これに携わっ ているかどうか、

また何社ぐらい、この工事に携わっているか、その数も教えていただきたいと，思います。

それから、借家の場合の防音工事は、家主が借家人の同意を得て、家主が工事の申請書を市

を通して施設庁で行うということで一一そこでお伺いしたいんですが、長山市営住宅に入居し

ている方は 2年ほど前、防音工事を希望している方もいたわけです。家主である市長の方でど

ういう取り扱いをしているか、一部の方は同意していなかったということも聞いておりますが、

市の決裁が下されていなかったのかどうか、前者はどのような理由で防音工事が実施されなか

ったのかどうか、お伺いしたいと思います。

次に、大きな 2点目といたしまして旭が丘二丁目地域の交通量の増加に伴う交通問題を取り

上げてみたいと思います。平山橋から京王線のこ線橋を通って、それから浅川を渡って南北に

交通の使がよくなりましfこ。したがって相模原や町田、または柚木の方ですか、その方面から

の車輔がこ線橋を渡たり、浅川の橋を渡って豊田街道の方へ来て、それから富士電機の西側の

塀に沿って旭が丘二丁目を北に抜けて、北八王子工業団地、また昭島の方向へ向かう車輔がふ

えてきております。特に朝と晩が多いようなので、これは恐らく通勤者が利用されているんで

はないか、もちろん昼間の聞にも輸送の車とか業者の車、こういったものも目につきます。時

には大型車輔も通り、オートパイも猛スピードで通過します。 30キロの交通標識も無視され

ているのが多いようです。本来、この道路は区画整理事業でつくられた生活道路なので、通過
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道路ではないわけです。道路のっくりも歩道はなく、舗装も部分的に薄い部分が多いわけで、

トラックが通ると、かなり振動が激しいわけです。交通安全の面からも心配であり、また不安

が伴う感じです。

富士電機の塀を通って、最初の信号から入って突き当たりまで 6カ所の十字路がございます。

そこを横断する自動車、自転車、歩行者等がーたん停止を誤ると、かなりの事故にもなりかね

ません。もっとも、今まで何回か事故も起きております。これもスピードを出し過ぎて急停車

できないで間に合わずに事故につながってし、く、というクースだと思います。

そこで、何 らかの交通安全対策を考える必要があるんではなし 1かと、このように思うわけで

ございます。これは、すべてドライパーのモ ラルにかかっているわけですが、その点について

の考えがありましたらお聞かせ願いたいと思います。

日野市全般に言えることですが、メーン道路が交通渋滞しているために車輔がどうしても裏

通りに入る、また信号機の多い道路を避けて少ない近道を した、裏道に入る、という車輔がふ

えてきております。そのためにかなりの振動とか騒音、それから排ガス等の交通公害の問題も

起きていると思います。また交通事故とか、そういったものもふえてきていると思います。こ

のように市全般に言えることですが、せんだって市の方から出された「住むことが悦びであり、

誇りである町を」の行政調査報告書の中で生活環境の評価として騒音、振動、それから空気の

汚れ、交通安全でのプラス、マイナスの記されている印がございま した。 その中を見ます と、

騒音とか振動については、かなり高い不満が記されております。もっとも、生活環境に対して

の具体的、的確な評価と方策が、まだ明確に記されておりませんが、この調査報告は少し、き

れいごと過ぎるんじゃなし 1かというふうにも感じられます。もっと現実を直視して現実に沿っ

た、この現在の状況を把握し、その上に立つての評価というのか、方策、そういったものが必

要じゃなl¥かというふうにも思います。そういった面から一応、市としても市内の主な道路の、

そのようなところに対しての交通量の実態をつかんで、それに対しての安全対策を強化する必

要があるんではないか、というふうに思います。

その点で、お伺いしますが、とりあえず、二丁目 の、こ の道路については交通量の調査を、

まず、お願いしたいと、このように思います。

それから、道路に対しての交通標識ですね、これも一応チェックしてもらいたいと思います。

それからスピード制限は 30キロになっております。また、大型車の進入も禁止されているよ
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うですが、さらに交通事故の多発地帯とか、また交通事故があった場所だというふうな、その

ような交通標識を、その場所に対しては掲げるということも必要じゃなl¥かと思います。で、

ドライパーの注意を喚起すると、このように思います。

それから、この道路の補修工事、また、できれば片側だけでも歩道をつくって、車輔通行の

道にマッチした道路をつくるかどうか、また、安全対策にふさわしい道路にすべきではなし 1か

というふうにも考えられます。そういった面の市の考えがありましたらお聞かせ願いたいと思

います。

以上、簡単に質問いたしました。的確な答弁をお願いしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 秦正一君の質問に対しての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君 ) 生活環境部長お答えいたします。

初めに航空機騒音の関係でございますが、最近の測定値についてという御質問にお答えさせ

ていただきます。

公害防災課では、毎年、環境週間にあわせまして、旭が丘の地区センターを拠点にいたしま

して航空機騒音の測定を行っております。最近 3年間、 58、 5 9、 60年にかけて 3年間の

データについて、お答えをしてまいります。測定の日数は、いずれも 35日問、行いました。

飛んできた回数は、 58年度は 1，26 6回でございます。 1日平均 36機ということになりま

す。 59年度は 1，11 4回、 1日平均 31. 8機になります。それから 60年度はじ106回、

1日平均 31. 6機になります。これらの航空機の騒音につきましては rWECPNLJ という単

位がございます。これは航空機騒音を評価する方法として、 1日の騒音パワーの総量をもとに

いたしました単位でございます。測定器にあらわれました 1機ごとの騒音レベルの平均値をも

とにいたしまして、同じ大きさの騒音でも昼間より静かな夜間の方がうるさく感じる、こうい

うことから 1日に飛んだ機数に騒音の発生時間帯による重みづけをいたしまして、騒音レベル

を求めているものでございます。で、 58年度は、この rWECPNLJ一一以下 rWJ と略さ

せていただきますけれども、 78.1Wでございます。それから 59年度が 77.9 Wでございま

す。 60年度につきましては 78.2Wでございます。したがいまして、この 3年間を見ますと

飛んできた回数につきましでも、それから rWECPNLJ につきましでも、ほぼ横ぱいの数値

が出ております。

それから、 2番目の工事の拡大についてお答えいたします。御質問の中にもございましたよ
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うに、本市では 80Wの地域と 75Wの地域が分かれておりまして、 80Wの地域につきま し

ては昭和 56年度から、それから 75Wの地域につきましては 59年度から、住宅の防音工事

を行っております。その際、 4人家族までは 1部屋、 5人以上につきましては 2部屋となって

おります。ただし、 85Wの地域を持ちます昭島、福生、立川、瑞穂、こうし 1った自治体におきまし

ては、昭和 54年度から 5部屋を限度として家族数プラス 1の部屋の防音工事を行っておりま

して、現在までに約2，00 0軒の世帯の工事が終わっております。防衛庁の意向としましては、

今後 85 Wの地域の見通しがつきますると、この 85の地域を拡大するとともに、 80Wの地

域の防音工事の拡大をも検討すると、こういう返事がまいっております。で、日野市内につき

ましても 60年度中に防衛庁と協力関係を結びまして、この地域の測定をいたしまして、地域

の拡大の資料といたすことになっております。

それから御質問の 3点目、現在までの工事の数でございますけれども、本年 の3月 31日現

在で 8OWの地区、私どもでは対象戸数を約 3，30 0戸と把握しておりますけれども、 このう

ち2，23 1戸から申し出がございました。そのうち工事を完了した戸数が 1，57 1戸で ござい

ますので、残りが 66 0戸となります。この残りの 66 0戸のうち 70戸を今年度中に工事を

完成いたします。さらに 75W地区の世帯の戸数を 4，80 0戸と把握 しており ますけれども、

このうち 1，36 0戸の方から工事の申し出がございまして、現在までに工事を完了した戸数が

3 0 2戸ございます。したがいまして残り が 1，05 8戸ございますけれども、こ のうち 912

戸を 60年末までに完成をする、こういう計画ができております。

したがいまして、来年 3月 31日までに 8OWの方につきま しては 49. 7 ~仏 7 5 Wの方に

つきましては 25.3 %の工事が完了することになっております。この残された数につきまして

は、今後、今までのようなペースでまいりますと、およそ 3年 ぐらし 1かかるんではなし 1かと、

こういう見通しを持っておりますけれども、工事の範囲の拡大、それから工事そのものの拡大

につきましては、今回の御質問を契機に、さらに防衛施設庁との折衝を強めてまいりたいと思

っております。

さらに御質問の 4点目でございますが、工事に携わっている業者の数をという御質問でござ

いますが、現在、市内の業者のうちで 18社が工事に携わっております。

内部には、いろいろ細かい要件がある と思いますけれども、一応、私どもが把握しておりま

す要件は日野市の指名参加業者となっている業者、さらに日野市建設協和会の会員となってい
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る業者、この二つの条件を満たしている業者へ防衛施設庁の方から発注があるようでございま

0建設部長(中村亮助君) 建設部長でございます。

の通過車鞠につきましては、この 1時間半の時間帯で調査した結果では、総体的には 20 8台

ほどの通過車輔がございましfこ。

それから、さらに同じ日の午後 4時半から 6時までの時間帯で調査をした結果によりますと、

やはり南側から北側の方に通過する車輔というのが一番多いわけでございまして、これが乗用

車で 67台、トラックで 9台ございました。逆に北側から南側の方に通過する車輔が小型の場

合で 53台、 トラックで 2台ございました。この時間帯では、総体的には 220台の車輔が何

らかの形で、この旭が丘 15号線の道路を通過しているというような実態が明らかになったわ

けでございます。

これに対します交通安全対策の問題でございますけれども、御質問の中にもございましたよ

うに、一般的に市内全体で言えるわけですけれども、幹線道路の混雑、特に国道 20号線の朝

晩のラッシュ、これらの関係を含めまして、それを避けるために沿線の支線に入ってくる車輔

というものが、かなり多いわけでございます。そういう面で、その支線の沿線にお住まいの住

民の方については、いろんな問題が発生しているような実態があるわけでございますけれども、

御存じのように、年々、交通事情が、免許証の人口の増大、あるいは車の需要の増大、それか

ら、また、さらには貨物輸送の増大というような条件が重なりまして、年々、車輔がふえてい

くというふうな実態でございます。

それにつきましては、交通安全の対策上の問題から交通管理者であります日野警察の方も、

いろいろ、規制の問題につきましては具体的にそれぞれのクースを踏まえながら対策を立てて

いるわけでございますけれども、この旭が丘 15号線の関係だけにつきまして具体的に申し上

げますと、まず、この道路だけを、 1本の道路だけを規制していくというふうなことは、なか

なか難しい面がございます。関連道路がございますので、そういう面では、やはり、かなり面

的な規制というものが必要になってくるのではなl¥かというふうに考えられるわけでございま

して、今後さらに、この道路につきましては、実際には速度制限 30キロという規制が行われ

ているわけですけれども、それらの規制の関係につきましては、やはり、たまには取り締まり

をするような形の中でドライパーに啓蒙をしていくというふうな機会も必要じゃないか、とい

うふうに考えられますので、スピード規制の取り締まり、いわゆるネズミ取り作戦というよう

なものも実施をしていただいて、 ドライパーへの注意を促すよう日野警察の方にも要請をして

いきたいというふうに思っております。

す。

それから 4番目の借家人の問題でございますけれども、防音工事の申し込みにつきましては

住まわれている方、ただし、借家人につきましては、その家主さんの承諾を必要とするという

ことが一般的な申し出の条件でございます。

それから大きい 2番目の交通問題の振動・騒音の測定でございますけれども、旭が丘二丁目

の道路につきましては、私どもは調査をしておりません。甲州街道など主要街道については、

毎年、調査をしておりますけれども、この二丁目近辺につきましては、調査ができておりませ

ん。ただし御質問にもございましたように、最近、平山橋の整備、それから京王線との立体交

差等によりまして、交通量が増加していることが事実でございますので、今年度中に、この地

域の測定をいたします。

以上、私どもの方からお答えいたしました。

O副議長(米沢照男君) 建設部長。

それでは最初の方から、旭が丘二丁目地域の交通公害、特に交通安全対策の問題につきまし

て関連がございますので、お答え申し上げたいと思います。

ただいま生活環境部長の方からお答えがございました点と、多少ダブるかもしれませんけれ

ども、まず、旭が丘二丁目の交通量の実態と、交通安全対策の問題でございます。これにつき

ましては、具体的には旭が丘 15号線という路線が御質問の中にもございましたように、富士

電機の南に、北側からさらに国道 20号線の方に通じます都道 1・3・2号線に沿いまして、い

わゆる南北の道路がある、これが旭が丘 15号線と呼ばれている道路でございます。

で、交通量の実態、につきましては、先日、私の方で若干、調査をいたしました。 9月の 27 

日の金曜日に朝と夕方を調査をしてみました。その結果をまず、お答え申し上げますと、南の

方から北側に通過する車輔というのは、朝晩とも多いという傾向が出ております。時間帯では

朝 7時から 8時半までの 1時間半の時間帯でございますけれども、南の方から北側の方に通過

する車輔が乗用車で 64台、それから大型トラックで 12台ございました。それから逆に北側

から富士電機寄りの方に、南の方に通過する車輔というのは、小型乗用車で 58台、 トラック

で4台ございました。そのイ也途中から入り込む車輔等もございまして、この旭が丘 15号線
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それから、道路 G澗題でございますけれども、御質問の旭が丘 15号線につきましては、幅

員 8メーターの道路でございますけれども、いわゆる歩道がないわけです。準歩道として白線

が引いてあるだけでございますので、歩行者の安全対策という面からは、まだ不備な点がござ

います。

そういう点につきましては、今後、やはりガ ー ドレールの設置などについては考慮してし 1か

なければならない点があろうというふうに考えております。

それから、なお、舗装の問題につきましでも、車の通行によりまして路面の影響が振動につ

ながるということもございますので、舗装の打ちかえ等につきましては、悪いものについては

今後、計画的に取り組んでいきたいというふうに思っております。

なお、さらに、特に事故や騒音につながる車の速度規制につきましては安全協会の組織など

もございます。そういう組織なども通じまして各職域などにつきましでも、交通ルールを守っ

ていただけるような啓蒙活動をさらに促進してし 1かなければならないというふうに思います。

先日も、交通安全週間に先立ちまして、交通安全市民の集いを開催をしたわけでございます

けれども、そういう機会などにも訴えながら、なお、さらに交通安全の対策を立てていきたい

というふうに思います。

以上でございます。

につきましては一定基準の収入基準をもとにしまして、一般の市民からの抽せんによ りまして

入居しているわけでございます。そういたしますと、先ほど申し上げたような改修等になりま

すと、家賃等の値上げにも響いて~¥く、こういう形もございますし、また入居者の経費の負担

にもなるんではな~¥かという考えの中で、今、すぐに取 り組めないのが実情でございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

026番(秦正一君)

秦正一君。

ただいま、部長の方から答弁をいただきまして、航空機の騒

0副議長(米沢照男君)

0総務部長(伊藤正吉君)

総務部長。

総務部長でございます。

音ですが、私の耳からは、あんまり、感度が悪いのかどうか、大分、以前よりはWの数値です

ね、飛行機の騒音ですね、あれが高く感じるんですよね。先ほどの部長の答弁だと、 58年度

が 78.1 W、それから 59年度が 77.9、若干、下がっているわけですよね。それから 60年

度が 78.2、これは 58年度よりコンマ 1高くなっておりますが、最近の飛行機が前よりも、

すごい大きな摘す機なんです。ですから、この数値が、ちょっと私も信頼というんですか、こ

のまま受け止められないんですよね。部長の答弁で、その測定値を教えていただいて、これを

信用しなきゃならんかもしれないけれども、私自身が感ずる騒音は、もっと何か、ひどいよう

な、高いような感じがするわけです。これを今さら、ここで、あれしてもしょうがないし、い

ずれにしても市民といたしましても、航空機が、飛行機が飛ばないのが一番いいんですけれど

も、そうもし、かないんで、できれば、なるべく騒音を低くして、要するに人間に与える騒音の

量を少しでも少なくしていこう、減らしていこうという真意から言っているわけです。

正常なときは、いいですけれども、人問、 感情の動物ですから、いろいろな精神状態があ る

わけです。常日ごろ、正常な、いL、状態、ばかりじゃなくて、精神的に、何とし、うんですか、め

いっている場合もあるだろうし、おもしろくない場合もあるだろうし、いろんなそういう場合

がありますから、この新子機の騒音によって、非常に何とし 1うんですか、体の精神状態を本当

に撹乱するかのような状態も場合によっては起きるわけです。そういった面から何とか防音工

事を 1部屋だけじゃなくて、 2部屋、 3部屋、どんどんやってほしいということを希望してお

ります。そういった面で、市で直接やるわけじゃないでしょうけれども、関係方面に、さらに

働きかけてもらいたい、ということを要望しておきます。

それから長山市営住宅の場合に、今、総務部長の方からお話がありまして、一応、いろんな

そういう状態があるならばやむを得ないにしても、入居している方は、そのことは恐らく知ら

御質問の長山市営住宅の防音工事の件についてのお答えでございます。

先ほども生活環境部長の方からも報告がζ ざいましたように 80Wの場合、到達度が 49.7 

%と、こういうような到達度ということで御報告がございました。

それから世帯数につきましては 4人以下が 1室、それから 5人以上が 2室と、こういうふう

な区分けで、補助が対象の部屋数になっているわけでございますけれども、御存じのように長

山市営住宅の間取りは 3DKでございます。そういう意味でその中の 1室一一 1室の場合に、

効果の面、あるいは施工の面で非常に無理があるんではないか、こういうふうなことも考えら

れます。それから、それが無理だというようなことになりますと、いわゆる全面改修、このよ

うな事態も生じてまいります。

こういうことで、この辺につきましては予算面等¢潤題もございます。それから、市営住宅
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ないんじゃな~¥かと思います。そういった面で、ある程度、希望されている方とか、心配され

る方に対しては、ある程度の説明が必要じゃないか、このように思います。

それから道路については、早速、調査いただきましてありがとうございまし fこ。質問する前

に既に交通量の測定も してくださったということは、私自身も、この点については非常に感謝

しております。ありがとうございました。

で、実際に、最近は特にその点が、さっき言ったように交通量が激しくなり、それに対する

交通安全対策も非常に心配になるわけです。将来の日野の一一部長の答弁だと、道路の補修と

か、いろんなそういう面のことの構想もあるようですが、とりあえず、交通標識を完全な、 ド

ライパーに目につくようにして、極力、スピー ド制限にしても、また、一時停止にしても、そ

う~¥った面を遵守する ような形の交通標識をお願いしたい、このように思います。幾らも金は、

かからないでできると思います。今まで何回か、子供さんが自転車に乗ってぶつかっておりま

す。車に当たっております。それで大きなけが、死亡事故まで至っておりませんが、かなりの

事故をしております。そういうことで、今後さらに交通安全の面において考えてほしいと思い

ます。ただ、これは市長のすぐわきなんですよね。市長自身が、またこのことをとやかく言う

のも、余りよくないでしょうから、日野市全般として、このことについて考えてほしいという

ことを要望して質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 13の1、航空機の騒音対策として防音工事の

拡大と旭が丘二丁目地域の交通公害に関する質問を終わります。

1 4の1、総合科学館(プラネタリワム館)実現についての通告質問者、小俣昭光君の質問

を許します。

( 3番議員登壇 〕

03番(小俣昭光君)

か、ということで大騒ぎになりました。今日では子供まで、すい星の正体は氷や砂粒などの固

まりで大きな雪だるまのよう なもので、ハレーすい星は海王星の軌道よりはるか遠いところか

ら太陽の距離まで近づいてくることは、多くの人たちに知られています。太陽に近づくにつれ

て、氷が熱でガスになり、これが尾を引くわけですが、本体はわずか直径 10キロメートルぐ

らいです。尾の長さは、 1，9 1 0年のときには太陽と地球の距離にも等しい l億 4，00 0万キ

ロにも達したそうであります。今、多くの人たちが、こ のハレーすい星に関心を持ち、天体全

体に関心を高めています。残念ながら私たちの上空の夜空は空気の汚れや照明などで星が見え

にくく、私たちの子供のころと比べると、星数は半分もないのではな~\かと思われます。

そこで、日野市で空いっぱ~¥の星空を子供たちに、さらに天体観測等による天文知識の普及

や向上も図るために、宇宙や科学など、一層、関心も高まり教育の充実のあるプラネタリウム

の建設計画があるかをお聞かせいただきたいと思います。

なお、プラネタリウムの建設については 56年度第 3固定例会に共産党の板垣議員が質問し

ています。その後の経過を、どう なっているのかお聞かせいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 企画財政部長お答えいたします。

議長のお許しをいただきまして一般質問をさせていただきます。

ただいま、科学館、すなわち、その中にプラネタリウム館の建設についてどう かという こと

でございますけれども、都内の建設の状況を、まず申し上げますと、現在、民間公立を含めま

して 13館ございます。そのうち民間が 3館ございます。都立が 1館、区立が 7館、それから

市及び町立が 2館でございます。合計 13館になります。

さらに、どういう形でこれらのものを整備しているかということを申 し上げますと、教育セ

ンターの併設が 6館、文化及び科学センターということで設置しているのが 3館、独立が 1館

でございます。この独立といいますのは羽村町の施設でございます。今、都内の状況はそうい

うわけでございますが 5 6年の板垣議員さんの質問の中でもお答えをいたしましたけれども、

御質問の趣旨なり要望の内容については、もちろん同感でございますけれども、現在すぐに、

この施設をつくるということにつきましては、なかなか無理ではなかろうか、少し時間をいた

だきまして計画検討をいたしたい、というふうにお答えしたわけでございます。現時点におき

ましでも、そういう考えでいるわけでございます。今後、十分検討し、実現に努力してまいり

たし ¥0 そういう気持ちでは同じでございます。

総合科学館プラネタリウム実現についての質問をさせていただきますが、ことしは夜空を眺

める人たち、天体望遠鏡をのぞく人たちが多く見られ、星への関心の高さがあらわれています。

来年はハレーすい星の大接近の年で、ことしの 12月には光度 6等級になります。来年の初

めには 3等級から 4等級になり、日の出、日没どきには肉眼でも見られるようになります。ハ

レーすい星は 76年周期で前回はじ910年に来ております。このときはハレーすい星のしっ

ぽで地球が交差するということで、すい星の毒ガスが地球を包む、このようになるのではない
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0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 5 6年の板垣議員の質問のときにも、速記録を読みますと、も

うすぐにでも実現できるような(笑声)まさに来年の予算に盛り込むかどうかという質問まで

されております。それから、既に 4年間たってきております。そういう点でーー また、それと、

もう一つは、その中でも児童館に併設とかということまで、かなり詳しくやられておりますの

で、そういう点では、いま少し真剣に考えていただきたいというように思います。

で、私たちは、この問題で、共産党市議団、この 8月に北海道の北見市を行政視察してまい

りましTこ。視察内容は、福祉行政とプラネタリウム館を視察 してきまし fこ。他の自治体を参考

にして日野市の行政に反映させるために私は今回、このプラネタ リウムと、そしてもう 1問の

福祉行政について質問させていただいているわけであります。

北見市のプラネタリウム館のある北網圏北見文化センターの概要を、ちょっと御紹介したい

と思います。この文化センターの中には、科学館、博物館、美術館、視聴覚センタ ーの四つの

複合施設として建設され、総事業費 27億円、市民会館に匹敵するぐらいの金額になっており

ます。建築工事期間約2年で、開館が 59年 11月と、ちょうど 1年前にでき上がった立派な

施設でありまし Tこ。

科学館については、科学技術の発達がめざましい今日、未来に向かつて、青少年の科学する

心、創造する心を養う場として機能するため展示物は、従来の見る、聞く、受けるの受け身型

から、さわれる、加わる、語るの積極体験型に重点を置いて配置されております。また講座室

や実験室、工作室等の利用も行われております。で、私たちも、ここで実際にすべて体験して

きたわけではありませんけれども、幾つかを経験してきております。この中にプラネタリウム

もつくられているわけであります。科学館の中には今の技術一一最先端の技術と言われている

ものが幾っか展示されております。航空機のエンジンの部分、あるいはYS 1 1のプロペラな

ど、 リニアモーターカーなども展示され、そして実際に動く、そのような内容になっておりま

す。それとか、自動車の仕組みということで幾つかのメーカーの自動車が展示さ才L、そして、

ただ置いであるだけではなく、その自動車は中の方まで、エンジンのところまで、あるいはタ

イヤなども半分に切断さ才」子供たちにも十分理解ができるように、そのような内容になって

おります。

そして、このプラネタリウムのあるドームには一一このドームは直径 15メートル、北海道

には函館と二つありますが、函館に次いで二番目の大きなプラネタリウムとなっております。

プラネタリウムの投影機、これが、これだけで約 1億円と言われております。このプラネタリ

ワムの中には 17 0のいすを占め、そしてプラネタリウムを見ないときには講演などもでき る

ように、その投影機を床下に下げて講演などに支障のないような施設ともなっております。ま

た、宇宙劇場とも言えるような全天全周の映画の組み合わせなども私たちも見せてもらいまし

たが、すごい迫力のあるものでありまし fこ。このようなものが科学館のーっと なっているわけ

であります。

あと、博物館については今日の文化の基礎を築いた先達の生活を初め、郷土の自然、歴史等

を振り返り未来を想像する場とすることになる、これらのものが展示されております。日野で

も郷土博物館が建設されようとしておりますが、やは り北見でも洞窟生活をしていた資料など

が発見され、あるいは北見が海の時代に栄えたと言われているデルモステールスという恐竜み

たいな模型が展示されております。

それと、もう一つは屯田兵で有名なことでありますので、その家屋なども、そのときの家族

の情勢なども展示されておりましfこ。

美術館については、郷土にゆかりのある美術作品が、ちょうど展示されておりましたが、こ

れは素人というんですか、北見市周辺の美術愛好家の人たちが展示されておりましたが、それ

こそ、プロの人がかいているような立派なものも相当、展示されております。このような展示

室もあります。

そして視聴覚センターについては学校教育及び社会教育における映画、VTRの視聴覚機材

の利用及び機材、ソフトの貸し出しゃ使t¥方の問題なども広域視聴覚ライブラリーとともに連

帯をとり、教養と豊かな情操教育をはぐくむサーピスを行っております。

このように自然科学や人文科学、芸術と、分野の異なる展示物を一つの屋根におさめ、新し

い、これは試みと言われております。絵画を愛し宇宙の営みに好奇心を持つ子供たちを育てる

ことが求められております。文化センターには科学館を訪れた子供が美術を鑑賞 し、昆虫標本

を調べに来た子供が先端技術にも触れる、そんな 20世紀の子供を育てることが夢だと されて

おります。

このように北見市ではプラネタリウム館は四つの複合施設として市民から利用されてお りま

す。日野市内に自動車産業や電気向コンピューターや繊維産業など、幅広い市民や児童などに
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関心が高い展示物ができるような、このような展示する科学館など複合機能の施設をぜひ実現

したいので、再度お答えいただきたいと思います。また、市長にもこの問題について、どのよ

うなお考えか、お聞かせいただきたいと思います。

。高Ij議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

再質問についての答弁を求めます。市長己

議会の議員の皆さんは、あちこちに視察に行かれる機会があ

って、いろいろ勉強され、その抱負を、また、議場で反映したいとし 1う、大変いい、ひとつの

サイクルだと思ってお伺いしております。

私どもの日野市をふるさとといたします、特に未来のために地域が育てる青少年に、文化あ

るいは科学の基礎的な認識を身につけ させる、こういうことの重要な意義は極めて大きいと思

っております。そこで自然保護センターでありますとか、あるいは科学センターでありますと

か、具体的には今、言われるようなプラネタリワムの問題とか、いろいろと夢は多くあるわけ

であります。

何といいましても、先に立つのが用地の問題であります。そこで、いつも固有地の、これを

受け取って何を事業として組むかという課題、あるいは緑地の保全、また市内に取得できる将

来の公共事業のための場所を確保しておくということを、いろいろと考えるわけであります。

今日を担当する私どもといたしまして、将来に対して誤りのない、あのときにこうしておけば

よかったということにならないような、そういう大変慎重なほどになる、ならざるを得ないわ

けでありますけれども、そういう考えでおりますことをまず申し上げておきたいと思います。

確かに56年当時、あるいは私の、育つ子供に夢をとし 1う、そういう大きな課題の中で、具

体的なプラネタリクムの設置というふうなことも既に申し上げておるわけであります。言いわ

けを言うつもりはないんですが、市内を見渡しまして、やっぱり高い場所であり、また環境の

整った場所というふうに市内を見渡してみますと、私は 「多摩テック」の敷地が一番いいんで

はなL、かというふうなことを考えまして、 「多摩テック」の経営者に、ひとつ交通関係の遊覧

施設といいますか、そういうことではありますが、なお、夢を子供に、より広げるためにプラ

ネタリワムの設置をということを責任者の方に申し出ましたところ、検討させていただきます、

ということでございまし fこ。たまたま、例の、場内で事故があったことがあるわけでありまし

て、あのことが、かなり、あそこの企業にはショックだったようでありまして、そのことがち

ょっと、とんざしております。しかし検討中であることは、まだそのとおりでありますので、
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これは他力本願ということのみならず、あの事業の繁栄のためにも私は、そういう科学的な、

子供に夢を与える、そういう範囲に仕事を広げていただしということも大いに有意義だと思

っておりますので、今後も求めていきたいと、このように思っております。

それから、他力本願ばかりでいいわけはありませんから、やはり、そういう場所を確保して

いこう、用地を確保していこうということを、そのほかのことも含めて考えなければなりませ

八ゐやっぱり、スポーツのグラウンドをつくるには河川敷の活用がもっとほしいと思っており

ますし、それから丘陵地の自然、地を活用するよう な、そういうことも考えたいと思っておりま

す。

ハレーすい星に間に合わせると いうことは、なかなか具体的に難しいと思っておりますけれ

ども、この庁舎の屋上に天体望遠鏡を設置してくれとしヴ、そういう御意見もございます。こ

れは、その関係のマニアの方から言われております。そういうことも含めまして、子供の科学

館、あるいは児童館というのをどのように、これから考えるべきかということもあわせまして、

お知恵をお借りしながら御提案のことにつきましでも、その具体性を、なお進めるための努力

をこれからしたいと、このようにお答えをしておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 多摩テックにお願いするという線と、庁内にもつくっていくと

いう、多摩テックだけではなく庁内でも検討してみたいということですので、ぜひ検討してい

ただきたい。その中で、私たちも、この文化センターの館長とお話ししたときに、こういう事

業をやる場合には、若い人たちを抜てきしていただいて、プロジェクトチームなりつくってい

ただく、そして、そういう人たちの発想を生かしてし 1く、これが大事なんだというようなこと

を言われておりました。プロジェク卜チームをつくるには、そういう方法がいいじゃないです

か、ということまで私たちは提言されてきたわけであり ます。ぜひ、そういう若い人たちの一

一特に先ほど言われました天体に関心のある人を、そういうチームに入れていただきま して、

それで検討していただきたいと要望して、この問題を終わらせていただきます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 14のし総合科学館(プラネタリウム館)実

現に関する質問を終わります。

1 4の 2、老人、母子家庭の医療費無料化についての通告質問者、小俣昭光君の質問を許し

ます。
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03番(小俣昭光君)

ていただきます。

1 4の2、老人、母子家庭の医療費無料化について質問をさせ

中曽根内閣のもとで日本の社会保障は、今、大きな政治転換という流れの中で、激しい攻撃

の矢面に際限なく立たされています。日本は、かつてない豊かな国になったとか言われて社会

保障の受け持つ範囲が縮少されるなど、臨調の社会保障攻撃に基づくものであります。

今、日本には直接社会保障を必要としている人々が、深刻な悩みを抱えながら確実にふえて

いるのであります。 65歳以上の老人は総人口の 10%を占めようとしております。障害者は

1 0年間で 50%もふえ、病人は昭和 28年以来、最高を記録しております。これは国民 8人

に1人という状態であります。母子世帯も 60万を超えており、生活保護受給者も約 77万世

帯と、人口では 14 7万人で、毎年、少しずつではありますが、ふえ続けております。それに

もかかわらず生活保護費に対する補助金の 10%カッ トを初め、医療費の有料化、年金給付額

の抑制や施設費の有料化と高額化、児童手当や児童扶養手当の引き締めなど、最も社会保障を

必要とする人々を窮地に追い詰めております。

ここで、革新都政時代に実現した、そして全国に広がった老人医療の無料化が、どのように

実現してきたか、高齢者の運動を少し御紹介したいと思います。自主的、自覚的な運動として

高齢者たちがみずからの要求を、解決を 目指し始めたのは昭和 40年に結成された東京文京区

の 「老後の保障を確立する会」だと言われております。この会は全日自労、生活と健康を守る

会、区労協、老人クラブ、新日本婦人の会、母親大会連絡会などが 1年がかりで町内会ごとに

誘い合って準備されました。父母会がまとめ上げて、区議会の要請項目は、ーっとしては、老

齢福祉年金の所得制限、他の法律との併給禁止の撤廃、 60歳以上に最低 1万円の支給、二つ

目としては、ふろっきの老人福祉センタ一、区立老人ホームの建設、三つ目としては老人専門

病院の建設、老人健康手帳による月 1回の無料健康診査、四つ目としては低家賃住宅の建設、

都営住宅 1階の老人優先割り当て、 5番目としては区立保養所利用料の老人無料化、区役所出

張所会議室の 1週間 1回の解放、公衆浴場や理髪、交通の料金割引などを要求しておりましTこ。

この「老後の保障を確立する会Jに踊守して、九つの病院、診療所を拠点にした活動も行われ

ております。この二つの運動が結合して 1，97 1年に一一昭和 46年でありますが、文京老齢

福祉保障推進協議会が発足しましTこ。老後保障運動の芽生えと言えるこの時期、その後の運動

の基本的な性格がここでつくられたと言われております。
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その第 1は、どんな政治や行政、貧困や疾病にも耐え続けてきた高齢者たちが、当面する命

と暮らしの危機を解決しようとしてみずから立ち上がって結集したことであります。

第 2は自分たちの要求実現のために身近な人々から地域への合意を広げながら、町づく りと

して自治体に向かつて運動が集約されてきたことであります。

第 3は、同じ願いを持つ個人や団体など、協力し合って活動を進めてきた東京、文京区にお

ける先駆的な運動の土台には 1960年、昭和 35年以降の高度経済成長政策によって、高齢

者の生活と地域の破壊が急速に進められていたことであり、労働者側更し 1捨てとしての定年制

の広がり、生活に見合わない年金、失業の増大、再雇用の際の低賃金と権利性の希薄、疾病の

拡大、家族と世代聞の孤立、住宅問題などが都市から農村へも広がったと言われております。

これらの実態を高齢者要求としてまとめ、高齢者運動を指導させた文京老齢保障推進協議会は、

革新都政の実現を準備し発展させながら、 2年の問、交流、学習、討論会を経て、 1971年、

昭和 46年に東京都老後倒産推進協議会を創設する原動力とな りました。この間に区政におけ

る老人福祉充実とともに、 1967年から12年間にわたって、民主団体、労働組合、婦人団

体の連帯した運動によって革新都政の重要な老後保障政策として、老人医療費の公費負担、老

人専門病院の建設、敬老乗車証、特別養護老人ホーム建設など、文京老齢保障推進協議会の要

求のすべてにわたって施策が実現されてきております。

こうし 1う運動の中で、老人福祉に予算を使うのは枯れ木に水をやるようなものだ、と言った

大蔵官僚の放言や、都議会で堂々と述べる自民党議員、これらに象徴されて高齢であることを

理由にした政府の攻撃が、貧困者に孤立を、高齢者と家族の生活や地域に拡大される中で、多

くの民主団体、労働組合、研究者などに支えられて運動が前進してきたのであります。これは

単に老人医療の有料化といったものではなく健康保険、公的医療などを含む国民的な医療保障

制度の解体、権利としての医療体制の変質、再編成と拡大するものとして健康保険本人の 10 

割給付の復活と結びつけて、老人医療の 10割公費負担実現への地域要求を再組織して、今こ

そ、この決意のあらわれとして老人医療無料制度を発祥させた、現在も堅持している岩手県沢

内村では命の坤を建設してきております。

このような運動の中で老人医療が実現してきたわけでありますが、主として今の老人医療の

有料化に対して無料化実現にどう取り組むか、お聞かせいただきたいと思います。

また、母子家庭の医療費無料化については、どのようなお考えがあるのか、お聞かせいただ
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きたいと思います。

O副議長(米沢照男君 ) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(高野 隆君 ) 福祉部長でございます。

ただいまの老人、母子家庭の医療の問題についてお答えしたいと思います。

老人医療の無料化につきましては、本格的に高齢化社会を迎えつつあります我が国において、

地域保健医療対策の充実強化ということで重要な問題であると考えております。今日の高齢者

の多くが、やはり何らかの健康上の障害があ るということで、日野市老人意識実態調査により

ましでも、 70歳代の後半では約 40%を超える方々が通院ないし入院をしているということ

でございます。また、本来の地方自治体での責務としては市民の健康、福祉を保持するという

ことでの地方自治法第 2条での中で規定されておりますように、老人の健康施策ということは

重要な問題であるということで考えております。その中で、先ほど御指摘になりましたように

老人医療の無料化は昭和 44年の秋田県で実施されて以来、全国的に広がりまして、 53年に

国の実施ということでの公費負担が実施されてきたわけであります。その後、昭和 58年 2月

に老健法が実施されまして、一部負担制度が導入されて、現在来たということでございます。

しかしながら医療費の公費負担制度だけでは高齢者の医療対策としては不十分だということで、

保健対策としての在宅寝たきり老人訪問看護、またホームヘルパー制度、地域保健協議会運営

事業等も実施されてきたわけでございます。

老人保健事業としましては、現在、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、

訪問看護等が行われてきておりますし、また各地では保健センタ一等が建設されてきておりま

す。今後、地域保健体制への整備ということも重要な問題だと考えている次第でございます。

日野市といたしましても老健法の実施以来、健康管理手当の 1万円の増額ということもあわ

せまして、訪問看護事業の実施L また、その他の保健事業の一層の充実を図ってきているわけ

でございます。

現在、最近の情報といたしましては、厚生省が老健法の実施 3年後を見直しと いうことで、

去る 8月21日に厚生省は、月 40 0円の外来手数料を し000円、それから月 30 0円の入

院料を 50 0円ということでの改定案を次の通常国会に提出するということで新聞報道されて

いるわけでございます。

こういうような事態の中で、今後、 日野市の老人に対する医療費の負担というのは、ますま

-404-

すふえてくる という ことは考えられるわけで ございますので、保健制度の強化とあわせて、こ

の医療費の問題は再検討をする必要がある。特に健康管理手当の見直 し等も含めて今後の老人

医療の無料化に向けての施策といいますか、その辺のところについては重大な関心を持ちなが

ら検討する必要があるというぐあいに考えているところでございます。

また、御質問のありました母子医療の無料化についてでございますけれども、日野市におい

て行われました昭和 56年の母子、父子世帯の実態調査により ますと、 約 20%が何らかの病

気を持っている、ということでございます。また、その他には住宅問題についての要望、また

検診に対する要望等も強くあらわれております。

現在、全国での公費負担の実施状況というのは、 41府県で実施されているということは聞

いておるところでございますけれども、その内容につきましては、所得制限の内容、あるいは

実施の方法等、まちまちでございます。改めて我々としましては、数年前に実施されています

母子家庭の実態調査、父子家庭の実態調査を改めても う一度確認をして、 施策の方向等は今後、

考えてし 1く必要があるということでおります。現在、日野市の母子世帯は 60年 7月1日現在

で母子扶養手当受給者が 487世帯ということでございますので、推定では、かなりの母子世

帯がおいでになる、こういうことでございます。約し000 世帯近くになるんじゃな~\かとい

うぐあいに考えておりますが、その方々の問題、その問題につきましては、医療の問題とあわ

せて、やはりその他の問題も含めて考えていく必要がある、そのように考えております。

0副議長 (米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 母子家庭の医療費の無料化の問題について、今、部長が言われ

ましたように、かなりの人たちがその問題で悩んできております。特U収入制限がありますの

で母子扶養手当が実際に、その制限ぎりぎりの人たちに対しては、非常に生活が圧迫されてい

る、このように訴えてきております。そういう点でも医療費の母子家庭の無料化の問題につい

ては、ぜひ実現させていただきたいと思います。

私たちも一一 先ほどの北見市での樹止行政、 このときにも老人の医療費は無料化を実現させ、

今も実施し、そして、母子家庭についても医療費を義務教育の終わるまで一一これは所得制限

がありますが、実施している。そ して 6歳未満児については所得制限なしで無料化を実施して

いる、こ のようなことを聞いてまいりました。

ですから、この三多摩でも幾つかの市で行われているところもありますが、ぜひ、日野市で

-405-



母子家庭の医療費の無料化を実現させていただきたいと思います。また、高齢者の老人医療の

無料化については、今、部長が言われました健康管理手当の問題も含めて検討していきたい、

ということでございます。多くの老人の人たちが、病気で通院でいられる聞は、まだ何とかな

る、ですが、 ーたん入院した場合には、とても支払い切れない、このようなことを訴えており

ます。

そこで中野区では、これらに対して、高齢者の入院に関するアンクー トの調査をこの 60年

の7月に実施して、報告書が出されてきております。 これを見ましても中野区では二度によっ

て老人の医療の無来十化を提案する、そして、それが自民党など多数によって否決される、こう

いう中で、こういう調査活動を重視いたしまして、 そして幅広 く 市民に訴えて~¥く、このよう

なことからいろんな調査活動をやっております。ぜひ、日野市でも、 実際に入院したお年寄り

の人たちがどのくらいお金がかかっているのか、あるいは収入がどうなのかということも再度

調査して、そして明らかにしていただきたい。そういう中で多くの市民の理解を得て老人の医

療費の無料化カ漢現できる運びとなると思います。決して老人の人たちだけが福祉の恩恵をあ

ずかるということではなく、市民の深い理解のもとでこれが実現できるよう調査をしていただ

きたいと思います。

簡単ですが、この問題については、この調査の概要について説明させていただきたいと思い

ます。

この調査目的としては先ほど言いました高齢者区民の入院の実態と意向を把握し、今後の福

祉、医療施設検討の基礎資料とする、これが目的であります。で、調査対象は老人保健法によ

る医療の老人の受給資格、あるいは東京都の医療助成への福祉の受給資格者で、基準看護でな

い医療機関に入院して付き添い看護料を請求した人ということが対象であります。

この調査方法は、区役所総合窓口において付き添い看護料を請求に来庁した方にアンケート

用紙を交付し、郵送で回収する方法をとっております。調査英関は 60年の 4月 10日から 6

月の 10日であります。回収結果は一一 調査票配付数は 173枚、そして調査票回収数は 112

枚、回収率が 64.7%となっております。調査対象者の年齢と性別なども調査されております。

男の人が 25人、 22.3%、女性が 87人で 77.7%が入院されております。 入院された方は何歳で

入院されたかということも質問されております。 65歳から 69歳は 5.3%、 6人が入院され

ております。 70歳から 74歳は 16人で 14.3 %、 75歳から 79歳が22人で 19.6 %、
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8 0歳以上が 68人、 60.7%、女性が78%の入院、そして 80歳以上の人が 61%を占め

る状態となっております。そして子供等の同居者はどうなっているのかということも家族構成

が調査されております。 1人暮らしが 12.5 %、子供、孫と同居が 38.4 %、子供だけと同居

3 0.3 0/0...老人だけの世帯 10.7 0/0...どれにも当てはまらないというのが8%となっておりま

す。ここでも子供等の同居者は 70%を超えております。

住居の状況はどうかというものもあります。ここでは 1戸建てで持ち家が 82.1 %、分譲マ

ンション、これが 3.6%、このようになっております。ここでは自家保有率は 86%となって

おります。

収入の状況も出ております。月額がどのくらいなのかというこ とで出 してあります。仕事や

年金などで 1カ月の総収入はお年寄り夫婦 2人あわせるとどのくらいか、 1人の場合はどうな

のかというのが問い合わせになっております。ここで 5万円未満 34.9%、 5万円から 10万

円未満が 14.6 %、 10万から15万未満が 22.3 %、 15万か ら20万未満が 11.6 %、20

万から 30万未満 8.7%、 30万円以上というのが 7.8%、無回答もありま した。ここでは、

先ほど医療の必要性が言われていた月額 5万円未満の人たちが 35%を占めております。

このようになってお りますが、あと、入院した理由については一一自宅療養でなく入院され

た理由はなぜですか、というよ うな問いがあります。三つ以内で選んでくださいということに

なっております。 1が充実した治療が受けられるから、 46.4 %、医師に指示されたから、

5 5.3 %、住宅事情が悪く 、部屋が足りなし、から、 0.9%、自宅で看護する人がいなし、から、

4 5.5 %、入院の方が費用がかからなし 1から、 1. 8%、交通事情などで通院が難し~¥から 7.1

%、その他が 10.7%あります。これは三つ選んでおりますので一一入院の理由を三つ、その

中で選んでおりますのでこうしヴ ノミ一セ ントになっております。ここでは医師の指示が 55%

を占めております。そして入院先は どこなのかという問いについては、医療診療所というのが

9.8 %、一般病院 74.1%、老人専門病院が 16.1 %。ここで一般病院に74%が入院してい

る。入院先は主治医に相談してというのが 52%になっております。どのくらいの期間入院を

しているか一一 1日から 14日というのが0.9%、 1 5日から 1カ月未満というのが 2.7% 

1カ月から 3カ月未満が 16.1 %、 3カ月 から 6カ月未満が 11.6 %、 6カ月 から 1年未満

1 8.7%、 1年以上が 49.1 %となっております。ここでも 1年以上入院している方が 49%

と5割近くを占めており、最も多くなっております。次いで 6カ月から 1年未満が 19 %とな
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っており、この二つをあわせると 7割となります。今回の調査対象で付き添い看護人をつけな

ければならないという重看護老人であるから長期の入院を余儀なくされていることがここでも

推定されております。

付き添い看護料以外の費用をあわせると 1カ月におよそ、どのくらいになりますかという問

いについては、 5，00 0円未満1.8%、 5，00 0円から 3万円未満が 11.9%、 3万円から 5

万円未満 15.6 %、 5万円から10万未満 20.2%、 10万以上 20万未満が 23.8 %、 20 

万から 30万未満が 19.3 %、 30万以上が 7.3%。現行制度で 65歳以上の人は入院医療費

は、入院した 2カ月間は一部負担金として日額 300円支払えば医療は無料となっております

が、しかし、実際には入院してどのくらいの費用を負担しているかを聞いたわけであります。

これについては付き添い看護料が、本人たてかえというのがあとでほぼ戻ってまいりますが、

1 0万円から20万円を負担している人が 24%となってきております。 20万から 30万円

が 19%となっておりますので 10万円以上払っている人が 50%を超えております。 このよ

うな付き添い看護料というのは非常に高い費用となっております。

そして、差額ベッドはどうかというのもあります。差額ベッドでは 63%に当たる人が差

額ベッド料を支払ったと回答しております。

そのほかに、おむつ代もあります。これは 59%がおむつ代を負担しております。 付き添い

看護を要する重看護老人が今回の対象であったわけですから、調査の対象であるわけですから、

おむつ代も必要とした人が多いのも当然でありますが、月額 1万円が 59%、 2万円までが 32

%、ですからこのように 90%以上の人が 1万円から 2万円のおむつ代まで払っているわけで

あります。

このように中野区では細かい調査をして、そして、この調査の結果を広く区民に知らせて、

そして老人医療の無料化を再度実現させるために一生懸命がんばってきております。

この日野市でも、どうかこのような調査をして、そして老人の医療費無料化の実現、そして

母子家庭の医療無料化の制度実現のために全力を挙げていただきたいと思います。多くの市民

の人たちに理解されるよう、この運動もさらに発展させて老人医療の無料化、あるいは母子家

庭の医療の無料化実現のために、私たち共産党市議団もその先頭に立って奮闘する、そういう

ことの決意をあらわしまして、この問題、積極的な取り組みをお願いいたしまして質問とさせ

ていただきます。
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0副議長(米沢照男君)

する質問を終わります。

これをもって 14の2、老人、母子家庭の医療費無料化に関

お諮り いたします。議事の都合により暫時休憩いたしたい と思いますが、 これに御異議あり

ませんか。

C r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0高Ij議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

。副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 11時 45介休憩

午後 1 時 46分再開

一般質問 15の1、 「日の丸J r君が代」で国の不当な介入を許すなについての通告質問者、

一 ノ瀬 隆君の質問を許します。

C 1 1番議員登壇〕

01  1番(一ノ瀬 隆君) この日野市議会で、今まで国旗を掲揚せよ、国歌斉唱の指

導を実施せよなどの発言だけが目立っていたように感じていましたので、ここで日の丸の掲揚、

君が代の斉唱に反対する立場の強力な存在を明確にするために、この質問を取り上げました。

文部省は今月の5日、教育委員会に対し、国旗と国歌の適切な取り扱いの徹底を求めた通知

を出しました。文部省が、日の丸と君が代のことで、都道府県に通知を出したのは、初めての

ことだということです。適切な取り扱いの徹底、甚だ持って回った言い方ですが、 実は入学式

や卒業式での国旗掲揚、国歌斉唱を徹底させよ、という意味なのであります。日の丸や君が代

が国旗、国歌であるという法的根拠はなく、文部省が勝手に決めているだけであります。した

がって、その後ろめたさから、このような持って回った言い方をせざるを得なかったのだろう

と思います。

文部省は、ことしの 4月末に全国のすべての公立小学校、中学校、高校、 3万8，84 2校を

対象とした総合調査を行い、この中で今春の卒業式、入学式での日の丸掲揚、君が代斉唱につ

いて回答を求めました。この結果、初めて都道府県政令指定都市別の状況が明らかになりまし

た。わずかな県で、君が代、日の丸双方とも 10 0 %実施のところもありますが、君が代をほ

とんど‘歌っていない京都、ゼロの沖縄もあります。この調査は自民党が強く迫る国旗掲揚、国

歌斉唱の徹底運動と呼応した形で、このため文部省は実施率の低い地域に対して徹底するよう
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に求めたのが 9月 5日の通知なのであります。

私たち社会党は、この通知が、小学校、中学、高校に君が代斉唱と日の丸掲揚を義務づけよ

うとするものであると事態を重視し、反対の立場を明らかにしました。日本社会党は 10月 5

日に、中曽根首相のやりたいほうだいにストップをかけようと首都全党員一斉街頭宣伝を行う

ことにしています。

防衛費のGNP1%枠突破阻止、靖国神社公式参拝糾弾、国民総スパイ法糾弾、核をなくせ

と中曽根首相のやりたいほうだいにストップをかけるため、石橋委員長を先頭に街頭宣伝を取

り組みますが、今回の君が代、日の丸の文部省通知は、この軍事大国化路線、靖国神社公式参

拝などとともに戦前一一戦争前、戦前回帰を一層強くするものとして広く批判の声が上がって

います。

先日の古賀議員の質問、 5分超過し議長辞職勧告のきっかけをつくった質問の一つ前の質問

だったと思いますが、この質問の参考にもしていただきました社会新報に「君がftJl"日の丸」

に関した記事が載っていました。毎号のように載っていましたが、一つだけ紹介しておきます。

9月 13日付社会新報で、評論家の茶本繁正さんは言っています。

「何にも言えず靖国の 宮のきざはしひれ伏せば 熱い涙がこみあげる そうだ感謝のその

気持ち 揃う揃う気持ちが国護るJ-一戦時色の強まった 1941年にヒットした「そうだ

その意気」という歌の 1節fご。閣僚の靖国公式参拝は、もう一度この歌の斉唱を国民に期待

したいのであろう。1"スパイ法Jを立案した自民党の議員は「次は有事立法だ」と公言して

いる。戦前の日本は国民精神総動員を経て、国家総動員体制を敷いた。今、靖国公式参拝と

ともに学校では「君が代Jが強制され、一方で有事立法の研究が進行している。いつか来た

道と同じではないか。

9月 25日号の婦人新聞には、評論家の梶谷善久さんが次のように言っています。

中曽根首相の言う “戦後の総決算"の正体がはっきりと見えてきた。戦後 40年間、せっか

く積み上げてきた平和と民主主義をを“ご破算"にして、軍国主義とファシズムの戦前路線

へ逆戻りをさせようとの魂胆は隠しょうもない。防衛費をGNPの1%枠内に抑える歯止め

の徹廃は一応見送りとなったが、その突破は時間の問題である。国民の目 、耳、口をふさぐ

国家機密法は継続審議とし、自民党タカ派はその制定にやっきの努力を続けてし喝。この 8

月15日は、中曽根首相が閣僚を従えて靖国神社に公式参拝をやってのけた。そして 9月5
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目、 「公立学校は日の丸を掲げよ、君が代を斉唱せよ」との文部省通達が全国の都道府県に

出された。この日の丸強制だけでも、私は政府自民党を許せなl¥0 日の丸とは何か。出征兵

士が腹に巻くために、父が、母が、妻が涙とともに武運長久と墨書一一 墨書きした旗f二そ

の下で天皇陛下万歳ととなえて、多くのアジア人、アメリカ人、イギリス人を殺した旗だ。

原地住民を狩り集め、再び生きて還ることのない戦地へ送るトラックに立てた旗だ。1"国旗

を掲げ、国歌を歌うのは世界的な常識です。文部省がi歌口を出すのも、教育の国際化をはか

る以上当然のこと」と曽野綾子氏は言う。君のため、国のため命を捧げる若者をっくり出そ

うとする政策への迎合論である。日の丸の下で、日本の若者と外国の若者が殺し合う事態を

断じて再現させてはならない。

以上が「日の丸掲げて何をさせる気か」と題された一文で した。

9月 12日の毎日新聞の「みんなの広場」に「討論一一日 の丸、君が代」というのがありま

した。この中で特に私の共鳴したものですが、 67才の人はこう言っています。

しかし、日の丸を国旗、君が代を国歌とする法的根拠はどこに もない。これは文部省も認め

ている。日本人はこれに対し自然な形でこれを了承しているが、一方、日の丸、君が代は戦

前、軍国主義教育に悪用され、中国をはじめ、アジア諸国では侵略戦争につながるシンポル

として受け止められている。日本ではただ一つ、太平洋戦争中に戦場となり 、多 くの犠牲者

を出した沖縄県が今回の調査で最も実施率が低い結果となったのは、このためであろう。こ

のような不幸な過去を持っている日の丸、君が代を文部省が一律に、急速に行政指導という

形で強制するのは、またもや国家主義復活の危倶を感ずる。

4 8才の女性のも のに 「民主国家 らし いものつく れぬかJの見出しで、こんなものもありま

した。

先進国である、新興国である国家は皆、国旗や国家を敬愛させる教育を行っている。しかし、

私の小学校時代、日の丸と君が代は日本のシンポルではなく、天皇のシンボルだったような

気がする。だから敗戦後、天皇が人間宣言されてから日の丸、君が代を遠ざけたのではない

か口 「日本は戦争を放棄し、新しい国に生まれ変わった。日の丸は掲揚せず、君が代を歌う

こともありませんJと朝礼で校長先生の言葉があっ た後、私たち小学生は泣き ながら焼け落

ちた学校のがれきを拾い集めた。数年たち、日の丸の掲揚を許された目、懐かしさに涙して

掲揚した。でも、民主主義になじんだ私の心に、日の丸はなじまなかった。私は戦前の日本
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より、今の民主日本が大好きだ。世界中で一番好きな国である。決して国家をないがしろに

考えていなし ~o 民主的国旗と国家を選定する日を待ち望んでいる。

1 9 8 3年、第 l固定例会に古賀議員が一般質問で「日の丸」を取り上げています。その中

で 1300年前にさかのぼった日の丸のルーツと歴史が語られていました。古賀議員の勤勉さ

に改めて敬意を表するところですが、私が考えるに、最も大切な重要な時期である太平洋戦争

の戦前、戦中の日の丸の歴史が何故か欠落しておりました。先ほど引用 した新聞記事などで、

戦前戦中の日の丸の役目は語られていると思います。この時期は私は小学生でした。子供なが

らそのことを体験しています。天皇のシンボル、軍国日本のシンポノレ、侵略戦争につながるシ

ンボルだったのです。

日の丸の小旗を持った多くの人々に送られ、天皇陛下のためにと何人もの人が出征していき

ました。戦争に駆り出されていったのです。そして、 その中の何割かの人が遺骨となって無言

で帰ってきました。名誉の戦死で町葬が営まれまし Tこ。 rあ〉悲しし 1かな、有山亮謹んで申

すJという、時の日野町長のとむらいの言葉を何度聞いたことか、はっきり記憶に残っていま

す。

私は、戦争中に出された東京全音楽出版社発行の大日本軍歌集というのを持っています。ポ

ロポロになりましたが大事にとってあります。軍歌の中に日の丸がやたらと出てくることから

も、古賀議員が語らなかった戦争中の日の丸の歴史、戦争と日の丸が、いかに深い関係だった

かがわかると思います。日の丸は日章旗とも呼ばれていました。

日の丸行進曲の 1番と 4番の詩を朗読させていただきます。

母の背中にちさい手で、 振ったあの日の日の丸の、遠いほのかな思い出が、胸に燃えた

つ愛国の、血潮の中にまだ残る一一これが 1番です。

4番は、

去年の秋をつわものは、召しに出されて日の丸を、敵の城頭高々と、一番乗りにうち立て

た、手柄はためく勝ち戦。

続けます。 日の丸よりももっともっと許せないのが国歌としての君が代です。古賀議員が日

の丸のルーツを述べられましたので、君が代のルーツを調べてみょうかと思いました。知識も

なく探究心も弱い私ですので、ほんのちょっとだけでやめました。ささやかな私の蔵書の中か

ら、何年ぶりかで岩波書庖の「日本古典文学大系」を取り出し、その第 8巻の古今和歌集を見
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ました。

古今和歌集巻第 7の「がのうた」の最初に載っていました。題しらず、 読人しらずで……。

「わがきみは千世にやちょにさぎれいしのいはほ とな りてこけのむすまで」とあ ります。佐伯

梅友氏の校注によりますと、賀のうたとは祝いの歌であり、祝いの歌として君が代の原型は載

っているのでした。

rrわがきみ」 の「きみ」は広く用いる言葉であって、 天皇を指すとは限らなt¥J]とあります。

r r千代にやちょに」は限りない年数を意味する。 rさジれいしのいはほとなりて こけのむす

までJは、小石が成長して大きな岩となって、それにコクが生えるまで。限りない年数を自 に

見えるようにあらわそうとした言い方』と記されていまし fこ。 rわがきみはJが「君が代は」

に、いつどうしてなったかは私は知り ません。しかし、両者に共通する「君」が大きな問題を

持っているのであります。古典文学大系の校注にはわざわざ 「天皇を指すとは限らなt~J とあ

りますが、戦前戦中のそれは明らかに天皇であったのであります。

私は、日野町立日野国民学校豊田分教場で、それをはっきり植えつけられました。この日本

は、この世の中は、アラヒト神、 天皇のもの、こ の土地もこの建物もすべて天皇陛下のものである。

陛下の御慈Y占でこれを使わしていただいている のだと……。 天皇陛下という言葉も、そのまま

では使えず、その頭に 「恐れ多くも」とか 「かしこく も」をかぶせなければいけなかった。天

皇陛下といえば、どこの場所でも直立不動にならなければならなかった。豊田分教場では毎朝、

135度右に向いて、天皇のいる宮城に向かつて最敬礼をしなければならなかった。弁当を食

べる前には「天皇陛下の赤子です」などと 毎日、唱えなければな らなかった。

1 945年 8月以降、だんだんと真実がわかってきました。 r現人神」は国語辞典にも出て

いました。 r人の姿となってこの世に現われた神」とあります。天皇の「人間宣言」とか言っ

て、神から人間になったように言っていますが、もともと人間だったのを神だ、神様だと国民

をだましていたのでした。国民をだますーっの有力な武器に使われていたものを、それ以降も

何で使わなければならないのでし ょうか。どうしても国歌がほしいというのならば、ほかにつ

くればいいと思うのです。

9月 5日の、日の丸・君が代徹底通知を伝える 6日付朝日新聞は、日教組の中小路書記長の

話を載せていました。

今回の文部省通知は、学習指導要領の「国旗昂揚と国歌斉唱が望まししリとした内容を大
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きく踏み越え掲揚と斉唱を義務づけようとするもので重大だ。調査結果の数値はl¥ずれも

高いが、 「日の丸」掲揚や「君が代」斉唱が教職員の十分な意志統ーがないまま、校長、教

委や一部父母の意見のみで強行されている背景がある。教育への不当な国の介入であり、強

制、義務化に対しては各職場での反対闘争を強化する。

日教組書記長はこう話していました。中小路書記長が言うように、残念ながら調査結果の数

値は高くなっています。

日野市の場合も聞くところによると、日の丸の方は大分高いようですが、書記長の言うよう

に日野市でも教職員の十分な意思統ーがないまま校長などの意見で強行されているということ

があるのでしょうか。

この辺から質問していきたいと考えますが、まず 9月6日付新聞に報じられた日の丸掲揚、

君が代斉唱状況に対する日野市の伏況をお知らせいただきたいと思います。朝日新聞には昭和

5 9年度卒業式の状況が都道府県別の一覧表になってノミーセンテージによって示されていまし

た。これに対応した数字を含めて、日野市の状況を、まず教えてくださ l¥0 さらに入学式の状

況もあわせてお知らせくださし ¥0 それを聞いた上で次の質問を続けることにします。

0副議長(米沢照男君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(小山哲夫君) 教育次長からお答えをいたします。本来ですと教育長から

お答えをすべき予定でございましたけれども、本日、病気のために欠席をいたしておりますの

で、教育長にかわりまして私からお答えをいたします。

9月 5日付で文部省の初等中等教育局長が各都道府県の教育長、並びに指定都市の教育長に

対しましての、いわゆる通達に基づく日野市の 9月6日以降の状況ということでございますけ

れども、 9月6日以降の一一大変、申しわけございませんけれども、まだ間もない時期でござ

いますので、国旗の掲揚、あるいは国歌の斉唱につきましての数字は、つかんでおりませんけ

れども、 59年度の卒業式、並びに 60年度の入学式の状況につきまして、御参考までにお答

えをさせてもらいたいと思います。( [""それがほしいんです」と呼ぶ者あり)はい、わかりま

しTこ。

それではお答えいたします。

まず、国旗の掲揚についてでございますけれども、昭和 59年度の卒業式の、まず小学校で
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ございますけれども、小学校につきましては式場の中に国旗を掲揚した学校が 17校ございま

す。それから式場外、つまり式場の入口と か、あるいは正門の前とか、そういう式場外に掲げ

ました学校が小学校の場合 19校でございます。国旗を掲揚しない学校は一つもございません。

それから中学校の場合につきましては、卒業式の場合は式場の中に 6校、式場の外に 6校、

国旗の掲揚をしない学校はございません。

それから、 60年度の入学式におきます国旗の掲揚でございますけれども、小学校の場合に

つきましては式場の中に 16校、式場の外に 16校、掲揚しなかった学校が 2校ございます。

中学校につきましては、式場の中に掲げた学校が 6校、それから式場の外に掲げた学校が 6

校でございます。入学式に対しまして、中学校に関しましては国旗を掲揚しなかった学校は一

つもございません。

それから、次の国歌でございますけれども、昭和 59年度の卒業式の状況から申し上げます

と、小学校につき ましては国歌を斉唱した学校が8校でございます。それから国歌を演奏した

学校は、小学校でございますけれども 2校ございます。それから、国歌を演奏も斉唱もしなか

った学校が小学校の場合は 10校ございます。

中学校につきましては、斉唱した学校は 1校もございません。演奏した学校が 1校、したが

って斉唱も演奏もしなかった学校が 7校ということでございます。

それから、次の昭和 60年度の入学式におきます国歌の斉唱問題でございますけれども、小

学校につきましては 1校斉唱しております。演奏がゼロ。したがいまして演奏も斉唱もしなか

った小学校が 19校ということでございます。

それから中学校に'つきま しての国歌でございますけれども、斉唱がゼロ 、演奏ゼロ、 したが

って斉唱、演奏ともに 8校とも行っておりません。

以上が状況でございます。

0副議長(米沢照男君)

0 1  1番(一ノ瀬隆君)

一ノ瀬隆君。

9月6日の朝日新聞の日の丸抱揚、君が代斉唱の状況をパ

ーセンテージで示されたこの表に対応する日野市のものをとお願いをしたのでありますけれど

も、数字だけでパーセンテークは答えていただけませんでしたので、私が計算して判断したい

と思います。

日の丸蝿揚の小学校の場合、全国平均が 92.5 %、東京都が93.1 %、こ れに対し日野市の
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小学校は 100%ということです。日の丸での中学校の状況は全国平均が 91.2 %、東京都が

9 2.4 %、これに対し日野市の中学校は 100%となっているということです。

君が代斉唱の小学校の全国平均は 72.8 %、東京都は 69.1 %、これに対応する日野市の小

学校の君が代斉唱の実施は 40%ということだと思います。君が代斉唱の中学校の場合は、全

国平均 68%、東京都は 61. 7 %に対し、日野市は 0%だというところです。この表は君が代

の場合、斉唱と書いてありますので演奏は入らないと判断して、このように把握しました。

全国的な傾向として君が代より日の丸昂揚の方が、かなり高くなっていますが、日野の場合

それがさらに顕著になっていることがわかります。

ここで質問をさせていただきます。

質問 1、日野市では小学校、中学校の日の丸カヰド常に高し数値を示しています。これについ

て、教育委員会が強い指導を行ったからか、校長の意見が強行されたのか、教職員の十分な意

思統ーがされての上か、それ必L外だったら何によって、このような状況になったと把握してい

るか。 一一これが質問 1です。

質問 2として、日野市の小学校、中学校では、君が代は全国平均や東京都全体の場合より低

~\数字にはなっていますが、幾つかの学校が斉唱、ないしは演奏を行っているようです。これ

は、教育委員会が強い指導を行ったからか、校長の意見で強行されたのか、教職員の十分な意

思統ーがなされた上でか、それとも、これ以外に何か歌われることになった、演奏されること

になった理由、経過はあるのか。一一これが質問 2です。

続けて質問 3です。

9月6日の新聞によれば「国旗掲揚と君が代斉唱が望まししリとしたのを、さらに進め、よ

り積極的に徹底を図ったとありますが、都の教育委員会を通じて図られた徹底、図られた徹底

とはどんなものだったか。また、これを受け、市の教育委員会は、いかに対処したかをお聞か

せいただきたいと考えます。

4番目の質問として、地元の教職員組合は、日の丸の強制には反対し、君が代斉唱について

は言語道断であり絶対に反対である態度を決めていると聞きますが、この態度に対して教育委

して指導できるでしょうか。

以上、 5問を質問をいたします。

。副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君)

ます。

第 1点目の日の丸の掲揚が非常に日野市の場合ですと、小中学校は率が高いという問題、そ

それでは、私の方から再質問に対しましてお答えをいたし

員会は、今後いかに臨んでいくかをお聞かせいただきたいと思います。

5番目として、最後に具体的な質問を一つだけ-…一。

教職員の意思統ーがないまま強行しないでほしいということを校長に対して、教育委員会と

れに対して教育委員会として強い指導をしたのか、あるいは校長の指導が強かったのか。そし

て 2番目の質問につきましては、国歌につきましては比較的少ないけれども、それはどういう

わけなのか、こういう意味の御質問だと思います。

で、国旗並びに国歌の斉唱につきましては、これは、いわゆる学校教育現場で国旗並びに国

歌が正式に位置づけられたのは、昭和 33年の、いわゆる学習指導要領の改定の際でございま

す。そのときには国旗、それらが「君が代」という名称で呼ばれたと思うんです。そしてそれ

が昭和 52年に学習指導要領が改正されまして、 33年の当時に使われておりました「君が代j

が「国歌」というふうに変わっています。

この学習指導要領は、どういうことかと申しますと、学校教育法の、小学校の場合ですと施

行規則 25条に書いでございます。小学校の場合には 54条第 2項に明記されておりますけれ

ども、全国におきます市町村立の小中学校、あるいは高等学校におきますところの学習の指導

基準となる文部大臣が別に定める規則によるものとするということで、各市町村ともに共通の

学習指導要領というものを文部省の指示に従って使っておるところでございます。その学習指

導要領の中に、こう書いてございます。これは小中学校ともに共通でございますけれども、先

ほど一ノ瀬議員さんからもお話がございましたとおり、 「国民の祝日において儀式等を行う場

合におきましては、その祝日の意義を児童に対しまして理解をせしめるとともに、国歌を斉唱

し国旗を掲揚することが望まし~'Jという指導がございます。

また、君が代につきましては各学年を通して児童の発達段階に応じて、音楽等の特別活動に

おきまして指導することが望ましいとしヴ 、 こういうふうな規定がございます。それを受けて、

各都道府県共通でございますけれども、取り扱いにつきましては学習指導要領に根拠を置きな

がら、国旗の掲揚並びに国歌の斉唱を指導しているというのが現状であります。したがいまし

て、日野市だけがとりたてて、教育委員会の指導の中で国歌の斉唱が少なかったり、あるいは
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国旗の掲揚が多かったりということではございません。そういう指導要領とし 1う、ひとつの、

文部大臣が定めました基準に従って指導しているわけでございます。そういうふうに、ひとつ、

御理解を賜りたいと思います。

それから教職員組合等に対しましても、いわゆる反対運動がございます。いろいろと、これ

につきましては思惑があるかと思いますけれども、やはり文部大臣が定めました学習指導要領

というものは、全国共通の指導要領という形の中の基準でございますので、今後、ともども、

それらにつきましては教職員組合の方に対しまして、教育委員会あるいは校長を通しまして、

よく話し合いをし、理解を求めながら、そのような指導を行ってまいりたいというふうに考え

ておるところでございます。

それから、いわゆる都の教育委員会を通じて図られた指導の問題がどうなっているかという

ことでございますけれども、これにつきましては先ほど申し上げましたとおり、学習指導要領

の中に国旗並びに国歌の斉唱問題につきましては、うたわれているわけでございますけれども、

一部、先ほど御指摘がございましたとおり、京都あるいは沖縄等におきましては、この指導要

領に従わないというところがございます。そういうことを踏まえて学習指導要領の中にうたわ

れている事項について、どの程度、全国において行われておるかということを去る 8月28日

だと記憶していますけれども、文部省の方で全国都道府県を通しまして市町村の実態調査を明

らかにしたわけでございます。その結果、先ほど一ノ瀬議員さんがおっしゃっていましたとお

り、国旗につきましては大体、都道府県の市町村の公立小中学校におきましては、大体 90%、

高等学校につきましては 80%。それから国歌につきましては小中学校が大体 80%、高等学

校が 50%というほぽ全国的に、大方、行われているわけでございますけれども、一部、国旗

の掲揚、あるいは国歌の斉唱が行われてない市町村もございますので、そういう意味を踏まえ

まして調査結果を踏まえて 9月4日の日に各都道府県の教育委員を通しまして、いわゆる特別

教育活動におきまして趣旨の徹底が必ずしも図られてない、そういう意味におきまして、その

学習指導要領にのっとって、そのような指導をするのが望ましいとし寸、そういう通知を都道

府県の教育委員会を通しまして市町村の教育委員会は受けております。

したがって教育委員会は、どのような指導をなさっているかという御質問でございますけれ

ども、毎月、教育委員会の場合ですと定例の校長会、あるいは教頭会を開いておりますけれど

も、 9月の校長会並びに教頭会におきましては、教育長よりその旨を校長並びに教頭に対しま
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してお伝えをし、今後の指導をお願いするということで一応、指導しておるのが現状でござい

ます。

それから教職員の意思統ーがなされないまま強行するのはどうかと~¥う、そういうことでご

ざいますけれども、先ほども、ちょっと、質問の中でお答えしましたとおり、やはり学校教育

法施行規則の中で文部大臣が定めたひとつの基準でございます。それを各都道府県市町村とも

に統ーした形の中で指導しておりますので、教職員組合等に対しましても、その点をぜひ御理

解いただき、共通の理解のもとに今後とも指導してまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。

0副議長 (米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

0 1  1番(一ノ瀬 隆君) 教育長の御病気で、突如、教育次長にお答えいただいたと

ころでございます。

要するに学習指導要領の名を借りて、不当な国からの圧力に負けた、あるいは国の指導に忠

実な教育委員会、ないしは校長の強行が、かくならしめたということだと判断いたします。も

ちろん私は教職員組合の方針に賛成であります。教育への不当な国の介入である「日の丸・君

が代Jの強制には、市の教育委員会もできる限り反発していただきたいと思います。困難な

状況は認めながらも努力していただきた~¥。そして教職員の意思統ーがないまま強行しないよ

う、校長に対しても十分指導していただきたいと考えます。

たびたび新聞の記事を引用して恐縮ですが、 9月6日の朝日新聞に都立大学の山住正巳教授

の意見が載っていまし7こ。 r国家意識より人類考えよう」の見出しでの意見でしたが、一部を

紹介いたしますと、

文部省の調査結果は日の丸、君が代とも私の予想をはるかに上回っている。この高い数字

のウラに各学校の先生たちの悩みや無念の思い、大変な議論と、それを押し切った校長の職

務命令がある。数字を見てもう一つわかるのは、先生たちが子供の立場に立って、自主的に

教育の実践を進めているところは、どこも低いということだ。逆に愛知や高知を除いた四国

など管理体制が強~¥県は高い。この調査をもとに文部省の圧力は強まるだろうが、 議命の多

い日の丸、君が代を強制することだけはやめてほしい、国旗、国歌は国際的な常識という人

もいるが、核や飢餓、緑の問題など、一国の意識より地球的規模で人類全体を考える べき時

代ではないのか。
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この意見を読んだとき私がそれまで考えてきたことと一致し、ほっとしました。日の丸、君

が代がよく言われるのは日本という国の意識が強過ぎるのではないか。アフ リカ の飢餓の問題

も日本圏内の問題と同じように真剣に考えている人が多くなっていると思います。メキシコの

大地震だって、よその国だからと決して無関心では、いられないはずです。

各分野で国際化が進んでいます。巨人ファンだったら他のチームの日本人選手よりもクロマ

ティやカムストックに期待するはずです。越治勲や林海峰は日本囲碁界に君臨しています。山

住教授も言うように一国の意識より地球全体、人類全体を考えるときです。このときに前科の

ある日の丸や君が代に執助にこだわるのは全く理解できません。

去る 8月の 10日から 11日、八王子の高尾山薬王院で 24時間平和会議が開かれ、 「緑と

平和」をテーマに夜を徹した話し合いが行われました。 世界連邦建設同盟本部の主催によるも

のです。世界連邦建設同盟をごく身近に感じたところです。この同盟の八王子支部も武蔵野支

部、三鷹支部、青梅支部なども世界平和を目指して活発に活動しております。この同盟の目的

は、世界の恒久平和を実現し人類の福祉を増進するために世界連邦を建設する ことであ ります。

この崇高な理想を実現するために努力することこそ必要であると山住教授は言っているように

思います。日本という国を必要以上に意識することはないと言っていると思います。世界連邦

が実現しても、日本国という一種の自治組織が残りますが、その中に東京都という自治体、日

野市という自治体が分権、自治権を持って存在することになります。そう考えたとき、 世界連

邦が実現しない今でも日本国と東京都と日野市の三つが同じように存在し、それぞれが住民の

福祉の向上のための政治が行われていると考えていいと思うのです。日本国だけを突出して考

えたくないのであります。

中曽根総理と鈴木諸E知事、そして我が森田市長を比較して、だれが偉いなどと言えないのではな

いか。強いて言えば 12年間、日野市の発展に貢献され、四たび、日野市民に信任された森田

市長が一番偉いのだと私は思います。

並列に並べた日本、東京、日野の三つのうち、私の最も愛するものはどれかを考えました。

かつて、この演壇で一一きょうはお見えになっておりませんけれども、古谷太郎議員が言われ

たことですが、 「この日野市で生まれ日野市で育ち、この日野以外に逃げていく所がないんで

すよj という言葉に共鳴を感じました。立場の違L、からか、あんまり共鳴することはないんで

すが、このことは記憶に残っています。日本国よりも東京都よりも、断然、日野市です、日野市

をだれにも負けず愛します。日野市民を愛します、といっても非国民とは言われないと思いま

す。

実は、この私をして、日野市民を大事にしないという意味のピラを書いた人がいるのです。

そのピラをここに持っています。茶色い文字で印刷した「市民通信」というピラです。このピ

ラの一番初めに、こう書かれているのです。~かつて、社会党日野支部委員長は、こう言った、

「市民より党の方が大事だ」と、本末転倒である……』私は、もう 3年以上も社会党の日野総

支部委員長をやっていますので、これは私を指すに違いないと考えました。愛する日野市、そ

こに住む日野市民より党の方が大事だなどと言ったことは一度もありません。その比較自体が

意図的で全く意味がないようにも思えるのです。

このように誤解されるような、似通ったことも一切、口にしたことはありません。全くので

たらめを多数印刷して各戸に配布することは、ふんまんやるかたなく、この文章を書いた人に

電話しました。

まず、日野支部委員長とは私であることを確認しました。その人 の言うのに、議会控室で0

0議員にそれを言ったでしょうと言う。ということは、その人は00議員からそれを聞いたと

いうことになるわけです。私は、どこででも、だれに対してでもそんなことは一切、言ったこ

とは断じてないのであります。

私は日野市民の選挙によって選ばれている身であります。比較的にではあったにせよ、市民

を大事にしないやつだと言われては、ただごとではありません。 これは悪意に満ち満ちた、い

われなき中傷ということができないでしょうか。仮に、全く仮定ですが、それを私が控室で言

ったとしても、 どうでしょう 、本会議や委員会で言ったのならいいとしても、控室で言ったこ

とを各戸に配布す るピラに書くなんていただけないと思います。控室で冗談も言えなし 1。君子、

危うきに近よらず……。私は危ういところは避けるようにしています。私の愛する日野市の中

に、こんなでたらめなピラが配布されるなんて許せない、と正義のためにあえて発言させても

らいました。

さて、日の丸、君が代に戻ります。

要するに私の言いたいことは、日 の丸、君が代なんて言わないで、どうしても旗や歌が必要

であるのなら、分権、自治の意識高らかに日野市の旗と日野市歌を重視すればいいのではない

かと言いたいのであります。
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日の丸も君が代も法的根拠はないのでありますが、市の旗にそのまま使用される市章は1963

年 11月3日制定され、日野市歌は 1983年 1月 1日制定され、ともに日野市例規集に載せ

ら波ています。ましてや、日野市内の小学校も中学校もすべて日野市立であります。日野市立の

小中学校の卒業式や入学式に、日野市の旗や歌はどのように扱われているか、日の丸や君が代

よりはるかにいいと思いますが、どうでしょうか。教育次長に伺います。

さらに小中学校の卒業式、入学式だけでなく、市のあらゆる行事に日の丸、君が代より市の

旗、市の歌を優先させる考えについてどうでしょうか、市長に伺います。

教育次長と市長のお答えをいただいて、この質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) 答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) 日野市の市旗、それから市歌の問題が御質問に出ました。

これにつきましては、市歌並びに市旗の制定と同時に、各小中学校の校長会、あるいは教頭会、

あるいは生活指導主任会を通しまして、市歌並び、に市旗につきましては掲揚するようにという

指導をいたしております。 したがいまして、今後ともそのような形の中で徹底を図ってまいり

たいというふうに考えておるところでございます。

0副議長 (米沢照男君)

O市長 (森 田喜美男君)

市長。

どこの国でも、ひとつの国の統合の象徴として旗や歌が存在

典等の、 会場、あるいは式の次第を組んでおるところであります。なるべく、教育現場のこと

につきましては意見を差し挟まないようにしたいとは思ってお りますけれども、 国家権力ある

いは政府権力によって、その斉唱をし、あるいは掲揚の指導を強めるという ことは、私はまこ

とに不適切な手段、つまり、ますます愛国心を疑わしめるようなことになりかねない、このよ

うに思いますので、ぜひ、そういうことが強要 されて、しかも形のみで心の伴わない形で行わ

れるということは避けてほしいというふうに思っております。

自治体は、これは国に、もちろん先立つものでもないし、また自治体の多数の結集によ って

国の形は形成されるもんでありますから、自治体という立場のそれぞれの自覚意識は、これは

大切だと思いますので、私どもの市では努めて自治意識を高揚する、こうしヴ手段でもってこ

の問題を取り扱いたいと、こう思っております。

以上です。

O副議長(米沢照男君) これをもって 15の1、 「日の丸J 1"君が代」で国の不当な

介入を許すな、に関する質問を終わります。

1 5の2、私道の整備をもっと真剣に考えよ、についての通告質問者、一ノ瀬 隆君の質問

を許します。

0 1  1番(一 ノ瀬 隆君) かつて、 斉野町長が 「それよりも道路が舗装された方がい

いだろう」と言 ったことを聞きま した。町長選挙に向けて自らへの支持の要請の言葉だったと

思います。今から 28年も前のことです。

この当時は道路の舗装というこ とが町政の大きな課題の一つだったのだと思います。それが、

今、 道路のほとんどは舗装されています。舗装、整備されていない砂利道は決まって私道です。

多くの市民に利用さ れながら砂づ利道になっている、いわゆる公道なみの私道なのです。市とし

て私道を整備するこ とは決してゆるがすことのできない問題であると考えます。都市整備のた

めには区画整理などがいいのですが、全市にわたって今すぐそれをやるわけにはいきません。

現状のままでよりよく整備しなければならない地域があり 、その場合、私道の問題に突き当た

ってく ることが多いと考えます。道路が舗装されていることが近代都市の最低条件だとしたら、

この条件を満足させるためには私道の舗装をどうしても考えなければなりません。

私の感じでは、今までの私道に対する市の態度は舗装してやる、整備してやる、といったも

のだったと思います。私道のうちでも整備の対象となるのは、公道から公道へ抜けているもの

すると いうことは、本来は望ましいことでなければな らないと思います。ただ、我が国の国歌

と言われる君が代、あるいは国旗と言われる日の丸、これは、ごく短かい一一特に第 2次世界

大戦で結論と しては侵略を象徴する、そういう機会に使われたと し1う、大変、後ろめたい思い

出があるわけであります。したがって国民のすべてが国旗と認め、あるいは国歌と尊敬をする

という とこ ろに至ってないと いう残念さがある ように思います。

私も、かつてお答えをしたことがある と思いますが、海外にある国の出先である公館、ある

いは公海上を航海している船舶、それらのと ころは、やはり、これは日本の象徴と して日本に

帰属の象徴として必要だと思いますが、国内でみだりに国旗等を、特に商社や、 いかがわしい

ところまで国歌を、国旗を、あたかも企業の繁栄や、あるいは営業のシンポルにする ようなこ

とは、私は適当でない、むしろ、もっと崇高に扱うべきではないだろうか。国民の一致が見ら

れるまで時期を待つべきではないか、こういう考えを持っております。したがいまして 日野市

の、市が行います公式行事には 日野市旗を優先を し、 また日野市歌を優先をするという形で式
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ですから、その道路を利用するのは多くの特定されない市民であります。だからこそ公費で整

備すると言えるのだと思います。

不特定多数の市民のための整備を、そこのごく限られた居住者、地主に押しつけているのが

今までのやり方ではなかったでしょうか。それもそこの居住者や地主がすべて了解して 「整備

してくださしリとお願いしてやってもらうというのです。もちろん、それによって居住者もよ

くなるわけですが、市が大義名分としているその道路を使用する不特定多数の市民のためにな

ることなのです。こう考えてみれば 「舗装してください、お願いします」一一そして、 「すべ

て条件は満たしているな、それじゃ、その道路の整備をしてやろう」と市が言うのは、本末転

倒だと思うのであります。

私の主張したいのは、こうです。本来の姿はこうだと思うんです。 Iあなたの前の道は私道

ですが、多数の市民が通ります。砂矛U道ではよくないので市として舗装し整備したいので、ぜ

ひ御協力をいただきたl¥，地主は頑固のようですが、市の担当が何度でも足を運んで了解して

もらうように努力します」一一こんなような態度で臨むべきだと考えているところです。この

ように私道の整備をもっと真剣に考えていただきたいと思いまして、この質問を通告いたしま

した。

都市基盤の整備のために、市の発展のために私道の整備は、どうしても必要だという観点に

立てば、例え幅が 4mに足りなくてもいいではないか、公道並みと認めることができればいい

ではないかと考えるところです。完全に舗装されなくてもいい、簡易舗装でもいい、何とかし

てほしいと切実な声を張り上げる市民もいます。

次に、私が関係した私道、最近、何とかしてくれと言ってきた私道などについて具体的な私

道を挙げます。その私道の整備に向けての実情はどうか、今後の見通し、私の主張する抜本的

努力を市としてやってもらえるかをそれぞれについてお答えいただければ幸いです。

この道を整備してほしいと、かねてから多くの方から何回も要望されていた私道の大物に、

南平二丁目南平台の下の方の道があります。これが最近、整備に向けて工事が開始されていま

す。非常に喜ばしいことで、これをきっかけに私道の整備の大きな前進を望むところです。

私の指摘する私道の第 1点は日野本町四丁目 14番地と 15番地の境の道路、私道でありま

す、かつて請願第 53 -4 9号で出されたもので実質的な通学路であります。社会党の反対を

押し切って、不採択異議なしと簡易採決で不当に押し切られた、いわくつきのものです。執行
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部に対してその後も、この私道整備のために努力してほしいと私は意見を言っておきましたが、

その後の努力の経過いかん、をお聞きしておきます。

第 2点は、大阪上二丁目の 12、 13、 14、 1 5、 16、 1 7番地一一大阪上二丁目の12

番地から 17番地にまたがる私道、柳町の西端で、大柄議員も努力されていた私道の大物だと

思います。地主はオークーしている のに、道幅が 4メー トルに 10センチ足りないとか、 20 

センチ足りないところがあってだめだとか聞いていますが、そのく らいは住民の切なる要望を

入れて何とかしていいではなし 1かと思うのです。どうしてもだめなら、そこを後回しにしてや

ることも考えられるではないか、いかがでしょうか。

第 3点目は、大阪上四丁目の 20番地と 19番地の境の私道、大阪上駐在所の裏側に当たり

ます。国道 20号線に抜ける既設の公道の幅が非常に狭いので、この私道が整備されると非常

に便利になるものです。地主が東京都内とか、その折衝もぜひ市でやってほしいと思うのです

が、いかがでしょうか。

第 4点は、豊田四丁目 34番地の中にある小林医院の前の私道です。第一豊田荘の人たちな

ど豊田駅に行くのに非常に便利なものです。危険な公道を通らずに行けて近いのです。区画整

理地内でもあり、簡易舗装でもいいので、ぜひ地主の了解をいただくための努力をお願いした

いと思いますが、どうでしょうか。

以上4点の具体的な私道についてお答えいただきながら、全般的な私道への今後の取り組み

の姿勢をあ示しいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

0建設部長(中村亮助君)

一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

それでは、私道の整備につきまして具体的に四つの例を挙

げまして御質問があったわけでございますけれども、順次、順を追いながら、これらの今まで

抱えてきました私道の問題点も多少ございます。そういう点に触れながらお答えを申し上げて

いきたいと思います。

まず 1番目の、日野本町四丁目 14番地と 15番地の間の私道でございますけれども、これ

は日野一中の通学路になっているとしヴ場所でございまして、一中のちょうど四ツ谷下の区画

整理事業のち ょうど境目でございます。かつて、確かに請願も出まして審査していただいた経

過もございます。これにつきましては幅員が2.7メーターしかございませんので、まず市道に

なる条件というのはないというのが現状でございます。延長は 53メーターほどでございます
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けれども、現在未舗装でございます。砂矛リ道でございますので申請者の、あるいはまた、付近

にお住まいの方たちの要求によりまして現物支給でございます砂づ利を支給いたしまして整備し

た経過はございますけれども、まだ未舗装でございます。いずれにいたしましでも、これは、

この土地の所有者が 4名ほどいらっしゃいます。で、その地主さんの関係と雌溢権の問題がご

ざいますので、そちらの方の御了解が得られな いとなかなか公道化、舗装という問題も手がつ

かないわけでございますので、その辺のとこ ろは今後の問題と して調べてし 1かなければな らな

いんじゃな t¥かと思います。補助金の交付要綱もございますので、これらの点については申請

者からの申請に基づきまして整備する方法もあるという ことでございます。

2番目の、大阪上二丁目の関係でございますが、これは旧柳町の地域でございます。これも

かつて、やはり請願という形で議会で審査をしていただいた経過がございます。この点の道路

につきま しでも、 3カ所ほ ど、やはり市道に合致しない条件 のところがございます。つまり 4

メーターないところが 3カ所ほどあるわけです。これらの認定基準の問題に欠陥がございまし

て、現在まで私道のままになっているという経緯で ございます。そして、これらの関係につき

ましでも、やはり関係の地主さんが 7人ほどいらっしゃるわけです。で、そちらの方の了解と

いう問題と、それから排水問題で何か地域的な問題もございまして、それらの地元の調整、こ

ういっ た問題も過去にございまして、なかなか思うようにし 1かなかった経過がございます。

そういう点で、現在では市道認定という問題につきましては、例えば具体的に申し上げます

と一部塀を引っ込ませていただいて 4メーター確保すると、こういうふうなことになれば当然、

市道としての認定条件にも当てはまってくるという前進的な考え方もございますし、現在のま

までは、やはり、補助要綱に基づくところの、 5 9年の 7月に改正をいたしました 75%の補

助金交付要綱によるところの整備というような取り組みということも考えられるわけでござい

ます。

それから 3番目の、大阪上四丁目の 20番地と 19番地の境の私道でございますが、これに

つきましては、幅員等につきましては十分、市道に合致するだけの基準がございます。したが

って、これもやはり地主さんが 2名いらっしゃるわけですけれども、 市に移管したいというよ

うな御意思があれば、早速、市道への促進をしてみたいというふうに考えます。

それから最後の、豊田四丁目 34番地先の私道でございますが、これは公道から少し入りま

して、幅員4メータ ーございますけれども、延長 34メーターの、いわゆる道路位置指定の道

路でございます。 37年の 1月9日付で建築基準法に基づくところの位置指定がなされており

まして、いわゆる行きどまりの道路でございます。とこ ろが、その道路を延長して南の方に行

きますと、第一豊田荘から豊田の駅の方に行ける通路的なものがあるわけです。で、この位置

指定の道路とつながっております、いわゆる通路というのは、道路敷きではございません。全

く私の土地を便宜的に通行しているというようなものでございまして、そういう状況の道路で

ございまして、やはり、かつて、土地所有者が 1人いらっしゃるわけですけれども、整備の話

があったようでございますけれども、現在にまだ、その所持者の了解が得られないという形の

中で整備がなされていないというようなのが現状でございます。

以上、四つの具体的な私道のこれまでの経過でございます。それから、なお、今後、 私ども

の方の私道としての整備の関係でございますけれども、これにつきま しては、先ほども申し上

げました補助金の交付要綱も 47年の 10月に制定したものが逐次改正されまして、現在75 

%の補助要綱の中で決まっていますので、これらの最大限の活用という点もございますけれど

も、市道認定の条件として市の認定、廃止に関する取り扱い規定もございますれども、さらに

これをもう少し、私道の編入についてはもう少し検討 して、細部にわたってできるだけ公道化

できるような、そういう仕組みをつくっていこうということで、何年かにわた りまして内部的

に検討してまいりました。現在、私道の公道への編入取扱要綱の案ができ上がっていますので、

これらの点については、さらに市長決裁等を経まして、煮詰めまして、さらに私道の整備につ

きましては力を入れていきたいというふうに考えてお る次第でございます。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

o 1 1番(一ノ瀬 隆君) 私道整備への一層の取り組みの強化を重ねてお願いしてお

きます。

ここで私道に関連して、日野台五丁目の 13、 14、 15番地と 16、 17、 1 8番地の聞

の道路についてお聞かせいただきたいと思います。公道か私道かと争っている松山 2号線につ

いてであります。形だけは整備されていても、ガスは通せない、下水道もだめだというのでは

住民は不安であります。最近、裁判があったということですが、その状況を簡単にお聞かせく

ださt¥。そして、その状況を住民に知らせる機会もつくってほしいのですが、これをどう考え

るかもお答えいただきたいと思います。お願いします。
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0副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(中村亮助君) 建設部長、お答え申し上げます。

松山 2号線の問題につきましては、過去何回か御質問もございました。現在、市が訴訟を受

けまして抗争中でございます。結論から先に申し上げますと、ょうやく、ここで結審をする段

階に来ております。 11月の 8日の日に最終の公判が開かれて、そこで結審をするという運び

にまで至っております。 したがって、これの結論を待ちながら結論に従った処理をしてし 1かな

ければならないと思っております。

そういうことで、この問題につきましては 21年ごろからこの公道化をめぐってのいろんな

問題から調停、そして公判というふうな形の中で争われてきたわけでございます。現在、 1 1 

回、和解が 11回というふうな会を重ねまして、今、申し上げましたように 11月の 8日には

結，審がなされていくというふうな運びでございます。したがって、この結審がなされた後に、

その機会が望まれるということで地元の御要望があれば、その結審の結果につきましては地元

の方に御報告申し上げて、そしてまた、市道の今後の取り扱いについては結審の中に出てまい

っておりますので、そのような報告をしながら対応していきたいと いうふうに思っております。

0副議長(米沢照 男 君 )

0 1  1番(一ノ瀬隆君)

一ノ瀬隆君。

最後に、私道の整備について前向きな発言がありましたら、

市長に一言お願いして終わりたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜 美男君)

市長。

私道の整備、並びに生活道路としてなるべく、不自由のない

ように努力をしたいという考えは常に持っておるわけであります。

そのために、その補助金整備要綱をだんだん公費の負担を多くし、私費の負担を少なくする

ということの一つも進めておるわけであります。それから、完全に条件を具備してみて、しか

も、だれか所有権者の 1人でも応諾されないために舗装が難しいというような際には、代執行

でもして、そうして相手から訴えられでもいいじゃないか、つまり、そういう積極姿勢、つま

りみんなの便利を図るのを個人の、特に不在地主等の異論のために事業ができないなんていう

ことは全くつまらんことですから、 1歩、勇を鼓して、そして先に舗装してしまう、苦情があ

ればその後で受けるということでもよろしいんじゃなし 1かと思っております。ただ、私権の問

題が一つありまして、つまり私有財産に公費を投入することのできなt¥といいますか、そうし 1
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うひとつの原則があるわけでありますから、結果、訴訟に負けたということでも、これは因る

わけでありますので、努めて現実に沿いながらやってくわけでありまして、ようやく南平台の

2本の道路などは私の指示は、とにかく早くや才k 問題が残っても後で処理不可能ではないで

はないか、というふうではありましたけれども、担当者は入念に事務処理を進めて、ょうやく

舗道を実施することができたと、こういうことでございます。市民生活優先ということが、や

っぱり私は行政の本来のあるべき姿だと、こう思っておりますので、何か、その不在の方のト

ラブルで、現在、住まっておられる市民生活叫阻害があるというふうなことは、これは、やり

方次第では克服できる問題ではなし 1かと、こう思っております。

松山 2号につきましては、かなりいいところまでいっているわけですが、最終的に市は

2，0 0 0万円を限度として負担をする、相手方は 3，00 0万円出せ、このし000万円の攻防

戦になりつつあります。しかしながら弁護士さんに聞くところによりますと、まだ 3，00 0万

円払っても底地権が相手側の担保、抵当権で解除されないということでございますけれども、

それじゃ困ることになりますから、もうしばらく、がんばってみようと、こういうことでござ

います。

0副議長(米沢照男君)

関する質問を終わります。

これをもって 15の2、私道の整備をもっと真剣に考えよに

1 5の3、豊田駅北口の利便性を高めるためにについての通告質問者、一ノ瀬 隆君の質問

を許します。

01  1番(一ノ瀬 隆君) 引き続き質問を行わせていただきます。

今年4月から、関係市民には待望久しかった豊田駅多摩センター聞のパス路線が開通しまし

た。多くの市民から喜ばれていることと思います。

新しい平山橋ができ 2・2・6号線が開通したら、直ちに豊田駅北口から多摩センターの方に

パスを走らせてもらおう、と私ども社会党が関係市民に呼びかけ署名運動を行ったのは、1980

年のことでした。開通が当時の予定より 2年ぐらい遅れましたが、っし、にことしからパスが走

り出しました。自動車でよく行き交うパスには乗客がたくさん乗っています。

私の職場でこの話をしました。 I今度、豊田腕七口から多摩ニ ュー タウンの多摩センタ ーま

でパスが通るようになったので、便利になったよ」と……。ところが意外にも怒られてしまっ

たのです。便利にはなったろうが、おれたちは大変、迷惑を受けているのだというのでありま
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す。それはこういうことでした。私の職場というのは、小西六という会社の八王子工場です。

八王子工場の従業員の多数は、 2台の自家用のパスで豊田駅から八王子市石川町の工場までピス

トン輸送されています。そのときの駅北口のパスへの発車場所、長い問、確保していた発車場

所を多摩センタ 一行きの定期パスに略奪されて しまったのです。悲しいことに場所を失った小

西六の労働者は、スクランプル交差点を渡ったミツ ワ電器の前という、はるかかなたへと追い

やられてしまったのでした。込んだ電車からおりて 5分以上も歩き、信号で待たされてパスが

行ってしまうと、また駅まで戻ってタクシーで行くというクースがよくあるとのことですO

「市民のために喜ぶの もいいが同じ働く仲間のことも考え、何とかしてくれよ」と言われたの

でした。選挙のとき応援もしてくれないのにと腹も立ちました。しかし働く仲間なのだと思い、

この質問に取り上げた次第です。

中山議員の勤務する東芝を初め、幾つかの会社がノξスで従業員を迎えているようです。これ

らの会社を全体的に調整し、場所と時間を考慮すれば私の働く仲間の不満は解消できるのでは

ないでしょうか。うまく整理すればスクランフツレ交差点より南に 8台分や 10台分のバス停は、

できると思います。出勤時間のずれもあるようですし、時間の調整も含めてやれば、何とかな

るよ うに思いますO もちろん、朝の一定時間、一般の駐車は全 く禁止することになりますO こ

の調整を市でやっ てもらいたいというのが私の質問の第 1です。ぜひ、 考えてやってほしし'0

検討する気は、あるかなL、かを問いたいのであります。

次に、豊田駅北口のタクシーについて発言しておきたいと思いますO

いつの時間にそうなるかを詳しく調べたことはないのですが、ある時間はタクシーがロ ータ

リーをぐるぐる回って、広場いっぱいに数多 く駐車しています。一般の市民の駅への自動車に

よる送り迎えも多くなっていますが、タクシーがいっぱいなのが支障を来たしていますO これ

を何とか考えてほしt'。市の指導によって少し離れた東方の土地でも確保できればいいと思う

のだが、どうでしょうか。ロ ータリーを壊してしまうわまにはいかないでしょうから、広い範

囲で考えていかざるを得ないと思いますが、どうでしょうか。

今春、建設委員会で酒田市に視察に行きました。酒田駅の前には「交通安全宣言都而「暴力

追放宣言都市」というこつの啓発塔が並んで立っていました。 豊田駅北口には「核兵器廃絶・

平和都市宣言」の啓発塔が立っています。市内、他にも何カ所か、これと同じものがあります。

この豊田駅北口、私は、ことが日野市の表玄関だと思っていますが、この豊田駅北口に「健康

宣言都市 Jr交通安全宣言都市」も立てるべきだと思います。これは利便性を高めることは、

必ずしも当たらなt'かもしれませんが、 あえて加えました。

市長はみずからの提案を優先し、 議会の決議は二の次にする、などと再び言わせないために

もそうしてほしt'0議会で決議されれば、市長提案も小山議員や川島議員の提案も決して優劣

はないはずです。平和は、もちろん最 も大切なものであることには違いないと思いますが、健

康も交通安全も、 これよ り劣るとは、また言えないと思います。

次に視力障害者一一視覚障害者の立場からの豊田駅北口の利便性を高めるための発言をした

いと考えますO

四、五年前まで、 豊田駅を利用する視力障害者から、駅に盲導鈴を取り つけてほしいという

要望がありました。その要望を受け、 実現のため、この一般質問でも取り上げたことがありま

した。わずかな費用 しかかからない、こんな簡単な施策でも、なかなかやってもらえませんで

した。私は国労 一一国鉄労働組合、国労役員と一緒に直接国鉄に交渉し、やっと実現できまし

た。数秒間隔でチャイムが鳴り、障害者に、ここが豊田駅の北口ですよと教えてあげるこの盲

導鈴は、光の家などの視力障害者に大変喜ばれました。その後、一般乗降客から、あのチャイ

ムは何だろう、何のために鳴るのだろう、と疑問がささやかれ、中には、これは何なのだと駅

長室まで聞き に行ったという 人もいるとのことです。

このチャイム、 豊田駅北口の盲導鈴が最近鳴らなくなってしまいました。光の家などからは

問い合わせ、 復活の要望があったようですが、現在そのままになっていますO 私も盲導鈴が作

動 していないのを確認して、すぐ、 豊田駅長にただしました、故障している ことを明らかにし、

早急な対処、修理とか取りかえを要望しました。通信の部署に見てもらったが、これは旅客の

係だと いって、た らい回しの様相で、こんな簡単なものが簡単に解決しないようです。市民で

ある視力障害者を中心とした便利なこの小さな装置を復活させるために、市でも努力してほし

いと考えます。

私は、この国鉄に対する要求と同時に、盲導鈴に対する一般市民、健常者の疑問を解消し障

害者に対する理解を深めるために、盲導鈴の説明を付しておくことをお願いしておきました。

疑問に思った方はチャイムを見上げると思いますから、そこえ張り紙をしておけばいい、「こ

のチャイムは盲導鈴といいまして、自の見えない障害者に駅の入口を案内しているものです」

といったものでいいと思います。このこともぜひ、市の方からもプッシュし、努力していただ
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きたいと思います。

豊田駅北口の視力障害者対策について、もう一つ、つけ加えておきますO

五、六年前になると思いますO 森久保建設部長、小島土木課長のときでした。これらの部課

長と一緒に豊田駅と光の家の聞を視察しました。光の家の歩行担当者に聞きながら幾つかの間

題点を確認しました。その後、市の担当部署の努力で多くの改善がなされました。点字プロッ

クは敷設され、自動車教習所の防護さくは増強され、電柱にぶつかっても大事に至らないよう

な緩衝部材が巻きつけられました。歩道上の点数ブロックの延長で車道の横断歩道には点字リ

ベットも打ちつけられました。この点字リベットが 1カ所だけ、最も要望の強かったところが

残され、いまだに打ち込まれていませんO

光の家では点字リベットと呼んでいましたが、点字道路びょうと呼ぶのが正しいのかもしれ

ません。豊田駅北口、京王ファミーユの本屋などの前からパークピノレの方、都民銀行の方へ渡る横

断歩道に、この点字道路にびょうを打ち込んでほしいというものです。ここは斜めの横断歩道

ですので、ぜひほしい、必要なものだということですO ここに点字道路びょうがあるのとない

のとでは障害者にとって大きな差なのだそうです。都の関係かもしれませんから即実現という

わけにはいかなし、かもしれませんが、早期に実現できるよう努力をお願いしますO

次に、視覚障害者誘導システムについて発言しておきますO

これは視力障害者が安全に歩行できる画期的なシステムです。日本電気株式会社と筑波大学

が共同開発したもので、埼玉県上尾市の高崎線上尾駅東口に取り入れられているものです。既

に上尾駅に、この視覚障害者誘導システムがスタートしてから、ちょうど 2年たちましたので、

日野市の関係者もよく御存じだとは思いますが、簡単に説明させていただきます。

視覚障害者誘導システムとは、 「専用の白杖一一白いつえ、白杖が誘導路の磁気標識板の上に

乗ると、つえの振動や音で知らせます。危険な場所などでは自動的に音声案内が流れ、警告や

現在位置などを知らせます」というのですが、これだけでは理解しにくいと思います。

まず、歩道上に敷かれている点字ブロックにフエライトという磁性体を使います。そして、

特別に考案された白いつえを使用するのです。つえには磁気センサ一、電子回路、乾電池、パ

イプレターが組み込まれています。このつえが、従来の点字プロックに相当する磁気標識体、

フエライトに触れたときに、振動が手に感じたり音が聞こえたりしてわかるのです。それでフ

エライトの誘導路を歩行することができるわけです。今までの点字ブロックのように凹凸がなく、

表面は平らでいいので安全で歩きやすくなるというものです。この誘導路に使うフエライトと

いう磁性体は、産業廃棄物で捨て場に因っているものを使えばいいのだそうです。道路の、特

に危険なところや特定な場所には、フエライトの下にアンテナを置き、音戸での案内装置につ

なぐことによってスピーカーで道案内がされる仕組みになっていますO

198 3年 9月24日の日本経済新聞に、この上尾の視覚障害者誘導γステムのことが載っ

ていました。「 声で道案内 」の見出しの記事ですが、少しだけ読んでみますO

「階段です。この階段をおりると、パス乗り場 1番と 2番があります。 1番乗り場は00経

由xx行き……」白いつえで点字ブロックに触れると、こんな道案内の声が聞こえてくる O 自

の不自由な人のための誘導 γステムが 23日、埼玉県上尾市の国鉄上尾駅前にお目見えした。

日本電気と筑波大学が新技術開発事業団の委託を受けて、産業廃棄物として処理に困っている

フエライトを使って開発した。国鉄の駅には車いす用の改札口や道路点字時刻表や運賃表など

は 1部あるが、視覚障害者のために声で道案内するのは初めて。評判は上々で、福祉の町づく

りに、と他の自治体も注目している O 一一中略一一上尾駅を利用している自の不自由なある上

尾市民は「点字ブロックだけでは不安だし歩きにく t'。声の道案内が普及すれば、大変、助か

る」と話してし喝。一ーまた中略いたしまして一一この方式が普及すると「自の不自由な人は，

点字でなく音声を頼りに歩ける町づくりもできる」と関係者は期待しておる O 一一とあります。

幾らフエライトが産業廃棄物でも、音声案内装置など、そう簡単に据えつけられることはで

きないでしょうが、ぜひ日野市でも実現の方向で検討していただきたいと思いますO そして、

それには視力障害者対策の最も必要である豊田駅北口を、まず第一に考えていただきたいと考

え、この質問を組み入れました。

豊田駅北口の利便性を高めるものとして、 一般市民も障害者も一致して、これを何とかして

ほしいというものに放置自転車がありますが、これについては多くの方が発言 していますので

遠慮いたしまして、以上 6点についてお答えくださ t'0 

1点目は、 追い出されたバス停を戻しても らいたt'0 2点目は、駅前広場を埋め尽くすタク

シーは何とかならないか。 3点目、 宣言都市の啓発塔を立てられないのか。 4点目、盲導鈴は

市は関知しないか。 5点目、横断歩道の点字 リベットの埋設は、すぐできるか。 6点目、視覚

障害者誘導システムをどう考えるか。

6点を繰り返しました。
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企画財政部長、第 1点目につきまして御答弁申し上

それから 2番目の、タクシーの問題でございますけれども、これは非常に、やはり難しい問

題でございまして、乗車の件につきましては東京陸運局の方が所管するわけでございますし、

また許可に当たっては道路管理者の意向も聞くわけでございますので、東京陸運局の方にこの

辺の問題につきまして照会をしてみたいというふうに考えておりますO

私の方からは以上でございますO

0副議長(米沢照男君〉 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) 建設部長、それでは 3点目の御質問にお答え申し上げます。

昨年の 12月に、議会が交通安全宣言都市の議決をなさっているわけでございますけれども、

これらの関連につきましては、御存じのように去る 6月の補正予算で市内の歩道橋がございま

す。横断歩道橋でございます。これが 6カ所ございますんで、そち らの方に横断幕をつくると

いうことで議会の方で予算を認めていただきまして、安全都市宣言の横断幕は作成する予定に

なっております。

お尋ねの件につきましては、 豊田の駅の北口の前に啓発塔を立てられないかというお尋ねで

ございますけれども、これはやはり、東京都の道路敷でございますので、立てる問題につきま

しては都の占用許可の問題も必要になってまいりますし、また予算の確保の問題もございます

ので、横断幕は早速実施をいたしますけれども、この場所への啓発塔の建設につきましては、

検討課題にさせていただきたいというふうに存じますO

以上です。

0副議長(米沢照男君)

長O

O企画財政部長(前田雅夫君〉

一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。企画財政部

げます。

都市計画道路 2、 2、 6号線が、特に平山地域でございますけれども完成をいた しまして、

本年の 4月から豊田北口から平山を経由いたしま して、中大、多摩センターの方に開通をした、

というものでございます。

で、この路線の設定に当たりまして昨年の夏から京王帝都が中心になりまして、東京都の南

多摩建設事務所の管理課の指導のもとにパスの発着の地元対策を進めたわけでございます。地

元の商庖街の基本的な意見を伺いますと、商業振興、それから交通混雑の緩和、こういう点か

ら考えますと、できるだけパスの発着の地点を駅から離してもらいたい、というのが最初の要

望であったそうでございます。それを中心にいたしまして地元と交渉し、あるいは京王帝都は

地元の要望を聞く形で、どこか適当な場所があるかどうか現地を物色したようでございます。

結果といたしましては、地元要望のとおりにはいきませんで、一応、パスの降車についてはロ

ータリーでおりる、乗車については、つるやの時計庄の前で乗車をするというふうな、そうい

うことになったわけでございます。

今、御質問がありましたように、八王子工場の企業のノξスが、その乗車地点で従業員の送り

迎えをしていたわけでございます。この辺の問題につきましては、東京都の方から、京王帝都

が直接会社の方に伺いまして、きちんと話をつけるように、ということで話し合いを了解を得

ているというふうに私ども伺っ ておりますO 御承知のように豊田の駅の北口の道路管理者は東

京都でございまして、東京都がその辺の細かい指導をしたというわけでございます。

それでは路線ノξスと、いわゆる自ナンバーとの優先の問題でございますけれども……。

0副議長(米沢照男君)

0建設部長(中村亮助君)

あとの答弁は……。 建設部長O

それでは私の方から……。

0企画財政部長(前田雅夫君 ) はい、わかりました。

全体的にこの地域そのものが東京都の道路管理区域でございますので、そ ういう面で的確な

お答えができるかどうか大変心配でございますけれども、 4点目の盲導鈴の問題等につきまし

でも、今、御質問の中に経過が御報告されておりますように、国鉄側に対する要望の中で実現

されたという経過があるようでございますO そういう経過を踏まえますと、やはり国鉄側に積

極的に、これらの点についても補修などについては今後、要望をして~)かなければならない問

題だろうというふうに考えますO

それから 5点目の、いわゆる横断歩道に必要な点字道路び ょう、これもやはり都の道路管理

敷の中に必要だというふうな御指摘でございますので、南建等に早速に、この点については実

現できるような方向で要望していかなければならないというふうに思います。

0副議長(米沢照男) 部長、答弁中ですが、一ノ瀬 陸君の質問時間は 17分までで

すので、時間を念頭に置きながら、ひとつ、簡潔に答弁をお願いしますO

この問題につきましては京王帝都がそういう形で解決をしたということでございまして、全

体的な問題につきましては南建の方に善処方、要望をいたしたいというふうに考えております。
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それから最後の、視覚障害者の誘導システムでございますけれども、上尾市の例を挙げて御

指摘があったわけでございますけれども、その設置場所、あるいは具体的な方法、活用などに

つきましては、今後の、やはり調査が必要だろうと思います。また、設置する場所については、

例えば東京都が絡んでくるとか、あるいは国鉄が関連してくるとかいう問題もございますので、

それらの関係者との調整なども必要だろうと思いますO そういう点も踏まえながら、今後、や

はり調査、検討をさせていただきたいというふうに思いますO

0副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

01 1番(一ノ瀬 隆君) ありがとうございました。

最後に建設部長からお答えいただきました視覚障害者誘導システムについては、いずれまた

取り上げることになると思います。今回はこれで終わらせていただきますO ありがとうござい

ました。

0副議長(米沢照男君)

関する質問を終わりますO

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

これをもって 15の3、豊田駅北口の利便性を高めるために

日野市で計画され、さらにはもう実行されました多摩平、西平山それから神明上土地区画整理

等の中を見ますると、これらの工事が施工されておるわけです。下水道施行条例等を見てみま

しでも、この下水道管の分担、管渠の埋設の分担とか、さらには市街地、または区画整理区域

内における雨水排除を目的とした下水道の設置等も一部に見ら れるわけであります。

そこで日野市の神明上の現状という のを見てみますると、これらの都市下水路、さらには低

地にある河川等の川、これは日野農業用水です、一一 等の排水施設等が、まだできていない

というのが現状であり、下水道河川等を見ても、 全 く私は情けないという以外に言葉はないと

思うのでありますO それらを考えてみますると、下水道、農業用水等の排水施設を早く整備し

てもらい、この神明上に関連する道路の破壊、さらには冠水、それから低地の床下浸水や、ま

たは道路の冠水等 も排除してもらいたい、というのが私の願いであります。そのよう な観点に

立ちまして私は質問をさせていただくわけであります。

それで、この前の 8月 14日と 8月 21日の集中豪雨、このと きに 一一 7月ですか、これは

ちょっと、 14日と 21日というのは確実に覚えていますけれども、月は、ちょ っと間違って

おるかもわかりませんけれども、その点は、また建設、または都市整備部長の方から訂正して

いただければ、それで結構だと思います。それで、そのときに、この 2・2・3と、 これは場

所からいいますと藤本歯医者さんのそばの信号、さらには神明地区センターの前のマンホーノレ

この両方のマ ンホーノレが壊れて道路が破壊された、ということもあるわけですO

これらを見てみますると、し、かlこ地区外排水というのが大切であるかという ことがわかると同

時に、また、この都市下水路の先が行きどまっているわけです。これらの不完全な都市下水路

を早く整備しなければならないということが言われるわけです。そのようにしまして、市の予

算を投入しである都市下水路ですから、その下水路ができないために今のような被害をこうむ

るということは行政上、大きな欠陥といっても差 し支えないんじゃな~，かと思うわけでありま

す。それらのことを考えてみますと、一刻も早くつくらなきゃならないということは、百も承

知だと思っておりますO これらの河川を積極的に整備するということは、とりもなおさず、よ

り一一この前、福島議員が通告質問のときに言われました喜びと誇りを持っ て住むことのでき

る日野市をつくる上にも大切であるということは言を待たないわけであります。

幸い、この地域、神明上雨水排水を目的とした都市下水路は、ただいま申し上げましたよう

にあと少しで完備するわけでありますけれども、ただ残念なことながら、今川崎街道のと ころ

ませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時 12分休憩

午後 3時 42分再開

0副議長 (米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 16の 1、都市下水路神明上地区外排水工事を早期に実施 し低地の水害を解消せよ

についての通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

( 5番議員登壇〕

05番(谷長一君) それでは通告に従いまして質問をさせていただきますO

第 1点と いたしまして、まず最初に都市下水路神明上地区外排水工事を早期に実施し、低地

の水害を解消せよということで質問させていただきます。

この都市下水路は主として日野市では、土地区画整理区域内の地域におきまして、その地内

の雨水排水を目的としてつくられているというふうに私は考えております。それで、ただし 1ま

po 
q
J
 

A
『

ヴ

4
q
J
 

A
唖



まで下水管が入っているわけですけれども、その先の整備がなされていないわけです。そこで

この浸水の被害が常習的に発生している地域もあるわけです。これらの地域の水害をなくすた

めにも緊急に整備を実施する必要があるのではなし、かと考えます。これらを考慮 していきます

と、当然、私が次に質問をする神明上都市下水路は、現在、川崎街道の下でストップしている

わけです。その先の延長工事はいつになるのかということが第 1点に言えるわけですO

その次には、日野農業用水と甲州街道の聞に個人の住宅があるわけです。この住宅を、宅地

をやはり買収をしていかないと、この都市下水路の建設はできないわけです。そこで、その土

地の買収等はこれからどのように進めていくのか、または本当に日野市が買収を一一早期に買

収をする気持ちがあるかどうかと いうこともお聞き したいわけです。

また、これらを考えてみますると、第 3点になるわけですけれども、むだをなくするために

2・2・10の都道工事とあわせて下水管の埋設工事を私は、すべきだと思うんです。そうす

れば非常に経費の節減もできる、財政上の運営をする上にも効果満点じゃなし、かと思うんで、

そのあたりにつきましでも、どのようにお考えになっているかということをお伺いしたいんで

すO

それから、さらには今議会の質問に答えられた部長さんが一一 2・2・10の立日橋の橋脚

は、本年に間もなく 3期は工事にかかるわけですよね、そうしますと昨年、それからまた、こと

しにかけて東京都が買収しました 2・2・11の用地の買収ができると同時に、やはり甲州、街道

と、それから日野用水の間の住宅地は、なおさら買収をしておかなければならないんではなt'か

と思うんです。

それで、この 2・2・11の道路の用地の買収ができた ら、待っていましたとばかりに、この

都市下水路の整備ということにかかれば非常に効率的な運営ができるんじゃなし、かと私は思うわ

けです。それらの点につきまして、やはり部長さんの考えはもちろんでありますけれども、持明

上の地区外排水をいかに早く できるようにし、下水路を完成させるかと いうことにつきま して、

市長にも考えは持っていらっしゃるでし ょうか ら、後でよろしいですからお伺いいたします。

以上です。

0副議長(米沢照男君) 谷 長一君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) 都市整備部長でございます。それでは、ただいま御

質問の神明上都市下水路の 4点の御質問についてお答え申し上げます。
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まず、 1点目でございますが、川崎街道以下の都市下水路は、まだ完備しておらないが、い

つできるのかという御質問でございます。神明上都市下水路は 48年に都市計画の決定をとり

まして、 51年、 52年、 53年の 3カ年に 484メーターを神明上区画整理事業とあわせま

して施行を行ったものでございますO その後 56年に東町に日野排水樋管を設置いたしま して、

この地域の、一部浸水地域の解消を図ったものでございますO これも将来は、この樋管が神明

都市下水路の排水樋管になるわけでございます。まだ施行しておらない延長が、あと 912メ

ータあるわけでございますO 本年度は、この 912メーターの全線についての実施計画を今、

策定中でございまして、 61年に事業の認可を取り まして、 2・2・10号線の用地は、現在、

東京都において買収を行っておりますが、この用地があき次第、占用位置を確定いたしまして

街築に先駆けて神明上の都市下水路を施行する予定になっております。完成の予定といたしま

しては、 64年度末には完成をいたしたいというふうに考えております。したがいまして、 3

点目 の2・2・10号線と並行して都市下水路を施行されたいという御質問にも触れたわけで

ございますが、道路築造より先に、先行して実施をするというふうに考えておりますO

それから 2点目の甲州街道 20号線と日野用水の聞に個人の住宅がございます。で、この間

は約 60メータ ーございまして、 現在は道路がなく、すべて宅地になっております。ここは 2

・2・10号線の道路計画の用地となっておりまして、この地主さんと既に 3年ほど前にもお

話をしてございますが、道路、あるいは都市下水路を施行する段階には協力をしていただける

というお約束もしてございます。したがいまして、 2・2・10号線の東京都の工事を行うと

同時に、その工事にあわせまして、ここの用地買収も検討を現在、行っているところでござい

ます。ただ、これを道路用地で買収するか、あるいは都市下水路用地として事前に買収をする

か、その辺は、まだ庁内において調整を行っているところでございますO

4点目の、 2・2・10号線の用地買収完了と同時に都市下水路の施行をという御質問でご

ざいますが、当然、私ども、ただいま申し上げましたように 2・2・10号線の工事が行われ

る前に、先に先行的に都市下水路を埋設して完備していきたいというふうに考えております。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

0市 長(森田喜美男君)

市長。

神明上都市下水路の地区外部分につきましては随分、予定

した年次が延び延びになっておるわけであります。ある意味では地域問題の解決にならず、あ
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るいは御迷惑をかけておるということになるわけであります。それで このことは前の市長当時

からの非常に大きな懸案でございまして、かつては現道の中にゆがんでいても通していこうと

いう、そういうことを考えた時期もございました。

それから 2・2・10号線が最近、東京都がようやく事業化される ことになりましたし、あ

わせて橋がかかる、立日橋がかかる、あるいはモノレーノレ計画がかなり現実的に構想されると

いうふうに状況が進みました。そして今、いわゆる 2・2・10予定路の用地が東京都におい

て買収交渉を持って進みつつありますので、それの用地が確保されて、その苛こそ道路になる前に

管渠を埋めていくということが、ひとつの具体的な機会ということで近づいてまいったように思

います。今の川崎街道から水路に向かつて 100メー トル余でしょうか、それから直角に曲が

って甲州街道を経て 2・2・10の路線に入る、こういう計画でございます。なるべく早く 事

業化を見通しまして、実現のための準備を進めなければならないと思っております。今、実施

設計を進めておるということでございます。

それから甲州街道に直角に左折いたします用地は確かに溝呂木さんと、もう 1軒の地主がお

いででございます。この方々にもまた迷惑をかけておるということになっておりまして、でき

うべきは、家屋の移動 も伴うわけでありますが、先行取得をして、そして一一つまり、おうち

の建てかえ計画があるにもかかわらず補償問題が解決しないものですから、家の行き先にもま

だ、あるいは建てかえ計画にも御迷惑をかけておると、こういう状況でございます。 多少、私

有地の側にも問題があるかもしれませんが、それらのことが応諾をしていただける時期が来次

第、ひとつ、用地の確保をして、そうして住宅も補償をし、管渠にいたしましても、あるいは

2・2・10の延長にいたしましでも可能な状態をっくり出しておくということが大切だとい

うふうに思っております。このことにつきましでも早急に、また具体的な交渉を生かしていき

たいと、このように思っております。

つまり甲州街道以北につきま しては御承知のとおり樋管も設けておりますし、それから一部

の堤防から流します一一堤防付近も工事を終えておりますので、できるだけ早く東京都と協議

をしながら、事業化の過ちのない順序を想定いたしまして取り組んでいきたいと、このように

思っております。

0副議長 (米沢照男君) 谷長一君。

05番 ( 谷 長一〉 ただいまの部長と市長の答弁を聞いておりますと、認可等はこれ
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からであり、 63年までには完成するということであります。それで結局、甲州街道と日野用

水との聞は 60メート ノレという ことでありますけれども、この 60メー トルの間に一一現在、

市長が、私有地にも問題があるかもしれないということを言っておられるわけです。そこでや

はり、先行取得をしてということも申されておった関係上、そうなるとどうしても個人住宅と

の交渉には早 く入らなければ、とてもその問題は o3年度末までの完成は見込めないんじゃな

いかと思うわけです。これから認可を取るにいたしましても早いにこしたことはありませんの

で、ぜひとも個人の住宅の土地を先行取得しまして、道路工事前に管渠を埋めていただきまし

て経費の節減を図るとともに、神明上都市下水路の完成を早期にしていただきまして低地の水

害を解消していただくよう要望して、この質問を終わりますO

0副議長(米沢照男君) これをもって 10のし都市下水路神明上地区外排水工事を

早期に実施し低地の水害を解消せよに関する質問を終わります。

1 6の2、オリエン ト時計周辺道路水路整備について再度問うについての通告質問者、谷

長一君の質問を許しますO

05番(谷長一君) それでは第 2点目の、オリエント時計周辺道路と水路の整備に

ついて前に質問いたしましたけれども、再度、質問をさせていただきます。

このオリエ ント 時計周辺の道路と、同じく水路の整備につきましては、オリエント周辺の住

民の方から請願が出されたことがあるわけですO そのときに紹介護員としまして共産党の小俣

議員、それと私も署名して出したわけであります。

それから工場内の土地の測量等ができまして、昭和 58年の 12月に私がオリエント時計周

辺の道路、並びに水路につきまして、どのように今後、整備なさるのかということで質問をさ

れていただいた経緯があるわけであります。

これは、さかのぼってみますと、非常に古いときからこの話が持ち上がっているわけです。

オリエン ト時計の書類等を見ますると、昭和 40年代ということになっておりまして、 随分前

からこのような話が出ているなということに私は気づいたということであります。そこで結局

道路拡張に伴う施設工事の計画表が日野市役所管理課に示されたのは、 59年の 10月 25日

に出されたのが私の手元にあるわけですねO それからいきますと、 今回、オリエント 時計と、

それから周辺住民の間での話し合いがなされた、その報告書によりますと、敷地周辺の水路、

道路についての住民との協議の件ということで、周聞の住民の方々とオリエントの役員、それ
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から部長、課長等との話し合いが、(10年の 8月の 30日午後 3時からなされているわけなん

ですO それらを見ますると、前回の道路拡張に伴う施設工事計画というのと、少し違っている

ような、相違しているような点も見受けられるわけであります。そこで昭和60年 5月末に、

オリエント時計が道路の拡張、並びに水路を整備するということで、その計画表が出されてい

まして、工事の邪魔になるもの等がたくさんあるわけです。または植栽されているもの、さら

には埋設の管、それから建物等……。これを見まするとオリエントが実施するということで計

画表によって提出されたものが、昭和 60年 5月末、さらには昭和 61年 3月末、それから昭

和61年 12月末ということで出されているわけなんです。

そこでオリエント時計周辺の道路、並びに水路の整備について一体一一オリエント時計より

提出された整備計画というのは、今、行ってみますると、実際に遅れているわけなんです。ど

うしてこのように遅れたかという理由です。

それから、あと一つは、これに伴って、やはりこれとは関連があるわけですけれども、オリ

エントの東側に日野の農業用水があるわけです。 これは通称大川といっているんですけれども、

そこにせきがあるわけなんです。それで、オリエントの工場内の排水が、この周辺の一一住宅

がいっぱい張りついておりますけれども、その住宅を通して流れて佐藤さんと いう 宅の裏へ流

れて集まっていくんですね。それで、その用水等もあわせて整備してもらわないと、また、片

方がよくなれば片方に影響が出る、悪影響を及ぼすというようになる わけです。それらの点に

つきましても、ひとつお答えを願いたいと思います。

それから、オリエント時計周辺の道路、並びに水路の整備について私が見ますと、北側は比較

的、楽にということはありませんけれども、早く工事にかかれるんじゃないかと思うわけです。

これはどうしてかといいますと、もう東京電力が電柱等の移転を行って、もう既に完了したよ

うです。そこで北側と東側に分けて、 工事を 2期に分けてやれば非常に周辺の住民は助かるん

じゃな~ "\かと思~"¥ますんで、それらの点につきまして、東側と北側というふうに分けて、ひと

つ答弁をしていただきたいと思いますO

東側につきましては、やはり 8月 30日に話 し合いがなされたのを見ますると、やはり個人

の宅地に踏み込んで測量等もしなければならないというふうになっているわけなんです。それ

ですから市の方でも東側の道路並びに水路の拡張については慎重にしていかないと、暗礁に乗

り上げる恐れも出てくるのじゃないか、ということに相なるわけです。これはどうしてかと申
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しますと、オリエントで水路のために 310坪、それから道路のために 22 0坪と いうのを出

すわけですけれども、この間のオリエントの答弁を見ますと一一付近住民との話し合いの答弁

等を聞いておったということと、あと一つは、これを見ますと答弁は、 「市の指導によって水

路のっけかえ部分が 310坪で、この分が1.73メートルの水路にな る、 さらに 2.2メー トル

の道路をつくるために 220坪の土地を寄付することになる」と いうふう になっているわけで

す。さらには、これは「市が窓口となって大蔵省の管理になっているので、勝手に使用できな

い、しかし、どう使用するのか前に測量させてほしLリということでその測量の事務所までも

紹介するということをオリエントが言っているわけなんです。そのようなことを考えてみます

ると、非常に、やはり東側の整備について大変じゃなし可かと思いますので、その点も配慮しま

して 2点目のオリエント時計周辺の道路と水路の整備について、東側と北側に分けて、ひとつ、

答弁をしていただきたいと思います。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 谷長一君の質問についての答弁を求めます。建設部長O

0建設部長(中村亮助君) それではお答えいたします。

御質問が 2点あったわけでございますけれども、まず第 1点目のオリエン ト時計内の敷地に存

しました水路と道路のっけかえ問題でございますO この問題につきましては再三、御質問もい

ただいておりますし、長年の経過を経ておりますけれども、ようやく前回の 6月の一般質問の

中でもお答え申し上げましたように、特に東側の境界の関係も全部終わりまして、オリエ ント

さんの方も誠意を持っ てこの問題に取り組んでいらっしゃいますO そういう中で、オリエント

さんの方も用地を提供するために、現在、敷地内にございます建物が幾つか障害になるものが

あるので、それらの移転計画も立てまして、御質問の中にもございましたように何年かの間に

やろうと、こういうふうな話があったようでございます。

で、東側と北側に分けまして早く促進しろということでございますけれども、オリエ ン トさ

んの方のそういう準備、用地提供の準備ができ次第着工をして早 く解決できるように指導して

いきたいというふうに思っておりますO

既に北側につきましては、オリ エントさんの方は水路のっけかえ作業を行うために業者の決

定をいたしておるようでございます。着々 、準備は進んでおるわけですけれども、一部、メッ

キ工場の関係の建物が 2棟ございまして、その建物が、どうしてもいろんな配管等の関係で他
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へ移せないというふうなこともございまして、そのかわりに 4メーターの道路になる、いわゆ

る御質問の中にもございまして、 8月の 30日にオリエントさんと地元で協議を した報告書の

内容の中にもございますように、 220坪ほどの、さ らに用地をオ リエントさんの方で用意 し

まして、東側と北側に現在の道路を拡轄して、 少な くとも建築基準法で定められております 4

メーター以上の道路をつけかえるというような計画が基本になっ ており ますO

それから先に申し上げま したように、水路の関係につきましでも、かつての水団地帯でござ

いましたので、その水路をつけかえておるわけで、すO 当時、昭和 10年ごろにこの工場ができ

ましたときに一応の処理がなされておったようでございますけれども、財産的な、事務的な処

理も今日まで滞ってきておりますので、今回、長年の懸案でございますので、ぜひ、ひとつ整

理したいということで、私どもの方も取り組んでおります。そういう 関係の中で準備のでき次

第、逐次、整備をしていくということで進めていきたいと思っております。

それから 2点目の、さらに周辺の一一具体的には、通称大川の水門から南側の方のオ リエン

トさんの方にずっと入ってきますと、小さい昔の、かつての水路がございます。かんがい用水

路だったんだろうと思うんですけれども、機能的には現在は、付近の家庭の雑排水の排水路に

なっておる現状でございます。これにつきましでも南広間地6号線という道路に面した水路で

ございますので、この水路の改良計画も含めまして、南広場問地 6号線の整備につきましては、

現在、調IJ量も終りまして公共用地の確定作業も行いまして、近 、々 業者を決定した上で工事に

入れる段階に来ております。そういうことで、約 18 0メーター、 30 0の側溝を整備しまし

て、環境整備をしていきたいというふうに思っております。

0副議長(米沢照男君〉 谷長一君。

05番(谷 長一君〉 ただいまの部長の答弁を伺っておりますと、このオリエント周

辺の道路の整備というのは、オリエン ト時計におきま しでも長年の財産処理に関して懸案であ

ったということで、非常に協力的である ように私は考えているわけです。

そこで、確かに用地の提供等も時間はかかったけれども、今になりますと割合にスムースに

いっているんじゃなし、かと いうことであり 、さらには北側につきましては既に業者に依頼しで

あるということで、私は本当に、この答弁につきましては満足しておりますO それで、このよ

うな、オリエント時計と しても長年の懸案である財産処理ができるということになりますと、

やはり日野市に対しでも好意的になり、さらには周辺道路の整備に対しても協力的になるとい
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うことであるという ことを考えると同時に、川崎街道に北側が出るような道路の延長というの

は、いかがなものでしょうか。そのあたりにつきましでも、わかる可能な範囲内において部長

さんからお答えをいただければ、非常に幸いであると考えております。

0~1j議長(米沢照男君)

0建設部長(中村亮助君)

再質問についての答弁を求めます。建設部長。

建設部長、お答えいたします。

今のお尋ねの問題につきましては、 8月 30日に行われましたオリエントと地元との協議の

中で、一つの課題に提供されたようです。現況につきましては確かに狭いわけでございまして、

あの辺の地域の開発という問題につきましでも今日まで聞いておりませんO したがって、地域

の生活道路の整備と いう点から取り組む問題であろうと思います。現況等につきましては、や

はり測量など現況を把握した上で可能かどうかは検討させていただきたいと思いますけれども、

課題にさせていただきたいと思いますO

0副議長(米沢照男君) これをもって 16の2、オリエン卜時計周辺道路、水路整備

について再度問うに関する質問を終わります。

1 6の3、神明地区に地区センターを建設していただきたいについての通告質問者、谷 長

一君の質問を許します。

05番(谷長一君) ただいま議長が申 し上げました神明地区に地区センタ ーを建設

していただきたいということで質問をさせていただきますO

この神明上地区に地区センターを建ててくださいというようなことは、もう再三再四にわた

って飽きるほど聞いたわけでありますけれども、また飽きないでひ とつ、真剣に質問をいたし

ますのでお答えを願いたいということを前置きしまして、よ ろし くお願いいたします。

この地区センターを建てる建設条例等を見ますると、「 市民、及び市民の各種団体の社会福

祉活動を推進 し、あわせて教養向上等の諸活動の場として、これを設置する」ということにな

っておるわけであります。そこで、この神明上地区というのを見ますると、世帯にしましでも

非常に多くの世帯がここに集中し、しかも日野市の中心地として、将来、繁栄をきわめる場所

である、というふうに私は考えております。これらのことを考えてみますると、どうしても市

民が教養等を向上して諸活動を行う場として、当然、地区センターが必要になってくるのでは

ないかと考えておりますO 神明地区センターも神明四丁目にありますけれども、これは崖下で

ありまして、非常に利用する場合、上と下と一一道路さえ、通路さえあれば本当に、すぐ何十
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メータ ーか下でよろしいんですけれども、崖下であるがために使えないというようなことにな

るわけなんです。そういうことを考えてみますると、 この東神明地区にどうしても地区センタ

ーをつくっていただきたいということをお願いするわけなんです。

そこで過去に、先ほど申しましたように議会には請願がなされ、さらには多くの議員が、こ

の神明地区に地区センタ ーを建てていただきたいというようなことに相なってきたわけであり

ますけれども、どうして神明上地域に地区センタ ーができないのか。請願が採択をされている、

または用地等の問題が解決すれば 一一通告質問のときにも聞いておりますと、建てるといって

おるわけですね。が、しかし、今まで一向に建てられる気配がないわけですね。

そこで私は、どうして建設されなL、かという点につきまして、これは第 1点としてお伺いい

たすわけであります。それから今議会にも請願が出されるんじゃなL、かと思うんですね。そう

いうことを考えてみますると、請願は何回出しでも、これは請願であって、議会側と行政とは

違 うような気がするわけですけれども、やはり請願を採択した以上は、行政も議会とともに歩

調をあわせていかなければならないんじゃなし 1かと私は考えているので、本当に、市におきま

して神明上に地区センタ - ，s建てられないというならば、私は、建てられないということでい

いと思うんです。中途半端に、蛇の生殺しみたいに、今度は建てられるとか、あんまり将来に

夢を持たせない方が、かえっていいじゃないかと思うんです。それで、そのことを考えてみま

すると、用地を見れば、また幾らでもあるわけなんです。近いところでは中央公園の南側に、

今、緑化センターというんですか、プレハフ・の建物が建っているわけです。そのところには

3，000平米の土地が 1・3・1の向こうから持ってきたやつもあるわけですよね。そうなる

と一一交換なんです、持ってきたというのは……。それで緑化センターのところにも土地が

3，000平米あるわけです。本当に建てる気になれば建てられないわけはないと思うんです。

が、しかし、また、これは、万博へ行きましでも、よ く皆さんも行かれたと思うんですけれど

も、テーマというのは、やはり、 「水と緑と人と科学」ということになっておるんですねO そ

ういうのを考えてみますると、何も日野市が緑と清流ですか、そういうことを言っているだけ

じゃ ないんですね。そういうような観点に立って考えてみると、どうしでもあそこに建ってい

る、あれは苗か何かを育て る場所にするんですか、その土地が今、荒れておりますけれども、

本当にやるならばやる ように、それを荒れさせておかないで、やはり苗固なら百固としてこれ

を使うんだと、 それをまだまだ見せていただければいいわけなんです。が、しかし、今、見ますと、
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やはり石ころだらけになっておって放置されているわけなんですねO そのようなところを見ま

すると、やはり、この上にも地区センタ ーを建てる場所があるんじゃないかと私は考えていて、

ここで神明上地区に地区センターを建ててください、ということをお願いするわけなんです。

そこで通告をされておりますので、これらの点につきまして、 I点と 2点は生活環境部長で結

構です。それから 3点目につきまして、緑化センタ 一、プレハプが建っている周辺については、

市長の、つくるならつくる、だめならだめ、という答えを私はいただきたいと思うんですO 何

も私は体裁のいい答えは、いらなL、……。

以上ですO

O副議長(米沢照男君) 谷長一君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) 生活環境部長お答え申し上げます。

神明上一帯の地区センターの建設要望につきましては、既に 58年の 3月に高山自治会から

125名の署名をつけまして請願が出されました。それが同年 6月に採択されてございます。

そのほかにも本会議の場におきまして議員各位から、この地区セン ターの建設についての一般

質問も受けているわけでございます。

そういう情勢の中にあって、なぜ今まで地区センターが建たなかったかと、こういう御質問

でございますけれども、格好な土地がなかったと、この一言に尽きるかと思います。で、地区

センターの実現を見ないままに市役所の 101の会議室を使用公開をして、定期的に自治会の

会合などにも使われている実績がございます。それから執行側といたしましては、現在、地区

広場になっております例の横穴古墳の上に地区センターを建てるべく検討したこともございま

すけれども、これも種々の事情から実現ができておりませんO しかしながら、こ の地区一帯の

地区センターの必要性は、御質問の谷議員と同じように私ども も認めておるところでございま

すO

そこで、ただし、まの質問の中にもございました第 2点の、 具体的な土地を取り上げての御提

言でございますけれども、中央公園に隣接いたしております約 3，000平米の細長い土地、こ

れは聞くところによりますと苗圃にすると、そういう使用目的がはっきり決まっておりますの

で、この場所への地区センタ ーの建設は大変に難しい、このようにお答えさせていただきますO

いずれにいたしま しでも今後ともこの地区の地区センターの建設につきましては、請願者側

からの情報なども今後は積極的に提供していただきまして、その情報について検討させていた
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だく、こういう形になろうかと思います。

0高iJ議長 (米沢照男君〉 谷長一君

05番(谷 長一君 ) ただいま部長が答弁されました百聞のところは、難しし 1点につ

きましてもう 1回、今度は市長の方から答弁をお願いいた します。

0副議長(米沢照男君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 神明上、今の神明町、神明でありますが、これは区画整理を

行い、庁舎が建ち、市民会館が開館し、また中央公園もここに位置 しておるとし 1う、市全体か

ら見ると極めて公共施設の豊かな土地でありますO ただ、それを広域的な地域の市民生活のこ

とから見ますと、地区センターがほしいという御意見も理解できるわけでありますo (rみん

な旭が丘に……」と呼ぶ者あり)今、旭が丘云々の話がありましたが、区画整理で、旭が丘に

は地区センター用地も 3館分をちゃんと用意してあった、こういう区画整理自身の、やっぱり 努

力があったということも言えるかと思いますO 残念ながら、この、神明上地区センターにはそ

れらの要素が、今になってみれば欠けていた、こ ういう ことになるわけであります。

そこで、この鉄道より以南になりますか、高山地域の保留地を市が買いましたので、これは

横穴古墳の上になるわけでありますけれども、ここに建てようということで決意をしておりま

したが、実施段階に当たりまして、非常に遺跡の保護の上で上物をつくるということは難しい

ということにぶつかってしまいまして、大変残念な結果でございます。

それで私に今、質問されているのは、この中央公園の南側に当たります買い足しをいたしま

した 3，000平方メー トノレ、これは公園用地として拡大をした部分でもあるわけでありまして、

これこそ、この土地の利用の考えは緑化センタ 一、つまり苗圃をつ くろうということでありま

す。既に公園用地として指定の中に入る手続も終えておりますし、公園用地であ りますからそ

の他の用の建物は、これは絶対不可能という結論でございますO 今まで市民会館のために、建

設会社の事務所なども、いっとき、短期間、許 したこともございますけれども、今、その後の、

つまり荒れ地と言われております、つまり砕石まで入れておるわけでありますけれども、これ

は、きれいに今度、土を入れかえまして今回の予算に 3百数十万円をお願いをしているわけで

ございますが、ここに黒土、いtい土を入れかえまして、これからいわゆる苗圃として実生の植

物、あるいは幼い状態の植物を育てて、これを広く市民にお配りをしたり公共用地の植裁に当

てるということで、もう用途が確定をいたしておりますので、ここの部分の多目的利用は、こ
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れは不可能ということでございます。

そこで結論と して、それじゃ全く、だめじゃな~\かということでは、まことに議会の努力に

対しても 申しわけないわけでございますので、後日、今どうこうというわけにはまいりません

けれども、イ可か新都市の土地でも探したりしたいということは努力目標として言わなければなら

ない と思っ ております。強いて使っていただきますならば、児童館の建物もございます。これ

らは、夜分、何か解放 して使える方法はないだろうかということも考えられますので、そのあ

たりをひとつ、これから努力してみようと思っております。

以上で、すO

O副議長 (米沢照男君) 谷長一君。

05番(谷 長一君) ただいま部長の答弁を伺っておりますと、やはり神明上地区に

は、どうしても地区センターを建てなければならないという必要性は感じているということで

すから、それらの点にも一部期待をせざるを得ないと思いますO

さらにはまた、市長の答弁を伺いますと、児童館等を使用できるように考慮、もなさるやにも

聞き取れるわけですO その点につきましても期待をします。それから、やはり地区センターと

いうことになりますと一一私 も神明上の自治会の会員なんです。それでやはり 、どうしても地

域全体観の上に立って建てるということになると、前に部長の説明ですと、半径 300メート

ノレと いうようなことを言っておりましたけれども、どうしても必要というのは生じてきている

わけなんです。ただいま市長が申されましたように公社の土地、さらには児童館、それから部

長が申されました必要性と いうことは、もう行政側でもよくおわかりになっていることのよう

ですから、それらのただいまの答弁に期待しまして、ぜひ、この神明上地区に地区センターを

建てていただきたいということをお願いしつつ、この質問を終わります。

以上ですO

0副議長〈米沢照男君) これをもって 16の3、神明地区に地区センターを建設して

いただきたいに関する質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたしますO

午後 4時 40分散会
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午後 1時 52分開議

0副議長(米沢照男君) 本日 の会議を開きます。

郎君 ただいまの出席議員 24名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。 17の し 被爆 40周年をむかえ、平和を次の世

代に伝えるために問うについての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許します。

C 1 3番議員登壇 〕

君士
口正

君

君

君

君

雄

夫

隆

雄

金

邦

松

013番(鈴木美奈子君)

に入らせていただきます。

被爆40周年をむかえ、平和を次の世代に伝えるためにというタイ トノレで、 質問させていた

議長より発言のお許しが出ましたので、これから一般質問

君守

だきます。

ことしは、 第 2次世界大戦が終了して 40周年、そして、 広島、長崎に原爆が投下されて、

4 0周年にもなります。 この意義ある戦後の節目の年として、こ としの夏は、特に多くの方々

が、 こと しの夏についてはひとしお感慨深い夏を送られたのではなし可かというふうに思います。

日本が、 ドイツ、イ タ リアとと もに、侵略戦争を開始したことで始まりました第 2次世界大

戦は、さまざ まな苦しみを世界の人々にも負わせましたし、世界では 5，00 0万人の死傷者を

出し、この日本でも 310万人、そして、 広島、長崎では、人類史上初めての原爆の投下があ

ったわけでございます。

6日の広島では、直接被爆者が 31万人から 32万人、そして、広島にいた軍人の方たちも、

4万人与L上が被爆し、また、肉親の救援などで広島に入った人たちも、約 3万 7，00 0人の人

々が被爆 しております。

9日の長崎では、 27万人から 28万人の人が被爆 し、そのほかにも朝鮮被爆者の方が、 1

万にも達している。こういう、本当に 40年たった今でも、死亡者が続いている、こういうと

きだと思います。

被爆者の方たちが、原爆は、人間として死ぬことも、人間らしく生きることも許されません

ということで、核兵器は、 もともと全滅だけを目的とした凶器の兵器であり 、人間として認め

ることのできない、絶対悪の兵器ですと言い、広島、長崎から既に 40年、被爆者は高齢化し、

被爆者援護法の情|淀を早くつくってもらわなければ私たちの命が先になくなってしまう、 こう

いうふうに痛切に述べられているわけです。
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しかし、 こういう中で、中曾根首相の内閣ができてから、本当 に、 一層露骨に政治の反動化

が進んでいる こと を、私は身近にも感じるわけです。 中曾根 さんが首相になり ましたすぐに も、

もうアメ リカ に飛んで行き、 レー ガン大統領と会い、 ロン、 ヤスと、こう呼び会 う、 そ して不

沈空母発言、運命共同体発言など、 最近では国家機密法の、こ の制定のこと なども出されてい

るわけでございます。

さらには、アメリカの有事の際には、 自衛隊もアメリカ の核戦争に参戦させる、こう いう体

制なども具体化しております。

先日、私は驚いたことに、 9月 23日ですけれども、私の多摩平団地の住んでおりますポス

トに、自衛隊の東京地方連絡部多摩募集案内所というと ころで、 自衛隊関係の募集のチラ シが

配られました。 このチラシには、いろいろと自衛隊のたくさんの募集の内容が書いてあるわけ

ですけれども、東京都の防衛協会、東京都の自衛隊父兄会、隊友会東京都連、こう いう名前も

連ねてあるわけですけれども、私は、議会の一般質問の中でも、 日野市の公営掲示板に、自衛

隊の募集をやめるようにという、抗議質問をやりました。

ところが、こ の質問が終わった直後から 、どうし、うわけれ多摩平田也の、公団がつくっ て

おります掲示板には、自衛隊のポスターが非常にたくさん張られるようになっているわけです。

そのことが自についている中で、今度はそれぞれのポス トに、自衛隊募集のこのチ ラシが入っ

てくるのを見まして、私は本当に、今の中曾根さんの強気の政治姿勢が、こ うした行動にあら

われているのではなし、かということで、男の子を持つ母親の議員としても、大変そら恐ろしい、

寒けを感じる、そういう思いをしております。現憲法の全文、また、第 9条はどうなっている

のか、このことを、 本当に今の政治を見ると、憲法がどんどん空文化されているように、感じ

るわけです。

しかし、そういう中で、一方、反核平和の高まり、核兵器廃絶の課題が、具体的な形で世界

政治の日程にも上り始めております。昨年の原水禁の、 1 9 8 4年の世界大会で、満場一致採

択されました東京宣言、そして、昨年の暮れに発表されました日本共産党とソ連共産党の共同

戸明、これは、人類を核戦争の脅威から完全に解放するために、現実的な展望を持つものとし

て、迎えられております。

さらに、ことしの 2月、日本原水協も入りまして、 1 2カ国の代表、この代表が、日本から

世界の人々に呼びかけました、核兵器全面禁止と廃絶のための広島・長崎アピーノレ、これは、

-454-

今、世界の 83カ国の代表からも賛同が寄せられ、この署名が日本を初め、世界の各地でも、

今、署名運動が広がっております。

それでは、日本ではどうでしょうか。非核平和都市、これを宣言する自 治体が、 次々とふえ

てきております。ことしの 1月 1日、 5県 200市 212町村などだった、こういう宣言都市

が、今では、ことしのちょうど 8月9日現在ですけれども、 607自治体となって、核兵器全

面禁止、廃絶非核三原則を守る、これを位置づけた自治体、これは革新だけではないんです。

保守の自治体も、革新の自治体も、一緒になってこのことを宣言する、こういう自治体がふえ

ております。このことについて、私は、 本当に政府、並びに中曾根首相はどういう思いを持っ

て、 これを見ているのかということを思います。

私たちは、ここに新しい、明るい展望を持っ て、再び戦争のない平和を、次の世代に残して

いかなければならない、これは生きている者の、本当に次の世代に伝えてし、く、この任務だと

いうふうに思います。

日野市でも、平和への取り組みが進められておりますけれども、いろいろと先進市を見ます

と、もっともっと私は力を入れていいのではなし、かというふうに思います。

ことしの夏、市から 100万円の補助金が出されまして、市民が24人参加したというふうに

聞いております。このことによって、 ことしの夏は、市民の聞にも大きな反響を呼び、来年は

私も広島、長崎へという、こういう声が出ております。少しでも市民の間に、こうした平和へ

の思い、そして再び戦争をなくそうという、こういう思いが広がることを、私は大変結構だと

思います。これからの市の運動が発展していくためにも、どういうふうにしたらいいのかとい

うことで、質問させていただきます。

6点、質問いたしますけれども、 1問目といたしましては、平和を次の世代に伝えるために、

日野市としてはどういうことを考えているのか。これが 1点目でございます。

2点目は、戦争、空襲の体験記、また、 広島、長崎の原爆資料の収集です。ことしは、こと

しだけではなくて、今までも広島、長崎からの原爆展が、いろんな団体で行われておりました

けれども、私は、市としてこういう写真をきちっと購入し、市としていろんな原爆展をやるべ

きじゃないかというふうに思います。

そういう意味で、原爆に関する、これは広島、長崎だけでなくて、い ろんなと ころに散ら(‘

っていらっしゃる被爆者の方々からも、これは資料として収集できるわけだと思います。また、
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戦争や空襲の体験、こういうものを文集として、市としても後世に伝えるのも必要ではなし可か

と思いますので、こういう点についてどうお考えであるかを、お聞かせいただきたいと思いま

す。

それから、三つ目は、常設の資料館の設置でございます。前にも質問いたしましたときには、

少し、ほかの郷土資料館だったと思いますが、その一角にという お話もございましたけれども、

やはりいつも原爆に関するいろんな写真展などが、それぞれの団体がいろんなところでやって

いるわけです。私は、これも結構だと思いますけれども、きちっと市が常設の、後世に伝える

ための資料館をつくって、ここで平和の問題、そしてまた戦争中に私たちの母や父たちが使っ

た、そういうものなども設置して、展示する、こういうことも必要ではなし、かと思いますので、

3点目の質問でございます。

4点目は、市内の被爆者への援助と、政府に対しての被爆者援護法の制定、このことをぜひ

呼びかけていただきたいと思t)ます。

市内の被爆者の、また数は、被爆者の方々が、本人から、私は被爆者ですということを、な

かなか口 に出しにくい、そういう中で、 実態をつかむことは難しし 1かもしれませんけれども、

私は被爆者ですよということで、みずから私どもにも語りかける、そういう方もいらっしゃい

ますので、こういう人たちをまず中心にしながら、本当に被爆者の方たちがど ういう思いで暮らし

ているのか、そして健康の面、住宅の面、 差別の面、こういうことでどうなのかということで、

ぜひ援助を差し伸べていただきたいと思います。

そしてまた、政府に対しては、被爆者の援護法の制定を急がなければ、本当に今、年齢が 60

歳以上の方たちが多いわけです。もう 80近い方もいらっ しゃるわけですから、政府に対し、

もっと積極的に被爆者援護法の制定を呼びかける、このことが必要ではなし、かというふうに思

L、ます。

それから五つ目、これが、 非常に難しいことですけれども、私は、やればできるのではない

かというふうに思います。条例を設置し、上空を飛ぶ飛行機の核の積載のチェックを行うこと。こ

れは、かつて横浜市、それから船では神戸市、こういうところでやっております。私、後でこ

のことについて触れたいと思いますけれども、これは、やれば自治体でもできる仕事でござい

ますので、このことをぜひやっていただきたいと思います。

6番目には、平和予算の増額でございます。ほかの自治体など調べますと、非常に多い予算
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が組まれておりますが、日野市はまだまだ少ない。そういう中で、図書館などに行きますと、

原爆に関する本や、また戦争、こういう ものに関する本も たくさんありますけれども、 また

フィノレムも足りないと思います。そういう点では、もっとたくさんの平和予算をつけることが

必要ではなし 1かと思いますので、 6 1年度の予算では、も っと、他市に負けないような平和予

算を組んでいただきたいと思います。

その点を、まず 6点だけ、最初に質問させていただきますO

0副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(伊藤正吉君〉 第 1点目から、順次お答えしてまいりたいと思います。

日野市におきましては、 5 7年の 10月8日に、日野市の核兵器廃絶平和都市宣言を可決以

来、市内の 11カ所に、今、宣言塔を建てております。そういう ことで、これをカレンダ一的

に申し上げますと、 58年の8月でございますけれども、広島県の府中町ですか、ここで非核

都市宣言の輪を広げようという組織づくりの準備会に入っております。

それから、同年同月でございますけれども、全国の革新市長会において、核兵器廃絶平和都

市宣言を各自治体で行うように、呼びかけを行っております。

それから、その呼びかけの当時に、共同提案をしようということで、これにも参画をしてい

るわけでございます。

5 8年の 10月 19日でございますけれども、非核宣言都市の連絡協議会の発足準備会が開

かれました。

5 9年の 8月には、非核宣言都市連絡協議会の結成総会に参加しておるわけでございます。

それで、ことしの 8月の 3日から 4日にかけまして、第 2回の非核宣言都市連絡協議会総会

に出席をして おります。

ただいま、非核宣言都市の増加等につきまして、いろいろ資料のお答えがございました。都

下では、 26市中、こ の宣言、あるいは議会で決議している、こ ういうことがございます。 26

市中 13市が宣言をしております。それから、 4市議会が決議を行っている、こ ういう実態で

ございます。

ただいま、 8月の 3日、 4日につきまして、 第 2回非核宣言都市の連絡協議会がございまし

た。その中で、今後の活動としまして、9項目の目標を掲げております。

一つは、こ れ順次紹介したいと思いますけれと、ポイントだけ御説明を申し上げたいと思い
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ますが、非核都市宣言の輪を全国的に広げること、あるいは、議会総会決議表明を、国連事務

総長及び核保有 5カ国に送付する、あるいは、各団体に平和予算の計上を呼びかける、あるい

は、非核都市宣言の輪を世界に拡大するため、協議会から自治体問の国際連帯を呼びかける、

あるいは、各自治体に対し、住民の平和運動に対する啓発活動を呼びかける、等々の活動目標

を進めておるわけでございます。

そういう意味合いにおきまして、これからもこの声明書を読みまして、 6点目にわたると思

いますけれども、平和予算のやはり予算化も、順次この大会等の趣旨にのっとりまして増額し

ていきたい、かように考えておるところでござい す。

それから、 2点目の、戦争、空襲の体験記や、広島、長崎の原爆資料の収集の御質問でござ

いますけれども、ことし被爆40周年を迎えまして、日野市でも戦争体験集、こういうもので、

6月の定例会で御決定をいただきました。その後、広報等に掲載いたしまして、呼び‘かけたわ

けでございますけれども、 7 9名の応募がございました。これらを、今、校正の段階でござい

ますけれども、来月中にはこれが印刷されまして、皆さんのお手元にお配りできるのではない

かと思います。

それから、広島、長崎の原爆資料の写真の件につきましても、平和予算での絡みでございま

すけれども、これらについても検討してまいりたい、かように考えます。

それから一つ飛びまして、市内の被爆者の援護と生命に対 し、 被爆者援護法制定の件でござ

います。それから、 条例等の関連もございますけれども、これにつきましては、今申し上げた、

非核都市宣言自治体連絡協議会の団体の協議事項として取り上げていただくようなき っかけを

つくってまいりたい、かように考えております。

6点目の、平和予算の増額につきましては、ただいま非核宣言連絡協議会等の目標等も踏ま

えまして、こ れから新年度につ きまして、予算の増額等について、これから検討してまいりた

い、かように考えております。

tl上でございます。

0副議長(米沢照男君 ) 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君) 今の総務部長のお答えですと、私は非常に、非核宣言都市

を行った日野市として、もうちょっと頑張って、いろんな点で平和の取り組みをしていただき

たいというふうに思います。
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府中町のことにつきましては、府中町のいろんな団体と一緒になって、これをや ることは結

構ですけれども、日野市の自治体の中で、それではどういうふうにしたらいいのかという、 も

っと具体的なものがあっていいのではなし、かというふうに思います。 具体的になったのは、戦

争の資料、このことだけですけれど も、私は、一つ目からまず再質問していきたいと思います

が、平和の問題を次の世代に語り継いでいくのは、やはり私は、若い方たちだと思うんです。

特に、今、広島、長崎への就学旅行、これが多くなっ てきております。私は、これは別に偏

向教育だとは思わないんです。二度と戦争を起こしたくないという、こういう思いがあれば、

いろいろと学習を積み重ねる中で、 みんなの討論の末、それでは広島に行ってこようというこ

とになれば、京都、そして広島、こういうところで続けていっても、私はいいのではなし可かと

いうふうに思います。

5 8年の 5月に、市立の第四中学校で、京都と、それから広島に行ってきた中学生の 3年生

の方がいらっしゃいますけれども、このとき、平和公園の前の原爆慰霊碑の前に立って、原爆

投下の時刻、 8時 15分に黙祷し、そして生徒実行委員長が慰霊の言葉を読み上げ、そしてク

ラスごとに慰霊碑の前に整列して献花を行い、花束をささげて、そして峠三吉の墓標が読み

上げられる。私も、こ の峠三吉の墓標というのは、毎年夏になりますと広げて読みますけれ

ども一ーその後、 「青い空」、こ の歌を合唱し、そして被爆者の方々からいろいろお話を聞く。

そして、 8時 15分の広島全市に響く平和のチャイムを聞いて、そして平和へのJいこういう

ものを学んで、そして帰ってくる。

私は、こ れは決して偏向教育とか、共産党を支持する方も、自民党を支持する方も、みんな

同じ思いだと思うんです。そういう意味で、別に私は広島を訪れる 、こ のことは構わないんじ

ゃな t)かというふうに思います。

ことしも、私は長崎に行ってまいりましたけれども、広島も長崎も、いろんな石碑が建って

いて、その石碑にはいつも折りヅjレがいっぱし、ぶら下がっているんです。そして、その折りヅ

ルには、それぞれの学校の名前が書いてある。そういう中で、本当に広島の旅から、改めて平

和というものを大切に胸に刻んで帰京する。そして、声のないあなた方が、僕たちに何を語り

かけているのか、そして、何を願っているのか、その心をしっかりと胸に刻んで帰京する。

こういうことで、そして平和を愛する青年になる。過ちは二度と繰り返さない、安らかに眠

ってくださいという、こういう 私は言葉を残す若い人たちの、本当に次の世代、ぜひ期待した
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いというふうに思うわけです。

今度、大坂上中学校も行くということをお聞きしておりますけれども、強制はできないわけ

です。本当にその学校で行くということになったら、私は、行ってもいいんじゃなし可かという

ふうに思います。

そういう点と、それから、小学生では、江東区にあります第五福龍丸、こういうところの見

学なども、やはり 3番目に被爆した日本としては、 こういう福龍丸の見学、こういうものも必

要なのではなし可かと思いますけれども、きょう、教育長がいらっしゃいませんけれども、これ

について、各学校で、広島、長崎、それは十分討論して、学習をして、その上で、もし行くこ

とになればいいんではないか、というふうに思いますけれども、教育委員会の見解をぜひお聞

かせいただきたいと思います。難しし可かもしれませんけれども。

それから 2番目の、戦争体験の問題では、やりますという こと なんですけれども、長崎、広

島の原爆資料を、長崎市から借り てきたらどうかという、そういう市民の声もあります。そし

て、ぜひここで、 日野市で、その展示をやってほしい、こういう声もあります。私も、広島は

5回ほど行きましたけれども、 長崎、ことし初めて平和資料館の中に入りまして、 本当 に何回

見ても、胸のつぶれるような思いで、涙なくては、私、特に涙もろいもんですから、涙なくて

は見られないような、本当に戦争はいやだなあということを、実感として感じるわけで、す。

ですから、これを絶対に次の世代に伝えなければならない、そういう意味では、朝日新聞社

だと思います、きょう、ちょっと本を置いてきたんですけれども、朝日新聞社が主催しまして、

広島と長崎市から、両方の市からいろんな資料を借りて、これは写真だけでな くて、いろんな

品物も同時ですけれども、展覧会をやって、たくさんの方たちが入っております。こういうも

のが、展示、お借りするのは無理かも しれません。それから、傷んでしまうという、 そうい う

無理かもしれませんけれども、日野市が府中町の、非核宣言都市を行った自治体に呼びかけるも

一番最初から参加している自治体としては、私は、これくらいのことをやってもいいんじゃな

し、かというふうに思いますので、その点をもう 1点お尋ねいたします。

それから 3番目の、常設の資料館の設置については、具体的な回答がなかったので、これは

後でまた市長の方からお尋ねしたいと思います。

それから 4番目に、市内の被爆省への援助の問題ですけれども、本当に被爆者の方たちの苦

しみ、これは、お話を聞かなければわからないことですけれども、ことし 40年ぶりに広島を
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訪れた、日野市の市民の方からお話を聞く機会がありましたけれども、今まで広島に行きたレ

と思ったけれども、行く 気持ちになれなかったけれども、ことしは被爆40年と レう こと なん

で、初めて帰ってきましたということを開きました。

そして、 40年と いうこの歳月の中で、小学校のとき 300人いた 1年生が、今生き残って

いるのは、た った 7人だというんです。そして、久しぶりに会ったので、同窓会を開いてもら

って、 30人 くらい集まったけれども、そこでずっとみんなで語り明かして、そして、中島小

学校という、中心のところですけれども、 そこで、小学校43名で写真を構ったその中で、 7 

名 しか今生存し いな~ )0 語部として、もっとも っと被爆の実態を伝えなければならないけれ

ども、やはり 傷跡がまだ深く 残っていて、それを表に出す、そういうこと ができない、そうい

う人が多いという ふ うに言われました。ですから、私は、ぜひそういう立場では、被爆者の方

々が、今、口に出 して言えない、そのことをぜひ市の方でやっていただきたいと思います。

これは、日野市の被爆者の方たちの声ですけれども、 被団協 という団体がありますけれども、

その団体の方たちもたくさん、いろいろ声を上げているんです。その中で、国に対して言って

いる言葉の中で、戦争犠牲は等し く国民が受忍せよと答えた方々に、過激といわれても被爆

させたい気がします。そうでないと、この苦しみがわかってもらえなし 1。これは、東京に今住

んでいらっし わる 47歳の方、広島で 1.3キロ のと ころに住んでいた方です。

それから、神奈川県の 53歳の女の方、戦時下のことで被爆はし可たしかたないと、天皇の言

葉に、 怒りに似た気持ち。 こういうふうに述べております。

それから、岩手県の男の方で 69歳、 8月 6日、首相が広島養護老人ホームで、病は気から

という被爆者への発言で、二度閃光を受けた悲しさ。 こういうふうにおっしゃっています。

そして、ま だ援護法を告l淀しない国は、被爆者が老齢化して、やがてこの世から消えるのを

待っているとしか思えない、こ ういうふうにおっしゃっているんです。 だから私は、せ'ひそう

いう立場で、被爆者の援護法の制定を急ぐ必要があると思うんです。もう、こ とし 40年です。

次々と本当に亡くなっている、そういう方たちが多い中では、ぜひ日野市としても被爆者情!J定

の呼びかけを、ぜひやっていただきたいと思いますが、こ の点についても、最後に市長の方か

らお尋ねしたいと思います。

それから、 5番目の、条例を制定し、上空を飛ぶ飛行機の核積執これも全然、回答がなかっ

たわけですけれども、横浜市で、昭和 52年の 12月 7日、 当時の飛鳥田一雄横浜市長でした
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けれども、これは、横浜市の上空を飛行する航空機に起因する障害から市民生活を守るための

条例、 こういうことで条例がつくられま した。 7条までつくられて、残念ながら これが撤回さ

れてしまったわけです。

このことが非常に残念ですけれども、でも、こういう ことを条例として、 4条の中では、横

浜市の上空を椅ラしようとする航空機は、飛行予定時、飛行予定経路、その他規則で定める事

項を市長に通報しなければならない。通報した事項を変更したときも同様とする。

そして、適用除外があるわけです。適用除外は、国もしくは地方公共団体または これらの依

頼に基づくものの使用する航空機が、救助、捜索、及び消防、並びに犯罪の捜査、交通の取り

締まり等のために飛行する、 こういうときなどは、適用除外、四つありますけれども。 こうい

うことで、目的は、この条例は横浜市の上空を飛行する航空機による騒音、その他の障害の防

止について必要な事項を定めることにより、市民生活の安全を確保するとともに、 良好な生活

環境を保全することを目的とする。こういうふうに言われているわけです。

先般の質問の中にも、日野市の上空を飛ぶ飛行機の数、 58年が 1，26 6回、 59年が

1，1 1 4回、 60年が 1，10 6回、 3 5日間で、 1日平均 36機、私も多摩平ですので、 ちょ

っと外れますけれども、本当に毎日毎日すごい騒音で、朝に夕にヘリコプターと航空機の騒音

が激しいわけです。ですから、航空機の騒音から市民生活を守るための条例、これを制定でき

るわけです。この、私は提案については、きちっとした反論、これに対してできないというこ

とに対しては、できるということがあるわけですので、提案しているわけです。

そして、これは空の ことで、もう一つは海のことです。これは神戸方式といわれまして、核

を積んだ戦艦が入ってきた場合には拒否する ということで、これも横浜方式ということで、非

常に今、これは全国的に港のある自治体では、このことを次々とやろうということで、横浜方

式のこのことが、今、 続けられております。

横浜も非常に早い時期に、 197 5年に核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議を、

1975年の3月18日に行いまして、この港に核兵器が持ち込まれる ことがあるとすれば、港湾機能の阻

害はもとより市民の不安と混乱は、想像に一ーとt¥うことで、核兵器を積載した艦艇の神戸港の入港を

一切拒否する、こうL、うことで、これが決議された後、特に1975年の決議以降、アメリカ¢艦船はぱっ

たり入港しなし冶それまでは、たくさん入っておりまし7ゐ 71年から 74年の9月まで13隻も入うていた

村7ですけれメども、75年の3月18日からはもう核を積載した入港を拒否した後では、全然入って
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こないということで、神戸方式、これについては中曾根首相の言葉があるわけです。

参議院の予算委員会で、共産党の立木 洋議員の質問の中で、国会議事録がありますけれど

も、中曾根康弘君ということで「これは 地方自治の本旨に基づいて神戸の市長及び市議会が

とっておる一つのやり方でありまして、それはそれとして、我々はよく理解しているところで

あります」。

そしてまた次に、ほかのところでまた、中曾根康弘君ということで「自治体は自治体の固有

の自治権がございますから、法律の範囲内において行うことについては、我々もできるだけ協

力するのが筋であると思いますがJというふうになっているわけです。

ですから、中曾根首相もこれを認めているということで、自 治体の固有のこととしてでき る

ということを、ちゃんと言っ ているわけですから、私は、 横田、厚木、こ の両基地に、森田喜

美男市長の名において、それができるんではなt¥かというふうに思いますので、このことにつ

いても、市長の方から御答弁をお願いしたいと思います。

最後の、 6番目の平和予算の問題ですけれども、平和予算が、日野はちょっと少ないと思う

んです、ほかの自治体から比べまして。中野区、川崎です、中野区も非常に力入れております

けれども、川崎などでも、市民が自由に利用できる平和資料コー ナーを設置したり、また、平

和展の開催だとか、 平和推進事業の補助要綱に基づく核兵器の禁止や、非核三原則をテーマと

する民間団体のイベントへの補助金の支給、そして、これはことしですけれども、約 2，000 

万円の予算が計上されております。中野区も同じだと思います。非常に力を入れている自治体

ですけれども。

これが一方、武蔵野のようになりますと、革新自治体から保守の自治体になったとたんに、

すごい金額の削減が行われて、あっという聞に補助金がカットされたわけです。そういう意味

もありますので、私は本当に予算、これはし 1ろいろとお金大変だと思いますけれども、平和予

算については、 6 1年度、 もっと積極的に組み上げていただきたいと思います。

そういう点で、 1点だけ、一番最初の方だけ教育次長の方から答弁いただきまして、後は市

長.の方から御答弁いただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君 )

0教育次長 (小山哲夫君)

教育次長。

第 1点目の、小中学校におきますところの修学旅行に際し

まして、被爆地であります長崎、あるいは広島の原爆地を訪れるようにできなし 1かと、うかとい
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いう、御提言でございます。

これらの修学旅行につきましては、質問者からもお話がございましたとおり、各小中学校に、

自主的に判断するということで、修学旅行を実施 しているとこ ろでございます。中学校につき

ましては、御承知のとおり、奈良、ある~)は京都方面、イφ校につきましては日光方面という

形の中で、 従来実施をしてきております。

御提言の、広島、長崎となりますと、当然距離も長くなってまいります。当然のことながら

それに伴う鉄道賃、旅費その他負担もふえてまいります。日野市からも若干の負担金の補助を

しておりますけれども、父兄負担ということに大分まちます。

それから、宿泊施設の問題もございます。あるいは、交通上等の問題も出てまいると思いま

す。そういうことでございますので、いろいろと学校の方の判断ということでございますので、

教育委員会の方としては、強制的にああしろ、 こうしろという こと の差し出がましいことは、

言えませんけれども、ただいまありました御提言につきましては、校長会その他修学旅行に際

しましての関係機関に対しまして、できれば御提言ということで、伝えたいと思っています。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

平和という、大きい課題に対しま して、それぞれ各国努力し

ていくには間違いないわけでありますが、その認識の整合できない状況があることから、不安

が常に去らなし 1。国の権力、国家権力という立場から、核戦略を持つということの庶民的感覚

では理解できない、そういう対立が、現実にあるわけであります。

しかし、各国国民、庶民の感覚からいたしますと、ーたび今日の原爆が戦争の形で作裂すれ

ば、これは地球上の人類のすべてを厳ぼしてしまうというぐらいの威力があることは、よくわ

かっているわけですから、それを核戦略のバランスという形で、それが抑制機能として働いて

いる、こういうふうに言われております。

一方の、ごく自然、な発想、で、戦争をなくそう、あるいは原爆が作裂するようなことは、絶対

あってはならないという、権力を持たない側の庶民、市民、そのような運動が、今日いろんな

形で各国に生まれておる。それが何とか手をつなごうとしてし唱。こういう状況が、戦略の主

張する側に大きな反省となっていくことが、最も望ましい状況にある、こう思っております。

自治体がどれだけの権能があるか、力があるかということは、 まさに疑問ではありますけれ
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ど、しかしやらなければ、市民の意識も満たされないという こと だと思っ ておりますので、で

きるだけのことはいたした~)。こういう努力を、手をつなぐことによって、国際間にもまた広

げる ことによって大きな力になることが、 一つのまた有力な手段だというふうに思うわけであ

ります。

特・に、我が国は、広島、長崎という被爆を経験をした唯一の国でもあ りますし、どれだけ声

を大きくしても、 大き過ぎる ということ はないわけでありますから、いろいろな形で核兵器に

反対を し、そして戦争を阻止する、そういう運動が大きくなればなるほど望ましいということ

は、もうだれでも理解できるところだと思っております。

日野市は、比較的そのことに早く意識と意欲を持ったという ことが、平和宣言の根拠でもあ

ったと思いますし、また、市民にも深く理解をされているというふうに思っ ております。

一自治体で、なすべき限界という こと も、なかなか大きな力にはなりかねますので、やはり

広く同 じ立場の自治体、また、それを国際的にも広げるということが、私は一つの重要な手段

である、このように考えております。

特に、ことしは広島、長崎両市においても、 これまで国民に対する祈願の求めと申しましょ

うか、そういう立場はあったわけでありますが、両市は当事市であるために、核兵器反対、あ

るいは平和都市宣言と いうこともなし得なかったといいましょうか、そういうことでありまし

たが、こ としはそれが一歩進められて、両市だと思っておりますけれど、広島では、はっきり

と平和都市宣言が議決されたというふうに聞いております。

たまたま、広島市に近い府中町が、特に原爆被災の範囲にあるということで、また、広島市

とは多少違う立場から、自治体問に呼び‘かけがあったわけでありまして、私どもはそれに早速

参加をした、こうい うことであります。それが、 3年目ぐらいになるわけでありますけれど、

だんだん状況が発展いたしまして、今日の宣言都市が 600数十というふうに数えられるまで

になりました。

また、府中町だけがこの運動の、原点ではありますけれど、協議会を組織しました後は、も

っと持ち回りで会長市等を決めていこうということが、また、ことし協議されたわけでありま

すが、我々のよく知っておる市が、それぞれ会長とか、副会長とか、そういう役割についてお

ります。今後、革新市長会での呼びかけということも、私どもは考えてはおりましたけれど、

やはり、これは、そういう保守とか革新とかという思想、信条を越えて、全国民的願いという
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ことであるためには、一方側の運動にとどめないで、いつでも参加し、また、手が握りやすい

という状況をつくるべきであるということで、そういう方向に進みつつあるというふうに承知

しております。( I反抗重動が対立していますよJと呼ぶ者あり)

それで、街}質問の、日野市の行政の範囲で取り組んでおることは、既に回答で申し上げてお

ります。ことしは、戦争の思い出の体験記録集を発刊し 1たすことにいたしております口

また、資料収集ということでありますが、これも可能な範閤はやっていきたいと思っており

ますけれど、原爆の資料そのものは、やはり何といっても被災地に一番集中しておるわけであ

りますから、広島なり、長崎なりに児童生徒の旅行を、出向いて、そうしてしっかりした印象

を若いときに植えつけておくという ことは、 有意義だというふうに思 うわけであります。

それから、資料館の常設ということにつきましでも、博物館ができます際には、ある部分の

余席をこのような、つまり日野市内で収集できるものをむしろ展示する ことが有意義ではない

だろうか、というふうに思います。といいますのは、戦争中のいろいろな、まだ残されたもの

もあるわけであります。そういうことをやはり郷土の資料として、育つ子供たちによく意味を

教えておくということは、重要だと思います。

それから、国の被爆援護法の制定でありますが、これはいつでも国会で問題にもされながら、

なぜ制定までし 1かないのか、ちょっと我々の理解のできないと ころでありますが、 当日野市に

おきましても、そのような議会での決議はなされたというふうに承知をいたしております。な

お議会と一緒に、そういう運動の、国への要望を進めていくということは、できないことでは

ないというふうに思います。

それから、核搭載の恐れのある航空機を、条例を定めてチェックしたらどうかという、こう

いう御提案でありますが、非常に難しいと私は思います。たまたま横田に基地を持つ米軍は、

安保条約の取り決めの上に、超法規の形で、日本の法律を超えた形で、地位協定、あるいは基

地の提供ということが定められております。

それで、港を持つ、特に政令都市、横浜とか神戸の場合、これは多分、港湾に対しまして、

一定の自治体としての権能を持っていると思います。船舶の出入、その他国家権力に合わせて、

自治体の権限があるんではなt¥かと思います。そのことがあれば、まさに具体的な可能性が生

まれるわけでありますが、空を飛ぶものを、これをなかなかチェックをするといいましでも、

つまり存在しないということの、申告を受け取るというようなこと以外にないと思いますが、
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その存在しないという申告を、どういうふうに自治体が受け取ることができるかということに

なると、全く権能は持ち得ない。つまり、日野市の上空に日野市の市権が及んでいるというふ

うには、自治体ではちょっとあり得ないように思います。

しかし、そういう趣旨は大変わかるんですけれど、つまり具体的に機能する方法は大変難し

い、こう言わざるを得ないと思います。

その他、平和予算のことにつきましては、今後いろいろな観点から、有効な方法、方途をと

りまして、予算を年々つけ足していくということは、可能だというふうに思っております。

小中学校に平和の本という、非常にわかりのいい本を、図書室に 5冊ずつ配っておりますが、

やはり私は、図書ないしは視聴覚を通じてという、そういう子供に植えつける印象は大切だと

思いますので、そういう側にむしろ力点を置く べきではなかろうか、こういうふうに考えてお

るところでございます。

なかなか具体的な効果が、自の前につかみ得ないという事柄がありますだけに、これからも

まだ一層 の努力を要すると思っておるわけであります。

以上です。

O副議長(米沢照男君) 鈴木美奈子君。

0 1 3番(鈴木美奈子君) それでは、終わりにしたいと思いますけれども、難しし、

質問もあったかもしれませんけれども、すぐにできる質問もあったと思うんです。

5番目の、条例の制定の問題は、本当に安保条約がある中では、非常に難しいことかもしれ

ませんけれども、やはり非核都市宣言を行った自治体として、政府に向かつて声を出していく

ことも、私は必要ではな t¥かというふうに思うんです。

毎年、府中町で集まっていろいろと審議される、そういうところでも、ぜひ議会の中でこう

いうことがあったということで、少しでも声を出していただければ、力になるんではなし、かと

思うんです。 600を超える自治体が、非核宣言都市を宣言しているわけですから、ぜひそう

いう方向でお願いしたいと思います。

それから、ことしは 10 0万の補正予算で 24人、私は自費で行ってまいりましたので、お

断りしておきますけれども、来年は、私、もっとたくさんの市民が行こうかっていうふうにな

ると思うんです。行った方たちがどういうアンケ ー トを、作文を書いたかわかりませんけれど

も、多分いろいろの思いを込めて文章を出したと思いますけれども、私は、も っと来年度のこ
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ういう予算をふやしていただきたいというふうに思います。

本当に、今、政治のもとでは、先ほど行いましたように、 国家機密法の制定だとか、学校へ

の君が代、それから日の丸の押しつけだとか、それから憲法違反の靖国神社への公式参拝だと

か、本当に次から次へとまあよくやるなあ という思いで、中曾根さんやってくださるんですけ

れども、来年度の、 6 1年度の概算要求でも、老人医療費の自己負担の強化だとか、 国立大学

の授業料の引き上げだとか、本当に福祉、教育、こういう ものを削って軍事費をふやす。 これ

が、本当に今もう 1%の枠を削る、 これは削る どこじ ゃなく て、 もうこれが撤廃されるのが時

間の問題ではなし功〉というふうに思います。

新聞によっても、世論調査では 6割近い人が、国民総生産の 1%の枠を守れ、こういうふう

に言っておりますけれども、本当に歯どめなき軍事への道を進んでいるなというのを、実感と

して感じるわけです。 ぜひ私は、核兵器廃絶へのこ α軍動、ぜひ日野の革新自治体としても広

げていただいて、もう私たちの暮らしを守るには、これしかないんだということで、子供たち

へ核兵器廃絶、平和を守る、こ の運動を一層広げていただくよ うに要望いたしま して、この質

問を終わります。

0副議長(米沢照男君 〉 これをもって 17の1、被爆 40周年をむかえ、平和を次の

世代に伝えるために問うに関する質問を終わります。

1 7の2、第五小学校の改築促進についての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許します。

01 3番(鈴木美奈子君) 続きまして、第五小学校の改築促進について質問いた しま

す。

5 2年の第 1固と、 5 2年の 3回の議会で、第五小学校の施設と総点検の改善をということ

で質問させていただきまして、かなりの点で改善されておりますけれども、やはり第五小学校

というのは、抜本的に改善しない限り 、この問題は解決しないし、そして、その後も何回も議

会に請願が出され、そして採択される。

先般の質問の中でも、回答も出ておりますけれども、私は、前回の文教委員会の中でも、都

の施設部関係の方が視察にいらっしゃるということを、前にお聞きしておりましたけれども、

6月 13日ということで、非常に遅かったなというふうな思いをするわけです。もっと早く来

ていただいて、もっと早くこの運動が展開していったらよかったなというふうに思いますけれ

ども、先般回答が出ておりますが、ぜひもっと早く、どういうふうにしたら第五小学校の改築
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が きちんと できるのか、その点だけお尋ねしたいと思います。

0副議長 (米沢照男君〉 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(小山哲夫君) お答えいたします。御質問者の方の回答理事者は教育長と

いうふうになっ ていますけれども、教育長も本日、療養のため引き続き休んでおりますので、

私からお答えをさせていただきます。

第五小学校の改築問題につきましては、先般、馬場弘融議員からの御質問の中で、教育長、

並びに理事者の方からお答えがあったとおりでございます、開校当初は、全部オープンシステ

ムということで、非常に教育関係者に関心を持った学校でございましたけれども、先ほど御質

問ありましたとおり、その後、非常に児童数もふえてまいりまして、大規模校のために部分的

改修を行いましたけれども、抜本的な改修に至らなかったということでございますo

今後、第五小学校につきましてはーーーほかの小学校の場合は児童数が減ってきておりますけ

れども、第五小学校につきましては特殊事情がございまして、 62年度以降も児童がふえてい

くという、そういう推計をされるとこでございます。そういった意味におきまして、現状の建

物ではとても運営できないという、管理、運営上の問題がございます。

そういうことで、現在、教育委員会といたしましても、理事者側といたしましでも、緊急な

解決課題という形の中で、いろいろと検討をしているところでございます。

先ほど御指摘のありましたとおり、こ れにつきましては、相当の財源を必要とするところで

ございます。そういった意味で、防衛庁、あるいは文部省方面に対しまして、ぜひひとつ補助

金等を確保するということで、精力的に折衝をしているところでございます。

6月 13日に、 東京都の施設部の方に来ていただきまして、現状を視察していただき、 また、

いろいろと図面等も渡しまして、いろいろと補助金の確保に向けて努力をしております。

また、防衛庁の方の改築につきましても、ぜひひとつ補助金をもらえるかどうかということ

で、折衝をいたしております。

ただ、第五イ学校の場合は、例のとおり鉄筋コンクリー トという建物でございます。建築し

てから割合日数もたっておりません。そういうことで、いろいろと補助金につきましては、必

ずしも楽観を許しませんけれども、第五小学校の窮状というものを、文部省、あるいは防衛庁

の方に訴えまして、何とかひとつ補助金等の確保に向けて、さらに一層の努力を重ねたいと思

っております。
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近々のうちに、それらの補助金等の問題につきましての回答が得られるかと思いますので、

それらの結果を踏まえまして、理事者側、並びに財政当局の方に対しまして、篤と御相談申し

上げまして、これの解決に向かつて、なお一層の努力を重ねてまいりたいというふうに考えて

おります。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 鈴木美奈子君。

013番(鈴木美奈子君) 第五小学校の問題では、私も、 高校のときに議会全体で

あの大きな動きとなって、高校の建設が進められましたけれども、同じように、第五小学校と

いうのは、開校したときは非常にすばらしい学校だということが、現在では迷路のような学校

ということで、 1年生が入っても、自分の教室に戻ってこられないという、そんなような状況

の中では、ぜひ一日も早く 、議会ぐるみこの運動に取り組んでいただいて、 第五小学校、全市

的な立場で皆さんと一緒に、議会も市も進めていただきたいということを要望いたしまして、

第五小学校の質問を終わります。

0副議長(米沢照男君) これをもって 17の2、第五小学校の改築促進に関する質問

を終わります。

1 8の 1、日野台 1-2-27番地先の公道整備について市の考え方を問う についての通告

質問者、 川嶋博君の質問を許します。

( 1 4番議員登壇〕

0 14番(川嶋 博君) それでは、通告質問に従いまして、 日野台 1-2-27番地

先の公道整備について市の考え方を問う、これの一般質問をさせていただきます。

私が一般質問をするこの番地には、現状から見ますと、公道でありながら、非常に生活の面

から見て、不便な地域でございます。この場所は、電通のマンションを建てた、北側から入る

公道が、電通によって拡幅されて、整備されております。

また、日野坂の方から上がってくる、南側からは入る道路については、民間業者の開発によ

って、セッ トパックされて道が整備されております。

この中間の道路が、昔のまま、そのままになっております。非常に公図から見ますと、公図

と現状とは食い違いあり、非常に生活が不使な道路でございます。そこに、近隣に住んでいる

方々は、都市計画税もきちんと称噺義務を果たしていながら、非常に生活の面、排水の面でも
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苦労 しております。

森田市長については、住みよい町づくりに努力をする、このようなこともありますが、現状

では昔そのまま、非常に不便な生活をしております。この点について、市みずから日野台一丁

目、この地域についての予算をどのくらい投資したかを、答弁していただきたいと思います。

また、現状の不便な道路は、行政側としてどのような考えでいるか、お聞かせ願いたいと思

います。

三つ目、今後この道路について、市はいつごろ改善するか、その計画を教えていただきたい

と思います。

以上 3点、 お伺いいたします。

。高Ij議長(米沢照男君〉 川|嶋 博君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(中村亮助君〉 お答え申し上げます。

3点御質問があったわけでございますけれども、お尋ねになりました道路は、市道でござい

まして、かつてはあの地域は、恐らく畑作地であったわけですから、開発の前は畑作地で、い

わゆる農道だった道路だろうと思います。

そういう中で、現況と境界の査定の結果の状況が合わないという、現実的な問題がございま

す。 ちろん所有権を主張する根拠となる境界の問題につきま しては、それぞれの当事者間の

理解による合意が条件となるわけでございますので、 まず境界確定をしなければ、現状がどう

なっているかということは、よくわかりません。

そうい う意味で、こ の道路につきましても、市道の小構 12号線という名称がついている 道

路でございますけれと、も、本年の 3月に関係住民の申請がございまして、境界確定の申請に基

づきまして、東京都の境界確定課の方で、境界の確定がなされております。

しかし、これが現在問題になっております、私有地を使用しているというふうな状況もござ

いまして、まだ全面的にこの道路そのものの境界が確定をしたわけじゃございませんo 一部確

定がなされているということでございます。 確定の結果を見ましても、 さっき申し上げました

ように、公図上と現況の道路敷きとの関係で、多少ずれがございますので、そういう関係で、

確定線上に、やはり民地の進入条件もありまして、そしてその中に工作物などがあるというふ

うな現況がございますので、そういう阻害条件を排除してし 1かなきゃならないということでご

ざいますので、そういう阻害条件を排除していかなきゃならないということでございますので、
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そういう阻害条件を排除してし 1かなきゃならないということでございますので、やはり境界確

定の結果を尊重しながら、お互いの権利者の間で十分御理解をいただきながら、確定をしてい

く。その中に、やはり市の方も行政指導をしていくような形の中で、解決をせざるを得ないん

じゃないかなというふうに思います。

予算の投資額等につきましては、ちょっと明確にはお答えできないわけですけれども、やは

りそ ういう中で、い ろいろ市道の問題につきましては、特に古い道路につきましては、いろん

な権利者関係の問題がたくさん、ふくそうしてくるところがございます。そういう問題を一つ

一つ解決して t¥かなきゃならないわけですから、それには、やはり組織上の問題、あるいは予

算の投資の問題、いろいろあろうかと思いますけれども、具体的な事例が発生し次第、一つ一

つやはり解決をしてt¥く。地道な解決を していきたいというふうには思っております。

そしてまた、この道路の例でお答え申し上げますと、そういう中で、関係権利者の同意が得

られれば、改良計画を立てまして、 しかるべき幅員を持った市道に改良をしていきたいという

ふうに思います。

0副議長(米沢照男君〉

0 1 4番(川嶋博君)

川嶋博君。

ただいまの建設部長の答弁の中にありましたけれど、それで

は、市が道路を買収してでも拡張して整備をするか、こういう点が、 答弁がありませんけれど、

日野市は 26市中 18番目という公道の舗装率で、半分以下でございます。

また、行政としても、こういう道路が日野台一丁目だけじ ゃな くて、市内各所にもこういう

問題点を抱えた、不便な道路があると思います。 これについて、行政側も努力が足りないん じ

ゃないか、こ のように私は思います。このような道路について、 積極的に市民の生活を最優先

した、排水を含んだ道路をつくっていかなければいけないと思います。

その点について、市はこれについて他力本願じゃなくて、市みずから改善する、または積極

性がある考えがあるか、再度質問をいたします。

0副議長(米沢照男君〉

0建設部長(中村亮助君〉

建設部長。

お答えいたします。

御指摘のように、そのとおりだと思います。私どもの方も、鋭意努力はいたしております。

先ほどもお答え申し上げました中にもございましたけれども、やはり境界確定の作業そのもの

も、最近の傾向として、都道府県から市町村に移管するというふうな、移行的な問題もござい
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ございますので、それらの関係を考えますと、やはり組織の充実という面と、あるいはまた、

いつも御指摘をいただくわけですけれど も、道路財源の見返り に対する事業、騒音の事業とい

うふうな推進も、当然考えるわけでございます。

私どもの方は、でき るだけ解決の方向で、最前の努力をしていきたいということ を、お答え

申し上げます。

0副議長 (米沢照男君) 川嶋博君。

0 14番() [ I嶋博君) ただいまの建設部長の考えでは、前向きに取り組むという こ

とを理解いたしまして、この問題について質問を終わりたいと思います。

0副議長(米沢照男君) これをもって 18の 1、 日野台 1-2 -2 7番地先の公道整

備について市の考え方を問うに関する質問を終わります。

1 8の2、市民に不便を掛けている豊田駅北口自転車置場建設は何時完成するか問うについ

ての通告質問者、川嶋博君の質問を許します。

0 14番(川嶋博君) 豊田駅北口の自転車置き場につきましては、 前回も引き続き

質問でございます。

その後、どのような努力によってこの問題が解決に向かっているか、市の考えをお伺いした

いと思います。

0副議長 (米沢照男君) 川嶋 博君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部 長(中村亮助君) お答え申し上げます。

お尋ねのFd曜につきましては、去る 6月18日の一般質問の中でも、御質問があったわけで

ございます。その後、私どもの方も、何とか突破口を開きまして、特に北口、旭が丘方面から

の自転車利用の市民の方の駐輪場の整備につきましては、いろいろ苦慮をいたしておったわけ

でございます。

幸い、従来から作業いたしておりました国鉄用地がございます。この国鉄用地の関係につき

ましては、従来 77平米しかございませんでした。それを 19 8.9 6平米ほどふやしていただ

くということで、既に国鉄側に申請を出しまして、一日も早く拡張した用地が借りられるよう

な手続をとってございます。直接書面をもちまして、国鉄の本社の方にも出向きまして、依頼

をいたしております。近々 、許可があり次第、整備をしていきたいというふうに思っておりま

す。
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後ほど御審議をいただきます今回の 9月補正の中でも、これに関連いたしま したところの、

6 0 0万の補正予算の御承認をお願いしてございます。

そういう中で、さらに都営住宅の建設に絡みますと ころの、周辺の外構工事、つまり周辺の

道路整備という中に関連をいたしまして、さらにこのスペースもお借りする。そして、この道

路ができ上がり次第、市の方に移管をされるわけですけれども、そのスペースを利用しまして、

約 40 0台の有料のバーキングポスト、 高幡不動駅で試みま した、非常に効果がある駐輪場の

整備をまず したいということで、近々これに着手の予定でございまして、匡鉄用地側の関係に

つきましては、既に設計もでき上がっておりまして、国鉄の用地の申請の許可待ちという段階

まできております。

もう一つは、東豊田方面からの進入車、つまり自転車を御利用なさる駅までの住民の方につ

きましては、民地の一部買収をしたいということで、既にこれも交渉を開始しております。

238平米でございますけれども、台数にいたしますと、約40 0台の収容ができる予定にな

っておりまして、場所は、多摩平の下水道処理場の付近でございます。この民地を買収すると

いうことで、既に市長決済もいただいておりまして、交渉に入っております。これらの整備に

つきましでも、当初予算でお認めいただきました予算の範囲内で、十分整備ができる範囲内で

ございますので、この整備をいたしていきたいというふうに思います。

もう一つは、多摩平の第七公園の、改良をいたしまして、一部駐輪場の整備をしたいという

ことで、 これも 20 0台ほどの収容計画を立てまして、現在、設計に入っている段階でござい

ます。でき次第、これも整備をしていきたいということで、当面、今申し上げたような整備計

画を立てまして、毎回御指摘をいただいております。特に豊田北口の駐輪場の整備につきまし

ては、一部解決をしていきたいというふうに思います。( rできちゃったよ、川嶋さん」と呼

ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君) 川嶋博君。

0 14番 (川嶋博君) ただいまの建設部長の答弁の中に、国鉄に伺う、または東京

都にも行って話し合う、また予算化もする、このように努力の効果がうかがいすることができ

ます。

現状、市民側の立場からいきますと、あすこ、 豊田駅の北口に、都営住宅のとこには、あれ

だけの広い土地があり、また、草が生えていて、現状では車を置くこともできないし、取り締
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まりが先行してし 1く。このように、市民的感情から見ますと、一日も早くこの駐車場をつくっ

ていただいて、また、駅周辺の整備をし、住みよい町づくりに努力していただきたいと思いま

す。

これをもちまして、 第 2問自の、 市民に不便を掛けている豊田駅北口自転車置場建設は何時

完成するか問うを終わります。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 1Rの2、市民に不便を掛けている豊田駅北口

自転車置場建設は何時完成するか問うに関する質問を終わります。

1 8の3、自然、の緑と親水公園について問うについての通告質問者、川嶋 博君の質問を許

します。

014番(川嶋博君〉 ただいまの、自然と緑と親水公園についての質問でございま

す。

私たちの生活する上で、緑や清い水の流れがいかに大切かということが、市民の方々からも

言われております。 これについて、 窓口に尋ねてみました。

緑につきましては、いろいろ公園緑地がございます。公園につきましては、多摩平第一公園、

それから旭が丘、中央公園、駒形公園、日野中央公園、神明上の、役所の前でございます。こ

れを含めまして、 8万 8，00 0平米でございます。

緑地につきましては、都市緑地として、 東光寺の第一緑地から神明上第十一緑地まで合わせ

ますと、 6万 6，00 0平米でございます。

また、児童公園、近隣公風都市緑地として、 31万 9，000平米がございます。

また、現在買収改築中の公園は、御承知のように仲田緑地、相当大きな金額でございます。

3 6億円を投資しまして、 3万 9，3 7 5平米でございます。これには、 5 9年度から 3カ年計

画で、 6億 8，000万を投じまして、今、 公閣の改築中でございます。

そのほかには、北川原公園、これも 1万 4，00 0平米がございます。このように、 緑を守る

ために、行政側も努力をしている、このように私は評価をいたします。

また、清流について、窓口に問い合わせいたしました。清ー流の中には、親水公園や用水事業

という大別がございますが、まず、親水につきましては、黒川公園が整備事業に上がっており

ます。日野市が掲げている緑と清流を取り戻し、安らぎと潤いのある町づくりを進めていくた

め、公園を含む 6ヘクターノレの段丘の 8カ所からわき出る清水を有効的に活用して、流水延長
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6 0 0メートノレの小川や池を造成し、既設の水路を改修整備し、市民が安心して水と緑に親し

み、遊ぶことができる親水 コミュニティ ーの場を確保 し、 安全で快適な水辺空間を創出するた

めに、公園緑政課と水路清流課が、総事業費約 2億 6，0 0 0万円をかけて、 昭和 58年から着

手し、 6 1年完成で、今、努力をしております。

その他には、仲田緑地内には仲田公園を整合された形で、親水水路を 59年度で事業費

8，200万円をかけて完成しております。これは、建設委員会も視察をいたしまして、水路に

は魚がおりましたり、また、地域の住民の方々もえさを与えたり 、親 しみの場として、 もう既

に利用されております。

また、将来計画につきましては、黒川公園の 600メー トノレが完成した後に、市民プールま

での散策道をつくって、その中に水路を、黒川の流水を流す計画があるといっております。

また、用水事業につきましては、清流フ ィルタ ーを、今窓口で、用水を利用する方々に、行

政指導しております。公共の水域の流水の浄化をする条例がありますが、この条例の趣旨は、

河川や用水路をきれいにするためにつくられたもので、家庭からの排水、家庭雑排水を側溝や

用水などに流す場合に、ごみを取り除く 装置を設置する ことが義務づけております。

排水処理の最終的解決には、公共下水の整備が重要でありますが、現在、下水道事業を進め

ておりますが、 完成するには長い年月がかかります。しかし、下水道が完成するまで、何もせ

ずに河川や用水路を、汚れることをそのままにしておくことはできなL、。清らかな美 しい流れ

を取り戻すために、清流フィルターを設置しているとのことでございます。

特に、昭和 60年度からは、設置に対して強化しております。放流申請のときに、管理謀、

下水道謀、区画整理課等で窓口になっております放流の許可を出す場合には、水路清流謀で清

流フィルターを買っていただいて、この領収書を許可証に出していただしこのようなことで、

現在は、ことしの7月から 9月までにはもう 13 5個を販売をしている。去年は 40個ぐ らい

だったんですけれど、一応行政指導で清ー流フィルターを義務づけている、このように努力をし

ているとのことでございます。

また、用水の中の清掃につきましては、河川における一般的な土木行政的浄化対策は、大別

して三つあるとのことでございます。河床の堆積汚泥の取り除き、流状の改善、それから各種

の浄化設備の利用について、ということが行われております。このように、用水をきれいにす

る、水路清流課でも用水の改善に努力していることでございます。
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また、用水を年間通水するにつきましては、夏の、 4月 1日から9月 30日までは農業用水

として、用水組合で管理 しておりますが、 1 0月 1日から 3月 31日までは水路清流課で、各

用水組合に年間通水の業務委託をして、冬の用水需要期に用水路の浄化だとか、防火用水の確

保のために、市内の幹線用水路を通水を行って委託業務を行っておると。用水路に、夏の半分

につきましては水量を確保 し、大雨等により増したときの浸水対策などを十分留意して、迅速

的な樋門の水量調整を行っていると、このように窓口では言われております。

ことしの農業関係では、年々用水の水質がよくなって、農家の方々も天候にも恵まれ、豊年

満作ということに、あちこちも声が聞かれております。

また、水路清流課ですヵ、 行 っている庁内の清流の展示会、小中学校生の作品が、用水から

また捕獲したエビだとかカ ニ、フナ、 またはコイ、カメ、いろいろと こういう動物が、非常に

きれいに飾って、展示されております。こ の、やはり用水の下の方でとったんではなくて、い

ろいろ担当者にお話を聞きましたら与やはりこれは上流の方でとれた魚類である、このように

申しておりました。行政側と しても、 子供のころよ り用水を大切よ IL_，¥で、きれいにすると。行

政の現在行っていることは、非常に私としてはよいことだと思います。

さらには、 親水公園につきましても、こ としは NHKのテレビでも、日本全国に黒川親水公

園が放送されて、日本の国民の方々に紹介をされた、こ のように私は行政側とも立派だと思い

ます。やはり限られた予算の中で、最大限の、こういう緑や清流について努力をしているとい

うことが、私が感じましたので、追及する点がございませんので、これで一般質問を終わりた

l ¥と思います。

0副議長 (米沢照男君〉

関する質問を終わります。

これをもって 18の3、自然の緑と親水公園について問うに

一般質問 19の 1、最近における航空機騒音の実態とその対策、 19の 2、南平へのダイク

マ出庄にたいする市の態度、 1 9の3、地方「行革」にたいする市の対応について再び問うに

ついて、私、米沢照男が通告しておりましたが、極めて残念でありますけれども、取り下げい

たします。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。
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午後 l時 5分開議

0副議長 (米沢照男君 〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 18名であります。

これより日程第 l、一般質問を行います。

2 0のし福祉政策の内容を一段と深化させょについての通告質問者、夏井明男君の質問を

許 します。

C 1 6番議員登壇 〕

01 6番 (夏井明男君〉 それでは、第 l図の福祉政策の内容を一段と深化させよ、と

いうことで質問させていただきます。

御承知のとおり、国のレベノレにおきましては、 60年度予算では、国の補助率が 5割を超え

る41件の高率補助金が、 一律 l割カッ卜されまして、総額 2，7 0 0億円前後が削減されてお

ります。で、その主な中味を見ますと、生活保護費の問題、また、保育所・養護施設などの運

営費、老人ホームの運営費等々ございます。さらに 61年度の予算編成iζ当たりまして、地方

への補助金の取り扱いについて、さまざまな意見が出ておりまして、骨格としておおよその話

でございますけれども、ほぼ国のレベルにおきましても来年の基本的な姿勢が固まりつつある

わけであります。

例えば、学校事務、栄養職員への補助金や、いわゆる人件費補助金の廃止、児童保護費補助

金などの補助率引き下げ、さらには公共事業補助金の交付基準の引き上げ等ございます。また、

具体的な項目の中には、市民体育館の建設への補助金の廃止等、さまざまに地方におきまして

影響受けるであろう内容のことが出ているわけであります。で、さらには国の財政もかなり逼

迫しているという基本的な状況があるわけでありまして、国の収支の主な収入の、歳入の基本

的な税の比率が七十二、三%前後と、いうことであとを国債等で賄っておる状況であります。

また御承知のとおり、国の 52兆二、三千億の中で約 10兆ほどが国債の利払い、利息払い

と、いうことで実情があるわけであります。で、近い将来恐らく大型間接税の導入も図られる

状況が、かなり緊迫して出てまいるんではないか、という状況にあります。御承知のとおり大

型間接税の導入におきましては、るる国会でも議論がありましたけれども、累進課税の逆累進

ということの欠点ですとか、さらには中小企業等への影響の問題ですとか、賃金の自主的な低

下を招くとか、さまざまな問題があるわけでありますけれども、そういう中で、地方自治体と
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して住民の生活と密接に結びついた運営が国と違いまして、実際にあるわけでございますから、

このよ うな国のレベルでの対応に対して、かなり説得力のある議論をしていただくためにも、

自治体で抱えている福祉の内容は、どういう状況にあるのかという ことを、つぶさに把握をし

ていただいておくことが、国に対しての説得力のある反論になるであろう、という ふうに思う

わけであり ます。 その意味で現在日野市の担当が、当局が市民の生活をどの程度具体的に把握

をされて、対応されているのか、 その現状と今後の取り組むべき課題、ということでお伺いを し

たいわけであります。

一つには、大きな ここで取り上げたねら いとしましては、生活保護を受けるまでには至らな

いけれども、それとあまりかわらない生活 しかできない、いわゆるボーダーラインの層、さら

には職業や収入が安定していないために、いつ貧困に陥るかわからな いとい う不安定所得階層、

このような方々に対して、 どのよ うな施策が行われているのか、こ ういうことを 59年度の事

業報告書をもとに、お尋ねを したいと思います。

私の質問用紙iζ は、法外援護事業対象者、さらには生保対象者、年金の滞納者、国民健康保

険の未納対象者等の分析をとお してと、 いうふ うにお話を してございますけれども、代表的な

項目、思いつくままに羅列 したわけですけれども、その点御承知願いたいと思います。

まず、納税関係からまいりますと、 59年度の事務報告書の 93ページには、滞納分という

ことで 1億 1，0 0 0万ですか、の滞納分がある、というこ とです。人数的な把握は、ここから

は出ておりませんけれども、その滞納処分の状況の中で、差 し押さえ処分とい うものがありま

す。全体的には差し押さえがあったのが 496件、公売処分に付されたのが 3件、 差し押えの

解除が 229件、未完納のものが 264件であります。この中には、金が、金がと言うか、財

産的な余裕があっても、という方もいらっ しゃいますでしょう し、 地域を移転したがために、

という方もいらっしゃるでしょうが、この内容的には、 どうい うふうな状況であったのか、そ

の辺の話が輩握している範囲であれば教えていただきたいと思います。

さらに、それに関連するんですが、税の執行停止ということで市都民税の 1，1 7 1件に対し

て執行停止がなされておりますけれども、その辺の状況はどうであったのかと、いうことであ

ります。

さらに、報告書の 96ページですけれども、国民健康保険事業が行われていますけれども、

国保の滞納ということで、厚生省の指導にもなるべく反応ができるような方策を考えてほしい
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と、いうことで具体的な話も伺っ ておりますけれども、日野市におきましては、どういう状況

であるのか、すなわち国民健康保険の納められない場合の処置等も十介あるわけですけれども、

その辺、 財政的なゆとりがなくて納められない、という方もいらっしゃるわけですが、その辺

の状況つかんでおられれば、その辺の話を承りたいと思います。ちなみに国保税の税収入状況

の中の滞納介という欄がありますけれども、そこでは 4，5 3 6件の件数が出ております。

さらに、 国民年金の事業における話でございますけれども、来年以降から年金制度の大幅な

改革が実施されていく わけですけれども、マス コミ 等で報道されておりますように年金の支払

いができない層がかなりふえてくるんではないか、というふうな議論もされておりますけれど

も、国民年金のこの事業の中で、 そういうふうな予測がたっているのかどうか、さらには現状

でどういうふうな状況が生まれているのか、年金の積み立てができない、特例もあるわけです

けれども、それ以外で未納になっ ておる世帯が把握されていれば、お知らせ願いたいと思いま

す。

さらに、事務報告書の 218ページでございますけれども、 ここには福祉事務所関係の民生

委員関係の活動状況ということで、報告がございますけれども、その中でかなり高い数字を占

めている相談としましては、生活費の問題というものが上げられております。生活保護の問題

ですとか、生活費の具体的な問題ですとか、世帯更生資金の問題、援護資金の問題等数を含め

ますと大きい数字になってまいります。

さらに、生活保護の関係では、前にこれ以前私も聞きましたけれども、経済的な好況、不況

ということに関係なく大体一定の水準ということの御答弁をいただいたわけですけれども、最

近の現状はどうなっている のか、その辺の状況を把握されていれば、教えていただきたいと思

います。

さらに、先ほど申し上げました生活保護費を受ける対象ではないけれども、というボーター

ライン層と言いますか、その辺の把握されている状況があれば教えていただきたいと思うわけ

であります。

さらに、生活保護の中で具体的に細かい問題の中で生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶

助という欄がございますけれども、生活保護世帯の中でも住宅扶助については大丈夫であると

か、教育扶助までには対処しなくても大丈夫のレペソレであるとか、という数字が事務報告書の

2 2 1ページの中には具体的にその違いがでてきているわけですけれども、こ の辺どういうふ
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うに把握をされてきているか、御感想、があれば伺いたいと思います。

さらに、母子福祉関係。どうしても母子の御家庭は社会的に弱くならざるを得ない、という

客観的な状況があるわけですけれども、その中でもやはり大きな相談事の内容としては、経済

的な問題が多いわけでありますo その中で生活援護ということで、母子福祉資金ということで

すけれども、相談回数が 87件lとなっております。で、婦人福祉資金の問題含めますと、 107

件であります。で、母子福祉関係の全体の相談内容が 376件でございますけれども、その中

で 107件というのが生活の問題であります。

さらに、これは市立病院の関係でありますけれども、保険別の取り扱い患者数ということで

年間の延べ数が出ておりますが、この中で、国保、社保、労災、生保、それから自費という欄

がありますが、自費の欄がですね、入院で 2，7 1 0件、外来で 2，493件という表であります

が、この自費の 2，7 1 0件の入院の内容はどういう内容であるのか、非常に興味をひくわけで

すけれども、その辺把握をされている状況があれば教えていただきたいと思いますD

さらに、就学援助費の問題ですけれども、質問の用紙には私は書きませんでしたが、前iと学

校給食の費用が払えなくている方が、どのくらいいらっしゃるかと、いうことをたしか予算委

員会でお尋ねしま したけれども、就学援助費という制度がございまして要保護、準要保護とい

うことでございまして、その対策が立てられているわけですが、それを前提にしましでも、給

食費を督促される御家庭が何軒かあるわけですけれども、こういう御家庭に対してどう t¥う、

要するに単に失念をしてしまっている状況であるのかどうかと、いうことは担任の先生はよく

御存じなわけですけれども、その辺就学援助費とい う制度があり ながら、そ ういう状況がある

ということは、非常に私には不思議な現象であります。その点も、わかればお尋ねをしたいと

思うわけであります。ちなみに、給食費の取り扱いの準要保護の生徒の給食費の取り扱い件数

ですが、年間延べ数として、 1万 5，062件あったわけであります。

それから、非常にまたこれ細かくなると思いますが、例えば移動教室があります。移動教室

もたしか経済的なゆとりのない方と言いますか、緊迫した方の子弟のための制度ということが

あるわけですけれども、各中学校の 264ページの表見ますと、中学校の生徒の方でも参加率

が 94. 3 %という所もあります、 1人、 2人の問題ということで、確かに病気とか、そういう

ことであるんでしょうけれども、やはり 1人、 2人、 3人という方が、どういう状況で行けな

かったのか、 ということも、つぶさにやはり知っておく必要があるだろうと、いうふうに恩
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うわけであります。

今、制度的な問題としてお尋ねしましたが、このような方の層をとういうふうにつかまれて

いるのか。例えば、年金を納めることはできないけれども、国保の方では国保税を納めている

と、いう方もいらっしゃいますでしょうし、その辺かなり個人的な差もある と思いますけれど

も、税金の方は納めることはできないけれども、国保の方は納めているとか、市の担当によっ

てさまざまなデータが発表されておりますけれども、やはりそれだけではなくて、特iと生保ま

ではいかない段階の方の生活が、どういう状態であるのかと、いうこと は既存の日野市で掌握

されている資料によって十分わかるわけでありますから、その情報を丹念に積み重ねられてい

く将来的にはさまざまな問題あると思います。公務員の方の守秘義務の問題ですとか、 プライ

パシーの問題ですとか、さまざまあると思いますけれども、将来的な大枠の制度としては、具

体的な市民の方がどういう具体的な生活をされているのか、一つの値上げの問題起きた場合花、

どういうふうにその家計に影響してくるのかと、いうことはやはり抽象的にはわかるわけであ

りますが、やはり市町村レベルの段階としては、具体的にそれを把握していく必要があるんで

はないか、というふうにつぶさに思うわけであります。これを少々生意気な ことを申し上げま

すが、これは市長が前に反核運動、これからの一つの方向としては、戦争を起こさない、核戦

争を廃絶してt¥く運報が大きな流れであろうと、また、政治もそういうふうに進まなければい

けないと、いうことをおっしゃったわけであります。私も全く賛成であります。その意味で一

つ一つ新しい展開をされているわけですけれども、あともう一つは、やはりどれだけひとりひ

とりの国民の方、市民の方の生活を守るか、その人の生き方を守るか、ということをどこまで

肉薄して迫って行くことができるかというのがもう一つの大きなものだろう、というふうに思

うわけであります。これは市長iζ御答弁をいただきたいわけでありますが、基本的には戦争を

起こさないという方法と、ひとり、ひとりの方を大切にしてt¥く基本的な流れを、さらに一段

と強めてし、く 、ということが必要ではないか。これは市民の方だけではありませんで、市にお

勤めの職員の方に対する市長の基本的な姿勢にも私は結びついてくるのではな t¥かと思うわけ

であります。単に経済的な差がないとか、年齢が上であるとか、立場上指揮をとる権限が大き

t ¥か小さいかによって、言葉の口調が変わってもいけませんし、感情的なことがあっても私は

t ¥けないと思うわけであります。そういう点で市長の今後の基本的な考え方ということがあり

ますれば¥ 御答弁をいただきたいと思います。
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以上お願いいたします。

O副議長 (米沢照男君 〉 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(佐藤智春君〉 市民部長、お答えを申し上げます。

まず、最初iζ御質問のございました税関係、あるいは国保の関係、年金の関係につきまして

は、私の方からお答えをさしていただきたいと存じます。

まず税関係の滞納の関係でございますけれども、この関係につきましては、先ほど議員さん

がおっしゃいましたように、 59年度の滞納繰越分の数値につきましてはそのとおりでござい

まして、私の方で内容的な分析のわかります範囲のことをお答え申し上げます。

まず、税関係の個人の分でございますけれども、御質問の内容でございます、いわゆる生活

困窮者の内容ということでございますけれども、私どもの方で 59年度に執行停止をいたしま

した内容を申し上げますと、内容的にはいろいろあるわけでございますけれども、居所の不明

というのがまず第ーにございます。これにつきましては、 254件ということでございます。

それから財産がなしと、いうことで執行停止というのが 225件、それから、生活困窮者でご

ざし 1ます。生活困窮の方が 99件、それから会社が倒産いたしまして困っているという方が84

件、このようなことで執行停止につきましては、全部で 662件と、いうことでございます。

金額ιいたしますと 2，858万 4，000円という数値が出ております。これが税関係の関係で

ございますo

次iζ、国保の関係でございますけれども、国保の関係につきましては、いわゆる滞納の中で、

税と同じように、執行停止いたしましたが、財産なし、これは地方税法の 15条のあれなんで

すけれども財産なし、これが 252件、これが金額にいたしまして、 148万 3，0 0 0円ばか

りになります。それから生活困窮、この方が 31 7件でございます。 251万 5，000円。そ

れから、やはり住所不明というのが 905件でございます。これが 456万 4，000円という

内容でございまして、総トータノレで 1，474件でございます。それからそのような状況でご

ざいます。これが国保税の関係でございます。

それから、次の国民年金の関係でございますけれども、国民年金につきましては、 59年度

保険料の免除というものがございます。これにつきましては御承知かと思いますけれども、法

定の免除と、それから申請によりますところの免除がございます。法定iζよりますところのい

わゆる生保の関係でございますとか、このような関係につきましては、 6 0年度 の 3月末で
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577件でございます。任意と申しますか。

それから、本人の申請に基づきまして、これは 1年間の切りかえを行うわけでございますけ

れども、 1年ごとに調査をさしていただいて、決定してt¥く、という本人の申請免除というの

が 728件と、いうような内容でございまして、これが今私どもがつかんでおります実情でご

ざいます。

以上でございます。

。副議長(米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 福祉部長でございます。

それでは、民生委員及び生活保護関係についての御質問がございましたので、それについて

お答えしたいと思いますo

まず、 218ページの関係で民生委員の活動状況、生活の状況は、実際日野市民の状況はど

うなっているかと、こういうことでございますけれども、確かに、ここで民生委員が活動して

おります状況が報告されておりますように、約 3万件の相談を処理している、年間を通じまし

て処理している。その中には、いろいろなケースがございますけれども、生活保護あるいは生

活保護のボーダーラインの所での問題が多い、ということは事実でございます。しかしながら、

現在の生活保護は、私どもの福祉事務所では約 615世帯、これが 59年度の概略の世帯数で

すが、現在そのくらいの生活保護世帯を、私どもはお世話をしているわけですが、そういう状

況の中で報告として聞いておりますのは、実際にその中で、アノレ中、あるいは精神病または母

子関係、あるいは離婚に伴う母子関係、そういうようなものが、かなり件数としては最近はふ

えてきている。そして、受理件数年間で 130件ぐらいの、 3倍ぐらいの件数を、窓口では相

談として受理をしている、こういう状況でございます。非常に社会的に複雑になってきており

ますために、現実にアル中なり、あるいは精神病なりの対応がふえてきている、こういう中で

のケースワーカーの仕事の内容というのは、かなり内容的には深いところまで立ち入らざるを

得ない、また、そのためにほかの事務が停滞すると、こういうような状況を繰り返しておりま

して、現在社会福祉事業法でいっている一定のケースワーカーの件数では、とても深い所まで

御面倒見きれないと、こういう状況が現出している、という報告を聞いているところでござい

ます。しかしながら、現実に法が定めるケースワーカーでやっておりますので、日夜兼行の中

で実際には処理している、というこ とで実質的に福祉事務所のケースワーカーの残業時間は、
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かなり多 くなっていると、日中は訪問あるいは相談、帰って来てからも事務処理、こういうよ

うな状況で追われております。そういうところで、 実際に男子職員では対応できないような母

子家庭の生活指導の問題等にまで、かなりのところ、指導せざる を得ない、こういう生活習慣

のとこ ろまでいろいろのところでのケースを取り扱っ ております。

御質問のその他のボーダーラインについての対応はどう なっ ているか、ということでござい

ますけれども、日野市においては、その生活保護に該当しない方のための施策という のは、生

活つなぎ資金の貸付事業、また準要保護家庭 iと対する入学祝金、 また世帯更生資金の貸 し付

け制度、これは日社協でやっている事業で ございますが、こ のよ うな形での生活援助、 このよ

うな形が実際行われております。

現在この生活困窮者iζ対する生活つなぎ資金、また、世帯更生資金、これは、 もとはと言え

ば、公益質屋の代替えと、こ ういうよ うな施策でございますけれども、こ のような制度の利用

というのは、だんだん高ま ってきている。 このよ うな制度の見直 しと、 または改善 というもの

も今後ますます必要になってくるんじゃなt'かと、こう いう具合に考えております。

生活更生資金につきま しては、就業、就学、医療、生活保護についての貸し出しを行ってい

るわけでございますけれども、生活困窮者のための返還困難、こう いうよ うな点については、

民生委員の保障という点では、かなり厳 しい指示が都社協から ございますので、 なかなか民生

委員としてもつらい立場に立たざるを得ない、こ うい う状況も多々感じられております。これ

につきましては都社協に対して、いろいろと御注文なり、御意見なりを言っ ておる という状況

でございます。

0副議長 (米沢照男君)

O市長(森田喜美男君〉

市長。

基本的な、この福祉施策の考え方、あるいは施策の発展につ

いて、御質問をいただいておるわけであります。大きい見方をいた しますならば、中央、地方

を問わず政治や行政の目的とするところは、国民、市民ひとり 、ひとりの何人iζ対しても、不

幸を少なくし、幸せを増大して l'く、ということにあると言えると思っております。私どもが

担当しております地方自治の行政の範囲におきましても、少なくも市民のすべての人が、それ

ぞれの事情はともかくとして、不幸やとりわけ貧困という状況で困っておられる方に手を差し

伸べる、ということは福祉行政の大きい仕事でなければならないと思います。それでは、今具

体的K貧困層あるいは苦労なり不幸の状態にあるそれらを知る手段として、行政が持ち得てお
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る諸情報こ の中からもれなく的確な対策を図る、と いう ことになる と思っ ておりますが、でき

るだけのこと は当然 しなけれは、なりません。とりわけ特に平和の問題、あるいは核戦争の廃絶

の問題これは全人類、こ れは現在幸福であっても、あるいは幸福でない状況にあっても、すベ、

て生命を絶つということκ、そうい う面的な生命をなくする、そういう、今日はそういう威力

を持っ ておりますから、それに対する積極的な反対は、これは当然、何人も意識の中にあると思

っておりますD それを糾合 して政治にっくり上げてt，く 、という ことが必要だと思っておりま

す。

また、その一方に生存する人たちに喜びをっくり出す、そういうことがこの政治、行政の究

極の目的だと言える と思いますので、そのように努めて努力をしてまいりたいと、こう考えま

す。相談件数が多いとい うこ とは、要するに不幸の状態あるいは貧困の状態もなお存在すると

いうふう に見るべきだと思いますので、一層それらに意を配ってし 1かなければいけないと、こ

のように感じておるところでございますo 原則的には、このように思っております。

0副議長(米沢照男君〉 夏井明男君。

0 1 6番(夏井明男君〉 事務報告書の中の全般的に今ちょっとお尋ねしたわけですけ

れども、なぜこの問題を取り上げたかと言いますと、皆さん御承知のとおり、公営住宅に住ん

でいる姉さん、妹の兄弟が餓死をしたとい う報道がありました。原因についてはさまざまであ

りましたけれども、そうい う事実が報道されました。また、北海道で電気代が払えなくて、電

気をとめられて、ろうそくで生活している御家庭で、お母さんの仕事の留守の間に幼い兄弟が

ろうそくの転倒を原因として焼け死んだ、という報道がありました。やはり日野市において、

こういうふうな人を l人でも出してはいけな いと、いうふうに思うわけであります。実際に生

活保護を担当されている方も、非常に親切に個々に相談を受けて、忍耐強くおやりになってい

ることも私は知っているわけですけれども、こういう不幸な方を 1人でも出しちゃいけないと

いうことは大事なことだと思うんです。で、福祉のいろいろな制度等見ますと、いわゆる申請

主義、いわゆる本人が因って、相談iζ行くという大体大枠の制度は、大体そういうふうな制度

でできあがっておりますけれども、やはりゆりかご、から墓場まで、という言葉がありますけれ

ども、やはり一つの大きな政治の分野、行政の分野で大事なのは、憲法でも社会権を抽象的な

権利でなく 、具体的な権利として現実化さしていくんだという流れがあるわけですから、そう

いう枠から考えれば、そういう方を 1人でも出してはt'けないという工夫が必要だろうと、い
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うふうに思うわけです。ですから生活をしていく中で、まず食べなければいけない、食べなけ

れば‘いけないけれども、病院にもか勝れない人がいるかもしれません。そういう層のいろいろ

な幾重にも市の情報を大枠で駆使をされながら、さまざまな制度の枠の困難の中で、こういう

方向を、やはり目指されなければいけないんではないか、というふうに思って、この問題を取

り上げさしていただいたわけであります。

それで、これ、ちょっ と私もぎょっとしたんですが、 この間の馬場弘融議員の、 一般質問の

中で、 9月 27日ですけれど、奨学金を変更して、その財源でと言いますか、そういうもので

文化交流を図るような ものに回 していきたいんだ、というふうな御答i弁がありました。私は、

2 0年前に奨学金をいただきながら学生生活を送ったわけですが、市長の、その時の答弁です

と、昔と違って、今の学生の方は、手軽花、少し近所で、アノレバイトをすれば、それ相当の収

入を得られるという状況もある、一つの例としてo ですから社会的な意義というか、 そうい う

ものは薄らいできているのではないか、というお話が私に言わせれば唐突的にあったわけです

けれど、中にはアノレバイト、学生時代ですからアノレバイトを極力さけて勉強に専念をしたいと、

いう方いらっしゃると思うんです。それで実際に私もこの奨学金の問題については、申請のこ

とでかかわったことあるんですが、非常に基準が厳しい、という現実があります。たしか、こ

れ鎮野議員が、予算か決算のときに、 2回ぐらい取り上げられて質問されたこと あるわけです

が、実際iζ今利用率が少ないということがありましたけれども、それならば、国のレベソレで育

英資金ということが実際に行われております。しかし、親御さんとすれば、非常に教育費がか

かってくるという現実があります。実際に事務報告書見ましても、中学の就学iζついてもそう

ですし、高校についてもそういうふうな実態があるわけです。ですから、本会議で市長が変更

という言葉言われましたが、私、廃止だろうって受け取ったんですが、その中で基準を緩める

とか、さらには、いわゆる市の奨学金の制度は、お借りをするということじゃなくて、いただ

くという制度のようでありますが、そこを工夫をされて、育英資金のように後日、学生の方が

社会人になられたときに返還する、というふうな制度にかえて適用してもいいんではないか、

というふうな、もう少し細かい話lζ推論があるんではないか、と思うんですね。ですから、そ

の辺の市長の判断の材料のためにも、やはり、さまざまな情報が、具体的に、それによってど

ういう方が奨学金受けられなくなるのか、また受けることができるのか、ということが、 1人

のためにも私は、そういうふうな必要性はあるだろう、というふうに思っているわけです。そ

-492-

@ の点市長の方で何か御答弁ございましたらお願いしたいと思います。

O副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。

0市長 (森田喜美男君〉 先日、他の方の答弁の中で、日野市で今制度として持ってお

りますこの奨学金制度、これに対して疑問を持っている、というふうにおっしゃられました。

つまり この制度がうまれた当時、もう 20年、 20年以上前のようでありますから、その金額

が奨学的な趣旨に沿って、向学心に燃える人たちに非常に激励になった、ということは、これ

はもう間違いないことだと思いますo 今回、貨幣価値と言いましょうか、あるいはお金の価値、

あるいはお金を得ることの手段、これが非常に変わってまいりました。その聞に金額をもっと

ふやせばよかったのかもしれませんけれども、公金に依存して、そして 1年、 1年確かに申請

に基づく、厳しい、何と言いましょうか調査がある、というふうには思いますが、それにいた

しましても一貫性がちょっと今日としてはどうなのか、今、育英制度ということを質問者も言

われたわけであります。私もかえたいというのは、育英制度にかえればと、こういう趣旨であ

りまして、ある程度の基金をもって、そしていずれ返還をしてもらう、それを循環させる、と

いうことが、今日のむしろ教育の場における責任の処理、というふうにも役立つんではなかろ

うかと、こう思っております。単年度主義で大学生に月額 5，0 0 0円、それから高校生に月額

3，000円、これを給付というよりも、全く給付なんですが、後追いの調査が一つもされてい

ない。それがどのように生きたかということが、評価ができない、こういうちょっと不十分さ

もあるわけであります。私は教育委員会には、こういう予算こそ、何かもっと根拠のある、ま

た今日 iζ生きる、そういうことを考えてもらえないだろうか、ということをお願いをしており

ます。特にその金額でありましたら、私はむしろ夏休みの市民プーノレの監視員でありますとか、

あるいは渡し船の協力者になってくだされば、つまり登録をしておいて、そして日野市民を優

先的に使う、そういった仕事を提供するということが、むしろ学生に対する生きた施策になる

んではなかろうかと、こんなふうにも思います。そういう意味で、まだ不徹底でもありますし、

それから、この育英制度にしますと、後の事務処理が非常にふくそうしてしまって、そのため

にまた人員を要すると、こんなふうにも伺っております。そのあたりのところを整理いたしま

して、生きた制度に改めたい、というのが先般申し上げた趣旨でございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 6番(夏井明男君〉

夏井明男君。

この 1問自のテーマは 1人でも不幸な人を出してはいけない、
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という気迫で社会権の何体的な権利として高めるために、一段 と努力を していただき たい、さ

まざまな問題があるで しょうけれども、そのような ものとして、 制度としても考えていただき

たい、 ということで質問いたしました。

以上終わります。

O副議長 (米沢照男君 〉 これをもって 20のし福祉政策の内容を一段と深化させ

よ、 iζ関する質問を終わります。

2 0の2、差額ベ ット の実態と解消対策についての通告質問者、夏井明男君の質問を許しま

す。

01 6番(夏井明男君〉 つい 8月ですけれども、 60歳代の壮年の方が近所の方です

けれども入院されまして、ある私立大学の病院へ入院いたしました。その奥さんが私iζ相談を

するわけですが、今 1日1万円の差額ベッ卜代を払っています。で、もう 10日になります、

という話なんですね、ほかに部屋がないんで、そこに今入っています、もっと安い差額ベット

がとらない病院はないんでしょうか、というお話でありました。私も 1日1万円ということで

すから、 30日では 30万ということで老人医療の保険の話ですとかというよりも、はるかに

超えた深刻な話であります。それで、私も前iζ相談を受けた件数等見ましても、過去に 10件

はありませんけれども、それに近い数字のものはありました。 2件は老人病院の差額ベットの

問題、また、ほかの問題であります。それで、皆様のところに、お手元iζ配付をさせていただ

きましたけれども、実は中心は国の問題だろうということで、厚生省の方からいただいた資料

なんですが、それによりますと、昭和 49年の 3月に厚生省の方で保険局長通知ということで

入院料、室料、いわゆる差額ベットの問題ですが、差額徴収についてということで通知が出て

おります。その中で、各県知事あてですが、毎年7月 1日現在で、その状況を調査し、当局に

報告されたい、ということであります。で、一番新しい資料が皆様のお手元にございます 58 

年 7月 1日の資料であります。ここでは原則として、 3人室以上の部屋については、差額ベッ

トをなくせ、ということを再三言っているわけですが、そのデータが出ているわけであります。

1ページを見ていただきますと、今回 3人室以上で差額徴収が完全に解消した県が新たに愛

知、京都であります。ここに見られるとおり東京は入っておりません。

2ページのところでは、結局 3人室以上の部屋のものをとってはt¥けないということがどの

くらいの程度か、ということですが、国立病院、公立病院におきましては、ゼロでありますD
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日野市におきま して も、 3人室以上の部屋は差額代をとっ ていない、と いうこ とであります。

一番問題になっておりますのは、 学校法人であります。 3人室以上の部屋で、とっ ている所は

24.2 %あります。 1人部屋、 2人部屋の所で 83.2 %という非常に高い数字が学校法人の場

合に入っ ております。右の欄に三角して1.7とかありますが、これは減少を示しているわけで

すけれども、全体のベッ ト数がふえておりまして、その中での滅ですから、かなり努力をされ

ているこ とはあるわけですけれども、実際には、もう 20年越し以上の話であります。

3ページ自に金額の階級別の差額徴収が出ているんですが、私が相談を受けた 1万円という

欄を見ましたら、ノマーセンテージとしては 2.3 %と非常に少いんですけれども、ベッ ト数とし

ては 3，051件あります。それで具体的にちょっといろいろお聞きしましたけれども、そうす

ると、やはり病気の病状の関係でその病院が非常にいい、ということで御紹介を受ける。町の

医院の方から、先生から御紹介受けたりする。実際にそこに行ったときに、ベットはありませ

ん、差額ベットだったらあります、ということでですね。やむなくそこへ、命にはかえられな

いと、いうことで入るわけであります。しかし、そういうふうなことをしてはいけませんよ、

本人が、患者さんが希望すれば入れるようにするだけのスペースをとっておきなさいというこ

とで、 49年 3月に局長通知が出ておるわけであります。特別室を希望しない保険患者に対し

て、常に差額徴収なしに収容できる病室が確保されるべきである、という原員IHζ立ってできる

だけ少くすべきであり、おのおのの保険医療機関の全ベット数のおおむね 20%を超えないよ

うに指導されたい、ということであります。さらに公的な性格を有する病院におきましては、

その割合を 10領以下に改善しなさい、ということであります。そこで、これは l人部屋、 2

人部屋関係なくそうしなさい、ということでありますが、国のレベノレにおきましでも、先ほど

の資料なんですが 2ページにおきますと、やはり 2割与しとは、差額ベットを持っているという

ことであります。国立においても、厚生省の 1割にしなさいということになっていないわけで

あります。で、公立病院、この場合にはなんと 45. 2 %がそうであります。

そこで第 1点としてお尋ねしたいのは、市立病院でも差額ベット、個室料ということで実際

にあるわけですけれども、この実態はどうなっているのか、ということをお尋ねをしたいと思

います。

それから、第 2点目としましては、国の指導等がなかなか容易に浸透しないと、いう現象が

あるわけですが、特に私、今差額ベットのことお聞きしていますけれども、これは前日も小俣
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議員からも質問ありましたけれども、医療外費用 というこ とが非常にかかっているわけであり

ますD お世話代ですとか、付き添い看護の、いわゆる東京都の言う慣行料金の、実態の料金と

は違う差を個人が負担しているわけですけれども、そういう問題ですとか、非常に不鮮明な料

金が請求されるトラフソレが出ているわけですけれども、そ こで市によりましては、 これは三多

摩の市ですけれども、例えば府中市、これは昭和 50年であります。それから、狛江昭和 53 

年、調布昭和 54年、清瀬が昭和 54年ということですが、それから八王子が昭和 60年とい

うことで、各市によってそれぞれ対象も違いますし、条件も違うんですが、いわゆる差額ベ、ツ

トに対する対応策として市民の方に貸し付けをしております。そういうふうな制度を設けてお

りますけれども、日野市においては、その方面の対策は具体的にどうなっているのか、その辺

の対応策を現状でかなり対応されている部分があると思いますけれども、その辺の対応策をお

聞きしたいと思います。なければ、いわゆる差額ベットに対する制度がなければ、こういう制

度も過渡的なものとして考える必要あるんではな~¥かと思いますが、その点お伺いをしたいと

思います。よろしくお願いします。

。副議長(米沢照男君 〉 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。病院事務長。

O病院事務長 (大貫松雄君 〉 はい、病院事務長でございます。

御質問の中の第 1点自についてお答え申し上げます。市立病院の特室についての現状という

ことで、これ昭和 42年 10月に制定されました日野市立総合病院使用条例の第 2条iとよりま

して、特室料を定めております。料金は 1日当たり 1室 1，00 0から 5，000円の 4段階でご

ざいまして、特定の病床は、全体の占める割合としては 19 %、市立病院の場合には 19%で

ございます。

それから、この個室の利用状況は、ほぼ 100婦でございまして、病状によって、例えば手

術後等、病状によっては、医師の指示によって個室に入院する場合と、それから経済的理由、

このものによっては、免除等の特例がございますo

それから、市立病院の場合には、個室に入院される場合は、本人の、家族等の個室の希望が

強い場合のみで、あとは一般の病床ということでございまして、入院の手続きをする段階で、

家族により理解をしていただいて、そして個室の入院ということで現在進めてございます。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 福祉部長。
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0福祉部長(高野 隆君〉 福祉部長でございます。

差額ベットについての御質問でございますけれども、御承知のとおり差額ベ、ットにつきまし

ては、先ほども御質問の中にございましたように、たびたび厚生省ではこれに対する改善の指

示を出しておりまして、これにつきまして 46年の先ほどの通達、また 56年の 5月 29日は、

さらに強く 3人以上の差額ベットの解消についてということで、 私立大学附属病院以外の病院

については、速やかに解消と、それから私立大学病院については 1年内に解消、またこれを実

施しない場合には改善計画を出す、あるいは重症患者の看護及び重症者の収容の基準の承認を

行わないと、こういう形でのかなり強い指導も行われておる中での、御提出になりました調査

の結果によりますように、若干づ、つでも減ってきていると、こういう具合なことだろうと思い

ます。

そのほかにも、先ほど御指摘になりましたように、お世話料ということで、老人病院におい

ては一定のお世話料をとっている。 これが最近は 4 万円から 6 万円ぐらい、とこう~¥うような形で、

何らかの形で、それは病院の医療外支出、というようなものが強要されてきておる と、こうい

うことも朝日新聞等の報道によっ て明らかになっているところであります。そのような状況に

ついて、私どもといたしまして、この差額ベットを負担すると、こういう点については、かな

り難しい。これは医療費としての対応ということではなかなか難しいと思います。しかしなが

ら、先ほど、市によってはということで、イ可市かの実例が御報告されましたけれども、日 野市

といたしましても、今後、現在もそうですが、先ほど、の生活つなぎ資金、これの中でも、最近

かなり医療費、入院したので貸してほしいと、こういう形での御援助を申し上げている、また

世帯更生資金でも医療というところがございますので、そういうような対応もしている、こう

いう状況もあります。今後この医療外支出についての対応をどのようにしていくか、というこ

とについては、さらに今後具体的に検討してまいりたい、という具合に考えております。

0副議長 (米沢照男君〉 夏井明男君。

0 1 6番(夏井明男君〉 ちょっと、今御答弁がなかったんですが、例えば、日野市に

おいて対応できる制度として、高額療養費貸付金条例というのがありますけれども、それで対

応できないのかどうかということですね。

それから、今福祉部長おっしゃいました差額ベットを負担するということではなく、最終的

な負担は、差額ベットを利用される方ですから、いわゆるお金を貸すということで、すね。です

-497 -



から、ちょっとその辺福祉部長の御答弁ちょっと違うと思うんですけれどもね。ですから、府

中でも、調布でも、実際にできたんだろうと思うんですね。ですから、差額ベットでどれだけ

えらい出費を出しているかという、これは差額ベットを中心にして今述べてますけれども例え

ば老人専門病院等でも、非常に私には理解ができない請求みたいなもの出ているわけですよ、

今、典型的な差額ベットというの出してますが、そこで、今市の方として現在の制度の中で対

応できるものあるのかどうかという点と、それから最終的には負担をするわけじゃありません

から、その辺貸し付け的なものとして、さまざまな条件をつけるわけですが、その中で、今一

歩できるんじゃな t~かと思うんですが、どうでしょうか。

0副議長 (米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 福祉部長でございます。老健法を担当する課として、高額

医療に対しては、今後、高額医療に対する資金をつくる、これの検討をしていきたいと、こう

いうふ うに思ってます。

国保については、その資金を持っておりますので、老健についてもやはりその辺のところは

今後検討していくべきだろう。高額医療が 5万 9，0 0 0円でございますか、現在それ以上は負

担ということはございませんけれども、母子医療等の関連もございますし、総体的にその辺の

ところも考えてし 1かなくちゃいけませんので、その辺のところにつきましては、やはり生活つ

なぎ資金、このようなものの活用が、今後やはり重要じゃないか、これについては、先ほども

お答えしましたように、現実に活用されておりますが、今後は、これについては改善をしてい

く、検討をしていくと、こういうことでもう少しそういう点で幅広く使っていただけるような

検討も必要じゃなし、かと、こういうように考えております。

0副議長 (米沢照男君〉

0 1 6番(夏井明男君〉

おきたいと思います。

夏井明男君。

それでは、これは市長の御答弁結構ですけれども、要望して

まずーっは、こ の差額ベットを中心にした保険外医療費を実際どういうふうに負担をしてき

ているのか、ぜひ実態を調べていただきたい、ということであります。それによって具体的に

市民の方が、どれほど出費をしているか、ということがわかるわけであります。ある資料によ

りますと、そういうふうな大きな出費をする場合に、自分の貯金を下ろすと いう方、さらには

家族の方に面倒をかける、という方が大半であります。そういう事情を見ますと、また希望を
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聞きますと、やはり経済的な負担が非常に大きかった、ということであります。せっかく、医

療、さまざまな制度で、医療費等についての費用が安くなったとしても、実際に病院に入って

かかる費用が 1日l万、 2万というふうな金額が、私は非常に非常識な金額だと思いますけれ

ども、それを請求されてくる、ということですから、国の制度がちっとも進まなt~からといっ

て、放置するわけL可かないと思います。その辺ぜひ実情を調べていただきたい、いうふうに思

うわけであります。

第 2点としましては、東京都市長会で、毎年都lζ対する予算要望いたしております。先ほど

申し上げ‘ました厚生省局長通知の内容では各県に差額ベット等早く廃止するように努力してほ

しい、また、それ iC:従わない場合には適切な処置をとってほしい、というふうなものになっておりま

すけれども、毎年出されます都の予算に対する要望事項の中iζ、ぜひこれを盛り込むような形

をとっていただきたい、また、私ども公明党も、この問題は解消に向けて取り組んでいるわけ

ですけれども、今後ともこの問題は大切な問題ですので、さまざまな方の御意見を伺いながら

取り組んでいきたいことをお約束して、こ の質問終わりたいと思います。

0副議長 (米沢照男君〉

質問を終わります。

これをもって 20の2、差額ベットの実態と解消対策に関する

2 0の 3、豪雨対策についての通告質問者、夏井明男君の質問を許します。

01 6番(夏井明男君〉 この問題のきっかけは、去る 7月の 14日、 7月の 21日lζ

大雨がございまして、私もその後何カ所か被害が出た状況の所を見させていただいたわけであ

ります。また、担当の方にお聞きしますと、どちらの、 7月の 14日でしたのか、 7月21日で

したのかわかりませんが、 1時間lζ50ミリという降雨量の予測をしながら対応を進めているけ

れども、 3 0分iζ何ミリという計算はあまり してなt~。今回の雨については、 3 0分で 37ミ

リ前後の雨が降ったために被害が出た、という話であり ました。そこで第 1点といたしまして

は、 1時間 50ミリの降雨量を予測されて対応されているわけですけれども、今後ともこの姿

勢の中で取り組む中で、前回のような雨があったときの対応としては、どうなのかということ、

それが第 1点であります。

あと具体的に、その被害状況の中にあった問題を次に取り上げさせていただきますと、これ

は谷議員も質問された問題かと思いますけれども、日野一小の前の、いわゆる日野用水が流れ

ている所ですが、地番としましては、日野の 2，7 8 7番付近ですが、 7月のこの大雨が降った
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ときに、用水がほぼ冠水に近い状態になりまして、その圧力で家庭から用水への排水路が逆流

をして、個々の床下の所まで来た、という実態がありますが、この問題は将来的に解消する問

題なのかどうか、いつごろめどにして計画をおたてになっているのかどうか、第 1点でありま

す。

れはまだ管に余裕があったと、いうことが後ほどの調査で明らかになっております。 したがい

まして、いかに早く都市下水路あるいは雨水管に雨水を流 し込むかということが非常に大事な

ことであるわけでございます。 集水まずに降雨初期にごみ等が詰まらないように、常日ごろか

ら道路等の清掃が必要であろう 、というふうに考えている わけでございます。

それか ら、 2点目 の日野用水のー小付近の溢水でございますが、ここは神明上の区画整理事

業によりまして、区画整理区域内の雨水につきま しては、雨水管を各道路iζ布設をしてござい

ます。しかし、この雨水管の流末でございますが、神明都市下水路を現在計画をして進めて

おるところでございますが、この都市下水路iζ流しこむことになっており ます。 しかしながら

前回の御説明申し上げましたように神明上の都市下水路は 2・2・10号線の関係で、まだ完

全に築造が行われておらない段階でございます。 2 • 2・10の道路と合わせまして私どもで

は整備を行っ ていくと、いう ふうに考えております。

それから、多摩平団地の中の中央公園付近の溢水でございます。これにつきましても、布設

管が 1，00 0ミリあ るいはそれより細い管も入っ ておるわけでございますが、ここ の既設管と

いうものを抜本的に見直さなきゃならないということも、将来的には私ども としては計画の中

で考えてL可かなきゃならない、というふうに考えております。しかし、これを全部布設替えを

する と、いうことはひどく 膨大な費用にもなってまいりますので、今後吹上の方に流して行く

管をいかに こちら の方に接合していくかと、いうことで対応していきたいと、いうふうに考え

ております。

それから、 4点目の吹上地域の東豊田の実情でございます。これは 2・2・5号練の道路の

工事と合わせまして、雨水管を布設する計画でおります。したがいまして、 2・2・5の道路

工事と合わせまして実施をいたしますので、その節に吹上の地域の雨水管も整備を行っていき

たい、かように考えております。

以上でございます。

す。

それから、第 2点としましては、多摩平の団地の問題でありますが、これは社会党の名古屋

議員が、前から尽力をされている点でありますが、私の所と名古屋議員の所の 229号棟の

233号棟の前のいわゆる中央公園前の信号口であります。これは過日の大雨で大人のひざ上

から大腿部近くまで、水がっかりまして、車がエンス トを起こした所であります。この地域は毎

度ということなんですが、将来的にはどうなのか、解消策があれば、お尋ねをしたいと思いま

それから第 3番目としましては、いわゆる吹上地区で ございますけれども、東豊田四丁目14

番先前の葵美容室と[まことや」という商庖のある、その付近ですが、ここは周辺から見まし

て非常に低地でありまして、雨が降るとそこへ大体付近の雨水がたまるという場所であります

が、ここもかなり、床上までは来ませんでしたけれども、それに近い状態でありました。将来

的にそこはどういうふうな形になるのかと、いうことであります。お尋ねいたします。

O副議長 (米沢照男君〉 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長 (結城邦夫君〉 都市整備部長でございます。

それでは、ただいまの御質問について私からお答え申し上げます。

まず 1点目 の1時間 50ミリ の降雨lζ対応する雨水管の計画でございますが、現在の下水道

法から いきまして、 1時間 50ミリの降雨に耐える管の埋設ということで基準がございます。

今までもこの基準にしたがいまして計画を進めてきておりましたし、今後もこの 50ミリを対

象に計画を立て実施を行っていくことになろうかと思います。

それと、前回の 7月 14日の集中豪雨のとき、このときは、 1 0分間で 24. 5ミリ の降雨が

あったわけでございます。近年まれにみる降雨の状況であったわけでございますが、これを 1

時間の値iζ換算して見直してみますと、 1時間で 147ミリというような異常な降雨であった

わけでございます。それがしかも非常に短時間、 10分間の間で 24ミリという降雨であった

ために、既存の集水升で集水ができなかった、ということが大きな原因であったわけでござい

ます。 1時間 50ミリの降雨強度にしたがいまして、建設をいたしました黒川都市下水路、こ

0副議長 (米沢照男君〉

0 1 6番(夏井明男君)

夏井明男君。

一番最後の東豊田四丁目 14番先の問題ですけれども、一つ

要望 しておきたいと思いますが、こ の区画整理事業で、いわゆるあすこはがけっ縁であります

が、がけっ縁を支えて、まあ、その上iζ市道が走っているわけですけれども、ほとんどの部分

が全部擁壁がきちっとでき上がっていますが、ある 1カ所だけは擁壁がありませんで、その後
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また続いてあるというふうな非常に、まあ、さまざまないきさつがあ ったんでし ょうけども、

見るからに奇異な感じのする場所があるわけですけれども、将来的にはぜひ、長期的に見ると非

常に危ない、そこだけ擁壁がないということは、崩れる可能性があるわけですから、将来的化

は問題が出てくる場所であります。ぜひ検討して、対応策を立てていただければありがたいと

思います。

以上で終わります。

O副議長 (米沢照男君)

もあります し、夜等になりますと、その陥没した所の境自に足を乗っけてくじくと いう ことも

あるわけですが、直接的には東京都の問題ですけれども、東京都への働きを強められて、ぜひ

この実態を把握されて対応していただければありがたいと思いますが、その点いかがなもので

あるかであります。

以上お尋ねいたします。

0副議長 (米沢照男君〉 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。夏井明男君の質

これをもっ て 20の3、豪雨対策に関する質問を終わります。 問時間は 36分までであり ますので、時計をにらみながら要領よく御答弁願います。建設部長。

2 0の4生活環境(多摩平団地周辺〉整備についての通告質問者、 夏井明男君の質問を許し

ます。

0 1 6番(夏井明男君 〉 この問題を取り上げますーっのきっかけは、多摩平の三丁目

4団地の北側ですが、南王運送の前の道路ですけれども、 229号棟と 230号棟の前で小学

校 2年生の男の子が、いわゆる、あの団地は高くなってますので、そこか ら坂を下って道路lζ

出たところをひかれたわけであります。この問題は、多摩平団地は道路に出るときに多少勾配

になってまして、坂が多いわけですけれども、特iζ小さなお子さんを持っている御家庭では、

私の家もそうですけれども、非常に危ない状況が全体的にあるわけであります。小学校では婦

人警官の方にお願いをして、自転車の乗り方とか、交通マナ」等を教えている ことであります

けれども、一つの自転車の事故防止対策と して、自転車用の一時止まれの交通標識を、道路に

書く標識ですが、あるわけですけれども、団地から坂へ出て来る所あたりにもつくっておくの

も一つの方法ではなし可かと思うわけであります。直接的には市にかかる部分もありますし、公

団にかかる部分もあるわけですが、一つこの辺の検討していただけなt~か と、いうことが一つ

であります。

それと前後いたしますが、市内の小学校の交通事故の実態はどういうふ うな状況であるのか、

最近の状況がわかればお知らせ願いたいと思うわけであります。

さらに、これに付随いたしますが、都道 235号続、いわゆる豊田の北口の駅から真っすぐ

上がっている道路ですが、多摩平支所付近から、いわゆる 日野の郵便局の前まで道路が、あす

こ石だたみの道路ですので、歩道が非常に傷んでおります。場所によっては 3センチ以上の陥

没がずっと続いているわけですけれども、御承知のとおり車道にあった自転車が歩道に来て走

るという状況が、現在あるわけですけれども、見ていますと、その溝に入っ て倒れる自転車

0建設部長(中村亮助君〉

つきましてお答えいたします。

まず第 1点目の問題でございますけれども、これは公団の敷地内から市道へ出る、いわゆる

建設部長。それではただいま御質問のございました 3点に

アプロ ーチの問題だろ うと思います。御存じのように市道と、それから公団用地そのものが段

差がございまして、建物が建っている所の方が高いわけでございます。したがって建物のアプ

ローチから市道へ出る場合には、多少の坂道といいますか、勾配がございます。そういう点で

急に出てまいりますと、特iζ 自転車等で出てまいりますと、急、/C自転車がブレーキをかけても

止まらないと、いうふうなことで前を通行中の草花接触事故をする、というふうな大変問題が

あるだろうと思います。そういう点で、当然これは都市整備住宅公団の敷地内の問題でござい

ますので、そういう点につきましては公団の方でしかるべき対策を立ててほしいとは思います。

例えは、具体的に言いますと、アプローチの道路の所に、人が当然通れるようなスペースです

けれども、何かひとつそうしづ、ポーノレみたいなものを立てて、物理的にそれを阻止する、と

いうふうなことができるんじゃなt~かと思います。そういう点で今後公団側の当局に対しまし

ての対策をお願いしてみたいと思います。

それから、 2点目の交通事故の実態でございますけれども、これは本年の 8月 20日現在で

ございます。本年の 1月から 8月 20日までの事故件数でございますけれども、日野市管内は

3市でございますけれども、発生件数が 51件ございます。そのうち死亡事故が 2件、重軽傷

が 11件、 軽傷者の事故が 78件でございます。こういう事故の実態の中で特に子供さんの関

係につきましては、本市の管内では 36名ございます。多摩市、稲城市を合わせますと、ここ

の期間中 77名と いう のが事故件数の状況でございます。

それから、 3点目の御質問でございますけれども、これは御質問の中にもございましたよう
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花、いわゆる都道でございまして、都道の 235号線、 甲州街道から直接豊田の北口に向いま

す所の豊田停車場線の歩道のへいは.ん舗装の問題だろうと思います。これにつきましては

道路管理者でございます東京都の南多摩西部建設事務所の方に補修方を依頼を したいと思いま

すo 当然これは歩行者の安全確保ということで補修をして l¥かないと、歩行者の危険もあるわ

けでございます。早期に応急的な施工ができるように、ぜひ、ひとつ手がけていただくように

私の方からもお願いをしてみたいと思います。

以上でございます。

c r異議なし」 と呼ぶ者あり〕

。副議長 (米沢照男君 ) 御異議ないものと認めます。よっ て暫時休憩いたします。

午後 2時 31分休憩

午後 3時 53介再開

0副議長 (米沢照男君〉 休憩前iζ引き続き会議を開きます。

一般質問 21の l、 (続)地域の小さ な問題も積極的に取りあげる行政を推進せょについての

通告質問者市川資信君の質問を許 します。

C 1 9番議員登壇 〕

0副議長(米沢照男君〉

0 1 6番(夏井明男君〉

夏井明男君。

最後に教育長の方iζ御要望しておきたいんですが、小学校の

0 1 9番 (市川資信君) 最後の一般質問、ア ンカ ーを務めさしていただきます。しば

自転車の扱い、乗り方ですとか、また、交通のマナーの教育等、 婦人警官の方にお願いしてや

っているそうでありますが、これひとつの思いつきですが、いわゆる大人の方で自動車に乗ら

れる方々 は免許というものがあります。 具体的に一つの習慣がつきませんと免許証もらえないわ

けですけれども、それ以外のものについては、なかなかないということであります。自転車を

乗る場合にも、 非常にそういう教育をしていただいて、小学校の生徒たちに非常iζ、最高にい

いマナ」 の子lζは、免許証じゃありませんけれども、それに似たようなもので評価をしてあげ

る、ということで、何か励みになるようなものをつくりまして、交通事故を自分から守るよう

なものを徹底的に体にしみ込ませるようなことも大事なんではないか。市とか区によりまして

は、交通ノレーノレを守るための交通公園ですとか、いろいろあるわけですけれども、 最終的には

道路を出る瞬間ι左右を見なさ いと言って も、それが習慣化するか どうかということで、かな

りそ ういう点ができますと、防止 もできるん じゃ なl¥かということで、 その辺交通事故に遭わ

ないための教育の内容の中の充実とい うことで、いろいろ知恵を しぼられていると思いますけ

れども、ぜひ検討 していただければ、交通事故も少 くなるのではないか、 という ことで御要望

しておきます。

以上で終わります。

らく お疲れのことと存じますが御協力をお願いいた します。

去る 6月の定例議会におきま して、 2点目 iζ、続)地域の小さな問題も積極的iζ取りあげる

行政を推進せよ、とい うことで質問させていただきましたが、時間が足りずにせっかく質問し

ていながら回答いただけなかった面、あるいは今少しこの点はどうだ っただろうかとい うこ と

について、十介な納得ができませんでしたので、改めて本議会の通告質問に この件を質問させ

ていただきます。

まず、前回 I問自に質問いたしました、高幡市営住宅付近一帯のいわゆる新井第二用水組合

へのたれ流しの件につきま して、 助役から私の質問に対して御答弁をいただきました。その中

で、 助役の答弁によります と、 調布の先の野川のたれ流しされている所へ昨年度建設省が擦問浄

化槽という ものを設置いたしまして、大変な効果を上げておると、いう ことでございました。

現在、 実験的なものであるが、長い時間かけての御希望でありますけれども、解決に一歩進む

んじゃなし1かと思う、このように御答弁をいただいたわけでございます。長年の懸案が解決で

0副議長 (米沢照男君 〉

する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いた したいと思いますが、これに御異議あり

これをも って 20の4、生活環境 (多摩平団地周辺 〉整備に関

きる見通 しができたことは、担当者の御苦労とともに、その労をねぎらい、またお礼を申し上げ

る次第でござしぜす。この付近は前回にも申しあげましたように市営住宅の、いわゆる既設の市営住宅

プラス高層の市営住宅あるいは近年の住宅の密集化、また潤徳小学校、そして南平都立高校の

仮設校舎がある、また、御存じのような、いろいろと議会でも問題になっておる福祉セ ンタ 一

等がありまして、この付近の環境整備については、とりわけし、ろいろの面で待たれているわけ

でございます。この件につきまして御答弁の中で、それではこれはいつごろ着工し、いつごろ

完工するのか、あるいはこの工事を始めるについて、新井第二用水組合のお話は始まってお

るのかど うか、その成果等踏まえ、さらにこの様問浄化槽というものができたときには、現在ませんか。
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のBODが大体幾つで、その最後に出るときの BODは一体、値はどのくらいの数値にな って

おるのか、わかりましたらお答えいただきたいと存じます。

2点目でございます。明星住宅の歩道拡幅計画の件でございます。こ の件につきましでも、

前回質問いたしましたが、納得できる御回答はいただけなかったわけでございます。前回は私

が申 し上げま したのは、例えば 10軒ある地主さんのう ち9軒までが了解しました、どうぞ拡

幅してください。ただ 1軒が了解はするけれども、土地は提供するかわり花、 こういった所を

こういうふうにしてもらいたい、という所が 1軒残った、これさえ解決できれば、この拡幅は

すぐにも着工できます。その経過までは知っ ておりま したがいまだ花いわゆる とんざして工事

が進んでいない経過の中で、なぜこの工事ができないのか、そして話 し合いはどの程度進んでお

るのかどうか、ということでございます。残念ながらこの御答弁はいただけませんでした。 この点につ

いてお尋ねいたします。 3点目でございます。同じく明星住宅地域の問題でござしぜす。御存じのように、

明星住宅地域もあの付近一帯は、当時の開発いわゆる宅造法あるいは要綱等も不完全な時代に

できた所でございまして、防災あるいは公園、広場、住環境iζ今一つ不便を感じる地域でござ

います。そこで、このような中で当地の多摩動物公園に隣接しております。古くから住んでい

られる塀内さんが、遺産相続時に物納として東京都へ納めた用地が唯一として残されておる。

この用地を有効に利用できないものだろうかと、いうことを申し上げました。当時この件につ

きましての質問は 3回目でございますが、当初は検討すると、 2回目は進入路がないので、ち

ょっと今すぐ使用する状態ではない、けれどもこれは努力してみましょう、ということでした。

さらに私はそのときにつけ加わえて、あすこに私設保育園でございますが、すぐその公園の下

に保育園ができたんだから、公園、用地への進入路もそれもさほど難しい問題ではないんでは

なl¥かと、こ のように申し上げてあったわけですが、それらについての回答はなんらいただい

ておりません。 6月の質問のとき、この件も持ち出したんですが、この件には答弁は漏れて

おりました。したがし、まして今回この当地域のこの土地利用、あの地域のいわゆる子供広場あ

るいは児童公園、地区広場というにはちょっと狭過ぎると思いますけれども、そういった面に

活用できたらばよろしいんではなかろうかと、いうことで申し上げたわけでございます。この

件 3点目として質問いたしました。

4点目でございます。古い標識の更新と撤去をと、いうことで申し上げました。交通標識、

公害関係の標識のうち、相当古いものがあり 、既iζ標識価値の失われているものもある。道路

側に傾いたり、中には川lζ落ちているものもある、新たな障害物のないよ うに、全標識をここ

で点検し、更新すべきものは早急に見直し、また立て直すようにすべきであると思う。こ の件

の質問はかつて市民クラブの飯山議員が、一般質問でも指摘されております。昭和 59年の第

3回の定例会であります。飯山議員の質問をちょっ とここで要旨を読ませていただき ますと、

現在の標識で現状にそぐわないものが出ている。特iζ市役所から第七小学校前を通って中央線

架橋を渡ると、矢頭橋から左iと折れる道路、この道路は一方通行、進入禁止の標識が立ってお

る、大変不便だ、 1 • 3・2路線が完成している現在、通過する車両も少な しこの際一方通

行を解除した方がよい、公安委員会に働きかけていただきたい、と質問されております。それ

に対して部長の答弁を要約を申 し上げますと、 確かに 1・3・2の道ができて、周辺道路環境

が変わってまいりました。そういう中で過去に御指摘ございました関係の道路につきましては、

地域住民の要望などもございまして、 一方通行になっておっ たわけで ございます。 これを変化

によりまして、それiζ対応していくということで、通過交通の改善を図ることにつきましては、

当然なことでございまして、私どもの方も日野警察署の方と見解をただしております。道路交

通規制の関係で当然日野警察署がこれを所管するわけでございますので、住民の方たちの一方

通行解除という意見集約があれば警察はやりますと言っている、それから当然一方通行を解除

することによって交通信号がかわってまいります。交通信号の関係につきましでも信号を一方

通行から総合交通用の信号にかえなければなりませんので、これらの予算措置なども当然、都

と公安委員会が必要になってまいりますけれども、それらの点につきましては多少の時間がか

かろうかと思います。このような答弁がされております。

以来、この件について一年の経過もありますが、現在なお飯山議員の指摘された状態となん

ら変わってないわけであります。一例として、市内、私はこの件について数カ所自分の脳裏に

も確認をしている所あるわけでございますが、他の標識も含めて、特に一方通行あるいは学童

注意等のものがいっぱいあるわけですが、特iζ公安委員会の設置のものが私どもにとって自に

つくような感じがいたします。こういったことは官頭申し上げましたように破損して、もうそ

の用をなさないもの、特iζ柱だけが立っていて標識がついてないもの、標識がついておっても

曲がって川に落ちているもの等が自につくわけでございますが、これらは美観あるいはまた交

通の利便、危険等も伴うゆえに、いま少し、しっかりした見直しをするべきではなかろうかと、

こう思うわけでございます。この点について再度御質問を申し上げます。
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5点目でございます。高幡不動地下道の側壁の危険についてでございます。 高幡不動のす ぐ

下iζ潤徳小学校へ行く地下道があるわけでございますが、その地下道の外壁が剥離 しておりま

して、 ぽとん、ぽとんとかなりの大きな コンクリ ー卜塊が天井側壁から落ちてまいります。こ

ういったものが、いつかやるんだろうなあと思っ ておったんですが、現在なお放置されている

状態でございますが、御存じのように、朝は潤徳小学校、そ して南平高校、日野高校また反対

側からは、新井都営住宅、またあの住宅地域から高幡駅へ通 う通勤路、通学路として大変多く

の人が利用しておるので、いっこのよ うな事故が起きないとも限りませんので、 早急な善処を

されたいと思うんです。

それともう 1つ、前にも、 これは一般質問でなく て、 私は担当課へ直接お伺いをいたしま し

て、いわゆる地下道の車道の方にございます側溝のグレーチングが腐食して用をなさない、も

うほとんどないに等しい状態であったものですから、これは直していただきたいと申し上げて、

グレーチングをかけていただきました。かけていただいたんですが、いわゆる一番底辺部で進

入路、出口等のグレーチングがかかっていないために、前ほどではございませんですけども、相

変らず車が側溝に車輪を片方尊しまして、出られなくなって中でエンジンをふかしておる、と

いう場面を多々見るわけであります。あのグレーチングを全面的に施すべきではなかろうかな

と、かように思うんですけれども、その辺についてもお尋ねいたします。

それから、小さな問題点の 6点目でございます。これもまことに小さな問題で恐縮でござい

ますけれども、実は私も浅川の提防は時々散策に行きますが、釣りいわゆる太公望が大変最近

多うござ います。そして、確かに鮎こそ見られませんけれども、ハヤ、鯉、鮒、その他のいわゆ

るお魚がいっぱいいるわけであります。そして、釣人も大勢釣っているわけでございますが、

私は釣っている所へ行こうと思ったんですが、進入路がないんですね、その釣り場へ行く。い

わゆる草が背丈ほどもある草をかき分けかき分け皆さんがその目的地へ行っているわけでござ

し1ますが、釣り場は、御存じのように平山橋から多摩市の行政境まで長い距離で、ただし釣り

のできる場所というのは、ごく限られた場所だと思うのであります。背丈ほどもある草をかき

分けて釣り場へ向かうのは一般の人にとって勇気のいることでもありますし、また、釣りをす

る人たちも恐らくあまり気持がよい釣り場に赴くとは思われないんであります。釣りをする人

は、いわゆるその目的達成のために、仕方なく草をかき分けて行かざるを得ない、ぜひ、ひと

つ、こういった問題を解決していただきたし 1。私は前回にも浅川利用計画について一般質問を
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したことがございますけれども、浅川利用計画というものが、昭和 55年にできております。

で、それを見ますと、各所につり橋とか、あるいは釣り場lζ、ちょうど、パノレコニーを浅川へつ

くったような釣り場ができておりますが、私はああいった人工的になにもすばらしいものをつ

くれと言うんではなくて、自然のままで結構だから、高齢者事業団等を利用して、幅 2メート

ノレぐらいの草刈りが釣り場iζ対してできれば十分ではなかろうかと、こう思うわけです。せっ

かくすばらしい構想も、実行に移さなければ意味がないわけでありまして、その釣り場も合わ

せ、高幡のいわゆる二番橋も、当初せっかくの調査費あるいは予算もついていながら、現在は

幻の二番橋として消え うせておりますけれども、少くともせっかく浅)11利用計画のような立派

な構想があるわけでありますから、魚はいるんでありますから、ひとつ草を刈って、釣り場へ

行ける程度の歩道の確保、これぐらいは市の行政サイドとしてやってもよろしいんではないか、

それほど大きなお金もかかるわけではありませんし、いかがなもんかなと、こう思うわけであ

りますo ぜひ、こ の点についても御質問させていただきます。

最後の 7点目でございます。これも小さな問題でして恐縮でございますが、昨年度だったで

すか、日野市ι大変御老人の方に親しまれているゲートボールの、いわゆる全国ゲートボール

連盟の方に加入をなさった団体が多々あると聞いております。そして、そのために、いろいろ

とノレーノレがあったものが、連盟加入によって統一ノレーノレになった、ということであ ります。そ

のノレーノレはもちろん結構でございますが、お年寄りたちのお話をお伺いいたしますと、大変厳

しいjレーノレで、現状、実情にそぐわないのではないか、不平、不満がある、ということをお聞

きしております。一番の不平、不満はなんだとお尋ねしたところが、連盟参加費また来年度か

らは会費を納入しなければならない、ということもありますが、それはそれとして、新ノレール

によりますと、球を打った後、次の選手がその球K行って打つまでの間隔が 10秒間だと、こ

う聞いております。 10秒間というと、 60代、 70歳前半の方はいいんですけれども、 もう

8 0を過ぎたお年寄りにとっては、致命的だと。 10 秒間で球に行くのが苦し~¥。そこから考

えて次の球を打つなどとゆとりは全くできない、せっ かく連盟に加盟していながら打ったこと

では私たちからゲートボールを取り上げられてしまうような気がすると、いうような悲報をお

聞きしました。この点についてどのような状態なのか、ということをお考えいただきたいと思

います。

以上でございます。
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0副議長(米沢照男君〉 市川資信君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(中村亮助君) 建設部長。お答えを申し上げます。

まず第 l点の御質問でございますけれども、高幡市営住宅の排水の問題、合わせましてあの

地域の排水も含めたいわゆる浄化装置の問題でございますけれども、これにつきましては、当

初予算をお認めいただいておりまして、現在、設計をする段階まできております。御存じのよ

うに、浄化装置そのものの方法につきましては幾つかあるようでございます。それぞれメ ーカ

ーが開発をいた しましであるようでございます。今回、私どもの方で採用いたしたいと思って

おりますのは、いわゆる循環方式を使いまして、でき るだけ浄化を図っ ていきたい、というこ

とで、御質問の中にもございま した建設省が、 7年間の研究の末に実施 しました野川のいわゆ

る礁問酸化方式とはちょっ と違ってまいります。そういう装置を近々付けたいという ことで、

計画を進めております。装置ができますと、 当然排水は向島用水に放流をお願いする、 という

形になるわけでございますけれども、大体市営住宅を含めまして、対象の戸数が 70戸ぐらい

になります。 1戸当たり 1日1.5トンということにいた しまして、日 常で 105トンを対象に

した処理水が処理できるような能力を持った浄水装置をつくりたい、というように思っており

ます。

それで、その浄化装置を付けた場合花、いわゆる BODの除去率でございますけれども、あ

すこの源水の水質調査をした人がございまして、それによりますとBODの濃度が 150ミリ

グラムリットノレ、 リッター当たり 150ということになっております。で、これをいま申し上

げたような浄化装置を通しまして、いわゆる循環接触曝気式で処理をいた しますと、 BODの

除去率が、メーカーの話ですけれども、大体 90%ぐらいはできると、こういうふうなことで

ございます。したがって、これが 150が 15近くになるわけでございます。さらに集水用の

トレンチというのがございまして、それを通しまして BODの除去率をさらに除去しますと、

結果的には最終処理水質が 3.8ミリグラムリットノレぐらいになると、いうふうに言われており

ます。これは鮒や鯉などは住める水質というのは大体 8ミリリットノレでございますので、十分

そういうものからいきま しても、効果がある というふうに思っております。工場等につきま し

ては、その 26メーターぐらいの幅 3メーターぐらいの装置になるわけでございまして、そう

場所も取らないということでございます。そして、そういう装置を試験的にあそこに付けるわ

けでございますけれども、できれば.効果を見ながら、今後、必要な箇所iζ逐次計画をしていき

たい、というふうには思っております。着手は 60年の 11月にはでき る計画でございまして、

竣工が年度内、 3月までにはでき上がる、という予定にいたしております。

それから 2点目の明星住宅地域の歩道の拡幅の問題でございますけれども、これにつきまし

ては御質問の中にもございましたし、前回も御質問あったようでございますけれども、地主さ

んが 4名おられまして、そのうち 1名の地主さんが補償問題の金額的な問題で折り合いがつか

なかったわけでございます。ガレージをつくるとかあるいは勉強部屋をつくるとかとい うふう

な、そういうことの中で、補償できる範囲内のものと、そうでないものもあったわけでござい

ますo そういう中で、金額的iζ折り合いがつかずに、やむを得ず見送らざるを得ない、という

過去の経緯がございました。その後の交渉につきましては、機会を見つけまして、な お、さら

に交渉を進めていきたい、と いうふうには思っておりますけれども、御存じのように、公道そ

のものが坂道でございまして、 そして既に住宅がはりついている、と いうふうなこともござい

まして、かなり難しい点がございます。ガス会社の変圧器などもあったわけで ζ ざいますけれ

ども、それについても一応了解が得られて、計画も進める段階まで行ったわけでございますけ

れども、大変残念ですけれども、 1名の地主さんの関係がございまして、今日まで延び延びに

なっております。できるだけ機会をとらえまして、再度交渉を再開した中で、できましたら、

わずか 1メート ノレぐらいの歩道の幅でございますから、それをなんとか解決をしたい、という

ふうに今後とも努力をいたしていきたい、というふうに思います。

それから 3点目を除きまして、 4点目の問題でございますけれども、道路標識の問題でござ

います。まず、道路標識の関係では、通学路の標識がございます。これは市内一般に言えるこ

とですけれども、約 450本、教育委員会をとおしまして、各学校がそれぞれ自分の学区ごと

に通学路を指定しておりまして、その通学路そのものは公道に限らず、学校側が指定しており

ますので、一部が私有地もある、というふうな状況もあるわけで大変その辺も管理状態の問題

につきましては、多少問題は抱えておるわけでございますけれども、約 450本設置されてお

ります。破損等の問題等につきましては当然逐次整理をいたしまして、見にくいもの等につい

ては直していかなければならない、 というふうに思っております。私どもの方、管理謀が担

当しておりまして、多少情報不足という点もあろうかと思いますけれども、どうかひとつ今後

ともお気づきの点がございましたら御支援をいただければ大変ありがたいと思っております。

それから、なお交通標識の問題に絡みまして、実践女子大の東北部の進入禁止の問題でござ
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います。それにつきましては、御質問の中に内容がるるお話しされておりますので、私から内

容につきましてはお話しすることもございません。何分iζ も交通規制の問題につきましては、私

どもの市の一存だけでいきませんで、日野警察署の方にも再三要請をいたしておりますけれど

も、信号機の一部付け替えの問題などでの予算措置の問題などもございますし、そういう中で

の、期間経過というものが今日まできてしまったわけでございます。この点につきましても、

鋭意努力いたしまして直接の所管が日野警察署の方からの上申でございますので、本庁の方は

交通管理課の運用係が担当いたしております。そういう面で、この問題につきましては、議会

が終わりましたら、早速にでも直接本庁の方に出向きまして、実現の要請を したい、というふ

うに思います。公安委員会の所管でございますのでこれは交通標識全体では、先の通学路の標

識とは違いまして、交通標識そのものの関係については、都の公安委員会の方の所管になって

おりますので、その辺の破損の問題の修理等につきま しても、所管の警察署を通しま して強く

要請をしていきたいというふうに思います。

それから 5点目の高幡不動駅のすぐ東側にございます南から北側花、北側から南に抜ける地

下道の側壁の表u離の問題ですけれども、これにつきましては、いわゆるモノレタノレで上塗りがし

てありまして、その天端付近が部分的に剥離をしていた、という現象があったわけでございま

す。したがって、その剥離状態によっては、モノレタノレの一部が下に落ちるという危険があるわ

けでございまして、昨年その部分を取り除きました。上の方の部分ですけれども、土木課の方

の直接の担当作業iとよりまして実施をいたしたわけでございます。で、最近も定期的に巡回を

いたしまして、剥離の状態を解消している、という状態がございます。その後の際立つての進

行は、剥離状態としては見受けられないわけでございます。しかし、場所が場所がらでござい

まして、下に歩道がございます。人は、通行があるわけでございますから、そういう点につい

ては、やはり点検を怠らずに、発生の防止に努めていかなけれは、ならない、というふうに思い

ます。同時にまた、路面の排水の問題で、グレーチングがしてございますけれども、未設置部

分の約 30メーターにつきましては、歩行の安全だとか、あるいは車両の脱却と言いますか、

ふたがしてないわけですから、あれ車がかつかつで通るわけです。幅員もございませんので、

そういう点で脱輪の防止というふうな点からも、早期にこれはふたをかけたいと思います。

それから最後に浅川の釣り場の通路の問題ですけれども、これにつきましては、当然御存じ

のように、浅川そのものは建設省の所管、管理になるわけでございます。そ Lて釣り場そのも

のは、自然的な地形だとか、あるいはその場の環境などによって、釣り場が多少場所としては

移動するかもしれませんけれども、現在の状況から見ますと、伺カ所か釣りのできるような場

所がございます。そこまでおりるのに、堤防からおりて行くのに、夏場は特に草が生えており

ますので、そういう点の草刈りにつきましては、何回か年に、 2回ぐらいでしょうか、最近建

設省の方で草刈りをしておるようでございますけれども、なおこれについては、市の方でも建

設省と協議しながら、草刈りをいたした経過が過去にもあったようでございますから、そうい

う経過を踏まえながら、河川敷きの釣り場iζ行くまでの安全を確保していくような草刈りを配

慮していきたい、というように思います。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 生活環境部長。 3点目の明星住宅地域内にある都有

地の地域広場としての活用ができないか、という御質問にお答えをいたします。

先ほどの御質問伺っておりますと、地域広場という狭い意味ではなくて、児童公園、あるい

は子供広場、そういうものも含めた広い意味で、という御質問でございますが、詳細な質問要

旨の中に、地域広場という言葉が使われておりますので、地域広場を担当いたします生活環境

部長からお答えをさせていただきます。

詳細な質問要旨をいただきまして、すぐ現地を含めた調査を行いました。現地は程久保422

番地にございまして、三筆ほどに分かれております。その土地の総計が 3，0 0 0平米でござい

まして、一部雑木林の部分を含んでございます。で、御資問の中にございましたように、 53 

年までは個人の所有地でございましたけれども、それが都に移り、現在も都有地として、東京

都が所有しております。この地域は、東側iζ第二武蔵野台団地がございまして、西側が雑木林

に固まれました、いわゆる谷戸でございます。沢状の広がりを持つ土地でございまして、緩や

かな傾斜地になっております。現地へまいりまして、目測でございますけれども、およそ3，000

平米のうち 2，000平米ぐらいの面積の広さは、草がすっかり刈り取られまして、自由な使用

に任されている、そのような形でございます。進入路は、 第二武蔵野台団地のメイン通り、

京王線のガードをくぐりまして、すぐ左折をいたしまして、私立の若葉保育園のところからは、

道幅が 1メートノレぐらいの狭い道になっております。極めて地形的には閉鎖的な立地条件がご

ざいまして、近隣からあまり目が届かない、そういうような状態の所です。しかも傾斜地でご
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ざいます。そしてこれを仮に都から借り受けまして、平らに整地をいたしますと、擁壁の部分

もかなり広くなりまして、相当自然、をい じくるような形になります。大雨の折りの災害、こう

いうことも心配になるわけでございます。そういった防犯土の問題、それから災害対策上の問

題、またはこの広場に到達するまでの交通の問題、主として道幅でございますか、そういった

ことを考え合わせますと、地区広場として位置づけるよりも、自由に使える形、今のままの形

が最も適当ではないかと、このような結論に達したわけでございますけれども、せっかくの御

提言でもございますので、なお続けて研究をさせていただきたいと思います。

第 4点目、市衝に設置されている公害標識の古くなったものを整理されたい、現在公害防災

課で管理しております標識は、避難場所、それから避難場所に至るコースの案内標識、それか

ら水利標識のうち防火貯水槽と消火栓用と、この四つがございます。御質問の標識は恐らく消

火栓用のものと思われますけれども、市内の消火栓と私設と合わせて 1，2 3 4カ所ございます。

そのうち公設分は 1，0 9 9カ所でございまして、その 1，09 9カ所の公設の消火栓のうち、今

までに約 600カ所の立て札を取り除きまして、道路に黄色い枠組みをした焼き付け方式に変

えてございます。残りの分につきましては、来年度以降、無理のない年次計画を立てまして、

毎年毎年計画的花立て札を焼き付方式に変更してまいりたい、そのように考えております。

以上です。

O副議長 (米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君〉 福祉部長でございます。

正点の説明会、講習会等がゲートボ」ノレの愛好者の手によって行われております。現在そうい

う形では、周知徹底されている、という具合に了解しております。

0副議長(米沢照男君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君〉 御答弁ありがとうござt¥ました。

大体、今回は大変細かな御答弁をいただきましたので、ある程度納得できますが、数点につ

いて、ちょっと再質問させていただきますD

まず、 1点目の喋間浄化槽の件につき まして、 BODですとか、着工だとか、そういったお

答えいただいたわけですが、側溝の、いわゆる浄化槽ができましでも、あれと隣接するいわゆる

側溝工事も伴って行わなければならないんじゃなかろうかなと、上下ですね。その点について

は、どうなんだろうかと、これが 1問自の一つの質問でございます。

それから、 2点目の明星住宅地域の中央通りの拡幅工事についてなんですが、最近確かに部

長のおっしゃられたように、ガレージをつくってくれと、そういう要求があった。 不当要求 と言

うんでしょうか、そういったことに対して、 予算措置もとれないし、無理だ、ということで、

せっかく交渉が 9分 9厘決まったところが、流れてしまったと、いういきさつで断念して今日

来ているんだと。ところが、最近、お話を聞きますと、その l人のためにできなかっ たがため

に、今まで協力をしてきた残りの 9軒の方々が、いわゆる空き地を持っている人が家を建てた

い、市でやらないんであれば、もうこれ以上我慢できない、もう家を建てますよ、ということ

を言っておる。ますますその可能性が薄くなってくるんではなt¥かと、こう思うわけでありま

第 7点目のゲートボーノレのjレール改正K伴う問題花ついてお答えいたします。先ほど御質問

にありましたように、昨年、全国ゲ)トボーノレ連盟ができまして、東京都もこれに参加する、

また東京都の大会に出場するために、日野市でも自主的に老人クラブ連合会の中にゲートボー

ルの連盟ができました。これによりまして全国のゲートボール連盟規約によって、今後いろい

ろなゲートボールが、今まで自主的に行われていましたゲートボーノレ大会が一定の規約iζ沿っ

て実施さわる、こういうようになるかと思います。これに伴いまして、老人クラブの中で自主

的に各クラブの自主的な講習会が開かれております。既に 5月 15日に 1回目、それから 6月、

これは 5月 22自に実施されております。また、この新規約の説明会が日野市ゲートボーノレ連

盟の手によって行われております。また、日野市の大会が 11月 5、 6と行われるわけでござ

いますけれども、これに先立ちまして、 1 0月の 2日と 11日にまた、さらにこのノレーノレの改

す。この点については、せっかく乗りかけた船が、ここで頓挫、中断するということ がないよ

うに、ひとつ、できないんならもうやむを得な い、それはもう仕方がないと思うんですが、可

能性があるものがだめになるということでしたら、あまりにも残念な話でございますので、一

層ひとつ努力をしていただきたt¥。これは回答は結構でございます。

それから、 3点目でございます。 3点目は明星地域内にある都有地の広場の活用はできない

か、ということ でございますが、確かに傾斜地でございます。傾斜地であることは事実でござ

いますけれども、それほど、いわゆる斜面に沿った傾斜地なわけでありますね。特段がけだと

か、そういう意味じゃないわけですよね、十分に子供たちだって遊びができる程度の広場なん

で、当然、例えは明星住宅の方々の御老人のゲートボーノレ場は、あの地域には一つもないんで、

多摩動物公園の方へ行って、やっている状態です。確かにあそこ地区広場、あるいは児童公園、
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子供広場等iζ活用すると仮定するならば、ある程度斜面を平地にならした上で、側壁をつくっ

た上で、使用しなけれはならないと思うんですが、私はあの程度の工事だったならば、市民が

あすこで有効利用できるんだったらは‘、それほど、ものすごい大変な工事とは思われないんで

すけれども、この点について、再度、もうあきらめたのか、今後ともそういった面について努

力していただけるのかどうかと、ちょっと簡単で結構ですからお答えいただきたいと思います。

それともう一つ、 4点目でございますが、いわゆる飯山議員の質問に関連するんですが、交

通信号標識がいわゆる単独方式から併設方式に変らなければ‘ならないので、信号も付け直さな

ければならない、それには公安委員会のいわゆる予算措置等もしなければならないので、重ね

て今後、日野警察を通じて努力して l)く、というような答弁でしたが、部長、矢頭橋と言うん

ですか、矢頭橋の所iζ は残念ながら信号がないんですよね、あすこは。進入禁止と一方通行の

標識だけで、信号付いてないんですよ。だから、その先の信号のこと言っているんじゃないか。

その先の信号ならばわかるんですけれども、進入禁止の所には信号はないんです。だから恐ら

くその先の意味じゃなかろうかと思うんですが、その点についても、同じ問題を 2人の議員が

取り上げるというようなこともございますので、ひとつさらに一層の御努力をお願いいたしま

いのか、例えば私が聞いている のは、こういうことを聞いております。今年度はほかのチームも

皆んな連盟に加盟したんで、うちの方も乗りおくれるといけないと思って加盟をじました、けれども、

とてもこれではついていけないので、来年からの会費は納入をやめて自然、脱会をします、とい

うふうに聞いております。ちょっとそこら辺くし 1違いますので、もし答弁があればいただきます

し、また、今後調査して、実態はこうだったということがわかれば、それでも結構だと思うん

ですが、ひとつそういったことがあるということを念頭においておいていただきたいと、かよ

す。

うに存じます。

以上です。今数点ちょっと再質問したんですが。

0副議長(米沢照男君〉 再質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(中村亮助君〉 建設部長お答え申し上げます。

まず、第 1点の浄化装置の問題でございますけれども、これも確かに今、特に市営住宅の関

係につきましても、現況の排水路というものは、いわゆる素掘りで、自然侵透するような形に

なっております。したがって浄化装置を取り付けますと、ーたん浄化装置の中に水をよび込ま

なければなりませんので、そういう点で、対象になる建物からの排水系統、これを直さなくち

ゃなりませんし、それから、当然、流末処理の問題では、現在の素掘りの水路は直してl)かなけ

ればならないわけでございます。そういう一連の計画を立てまして、対処してし 1く予定にして

おります。

それから、 2点目の明星大学の前の歩道の問題ですけれども、これにつきましては、さっき

申し上げましたように l人の地主さんの折り合いがつかないと、いうことであったわけでござ

います。確かに現況を見ますと、家が建てこんでおりますし、なかなかそういう問題含めた中

での補償問題等も含めますと、困難な点があるわけでございます。けれども、先ほ ど申し上げ

ましたように、拡幅できる可能性の範囲内で努力をしていきたい、というふうに思います。

一方通行の解除の問題につきましては、確かに信号機はあすこにございません。直進ができ

ませんという道路標識だけあるわけです。その先行きますと、実践女子大学の正門の前を通り

まして、交差をするわけですから、そういうあすこの信号の問題もございます。そういう一連

の信号の手直しをしなければならないということでございます。信号機の設置につきましては、

前回も申し上げましたけれども、かなりの 16カ所ほどの要望があるわけですけれども、なか

なか予算措置の問題等で思うようにできません。御指摘をいただいた先般の日野 90号線につ

5点目は、グレーチングをしてくださるということで、結構でございますが、今お答えを聞

いておりますと、モノレタノレで塗ったところがはがれてきて、それが落ちて危険なので、時々担

当の者が行ってそれをはがしている、ということでございます。あれは 1カ所はがれると、次

から次へ全部はがれるまでいっちゃうんですね。せっかくここでいいなあと思っていると、ま

た雨が降ったりなにかすると浸透して、また次iCくずれてくるという現象がございますので、

はがすんだったら、いっぺんに全部はがしてしまうとか、なんかの方がむしろよろしいんじゃ

なし 1かと思うんですが、そこらについて答弁は結構です。やっていただいているということで

ございますので、再度、一応要請だけしておきます。

それから浅川の釣り場についても、市も今後、釣り場lζ対して二、三メートノレの草刈りぐら

いはしますよ、ということに解釈しますのでよろしくお願いいたします。

最後の 7点目のゲー トボーノレ、今、福祉部長の答弁ですと、それほど混乱来たしてないとい

うような感じをちょっと受けたんですねo 現場の声とちょっとかけ離れておりますので、私ち

ょっと、そこら辺を納得できないんですけども、部長のところに、まだそういう声が届いてな
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きましても、中央道のすぐ北側ですけれども、ついこの問、ようやく 1年ちょっとを過ぎまし

て、これも直接お願いに行ったわけですけれども、きのう、ようやく使用開始できるような状

態でございます。なお、 一層の努力をしていきたい、というふうに思います。

0副議長(米沢照男君〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 生活環境部長。第 3点目の再質問についてのお答え

をいたします。

先ほどお答えいたしました防犯災害交通上難点があるという、 一応の結論は、事務職員の目

で見た結論でございまして、技術職員の目を使っておりません。そういうことと、それからさ

らに地主である東京都に対しまして、まだ東京都の意向も確めておりませんので、そういう問

題を含めまして、もう少し調査、検討を続けたいと思っております。

0副議長 (米沢照男君) 福祉部長。

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

0福祉部長(高野 隆君〉 7点目の問題について、再度御質問ございましたけれども、

請願の要旨は、お手元に配付しました印削物のとおりです。

請願第 60 -1 1号、請願第 60 - 1 2号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の

規定により、議長において厚生委員会に付託いたします。

これより請願第 60-1 3号、日野第二小学校校舎内の整備に関する請願の件を議題といた

しますo

請願の要旨は、お手元に配付しました印削物のとおりです。

請願第 60 -1 3号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定により、議長にお

いて文教委員会に付託いたします。

これより請願第60 -1 4号、循環パス市案に加え全市的循環パス実現を願う請願の件を議題

といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 60 -1 4号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定により、議長にお

いて総務委員会に付託いたします。

本日の日程はすべて終わりました。本日はこれにて散会いたします。

午後 3時 53分散会

現在、ノレーノレの周知徹底に努めている、ということは聞いておりますけれども、その辺の御質

問の内容については、さらによく調査してみたいと考えております。

0副議長(米沢照男君〉 市川資信君。

01 9番(市川資信君〉 ありがとうございました。大体言ってすぐできるというもの

はございませんけれども、私は、これをもって質問終わらせていただきますが、先ほど言った

明星の中央道路とこの広場については、また、何かの機会にこの件については質問さしていた

だきますので、その間の努力を十分しておいていただきたい、十分な、またその際の答弁をい

ただけるような形をとっておいていただきた t'~ということを要望いたしまして、私の一般質

問終わらせていただきます。

大変ありがとうございました。

0副議長(米沢照男君) これをもって 21の 1(続)地域の小さな問題も積極的に取りあ

げる行政を推進せょに関する質問を終わります。

これより請願第 60 - 1 1号(仮称〉神明地区センター建設に関する請願、請願第 60-12

号静閑な住宅地の真中への駐車場建設反対に関する請願の件を一括議題といたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕
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10月 9日 水曜日 (第 14日)

昭和 60 年

第 3固定例会
日野市議会会議録 (第 33号)

1 0月 9日 水曜日(第 14日〉

出 席 議 員 ( 2 7名)

1番 橋 本 文 子 君 2番 ネ高 島 敏 雄 君

3番 俣 昭 光 君 5番 谷 長 君
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説明のため会議に出席した者の職氏名 (厚生委員会〉

市 長 森 田 喜美男 君 日程第 3 議案第 66号 日野市立地区センタ ー条例の一部を改正する条例の制定につ

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 虫B 君 いて

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 =口士= 君 日程第 4 議案第 67号 日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定につい

市民部長 佐 藤 矢日口 春 君 生活環境部長 坂 本 金 雄 君 て

清掃部長 藤 浪 ニ屯"'=. 徳 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 日程第 5 議案第 69号 日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定につい

建設部長 中 村 売 助 君 福祉部長 局 野 隆 君 て

水道部長 土 方 武 彦 君 病院事務長 大 貫 松 雄 君 日程第 6 議案第 70号 日野市心身障害者Qle)福祉手当支給条例の一部を改正する条

教育次長 山 哲 夫 君 例の制定について

日程第 7 議案第 71号 日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定につい

会議に出席した議会事務局職名 て

局 長 宅ιi玉J 沢 代 =口と 君 次 長 ，馬 場 守 君 日程第 8 議案第 73号 昭和 60年度目野市国民健康保険特別会計補正予算について

書 記 田 中 正 美 君 書 記 土 方 留 春 君 (第 1号〉

書 記 谷 野 省、
一 君 書 記 串 田 平 芳日 君 日程第 9 議案第 75号 昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算について

' 書 記 佐 々 木 茂 時 君 (第 2号〉

日程第 10 議案第 76号 昭和 60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算について

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3 (第 1号)

立川速記者養成所 所長 関根福 次 (建設委員会〉

速記者 小野口純子君 日程第 11 議案第 68号 日野市下水道条例の制定について

日程第 12 議案第 74号 昭和 60年度日野市下水道事業特別会計補正予算ιついて

議事 日 程
昭和 60年 10月 9日(水) (第 2号〉

牛 前 1 0 時開議 日程第 13 議案第 77号 市道路線の一部廃止について

日程第 14 議案第 78号 市道路線の廃止について

(議案審査報告〉 (総務委員会〉 日程第 15 議案第 79号 市道路線の認定について

日程第 1 議案第 80号 仲田緑地築造工事請負契約の締結について (一般会計決算特別委員会〉

(総務、文教、厚生、建設) 日程第 16 議案第 56号 昭和 59年度日野市一般会計決算の認定について

日程第 2 議案第 72号 昭和 60年度目野市一般会計補正予算について(第 2号〉 (特別会計決算特別委員会)

日程第 17 議案第 57号 昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定について
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日程第 18 議案第 58号

日程第 19 議案第 59号

日程第 20 議案第 60号

日程第 21 議案第 61号

日程第 22 議案第 62号

日程第 23 議案第 63号

日程第 24 議案第 64号

(請願審査報告 〉

昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定につい

て

昭和 59年度日野市下水道事業特別会計決算の認定について

昭和 59年度日野市立総合病院事業会計決算の認定について

昭和 59年度目野市受託水道事業特別会計決算の認定につい

て

(厚生委員会〉

日程第 34 請願第 60- 5号 老人医療定率負担の導入に関する陳情

(継続審査〉 (総務委員会)

日程第 35 請願第 59-28号 世界連邦都市宣言に関する陳情

日程第 36 請願第 60ー 7号 下町下河原地区に所在する(旧)日東精密時計株式会社跡地取

得lζ関する請願

(文教委員会)

日程第 37 請願第 57ー 7号 遊休農地をテニスコ」ト として利用することに関する請願

(厚生委員会)

日程第 38 請願第 60-9号 無認可保育室の助成花関する陳情

日程第 39 請願第 60-11号 (仮称 〉神明地区セ ンタ ー建設に関する請願

日程第 40 請願第 60-12号 静閑な住宅地の真ん中への駐車場建設反対花関する請願

(建設委員会)

日程第 41 請願第 57-37号 高幡不動駅北側地区の区画整理に対する反対請願

日程第 42 請願第 57-51号 高幡地区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反対

請願

日程第 43 請願第 57-55号 高幡不動駅南新井東地区の区画整理に対する反対請願

日程第 44 請願第 57-59号 土地区画整理事業策定にあた って当該計画より第一豊田荘住

宅地域を除外に関する請願

昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定につい

て

昭和 59年度 目野市老人保健特別会計決算の認定について

昭和 59年度目野市仲田緑地用地特別会計決算の認定につい

て

(総務委員会 〉

日程第 25 請願第 58ー24号循環パスに関する請願

日程第 26 請願第 59-21号 市内循環ノイス路線の早期実現を求める請願

日程第 27 請願第 60- 4号 日野駅~豊田駅を結ぶ市内パスを速やかに滝合橋経由平山城

壮公園駅まで延長し、私たちの南北交通の是を確保するため

の請願

日程第 28 請願第 60-14号 循環パス市案lζ加え全市的循環パス実現を願 う請願

日程第 29 請願第 59-29号 健康保険本人の 10割給付復帰、および国民健康保険への国

庫補助率引き上げの意見書を求める請願

日程第 30 請願第 60-8号 「国家秘密に係るスバイ行為等の防止に関する法律案」に対

する日野市議会の反対決議を求める請願

日程第 31 請願第 60-10号 [国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案J1<:反

対する日野市議会の意見書を求める請願

(文教委員会 )

日程第 32 請願第 60-13号 日野第二小学校校舎内の整備に関する請願

日程第 45 請願第 57-62号 程久保 662番地地域山林緑地保存iζ関する請願

日程第 46 請願第 58-5号 高幡不動駅地区の区画整理に対する反対請願

日程第 47 請願第 59-8号 生活道路設置に関する請願

日程第 48 請願第 59- 9号 下水道設置に関する請願

日程第 49 請願第 59-16号 基盤整備に関する請願

(継続審査議決)

(取り下げ)

日程第 33 請願第 58-29号 循環パス市案に反対する請願

(総務委員会 )

日程第 50 

日程第 51 

下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件

農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決に関する

件
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日程第 52 

日程第 53 

日程第 54 

(請願上程〉

高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に関する件

廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件

市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決に関する件

午前 10時 33分開議

0副議長 (米沢照男君〉 本日の会議を開きます。

適切な指導を求める請願

ただいまの出席議員 23名であります。

これより議案第 80号、仲田緑地築造工事請負契約の締結の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇 〕

日程第 55 請願第 60-15号 日野本町四丁目のワンノレーム・マンション建築に反対し市の

(議案上程)

日程第 56 議員提出議案第 8号 人事院勧告の完全実施に関する意見書

日程第 57 議員提出議案第 9号 老人医療費の不公正な負担増ならびに老人医療自己負担

ヲ|き上げに反対する意見書

日程第 58 議員提出議案第 10号 東京都住宅供給公社の不当な定期的家賃値上げに反対す

る意見書

日程第 59 議員提出議案第 11号 健康保険本人の 10割給付復帰、および国民健康保険へ

の国庫補助率引き上げを求める意見書

日程第 60 議員提出議案第 12号 [国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」

制定に反対する決議

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉 総務委員会の審査報告を申し上げます。議案第 80 

号でございます。仲田緑地築造工事請負契約の締結についてであります。

この工事については、契約金額が 1億 4，600万円でございます。指名競争入札が行われま

した結果、大成・日野大野建設共同企業体という形で、落札となりました。

この議案につきましては、共同企業体でな くても、地元の業者だけでやらせてみたらどうか、

というような質疑がございました。しかし、これは全体の工事計画として大規模なものである

という点などで、共同企業体としたということでございます。

そのほか、慎重なる審議をいたしました結果、原案どおり可決と決しましたので、よろしく

お願いをいたします。

。副議長(米沢照男君〉 これよ り質疑K入ります。なけれは、これを もって質疑を終結

日程第 1から第 60まで

いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件iζ対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

本日の会議ι付した事件

。副議長 (米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 80号、仲田緑地

築造工事請負契約の締結の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 72号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算(第 2号)の件を議題といた

します。

本件については 4常任委員会に分割付託しておりますので、順次審査報告を願います。総務

委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉 総務委員会の審査報告を申し上げます。
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昭和 60年度目野市一般会計補正予算第 2号の説明書によるうちの、歳入及び議会費、総務

費について、審査をいたしました。

歳入の補正額は、 4億 6，4 2 7万 4，000円でございます。これは、精神薄弱者福祉費など

の措置人員の増でございますとか、あるいはまた、心身障害者福祉手当、これらの単価のアッ

プ、老人クラブ運営費の単価のアップ、これらに伴う国庫支出金、都支出金等の補正による歳

入が主たるものでございます。

歳出ιつきましては、議会費がございます。補正額は 967万 5，000円でございます。こ

の中で、議長印を今回っくり直すことになりま した。他市町村、あるいは市長印との大きさを

調整するという意味で、新たに 2個っくり直すものが入っている次第でございます。

次花、総務費でございます。補正額 2，292万 9，000円でございます。総務費の中にも、

やはり市長印の 2個をっくり直す補正予算が入っております。これは、古い時代の市長さんが

つくった市長印が大き過ぎまして、 26市の市長会等で統一の文書を出すときに、日野市だけ

が目立ち過ぎるということで、他市iζ合わせて大きさを調整をし、かつまた横書きの文書など

にも沿うものということで、 2個ほど新調するものでございます。

質疑の中では、歳入部分につきまして、繰越金の扱いについて、慎重なる審議などをいた し

ました。今回の繰越金補正額 4億 3，7 1 4万 1，00 0円につきましては、前年度の繰越金の状

況を見て、歳入補正したということでございます。

以上の審議を行いました結果、原案どおり可決と決しましたので、よろ しく御審議をお願い

いたしますo

0副議長(米沢照男君〉

いたします。

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

億 4，0 4 2万 9，0 0 0円とするものであります。

主な内容について申し上げます。まず、特別職の報酬改定iζ伴いまして、差額分が計上され

ております。

そのほか、第五小学校の防球フェンスの設置、第一中学校給水管の洗浄、これは赤水対策と

して、冬休み中に工事が行われるものであります。

次に、七生中学校の防球フェンスの設置、これは五小と同じく、いわゆる防音公害から、フ

ェンスを高くして近隣からの苦情等にこたえるものであります。

そのほか、中央図書館の屋上の防水改修費が計上されております。これは、開館 12年目を

迎えております中央図書館の雨漏りが激しいために、工事が行われるものでございます。

そのほか、市民プーノレ費、工事請負費がございます。市民プーノレの用地を、整地をいたしまし

て外棚等を設けるものであります。これも 40年に プーノレができまして、 2 0年を経過し、そ

れに伴っていろいろ来年度の運営管理に支障を来すために行われる工事でございます。

以上、主な内容について申し上げました。

質疑lζつきましては、プーノレにつきましては、市長の公約として、流れる プーノレ、流水プー

ノレ等の考え方も示されているが、この設置については、その場所についてはどうなっているか、

また、財政上の問題についてはどうなのか、この点について質疑がございました。

場所については、駒形公圏内に考えているとの方針が示され、財政上の問題点については、こ

こ数年のうちに改修をしていくということは難しいのではないか、こ のような答弁がございま

した。

また、-中の赤水対策については、飲料水等には使わないのか、という質問がございました。

給食等には関係なく、手洗いだけに使うということで、衛生上も問題はないという答弁でござ

いました。

また、図書館については、工事請負費とは直接関係ありませんが、図書館日本ーという日野

市の図書館の位置づけが、 最近危ういようだが、その点で、図書館は他市iζ比べて、現在の水

準を維持するようなどのような考え方を持っているか、このような質疑もございました。

図書館長の方からは、他市の努力をたたえる発言もございましたが、人口 10万から 20万

の都市の中では、 3指、つまり 3本の指には入る水準を保っているということで、現在、図書

館運営協議会等で、図書館の今後の 10年後、また、将来構想、について検討を行っているとい

次花、文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長 (古賀俊昭君〉 文教委員会に付託されました議案第 72号、昭和 60年

度日野市一般会計補正予算(第 2号)の歳出のうち、教育費について文教委員会の審査報告を

申し上げます。

今回の補正は、教育費を 6，565万 6，0 0 0円増額補正いたしまして、教育費の総額を 50 
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うことで、前向きの答弁もございました。

その他、質疑がございましたが、特段ここで御報告させていただくと いうよ うなこ とはござ

~ ¥ません口

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもっ て質疑を終結

委員会では、政策的な問題があるということから、市長の出席を求め、答弁を伺いました。

地域難病記念事業につきましては、難病検診事業が日野市と民間団体を中心に育ったものであ

り、他市の評価も高いこと、スター卜以来 10周年を迎えるので、この際、市が音頭をとって、

さらに前進させたいという意向を持っている。実施団体は、医師会、日社協、医療と福祉を進

める会、 この 3団体によりつくられた実行委員会が当たり、それへの市の補助金となる。内容

的には、地域ケアをめぐる全国学術交流集会として行い、 1 1月 23日から 25日にかけて、

市民会館及び市役所を中心に開催をされる。メインとなる講師には、作家の遠藤周作氏を予定

をしている。予算的には、参加者負担金も含めて 340万円を見込んでいるが、市としてはお

よそ 3分の lぐらいの補助という考え方から、 100万円を補助したいということ。

さらには、本来ならこうした補助金は当初予算で組むべきであるが、今回は過去の事業実績

を踏まえ、さらに自社協会長からの強い要請もあって、 1回き りの特例として補助することに

した、等の答弁がありました。

また、浅川河川敷の測量については、落川地区の広場の少なさから、地元の要望も強く 、こ

れまでもいわゆる自由使用がなされていたところで、 多摩川、浅川の合流点近くである。既に

建設省の内諾もいただき、正式の申請を出すについて要求された測量図を作成するためであり、

利用については問題がな~¥。利用申請は市で行うが、その後は地元で管理をしてもらい、市の

広場などとしては扱わない。

東光寺グラウンドについても、努力はしてきたけれども、八王子市との境の複雑さ、堤防工

事のおくれ、谷地川改修のおくれ、旧地主との話し合いが進行中であること、等の理由からお

くれてしまった。今後は、自主使用を先行させるなど、積極的に努力をしたいとの答弁がござ

以上、慎重に審査を行いまして、原案を可決すべきものと全会一致決定をした次第でござい

ます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

いたしますo

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

次花、厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇 〕

O厚生委員長(馬場弘融君 〉 厚生委員会の審査報告を申 し上げます。

議案第 72号、昭和 60年度日野市一般会計補正予算第 2号歳出のうち、民生費、衛生費、

労働費、消防費につきまして、去る 10月 3自に開催されました厚生委員会における審査の経

過並びに結果を御報告申し上げます。

今回の補正の主なものを申し上げますと、各款に共通して、非常勤特別職の報酬アップに伴

う増額、民生費では、地域難病活動記念事業への 100万円の補助金、それから、後ほど御審

議をいただきます各種手当条側の改正に伴う福祉手当、育成手当等の増額がございます。

衛生費では、有害ごみの収集運搬処介iζ伴う委託料、及び市立病院への出資金それぞれの増

額などがございまして、合わせて民生費では、 3，7 1 1万 4，000円、衛生費では 1，3 8 1万

8， 0 0 0円、労働費では 5万 3，0 0 0円、消防費では 38万 6，0 0 0円の増額補正となってお

ります。

質疑の主なものでは、民生費の中では、地域難病活動記念事業への補助金につきまして、い

かなる団体がどのような内容で実施をし、総予算はどのくらいであるか、補助金というものは

当初予算で組むべきではなかったのか、また、遊び場費の中の委託料、浅川河川敷測量につい

ては、場所がと‘の辺か、測量しても国が使用許可をする見通しはあるのか、いずれ市が管理す

る遊び場となるのか、地元利用が可能ということは、河川敷のいわゆる自由使用を拡大解釈し

たためだと思うが、それならば、なぜ東光寺グラウンドの方も同様に対処できなかったのか、

などが問われました。

~ ¥ました。

次lζ、清掃費におきましては、水銀含有など有害ごみの回収目、回収場所はどうなっているか、また、

最終処分場はどこか、 6月補正でス ター卜 をした清掃パトローノレ車の現状はどうなっているか、

先日越こったプロパンガスボンベの爆発による破砕機の破損、修理にはどのくら~¥かかるのか、

水銀乾電池の扱いについて、国は分別の必要なしとの判断をしたようだが、市の考え方はどう

なのか、空き瓶やガラス回収の現状を知りたい、等が問われました。

答弁としては、水銀含有ごみの回収については月 2回行っており、回収場所も従来の 130

カ所から 18 1カ所にふやしている。最終処分場は、北海道北見市の奥、野村興産イトムカ鉱
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業所lとお願いをしており、 卜ン当たり約 10万 7.0 0 0円で処分をしている。

清掃パトロ ーノレ車については、日野環境保全にお願いをし、 7月以来既に軽自動車にて稼働

中である。清掃部の破砕機爆発は大きな事故でありまして、今、仮の処置をしてあるが、本格

的復旧には約 1，2 0 0万ぐら t¥かかるかと思うので、今後、補正をお願いをすることになろう。

71<銀乾電池等の扱いについては、厚生省は、特に有害とは言えぬという発表をしたけれども、

市としては、従来どおり疑わしいものは分別するという考えに立ち、措置をしていくし、市民

にもそのように PRをしていくつもりである。その上、 27市町でお願いをしている日 の出町

の最終処分場には、水銀含有物は捨てない、こういう協定を結んでいる面からも、分別せざる

を得ないということもある。

ガラスの廃棄物回収については、無料で山村ガラスにお願いをしている。ボランティアへの

補助など、行政の関与を拡大すべく検討中であるが、消費者運動の観点から、資源再利用とい

う面で推進をしていきたい、等の説明がございましたD

意見といたしま しては、 1、地域難病活動記念事業への補助金については、実績のない実行

委員会に、 10 0万円もの多額の補助金を突然決めると いう考え方はおか しい、主催の中心団

体である日社協と市との密接な関係から見ても、当然、当初予算iζ組まれるべきものであった

と思う。本来の姿ではないので、今後、十分注意をされたt¥。

2、浅川河川敷の演Ij量費に関連をして、東光寺グラウンドの利用についても、従来から地元

では自主使用等による実績積み上げ方式を強く要望をしてきた。しかし、市側は河川敷利用の

難しさを強調するばかりで、対応iζ柔軟性がなかった。今回の落川の例を見れば、東光寺の場

合ももっと早くできたのではないか。今後は、東光寺地域も含め、河川敷利用について市側の

積極的かつ柔軟な対応を求めた t¥0 

3、清掃破砕機の爆発lζ関連をして、二度と爆発事故等が起きないように、危険なごみの事

前チェックには十分な配慮をされたい。

このような意見が出されたところであります。

以上申し上げましたような審査を踏まえ、採決iζ移りましたが、民生費、衛生費、労働費、

消防費とも補正内容には全員異議なく、原案のとおり可決をすべきものと決した次第でありま

す。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

。副議長(米沢照男君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 今、委員長の方からかなり詳細に御説明がありました。地域

難病活動記念事業補助金について、お尋ねをいたします。

委員長の報告の中にもありましたように、非常に突飛な形でこの補正が提案をされてきた、

ということであります。 10周年とい うことで、 一つの節目、周年事業ということになろうか

と思いますが、こ の 100万円支出の3分の lという一つの根拠は、 3分の l補助という補助

率での考え方が示されましたが、もう少し、 100万円の支出に至った経過について、 その根

拠を説明をしていただければと思います。委員会でそういう話が出ていれば、御説明いただき

たいと思います。

なお、今回、特別の措置として、 1回限りということを条件に、市は認めた というお話でご

ざt¥ましたが、例えば 5周年とか、その前の、まあ 5周年であろうと思います。なにかそうい

うときには、特iζ市の方で補助等は行われなかったのかどうか。そうして、 議論があれば聞か

せていただきたいと思います。

また、総事業費 34 0万円ほどかけて、この事業を行われる という委員長のお話でございま

した。その中で、主な支出の内訳として、講演会を開く。そして講師のお名前が遠藤周作さん

ということでございましたが、かなり著名な作家の方だと思います。 5万や 10万では来てい

ただけない方だと思うんですが、ちなみに、こうした補助金が突然に使われることでもありま

す。遠藤周作さんの講演科は一体t¥かほどなのか、参考までにお聞きをしておきたいと思いま

す。

0副議長 (米沢照男君〉 厚生委員長。

0厚生委員長 (馬場弘融君) 3点の御質問だと思います。 2点目、 3点自につきまし

ては、委員会で十分審議をされておりませんので、担当部の方での御説明をお聞きいただきた

いと思うんです。

第 1点目の、根拠といいますか、どういう理由で 10 0万円の補助をするかということでご

ざし 1ますが、先ほど、報告もちょっと申し上げましたけれども、これまで日野市が民間の方々

を中心にして、難病医療についてはかなり努力をしてきた。その行動が全国的に評価をされて

いるということもあって、 10周年を期に、この事業をさらに前進をさせていきたt¥。それに

は、市が全面的にパックアップする必要があるだろうと、こういう判断に基づいて、しかも日

社協の方からも、ぜひお願いをしたいという積極的な要請もあった、この辺を踏まえて、今回
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は特例として補助を出した、こういうふうな説明であったというふうに聞いております。

あと、 2点目、 3点目、及び 1点目の補足につきましては、担当の部の方からお聞きをいた

だきたいと思います。

お願いしますo

O副議長(米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 それでは、 1点目の若干の補足と、 2点目、 3点目につい

て、お答えいたします。

3分の lといいますのは、難病事業は、基本的には行政も、あるいは市民、医師会というよ

うな形での、三者の共同として進められてまいりましたし、そういう意味での関係、また、今

回の支出の内容といたしましては、市民会館の借上料、その他宣伝物等がございますので、これ

についての応介の対応、というようなことで考えております。

また、 2点目の、 5周年記念につきましては、特段の御要請もありませんでしたし、このよ

うな大きな行事も組まれておりませんでしたので、そのようなことは、補助はしておりません。

3点目の、講師の講演料でございますが、講師は、先ほど御報告がありましたように、日本

ペンクラブの会長の遠藤周作氏でございます。

当初は、会長から、会長のつき合いというようなことでのお願いで、遠藤周作氏の講演とい

うようなことが決まった由花開いておりますけれども、その後花、日本ペンクラブの会長とい

うような立場から、会の方から、応分の講演料をお願いしたいというような、お申し出もあっ

たと聞いております。

現在の支出予算としては、 60万円の講師予算、講師謝礼が組まれております。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

ちょっと再質問をいたします。

員の方が、大体四六時中お 1人行っていらっしゃるわけですね。ことしが 10周年ということ

は、 10年前からわかっているわけでして、ことし、当初予算の計上の段階でも、当然こうし

た行事をやりたいということであれば、委員長の報告の中にもありましたように、当初予算に

まず計上されて、提案されるというのが当然だろうと思います。

突然、補正予算に 9月議会、この第 3固定例会の中で提案をされるというのは、大変突飛な

感じがするんですが、これはいつごろ、具体的に 10周年事業の要請があったのか。 しかも、

最初に申し上げましたように、市の職員の方が、市長の肝いりで派遣をされて、自社協にいら

っしゃるわけです。当然、自社協との意思疎通は十分に図られていることだと思いますが、に

もかかわらず、このような形で補正が提案をされるというのは、どういうことかな、というふ

うな感じが強くいたしますので、この補正が提案をされてきた時期について、要請が日社協側

からあった時期について、お尋ねをしたいと思います。

また、市の職員の方、つまり派遣をされている方から、こうした事業の予定Kついて、あら

かじめ、当初、昭和 60年度の予算編成には全くそうした御連絡等はなかったのかどうか、こ

の点もお尋ねをいたします。

また、今回の記念事業の講演者、日本ペンクラブの会長の遠藤周作さんだということで、講

演料は 60万ということでありますが、どなたがお決めiとなって、講演をしていただくかは、

これは主催団体のもちろん自由でございますし、遠藤周作さんがどのようなお話しになるのか

わかりませんが、大変高い講演料だと思います。

私は、先般、この議会の最初にも、福祉祭りのことを取り上げて、ちょっと質問をいたしま

した。先般、中央公園で行われました福祉祭りには、私が見たことも聞いたこともない、恐ら

く一般の市民の方も、多分余り御存じないのではないかと思うんですが、芸能人と称する歌手

の方を呼んできて、その方に売り上げの中から 70万円近くのギャラを払っておられる。福祉

事業ということの一環として市も後援をして、市民が参加をして、こぞってやっている行事で

ありますから、当然、こうした事業に理解を示しておられる芸能人なり、またはそうしたグル

ープの人を呼んで、お願いをするという方法がとれなかったものかということを、お聞きしま

しfこ。

金額については、後から福祉部長の方から、私の質問について御回答がありましたので、わ

かったんですが、まあ 70万円ぐらいだったと思います。大変大きなお金が、売り上げの中か

この難病事業、日野市独自の地域医療の対応としては、大変、他市に誇るべきものだという

ことは、よくわかります。行政、市民、医師会ということで、三者が一体になって進めておら

れる事業でありますから、総事業費の経費の 3分の l程度を持つという考えには、納得するも

のでありますが、 5周年の事業は特におやりにならなかったということで、今回は 10周年と

いう一つの大きな節目花、事業を行うということでございますが、たしか自社協には、市の職
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ら、市民の善意によって支えられている事業でありますが、大変大きい金額が、そうした芸能

人の人に支払われている。

普通、心ある、理解のあるゲストの方であれば、それをまた何らかの形で、福祉協議会なり、

日野市に対してカンパをされる、つまり寄付をしてパックをしていただくということも、よく

聞く話であります。しかし、今回の福祉祭り では、そうしたことは全くなかったようでありま

0副議長(米沢照男君〉 市長。

できるだけの人員を派遣をするとか、あるいは精神的な支援をする、広報で PRをする、そう

いうようなことは、取り計らってまいりました。それが積み重なりまして、ちょうどことしは

1 0周年、それから患者 2，0 0 0名の検診、また、 20回です。 1年iζ2回、そういう ことが

重なったようであります。

多分、 7月半ばごろではなかったかと思っておりますけれ ど、花輪一ー もとの医師会長である、

現在の日野市社会福祉協議会の会長を名乗っておられる方ですが、役所lζ来られまして、 そう

して計画書を示され、 こうl¥う事業を、突然といえば突然だけれど、ぜひこの秋を期して行いた

いので、市の支援をお願いをしたいということでございました。

確かに唐突でありますし、もっと事前の経過というものも、私どももあったのかなかったの

か、余り詳しくは知りませんが、とにかくあすこの、事務体制のこともあ りま しょう けれど、

多分これは医師会発想の、ことしは 10年だから何とかやろう、と いうような ことが動機では

なかっただろうかと思うわけでありますo したがって、当初予算を組む事前に十分練られた、

そういう提言ではなかったということが、は っきりいたしております。

それで、私もそのことを、補助金というものはそう安易なものではありませんよ、とりわけ

予算の組み方としては、急速補正で組むということは、余り例がありません。しかしながら、

伺ってみると、日野市の誇り高い、全国にも知られる事業の一つでもありますし、せっ かく機

運が向いているということであるならば、これは支援をするということは当然だというふうに

思います、ということで、 総事業費等を伺っ てみますと、 300万円余である、それから、地

元の医師会が 100万円を負担をされるということでありますので、それでは市も 3分の l負

担ということを限度にして、検討をさせていただきましょう、とこういうことを回答した記憶

す。

今回、またその日社協が中心になって行っておられるこの記念事業で、また、ほぼ同額程度

の謝礼、謝金だと思いますが、支出をされる。遠藤周作さんという方と、この地域ケ了、つま

り難病検診事業がどのようなかかわりを持つ講師の方か、遠藤周作さんという方が、こうした

事業にイ可か特に深い理解を示しておられて、選任をされたのか、選ばれたのかどうか、そうし

た経過について、もし御承知であれば、お聞きをしたいと思います。

また、遠藤周作さ んという講師の方が、 60万で講演をお引き受けになったそうであります

が、この事業に対して、特に理解を示されて、まあお受け取りにならないことはないと思う んで

すが、やはり補助金のうちのかなりの額が、講演、講師料に支払われるということにもなります

ので、こうした講師の選び方について、補助をする側として、何かお考えがあればお聞かせを

いただきたいと思います。

特に、この事業について、補助金の最終的な決断、結論というのは、突然出されてきたとい

うことでもありますし、 1回きりの特別の措置だということでありますから、市長の政治的な

決断だったろうと思うんです。市長花、特にお聞きをしておきたいと思います。

0市長 (森田喜美男君〉 委員長報告のさなかでございますが、私の回答をと いうこと

でございますので、お答えをしておきたいと思います。

日野市難病検診事業、これは、私どもも発生のきっかけにつきましては、全く関係者の方々

の、特に日野保健所を中心として、あるいは東京都立府中病院の宇尾野先生が、いつ もおいで

いただいている。それにまた加えて、厚生省の公象衛生院、ここの医師、技官というんでしょ

うか、そういう方が、多分日野医師会の要請によってということだと思いますけれど、そうい

うような形で、この難病検診事業が組まれてまいりました。

もちろん行政側といたしましでも、地域の難病患者のケアについてのことでございますから、

がございます。

それから、 3日間のシンポジウムの中で、講演ということが計画をされております。その講

演にはどなたがおいでになり、どういう謝礼がなされるということまでは、余り詳しくは知り

ませんでしたが、個人的な知り合いとし 1う、有名な方を知り合っておられるということだと思

うんですが、その名前のあがっている方、それはそのときに予定をしているという形で聞いた

ように思っております。

それから、謝礼の 60万円と いう のは、私も少々、こういう事業においてのあれとしまして

は、財界でやるとか何とかいうんなら別ですけれど、本来チャリティーであるべき性格の事業
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でありますから、ちょっと私も奇異に感じております。この ことにつきましての執行には、 一

言申し上げておかなきゃならぬとこのように思っております。

以上でございます。

お答えを落としている介があるかもしれませんが、大体そういうことでございます。

の方で御指導なさるお考えがあるかどうか、その点について、再びお聞きをいたします。

0副議長 (米沢照男君〉

O市長(森田喜幸幸男君〉

市長。

日社協、今回の事業も、日野医師会、それから医療と福祉を

0副議長(米沢照男君 〉 古賀俊昭君。

進める会、難病検診、これまでも一応のボランティア的精神に立つての基盤がありますから、

それが今回の事業を組んだものだ、このように考えております。

日社協が、そのまたある程度の事務的な推進の役目をやることかもしれませんが、少な くも

今回の例は、自社協の役員会とか何とかいう ことから出た ことではなくて、やはり 、実態を私

も一番はっきりさせておかなきゃなりません。自社協に補助をするんではありませんので。今

回の、つまり事業に対して補助するわけですから、今回の事業の主催者、そこを実行委員会と

いう形で、正確に組んでください、もちろんこれから要綱もつくらなきゃなりません、そうい

うことは、指示といいますか、意見を申し上げております。

それから、福祉祭りの催しの中の芸能人の謝礼ということ、私も全く知りませんで したが、

一度明らかにしておきたい、とこう思っております。

なお、今後そういう市民主体の催しの際花、行き過ぎや、それから何か指摘がされるような

ことは、本来あってはなりませんので、そういうような指導はやってまいりたい、しなきゃ な

らない、このようにJ思っております。

01 8番(古賀俊昭君〉 大体、通してお答えをいただいたと思います。

7月半ばごろに自社協の花輪会長さんがお見えになって、市長iζ事業の計画をお話 しになっ

て、そこでお願いがあったということでございますが、最初に私、触れましたように、事務体

制としては、市から 1名の職員の方が、大体常時派遣されているわけですね。その方について

は、特lζ難病検診事業等でも、非常に中心的な、事務局側として役目を果たしておられる方だ

と、私は思います。

事務体制に問題がある とすれば、市から派遣をしておられる職員の方があるにもかかわらず、

市長が問題あるというふうにお思いならば、何らこういう、市長自身も多少疑問に感ずる点が

あるとおっしゃるわけですから、現在の日社協の事務局の体制を含めて、市の方から、何か具

体的iζ改善を提言されるような、お考えになるような余地が、私はあるのではな~¥かと思いま

すが、そうしたお気持ちがあれば、確認をしておきたいと思います。

なお、本来、人の善意といいますか、多くの人たちの奉仕の心や善意によっ て支えられて、

こうした事業を進められていると思いますが、特にある方が、こうした高額な講演料を取って、

講演をどうしてもやらなければならないという必然性は、そう強く 感 じられないといいますか、

余り私には理解できないんです。

最初に申し上げましたように、日社協が中心になってやります事業は、ことし既花、今申し

上げた福祉祭りでの、なにか歌手か芸能人の方花、売り上げ収益金の中から何十万円も、たし

か七、八十万円だったと思いますが、お金が支払われているというこ とで、これもやはり今の

市長がおっしゃった趣旨からすれば、多少首をかしげたくなる、ということではなかろうかと

思うんです。こうしたことが、続いてまた行われるわけですが、市の方から、こ の点について

も、一言おっしゃるというお考えがございましたが、 1年のうち二度までこうして市が後援を

し、また、かかわっている事業について、市長のお考えとは異なるような、一部分のことかも

わかりませんが、運営がなされているということで、将来に向けて、こうした活動について市

0副議長 (米沢照男君 〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

この機会に、 最後に意見といいますか、私の思っていること

を言 っておきたいと思いますが、やはりこうした事業自体が目的になってしまって、つまり事

業をできるだけ大がかりに、派手にといいますか、 お金をかける ことによって、 それを成功さ

せようとい う挨持ちはわかるんですが、派手になり過ぎて、本来の事業の目的が失われてはな

らないと思います。

ですから、今回のこうした目的は、記念事業という目的が、この難病検診の目的ではないわ

けですから、そうした取り違いが、まあ取り違えておられないでしょうけれども、こう した予

算の計上の仕方、また、事業計画の計上の仕方というのを聞いておりますと、今後に悪い例を

残すということも考えられます。十分担当部局、また、日野市もかかわって進めておられる事

業でもありますので、今後、その点iζ留意をして、こ うした記念事業自体が目的でなく、あく

までこうした難病検診事業を進めていく上の、ある手段にしかすぎないということを理解をし
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ていただいて、多くの市民が参加をされるような、参加していただけるような記念事業にして

いただきたい、とこのように思っております。

与はです。

0副議長(米沢照男君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 実は、市民の中で、こういう話が、今出ているんです。福祉祭

りじゃなくて、赤旗祭りだと D ものすごく盛大にやったんだそうです。それで、我々の尊い自

社協や赤い羽根のお金を、 100万円も損害を出して浪費したという話が伝わっております。

そこで、監督責任である、この赤旗祭りの主催者というか、名称は福祉祭りとしたようです

けれど、監督責任者である福祉部長に聞きたい。

赤字が相当出たというけれども、幾ら出たか。市民の中に伝わっているうわさでは、 100

万円も出たと。しかも、このお金を集めるのは赤い羽根。社協、大変なんですよ、こりゃあ。

日野の駅へ行って、赤い羽根をみんな並んで集めておられる。あれだって、 10万円集めるに

は大変なんです。とても集まらない。 1目立ってごらんなさ t¥。それでも 3万かそこらでしょ

う。市長さんはきっ と御自分でやられたことがあると思いますから、わかるはずですけれど、

そんなに集まらないんです、あれ。

L、ずれにしても、この、まあ、どこの人か知らない人を呼んで、 60万円も 70万円も、歌

を歌っただけで払ったとかいうよ うなお話がありましたけれども、こ の点について、こ のうわ

さが事実であるかどうか、ひとつ福祉部長一ー まあ、これは赤旗祭りのよ うだというう わさが、

飛んでいるわけで、別花、名前は福祉祭りなんです。

実際、本当iζ幾ら赤字出しちゃ ったのかD 大体、福祉祭りなんてい うのは、バザーかなにか

やったりして、幾らかでも利益を、利益ということはいけなt¥かもしれないけれど、上げて、

そしてお困りの方々の方にお回しするというのが、本当の趣旨じゃないのかと思うんです、私

は。

そこで、福祉部長さんに、市民の中に、そういうふうな不信感を抱くようなことがいいと仮

定一私は、市民から聞いたんです。だから、そういう点で御説明願いた t¥。収支はどうなっ

たのか。

やはりふさわしくないような、赤旗の赤い歌でも歌う歌手を呼んで歌わせるということも、

余りいいことじゃないだろうし、この点はどういうふうな基準で歌うたいを選定したんだか。
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歌うたいもいろんなのがいるんですよo 委員長は、また聞くことにして、福祉部長、関連があ

りますので、お願いいたします。

0副議長 (米沢照男君 〉

0福祉部長(高野 隆君〉

福祉部長。

ただし 1まの御質問iζお答えいたします。

福祉祭りということで、実施いたしたわけでございますので、特段にほかの政党の形をどう

したということではなく て、自社協の中での実行委員会を中心として企画されたという ことで、

あくまで、やはり社協の主体性の中で行われた福祉祭りである、というぐあいに私どもは理解

しております。

なおかっ、福祉祭りの収支決算も、社協の理事会に報告されております。その中では、収支

は若干きつくなっているということ と、若干のやはり余剰金について、各そ こに集まった団体

に、わずかではありましたけれども、分配金が出ている、こう いう状況でございます。

当日、雨が降りましたので、昨年の実績は約 2万 5，0 0 0人ぐらい参加 したというような報

告も聞いておりま したけれども、ことしにつきましては、約 l万人ぐらいの参加であった。あ

るいは、 そう いう状況の中での売り上げといいますが、バザー等の売り上げ等については、昨

年と比較すれば少なかった、こういう状況ではあろうかと思いますけれども、特段大きな赤字

ということでは、私どもは聞いておりません。

また、福祉祭りに依頼をしました歌手等につきましては、なにかこれは八王子の方だそうで

すが、伊藤有人とフソレースター、それに高山佳子という歌手がつきまして、約 2時間半の契約

で、出演料が 75万、こういうよう な形で、数名の楽団に払われた経費が出た。 これについて

は、先般古賀議員から御質問がありましたので、直接古賀議員iζ御報告した内容でございます。

以上の形の中で、福祉祭りが総体の中で、雨の中で行われた、こ ういうことについては承知

しておりますので、御報告いたします。

O副議長 (米沢照男君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 いいですか、こういう問題は、前からもう出ているんだから、

福祉部長は具体的に、福祉祭りには、歳入は、祭りの資金ですな、どこから幾らで、どこから

幾らで、そうしてバザーで幾らあって、総額は幾らある、そして、支出の方はこうなんだと。

これが答えてない。

わずかだが、利益が出たと。利益は、出ていないんです。出ていないんですよ、いいですか、
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利益は。それは、自社協からたくさんお金を入れたかどうか、知りませんよ。そうすりや利益

みたいに見える。 見えるが、それは自社協からのお金が入っただけの話で、実質的には日社協

は大きなお金が波っ たわけですよ。 あなたは、刺益が出たと。ごまかしちゃいけませんよD 収

支決算も見たと言ったでしょう。私が知らないで質問しているなんて思ったら、大間違l¥0 

そういう ごまか しは、一般の市民には通用するかもしれない。 しかし、我々には通用しない。

はっきり言いなさ l¥。 幾 ら日社協からお金を出して、バザー の売り上げは幾ら あって、こうい

う収入でこういう支出を したと。説明できるでしょう。いいですか。は っきりしないと困るよ、

そんなんじ ゃ。 前から言われていて。

0副議長 (米沢照男 君 〉

O市 長 (森 田喜美男君〉

は、不明でございますので、。

市長。

私 も、 そういう状況をつまびらかに承知していなかったこと

第一、 日社協が主催をする行事 といえど も、ちゃ んと予算が、計画があるはずであ ります。

それから、赤い羽根で、市民の善意を受けたものを、これを地元で流用するということも、

これもありません。赤い羽根の募金は、募金のセンタ ーにお届けをして、 配分がこっちに来る、

こういうことでありますので、ですから今の、一つの事業につきま しての収入支出、 それから、

それがどう いうふ うに運用されたかということは、来る決算委員会の自にで もはっきり とする

ようにして、資料をもって御報告をいた します。

今、御質問を聞いてそのよう に感じま したので、そのようにひとつお答えを しておきたい、

こう思います。( r部長、わかるかい、 じゃ、説明 して くれよ、 幾 ら出したか。私の質問に市

長さんが」と呼ぶ者あり〉

0副議長 (米 沢 照男君 ) 福祉部長。

0福祉部長 (高野 野君〉 この決算Kつきま しては、先般の社協の理事会で報告され

ておりますけれども、現在、手元iζ資料を持っておりませんので、また後刻、決算委員会で御

報告申し上げたいというふうに考えております。

0副議長(米沢照男君 ) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 〉 私は、理事会へお出iとなった方から聞いたんです。我々の税金

の一部が入っているから、当然なんですよ、こういうこ とは。議員としては知らなきゃいけな

L、、。
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赤旗祭りであるというう わさだけでな くて、 さらに我々の税金の一部、また善意の寄付が、

こういうことに、例えば、 もし利用された とすれば¥ 我々は市民に顔向けならないわけです。

それは、日社協の理事の方々は善意でやっ ている。本当にまじめにやっている。

ただ、こ の運営は、市の職員が加わり、福祉部長なり、市の部長方が実質的には動くわけで

す。 実際問題として、 理事の人が、ではどういう楽団を頼んでくるか、そんなことまではでき

ない。ですから、先ほどの難病対策の件とはわけが違うんです、これ。しかも、質問しても、今手元

にありませんからわかりませんと。先ほどは、利益が出ましたと。ねえ、そういうふうないい

かげんな こと はおやめなさし ¥0

私は、高野君を責めたくはな l¥0 ないけれども、せっかく善意でやっている日社協の理事や、

理事長の方がかわいそうだ、それじゃ。

まあ、 きょ うはこの程度にしておきます。

0副議長 (米沢照男君 )

0 1 6番 (夏井明男君)

夏井明男君。

それでは、今の地域難病の活動の記念事業については、もう

補助金につきましては、今、古賀議員の方からるる質問があったわけですが、私も社会教育委

員を していまして、 そこで補助金のあり方についてということで、答申の素案づくりに参加させ

てもらっているんですが、そこではかなり各種の団体がありまして、育成の補助の問題ですと

か、さまざまな名称を使いながら、補助金のあり方について、かなり検討いたしております。

それでお聞きするわけなんですが、一つは、当初予算に掲げないで補助金を出したことにつ

いては、確かに異例だというふうに、今、市長から御答弁がありました。

その理由と しては、日野市が難病対策に取り組んで、かなり社会的な評価も得て、 10周年

を迎えたという、節目でもあるということですね。それから、日社協の会長でもあり 、また花

輪病院の院長さんからも強い要請があって、ぜひお願いをしたいという話があった。さらに、

医師会の方からも、 10 0万の寄付をいただいての事業であるということを、るる検討すると、

やはり市としても何らかの対応を考えていいんではないか、という御説明だったかと思います。

それで、一番心配しますのは、私は、これ、とっさに今、委員長報告の中で話を聞いて思い

ましたのは、難病の、一つの種類に入るんだろうと思いますが、精薄児を抱えているお母さん

ですとか、肢体不自由児を抱えているお母さんですとかが、地域の中でどういう ふうに生きて

いくかということで、啓蒙運動、また社会運動を、非常に小さな力ですが、やっているわけで
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すけれども、そこでは、経費の印刷代すら工面ができないという中で、地域の方にお願いをし

て、古新聞を集めま して、また、空き瓶等を集めて、それを資源回収に回して、そこからささ

やかな資金を得て、 運動をしている実情が、片一方にあるわけです。

率直に申し上げて、こういうふうな小さな運動の中でも、例えば年に何万という金額でも、

かなりこういう方々にとっては大きな励みにもなるわけですけれども、なかなかそういう ふう

な方にも、補助金をおいそれとつける わけに l¥かないという ふうに、私も何回か聞いておりま

0副議長 (米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

どういうニュ アンスだっ たか、 100万程度 ということ を聞

いて、つまり軽微な金額だというふ うにとられたとしますならは、それは私の全く心にないこ

とでございますので、金額のl¥かんに問わず、事業の効果でありますとか、あるいは、とにか

く死んだ金に使っては、これはいけな いこと はも う当然でありますので、軽微な金という意味

で、こ のことを取り扱ったということ は、全くございません。

す。 。副議長(米沢照男君〉

0 1 6番(夏井明男君〉率直に申し上げて、疑問に思いますのは、記念事業の目的です、 10周年になったからやろ

う、という ふうな目的ではないと思いますが、その効果といいますか、そういうのがどの辺に

あるのかということが、いま一歩わかりません。

それから、こ の補助金を出す、出 さないについての決定をするについて、いわゆる企画財政

部長、市の大蔵大臣であります企画財政部長に御相談をる るなす って、 決め られたのかどうか。

これは、皮肉で申し上げるんじゃな くて、 かな り前花、 行財政調査会の中で、補助金の検討の

あり方について、 話があっ たわけです。

これから、今後の補助金の、出す、出さ ないについてもそうですけれども、こういうふうな

対応の仕方を、今後何回か、るる補助金を出す決定についての要素を掲げられましたけれども、

こう いうものがるるつけば、途中の補正で急速決める こと も、今後 もあり得るということを、

私は思 うわけですけれども、こういうふう なお金の出し方というのは、 どうなのかということ

を非常に心配するわけです。

先ほど、市長の話では、ちら っと、まあ 100万程度とい うお話がちょっとあったと思うん

です。 この思考は、非常に私は、市の財政を、市の運営をあずかる責任者としては、非常K不

遜な発言だと私は思います。私の聞き間違いであれば、それでよろ しいんですけれ どね。 金額

的にも少な l¥から、そう いうふうな発想がも しもあれば、それは改めていただきたいと思 うん

ですが、その辺を含めて御答弁いただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君 ) 企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君 〉 お答えいたします。

予算編成の関係といたしましては、主管部課の方から予算要求が出まして、その内容を審査

し、最終的には市長が決定をして、予算化、いわゆる予算案をつくるということでございます。

夏井明男君。

今の、軽微な話の以前花、何点か私、お尋ねしているわけで

す。個々 の具体的な要件が整えば、こ ういうこと も今後もあり得るもの、というふ うな発想を

すること自体どうなのかということが、一つあるんです。 これからの補助金の出し方としてで

す。

それからもう 1点は、これを決めるに当たっ て、 やはり企画財政部長の財政の見通しの中で、

こういうことが積み重な っていきますと、いわゆる補助金の全体のあり方ということが、当然

私、問題になっ てく ると思 うんです。その辺で、やはりきちっとした枠組みといいますか、そ

ういう もの もやはり置いておく必要もありますので、その辺どうなのかということを一番心配

を しているんですが、その点の御答弁がありませんので、再度お願いいたします。

0副議長 (米沢照男君 〉

O市長 (森 田喜美男君〉

市長。

本来、補正予算ということは、年度聞の過程の中で、どうし

てもこの時期に必要だということで、補正を行うわけであります。原則から言えば、年度間補

正はないにこしたこ とはない、 こんなふうには言える と思います。

しか しながら、補正の、また補正としての理由がある。その補助金をなにか安易に補正の中

に、毎回ちりばめていこうというふうなことは、もちろんこれはあってはなりません。原則は

厳し く、 しかも対応はやはり柔軟に ということが、私は行政の中の一つのあるべき姿と、こう

思っておりますので、絶対にしないとか、また、 しばしばやるなんていうことは、これはもち

ろん簡単には言えませんので、厳しくやりたい、こういうふうにお答えをすることだと思って

おります。

0副議長 (米沢照男君 〉

終結いたします。
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これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わり ます。

次に、建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇 〕

O建設委員長 (高橋徳次君〉

の要望する骨格予算に相反するものでございますので、骨組みが違う、我々の考えている予算

とは。全く骨組みが違う予算であ ります。我々、当初予算に反対 したと同じよ うな理由をもち

まして、こ の補正に反対いたします。

それでは、昭和 60年度目野市一般会計補正予算 (第 2 0副議長 (米沢照男君〉

終結いたします。

これよ り本件について採決いたします。本件iζ対する委員長報告は原案可決であります。本

ほかに御意見はありませんか。なければこれをもっ て意見を

号 〉のうち、建設委員会に付託されました農業費、土木費につきまして、建設委員会の審査の

経過と、並びにその結果を御報告申し上げます。

歳出の主なものは農業費で、これは農業委員の報酬の 71万 1，00 0円の補正であります。

また、土木費につき ましては、公有財産購入費として、南平 32号線外 2路線の l億8，599

万 8，000円で購入するものであります。

本件iζ対する質疑の主なものは、豊田駅の北口の自転車置き場の位置、及び場所の拡大、工

事請負費に関連 しては、学校の緑化整備された後の管理はだれがやるのか、というような質疑

がございました。細部については省略させていただきます。

以上により質疑を終結 し採決の結果、本件は全員異議な く原案可決と決定いたしました。よ

ろしく 御審議のほどお願い します。

0副議長 (米沢照男君 ) これより質疑iζ入ります。 なければこれをもっ て質疑を終結

いた します。

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告について御意見があれば承ります。 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君 〉 日野市議会自由民主党は、補正予算に反対いたします。

件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O副議長(米沢照男君〉 挙手多数であります。よっ て議案第 72号、昭和 60年度目

野市一般会計補正予算(第 2号)の件は原案のとおり可決されました。

これよ り議案第 66号、日野市立地区セン ター条例の一部を改正する条例の制定、議案第67

号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり 〕

0副議長 (米沢照男君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇 〕

O厚生委員長 (馬場弘融君 〉 厚生委員会に付託をされま した議案第 66号、日野市立

地区センタ}条例の一部を改正する条例の制定につきまして、去る 10月 3自に開催をされま

した委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

本件は、 51館目の地区センタ ーとして、三沢 11 6番地の 6iζ、市立三沢東地区セ ンタ ー

が完成したことに伴い、当該地区センタ ーを条例別表iζ追加するものであります。

敷地は、金田区画整理により得られた 182平米の市有地であり 、構造は木造モノレタノレ 2階

建て、建物延べ面積 99平米となっ ております。なお、各種展示等の可能な構造であると伺い

ました。

質疑としては、地区センタ ーは原則平家建てと聞いているがどうなっ ているか、敷地面積も

原則はもっと広いのではないか、などが問われましたが、答弁としては、条例施行規則によれ

ば、原則は平家建てであるし、敷地面積も 231平米以上となっているが、最近の考え方とし

本来、我々は、 3月の当初予算におきまして、こ の予算が町づ くり、基盤整備、ある いは福

祉の推進、あるいはまた市民の健康保持等について、何らの積極性の見られない、いわゆるだ

らかん予算である、だから反対である、何とかして補正等で、いわゆる基盤整備等の予算をふ

やしてもらいたい、という要望をつけて、反対 したのであります。

ところが、 今回補正されました内容は、我々の要望が全く入れられていな~'0わずかに南平

高等学校の、当然東京都がつくるべき道路の買収が若干出ているにすぎないのであります。生

活福祉センター、あるいは医療センタ ー等の、前向きの姿勢は全く 見られなし 1。福祉について

も、赤旗祭りですか、福祉祭り程度のものであります。

このような、 いわゆるい ~ ，かげんな、だらかん的な、その場当たりの補正については、我々
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て、敷地難ということもあり、狭い敷地しかとれないところには 2階建てもやむを得ないと考

えている。都の補助金についても、原則は延面積 330平米以上となっているが、特例として、

おおむね 100平米程度であれば補助対象とされ、当地区センタ ーも都の補助を受けている。

今後も十分な広さ、望ましい形はとれなくても、柔軟に対応していきたい、とのお答えがござ

~ ¥ました。

本委員会では、慎重審査を進めた後、採決iζ移りま したが、全員異議な く原案のとおり可決

すべきものと決した次第であります。

次iζ、議案第 67号、日野市地区広場設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、

審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

本件は、市内 7番 目の地区広場として、南平一丁目 10番地の43につくられた、市立かし

まだい地区広場を条例別表に追加するものであります。

この地区広場は、新たな宅地開発に伴い業者から寄付されたもので、面積は約 5，0 8 0平方

メートル、同じ く寄付をされた公園に隣り合っております。管理については、地元自治会を中

心に協議会等をつくり、地元管理のモデルケースとしたい旨、説明がございました。

質疑としては、地元管理について責任問題はどうなるか、出入り口のスロープは安全か、地

元の優先使用なのか、利用申し込みの窓口はどこか、等が問われました。

答弁としては、地元管理の考え方は、市の意向も踏まえて協定をっくり、小規模な草取りと

か、交通整理などは地元にお願いをしたい。地区広場の性格は、本来、だれでもいつでも自由

に使えるものであり、施設上iζ市の重大な過失があれば市の責任となろうが、一般的には当事

者責任と考えている。出入り口については、十分安全を図りた~¥。地元の優先使用については、

日時を限定して、地元使用の枠を多少設けるけれども、あとは全市民花開放して~¥く、グルー

プ使用の際の申し込みについては、協議会ないしは生活課が相談にあずかる、等、伺いました。

さらに、他の公共施設も含めた傷害保険の有無についても問われましたが、施設上の寝庇は

市の責任になるとの判断から、地区センターなどは施設賠償保険K入っているが、子供会など

の団体保険を除けば、不特定多数を対象とした損害保険はない。個々の遊びによる事故につい

ては、市が責任を負うことはないと思う、との説明がございました。

意見といた しましては、一つ、公共施設の管理には責任の所在の明確化が必要である。今後、

検討をされたい。
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こつとして、逆に、 管理責任の明確化は必要ではあるけれども、一方で、管理人が管理を強

調する余り堅苦しくならないように、市民の利用がスムース1ζ、かっ使用しやすいように配慮

をすべきであろう、との対象的な二つの意見が出されたところであります。

以上申し上げま したよう な審査を踏まえ、採決iζ移りましたが、本件につきましても全員異

議なく 、原案のとおり可決すべき ものと決した次第であります。合わせて2議案、よろしく御

審議のほどお願いを申し上げます。

0副議長 (米沢照男君〉 これよ り質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終形いたします。

これより本 2件について採決いた します。本 2件iζ対する委員長報告は原案可決であります。

本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0副議長 (米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 66号、日野市立

地区センタ ー条例の一部を改正する条例の制定、議案第 67号、日野市地区広場設置条例の一

部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

お諮り いたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君〉

0副議長(米沢照男君〉

御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

休憩前iζ引き続き会議を開きます。

午前 11時 48分休憩

午後 1時 4介再開

これより議案第 69号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第 70 

号、日野市心身障害者CYr，)福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定、議案第 71号、日

野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。副議長 (米沢照男君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。
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厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇 〕

0厚生委員長 (馬場弘融君〉 厚生委員会に付託をされました議案第 69号、 70号、

育成手当を月額 7，5 0 0円から 8，0 0 0円K、障害手当を 9，500円から 1万円に、それぞれ

500円ずつ増額をするものであり、 前 2件と同様この 10月から適用をされます。

財源的には、全額都の負担となっております。当委員会では慎重審査を進めた後、採決iと移

りましたが、本件につきましても全員異議なく、原案のとおり可決をすべきものと決した次第

であります。

以上、 3件、 かいつまんで審査報告を申し上げました。よ ろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

7 1号につきまして、審査報告を申し上げます。

初めに、議案第 69号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定について、審

査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

本件は、本年 3月の都条例改正に伴う市条例の改正であ りまして、月額 1万 6，5 0 0円の手

当額を 1，0 0 0円増額 し、 1万 7，5 0 0円とするものであります。財源は、 全額都の負担とな

っており、 1 0月 1日から適用をされます。

当委員会では、慎重審査を進めた後、採決iζ移りましたが、全員異議なく可決すべきものと

決した次第であります。

次iと、議案第 70号、日野市心身障害者(YG)福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定

0副議長 (米沢照男君 〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

について、御報告申し上げます。

いたします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 3件について採決いたします。本 3件iζ対する委員長報告は原案可決であります。

本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 69号、日野市老

人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第 70号、日野市心身障害者(児〉福祉手当

支給条例の一部を改正する条例の制定、議案第 71号、日 野市児童育成手当条例の一部を改正

する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 73号、昭和 60年度目野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号入議

案第 75号、昭和 60年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 2号)、議案第 76号、昭

和 60年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号〉の件を一括議題といたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

本件 も、本年 3月の都条例改正に伴 う市条例の改正でございまして、福祉手当の額を、 1、

精神発育遅滞程度中以上の者、身体障害程度 2級以上の者、脳性麻痔あるいは筋ジス トロフィ

ーの者、これは、これまでの月額 9，5 0 0円から 1万円に。

2、難病の方は、 7，5 0 0円から 8，000円に。

3、精神発育遅滞程度軽度の者と、身体障害程度 3級、 4級の者については、 5，5 0 0円か

ら6，000円花。いずれも 10月より月額 500円ずつ増額をするものであります。

財源的には、都の所得制限にかかった人を市が救済をするという形で、従来どおり都と市の

双方が負担をいたします。

質疑といたしましては、日野市と近隣各市の制度の違いが問われましたが、日野市の支給状

況は、多摩 26市の中でもトップクラスであるとの説明がございました。

当委員会では、慎重審査を進めた後、採決iζ移りましたが、本件につきましても、全員異議

なく原案のとおり可決をすべきものと決した次第であります。

次iζ、議案第 71号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定について、御報

告を申し上げます。

本件弘前 2件と同様に、 3月の都条例改正に伴う市条例の改正であります。具体的には、

0副議長 (米沢照男君 〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

0厚生委員長 (馬場弘融君〉 引き続きまして、厚生委員会に付託されました議案第73

号、 75号、 76号につきまして御報告をいたします。

初めに、議案第 73号、昭和 60年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)Iζつ

きまして、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
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本件は、退職者医療制度新設に伴い、不確実であった各数値を、実績に合わせるための増額

補正であります。主なものを申し上げますと、歳入面では、繰越金の大幅増額、歳出面では、

退職被保険者等療養費の増額、及び実額決定iと伴う国庫等への返還金の大幅増額等でありまし

て、歳入歳出それぞれ 4，217万 1，0 0 0円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 30億

4， 2 7 7万 7，0 0 0円とするものであります。

質疑といたしま しては、いわゆるマノレ退、退職者医療制度に該当をする人は何人ぐらいいる

のかが問われ、国保の総額は 3万 2，040人であるが、その うちマノレ退に該当する人が2，291

人となっており、割合では 9.34 %であるとの説明がございました。

当委員会では慎重審査を進めた後、採決iζ移りましたが、補正内容につきましては全員異議

なく 、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

次iζ、議案第 75号、昭和 60年度目野市立総合病院事業会計補正予算 (第 2号〉について、

御報告申し上げます。

本件は、当初予算第 4条iζ定めた資本的収入及び支出の予定額を、それぞれ 1，0 3 3万円増

額をするとともに、一般会計からの補助もあわせて増額をするものであります。

具体的iζは、収入は一般会計からの出資金の増となり、支出の主なものは、 CT導入に伴う

受電設備の改修、屋上防水改修工事などであ ります。

本委員会では慎重審査を進めた後、採決に移りましたが、本件も補正内容には全員異議なく 、

原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

最後に、議案第 76号、昭和 60年度目野市受託水道事業特別会計補正予算 (第 1号)につ

いて、御報告を申し上げます。

本件は、歳入歳出予算花、それぞれ 1，0 7 7万 4，0 0 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

それぞれ 11億 2，202万円 5，0 0 0円とするものであります。

歳出の具体的内容は、先日の行政報告書にもございましたように、 6月 30日の台風 6号に

より、多少崩れた京王平山台の高区配水池のり面を修理、測量するための工事費、調Ij量費であ

ります。

質疑としては、高区配水池については、現在、防球保安のシート張りをしてあるようだが、

本格的な工事はいつごろ、どこがやるのか、多摩平の石綿管の交換は順調に進んでいるか、赤

水対策は進んでいるか、等が問われたところであります。

答弁としては、高区配水池ののり面工事については、地元の不安も強いので、工事方式など

について早自に地元の方と話し合いを行う。今月末から来月にかけて設計をし、業者発注の見

通しである。なお、本格工事は、すべて都の多摩水対の責任で行うことになっている。石綿管

から鋳鉄管への変更は、既に 4カ所で終了をし、なお 2カ所が発注済みであり、 3ないし 4カ

所を計画中というところである。赤水対策では、原因となるさびをとるため、既iζ数カ所で管

内のウオッシングを行っており、既iζ大分よくなっていると思う。今後も逐次進めていきたい

との説明がございました。

当委員会では慎重花審査を進めた後、採決iζ移りましたが、本件につきましても、補正内容

には全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決 した次第であ ります。

以上、 3議案、かいつまんで審査結果を御報告申し上げました。よろしく御審議のほどお願

いを申し上げます。

0副議長 (米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 3件について採決いたします。 本 3件lと対する委員長報告は原案可決であります。

本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 73号、昭和 60 

年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号入議案第 75号、昭和 60年度日野市立

総合病院事業会計補正予算(第 2号〉 、議案第 76号、昭和 60年度日野市受託水道事業特別

会計補正予算(第 1号〉の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 68号、日野市下水道条例の特定の件を議題と いたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長 (高橋徳次君〉 それでは、建設委員会に付託されました議案第 68号、

日野市下水道条例の制定について、建設委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上

げます。

本条例は、 33年多摩平処理場の供用開始iζ伴い、同年 10月 7自に制定され、昭和 36年
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1 0月 3日比全面改正され、その後、 44年一部改正、 53年に使用料の関係が改正されまし

た。その後、昭和 54年、 55年と一部改正がなされてまいりましたが、それ以後は改正され

ておりません。

今回の全面改正の理由は、下水道法の改正iとより水質の規制関係が強化され、条例制定の必

要事項が増加した。また、現況に合わない不備な点が多くなった。また、南多摩処理区の一部

の供用開始に伴い、実質的に赤字が 6億も累積している。下水道処理運営費の財政の健全化の

ため、使用料の改定を行う必要があるためで、その主な内容と申しますと、水質の規制の関係

の整備、配水設備の設置義務の新設、配水設備申請手数料及び指定工事庖保証金の徴収の廃止、

占用規定の新設、その他条例全般にわたって、現況に合わない条項の内容の整備、 6番、使用

料の改定というのが、主なことです。

また、今回、改定の内容の主なものですけれども、建設委員会の質疑の中で主なものを申し

上げますと、 55年以後、下水道料金の改定をしないで、なぜここで急に平均 50%近くの改

定をするのか。

また、この問、多摩平処理場の改修費の内容はどうなっているのか。

また、一般会計より 6億もの赤字がありながら5年間も放置してお くのは無責任であり 、多

摩平の人にとっては、いきなり 50 婦のアッフでは大変なことである。多摩平の下水道料金を、

5 3年、 54年、 55年と改正しながら、その後、なぜ放置しておいたのか。

日野市内の公象浴場は幾らあるのか。

1 0立方以下の使用世帯はどのくらいあるのか。基本費とはどういうことなのか。

また、 10立方以上の場合、全部を 20立方の金額で計算するのか。

多摩平公社では説明会をしたというが、分譲地の方はどうしたのか。

また、多摩平公住と分譲地の人口の比率は。日野市の下水道はおくれてし唱。南多摩処理区

も一部供用を開始されることであり、将来全市的な問題であり、原案もやむを得ないと思うが、

今後、料金改定等もあると思う。もっと早く、今後の改定のあり方については慎重に努力すベ

また、多摩市と稲城市と料金体系が似ているが、もっと低く、年次計画という形ではできな

かったのか等、これらの質疑がなされましたが、細部については省略させていただきます。

なお、意見としましては、南多摩処理区の 12月 1日をもって供用開始になるのであり、原

案はやむを得ないが、今後、値上げ等のあり方については努力する必要があるし、今後の値上

げの方法については、全市的によく追求すべきである。

また、多摩平と南多摩の供用とをヲ|っかけて、 一緒K値上げをすることは賛成できなし、。多

摩平と南多摩では同一ではない。供用開始、また条例の制定もやるべきだが、来年度の初めに

出すように修正してもらいたい。今後どうしても出すのであれば、修正案を出したt¥0 

また、修正案を出すということで休憩に入ったが、基本費の 2%を 1%1とすることに対して、

詳しい回答がなされなかった。

また、値上げ幅を 3%ぐらいにすべきであるという考え方から、修正案をと言ったが、時間

的に委員会では無理であり、条例の 21条の使用料についてのみ改正すべきである。

また、修正案が本会議で出される場合、会派聞の調整もあるので、事前にその内容を話して

もらいたt¥0 

また、 12月 1日から南多摩処理区が供用開始になるので、全市的立場で賛成する。下水道

については、日野市もようやく進み始め、また料金も他市と比較して高くはな t¥。要は、市民

全体を考え、今後は早目 iζ多くの意見を聞くとともに、説明し、理解してもらうべきではない

か。

多摩平でも代表者に説明し、理解されていると思うとのことで、原案には賛成する等の意見

が出されました。

以上により、意見を終結し採決の結果、本件は賛成多数で原案可決と決しました。よろしく

御審議のほどお願いいたします。

0副議長 (米沢照男君〉 これより質疑iζ入ります。なければこれをもって質疑を終結

きではないか。

いたします。

本件について御意見があれば承ります。一ノ瀬隆君。

また、雨水は公費、汚水は受益者負担は当然で、南多摩と多摩平では、料金の高い、安いに

ついて、受け取り方がそれぞれ違う。標準料金に持っていくのにはきちっとした説明が必要で

はないか。南多摩処理区の 11ヘクターノレの使用開始がなければ、値上げをしなかったのか。

01  1番 (一ノ 瀬隆君〉 私どもの主張は、建設委員会で申し上げ、その委員長報告

がありましたが、加えて、若干意見を申し上げておきたいと思います。

市政の中でも、最も重要であります下水道の推進には、この条例の全面改正は当然のことで
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あると思います。しかしながら、この下水道料金について向調できないものがあります。平均

約 50 %値上げというお話でありますけれども、貧困世帯を多く含んでいる 10立方メ ー トノレ

以下の排水量の方にとっては、 77. 8 %の値上げであります。最も多い使用があるといいます

2 5立方メートノレの世帯では、 63%の値上げであります。一挙にこのような大幅な下水道料

金の値上げが含まれているこの条例改正であります。

私ども社会党は、多摩平住民にとって耐えがたい大幅値上げであるこの原案花は、残念なが

ら賛成できません。もちろん値上げ一切を認めないというものではありません。

それで、委員会におきましでも、この原案を、もう少し料金値上げを抑えた形での修正提案

をすることができないか、ということを求めましたが、それについて執行部側からは、これが

最善であり、できないという明確な回答もなされました。

また、修正するためには、必要であります数字を、幾通りかのものを求めましたが、それに

ついても非常に時間を要する、困難であるということで、私の要求iζは応じていただけません

でした。私たちは、原案の値上げの約半分ぐらいはここで値上げする、しかるべき時期に原案

に相当する原案程度に値上げすることが妥当である、と考えました。

したがって、ここではこれに沿った修正案を出すべきでありますが、残念ながら技術的に不

可能であるという結論を出さざるを得なかったのであります。原案iζ賛成をし得ないというこ

とを申し上げ、意見とします。

てきております。日野市においては、何の手を打たずに放置してきた。今になって使用料金の

改定を出してきた。もっと、どうして早くこういった改定案を出してこなかったのか。まして

や、年度の途中でなしこのように使用料の問題は市民にかかわりある問題ですから、やはり

大事な議案です。予算の当初にこういった問題を出すべきではないか、このように思います。

今のやり方は余りにも無理があるし、無責任なやり方ではないか、こ のように思います。

また、 2点目といたしまして、維持管理費と資本費との歳入した適正な料金とあるが、多摩

平処理場の歴史と、南多摩処理区の維持管理、また、資本費とは、当然、これは違うわけです、

内容が。南多摩処理区の一部供用開始を迫られている 12月 1目、これをめどに使用料金の改

定がなされております。維持管理費と資本費が激増 して、ふえて、当初から、維持管理費から

回収できないことになり、資本費を含めて大幅な赤字となる。

また、 1 2月 l自に、南多摩処理区の一部の供用開始となるときに、 同時に料金改定をする

ことが、この辺がちょっと無理があるんじゃないか。多摩平処理場と南多摩処理区は、資本的

花、また南多摩処理場の建設のほかに、昭和 55年から見ても、要するに多摩平処理場です、

これの建設費、こういったものを昭和 55年から見ても、 相当なお金を出費しているわけです。

施設修理費といたしまして、 3億 3，000万以上の費用がかさみ、料金も全然改定しないでき

ている。

0副議長 (米沢照男君〉

026番 (秦正一君〉

きます。

議案第 68号、日野市下水道条例の改正について、下水道使用料の改定が、過去 53年、 54

ほかに御意見はありませんか。秦正一君。

南多摩処理区の日野市分 11ヘクターノレ、この分の終末処理場の建設、こ の負担金、また分

担金、こういったものや、また、下水本管埋設等の資本費、こういったものを見たときに、多

摩平と南多摩処理区は同一視することが非常に理に合わないのであります。従って、使用料金

についても同様に考えられると思います。多摩平処理場の赤字を、 1 2月 1日から供用開始に

なる南多摩処理区の方へ転嫁することは、ちょっと感心しないんじゃな l)かと思います。少な

くとも昭和 60年当初予算で、多摩平処理場の下水道使用料改定を実施して、その上に立って

南多摩処理区は 12月 1日から供用開始にもってl)く。それで下水道使用料金の制度は 12月

1日から適用される、こ のやり方が適切だと思います。

過去 5年間、何の改定もしないで、現在にきて 63 %の料金の改定をすることは、ちょっと

ひど過ぎる。少なくとも値上げのバーセントをこの半分ぐらい、 30%ぐらいに抑える のが限

度ではなl)かと思います。

そこで、建設委員会でも、こ の修正案についての提起をしましたが、いずれにしても、我々

委員の 1人ですけれど、あえて一言意見を述べ、させていただ

年、 55年と、 3カ年にわたって改定されてきております。その後、 55年から 60年まで改

定されずにきている。先ほどの委員長の報告のとおりですが。

改定の理由といたしまして、まず 1点といたしまして、維持管理費の使用料見返り収額は 6

億円に達している、また、維持管理費と資本費との歳入には、適正なる下水道使用料に改定し

たい、住民負担の公平の原則に著しく欠けることのないようにしていきたい、このように申さ

れております。

昭和 55年度から 60年度 5年聞に、都の方とか、また多摩各市でも、使用料の改定を行っ
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といたしましては、日野市下水道条例 21条、使用料の 63婦の値上げは反対でありまして、

値上げ幅はもっと縮めて 30 %にするのがよろしいんではないか、このように思いまして、意

見を述ベたわけでございます。よろしくお願いします。

0副議長(米沢照男君 〉 ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を

終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件lζ対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O副議長(米沢照男君 〉 挙手多数であります。よって議案第 68号、日野市下水道条

例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 74号、昭和 60年度日野市下水道事業特別会計補正予算 (第 2号〉の件を

議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

0建設委員長(高橋徳次君〉 それでは、建設委員会に付託されました議案第 74号、

昭和 60年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号)につきまして、建設委員会の審査

並びにその結果を御報告申し上げます。

今回の補正予算は、歳入歳出の総額を、それぞれ 1，6 1 7万 7，000円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ 21億 56万 9，0 0 0円とするものであります。

歳入の主なものは、先ほど御報告申しましたとおり、議案第 68号の条例改正に伴う使用料

の増額と繰越金であります。

歳出の主なものは、多摩平処理場の施設改良費、設計委託料費 1，3 0 0万円であり ます。

本件の質疑の主なものを申し上げますと、水洗便所の改造資金の融資あっせんの利子の補給

の条件は、との質疑に対しては、債務補償問題、利率、その他問題があり、違ってくるので流

動的であり、現在、金融機関と交渉中であるということです。

以上により、質疑を終結し採決の結果、賛成多数をもって原案可決と決定いたしました。よ

ろしく御審議のほどお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件iζ対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 74号、昭和 60 

年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号〉の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 77号、市道路線の一部廃止、議案第 78号、市道路線の廃止、議案第 79 

号、市道路線の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御意議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

0建設委員長(高橋徳次君) それでは、建設委員会に付託されました議案第 77号、

市道路線の一部廃止について、議案第 78号、市道路線の廃止について、議案第 79号、市道

路線の認定についての 3議案を一括して、建設委員会における審査の経過、並びにその結果を

御報告申し上げます。

まず、議案第 77号、市道路線の一部廃止については、上回 13号線、石灘 1号線は、現況

廃滅によるものであります。また、下耕地 1号線外 5路線は、平山下耕地の区画整理事業完了

によるものであります。

議案第 78号、市道路線の廃止につきましては、下耕地 2号線外 12路線は、下耕地の土地

区画整理事業の完了によるものであります。

議案第 79号、市道路線の認定につきましては、 46路線がありますが、主な認定の理由と

しては、下耕地の区画整理事業完了による帰属と、道路敷きの寄付による受領等によるもので

あります。

質疑の主なものは、新井 71号線は下水道のために先に認定しておかないと買収ができない

のか。また、東電敷地内の百草 5号績の交換道路はいつ廃止しているのか。また、民地との境

界は問題がなかったのか。落)112 0号線ほか 8路線は、下水管を埋めてつくったというが、埋

没して水たまりが非常に多L、これを放置しておくのか。また、よく水道管、下水、ガス管等

の工事で道路を切ることがあるが、非常に高低があり、また切り溝ができて、こういう点、市
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では指導しているのか。議案第 71号の関係で高圧線下が認定されているが、市は移管された

場合、東電からの補償はないのか等の質疑がありましたが、本委員会では現地調査を実施し、

慎重審議を行いました。採決の結果、 3議案とも全員異議な く原案可決と決定いたしました。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 3件について採決いたします。本 3件iζ対する委員長報告は原案可決であります。

本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 77号、市道路線

の一部廃止、議案第 78号、市道路線の廃止、議案第 79号、市道路線の認定の件は原案のと

おり可決されま した。

これより議案第 56号、昭和 59年度目野市一般会計決算の認定の件を議題といたします。

一般会計決算特別委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本件については一般会計決算特別委員長より目下委員会において審査中の事件につき、閉会

中の継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究する

ため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。一般会計決算特別委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付する

ことに御異議ありませんか。

[ r異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって一般会計決算特別委員長

の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しま した。

これより議案第 57号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第 58 

号、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定、議案第 59号、昭和 59年度目野

市下水道事業特別会計決算の認定、議案第 60号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計決

算の認定、議案第 61号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定、議案第 62 

号、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定、議案第 63号、昭和 59年度日野
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市老人保健特別会計決算の認定、議案第 64号、昭和 59年度目野市仲田緑地用地特別会計決

算の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御意議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

特別会計決算特別委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 8件については特別会計決算特別委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉

会中の継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究す

るため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。特別会計決算特別委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付する こ

とに御異議ありませんか。

[ r異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって特別会計決算特別委員長

の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 58 -2 4号、循環パスに関する請願、請願第 59ー 21号、市内循環パス

路線の早期実現を求める請願、請願第 60 -4号、日野駅~豊田駅を結ぶ市内パスを速やかに

滝合橋経由平山城牡公園駅まで延長し、私たちの南北交通の足を確保するための請願、請願第60

-14号、循環パス市案に加え全市的循環パス実現を願う請願の件を一括議題といたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長 (竹ノ上武俊君〉 総務委員会の請願審査に対する経過と結果を御報告

申し上げます。

請願第 58 -2 4号、循環パスに関する請願、請願第 59 -2 1号、市内循環パス路線の早

期実現を求める請願、請願第 60 -4号、日野駅~豊田駅を結ぶ市内パスを速やかに滝合橋経

由平山城壮公園駅まで延長し、私たちの南北交通の足を確保するための請願、請願第 60-14

号、循環パス市案に加え全市的循環パス実現を願う請願の 4件でございます。
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このうち、請願 58 -2 4号につきましては、昨年 12月定例会におきまして、総務委員会

lζ再付託された請願でございますo 1 0月4日総務委員会を開きました。この中で、同じく昨

年の 12月定例会におきまして、総務委員会iζ付託をされま した循環ノイス市案に反対する請願

につきましては、 後ほ ど御提案ある と思いますが、請願者より取り下げる意向などが表明され

ておりましたので、 一括審査から除いて審議した次第でございます。

総務委員会では、この 4議案を種々慎重審議 しました結果、全会一致で採決ということに決

定をいたしました。

ただ、先ほど申し上げま した 12月定例会での差し戻しのことがございましたので、請願58

-24号、循環パスに関する請願につきましては、総務委員会として付帯意見をつけた次第で

ございますo この付帯意見につきましては、お手元iζ配付されております審査報告書に出てい

るとおりでございます。読み上げてみたいと思います。 r市案実現に際しては、全市的循環パ

ス路線の確保をあわせ行うこと」一一以上の付帯意見をつけたわけでございます。よろ しく 御

審議のほどをお願いをいたします。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本 4件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。

これより本 4件について採決いたします。本 4件lζ対する委員長報告は採択であります。本

4件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって請願第 58 -2 4号、循

環パスiζ関する請願、請願第 59 -2 1号、市内循環パス路線の早期実現を求める請願、請願

第 60 -4号、日野駅~豊田駅を結ぶ市内パスを速やかに滝合橋経由平山城牡公園駅まで延長

し、私たちの南北交通の足を確保するための請願、請願第 60-1 4号、循環パス市案に加え

全市的循環パス実現を願う請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 59 -2 9号、健康保険本人の 10劃給付復帰、および国民健康保険への国

庫補助率引き上げの意見書を求める請願の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉

上げます。

請願第 59 -2 9号についてで ござし1ます。健康保険本人の10割給付復帰、および国民健康

保険への国庫補助率ヲ|き上げの意見書を求める請願でございます。

日野市神明 1-18-2、日野統一戦線促進労働組合懇談会代表、高橋宏さん外 503名の

方から出 されている請願でございま した。請願の趣旨は、昨年の 10月、新しい健康保険制度

が実施されて以来、 1割負担の重荷が家計を圧迫し、また不安を増している。あるいは、健康

保険本人の受診を控える傾向などが強まり 、疾病の長期化など、その他が心配されているとい

う趣旨でございます。そういう状況の中で、 1 0割給付の復帰を求める内容となっております。

あわせまして、国民健康保険に対する国庫補助率についても、引き上げてほしいという趣旨

でございました。

総務委員会の請願審査結果について、御報告を申し

総務委員会は、慎重に これを審査いたしま した結果、全会一致で採択と決しました。

そして、請願趣旨に基づき まして、意見書を関係官庁に送付すべく、 後ほど総務委員会のメ

ンバーによりまして、提案をする予定でございます。あわせてこ の点での御協力をお願いをい

たしまして、 審査結果の報告といたします。

0副議長 (米沢照男君〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件iζ対する委員長報告は採択であります。本件は

委員長報告のとおり決する に御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君 〉 御異議ないものと認めます。よって請願第 59 -2 9号、健

康保険本人の 10割給付復帰、および国民健康保険への国庫補助率引き上げの意見書を求める

請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 60 -8号、 [国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案Jlζ対す

る日野市議会の反対決議を求める請願、請願第 60 -1 0号、 [国家秘密に係るスパイ行為等

の防止に関する法律案」に反対する日野市議会の意見書を求める請願の件を一括議題といたし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0副 議長(米沢照男君)

総務委員長の審査報告を求めます。

O総務委員長(竹 ノ 上 武 俊 君 〉

告申し上げます。

請願第 60-8号は、 [国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案JIζ対する日野

市議会の反対決議を求める請願でございます。

総務委員会の請願審査について、経過と結果を御報

ては野放しをしている。しかし、現行法規をもってすれば、これを規制することはできるので

ある。だから新しい法律をつくる必要はな~ ¥0 むしろ、今後の法案の目的は、国民をスパイ行

為者に仕立てて、国民の表現や報道、言論の自由を取り締まろうとするねらいがあるので、請

願の趣旨に賛成だというものでございました。

また、第 2の意見は、現在、日本はスパイ天国である。自衛隊の中にまでスパイがいる。そ

して、これに対する刑罰が軽い。福祉国家においては言論の自由は当然保障されなければなら

ないけれども、福祉の汎用を乱すような行為に対しては、当然規制すべきである。また、国会

議員等が国会iとおいて国家の機密に触れる発言などをするはずはな~¥から、言論の自由は保障

をされているのである、というような趣旨でございます。

詳細な意見は、省略をいたしました。

以上の二つの意見を中心として、( r赤旗の意見は、かり言うな」と呼ぶ者あり〉いろいろの

意見交換があったわけでございます。その結果、 9月定例会において採決をしようということ

になっておりましたので、意見が分かれましたけれども、採決が行われました。その結果は、

多数決によって本 2請願を採択と決したわけでございます。

総務委員会は、決議を出してくれというのと、意見書を出してくれという二つの請願でござ

いましたけれども、決議ということに、 I本にまとめて、本定例会最終日花、総務委員会のメ

ンバーで提案しようではないかということを、確認をいたした次第でございます。

したがいまして、本目、総務委員会のメンバーによりまして[国家秘密に係るスパイ行為等

の防止に関する法律案」制定に反対する決議の趣旨をもちまして、提案をさせていただく予定

でございますので、これらについても満場の御協力をお願いする次第でございます。

以上をもちまして審査結果の報告といたします。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

御異議ないものと認め一括議題といたします。

請願第 60 -1 0号は、 「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に反対する

日野市議会の意見書を求める請願でございます。

請願第 60 -8号につきましては、日野市南平 5-28-38西山新次郎さん外 14名から

提出をされております。

なおまた、請願第 60-1 0号は、日野市旭が丘 1-13-7、林 洋さん外 1，253名か

ら提出されているものでございます。

総務委員会は、まず請願第 60 -8号につきまして、審査をいたしました。そして、これに

対する質疑と意見の交換がなされ、前回の総務委員会におきまして、 9月定例会中の総務委員

会で採決をしようではないか、という審議経過となったものでございます。

続きまして、今議会に請願第 60 -1 0号が、およそ同趣旨の内容で提出をされてまいりま

したので、一括審査をした次第でございます。

請願の趣旨は、この 6月、国会iζ提出をされました国家秘密にかかわるスパイ行為等の防止

に関する法律案の内容が、軍事、外交などの国政の重要事項を、行政府の一方的な判断で国家

機密とし、これを知ろうとしたり、話題とした人々に対して、最高刑死刑の重罰に処する。ま

た、この内容は、戦前の軍事機密保護法などの経験から照らして、国民主権の原則、言論、出

版、 表現、報道の自由などを根本か.ら侵害するものである。したがって、日本国憲法の

もとでは、こういう法案をつくることには反対である、という趣旨のものでございます。

そして、このような立場に立って、日野市議会が反対決議をし、あるいは意見書の提出をし

てほしい、という請願でございました。これらにつきまして、主として二つの意見が出された

わけでございます。

第 lの意見は、請願の趣旨に全く賛成であるというものでございました。この請願が言うと

おり、今度のこの法案は、現在、横行している CIAやKCIAなど、これらのスパイについ

01 8番(古賀俊昭君) 簡単に委員長にお聞きをいたします。

いわゆるスパイ防止法ιついての請願でございます。今、委員長の御報告の中では、委員会

の模様がある程度詳しく述べられたわけでありますが、私が知りたいと思う点についてはござ

いませんでしたので、お聞きするわけであります。

請願 60-8号花、要旨として理由が述べられております。請願の提案理由が述べられてお

ります。その中花、 1から 4まで項目を挙げて、その反対の理由が上げられているわけですが、
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当然、総務委員会においては、いわゆるスパイ防止法、先般国会lζ提出をされ、継続審議にな

っております[国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」というものを、参照もな

さったでありましょうから、お聞きするわけであ ります。

この 1の、法案が成立する と国民の知る権利に重大な制限が加えられるということについて

は、 この法律案のどこに談当するのか、どの条項を該当するとして、この 1の理由が成り立つ

のか。そうした議論があったのであれば、教えていただきたいと思います。

同じように、 2の、法案が成立すれば、言論、出版、表現の自由が犯されるというふうに書

かれております。 これは、国会iζ現在提案をされており ます法案の、第伺条がこの第 2の理由

2週間から 2カ月の、スパイという容疑で刑務所にぶち込まれた例等を出された方もあ ります。

そう いうふうな性格の法案であるという意見が、一つはございました。

また、一方の、先ほど紹介いたしました第 2の意見の立場の方は、憲法で言論の自由、そう

いうものは保障されているから、そういうことはないであろう、こういう反論的な意見も出さ

れております。

それから、以下、請願の中花出ております 3点についても触れられたわけですけれども、大

体そういう趣旨でやりとりがありまして、結論に持っていったということでございます。 一つ

一つについては、一応両方の見解が、第 lの意見と第 2の意見でめぐらされたということでご

ざし 1まして、 総務委員会がその問題について、これはこうい うもんであるというような、決定

みたいなものにしたというものではございませんので、そういうことで大体審議の模様を知っ

ていただけオ工ばと思います。

さらに質問があれば、メ モによ りましてお答えいたしますD

にかかわってくるのか。

同じように、 3の、 この法案は日本国憲法の平和主義の原則に抵触するということについて

も、同様にお聞きをしてみたいと思いますo

また、確かに、 この提出されております法案によれば、最高死刑とい う条文もあるわけであ

りますが、これらの重罰で国民iζ強制し、国民を威嚇をすることになる、威嚇する ということ

が出ております。 これは、いろいろスパイをやりたい人に とっては威嚇されるということにな

ると思いますが、具体的に、国民全体を果たして威嚇する ような結果になる のかどうか、こう

した議論があったかについて、お尋ねをいたします。

以上です。

O副議長(米沢照男君〉 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉 総務委員会の審査結果を、ただいまの質問iζ関連 し

てお答え申し上げます。

総務委員会は、全体といたしましては、今回の国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する

法律案、その条文が第 14条までございます。これの逐条審議はいたしておりません。それぞ

れ、第 2回目の総務委員会を前にいたしまして、会派iζ持ち返るということになりまして、各

会派で資料をもとに勉強をしてこられた上で、各委員が資料等をも とに発言をされておりまし

0副議長 (米沢照男君 〉

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

請願者がせっかく 14名、そして 1，25 3名もの方が署名を、

Tこ。

苦労 してお集めにな って出されたその請願について、具体的に述べられている要旨について、

詳しくこの法案と照らして御審議なさらなかったという のは、非常に私、今、奇異に感じたわ

けでございます。

特に、知る権刺、また言論の自由、こうした重大な問題にかかわる件について、一体どの条

項がこれに談当するのであろうかということを、少なくとも請願者が述べている以上は、総務

委員会において、具体的な箇所については、それを挙げて確認をなさるぐらいのことは、私は

あってもよかったんではなt¥かと思うんです。ただ何となくいいのじゃないかとか、そういう

ことで軽々しく請願というものを、国民の請願権を扱ってもらっては、私は因ると思うんです。

もう少し細かい審査というものが、具体的に国会に出された法案をもとに出されてきている請

願でございますから、おやりになればよかったのではないかと思いますが、やっておられない

ということであれば仕方ございませんが( r t ¥え、やってないということじゃないんですよ」

と呼ぶ者あり)。

まあ、これからし 1ろいろな審査とt¥うのは、請願審査というのはございます。総務委員会に、

これからいろいろ国政、また市民生活にかかわる問題というのは、たびたびかかるわけであり

それらの意見の中では、知る権利については、例えば戦前の例を出して、知る権利が犯され

るんだという例などを、ある委員さんは出しております。例えば、宴会等で写真を撮影しただ

けで、その付近iζ軍事機密iζ関する建物があった等の理由で、食堂のおやじさんが逮捕されて、
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ます。具体的に、きめ細かい審査というものを、やはり私、委員長においては心がけられた方

がいいのではなL可かと思いますが、いかがでございますか。

0副議長(米沢照男君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉 お答えいたします。

先ほど、省略すると申したわけでございまして、審議しなかったわけではございません。

例えば、名前を挙げて言いますと、総務委員の中の米沢委員は、この国家機密法の罰則の例

を、さまざまな形で挙げておられました。抽象的に言えば、外国に通報する目的で、どういう

ことをしたらどうなるとか、あるいは、業務上探知したものはどういうふうになるんだ、とい

うようなことを、 条文iζ基づいて発言をされておりました。

それから一方で、例えば、 鎮野委員も、すべての条文に関する資料をお持ちになって、それ

を一つ一つ挙げて、これは こういうことで憲法を犯すには至らないんだという反論をされると

か、それは全部されておりますので、 その結果、結論に導かれて採決をしたということでござ

いますので、一応御了解いただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君)

o 1 8番 (古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

今、相反する二つの意見があ ったというととを、 委員長、お

述べになったんですが、逐条的i乙条項lζ沿って反対の理由が述べられたというととも、今わか

りまし fこ。

ただ、乙うい う法案というものが国家に とって必要である とい う立場から、鎮野委員は考え

方を、意見を述べられた というととでありますが、 反対の方の意見の方が、かなり詳しく 委員

長報告の中で出てまいりましたが、鎮野委員が今おっしゃっ たと、 私、思われる意見lどついて

は、委員長報告の中で余り出て ζ なかったように思うんです。ある程度、委員長の考え方、も

ちろん私もよくわかっておりますが、委員長報告でありますので、 旗野委員の御意見を私は少

し聞きたいと思いますので、御報告をお願いし たいと思います。

0副議長(米沢照男君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) それでは、せっかくの古賀議員の質問でござい ます

ので、平等に報告したつもりでどざいますけれども、重ねて御報告をしていきたいと思います。

主として、米沢議員が言われた点は、先ほど述べた第 1の意見iζ属する意見の陳述展開でど

ざいました。 ζれは、またそのほかに、外国との機密という点では、日本とアメ リカ との軍事
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演習とか、今後の軍事協力、乙ういうもとでの国家機密の扱いが、国民に知る権利などを犯す

というようなととを、例を挙げての御説明がありました。

それからまた、市民生活については、先ほど挙げたようなことまで、戦争中は逮捕されたも

のである。ですから、そ ういう乙とで、との 14条にわたる条文とい うものは、 拡大解釈がで

きるという危険性があるんだ、とういう主張などをされたわけであり ます。

それから、 旗野委員の方の主張は、先ほど主要な点は申 し上げたつも りでどざいますけれど

も、さらに補足をいたしま すと、例えば(r米沢議員の意見は二度聞きまし たよ 」と呼ぶ者あ

り) 先ほど、 第 2の意見として発表したとおりでございますけれども、さ らに策野委員が主

張された点は、 憲法において、 言論の自 由、報道の自由はちゃんと保障されている という ζ と

です。

そういう中で、今度の法案が軽々しく死刑とか、 重罰を国民lζ処する という よう なものでは

ないんだ。その点から、例えば、とれ乙れの乙と lζついては軽い刑で済ませる といいますか、

そういう 形の処理の仕方という乙となども、 ちゃんと保障されているんだ、ですから、福祉と

いうような、国家の福祉に逸脱するよ うなととに対し ては、規制をしなければいけない、と先

ほど言いましたけれども、 そういう ととを強く主張されていたよ うに、私は一応メ モいたして

おります。

それから、そのほかに も、例えば、市川委員からも、具体例を挙げまして、 最近行われたス

パイ 行為、自衛隊の例も出されており ます。とういうものに対しては、あいまいに結局された

ではないか。という ような乙とがありま して、 そういう意見も受けた形で、 それをさらに旗野

委員が、資料等lζ基づきまして、 一つ一つ例を挙げて反論されたというふうに思うわけであり

ます。

重ねて言いますと、 市川議員は、数年前の本会議場で、との問題を論議したととがございま

す。そのときの会議録も、ほとんど主要な部分については、再度強調されておりますので、で

きればその議事録等をまた参考にしていただければ、市川委員のおっしゃ ったととはそ ζ に全

部言い尽 くされておりますので、御了解いただきたいというふうに思います。

0副議長 (米沢照男君)

o 1 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

最初花、もう少し、私の耳が十分に総務委員長の審査報告を

お聞きするのに機能していなかったのかもわかりませんけれど、 私には、最初、非常に委員長
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報告の賛成、反対の意見が、ある一つの御意見のみが強調されているように、たまたま感じた

ものですから、そのほかの御意見はどのようなものがあったかなという乙とで、お聞きしたよ

うな次第であります。

具体的に細かくいろいろどざいますが、後ほど意見があるんでしょうから、そ乙で言わせて

いただきます。

o 1 8番(古賀俊昭君 ) 去る、前の国会で、自由民主党の議員提案という形で、乙の

もし仮に国民の基本的な生存権とも言える知る権利、また言論の自由、表現の自由というもの

を、仮に犯すものであるとすれば、乙の法案を用意をしている自由民主党の政権である政府に

対して、乙れを反対をして、乙れにとの法案をつぶそうという行為に出るはずであります。つ

まり、国民の大多数は、良識的な国民の多数は、乙の法案を心から支持し、一日も早い成立を

願っていると思います。

特花、先ほど、国会議員が国家の機密にかかわるようなことは言わないだろう 、とい うよう

なお話もありました。乙れは、国会法において、国会内の、いわゆる院内の発言Kついては、責

任は問われないという、国会法の規定があります。ですから、先ほど委員長の報告の中にあり

ました国会議員云々という乙とは、全く 根拠を持たないというととであります。

また、例えば、新聞記者、または報道機関の人たちが外務省の機密を何か報道する、また外

務省のいわゆる秘密扱いのものを報道し たとし ます。しかしながら、本人に犯罪行為を行おう

とする意思がなければ、こ れは犯罪として、 いわゆるスバイ防止法の適用は受けないわけであ

ります。つまり、正当な業務Kよる行為というのは、 ζ の法律の対象にはならない乙とになっ

ております。 つまり 、例えば、お医者さんが手術をするためにメスを振るう。しかし、乙れは

傷害罪になりません。それと同じととであるわけです。

ですから、 最初に私が申し 上げましたよ うに、非常にセンセーショナルな反対理由が述べら

れております。 言論の自由が犯される、知る権利を奪われる、大変な時代主義的なものが並ん

でおりますが、戦前の、いわゆる国家保安法、国家機密保護法等の、いわゆるスパイ防止法に

当たるものが幾つかあったと思います。し かし、戦前においてすら、乙れらの法案の適用によ

って、死刑になった人はいないと思います。今日、民主国家として再生をした日本が、 ζ の法

案を振りかざして、だれかを捕まえて殺すなどというととは、恐らく考えられない ζ とであっ

て、ためにする議論であると思います。

との請願については、先ほど申し上げましたように、 法律的な大変無知か、またはそれに基

づく誤解があるという乙とで、請願採択反対の理由を述べておきたいと思いますが、とにかく

緒外国でもとれに関する法律というのは、みな持っております。乙とし市長が訪問されたソビ

エ卜連邦、ソ連においても最高刑は死刑という ζ とで、いわゆるスパイ 防止法がございます。

昨年、森田市長が訪問された中華人民共和国においても、スパイ防止法はございます。同じく

最高刑は死刑であります。

0副議長(米沢照男君)

終結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。

ほかに御質疑はありませんか。なければ乙れをもって質疑を

国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案が提出をされまして、現在、継続審議で国

会の方に上程されたままになっているわけであります。乙の、いわゆるスパイ防止法の制定を

求める世論と申 しますか、国民の声というのは、広範に全国的に認める ととができ‘るわけであ

ります。

特iと、今、市川議員のお話もありましたが、昭和 55年にはとの日野市議会で、とうした法

案の成立を求める決議が、日 野市議会でも良識ある議員の皆さんの力によって、可決をされて

おります。

その後、全国的に地方議会の議決も相次いでおりまして、 28の県議会、 124の市議会、

1， 3 5 3の町村議会等で、との法案の成立を求める意見書が可決をされ、決議されております。

それに基づいて国会に提案をされた、という背景もあるわけでありますので、国民の大多数は、

ζ の法案の成立を心から願っているというふうに、私は考えます。

特花、今、反対の理由がいろいろ述べられましたが、と れは意図的な曲解か、または全くな

法律的な無知花基づく反対の意見だろうと思います。そもそも、スパイを取り締まろうという

法律について、反対をするという乙とは、とれがつくられて困る人たちがいるわけであります。

つくられて困るのは、恐らくスパイをやっている人か、スパイを今後やろうとする人は、取り

締まりの対象になりますから、反対をするのは当然かなとも思います。

しかし、国民の大多数は、先ほど申し上げましたように、ζ の法案を支持していると思いま

す。特花、先般実施をされました共同通信等の世論調査を見ますと、中曾根内閣の支持率も60

¢に達そうとしております。乙うした高い支持率を受けている背景花、とのスパイ防止法が、

ハU
司

d
F
h
d
 

T
i
 

ヴ
，F

D
 



およそ独立国と名のつく国で、乙うした国家機密を保護するための法律を持たない固という

のは、存在しないわけであります。その乙 とは百も承知で、とうした意見書の採択、決議案の

採択を求めて請願が出されてくる。ある特定の主義、主張、イデオロギーに基づく考え方によ

って、今日の社会体制においては、国民に絶対に幸せになれない、だから乙の国の体制という

ものは変えなくてはならない、という人たちに とっては、 やはり ζ の国の基盤を揺るがすこ と

が必要忙なると思います。そういう人たちにとっては、とのスバイ防止法というのは、非常に

都合が悪いものだろうと、私なりに解釈をするわけでどざいます。

いろいろ反対の理由は、委員会では反対をなさる委員の方から逐条的に述べられたそうであ

りますので、細かくは申し上げませんが、とにかくとの法律の一日も早い成立を国が願ってい

るという乙とを、私、地方議会の議決等を引いて強調いたしました。 乙の請願の採択には反対

をいたします。

たという乙とを見ても、いかに強い執念を持っているか、 ζ ういうととが言えるわけでありま

す。

0副議長 (米沢照男君)

o 1 2番(板垣正男君)

板垣正男君。

請願の 60 -8号、 請願の 60-1 0号、いずれも採択の立

その際、国民が大きな批判を行いました。そうして、多くの市民団体を初めとする、乙の日

野市内だけにおいても、乙の法案の廃案を要求する、あるいは廃案を要求するだけではなく、

国家機密法そのものを反対する、 ζ ういう動き となって、今日、 議会に提出されてきたも のと

思うわけであります。

ζの国家機密法は、スパイ防止という乙とを掲げております。しかし、乙れは全くの口実で

しかない。乙の真のねらいとすると乙ろは、中曾根内閣自民党が目指す、日米軍事同盟体制の

国家づくりを本格的に強行するために、国民の知る権利を初め、言論報道の自由、そして国民

には耳も、口もふさげ、 ζ ういう目的を持った( Iど乙に書いてある、そんな乙とが。 読んで

みろよ」と呼ぶ者あり) 国民への一切の批判を封殺する、乙ういう内容と意図を持ったもの

であります。

乙の法案の内容は、大別すると三つの特徴iζ分けられる と思います。

その一つは、防衛問題及び防衛にかかわる外交問題のすべてを、国家秘密としてとれらを国

民から隠すというねらい。

第 21ζは、乙 の法案は政党や国会議員の国政調査、マスコ ミ等の正当な言論活動、一般市民

の日常の活動にも、政府が必要とみなせば、すべて犯罪とするというものであります。

そして第 3は、死刑や無期懲役を含む( I犯罪を犯す意思がなければ、犯罪は成立しないん

だ」と呼ぶ者あり)戦時法制にしか見られないような、異常な重罰規定をもって臨んでいると

いう ζ とであります。死刑に処するというのは、乙の法案の第 4条、官頭lζ書かれてあるわけ

でございまして、念のため乙の乙とを申し上げておきたいと思います。

日本の防衛問題や、あるいは外交をめぐる国政の重要問題で、情報主権者である国民に知ら

せない、完全にその情報を遮断する、壁の中lζ封じ込めてしまう 、そして乙れをタッチしたり 、

批判、追及するというものを国賊のように扱って、徹底的に弾圧する、ζ ういうねらいを持っ

たものであります。そして、国民の日常生活にまで目を光らせて、その結果、日米軍事同盟強

化に基づく、作戦体制の確立、あるいは日本の国家機関の策動が、国民lこは知らされないまま

に進行させてい ζ う、とういうねらいにあるかと思うわけであります。

この国家機密法の内容が、戦前、日本帝国主義や中国への侵略戦争を、中国全土に拡大した

場で意見を申し上げておきたいと思います。

今、自民党の古賀議員から、請願反対の立場での意見が、る るどざいましたが、 55年の第

3固定例議会で、決議が上程された際、私も共産党市議団の反対する立場で、意見を述べてお

きました。大要、その場でも述べてありますけれども、改めて今日の時点に立って、乙 の請願

の採択、そしてスパイ防止というととに名をかりた国家機密法を廃案に追い込む、あるいは法

案そのものの成立を阻むためにも、反対の意見を述べておきたいと思います。

新聞等でも報道されましたし、日本じゅうの国民が強い関心を持って見守っておりました、

さきの国会での、あの国家機密法の上程、そして継続案件にしたという乙との一連の経過、乙

れはまさに中曾根内閣や自民党が、あらゆる手段を講じてでも、法律の成立を図ろうという 、

乙ういう魂胆をむき出しにした、乙ういうととが言えると思うわけであります。世論の強い反

対によりまして，委員会の付託もできないままに、会期の終幕を迎える、 ζ ういう事態になり

まして、廃案になるのではないか、 ζ ういうふうに見られていたのであります。

ととろが、自民党や中曾根内閣が、乙の国会の最終日、衆議院の議員運営委員会で、新自由

クラブに割り当てていた委員を、自民党iζ差しかえてまで、法案の継続審議を強行した。そし

て、衆議院では、継続案件としては 1949年以来 36年ぶりの記名投票を行って、継続にし
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年、すなわち 1937年に公布された軍機保護法や、 1941年太平洋戦争の開始を前に公布

されまし た国防保安法、と のこつの法案とそっ くり同じだという とと も、偶然ではないのであ

ります。とれら二つの法案は、いずれも 国民から一切の知る権利を奪って、 侵略戦争に国民を

駆り立てる戦時国家体制を支えた国民弾圧法、国家機密法は、その当時と同様の暗黒時代へと、

国民を導とう というものであります。

中曾根首相が、 6月の参議院の決算委員会で、日本共産党の橋本 敦議員の質問lζ答えま し

て、 「あつものに懲り てなますを吹く という 乙と は繰り返さない方がいい」乙ういうふうに答

弁したととが伝えられております。首相自身が、国家機密法を戦前の弾圧法と、 本質的に同じ

ものだ、と ζ ういうふうに認識し ている ζ とを、彼みずからが明らかに した ものであります。

ζ ういう国民弾圧を目的とした国家機密法、多くの国民がその内容を知れば知るほど、 反対

の世論、反対の意見、そして運動が多く広まって くると とは、当然な ととでございます。そう

したととに基づいて、本議会にも二つの請願が提出され、総務委員会で慎重審議された結果、

多数で採択と決したととは、 まことにとれは日野市民の良識を代表する議会の、当然、の結論を

出したものと思うわけであります。

それから、乙の国家機密法の内容を、いろいろと弁護する意見の中で、 報道の自由は犯され

ないとか、あるいは国会の審議に影響をもたらさないだろう とか、スパイ野放し というような

乙となどを、いろいろと挙げておりますけれど、乙れは、国家機密法の本質を覆い隠すという

意図にほかならない、 ζ のように指摘せざるを得ないわけであります。

総務委員会でも、スパイ天国論云々という乙とが、いろいろ議論されたようでどざいます。

5 5年の第 3@]定例議会で提案された決議案の内容、提案趣旨、それに賛成者の意見などにも、

スパイ天国を取り締まる、乙ういうような趣旨があったわけでございますけれど、乙れは一体、

スパイを取り締まるということは、国家機密法を改めて制定する必要があるかどうか、改めて

見ていく必要があると思うわけであります。

自由新報が、国家機密法の制定をねらって、キャンペーンを繰り広げておりますけれど、そ

の中にも、日本はスパイ天国だからスパイ防止法が必要だというようなととも、述べられてお

ります。

国家機密法は、日本の機密を漏らした者を処罰する、 ζ ういう目的を持っているのでありま

す。初めから、日本を舞台にした外国同士のスパイ合戦をなくす、という目的を持っているも

のじゃないとい うζ とを、はっきり と申し上げておきたいと思います。

例えば、日本を舞台にしたスパイ合戦で、警視庁公安部は、刑法の強要罪で捜査したように、

乙れはソ連のタス通信特派員が、日本で中国人留学生花、中国情報を提供しなさい、乙ういう

要求を行ったという事件でどざいますが、それに対して、強要罪を適用して捜査を行ったとい

う乙と に見られますように、現行法でも十分取り締まる乙とができるという乙と、そして、日

本を舞台にした外国のスパイ合戦には全く手を触れないという ζ とも、経過として幾つも挙げ

る乙とはできるわけであります。

そのーっとして、ロ ッキー ド事件のとき、児玉誉士夫がアメリカの CIAの秘密工作に携わ

ったという 乙とが、明らかになりました。アメリカの議会、新聞、雑誌等、CIAの対日工作

の実態、が、次々と暴露されてまいりました。そして、それらの資料をもとにいたしまして、日

本共産党国会議員団が、 76年の 4月でありますけれど、日本で活動する CIA要員のリスト

を発表しましたが、その数が、実l乙196人lζ上っているのであります。

また、韓国のスパイ謀略機関KCIAが、日本滞在中の金大中氏をホテルかららちするとい

う前代未聞の主権侵害事件を起としたにもかかわらず、自民党政府は、乙のKCIAの責任を

うやむやにしたまま、今日ま で至っているのであります。もし、本当にスパイの問題を取り締

まるという乙 とであるならば、乙うした CIA、KCIAの暗躍ζ そ、取り締まらなければ、な

らないものであります。自民党は、そういう乙とに対して全く触れる乙とができない、乙うい

う問題点をさらしているわけであります。

さらに言論の自由云々という乙とが言われておりますけれど、とれは、乙としの 5月 31日

号の朝日ジャ ーナルで、朝日新聞田岡俊次編集委員が述べておるのでありますけれど、との法

案で言うようなととになってまいりますと、次のように述べております。 I防衛担当記者の活

動は、広報係の発表や記者会見の内容しか書かないような、よほど無能怠慢な記者を除いて、

ほとんどすべてスパイ行為となり、重罰の対象になってしまう」 一一乙ういうふうに、防衛庁

関係、外交関係の取材に関するととで、述べておるわけであります。

ですから 、政府が発表した ζ と以外は、一切取材してはならない、あるいは、新聞等で報道

しちゃならない、乙ういうひどい内容と意図を持っているものでどざいます。

私は、もう 1点、国会議員の審議云々という ζ とについても触れたいと思うわけであります

けれど、国会は、もち ろん国会の審議権がございます。法律で定められたように、国会の国政
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調査権が正常な機能を果たすならば、さまざまな問題の解明はできるわけでありますけれど、

しかし、今日、その国政調査権が大きく侵害されている、こういう点などもあるわけでありま

す。( Iどうし て」と呼ぶ者あり)

そういう中においても、国会議員の質問に対しては、例えば、政府は、守秘義務を盾iとして

回答しないという例などもどざいます。それでも、現在、議員証言法によって証人喚問すると

いうととができるわけでありますが、国家機密法のも とでは、それもできなく なってしまうと

いうおそれがあるわけであります。

議員の質問準備や 日常活動も、大きく制約されてしまう、乙ういうととも自に見えて明らか

でございます。( I絶対あり得ない、そんな ζ と」と呼ぶ者あり)議員の国会質問それ自体は、

憲法で保障された議員の免責特権があって、処罰されなくても、質問準備のための調査活動は、

不当な方法で国家機密を探知し、または収集した、という乙とにされてしまいますと、乙の法

案の内容からいきますと、 10年以下の重罰iζ処せら れる、乙ういう乙とにもなりかねない点

が、指摘されているわけであります。

そして、議員に情報を提供した人も、その業務lとより取得し、または領有した国家秘密を他

人に漏らしたという条項に適用されまして、処罰の対象になる、乙 ういうととにもなってまい

るおそれがあるわけであります。国家秘密法のも とでは、国民の知る権利や、言論出版報道の

自由は著しく侵害され、国会議員といえども、必要な資料の収集や調査ができない、乙ういう

状態iζ置かれてしまうわけであります。

最後に、私は、外国の例を一つだけ紹介しておきたいと思います。

先ほど、古賀議員は、外国はほとんど外交上の法律を持っていると、とのように言っており

ますけれど、例えば、乙ういう問題もあるわけでございます。( I国の名前を言え、みんなの

知っている国を」と呼ぶ者あり)

自民党の安全保障調査会の、森 清という副会長が、朝日新聞の論談欄へ投稿しております。

との中で、 「西欧諸国にはとのスバイ防止法と同様の法規があるが、言論の自由とスバイ防止

法が抵触するというような議論がある ζ とは、私は知らない」ーー とういうふうに、国家機密

法の制定を正当化しようという乙とで書かれているわけでどざいますが、しかし、乙れは西欧

諸国の実態を余り勉強なされていないんではないか、乙う疑わざるを得ないわけであります。

現iζ、 ことしの 3月、カイロで開かれました国際新聞編集者協会というのがどざいまして、

第 34回総会でも、英国オブザーパー紙編集長が、イギリ スの行政府機密法が、いかに言論の

自由を侵害しているかという ζ とを報告し、総会は乙れを受けて、英国政府に抗議する決議を

採択している ζ とであります。

乙の行政府機密法は、 1 9世紀末に、スパイ防止を名自にし て制定されました。その後、 1

9 1 1年に国防関係だけでなく 、官公庁のあらゆる情報を漏らせば処罰するというものに拡大

されたために、今や英国の言論機関は、公務の不正を暴露すれば、まず法律違反は免れない、

乙ういうふうに、と の集会で報告をし ているくらいで-どざいます。

外国の例でも、スパイというととを名目 iとして制定し、実際は言論の自由を奪うというとと

をねらっているという点では、 ζれは、自民党が提出した国家機密法でも、同じ内容と意図を

持っているもの、乙う強く指摘せざるを得ないわけであります。

そして、今、乙 の国家機密法の防止 一一 国家機密法の法案の取り下げ、あるいは廃案を求め

る全国的な世論の大きな高まりもどざいますし、地方議会においても、 100近い議会で反対

決議が行われてい るとも聞いております。本市議会が、総務委員会で多数で採択と決しました

との請願 60 -8号、 請願 60-1 0号は、本会議においても多数で可決されるととを強 く願

いまして、私の請願採択の立場での意見を終わりたいと思います。

0副議長(米沢照男君) ほかに御意見はありませんか。鎮野行雄君。

o 1 0番(鎌野行雄君) 総務委員会で、ある程度論議が尽くされましたので、私、建

前上、本会議では発言しないつもりでありましたけれども、先ほど、下水道条例の審議に関し

て、所管委員会の委員さんからも発言がありましたので、それにならいまして一言発言させて

いただきます。

まず、問題にな っております国家機密法案についての、最近の地方議会の取り扱いがどうか。

先ほど、古賀議員もそれに触れられましたけれども、乙れは二、三目前の朝日新聞に出ており

ましたんですけれども、反対決議をされた地方議会が 87、促進決議をされた地方議会が 1，5

o 8、乙ういう数字になっています。明らかに、国民一般はスパイ防止法案の成立を望んでい

る。乙れが常識だと 、私、思っております。

それから、防衛、 あるいは外交を国民に知らさないというのが目的だと、こ ういう乙とを、

先ほど賛成された方から発言がありましたけれども、国家には機密があるのが、乙れは当然で

あります。外交に関しでもそうです。防衛に関しでもそうです。
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申し上げますと、 情報公開制度、乙 れに対するいろいろ各党の、一応案が出ているわけであ

ります。

まず、社会党の案を見てみますと、 開示する必要のない文章等の範囲、と いうと ζ ろに「我

が国の安全または外交に関する事項は機密にし ていい」とと ういう乙 とがあるわけです。

公明党、民社党、新自由クラ ブ等の案についても、我が国の防衛または外交に関する事項は、

乙れは秘密でいい、国民iζ知らせなくてもいいんだ、 ζ うい う規定が入っているわけです。

共産党にしても、外交上の機密は、これは公開しなく ていい、と こうい うことを言っ ていま

す。もちろん共産党ですから、自衛隊を認められないわけで、すから、乙れは軍事については触

れられておりません。

自由人権協会という会がありますが、その案によりましでも、我が国の安全に関しては、秘

密でいい、乙ういう規定があるわけです。

そして、先ほどからいろいろ言われていますけれども、何かためにする発言か、あるいは国

家機密法、乙の法案を誤解しているんではないかと 、私、どうも判断し たいと思うんです。

60-1 0号の方花、乙ういうととが書いてあります。 I軍事、外交など国政の重要事項を

行政府の一方的判断で国家機密とし、-…..J乙ういうと とが書いてありますけれど、 我が国は

法治国家で、完全な三権分立体制をとっているわけでどざいます。したがって、国家機密はど

ういうものかという ζ とは、乙れは自主的iζ国家機密でなければならないという乙 となんです。

最終的に機密が、これは政府でしていただけでは、国家機密にはならないわけです。最終的に

は、司法の判断をまたなければならないわけです。ですから、一方的に指定して、どんどん守

秘事項がふえる、乙のような心配は、まず、あり得ないわけです。

そして、いま一つ言われるととは、日本では、外国でもそうですけれども、いろいろの国家

機密保護法についても、基本的には刑法のいろいろの基本的概念、規則が適用されるわけです。

ど乙かの法律を無視して、いきなり、やみからやみへ人を葬り去ってしまうような固とは、違

うわけです。まず、どういう基本原則があるかという ζ とで、まず、財形法定主義ということ

があるわけです。とれは、法律で決められているきり罰則は適用できない。それから、不遡及

の原則、 ζ れは過去にさかのぼって刑罰を擦る乙とはできない、乙ういう乙とと、類推解釈は、

乙れは禁止されているわけです。構わず拡大解釈するととはできないわけです。あるいは、罪

を犯す意なき行為は、乙れは罰する ζ とができない、乙れも刑法の第 38条にあるわけです。

ですから、と乙 にありますけれども、不作意に何か国家機密をたまたま知ったとか、あるい

は話題に した人が処罰されると とは、とれは絶対あり得ない ζ とであります。どうも、その辺、

誤解がある と思うんです。

なにか非常に断片的な意見になりますけれども、最高刑、死刑の重罰に処す、ζ れを知ろう

としたり、話題にした人に対して。乙れも非常にオ ーバーな表現であります。最高刑、死刑ま

たは無期懲役に処するというのが、法案の 4条に書いてありますけれども、 「外国iζ通報する

目的を持って、 または不当な方法で国家秘密を探知、または収集した者で、その探知または収

集し た国家秘密を外国に通報し、我が国の安全を著しく害した場合」ととういうふうに規定が

あるわけで、 乙の一つの条項を外れても、死刑または無期懲役になる乙とはあり得ないわけで

す。いきなり 、何が何でも死刑にするんだ、そういう心配があるというととはないわけであり

ます。

以下、いま一つの請願についても、委員会で個別に反論したので乙 ζ で申し上げませんけれ

ども、乙 の法案の最後花、乙の法律の適用iζ当たっては、乙れを拡張して解釈して、国民の基

本的人権を不当に侵害するような ζ とがあってはならないと、きちんと書かれているわけです。

( I守らないからでしょう。憲法だってそうじゃないのJI何を言うか」と呼ぶ者あり)どの

条文を具体的にとっても、乙の請願iζ書かれているような心配は、絶対にあり得ないと私は思

っており ます。

よく 、 日本は自由度ナンバーワンの国家だと、乙う言われております。乙の国家を守るため

には、絶対にスパイ行為等の防止に関する法律が必要ではないか、とういうととを申し上げて、

意見を終わります。

0副議長 (米沢照男君) 黒川重憲君。

o 1 7番(黒川重憲君) 請願 60 -8号、並びに 60 -1 0号、の請願に対しまして、

賛成の意見を一言述べさせていただきます。

去る 6月花、議員提出という形で、国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案、い

わゆるスバイ防止法案が、衆議院に提出をされたわけでどざいます。

乙の法案は、スパイの防止をうたっているわけでございますが、その内容をよく見てみます

と、国民の基本的人権である表現の自由、あるいは知る権利を大幅に制限するものとなってお

ります。そして、ζ の法案では、国家の機密とは何であるかというととが、明確でない。その
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提起も著しくあいまいであります。

したがって、拡大適用の余地を残して、乙の場合もし、保守防衛外交にかかわるほとんどの

事項を、国家機密の名のも とに、ベールで包んでしまっておる。国民の批判や監視のらち外に

置いて、これらに関する情報を知り、もし他に漏らした場合には、報道関係者であろう と、一

般市民であろうと、処罰される乙とになるわけであります。

しかも 、ζ の国家機密を公にした場合、最高死刑または無期懲役という 刑を科すというのは、

余りにも常軌を逸しているのであります。表現の自由、知る権利は、民主主義の中核でありま

して、今や行政情報の公開が要求されている時代であるのであります。

しかし、私たちは、スパイというものは、当然非難されるべき行為であると考えております

が、スパイ防止法に名をかりで、防衛、外交問題について一切国民に知らせない、論議をさせ

ないというととは、到底許しがたいととであろうと思います。

以上をもって ζ の請願に賛成の意を表します。

0副議長(米沢照男君) ほかに御意見はありませんか。なければ乙れをもって意見を

終結いたします。

乙れより本 2件について採択いたします。本 2件に対する委員長報告は採択であります。本

2件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O副議長 (米沢照男君) 挙手多数であります。よって請願第 60-8号、 「国家秘密

に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に対する 日野市議会の反対決議を求める請願、請

願第 60 - 1 0号、 「国家秘密に係るスバイ行為等の防止に関する法律案」に反対する日野市

議会の意見書を求める請願は採択と決しました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、乙れに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0国j議長 (米沢照男君) 休憩lζ引き続き会議を開きます。
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午後 2時 45分休憩

午後 4時 22介再開

乙れより請願第 60 -1 3号、日野第二小学校校舎内の整備に関する請願の件を議題といた

します。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇 〕

O文教委員長 (古賀俊昭君〉 私ども、代表者会議等に、少数会派でありますので、出

ておりません。議会の動きがよくつかめませんので、少しおくれて入ってまいりました。御理

解をいただきたいと思います。

去る 10月2自に文教委員会に付託をされました、請願第 60 -1 3号、日野第二小学校校

舎内の整備に関する請願について、審査の経過とその結果を御報告申し上げます。

請願者は、日野第二小学校 PTA会長の一ノ瀬公男さん外 2.1 5 1名の方々であ ります。請

願の要旨は、第二小学校の教室や廊下の床に使用されている、専門的に言いますと、フロリン

グブロックという名称だそうですが、木製の建材がキクイムシなどによって食い荒らされてい

る上花、昨年 2月には、床の清掃の際iζ、児童が床板でけがをして 16針も縫う事故が現実に

起きるなど、床の傷みが激しいために、昭和 61年度、来年度予算による全面的な改修を求め

たものであります。

文教委員会では、去る 4日、委員会開催の当日、現地視察を行い、篠宮校長、金田教頭両先

生から現状の説明を受けるとともに、問題床の虫食いの状況、事故発生現場等を、委員会メン

バー全員で確認をいたしました。

委員会Kおいて、教育委員会からは、来年度 7分の 2の国の補助制度が適用される見通しと、

さらに全面的に良質の材質による建材を使って改修を行いたいとの意向が示されましたので、

委員会としては、こ のまま放置をすれば再び事故が再発をする可能性も考えられるということ

から、全員異議なく採択すべきものと決定をいたしました。よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0副議長(米沢照男君 〉 これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件lζ対する委員長報告は採決であります。本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
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[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕 るこ との御異議ありませんか。

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よっ て請願第 60 -1 3号、 日 [ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

野第二小学校校舎内の整備に関する請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 58-2 9号、循環パス市案に反対する請願の件を議題といたします。

本件については、請願者より委員会へ取り下げたいとの申し出がありましたので、総務委員

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって請願第 60 - 5号、老人

長より報告を求めます。

〔総務委員長登壇 〕

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉

医療定率負担の導入に関する陳情の件については、取り下げることに決定いたしました。

これより請願第 59 - 2 8号、世界連邦都市宣言に関する陳情、請願第 60ー7号、下町下

河原地区に所在する(旧)日東精密時計株式会社跡地取得花関する請願の件を一括議題といたし

たいと思いますが、これに御意議ありませんか。

請願取り下げについての御報告を申し上げます。 [ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

さきに提出をされておりました請願第 58 -2 9号、循環パス市案に反対する請願でござい

ます。この請願については、請願代表者の斉藤実さんより、都合により取り下げをしたいの

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

でよろしくとのことでございます。

よろしくお取り計らいをお願いをいたしますo 取り下げということでございますo

総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 2件については総務委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審

0副議長(米沢照男君〉 ただいまの委員長の報告のとおり、本請願については取り下

査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会

中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あげる ことに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕 りませんか。

0副議長(米沢照男君 〉 御異議ないものと認めます。よって請願第 58 -2 9号、循 [ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

環パス市案に反対する請願の件については、取り下げる ことに決定いたしました。

これより請願第 60 -5号、老人医療定率負担の導入に関する陳情の件を議題といたします。

本件については、陳情者より委員会へ取り下げたいとの申し出がありましたので、厚生委員

長より報告を求めます。

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出のと

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(馬場弘融君〉 請願取り下げの御説明を申し上げます。

おり閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 57ー7号、遊休農地をテニスコ ートとして利用することに関する請願の件

を議題といたしますo

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本件については文教委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査

にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

昭和 60年 9月 13日付で、請願第 60-5号、老人医療定率負担の導入に関する陳情の陳情

者、東京保険医協会南多摩支部支部長小林友雄さんから、請願取り下げ願いが提出をされました。

1 0月 3日に開催をされました厚生委員会で、全員異議なく取り下げを承認すべきものと決

しました。

以上、御報告を申し上げます。よろしくお取り計らいのほど、お願いをいたします。

りませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 ただいまの委員長の報告のとおり本陳情については取り下げ 0副議長 (米沢照男君 〉 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のと
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おり閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 60 -9号、無認可保育室の助成iζ関する陳情、請願第 60 -1 1号、 (仮

称)神明地区センター建設に関する請願、請願第 60 -1 2号、静観な住宅地の真ん中への駐

車場建設反対に関する請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、 これに御異議ありませ

んか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 3件については、厚生委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続

審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉

会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。厚生委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0高Ij議長(米沢照男君 〉 御異議ないものと認めます。よって厚生委員長の申し出のと

おり閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 57 -3 7号、高幡不動駅北側地区の区画整理lζ対する反対請願、請願第57

-5 1号、高幡地区区画整理iζ対する京王線高幡不動駅南側住民の反対請願、請願第 57-5 5 

号、高幡不動駅南新井東地区の区画整理iζ対する反対請願、請願第 57 - 5 9号、土地区画整

理事業策定に当たって当該計画より第一豊田荘住宅地域を除外に関する請願、請願第 57-62

号、程久保 662番地地域山林緑地保存iζ関する請願、請願第 58ー5号、高幡不動駅地区の

区画整理に対する反対請願、請願第 59 - 8号、生活道路設置に関する請願、請願第 59 - 9 

号、下水道設置に関する請願、請願第 59 -1 6号、基盤整備に関する請願の件を一括議題と

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0扇Ij議長(米沢照男君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 9件については建設委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審
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査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会

中の継続審査にされたいとの申し出があり ます。

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のと

おり閉会中の継続審査に付する ことに決しました。

次に日程第 50、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。下

水道対策特別委員長より下水道建設に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査にされ

たいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付する ことに御異議ありま

せんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次iζ 日程第 51、農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題とい

たします。農林水産省跡地利用対策特別委員長より農林水産省跡地利用に関する事件の調査研

究のため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 52、高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に関せる件を議題といたします。

高幡踏切対策特別委員長より高幡踏切に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査に

されたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。
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c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって委員長の申 し出のとおり

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に 日程第 53、廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

廃棄物対策特別委員長より 廃棄物に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査にされ

たいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申 し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

0副議長(米沢照男君〉

ました。

議員提出議案第 8号、人事院勧告の完全実施花関する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。名古屋史郎君。

御異議ないものと認め閉会中の継続審査に付する こと に決し

せんか。

C 2 1番議員登壇〕

02 1番(名古屋史郎君〉

上げます。

お手元に配付してあ りますとおりの趣旨で、賛成者が多くて、御遠慮願ったいきさつもあり

それでは、議員提出議案の第 8号の提案理由の説明を申し

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君 〉 御異議ないものと認めます。よって委員長の申 し出のとおり

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次iζ 日程第 54、市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題 といたしま

ますので、ぜひ皆さんの御賛同を得たいと心からお願いいた しまして、提案にかえさせていた

だきます。

0副議長 (米沢照男君 〉 質疑討論を省略し直ちに採決を行います。本件は原案のとお

せんか。

り決するに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君 ) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第 8号、人

事院勧告の完全実施に関する意見書の件は原案のとおり可決されました。

議員提出議案第 9号、老人医療費の不公正な負担増並びに老人医療自己負担引き上げに反対

する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。福島敏雄君。

C 2番議員登壇 〕

02番(福島敏雄君〉 それでは、議員提出議案第 9号、老人医療費の不公正な負担増

す。

市民会館建設対策特別委員長より市民会館建設に関する事件の調査研究のため、閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申 し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付する ことに決 しました。

これより請願第 60-1 5号、 日野本町四丁目のワンノレーム・ マンション建設に反対し市の

適切な指導を求める請願の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元iζ配付しま した印刷物のとおりです。

請願第 60-1 5号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定により議長におい

て建設委員会iζ付託いたします。

お諮りいたします。請願第 60 -1 5号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

並びに老人医療自己負担引き上げに反対する意見書でございます。

提案の趣旨iとつきましてはお手元に配付された資料のとおりでございます。なにとぞ皆さん

方の御賛成をよろしくお願い申し上げます。

0副議長(米沢照男君〉 質疑討論を省略し直ちに採決を行います。本件は原案のとお

り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O副議長 (米沢照男君〉 挙手多数であります。よって議員提出議案第 9号、老人医療

費の不公正な負担増並び花老人医療自己負担引き上げに反対する意見書の件は原案のとおり可
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決されました。

議員提出議案第 10号、東京都住宅供給公社の不当な定期的家賃値上げに反対する意見書の

件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。小俣昭光君。

C 3番議員登壇〕

03番(小俣昭光君〉 議員提出議案第 10号、東京都住宅供給公社の不当な定期的家

私も公社のつくられた目的から考えまして、この趣旨というのはそのとおり受け取るわけです

が、 「住戸改善等の財源助成措置を図ること」とありますけれども、財源助成措置という のは、

具体的にどういう意味なのか、お尋ねしたいわけであります。

この最後の点は、第 1点でお尋ねしました維持管理費も、要するに家賃の設定には含むんだ

ということですが、この一番最後のとこで、住宅改善という のは、当然、維持管理費というふ

うに受け取るわけですけれども、これを一般財源というふうな意味なのかどうか、わかりませ

んが、それで助成措置を図るということがどういう意味なのか、不明ですので、御答弁願いた

いと思います。

賃値上げに反対する意見書であります。

文案要旨は、お手元に配付されております印刷物のとおりでございます。よろしくお願いい

たします。

0副議長(米沢照男君〉 これより質疑に入ります。夏井明男君。

01 6番(夏井明男君〉 東京都住宅供給公社の不当な定期的家賃値上げに反対する意

0副議長(米沢照男君〉 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君〉 お答えいたします。

第 1点目の、個別原価家賃ιついてどう評価するかということでありますが、私たちは、今

までの公社の設立目的からいった場合において、各団地ごとによって家賃が設定されていると

いうことは、昭和 25年以来ずっとそういう形で、説明をされてきております。ですから、現

段階においては、この個別原価家賃ということは、私たちは、正しいというように理解してお

ります。

第 2点目は、家賃が過去 2回値上げされておりますが、第 1回目の 51年のときには、家賃

の約 60%が値上げされております。第 2回目は、それから 6年後ですから、 57年だと思い

ますけれど、ここのときには 35 %の家賃が値上げされております。それで、今回は、今、公

社は家賃値上げを言っておりませんが、家賃審議会で私たちの居住者にお知らせしているチラ

シなどでは、約 16%の値上げを言ってきております。

以上のあれから見ますと、私たちが最初K入居していた家賃から比べると、約、倍の家賃に

なろうとしておりますので、私たちは反対しているというように、御理解していただきたいと

思います。

3番目の、基準家賃の設定であります。これは、 59年度につくられたもの、公社住宅であ

りますが、 5 9年度でつくられた家賃は、 8万 4，70 0円ということが言われております。こ

れに既存の住宅家賃、これが基準ですから、これに合わせてすべての家賃を合わせていくとい

うのが、それが基準になっております。ですから、それに調整家賃という、いろんな言い方が

ありまして、例えば、何年たっているかというのがありますが、そういうので調整をして、そ

見書ということで、東京都知事あて、さらには住宅供給公社理事長あてということで、出され

ているわけであります。

過日も、日野市におきましては、下水道料金の値上げ、割合にしまして 6害Uから 7割の値上

げが決まったところでありますが、その状況を踏まえて、何点か、疑問点もありますので、お

伺いをしたいと思います。

まず、第 1点、ここで、家賃額の設定は、維持管理費と固定資産税及び各団地のすべての建

設費総額を償還できる家賃、個別原価家賃制度となっております、ということですが、まず第

1点として、この制度iζ対して提案者はどのようにお考えになっているのか。要するに、この

算定方法はまずいのかどうか、妥当性を欠くのかどうか、その辺が第 1点です。

第 2点は、 「全国iζ先駆けて、昭和 51年以降 2回の家賃値上げをし」とありますけれども、

家賃の値上げ幅がどのぐらいであったのか、であります。それから 「今回三たび値上げをする」

とありますが、その時期の見通し、値上げ幅等がわかりましたら、お願いしたいと思います。

それが第 2点であります。

第 3点目は、 [公社住宅の既存住宅に基準家賃など現実を無視した不当な家賃算出方法を直

ちに中止すること」とあります。それで、お尋ねしますが、基準家賃というものが、どうして

不当な家賃算出方法なのか、それを御説明願いたいと思います。

第 4点目であります。 r公社設立の目的に治って、家賃高額化抑止対策」ということですが、
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れで既存の家賃が幾らになるのかと。あくまでも 59年度に建った家賃は、 8万 4，7 0 0円、

これが、建てかえたときにそうなるということでありますので、限りない値上げにつながって

し1く可能性があります。そういうことで、この基準家賃については、私たちは断固反対してい

るわけであります。

第 4点目は、財源の助成措置についてであります。この問題については、実際iζ建った後か

ら法的に改善されなけりゃいけなし、。例えば、平山住宅の例をとってみますと、 3年前花、地

震対策ということで補強がされております。ピ ロティーが、建ったときには現行どおり、法規

では正しかったわけでありますが、宮城沖地震、あるいは新潟沖地震によって、ピロティーが

補強されなければいけないということで、それについて改善を命令されております。これらが、

東京都の助成で行われています。

また、消防法の改正によりまして、避難場所がない住宅がありますので、それについて 2方

向避難できるよう、改善を求められております。これらも東京都の助成で、今まで改善をされ

つつあります。

あるいは、自転車置き場についても、平山住宅については、今まで建設年度のときには自転

車置き場がなかったわけでありますが、それらが自転車置き場を設置するようになってきてお

ります。いま現在では、 40%の自転車置き場、世帯数において 40%でありますが、これを

1 0 0 %ι 自転車置き場をつくるよう要求しておりますが、これらも東京都の助成で行われる

運びとなっておりますが、残念ながらこの助成がおくれているために、これらが計画が進んで

いない、というところが現状であります。

それともう一つは、先ほどの高家賃、新しい住宅についての家賃でありますが、土地や建物

の値段の高勝によって、家賃が庫額化されてきております。私たちの公社住宅については、こ

この提案の要旨のところにも書いてありますように、動労者iC.良好な住環境と集団住宅を供給

し、勤労者の生活を安定させることを目的としてつくられた公社住宅であります。これに、 8

万 9，000円の家賃などというような、法外な高い家賃になっていったんでは、とても一般勤

労者は入れなくなれますので、これに対する処置をするようお願いしているわけであります。

以上です。

O副議長(米沢照男君 ) 夏井明男君。

的なことをもう一度お尋ねしますが、大体わかりましたけれども。

まず、第 1点は、個別原価家賃制度というのは、これは支持するという立場だろうと思うん

です。( r は ~\J と呼ぶ者あり〉

第 2点の、今、平山住宅を例に出されているんですが、今、平山住宅で、現状の家賃と 60 

年度の家賃の値上げ幅というのが、具体的に家賃で言うと大体どのくらいになる のか。日野市

の、先ほどの下水道料金の値上げですと、高いところでは、先ほど一 ノ瀬議員の方から 77 % 

という数字も出たわけですけれども、具体的な数字が大体どのくらいなのか、その辺わかると

思うんですが、御説明願いたいということです。

それから、私も、考え方の基本としましては、勤労者の住宅、特に個人で住宅を建てられな

いという方に対して、それに見合う住宅を供給していくという住宅政策は、基本的にはそうだ

ろうというふうに思います。ですから、一般財源からある程度の助成措置がとられていくとい

うことも、それは納得がいくわけですけれども、具体的にこの中で、住宅の改善ということで

今出された例が、大きな震災対策iζ対してどうかというものK対する財源、助成措置というふ

うに説明を伺ったわけですが、当然、個別原価家賃制度と いうことを前提としてお認めになる

立場であれば、それ以降の文面のところで、例えば、今あ りま した基準家賃の問題につきまし

でも、もう少し違った形の表現になってくるんじゃ ないか、というふうに思うわけですが、そ

の辺どのようにお考えになっているでしょうか。

0副議長 (米沢照男君〉 小俣昭光君。

0 1 6番(夏井明男君〉 細かいことは、 また別の機会にお聞きしますけれども、原則

03番 (小俣昭光君〉 家賃の問題においては、私は平山住宅だけを前提にしたわけで

な く、公社住宅全体を指しております。そして、具体的に、私、平山住宅で言ったのは、住居

改善を必要なところを、ほかでやっているやつを持ってきてどうのこうのと言ってもわかりず

らいですから、私は自の前にあるもので見ていただくということで言ったわけです。

それと、基準家賃というのは、何も私たちがヲ|っ張り出してきて言っているわけじゃありま

せんで、公社が家賃を値上げする根拠を何らかの形で求めるために、不当にヲ|っ張り出してき

た家賃です。先ほども言いましたように、 5 9年度の建設した家賃が、ここ の中でも言われて

いますように、 2番で、公社住宅の既存住宅に一ーでなくて、 3番です、 最低居住水準以下の

住宅について、居住水準を引き上げるように、これも法律が変わったわけです。

ですから、平山住宅の住宅でも、この最低居住水準にも達してない部屋があるわけで、す。で
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すから、そういうところと、今言っている 59年度の家賃、これと一緒にすること自体が、本

来おかしいわけです。そういう点で、比較をするんではなく、 100歩譲って、それなら一番

高い家賃と一番低い家賃、それの真ん中をとって、これが基準家賃だといわれるなら、まだ多

少納得はできるわけですけれど、最高額を基準家賃にしているわけですから、とても居住者に

しては納得できない、というように思うわけであります。

品L上です。

O副議長(米沢照男君〉 夏井明男君。

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君〉 御異議ないものと認めますo よって会議時間を延長すること

に決しました。小俣昭光君。

03番(小俣昭光君〉 財源の助成措置に、部分について、維持管理を含むかどうかと

いうことで、平山住宅自治会の方針でも、自治協の方針でも、 l¥かなる家賃の値上げは反対、

ということを唱えたこと は一度もありません。ですから、納得l¥く家賃値上げであれば認める、

という方針をとってきております。

ただし、それについては資料を公開する必要がある。どこにどう使われているかわからない

家賃、経営が赤字になりましたから値上げしてください、ということだけでは納得できない、

という方針をとっております。

それと、現在の家賃、私のところは 3Kであります。 6畳 1間 4畳半が l問、そして 3畳の

板の間の、この部屋であります。これが、約 20年前にできた住宅であ ります。ここで、今は

共益費含めて 2万 1，0 6 0円だと思います。( iそれでも安いよ」と呼ぶ者あり)

これは、 20年前の家賃でしたら、とても一般の家庭では入れない家賃であります。先ほど

言いましたように、これは、ここで個別家賃制度というのがあるわけです。ですから、ここを

3 0年で償還するということで、家賃が決められていたわけですから、これを 30年で割 ったのが

家賃であります。ですから、とても高い家賃になっていたわけであります。今でこそ皆さん方

は安いと言われますが、最初から入居していた方たちにとっては、膨大な高い家賃を払ってき

たわけであります。そういう点で、こういう運動が起きてきているわけです。

以上です。

01 6番(夏井明男君〉

おきたいと思います。

私も、日本住宅公団の方に住んでおりますので、家賃問題については絶えず悩みがあるわけ

大体大要はわかりました。もう 1回だけ、ちょっとお尋ねして

です。居住者とすれば、なるべく安い家賃でいたいというのは、そのとおりだと思います。ま

た、定期的iζ際限なく家賃が上がっていくということに対しても、やはり住民の方も不安に思

っています。

しかし、例えば公団の補修費用とか、そういうことすら賄い切れないというふうな議論も、

前になされたことがあるわけで、す。事実としてあったわけですけれども、今のお話の中で、そ

の辺の説明は、今の御説明ですと、一番最後の方の[住戸改善等の財源助成措置を図る こと」とい

う意味は、要するに普通の個別原価家賃制度の中の維持管理費等については、そういうものに

ついては含まないんだというふうに、私、 理解しておるわけですけれども、それでよろしし、か

どうか、確認をしておきたいと思います。

それから、先ほど、ちょっと細かい話になりましたが、平山住宅ということで、パーセ ンテー

ジを出されたわけですが、その辺の具体的な数字というのは、大体どのくらいになるのか。小

俣議員も公社に住まわれていますから、その辺、具体的に、身近におわかりになると思うんで

すけれども。その辺を、ちょっと 51年から御参考程度に、これは無理な質問ではないと思い

ますので、わかりましたら教えていただきたいと思います。

それから、最後の、最低居住水準以下の住宅ということも、国の制度で住宅の基準が変わっ

たということで、私も承知しております。その点はわかります。

以上です。

O副議長(米沢照男君〉 お諮りし、たします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の

0副議長(米沢照男君)

0 1 6番(夏井明男君)

夏井明男君。

大要はよくわかりました。それで、私も今回の下水道料金値

上げについては、非常に悩んだ立場ですから。

そうしますと、今、小俣議員のおっしゃるとおりに、何でもかんでも値上げに反対ではない

んだということですね。私も、例えば、維持管理費等も人件費等で上がりますから、また、い

ろんな材料も上がりますから、そういうことも含めて値上げになる、料金の改定につながると

いうことは、日野市のいろいろな保育園の値上げにつきましても、全体的に見ても、そういう
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ふうな方式といいますか、やむを得ないものがあるということも多少認識しています。

そういいますと、一番根本的に疑問に思いますのは、大体大要については理解しましたけれ

ですから、そういう点では、何の、公社が赤字だと言っているから赤字なんだという方式で

は、残念ながら賛成できるわけにし 1かなt¥0 これは、何でもそうではないかというように思い

ども、個別原価家賃制度というのは、前提として賛成であるということが、前提にあります。

それで、その後の基準家賃については、設定の仕方から逆算をした家賃の算出方法は納得がい

ます。

それともう一つは、基準家賃については、 ( iもういいよ、言う なよ」 と呼ぶ者あり)では、

かないということなんですね。その意味も、私は理解 している方ですけれども、そうしますと、 そういうところです。

し、ますか、そういうものがここには示されていなし ¥0

0副議長(米沢照男君〉

終結いたします。

これより本件について採択いたします。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑をどういうふうな算定の方法で値上げを一一値上げの算定方法をとっていったらば、 要するに妥

当な、定期的な値上げになるのか、その辺の話が、実はないんですけれど、その辺の代案とい

むしろ、話し合いを、値上げをするのを直ちに中止しなさいとかいうこともあるわけですけ 〔賛成者挙手〕

O副議長(米沢照男君〉 挙手多数であります。よって議員提出議案第 10号、東京都れど、こういうふうなものを、逃げ場のないような意見書として提出される可能性があれば、

かなり日野市の議会として、意見書を東京都、国じゃありません、東京都ですから非常に身近 住宅供給公社の不当な定期的家賃値上げに反対する意見書の件は原案のとおり可決されました。

議員提出議案第 11号、健康保険本人の 10割給付福帰、および国民健康保険への国庫補助

率引き上げを求める意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

[ 2 2番議員登壇 〕

なところでありますので、その辺どういうふうに、代案と いいますか、そういうものはやはり

若干こういうふうにあるべきじゃないかとかい うものが、やはり示されるべきだろ うと思うん

です。

最終的には、ここでとられているのは、結局 [財源の助成措置を図ること 」ということだけ

で終わっているわけですけれど、その辺は、今のこの場の中で、基本的な考えがあれば、お聞 022番(竹ノ上武俊君〉 議員提出議案第 11号についての提案理由を申し上げます。

きしておきたいと思うんです。 タイトノレは、健康保険本人の 10劃給付復帰、および国民健康保険への国庫補助率引き上げ

を求める意見書でございます。この提案理由につきましては、お手元lと配付されております案

文のような理由によるものでございますので、満場の御賛成をいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君〉 今まで、私たちは家賃値上げに絶対反対ということは掲げてお

りません。それの一つのあれとしては、第 1回、 第 2回の家賃値上げの、最終的には合意をし 0副議長 (米沢照男君〉 質疑、討論を省略し直ちに採決を行います。本件は原案のと

てきているわけです。ですから、そういう点では、何が何でもということは、先ほど言ってい

るように、運動としてやってきているわけじゃありません。

もう一つは、共益費というのが私たちの居住者にあるわけですけれど、この中で、共益費も、

おり決するに御異議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第 11号、

私たちは自主的に値上げをしてきております。共益費が赤字であれば、居住者と相談いたしま

して、そして値上げをしてきております。ですから、公社の家賃、共益費と同じような形で、

すべて明らかにしてくれば、反対をしているわけじゃありません。ですから、資料公開も迫っ

てきております。この審議会の中にも、 2人のメンバーが、居住者代表として入って、運動を

進めてきております。ですが、この審議会にも資料を提出をしないできているわけです。

健康保険本人の 10割給付復帰、および国民健康保険への国庫補助率引き上げを求める意見書

の件は原案のとおり可決されま した。

議員提出議案第 12号、 「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」制定lζ反対

する決議の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。
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022番(竹ノ上武俊君〉 議員提出議案第 12号についての提案理由を説明いたしま

すo

[国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」制定iζ反対する決議でございます。

この提案理由につきましては、先ほど同様お手元iζ配付いたしました決議案文に盛り込まれて

おりますので、よろしく御審議の上、全会一致での決議をお願いいたしますり

地方 自治法第 123条第 2項及び日野市議会会議規則第 81条の規定に

より署名する。

0副議長(米沢照男君〉 質議、討論を省略し直ちに採決を行います。本件は原案のと 日野市議会議長 ー「-E司..Lコ-・ 橋 通 夫

おり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕
署 名 議 貝 竹ノ上 武 1欠fn 

0副議長(米沢照男君〉 挙手多数であります。よって議員提出議案第 12号、 [国家

秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」制定に反対する決議の件は原案のとおり可決

署 名 議 貝 米 沢 照 男
さオlました。

本日の日程はすべて終わりました。

これをもって昭和 60年第 3回日野市議会定例会を閉会いたします。

午後 5時 12分閉会
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